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第１編 総  論 
 
第１章 計画の主旨  
 
１－１－１ 計画の目的 
 
 この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 40 条の規定に基づき、愛媛県の地域に係る
災害対策について定め、これを推進することにより、県民の生命、身体及び財産を災害から保護することを
目的とする。 
 
１－１－２ 計画の性格 
 
 この計画は、県、市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体、その他防
災上重要な施設の管理者並びに県民が、防災対策に取り組むための基本方針となるものであり、状況の変化
に対応できるよう必要に応じ見直しを行うものである。 
 
１－１－３ 計画の構成 
 
この計画は、計画編と資料編で構成する。 
計画編の構成は、次の４編による。 

 (1) 第１編  総論 
   この計画の主旨、防災関係機関の業務、地形・気象災害の概要など計画の基本となる事項を示す。 
 (2) 第２編  災害予防対策 
   平常時の教育、訓練、施設の災害予防対策、県民生活の確保方策などの予防対策を示す。 
 (3) 第３編  災害応急対策 
   災害が発生した場合の応急対策を示す。 
 (4) 第４編  災害復旧復興対策 
   災害発生後の復旧、復興対策を示す。 
 
 なお、愛媛県地域防災計画は、この「風水害等対策編」によるもののほか、地震災害、原子力災害に対応
するため、「地震災害対策編」、「津波災害対策編」、「原子力災害対策編」をそれぞれ定める。 
 また、石油コンビナート災害に対応するため、別に「愛媛県石油コンビナート等防災計画」を定める。 
 
１－１－４ 基本方針 
 
災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに、

県民一人一人の自覚及び努力を促すことによって、できるだけその被害を最小化する「減災」の考え方を防
災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだ
け少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備えるものとする。 
なお、災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソフト施策

を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせることが必要である。 
また、防災対策は、県民が自らの安全は自らで守る「自助」を実践した上で、地域において互いに助け合

う「共助」に努めるとともに、県及び市町がこれらを補完しつつ「公助」を行うことを基本とし、県民、自
主防災組織、事業者、県及び市町がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力して着実
に防災活動を実施していくことが重要である。 
 特にいつでもどこでも起こりうる災害による人的被害、経済的被害を軽減し、安全・安心を確保するため
には、行政による防災対策の充実はもとより、県民自らが災害への備えを実践し、災害に強い地域社会づく
りを実現させることが不可欠であることから、愛媛県防災対策基本条例（平成18年12月19日条例第58号）
（以下「防災条例」という。）及びこの計画に基づき、個人や家庭、地域、企業、団体等が日常的に減災の
ための行動と投資を息長く行う「県民運動」を展開し、その推進に当たっては、時期に応じた重点課題を設
定する実施方針を定めるとともに、関係機関等の連携を図る。 
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さらに、災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、公共機関及び地方公共団体は、応
急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化してお
く。相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な風水害等による同時被災を
避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の協定締結も考慮する。 
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第２章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 
 
１－２－１ 県  
 
 (1) 県地域防災計画の作成 
 (2) 防災に関する組織の整備 
 (3) 防災思想の普及 
 (4) 自主防災組織の育成指導その他県民の災害対策の促進 
 (5) 防災訓練の実施 
 (6) 防災のための装備・施設等の整備 
 (7) 災害に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 
 (8) 被災者の救出、救護等の措置 
 (9) 高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含む。）、難病患者、妊産婦、幼児、そ
の他の災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合の避難等に援護を要する者（以下「災害時
要援護者」という。）の避難支援対策の促進 

(10) 避難準備情報、勧告又は指示に関する事項 
(11) 水防その他の応急措置 
(12) 被災児童生徒の応急教育の実施 
(13) 清掃、防疫その他の保健衛生の実施 
(14) 犯罪の予防、交通規制その他災害時における社会秩序の維持に必要な対策の実施 
(15) 災害時における県有施設及び設備の点検・整備 
(16) 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保 
(17) 緊急輸送の確保 
(18) 災害復旧の実施 
(19) 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の災害応急対策の連絡調整 
(20) その他災害の発生防止又は拡大防止のための措置 

 
１－２－２ 市町  
 
 (1) 市町地域防災計画（風水害等対策編）の作成 
(2) 防災に関する組織の整備 
 (3) 防災思想の普及 
 (4) 自主防災組織の育成その他住民の災害対策の促進 
 (5) 防災訓練の実施 
 (6) 防災のための施設等の整備 
 (7) 災害に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 
(8) 被災者の救出、救護等の措置 
(9)  災害時要援護者の避難支援対策の促進 
(10) 避難準備情報、勧告、又は指示に関する事項及び避難所の開設 
(11) 消防、水防その他の応急措置 
(12) 被災児童生徒の応急教育の実施 
(13) 清掃、防疫その他の保健衛生の実施 
(14) 災害時における社会秩序の維持に必要な対策の実施 
(15) 災害時における市町有施設及び設備の点検・整備 
(16) 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保   
(17) 緊急輸送の確保 
(18) 災害復旧の実施 
(19) その他災害の発生防止又は拡大防止のための措置 

 
１－２－３ 関係機関 
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１ 指定地方行政機関 
 (1) 四国管区警察局 
  ア 管区内各警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整に関すること 
  イ 他管区警察局及び警察庁との連携に関すること 
  ウ 管区内防災関係機関との連携に関すること 
  エ 管区内各警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告連絡に関すること 
  オ 警察通信の確保及び統制に関すること 
  カ 警報の伝達に関すること 
 (2) 四国総合通信局 
  ア 災害時に備えた電気通信施設（有線通信施設及び無線通信施設）整備のための調整並びに電波の統

制監理に関すること 
  イ 災害時における電気通信及び放送の確保のための応急対策及び非常通信の運用監理に関すること 
  ウ 災害地域における電気通信、放送施設等の被害状況の把握に関すること 
  エ 災害時における通信機器の供給の確保に関すること 
  オ 地方公共団体及び関係機関に対する各種非常通信訓練・運用の指導及び協議に関すること 
 (3) 四国財務局（松山財務事務所） 
   災害時における財政金融等の適切な措置並びに関係機関との連絡調整に関すること 
 (4) 中国四国厚生局（四国厚生支局） 
   独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整に関すること 
 (5) 愛媛労働局 
  ア 事業場に対する災害対策の周知指導に関すること 
  イ 事業場等の被災状況の把握に関すること 
 (6)  農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  ア 災害時における食料の供給の実施準備について関係団体に協力を求める措置に関すること 
  イ 自ら管理又は運営する施設・設備の保全に関すること 
  ウ 農林漁業関係金融機関に対する金融業務の円滑な実施のための指導に関すること 
  エ 防災上整備すべき地すべり防止施設、農業用排水施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設等の整

備に関すること 
  オ 防災に関する情報の収集及び報告に関すること 
  カ 災害時の食料の供給に関すること 
  キ 災害時の食料の緊急引渡措置に関すること 
 (7) 四国森林管理局愛媛森林管理署 
   災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 
 (8) 四国経済産業局 
  ア 被災商工業、鉱業等の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 
  イ 災害時における生活必需品、復旧資材等防災関係物資の適正な価格による円滑な供給の確保に関す

ること 
  ウ 災害時における電気、ガス、石油製品事業に関する復旧促進等の対策に関すること 
  エ 原子力災害の応急対応に関すること 
(9) 中国経済産業局 
    電気の供給の確保に必要な指導に関すること 
(10) 中国四国産業保安監督部 
    電気事業に関する災害予防、保安の確保及び復旧促進等の対策に関すること 
    （但し、今治市（平成１７年１月１５日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三

島町及び関前村の区域）、越智郡上島町に限る。） 
(11) 中国四国産業保安監督部（四国支部） 
  ア 電気、ガス事業に関する災害予防、保安の確保及び復旧促進等の対策に関すること 
  イ 高圧ガス、火薬類、液化石油ガスに関する災害予防、保安の確保、災害の応急対応に関すること 
  ウ 鉱山等における災害予防、災害応急対策、災害復旧等の指導に関すること 
  エ 原子力災害の応急対応に関すること 
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(12) 四国地方整備局（松山河川国道事務所、大洲河川国道事務所、山鳥坂ダム工事事務所、四国山地砂防 
   事務所、吉野川ダム統合管理事務所、野村ダム管理所、松山港湾・空港整備事務所） 
   管轄する河川、道路等についての計画、工事及び管理を行うほか、次の事項を行うよう努める。 
  ア 災害予防 
   (ｱ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 
   (ｲ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 
   (ｳ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 
  イ 応急・復旧 
   (ｱ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 
   (ｲ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 
   (ｳ) 所管施設の緊急点検の実施 
   (ｴ) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 
  ウ 所掌に係る災害復旧事業に関すること 
  エ 緊急輸送を確保するために必要な港湾、海岸保全施設等の整備の計画的実施に関すること 
  オ 緊急輸送用岸壁、港湾、海岸保全施設等の整備の指導に関すること 
  カ 流出油防除等海上災害に対する応急措置に関すること 
(13) 四国運輸局（愛媛運輸支局） 
  ア 陸上輸送に関すること 
   (ｱ) 輸送機関その他関係機関との連絡調整に関すること 
   (ｲ) 自動車運送事業者、鉄軌道事業者に対する輸送のあっせんに関すること 
  イ 海上輸送に関すること 
   (ｱ) 非常時に使用しうる船舶運航事業者の船舶数及び輸送能力の把握並びに緊急海上輸送体制の確立

に関すること 
   (ｲ) 旅客航路事業者の行う地震災害応急対策の実施指導に関すること 
(14) 大阪航空局（松山空港事務所） 
  ア 空港（航空通信、無線施設等を含む）及び航空機の保安に関すること 
  イ 災害時における人員、応急物資の空輸の利便確保に関すること 
(15) 大阪管区気象台（松山地方気象台） 
  ア 気象警報・注意報の通知及び気象情報の伝達に関すること 
  イ 気象及び気象災害に関する啓蒙活動及び防災訓練に対する協力に関すること 
  ウ 異常な自然現象（異常水位、潮位、地すべり、土地の隆起等）に関する情報が発見者又は行政機関

から通報されたとき、適切な措置を講じること 
(16) 第六管区海上保安本部（松山海上保安部、今治海上保安部、宇和島海上保安部） 
  ア 防災訓練に関すること 
  イ 防災思想の普及及び高揚に関すること 
  ウ 調査研究に関すること 
  エ 警報等の伝達に関すること 
  オ 情報の収集に関すること 
  カ 海難救助等に関すること 
  キ 緊急輸送に関すること 
  ク 関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援に関すること 
  ケ 流出油等の防除に関すること 
  コ 海上交通安全の確保に関すること 
  サ 警戒区域の設定に関すること 
  シ 治安の維持に関すること 
  ス 危険物の保安措置に関すること 
  セ 広報に関すること 
  ソ 海洋環境の汚染防止に関すること 
(17) 中国四国防衛局 
   災害時における防衛本省及び自衛隊との連絡調整 
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２ 自衛隊（陸上自衛隊第１４特科隊、海上自衛隊呉地方総監部、航空自衛隊西部航空方面隊） 
(1) 被害状況の把握に関すること 
 (2) 避難の救助及び遭難者等の捜索に関すること 
(3) 水防活動、消防活動、道路等の啓開に関すること 
 (4) 応急医療、救護及び防疫に関すること 
 (5) 通信支援、人員物資の緊急輸送に関すること 
 (6) 炊飯・給水及び宿泊支援等に関すること 
 (7) 危険物の保安及び除去に関すること 
   
３ 指定公共機関 
 (1) 日本郵便株式会社（四国支社） 
   郵便業務の運営の確保に関すること 
   郵便局の窓口業務の維持に関すること 
(2) 日本銀行（松山支店） 
  ア 通貨の円滑な供給の確保及び損傷通貨の引換えに関すること 
  イ 被災地における現金供給のための緊急輸送・通信手段の活用に関すること 
  ウ 金融機関の業務運営確保及び非常金融措置実施のためのあっ旋・指導に関すること 
  エ 被害状況の実態把握と復旧融資円滑化のための金融機関の指導に関すること 
  オ 各種金融措置の広報に関すること 
(3) 日本赤十字社（愛媛県支部） 
  ア 応援救護班の派遣又は派遣準備に関すること 
  イ 被災者に対する救援物資の配付に関すること 
  ウ 血液製剤の確保及び供給のための措置に関すること 
  エ 赤十字奉仕団等に対する救急法の講習等の指導に関すること 
(4) 日本放送協会（松山放送局） 
  ア 県民に対する防災知識の普及に関すること 
  イ 県民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 
  ウ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報に関すること 
  エ 社会福祉事業団体義援金品の募集、配分に関すること 
(5) 西日本高速道路株式会社（四国支社） 

西日本高速道路株式会社が管理する道路等の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関す
ること 

(6) 独立行政法人水資源機構（池田総合管理所） 
   機構ダム（新宮ダム、富郷ダム）の保全及び災害復旧に関すること 
(7) 本州四国連絡高速道路株式会社（しまなみ尾道管理センター、しまなみ今治管理センター） 

本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路等の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関す
ること 

(8) 電源開発株式会社（西日本支店高松事務所） 
   電力施設の保全及び復旧に関すること 
(9) 四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社（松山営業所） 
  ア 鉄道施設等の保全に関すること 
  イ 災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
  ウ 災害時における旅客の安全確保に関すること 
  エ 災害発生後に備えた資機材、人員等の配備手配に関すること 
(10) 西日本電信電話株式会社（愛媛支店）、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（四国支社） 
  ア 電気通信施設の整備に関すること 
  イ 災害時における通信の確保に関すること 
  ウ 災害時における通信疎通状況等の広報に関すること 
  エ 警報の伝達及び非常緊急電話に関すること 
  オ 復旧用資機材等の確保及び広域応援計画に基づく人員等の手配に関すること 
(11) 日本通運株式会社（松山支店、新居浜支店、今治支店、八幡浜支店） 
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   災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
(12) 四国電力株式会社（松山支店、新居浜支店、宇和島支店）、中国電力株式会社（広島支社） 
  ア 電力施設等の保全に関すること 
  イ 電力供給の確保に関すること 
  ウ 被害施設の応急対策及び復旧用資機材の確保に関すること 
  エ 電力施設の災害予防措置及び広報の実施 
(13) ＫＤＤＩ株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置に関すること 
(14) 独立行政法人国立病院機構（本部中国四国ブロック事務所） 
  ア 災害時における医療班の派遣又は派遣準備に関すること  
  イ 広域災害における国立病院機構からの医療班の派遣に関すること 
  ウ 災害時における国立病院機構の被災情報収集、通報に関すること 
   
４ 指定地方公共機関 
(1) 伊予鉄道株式会社 
  ア 災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
  イ 災害時における旅客の安全確保に関すること 
  ウ 列車の運行状況、乗客の避難状況等の広報に関すること 
(2) 社団法人愛媛県医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会 
   救護所、救護病院等における医療救護活動の実施の協力に関すること 
(3) 社団法人愛媛県歯科医師会 
  ア 検案時の協力に関すること 
  イ 救護所、救護病院等における医療救護活動の実施に関すること 
(4) 南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレビ、株式会社

エフエム愛媛 
  ア 防災に関するキャンペーン番組、防災メモのスポット、ニュース番組等による県民に対する防災知

識の普及に関すること 
  イ 災害に関する情報の正確、迅速な提供に関すること 
  ウ 県民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 
  エ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報の協力に関すること 
  オ 放送施設、機器類等の整備の事前点検と災害予防のための設備の整備に関すること 
(5) 四国ガス株式会社 
  ア ガス施設等の保全に関すること 
  イ ガス供給の確保に関すること 
  ウ 被害施設の応急対策及び復旧に関すること 
 
５ その他公共的団体及びその他防災上重要な施設等の管理者 
(1) 土地改良区 
   土地改良施設の整備及び保全に関すること 
(2) 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合 
  ア 共同利用施設等の保全に関すること 
  イ 被災組合員の援護に関すること 
  ウ 食糧、生活必需品、復旧資材等の援護物資の供給の協力に関すること 
(3) 商工会議所、商工会 
  ア 被災商工業者の援護に関すること 
  イ 食糧、生活必需品、復旧資材等の援護物資の供給の協力に関すること 
(4) 危険物施設管理者、プロパンガス取扱機関 
  ア 危険物施設等の保全に関すること 
  イ プロパンガス等の供給の確保に関すること 
(5) 社会福祉協議会 
  ア 災害ボランティア活動体制の整備に関すること 
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  イ 被災者の自立的生活再建支援のための生活福祉資金の融資に関すること 
(6) 社会福祉施設等管理者 
  ア 施設等利用者の安全確保に関すること 
  イ 福祉施設職員等の応援体制に関すること 
 (7) 社団法人愛媛県トラック協会 
   防災関係機関の要請に基づく、協会加盟事業所からの緊急輸送車両等の確保に関すること 
(8) 愛媛県警備業協会 
   災害時の道路交差点での交通整理支援に関すること 
 
１－２－４ 県民・事業者 
 
１ 県民 
(1) 県民 
  ア 自助の実践に関すること 
  イ 地域における自主防災組織等の防災活動への参加に関すること 
（2） 自主防災組織 
  ア 災害及び防災に関する知識の普及啓発に関すること 
  イ 地域における安全点検、防災訓練その他の災害応急対策の実施に関すること 
  ウ 避難、救助、初期消火その他の災害応急対策の実施に関すること 
  エ 県又は市町が実施する防災対策への協力に関すること 
２ 事業者 
（1） 事業者 
  ア 来所者、従業員及び事業者の周辺地域に生活する住民の安全確保に関すること 
  イ 災害時において事業を継続することができる体制の整備に関すること 
  ウ 地域における自主防災組織等の防災活動への協力に関すること 
  エ 災害応急対策の実施に関すること 
  オ 県又は市町が実施する防災対策への協力に関すること 
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第３章 愛媛県の地形・気象の概要 
 
１－３－１ 地形・地質 
 
 本県は、四国の北西部に位置し、四国中央部を東西に走る四国山地と、瀬戸内海から豊後水道にまたがる 
約 1,700km の海岸線に囲まれた細長い区域と、瀬戸内海、豊後水道に点在する大小の島々などによって形
成されている。面積は約 5,678k ㎡で全都道府県の 25 位に位置している。 
 また、本県の地質は、阿波池田から伊予三島、西条、松山南方の砥部を経て伊予灘・豊予海峡を横切って
大分に至る「中央構造線」によって二分され、この構造線の北側を内帯、南側を外帯と呼んでいる。 
 内帯には、領家帯と呼ばれる領家変成岩類・領家花崗岩類・広島花崗岩類が北部に、中生代の和泉層群と
呼ばれる堆積岩からなる地層が南部に分布している。 
 外帯には、北から順に三波川帯、秩父帯、四万十帯が帯状構造で分布する。このうち、三波川帯は、結晶
片岩類からなる地層で構成されている。秩父帯は、中・古生代の地層からなり、主に砂岩、頁岩、粘板岩、
チャ－ト、石灰岩、玄武岩質凝灰岩層からなっている。 
 また、四万十帯は、秩父帯の南側に位置し、砂岩、頁岩の地層からなっている。なお、三波川帯と秩父帯
との間には、御荷鉾緑色岩類と呼ばれる火山砕屑岩、火山岩が分布している。 
 
１－３－２ 気象 
 
 日本付近は、冬は北西季節風、夏は南東季節風が卓越するが、瀬戸内海地域は地理的条件からいずれの季
節風にたいしても常に山の風下側にあたる。一般に山地の風下側の天気は風上側に較べて降水量は少なく、
晴天・乾燥が現れやすい。 
 このようにして、愛媛県は概して降水量は少なく、晴天・乾燥・穏やかな気候であるが、地域によってか
なり異なり、大きくは東予・中予地方（瀬戸内側）と南予地方（宇和海側）に分けられる。 
 
１ 気象要素別にみた愛媛県の特徴 
  (1) 年平均気温は、瀬戸内海の島嶼部及び沿岸地方では 16℃前後で、内陸に入るに従い気温は下がり山間

部では 12～15℃である。真夏日（最高気温が 30℃以上）の年間の日数は、平野部や盆地で多く、松山、
宇和島では 50 日を越え、盆地にある大洲は 60 日に達する。一方、冬日（最低気温が０℃未満）の年間
の日数は沿岸部の新居浜、四国中央市三島、大洲市長浜で 10 日未満、その他は 10～20 日程度である
が、南予の西予市宇和、鬼北町近永では 50 日に迫り、山間部の久万では 90 日を越える。 

   (2) 降水量は瀬戸内側で少ないのに対して宇和海側で多く山地ではさらに多くなる。年間降水量は今治で 
  1,200mm、新居浜・松山で 1,300mm、宇和島で 1,700mm、久万で 2,000mm 程度となっている。 
   月別の降水量でみると県内全般に６月、７月及び９月に多く、梅雨と台風の影響を大きく受けている

が、やはり宇和海側や山地で多い。冬期（12 月～２月）は年間を通じて降水量は最も少ないが、南予
の大洲～宇和島地区及び山間部では比較的多く 180～270mm である。これは主に北西の季節風に伴う
降雪や降雨によるものである。 

   また、春から梅雨期にかけては瀬戸内海を中心に濃霧が発生する等、気象現象は複雑できわめて変化
に富んでいる。 

  (3) 風は地形の複雑な愛媛県では地域による差異が大きい。冬は季節風が卓越し、主風向はほぼ全域で西
～北西である。特に瀬戸内海の島嶼部や沿岸地方では西よりの風が多く、風速は他の地域に較べてかな
り強い。夏は沿岸部では海陸風が卓越するため風速は概して弱く、風向は海岸線の走行方向に左右され
て地域差が大きい（海陸風は海岸線の走行方向と直角の方向に吹きやすい）。春及び秋は風向、風速と
もに変動が大きい。 

   年間の日最大風速 10m/s 以上の日数は松山で 1.1 日であるが、宇和島では 33.7 日あり、冬期の 12 月
から３月にかけて発現することが多い。その他、今治市大三島 23.0 日、大洲市長浜 16.4 日、新居浜
14.0 日等となっている。 

   宇和島市付近では、春から初夏にかけて低気圧の接近時に局地的に「わたくし風」と呼ばれる東より
の強風が吹き被害が発生することがある。 

   東予（特に宇摩地方）では、台風や低気圧が日本海を通過するときに「やまじ風」と呼ばれる南より
のおろし風が吹くことがあり（春と秋に多い）、時に農作物等に大きな被害を及ぼす。 
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   晴天時の強風として、秋から初冬にかけて肱川河口付近で吹く「肱川あらし」がある。これは大洲盆
地と伊予灘で大きな気温差を生ずることによって吹く風で、地形による収束の効果が加わった南よりの
（川筋に沿った）強風である。早朝から昼ころにかけて強く、霧を伴うことが多い。 

 (4) 松山における平年の初雪は 12 月 18 日、終雪は 2月 27 日、宇和島では初雪が 12 月 17 日、終雪は 2月
27 日である。年間の積雪日数は松山で 2.9 日、宇和島で 5.9 日である。愛媛県での多雪地は東予・中
予の山間部及び南予、なかでも中予の山間部が積雪日数、積雪量ともに最も多い。 
気圧配置別に愛媛県の雪の特徴をみると、冬型の気圧配置による積雪は中予の山間部から南予にかけ

て多いが、２月～３月ころ四国の南岸を低気圧が通るときの積雪は東予から中予の平野部で多くなり、
中予山間部や南予の一部、さらに島嶼部におよぶこともある。なお、松山での積雪の深さの最大値は、
34 ㎝（1907 年 2月 11 日）となっている。 

  (5) 県内の霧は、春から梅雨期にかけては瀬戸内海沿岸で発生（移流霧）が多く、秋から初冬にかけては
内陸や盆地で発生（放射霧）が多い。 濃霧が発生すると見通しがきかないため交通機関、なかでも航空
機や船舶の運航の障害になる。特に瀬戸内海域での海難事故は霧が原因である場合が多い。 

 
 ※資料 １ 愛媛県の地質概要  （資料編１－５） 
     ２ 愛媛県の主な気象災害（資料編１－２） 
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第２編 災害予防対策 
 
 災害の発生を未然に防止するためには、防災に関する施設の整備・点検、防災に関する物資・資材の備蓄
整備や防災訓練等のほか、住民の防災意識の高揚が重要であるため、本編では、災害の予防活動及び対策に
ついて定める。 
 
第１章 気象予警報等の伝達 

【消防防災安全課、危機管理課、河川課、砂防課、松山地方気象台】 
 
 気象、地象、水象、火災に関する予報・警報及び情報の発表基準並びに伝達は、本計画の定めるところに
よるものとする。 
 なお、地震・津波に関する情報の発表、伝達は、愛媛県地域防災計画地震災害対策編及び津波災害対策編
の定めるところによる。 
 
２－１－１ 定義  
 
１ 警報  
 警報とは、気象業務法に基づき、県内のどこかで暴風、暴風雪、大雨、大雪等によって重大な災害の起
こる恐れのある旨を警告するため、松山地方気象台が発表する予報をいう。 

 
２ 注意報 
 注意報とは、気象業務法に基づき、県内のどこかで強風、風雪、大雨、大雪等によって災害の起こる恐
れがある場合に注意を促すため、松山地方気象台が発表する予報をいう。 

 
３ 気象情報 
 気象情報とは、予警報の利用価値を高め、防災対策への支援をより効率的にするために、気象現象の推
移や観測成果、防災上の注意事項等を具体的に周知することが必要であるときに気象庁が発表するものを
いう。 

 
４ 土砂災害警戒情報 
 土砂災害警戒情報とは、災害対策基本法第 55 条及び気象業務法第 11 条の規定に基づき、大雨警報発表
後、大雨による土砂災害の危険度が高まった場合に、県と松山地方気象台が共同で発表するものをいう。 

 
５ 洪水予報     
  洪水予報とは、水防法第１０条２項及び第１１条１項の規定に基づき、国土交通大臣又は知事が指定
した河川について、洪水の恐れがあると認められるとき、国土交通大臣又は知事が気象庁長官と共同して
その状況を周知させるため水位又は流量等の現況及び予想を示して行う発表をいう。 

 
６ 水防警報 
 水防警報とは、水防法第１６条の規定に基づき、国土交通大臣又は知事がそれぞれ指定する河川、湖沼
又は海岸において、洪水又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、国土交通大臣又は知事が、
水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 
７ 水位情報 
 水位情報とは、水防法第１３条の規定に基づき、洪水予報河川以外で国土交通大臣又は知事が洪水によ
り国民経済上重大又は相当な損害を生じる恐れがあるものとして指定した河川において、避難判断水位
（特別警戒水位）に達したことを国土交通大臣又は知事が発表する水位の情報をいう。 

 
８ 火災気象通報 
 火災気象通報とは、消防法第２２条の規定に基づき、松山地方気象台長が、気象の状況が火災の予防上
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必要であると認めるとき、知事に通報するものをいう。 
 

９ 火災警報 
 火災警報とは、消防法第２２条第３項の規定に基づき、市町長が知事から火災気象通報を受けたとき又
は気象の状況が火災の予防上危険であるとき、必要に応じ発表するものをいう。 
 

２－１－２ 気象等警報・注意報の種類、発表基準及び伝達系統 
 
１ 種類及び発表基準 
 松山地方気象台が県内に発表する警報・注意報の種類及び発表基準は、資料編「松山地方気象台が発表
する警報・注意報の種類及び発表基準」のとおりである。 

 
２ 細分区域 
 災害が起こると予想される地域を技術的に特定することができ、それが防災上必要と考えられる場合に
は、警報・注意報を東予（東予東部・東予西部）・中予・南予（南予北部・南予南部）の区域及び沿岸の
海域に細分して発表する。 
 この場合、区域名は、警報・注意報のタイトルの前に付して表示する。 

東予 東予東部  ～ 四国中央市、新居浜市、西条市の地域 
   東予西部  ～  今治市、越智郡の地域 
中予       ～  松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡の地域 
南予 南予北部  ～  大洲市、八幡浜市、西予市、喜多郡、西宇和郡の地域 
   南予南部  ～  宇和島市、北宇和郡、南宇和郡の地域 

 なお、大雨、洪水、高潮の警報・注意報は、各市町を対象区域として発表する。 
 

３ 伝達系統 
  気象等警報・注意報の伝達系統は、資料編「気象等警報・注意報の伝達系統」のとおりである。 
 
２－１－３ 気象情報の種類及び伝達系統 
 
１ 気象情報の種類 
 (1) 気象情報は、対象とする地域によって次の種類に分けられる。 
 ・ 全国を対象として気象庁が発表する「全般気象情報」 
 ・ 四国地方を対象として高松地方気象台が発表する「地方気象情報」 
 ・ 愛媛県を対象として松山地方気象台が発表する「府県気象情報」 

 
 (2) 気象情報は、目的によって次の種類に分けられる。 
 ・ 注意報、警報に先立って注意を喚起するためのもの。 
 ・ 注意報、警報が発表された後の経過や予想、防災上の注意点を解説するもの。 
 ・ 少雨、長雨、低温など平年から大きくかけ離れた気象状況が数日間以上続き、社会的に影響の大き

な天候について注意を喚起または解説するためのもの。 
 

 (3) 気象情報の対象となる現象別の種類 
  台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情報、少雨に関する情報、潮位に関する情 
 報、黄砂に関する情報、※１記録的短時間大雨情報、※2 土砂災害警戒情報、※3 竜巻注意情報などがあ

る。 
 
※1  記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表後、数年に 1 回程度発生する激しい短時間の大雨を観測または解析したことを発
表する情報。具体的には、100mm 以上の 1 時間雨量を観測または解析した場合に発表する。 

※2 土砂災害警戒情報 
    大雨警報発表後、大雨による土砂災害の危険度が高まった地域に対して市町名を特定して愛媛県
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と松山地方気象台が共同で発表する情報。 
※3 竜巻注意情報 
     雷注意報発表後、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等、激しい突風が予想される場

合に発表する情報。 
 

２ 伝達系統 
  気象情報の伝達系統は、気象等警報・注意報の伝達系統に準ずる。 
 
２－１－４ 土砂災害警戒情報の発表・伝達 
 
 土砂災害警戒情報の発表は、次の基準に達したとき県と松山地方気象台が協議して行い、その伝達系統は、
気象等警報・注意報の伝達系統に準ずる。 
 (1) 発表基準 
   大雨警報発表中において、気象庁が作成する降雨予測に基づいて算出する降雨指標が監視基準に達し

たとき、市町ごとに発表する。 
 (2) 解除基準 
   降雨指標が監視基準を下回り、かつ短時間で再び監視基準を超過しないと予想されるとき、市町ごと

に解除する。 
 
２－１－５ 洪水予報、水防警報及び水位情報の発表・伝達 
 
 洪水予報、水防警報並びに水位情報の発表及び伝達系統は、愛媛県水防計画の定めるところによる。 
 
２－１－６ 火災気象通報及び火災警報の発表・伝達 
 
１ 火災気象通報 
  火災気象通報は、次のいずれかの場合に行う。 
(1) 実効湿度が６０％以下で、最小湿度が４０％以下かつ 最大風速７ｍ／ｓ以上の風が吹く見込みのと 
  き。 
(2) 平均風速１２ｍ／ｓ以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。 
  ただし、降雨・降雪中は、通報しないこともある。 
  伝達は、第２編第３０章火災予防対策による。 
 
２ 火災警報 
 市町長は、火災警報を発表したとき又は解除したときは、市町地域防災計画の定めるところにより、住
民及び関係機関に周知徹底を図るとともに、県（消防防災安全課）に連絡する。 

 
２－１－７ 伝達体制 
 
 県、市町及びその他の防災関係機関は、相互に協力し、災害に関する予警報等の伝達、周知徹底に努める
ものとし、このため伝達体制を確立しておく。 
県及び市町は、さまざまな環境下にある住民等及び職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者

の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニテ
ィＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化、
多様化を図る。 
(1) 松山地方気象台は、気象等警報・注意報及び土砂災害警戒情報を発表し、又は切り替え、解除した場

合は、法令及び気象等警報・注意報伝達系統に基づき、速やかに関係機関に伝達する。 
(2) 県は、気象等警報・注意報及び土砂災害警戒情報の伝達を受けたときは、直ちに県防災通信システム

（地上系･衛星系）等により、市町及び県出先機関へ伝達する。 
(3) 市町は、県等から伝達を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに住民及び関係機関へ周知徹底する

ものとし、具体的な伝達系統及び伝達手段については、市町地域防災計画で定めておく。 
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(4) 市町は、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に結びつけるよ
う、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておく。 

(5) 放送機関は、気象等警報・注意報及び土砂災害警戒情報の伝達を受けたときは、速やかに放送し、周
知徹底に努める。 

(6) その他の防災関係機関にあっては、それぞれ所掌業務に応じて必要な機関に対し、速やかに伝達し、
周知徹底を図る。 

 
２－１－８ 非常時の伝達体制 
 
(1) 防災関係機関は、松山地方気象台との専用通信回線又は公衆通信回線が途絶するなど松山地方気象台

と連絡がとれなくなった場合には、連絡員を派遣するなど予警報の受信の確保に努める。 
(2) 県から市町等への通常の伝達系統が途絶した場合は、愛媛県非常通信協議会に加盟する各機関の協力

を得て、市町等の最寄りの無線局等を通じ非常通信により伝達するなど、伝達系統の確保に努める。 
(3) 市町においても住民等への通常の伝達系統が途絶した場合における伝達系統及び伝達手段等、伝達体

制の確保に努める。 
 
２－１－９ 観測資料の通報連絡 
 
(1) 県に所属する雨量・水位・高潮の観測点の観測結果は、必要に応じ、松山地方気象台に通報する。 
(2) 気象台に所属する県内の観測点の観測結果は、松山地方気象台に集め、必要に応じ、県に通報する。 
(3) 国土交通省に所属する県内の観測点の雨量、水位の観測結果は、それぞれの国土交通省事務所より必

要に応じ松山地方気象台及び県に通報する。 
(4) 鉄道・電力関係の雨量、水位等の観測結果については、鉄道関係は、松山保線区を通じ、電力関係は、

四国電力松山支店及び住友共同電力を通じて、必要に応じて松山地方気象台並びに県に通報する。 
 
 
 ※資料 １ 松山地方気象台が発表する警報・注意報の種類及び発表基準（資料編２－１） 
     ２ 気象等警報・注意報の伝達系統             （資料編２－２） 

３ Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの概要             （資料編５－１） 
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第２章 防災思想・知識の普及 
 【私学文書課、消防防災安全課、危機管理課、産業政策課、建築住宅課、保健体 

育課】 
 
 自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、県民はその自覚を
持ち、平常時より、災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自
らの身の安全を守るよう行動することが重要である。また、災害時には、
近隣の負傷者、災害時要援護者を助ける、避難場所で自ら活動する、ある
いは、国、公共機関、地方公共団体等が行っている防災活動に協力するな
ど、防災への寄与に努めることが求められる。このため、県、市町及び関
係機関は、県民等に対し、自主防災思想の普及、徹底を図る。県、市町及
び関係機関は、各所属職員のほか、県民等に対し、災害予防又は災害応急
措置等防災に関する知識の普及・啓発に努める。 
 
２－２－１ 県の活動  
 
 防災対策の円滑な実施を確保するため、県職員の教育を行うとともに、
学校教育、社会教育等を通じて、県民を対象に啓発活動を行う。 
 
１ 県職員に対する教育 
  県職員として的確かつ円滑な防災対策を推進するとともに、地域にお

ける防災活動に率先して参加させるため、次の事項について、研修会等
を通じ教育を行う。 

(1) 気象災害に関する基礎知識 
(2) 災害の種別と特性 
(3) 県地域防災計画と防災対策に関する知識 
(4) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 
(5) 職員として果たすべき役割（職員の動員体制と任務分担） 
(6) 家庭及び地域における防災対策 
(7) 自主防災組織の育成強化対策 
(8) 防災対策の課題その他必要な事項 
  なお、上記(4)及び(5)については、毎年度、各部局等において、所属
職員に対し、十分に周知する。 

  また、各部局等は、所管事項に関する防災対策について、それぞれが
定めるところにより所属職員の教育を行う。 
さらに、専門的知識を有する防災担当職員の育成に努める。 

 
２ 教職員及び児童生徒に対する教育 
 県教育委員会は、市町教育委員会及び県立学校長に対し、県職員に準
じて教職員への教育を行うよう指導するとともに、学校における体系的
な防災教育の実施及び防災教育のための指導時間の確保など、防災に関
する教育の充実に努め、児童生徒が災害に関する基礎的・基本的な事項
を理解し、思考力・判断力を高め、自ら危険を予測し、「主体的に行動
する態度」を育成するよう安全教育等の徹底を指導する。また、学校に
おいて、外部の専門家や保護者等と協力しながら、「愛媛県学校安全の
手引き」（県教育委員会編）をもとに、防災に関するマニュアル及び災
害に関する必要な事項（防災組織・分担等）を定めた学校安全計画を策
定する。 
また、県は、私立学校に対し、これに準じた教育を行うよう指導す

る。 
(1) 関連する教科、特別活動等において、児童生徒の発達の段階を考慮

防災条例第 23 条及び第 34 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 34 条 
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ながら教育活動全体を通じて、災害に関する基礎的知識を修得させる
とともに、災害発生時の対策（避難場所・避難経路・避難方法の確認
等）の周知徹底を図る。 

(2) 住んでいる地域の特徴や過去の自然災害等について継続的な防災教
育に努める。 

(3) 中学校、高等学校、中等教育学校の生徒を対象に、応急手当の実習
を行うとともに、地域の防災活動や災害時のボランティア活動の大切
さについて理解を深めさせる。 

  高等学校段階の生徒には、地域の防災活動や災害発生時のボランテ
ィア活動にも参加できるような態度を育てる。 

(4) 学校教育はもとより様々な場での総合的な教育プログラムを教育の
専門家や現場の実務者等の参画の下で開発するなどして、自然災害と
防災に関する理解向上に努める。 

 
３ 県民に対する防災知識の普及 
  県は、災害発生時に県民が的確な判断に基づき行動できるよう、市町
及び大学等地域学術機関と連携した防災講座の開催等により、防災に関
する知識の普及・啓発を図る。 
その際には、災害時要援護者への対応や、被災時の男女のニーズの違

い等にも留意する。 
(1) 一般啓発 
 ア 啓発の内容 

  (ｱ) 気象災害に関する基礎知識 
  (ｲ) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 
  (ｳ) 防災関係機関等が講じる防災対策等に関する知識 
  (ｴ) 地域及び事業所等における自主防災活動の基礎知識 
  (ｵ) 高潮危険予想地域、山・崖崩れ危険予想地域等に関する知識 
  (ｶ) 避難所、避難路、その他避難対策に関する知識 
  (ｷ) 住宅の補強、火災予防、非常持出品の準備等、家庭における防 
    災対策に関する知識 
  (ｸ) 応急手当等看護に関する知識 
  (ｹ) 避難生活に関する知識 
  (ｺ) 災害時要援護者や男女のニーズの違い等に関する知識 
  (ｻ)  コミュニティ活動及び自主防災組織の活動に関する知識 
  (ｼ)  早期自主避難の重要性に関する知識 
 (ｽ)  防災士の活動等に関する知識 
(ｾ) 災害時の家庭内の連絡体制の確保 

イ 啓発の方法 
  (ｱ) テレビ、ラジオ及び新聞の活用 
  (ｲ) 広報誌、パンフレット、ポスター等の利用 
  (ｳ) 映画、ビデオテープの利用 
  (ｴ) 講演会、講習会の実施 
  (ｵ) 防災訓練の実施 

(ｶ)  インターネット（ホームページ）の活用 
(ｷ) 各種ハザードマップの利用 

(2) 社会教育を通じた啓発 
   県及び県教育委員会は、ＰＴＡ、青少年団体等を対象とした各種研

修会、集会等を通じて防災に関する知識の普及・啓発を図り、各団体
の構成員がそれぞれの立場から地域の防災に寄与する意識を高める。 

  ア 啓発の内容 
    県民に対する一般啓発に準ずるほか、各団体の性格等に合わせた 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 9条第 1項、第 23 条 
第 2項及び第 46 条 
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   内容とする。 
  イ 啓発の方法 
    各種講座・学級、集会、大会、学習会、研修会等において実施す

る。また、文化財を災害から守り、後世に継承するため、文化財巡
視活動、文化財保護強調週間や文化財防火デーの実施等の諸活動を
通じ、防災指導を行い、防災知識の普及を図る。 

(3) 各種団体を通じた啓発 
   県は、各種団体に対し、研修会、講演会、ビデオテープの貸出し等

を通じて防災知識の普及に努め、各団体の構成員である民間事業所等
の組織内部における防災知識の普及を促進させる。 

(4) 「えひめ防災の日」及び「えひめ防災週間」における啓発 
   県は、「えひめ防災の日（12 月 21 日）」を含む「えひめ防災週間 
  （12 月 17 日～12 月 23 日までの一週間）」においては、その趣旨に 
   ふさわしい事業の実施に努める。 
 
２－２－２ 市町の活動  
 
 市町長は、職員が的確かつ円滑な防災対策を推進するとともに、地域に
おける防災活動に率先して参加させるための教育を行う。 
 また、住民に対し、住民自らが生命、身体及び財産を守り、併せて地域
の被害を最小限にとどめるために必要な防災知識の普及・啓発を図る。 
 啓発内容及び方法については、概ね県の例に準じ、地域の実情に合わせ
たものとする。 
 
２－２－３ 関係機関の活動  
 
(1) 指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関は、各所属職員に対

し、所掌する事務又は業務に関する防災対策について教育を行うとと
もに、利用者等が実施すべき事項等について普及・啓発を行う。 

(2) 日本電信電話株式会社等の電気通信事業者は、災害時に提供する伝
言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。 

 
２－２－４ 普及の際の留意点  

(1) 防災マップの活用 
防災マップについては、住民の避難行動等に活用されることが重要

であることから、配布するだけにとどまらず、認知度を高めていく工
夫が必要である。また、防災マップが安心材料となり、住民の避難行
動の妨げにならないような工夫も併せて必要である。 

(2) 災害教訓の伝承 
県及び市町は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後

世に伝えていくため、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各
種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲
覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント
等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 
住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び市町は、

災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す
る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等によ
り、住民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条第 1項、第 24 
条第 1項及び第 2項 
 

 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条 
 
 
 

 
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第３章 県民の防災対策 【危機管理課】 
 
 災害による被害を軽減するためには、県民一人ひとりが、災害や防災に
関する正しい知識をもち、家庭、地域、職域等で自ら防災対策を実践する
とともに、地域における自主防災組織等の防災活動に積極的に参加するこ
とが重要である。 
 このため、県及び市町は、防災意識の啓発及び防災情報の提供等に努め
る。 
 
２－３－１ 県民の果たすべき役割 
 
 県民は、災害から自らを守る「自助」とともにお互いに助け合う「共
助」という意識と行動のもとに、平常時及び災害発生時において、概ね次
のような防災対策を実践する。 
 
１ 平常時の実施事項 
(1) 防災に関する知識の習得に努める。 
(2) 地域の危険個所や避難場所、避難経路、避難方法及び、家族との連

絡方法を確認する。 
(3) 土砂災害や洪水、高潮等地域の危険箇所の把握に努める。 
(4) 家屋の補強を行う。 
(5) 家具の固定等落下倒壊危険物の対策を講じる。 
(6) 飲料水、食料、携帯トイレ、トイレットペーパー、日用品や医薬品

等生活必需品を備蓄するとともに、避難の際に必要な物資を持ち出す
ことができるように準備をしておく。（食料については最低７日分、
うち３日分は非常用持出し。） 

(7) 地域の防災訓練に進んで参加する。 
(8) 家族で災害時の役割分担及び安否確認方法を決めておく。 
(9) 隣近所と災害時の協力について話し合う。 
(10)  消火器その他の必要な資機材を備えるよう努める。 
(11)  災害時要援護者は、市町、地域住民、自主防災組織、民生委員・児

童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者及びボランティア
等の協力団体や個人に対し、あらかじめ避難の際に必要な自らの情報
を提供するよう努める。 

 
２ 災害発生時の実施事項 
(1) まず我が身の安全を図る。 
(2) 適時、適切な早めの避難を実施する。 
(3) 地域における相互扶助による被災者の救出活動を行う。  
(4) 負傷者の応急手当及び軽傷者の救護に努める。  
(5) 自力による生活手段の確保を行う。 
(6) 正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされない。 
(7) 秩序を守り、衛生に注意する。 
(8) 自動車、電話の利用を自粛する。 
(9) 避難場所では、相互に協力して自主的に共同生活を営み、避難場所

が円滑に運営するよう努める。 
 
２－３－２ 県、市町の活動 
 
１ 防災意識の啓発 
 市町は、県民への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は、市

防災条例第 4条、第 7条及び第 
8 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 9条から第 12 条まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 4条、第 35 条及び第 
36 条 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
防災条例第 23 条 
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町に協力する。 
 
２ 防災情報の提供 
 県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、過去の災害状
況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、県民に提供す
る。 
 

 
 
防災条例第 24 条第 1項 
 
 
 

 
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第４章 自主防災組織の防災対策 【危機管理課】 
 
 災害による被害を軽減するためには、県民が相互に協力し、地域や職場
において自発的に活動することが、より効果的である。 
 このため、県及び市町は、自主防災組織の育成強化に努める。 
 
２－４－１ 自主防災組織の育成強化 
 
 県民の自主的な防災活動は、組織的に行動することがより効果的であ
り、町内会、自治会等を中心とした自主防災組織の結成及び活動が極めて
重要である。 
 このため、県及び市町は、自主防災組織の結成を積極的に促進し、災害
時要援護者への支援や女性の参画促進にも配慮しながら、その育成強化を
図る。 
 また、市町は、市町地域防災計画に自主防災組織の育成について定め、
その役割及び活動のほか、指導方針等を具体的に明らかにするとともに、
各種の助成事業等を活用して、必要な資機材の充実を図る。 
 
１ 組織の編成単位 
  自主防災組織がその機能を十分に発揮するため、組織の編成単位につ
いては、地域の実情に応じ次の点に留意する。 
(1) 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動すること

が必要とされるので、住民が連帯感をもてるよう適正な規模で編成す
るものとし、大規模な組織にあっては、いくつかのブロックに分け
る。 

(2) 他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組
織を編成する。 

(3) 地域内の事業所と協議のうえ、事業所の自衛消防組織等も自主防災
組織に位置づける。 

 

防災条例第 25 条 
 
 
 
 
 
防災条例第 25 条 
 
 
 
 
 

２ 組織づくり 
  既存の町内会、自治会等の自主組織を自主防災組織へ育成することを
基本に、次のような方法により組織づくりを行う。 
(1) 町内会長、自治会長等を対象にリーダー養成のための研修会等を開

催し、組織の核となる人材を育成する。 
(2) 町内会、自治会等の自治組織に、活動の一環として防災活動を組み

入れることにより、自主防災組織として育成する。 
(3) 婦人防火クラブをはじめ防災活動を行っている組織の活動の充実・

強化を図ることにより、自主防災組織として育成する。 
(4) 女性団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用

することにより、自主防災組織として育成する。 
(5) 自主防災組織が、災害時に最も効果的に活動するためには、誰が何

を受け持つかをしっかり決めて、お互いの役割や関係を体系づけてお
く。 

   また、自主防災組織の編成については、それぞれの規約で定めると 
  ころによるが、一般的には、次のような組織編成が考えられる。 

 

防災条例第 13 条及び第 26 条 
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自主防災組織と役割 
 
 

２－４－２ 地域における自主防災組織の果たすべき役割 
 
 自主防災組織は、県や市町と連携し、「自分たちの地域は自分たちで
守る」という精神のもとに、災害発生に備えて、平常時において次の活
動を行う。 

 
１ 防災知識の普及 
  災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの
日頃の備えと災害時の的確な行動が重要であるため、防災講座、講習
会、研究会、映写会、その他集会等を利用して防災に対する正しい知識
の普及を図る。 
 また、災害時要援護者や女性を含む住民の参加による定期的な防災訓
練の実施などにより、防災意識の普及に努める。 

 
  主な啓発事項：① 平常時における防災対策 

② 災害時の心得 
③ 自主防災組織が活動すべき内容 
④ 自主防災組織の構成員の役割等 

 
２ 「自主防災マップ」の作成 
  自主防災組織は、市町が作成する総合防災マップ等をもとに身近に内
在する危険や、避難所等災害時に必要となる施設等を表わす地図を作成
し、掲示、あるいは各戸に配布することにより、住民一人ひとりの防災
意識の高揚と災害時の避難行動の的確化を図る。 

 
３ 「自主防災組織の防災計画書」の作成 
  地域を守るために必要な対策や自主防災組織構成員ごとの役割をあら
かじめ防災計画書などに定めておく。 

 
４ 「自主防災組織の台帳」の作成 
  自主防災組織は、的確な防災活動に必要な組織の人員構成や活動体
制、資機材等装備の現況、災害発生時の避難行動等を明らかにしておく
ため、自主防災組織ごとに次に掲げる台帳を作成しておく。 

  なお、作成にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意する。 

防災条例第 5条、第 18 条及び第 
37 条 
 
 
 
 
防災条例第 13 条及び第 15 条か 
ら第 16 条まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 14 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 16 条 
 
 
 
 

平常時の活動 災害時の活動

　　物資調達と配分
　　炊き出し

　　災害情報の伝達
　　被害情報の把握
　　防災機関との連携

　　出火防止の広報
　　初期消火活動

　　負傷者の把握
　　救出・救護活動
　　医療機関に協力

　　避難場所・経路の安全確認
　　避難誘導

　　防災意識の啓発
　　広報活動
　　防災マップの作成

消　火　班

情　報　班

　　避難場所・経路の周知
　　要援護者の把握
　　避難訓練

避難誘導班

　　食料・水の備蓄
　　給水拠点の把握
　　炊き出し訓練

　　消火方法の指導
　　初期消火の訓練
　　用水の確保

給食・給水班

会長 副会長 救出・救護班
　　救出用資機材の点検
　　危険箇所の把握
　　救出・救護訓練
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(1) 世帯台帳（基礎となる個票） 
(2) 災害時要援護者台帳 
 (3) 人材台帳 
 
５ 「防災点検の日」の設置 
  家庭と地域の対策を結びつける効果的な防災活動を行い、また、防災
活動用の資機材及び備蓄物資の整備・点検を定期的に行うため「防災点
検の日」を設ける。 

 
６ 防災訓練の実施 
  総合防災訓練、地域防災訓練、その他の訓練において、災害発生時の
対応に関し次の事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、
他の地域の自主防災組織、職域の防災組織、防災士、学校や市町等と有
機的な連携を図る。 

(1) 情報の収集及び伝達の訓練 
(2) 出火防止及び初期消火の訓練 
(3) 避難訓練 
(4) 救出及び救護の訓練 
(5) 炊き出し訓練 
 
７ 地域内の他組織との連携 
  地域内事業所の防災訓練や地域におけるコミュニティ組織と連携を密 
 にし、総合的な自主防災活動の推進に努める。 
 
８ 情報の収集・伝達体制の整備 
  自主防災組織は、災害発生時には地域内に発生した被害の状況を迅速
かつ正確に把握して市町等へ報告するとともに、防災関係機関から提供
される情報を住民に迅速に伝達し、不安の解消や的確な応急活動を実施
するため、あらかじめ次の事項を決めておく。 

 (1) 防災関係機関の連絡先 
 (2) 防災関係機関との連絡手段 
 (3) 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 
 
９ 災害時要援護者の援護体制の整備 
  自主防災組織は、市町及び関係機関等と連携しながら、災害時要援護
者の避難等の援護を円滑に行うため、あらかじめ地域における災害時要
援護者に関する情報を把握するよう努める。 

 
１０ 資機材等の備蓄 
  自主防災組織は、初期消火、負傷者の救出及び救護その他の応急的な
措置に必要な資機材及び物資を備蓄するよう努める。 

 
２－４－３ 県、市町の活動 
 
１ 自主防災組織づくりの推進 
 市町は、自主防災組織づくりを推進する。県は、市町に積極的に協力 
する。 

 
２ 自主防災に関する意識の高揚 
 県及び市町は、住民の自主防災に関する認識を深めるため、講座や研
修会等を開催する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 15 条及び第 18 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 18 条 
 
 
 
防災条例第 18 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 16 条 
 
 
 
 
防災条例第 17 条 
 
 
 
 
 
防災条例第 25 条第 1項、第 2項 
 
 
 
防災条例第 23 条第 1項 
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 また、消防学校及び市町消防機関は、消防の分野に係る知識・技能研
修の実施や企業等が行う研修に対する講師の派遣などの協力を行う。 

 
３ 組織活動の促進 
 市町は、消防団等と有機的な連携を図りながら職員の地区担当制等に
よる適切な指導を行い、自主防災組織が行う訓練、その他の活動の充実
化を促進する。 
 県及び市町は、自主防災組織が行う防災活動が効果的に実施されるよ
う、防災リーダー（自主防災組織が行う防災活動において指導者的役割
を担う者）の育成に努める。 

 
２－４－４ 自主防災組織と消防団等の連携 
 
 消防団は、地域住民により構成される消防機関であることから、自主防
災組識の訓練に参加し、資機材の取扱いの指導を行う。また、消防団、警
察、自衛隊のＯＢや防災士などに自主防災組織活動への積極的な支援を求
めるなど、組織同士の連携や人的な交流等を積極的に図る。 
 
２－４－５ 事業所等における自主防災活動 
 
 県内に立地する事業所等は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、
地域に被害が拡大することのないよう的確な防災活動を行う必要がある。 
 特に、大規模な災害が発生した場合には、行政や県民のみならず、事業
所等における組織的な初期対応が被害の拡大を防ぐうえで重要である。 
 このため、事業所等においては、自衛の消防組織等を編成するととも
に、市町や地域の自主防災組織と連携を図りながら、事業所及び地域の安
全の確保に積極的に努める。 
 事業所等における自主防災活動は、概ね次の事項について、それぞれ事
業所等の実情に応じて行う。 
(1) 防災訓練 
(2) 従業員等の防災教育 
(3) 情報の収集・伝達体制の確立 
(4) 火災その他災害予防対策 
(5) 避難対策の確立 
(6) 応急救護 
(7) 飲料水、食料、生活必需品、医薬品など災害時に必要な物資の確保 
 

 

 
 
 
防災条例第 26 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 19 条及び第 21 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ※資料  １ 自主防災組織の現況       （資料編１８－１） 
      ２ 婦人・少年・幼年消防クラブの状況（資料編１８－２） 
      ３ 愛媛県防災対策基本条例     （資料編２２－１） 
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第５章 事業者の防災対策 
【消防防災安全課、危機管理課、産業政策課、技術企画室】 

 
 災害による被害を軽減するためには、企業などの事業者が、災害時に果
たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献、地
域との共生）を十分に認識し、来所者、従業員及び事業所の周辺地域に生
活する住民の安全確保をはじめ、災害時において事業を継続することがで
きる体制を整備するとともに、地域の防災活動に協力することが重要であ
る。 
 このため、県及び市町は、事業者が行う防災対策への支援に努める。 
 
２－５－１ 事業者の果たすべき役割 
 
 事業者は、災害から身を守る「自助」とともにお互いを助け合う「共
助」という意識と行動のもとに、平常時及び災害発生時において、概ね次
のような防災措置を行う。 
 
１ 平常時の実施事項 
 (1) 災害時における来所者、従業員等の安全を確保するための計画及び 
  災害時に重要事業を継続するための計画（以下「事業継続計画」とい 
  う。）の作成に努める。 
 (2) 防災訓練及び研修等の実施に努める。 
 (3) 事業継続計画に基づき、災害時において、事業を継続し、又は中断 
  した事業を速やかに再開することができる体制を整備するよう努め

る。 
(4) 所有、占有又は管理する建築物及び工作物等の耐震化・耐浪化、耐

火性の確保に努める。 
 (5) 災害時に交通網が途絶した際などに、来所者、従業員等が一定期間

事業所等内に留めることができるようにするため、応急的な措置に必
要な資機材、食料、飲料水、医薬品等を確保するよう努める。 

 (6) 所有、占有又は管理する施設の避難場所としての提供に努める。 
 (7) 地域の防災対策について、地域住民及び自主防災組織等に積極的に 
  協力するよう努めるとともに、これらの者が行う防災活動に参加する 
  よう努める。 
 (8) 予想災害に対する復旧計画の策定に努める。 
 (9) 事業継続計画や復旧計画等の点検、見直しに努める。 
 
２ 災害発生時の実施事項 
 (1) 来所者、従業員等の安全の確保に努める。 
 (2) 地域住民及び自主防災組織等と連携して情報の収集及び提供、救

助、避難誘導等を行い、地域住民の安全を確保するよう努める。 
(3) 帰宅困難者に対し、連絡手段及び一時避難場所の提供その他の応急

措置に必要な支援に努めるとともに、協定に基づき、水道水、トイ
レ、情報等の提供を行う。 

(4) 災害時要援護者に配慮した情報提供、避難誘導に努める。 
 
２－５－２ 県、市町の活動 
 
１ 防災意識の啓発 
市町は、事業者への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は、

市町に協力する。 

防災条例第 6条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 19 条から第 22 条ま 
で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 38 条及び第 39 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条 
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 また、県及び市町は、事業継続計画策定支援等の高度なニーズにも的確
に応えられるよう、環境整備に取り組む。 
 
 このほか、県は、消防学校において事業者の自衛消防隊員を対象とした 
防災教育を推進する。 
 
２ 防災情報の提供 
 県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、過去の災害状
況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、事業者に提供
する。 
 

 
 
 
 
 
 
防災条例第 24 条第 1項 
 

※資料 １ 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定  （資料編１２－１０） 
     ２ 災害時における被災者への支援活動に関する協定（資料編１２－１１） 
     ３ 愛媛県防災対策基本条例           （資料編２２－ １） 
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第６章 ボランティアの防災対策   【保健福祉課、県警本部、日本赤十字社】 
 
 大規模な災害が発生した場合に、円滑な応急対策を実施するため、ボラ
ンティアの能力が効果的に発揮されるよう、平常時から、ボランティア、
コーディネーター等の養成や地域のボランティア団体、ＮＰＯのネットワ
ーク化など幅広いボランティア等の体制整備に努める。 
 
２－６－１ 県の活動  
 
１ ボランティアセンターへの支援 
  県は、愛媛県社会福祉協議会と連携し、同協議会が行うボランティア
センター運営のため、次の支援等を行う。 
(1) 情報誌の発行等を通じ、県民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。 
(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、そのボランティア登録者に
ついて、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の
有無、あるいは希望する活動内容等について調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな
るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアのあっせん等
を行うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。 

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活
動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ
ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の
周知を図るなど、加入促進に努める。 

 
２－６－２ 市町の活動  
 
１ 災害救援ボランティアの養成・登録等 
  市町は、社会福祉協議会が行うボランティアセンター事業等を通じ、
次のことを行う。 
(1) 情報誌の発行等を通じ、住民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。 
(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、そのボランティア登録者に
ついて、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の
有無、あるいは希望する活動内容等について調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな
るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアの斡旋等を行
うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。 

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活
動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ
ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の
周知を図るなど、加入促進に努める。 

 
２ 災害救援ボランティアの活動拠点の確保 
  市町は、災害に備えて避難所を指定する際に、災害救援ボランティア

の活動拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策
等についても、配慮する。 

防災条例第 26 条及び第 32 条 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 26 条及び第 32 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 26 条及び第 32 条 
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２－６－３ 県警察の活動  
 
 県警察は、市町と協力して、被災地における各種犯罪・事故の未然防止
と被災住民等の不安の除去等を行うボランティア関係組織・団体との連携
を図るとともに、必要に応じて、これらの活動の中核となる防犯協会等の
自主防犯組織に対し、訓練の実施や資機材の整備等に関し助成その他の支
援を行う。 
 
２－６－４ 日本赤十字社愛媛県支部の活動  
 
 日本赤十字社愛媛県支部は、日本赤十字社本来の活動分野である医療救
護活動や救援物資の搬出入・配分及び炊き出し等被災者の自立支援活動を
迅速に遂行するため、あるいは赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社
連盟、各国赤十字社・赤新月社の要請による在日外国人の安否調査等の活
動を遂行するため、平素から防災ボランティアを養成、登録する。 
 また、日本赤十字社の通常の活動分野以外のサービスの提供を希望する
ボランティアについても、被災者の自立支援活動がスムーズに実施できる
よう災害救助法第３１条の２第２項に基づき、県、市町、社会福祉協議会
等関係機関と協力し、連絡調整を行う。 
 
２－６－５ ボランティアの果たすべき役割  
 
１ ボランティアが行う活動内容は、主として次のとおりとする。 
(1) 被害情報、安否情報、生活情報の収集・伝達 
(2) 災害時要援護者の介護及び看護補助 
(3) 外国人、災害の発生により帰宅することが困難となり、又は移動の 
  途中で目的に到達することが困難となった者（以下「帰宅困難者」と 
  いう。）、旅行者等土地不案内者への支援 
(4) 清掃 
(5) 炊き出し 
(6) 救援物資の仕分け及び配布 
(7) 消火・救助・救護活動 
(8) 保健医療活動 
(9) 通訳等の外国人支援活動 
(10) ボランティアのコーディネート 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ※資料 １ ボランティアセンター事業概念図（資料編１８－３） 
      ２ ボランティア等の応援活動   （資料編１８－４） 
      ３ 愛媛県防災対策基本条例    （資料編２２－１） 
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第７章 防災訓練の実施  
【消防防災安全課、危機管理課、河川課、県警本部、海上保安部】 

 
 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、各防災機関が

相互に緊密な連携を保ちながら、県又は市町の地域防災計画に定める災害
応急対策について、職員の安全確保を図りつつ、迅速かつ適切に実施でき
るよう職員の知識・技能の向上と住民に対する防災意識の啓発を図るた
め、図上又は実地で、総合的かつ効果的な訓練を実施する。 
 その際、自衛隊、海上保安部など国の機関の協力を得るとともに、水防
協力団体、学校、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティ
ア団体及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施す
る。 
また、沿岸地域や中山間地域における孤立地区の発生を想定するなど、

地域の特性に応じた防災訓練を実施する。 
さらに、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見する訓

練の実施にも努める。 
 なお、訓練後に評価を行い、必要に応じて改善を行い、次回からの訓練
に反映させる。 
 
 
２－７－１ 防災訓練の実施責務又は協力 
 
 (1) 災害予防責任者は、単独又は他の災害予防責任者と共同して、必要

な防災訓練を行う。 
 (2) 災害予防責任者の機関に属する職員、従業員、使用人は、防災計画

に定めるところにより、防災訓練に参加する。 
 (3) 住民その他関係ある団体は、災害予防責任者が行う防災訓練に協力 

 する。 
 
２－７－２ 防災訓練の種別 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 9条第 1項及び第 15 
条 
 
 

訓練の種別 時期 内    容 参加機関 

総合防災訓練 年１回 
風水害、火災、東南海・南海地震等大規模災
害を想定した総合訓練 

関係防災機関（市町地域住
民を含む） 

県・市町災害対策
本部合同運営訓練 

年 1回 
南海地震等の大規模災害を想定した災害対策
本部運営に関する図上訓練 

県、市町、防災関係機関 

広域消防訓練 随時 大規模な火災を想定しての応援、消火訓練 関係市町消防職団員 

通信連絡訓練 〃 
予警報の伝達、各種災害報告、感度交換、伝
達、送達、非常用電源設備を用いた訓練 

県、県警、市町、自衛隊及
び関係機関 

非常参集訓練 〃 災害関係課、災害担当者の非常招集 県、県警、市町 

水防訓練 〃 各種水防工法の実施訓練 国、県、市町等 

水防演習 ４年毎 各種水防工法、救助活動等の実施訓練 
国、県、県警､市町、自衛
隊、消防機関、防災関係機
関 

教養訓練 随時 防災活動上必要な教養訓練 県、県警、市町 

〃 
一般教養、水防法、消防法、災害対策基本
法、実技 

消防団初任者､現任者､幹部 
消防団教養訓練 

〃 ポンプ操法、予防、火災防防御 消防団 

危険物等防災訓練 〃 危険物、高圧ガス等、災害防止訓練 
県、県警、消防機関、関係
事業所 
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毒物劇物等事故処
理訓練 

〃 
塩素、シアン化合物、硫酸、特定毒物等の事
故処理訓練及び通報訓練 

県、県警、消防機関、関係
製造所、 関係運送業者 

避難訓練 〃 
市町地域防災計画、学校、事業所計画による
避難訓練 

市町、学校、事業所 

海上保安訓練 〃 
海上保安庁防災業務計画による関係機関によ
る救難訓練 

海上保安庁､県､県警､自衛
隊、漁業関係者、防災関係
機関 

 
２－７－３ 訓練の時期 
 
防災週間、水防月間、土砂災害防止月間等を通じ、積極的かつ継続的に

防災訓練等を実施することを基本とし、訓練の種類により、最も訓練効果
のある時期を選んで実施する。 
 
２－７－４ 訓練の方法 
 
 訓練実施各機関は、関係機関と相互に連絡をとりながら、単独に若しく
は他の機関と共同して、上記の訓練を個別に又はいくつかの訓練を合わせ
て最も効果ある方法で訓練を行う。 
 また、県においては、他県との応援協定に基づく合同訓練の実施に努め
るとともに、県公安委員会は、訓練の効果的な実施を図るため、特に必要
と認めるときは、当該訓練実施に必要な限度で区域又は道路の区間を指定
して、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限する。 
 なお、訓練の実施にあたっては、広報に努め、住民等の積極的参加を求
めるほか、訓練に伴う混乱防止に努める。 
 

 
 

 
  ※資料 １ 市町消防の現況    （資料編 ４－１） 
      ２ 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第８章 避難対策 【危機管理課】 
 
 市町及び学校、病院、社会福祉施設、工場等防災上重要な施設の管理者
は、災害時において安全かつ迅速な避難を行うことができるよう、避難
所、避難路、避難方法及び避難誘導責任者等を定めた避難計画を作成し、
住民等に周知徹底を図るとともに、計画に基づいた訓練を行う。 
 また、市町は、避難計画の作成にあたっては、避難情報等の確実な伝達
手段の確保のほか、あらかじめ避難所、避難路を指定するとともに避難所
に必要な設備、資機材の配備を図るとともに、避難住民の健康状態の把握
等のため、保健師等による巡回健康相談等を実施する。 
 特に市町は、避難勧告、避難指示のほか、災害時要援護者等特に避難行
動に時間を要する者に対して、避難の開始を求める避難準備情報を提供す
るとともに、関係住民への伝達も含めた避難支援体制の充実・強化を図
る。 
なお、市町は、避難所施設の管理者や自主防災組織等と避難所の開設や

運営方法、役割分担等について協議等を行うとともに、情報を共有する。 
さらに、県及び市町は、道の駅の管理者と防災拠点としての活用方策に

ついて検討・協議するなど、防災拠点の確保に努める。 
 
２－８－１ 避難所の指定 
 
 市町は、住民の生命・身体の安全を確保するため、次の基準により、避
難所を一時避難場所及び収容施設に区分して選定・整備し、市町地域防災
計画に定める。 
 市町が県管理都市公園を避難所として指定する場合には、県との情報共
有及び連携強化を図るとともに、指定した際には、県の地域防災計画にも
併せて掲載するものとする。 
また、避難所及びその周辺道路に案内標識、誘導標識等を設置し、速や

かに避難できるよう平素から関係地域住民に周知を図る。 
なお、災害時要援護者に配慮して、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を借

り上げる等、多様な避難場所の確保に努めるとともに、プライバシーの確
保のほか、被災時の男女のニーズの違いにも配慮する。 
 
１ 一時避難場所 
  災害から一時的、緊急的に避難する場所で、指定の基準は、概ね次の 
 とおりである。 
(1) 公園、緑地、ゴルフ場、グラウンド（校庭を含む。）、公共空地等が

適切であること。 
(2) 避難場所の必要面積は、概ね１㎡２名とすること。 
(3) 要避難場所区住民のすべての住民（昼間人口も考慮する。）を収容

できるよう配置すること。 
(4) 敷地内の木造建築物の割合は、総面積の２％未満であり、かつ散在

していること。 
(5) 河川氾濫や高波による浸水や大規模な崖崩れ等の危険性がないこと

及び付近に多量の危険物等が蓄積されていないこと。 
(6) 大火輻射熱を考慮し、純木造密集市街地から 300ｍ以上、建ぺい率

５％程度の疎開地では 200ｍ以上、耐火建築物からは 50ｍ以上離れて
いるところであること。 

(7) 地区分けをする場合は、町単位を原則とするが、主要道路、鉄道、
河川等を境界とし、住民がこれを横断して避難することはできるだけ
避けること。 

防災条例第 27 条及び第 28 条 
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２ 収容施設 
  一時避難場所からの緊急避難者や救出者を応急的に収容避難するため
の施設で、指定の基準は、概ね次のとおりである。 

(1) 耐震構造を有するなど、安全な公共建物であること。 
(2) 河川氾濫や高波による浸水や大規模な崖崩れ等の危険性がないこと

及び付近に多量の危険物等が蓄積されていないこと。 
(3) 給水及び給食施設を有するか、あるいは容易に設置できること。 
(4) なるべく被災地に近く、かつ集団的に収容できること。 
(5) 避難者の必要面積は、概ね２㎡１名とすること。 
 
２－８－２ 避難路の指定 
 
 市町は、避難所の指定に併せ、市街地の状況等に応じて次の基準により
避難路を選定・整備する。 
 なお、沿岸地域や河川周辺等による危険が予想される地域については、
浸水等を考慮して避難路の選定・整備を図る。   
また、外国人、旅行者等に対しても、標識板の設置等によりこれらの周 

 知に努める。 
 
(1) 避難路は、概ね８ｍ以上の幅員を有するものとする。 
(2) 避難路は、相互に交差しないものとする。 
(3) 避難路には、火災、爆発等の危険の大きい工場等がないよう配慮す 
  る。 
(4) 避難路の選択にあたっては、住民の理解と協力を得て選定する。 
(5) 避難路については、複数の道路を選定するなど、周辺地域の状況を 
  勘案して行う。 
 
２－８－３ 避難所の設備及び資機材の配備 
 
市町は、災害時要援護者及び被災時の男女のニーズの違い等男女双方の

視点にも配慮のうえ、必要な次の設備及び資機材をあらかじめ避難所に配
備し、又は必要なとき直ちに配備できるよう準備しておく。 
 
(1) 衛星携帯電話等の通信機材 
(2) 放送設備 
(3) 照明設備（非常用発電機を含む。） 
(4) テレビ、ラジオ等の災害情報の入手機器 
(5) 炊き出しに必要な機材及び燃料 
(6) 給水用機材 
(7) 救護施設及び医療資機材 
(8) 物資の集積所 
(9) 仮設の小屋又はテント 
(10) 仮設便所 
(11) 防疫用資機材 
(12) 清掃用資機材 
(13) 工具類 
(14) 非常電源 
(15) 日用品 
(16) 備蓄食料及び飲料水 
(17) その他粉ミルクや紙おむつ、生理用品等 
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２－８－４ 市町等の避難計画 
 
１ 市町の避難計画 
  市町の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防災
組織等と連携して避難体制の確立を図る。また、計画作成にあたって
は、洪水、土砂災害等の災害の態様及び地域の特性を踏まえるものとす
る。 

(1) 避難準備情報、勧告又は指示を行う客観的基準及び伝達方法 
(2) 避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 
(3) 避難所への経路及び誘導方法 
(4) 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 
   ア 給水措置 
   イ 給食措置 
   ウ 毛布、寝具等の支給 
   エ 衣料、生活必需品の支給 
   オ 負傷者に対する応急救護 
(5) 避難所の管理に関する事項 
   ア 避難生活中の秩序保持 
   イ 避難民に対する災害情報の伝達 
   ウ 避難民に対する応急対策実施状況の周知徹底 
   エ 避難民に対する相談業務 
(6) 災害時における広報 
   ア 広報車による周知 
   イ 避難誘導員による現地広報 
   ウ 住民組織を通ずる広報 
(7) 夜間及び休日、荒天時等あらゆる条件下における避難誘導体制の整 
  備 
(8) 不特定多数の人が利用する地下街・地下道・地下駐車場など地下空

間施設の円滑かつ迅速な避難体制 
 
２ 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの策定 
  国の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に基づ
き、的確に避難勧告等を行うため、次の事項に留意して「避難勧告等の
判断・伝達マニュアル」を作成する。 
 なお、作成にあたっては、洪水、土砂災害等の災害事象の特性を踏ま 
えるとともに、住民への周知徹底を図る。 

(1) 対象とする災害及び地域 
洪水、土砂災害等の災害事象ごとに、住民が避難行動をとる必要が

ある地域を特定 
(2) 避難対象区域 

災害事象や地域ごとに、避難が必要な区域を特定 
(3) 避難勧告等の客観的な発令基準 

ア 住民が避難所等への避難を完了するまでの時間を把握 
イ 避難すべき区域ごとに避難準備情報、避難勧告、避難指示の客観 
 的発令基準を策定 

(4) 避難勧告等の伝達方法 
ア 災害ごとの避難勧告等の伝達文を設定 
イ 伝達方法、伝達先を設定 

(5) その他留意すべき災害特性 
想定される災害の特性（危険性）の周知 

 

 
 
防災条例第 28 条 
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３ 防災上重要な施設の管理者の留意事項 
  学校、病院、工場、その他防災上重要な施設の管理者は、次の事項に
留意してあらかじめ避難計画を作成し、関係職員等に周知徹底を図ると
ともに、訓練の実施などにより避難対策を整える。 

(1) 学校においては、それぞれの地域の特性等を考慮したうえで、避難
場所、経路、時期及び誘導、並びに指示の伝達方法等のほか、児童生
徒の保護者への引渡しに関するルール及び地域住民の避難場所となる
場合の受入方法等をあらかじめ定める。 

(2) 義務教育及び高等学校等の児童生徒を集団的に避難させる場合に備
えて、学校及び教育行政機関においては、避難場所の選定や収容施設
の確保、並びに保健、衛生及び給食等の実施方法について定める。 

(3) 病院においては、患者を他の医療機関等の安全な場所へ集団的に避
難させる場合に備え、収容施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び
入院患者に対する実施方法等について定める。 

 
４ 避難所運営マニュアルの策定 
  市町は、避難所における必要な情報の入手や、暑さ寒さ対策、健康・
衛生管理、心のケアなど長期にわたる避難所運営を円滑に行うため、災
害時要援護者や男女のニーズの違いに配慮し、マニュアルを策定するよ
う努める。 

 
 
※資料 １ 市町避難所総括表   （資料編１２－６） 
    ２ 都市公園現況表    （資料編１２－７） 
    ３ 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第９章 緊急物資確保対策 
   【交通対策課、危機管理課、環境政策課、経営支援課、農産園芸課、四国経済産業

局、中国四国農政局松山地域センター】 
 
 県、市町等の各機関は、災害が発生した場合の県民の生活や安全を確保
するため、平素から、食料、生活物資、医薬品等の備蓄に努めるととも
に、民間企業や民間団体との協定の締結等により流通備蓄を推進する。 
また、備蓄を行うに当たって、大規模な風水害が発生した場合に

は、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立
って、初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応
じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観
点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備
に努める。 
輸送に関し、県、市町は、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環

境整備を推進するとともに、輸送協定を締結した民間事業者等の車両につ
いては、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災
後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなるこ
とから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積
極的にするなど、その普及を図る。 
市町は、県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手

順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有
を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくよう努める。 
 
２－９－１ 食料及び生活必需品等の確保  
 
 災害が発生した場合の生活を確保するため、平常時から食料及び生活必
需品等の確保について次の措置を行う。 
 
１ 四国経済産業局 
(1) 緊急に必要な生活必需品であって県内で調達できない物資等の調達

先に関する資料の整備 
(2) 生活必需品の緊急輸送に係る防災関係機関との連携協力体制の確立 
 

２ 農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  応急用食料・物資の供給が行えるように各関係機関との連絡体制を構
築する。 

 
３ 県の活動 
(1) 大規模災害発生時、市町が行う被災者援護等を支援するための緊急

援護物資の備蓄 
(2) 県内における緊急に必要な食料及び生活必需品（以下「緊急物

資」という。）の調達可能量の定期的な調査 
(3) 県内における緊急物資調達計画の策定 
(4) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結の促進 
(5) 他の都道府県との緊急物資調達に関する相互応援協定の締結 
(6) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 
(7) 市町が行う緊急物資備蓄の推進 
(8) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 
(9) 家庭内備蓄等の促進 
(10) 緊急援護物資の輸送手段の確保 
(11) 緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠

防災条例第 29 条及び第 30 条 
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点における運送事業者等を主体とした業務の実施及び物資の輸送拠点
としての運送事業者等の施設の活用を図るための体制を整備 

(12) 被災市町が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災
者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体
制・輸送体制を整備 

(13) 県は、多種・多様な企業・団体との災害時応援協定の締結の促進に
努める。 

 
４ 市町の活動 
(1) 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対する食料の備蓄 
(2) 孤立が想定される地区における備蓄の促進 
(3) 市町内における緊急物資流通在庫調査の実施 
(4)  市町内における緊急物資調達及び配分計画の策定 
(5) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 
(6) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結促進 
(7) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 
(8) 家庭内備蓄等の促進 
(9) 給食計画の策定 
 
５ 県民の活動 
(1) ７日間程度の最低生活を確保できる緊急物資の備蓄 
(2) (1)のうち、３日分程度の非常食料を含む非常持出品の準備 
(3) 自主防災組織等による助け合い活動の推進 
(4) 緊急物資の共同備蓄の推進 

 
２－９－２ 飲料水等の確保  
 
１ 県の活動 
(1) 民間企業との協定の締結等により、飲料水の確保に努める。 
 (2) 県民及び市町が実施する水の確保対策の啓発を行う。 
 
２ 市町の活動 
(1) 飲料水の備蓄を行うほか、給水設備の復旧資材の備蓄を行う。 
(2) 他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水計画を作成する。 
(3) 給水タンク、トラック等応急給水資機材を整備するとともに、貯水 
  槽を設置する。 
(4) 住民及び自主防災組織等に対し、貯水や応急給水について啓発を行 
  う。 
(5) 水道工事業者等との協力体制を確立する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
(1) 県民（家庭）における貯水 
  ア 貯水量は、１人１日３㍑を基準とし、世帯人数の３日分を目標と

する。 
  イ 貯水には、水道水等衛生的な水を用いる。 
  ウ 貯水に用いる容器は、衛生的で、安全性が高く、水もれ、破損し

ないものとする。 
(2) 自主防災組織を中心とする飲料水の確保 
  ア 応急給水を円滑に実施するために、給水班を編成する。 
  イ 災害発生時に利用が予定される井戸、泉、河川、貯水槽等の水

は、水質検査を実施して、市町の指導のもとに利用方法をあらかじ
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め検討しておく。 
  ウ 応急給水に必要とされるポンプ、水槽、ポリタンク、次亜塩素酸

ナトリウム等の資機材を整備する。 

※資料 １ 緊急援護物資                （資料編１０－ １） 
２ 緊急援護物資管理及び輸送体制        （資料編１０－ ２） 
３ 市町備蓄物資一覧表             （資料編１０－ ３） 
４ 砂糖卸売業者一覧表             （資料編１０－ ４）  
５ 米穀の調達に関する協定書          （資料編１０－ ６） 

      ６ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定   （資料編１０－ ７） 
      ７ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定（資料編１０－ ９、１０） 
      ８ 災害時における物資供給に関する協定書    （資料編１０－１１） 
      ９ 災害時における食料（パン）の調達に関する協定（資料編１０－１２） 
     １０ 災害時における応急生活物資の供給及び帰宅困難 
        者への支援に関する協定           （資料編１０－１３） 
     １１ 愛媛県防災対策基本条例           （資料編２２－ １） 
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第１０章 医療救護対策  
【医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、県立病院課、日本赤十字社、社団法人

愛媛県医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会、社団
法人愛媛県歯科医師会、社団法人接骨師会】 

 
 災害の規模、態様によっては、医療機関の機能低下、交通の混乱による
搬送能力の低下等の事態が予想されるため、関係機関の協力のもと早期に
広域的医療活動を実施し、傷病者の救護を行う。 
 
２－１０－１ 実施方針  
 
(1) 被災者に対する医療救護は、原則として市町が行う。被災地の市町

だけでは対応が困難な場合は、隣接市町、県、国その他の関係機関の
応援を得て行う。 

(2) 県は、市町を応援・補完する立場から、市町から要請があった場
合、又は医療救護の必要があると認めた場合に、救護班や災害派遣医
療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣し医療救護を実施する。 

(3) 災害の発生に伴い、県民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生
し、又は、発生する恐れがあるときは、県は、市町の被害状況及び救
急・救助活動状況等の情報を収集・把握し、健康被害の発生予防、拡
大防止、治療等の広域的救護活動を迅速に実施するため、健康危機管
理体制を確保し、県内外の関係機関との総合的な調整を行う。 

(4) 県及び市町は、自然災害や大規模事故の発生に備え策定した医療救
護活動要領等に基づき、救護所の設置、救護班の編成、災害派遣医療
チーム（ＤＭＡＴ）の編成、救護病院等の患者受入れ、医薬品・医療
資機材等の確保等に係る諸体制の充実を図る。 

(5) 医療救護活動の実施に当たっては、被災者のメンタルヘルスに配慮
する。 

 
２－１０－２ 災害医療コーディネータの設置 
 
(1) 県は、被災地で必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよ

う、行政や関係機関と連携し、避難所における医療ニーズや医療機関
の被災状況、患者受入れ状況等の情報収集、分析及び伝達と、それを
踏まえた各種調整及び要請等を行う災害医療コーディネータを以下の
とおり設置する。 

  ア 愛媛県全体の医療救護活動を統括するコーディネータとして、災
害対策本部内に統括コーディネータを置く。 

  イ 各二次医療圏内の医療救護活動を調整するコーディネータとし
て、災害基幹拠点病院及び災害拠点病院に災害拠点病院コーディネ
ータを置く。 

  ウ 市町内の医療救護活動を調整するコーディネータとして、公立病
院コーディネータを置く。 

 (2) 県及び災害医療コーディネータは、関係機関と緊密に連携し、平常
時から、県単位、地域単位でのネットワーク構築に努めるとともに、
災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や救護班の受入れ・
派遣方針等について予め検討を行う。 
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〔災害医療コーディネータの設置一覧〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－１０－３ 初期医療体制 
 
１ 市町地域防災計画への記載事項等 

市町は、地震発生後の電話や道路交通等の混雑・不通により、緊急医
療体制が十分に機能しない事態に対処するため、市町地域防災計画に次
の事項を記載するとともに、災害医療コーディネータ、県及び関係機関
と連携し、災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や救護班の
受入れ・派遣方針等について、予め検討を行い、初期医療体制を確立す
る。 

 (1) 救護所の設置箇所を定め、住民に周知を図る。 
 (2) 救護所等に医療救護用の資機材を備蓄する。 
 (3) 管内の医療機関の協力により、救護班を編成する。 
 (4) 救護班の派遣要請の方法、重症者の搬出方法等を定める。 
 (5) 応急手当等の家庭看護の普及を図り、自主防災組織等による自主救

護体制の整備に努める。 
 
２ 救護班の種類及び編成 
  県は、災害時に速やかに救護班を派遣する体制を整備するため、あら
かじめ救護班の種類及び編成を定めるとともに、県医師会等と災害時の
医療救護活動について協定を締結する。 

(1) 救護班の種類 
  ア 県立病院の職員による救護班 
  イ 日本赤十字社愛媛県支部所属職員による救護班 
  ウ 愛媛県医師会会員による救護班 
  エ 愛媛県歯科医師会会員による救護班 
  オ 愛媛大学医学部附属病院、四国がんセンター、愛媛病院及び愛媛

労災病院（以下「旧国立医療機関」という。）の職員による救護班 
  カ 公的医療機関の職員による救護班 
(2) 救護班の編成 
   救護班の編成単位は、概ね医師１～２名、保健師、看護師４～５

名、事務職員（自動車運転手を含む。）１～２名とする。ただし、愛
媛県歯科医師会会員による救護班にあっては、概ね歯科医師１名、歯
科衛生士又は歯科技工士１名、事務職員１名とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 31 条第 1項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 31 条第 2項 
 
 
 

区 分 二次医療圏等 病院区分 設 置 病 院 名 

統括コーディネー
タ 

全  県 
災害基幹 
拠点病院 

県立中央病院 

宇  摩 公立学校共済組合四国中央病院 

新居浜・西条 県立新居浜病院 
今  治 県立今治病院 

松  山 
県立中央病院、松山赤十字病院、 
愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

災害拠点病院コー
ディネータ 

宇 和 島 

災害（基
幹）拠点
病院 

市立宇和島病院 
新居浜・西条 西条市立周桑病院 

松  山 久万高原町立病院 

八幡浜・大洲 市立大洲病院、西予市立宇和病院 
公立病院コーディ

ネータ 

宇 和 島 

公立病院 

鬼北町立北宇和病院 
県立南宇和病院 
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   なお、災害及び救護業務の状況に応じて人員を増減し、また、薬剤
師、助産師等の必要な技術要員を加えることができるほか、救護班の
編成主体は別に定めることができる。 

   また、それぞれの救護班は、あらかじめ救護に必要な医薬品、衛生
材料を整備し、召集連絡方法を定めておく。 

 
２－１０－４ 後方医療機関 
 
１ 救護病院等 
(1) 県は、救護所等に配置された救護班の医療で対処できない重症者及

び中等症者を収容するため、救護病院又は救護診療所（以下「救護病
院等」という。）を選定する。なお、救護病院として全ての病院を選
定し、救護診療所は、旧町村の区域で病院がなく、かつ公立の診療所
がある場合に１箇所程度選定する。 

(2) 県は、救護病院等の収容可能患者数をあらかじめ把握する。 
(3) 救護病院等は、災害が発生した際に速やかに救護班を派遣できる体

制を整備する。 
(4) 救護病院等は、入院患者の移送及び通院患者への適切な対応を含め

た災害対策マニュアル及び業務継続計画の作成に努めるとともに、職
員に周知徹底を図るほか、防災訓練の実施や参加により実効性の向上
に努める。 

(5) 救護病院等は、浸水防止対策など風水害に対する施設の耐性向上に
配慮するとともに、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設
備、貯水槽等の整備を図り、停電時、断水時でも対応できるように努
める。また、災害による交通・通信の遮断を想定し、他地域からの支
援が得られるまでの間の救護活動に必要な医薬品、診療材料、医療機
器等の備蓄に努める。 

(6) 救護病院等のうち災害医療コーディネータの設置病院は、衛星電話
等の通信手段の確保をはじめ災害医療コーディネータが行う地域内の
医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

 
２ 災害（基幹）拠点病院 
(1) 県は、災害時における広域的な地域医療の拠点として、救護病院の

中から災害拠点病院を二次医療圏ごとに原則１箇所（松山圏域にあっ
ては２箇所）指定する。災害拠点病院は、災害に耐えうる機能・構造
を有し、救護所等から搬送された入院治療を要する傷病者を受け入れ
るとともに、救護班を派遣し、地域の医療機関へ応急用資器材等の貸
出しを行う機能を有する。 

(2) 県は、災害基幹拠点病院を県内に１箇所指定する。災害基幹拠点病
院は、災害拠点病院としての機能を強化し、災害医療に関して中心的
な役割を担うとともに、訓練・研修機能を有するものとする。そのた
め、県及び統括コーディネータと一体となり、災害拠点病院と連携
し、県全体の医療救護の調整を行い、実施するものとする。 

(3) 災害（基幹）拠点病院は、災害医療コーディネータが行う圏域内の
医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

(4) 災害（基幹）拠点病院は、災害発生時における多数の患者の発生に
対応するため、入院患者については通常時の２倍、外来患者について
は通常時の５倍程度の受入れが可能なスペースの確保と簡易ベッド等
の整備に努める。 

(5) 災害（基幹）拠点病院は、災害発生直後に必要な救急用医薬品、衛
生材料及び救護班が携行する医療機材、トリアージ（緊急度判定に基



 40 

づく治療順位の決定）・タッグ等の整備に努め、災害時における救護
班の編成及び傷病者の受入れが速やかに行えるよう医療要員の非常参
集体制を構築する。 

(6) 災害（基幹）拠点病院は、平常時の６割程度の発電容量のある自家
発電機等の保有と、３日分程度の燃料の確保に努める。また、平常時
より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家
発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能な
ことを検証する。 

(7) 災害（基幹）拠点病院は、適切な容量の受水槽の保有、停電時にも
使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害
時の診療に必要な水の確保に努める。 

(8) 災害（基幹）拠点病院は、衛星電話の保有等、衛星回線インターネ
ットが利用できる環境を整備するとともに、複数の通信手段の保有に
努める。 

(9) 災害（基幹）拠点病院は、３日分程度の食料、飲料水、医薬品等の
備蓄に努める。 

(10) 県は、災害（基幹）拠点病院について、浸水防止対策など風水害に
対する施設の耐性強化を図るとともに、衛星電話、備蓄倉庫、自家発
電装置、受水槽、ヘリポート等の施設や設備の整備を推進する。 

 
 
 

区 分 二次医療圏等 病 院 名 

災害基幹 
拠点病院 

全  県 県立中央病院 

宇  摩 公立学校共済組合四国中央病院 
新居浜・西条 県立新居浜病院 

今  治 県立今治病院 
松  山 松山赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

災害拠点 
病院 

宇 和 島 市立宇和島病院 

 
３ 三次救急医療施設 
(1) 三次救急医療施設は、重篤救急患者の救命医療を行うための高度な

診療機能を災害時においても確保するため、施設のライフライン維持
機能の強化を図り、医薬品等医療資機材の備蓄に努める。 

(2) 災害時に多発する外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の重篤救急患者
に対する診療機能の充実を図る。 

 
 

 
区 分 病 院 名 

東予救命救急センター（県立新居浜病院） 

県立中央病院救命救急センター 
南予救命救急センター（市立宇和島病院） 

三次救急 
医療施設 

愛媛大学医学部附属病院 
 
２－１０－５ 広域的救護活動の調整 
 
(1) 県は災害医療コーディネータとともに、市町の行う医療救護活動の

総合調整のほか、市町だけでは対応が困難な場合の応援・補完を行う
ため、広域的な救護班の派遣、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派
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遣、医薬品、医療機材の搬送、重症・重篤患者の受入れを調整し、医
師等の医療関係者の不足及び医薬品、医療機材の不足に対処する。 

(2) 県は、独自に充分な医療活動が実施できない場合は、他県や国に対
し、救護班や災害医療派遣チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣及び傷病者の
受入れを要請するとともに、他県等からの派遣の受入れを調整する。 

(3) 保健所は災害医療コーディネータとともに、被災地域において、医
療救護活動に必要な情報を収集・提供し、県、市町、関係団体等との
連携を図りながら、被災者に対する健康管理、防疫活動等の総合的な
調整を行う。 

 
２－１０－６ 広域医療搬送 
 
県は、被災地域内で対応困難な重症患者を被災地域外に搬送し、緊急の

治療を行う広域医療搬送の円滑かつ迅速な実施に向け、国や関係機関と連
携し、広域医療搬送拠点や航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケア
ユニット：ＳＣＵ）の設置場所や運営方針、協力・連携機関等に係る計画
を予め定める。 
 
２－１０－７ 災害情報の収集・連絡体制の整備 
 
 県及び市町は、医療機関の被害状況や医療機関における収容負傷者の状
況、医療従事者の活動状況を把握するため、消防、医療機関等をネットワ
ーク化した愛媛県広域災害・救急医療情報システム（えひめ医療情報ネッ
ト）の活用を図るなど情報通信手段の充実・強化に努める。 
 

２－１０－８ 難病患者等の状況把握 
 
 県及び市町は、平常時の保健医療活動を通じて、難病患者、精神疾患等
の慢性疾患患者、人工呼吸器や人工透析等の在宅医療を受けている患者の
状況と医療を提供できる機関に関する情報の把握に努める。 
 
２－１０－９ 医薬品、医療資機材等の確保体制の整備 
 
(1) 県は、緊急援護物資備蓄の一環として、医薬品等を保健所に分散備

蓄するほか、救護班及び後方医療機関の行う救護医療活動のために必
要な医薬品等の必要物資の確保に関して、関係機関と連携のうえ、流
通在庫の調達に努める。 

 (2) 市町は､避難生活に必要な医薬品等の備蓄に努める。 
 
２－１０－１０ 災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の

実施 
 
(1) 県及び市町は、一般住民に対する緊急蘇生法などの家庭看護、トリ

アージの意義やメンタルヘルスなどの災害時における医療救護、献血
者登録等に関する普及啓発に努めるとともに、医療及び行政関係者に
対する災害医療に関する研修・訓練の実施・参加を推進する。 

(2)  災害（基幹）拠点病院は、地域の医療機関等と連携し、定期的な訓
練の実施に努める。 

 
２－１０－１１ 県民及び自主防災組織が実施すべき事項 
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 県民及び自主防災組織は、医療救護を受けるまでの応急手当の技術の習
得、軽度の傷病に対応できる医薬品等の準備に努める。 
県民は、献血者登録に協力する。 

 
  ※資料 １ 救護班の編成と収容施設一覧表               （資料編 ７－ １） 

２ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県医師会）       （資料編 ７－ ２） 
３ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県看護協会）      （資料編 ７－ ３） 
４ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県歯科医師会）     （資料編 ７－ ４） 
５ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県薬剤師会）      （資料編 ７－ ５） 
６ 災害時に必要な医薬品等の調達に関する協定         （資料編 ７－ ６） 

      ７ 災害時の柔道整復師支援活動に関する協定（愛媛県接骨師会） （資料編 ７－ ７） 
８ 日本赤十字社愛媛県支部救護班の編成と資器材保有状況    （資料編 ７－ ８） 
９ 災害時における被災者支援に関する協定（愛媛県薬事振興会） （資料編 ７－ ９） 

１０ 災害時における医療ガス等の供給に関する協定        （資料編 ７－１０） 
     １１ 愛媛県防災対策基本条例                  （資料編２２－ １） 
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第１１章 防疫・保健体制の整備 【健康増進課、薬務衛生課】 
 
 災害の発生に伴う感染症の発生と流行を未然に防止するため防疫体制を確立するほか、食品の衛生監視に
係る総合的な体制を整備する。 
 
２－１１－１ 実施体制 
 
(1) 被災地域を所管する市町は、県の指導・指示に基づいて防疫活動を実施する。 
(2) 当該市町のみでは実施が困難な場合は、隣接する市町及び県（保健所）の応援を得て実施する。 
 
２－１１－２ 県の活動 
 
(1) 防疫の実施について、国及び他の都道府県と協議する。 
(2) 詳細な感染症対応マニュアルを作成する。 
(3) 予防教育や広報活動により、食品衛生及び感染症予防に関する普及啓発を図る。 
 
２－１１－３ 市町の活動 
 
(1) 災害発生時に直ちに防疫活動が実施できる体制を整備する。 
(2) 防疫実施計画を作成する。 
(3) 防疫用薬品の調達計画を作成する。 
(4) 住民が行う防疫活動及び保健活動について普及啓発を図る。 
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第１２章 災害時要援護者の支援対策  
   【危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課、

特別支援教育課】 
 

 県、市町及び社会福祉施設等管理者は、災害時要援護者の安全を確保す
るため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業
者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等の多様な主体の協力を得な
がら、平常時から災害時要援護者に関する情報の把握及び関係者との共有
や情報伝達体制を整備するとともに、防災担当部局と福祉担当部局等が連
携して、避難支援計画の策定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施に努
める。 
 また、市町は、計画等の策定にあたっては、民間賃貸住宅、旅館・ホテ
ル等を借り上げる等、多様な避難場所の確保に努めるほか、プライバシー
の確保や男女のニーズの違い等に配慮する。 

 
２－１２－１ 県の活動 
 
県は、市町及び社会福祉施設等管理者と連携して、施設利用者の受入れ

や介護職員等の派遣体制の整備など、広域的な観点に基づいた災害時要援
護者の支援対策を行う。 
 
２－１２－２ 市町の活動 
 
１ 災害時要援護者の実態把握 
  市町は、平素から防災担当部局と福祉担当部局等が連携のうえ、介護
職員や民生委員・児童委員等の協力を得ながら、個人情報の取扱いにも
配慮のうえ自主防災組織や町内会等の範囲ごとに、災害時要援護者の実
態把握に努める。 

 
２ 緊急連絡体制の整備 
  市町は、自主防災組織及び関係機関等と連携して災害時要援護者ごと
に避難支援者を定めるなど、災害時要援護者一人ひとりの避難支援プラ
ンを作成する。 

 
３ 避難体制の確立 
  避難支援者をはじめ、自主防災組織など地域ぐるみの避難誘導等の方
法を災害時要援護者からの意見を踏まえ、事前に具体的に定めておく。 

  また、避難所や避難路の指定にあたっては、地域の特性を踏まえると
ともに、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含
む。）、難病患者、妊産婦及び乳幼児、病弱者等避難生活に特別の配慮を
要する者のための福祉避難所の設置を検討するなど、災害時要援護者の
利便性や安全性にも十分配慮する。 

 
４ 防災教育・訓練の充実 
  災害時要援護者が自らの対応能力を高めるために、個々の災害時要援 
 護者の態様に合わせた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 
 
２－１２－３ 社会福祉施設等管理者の活動 
 
１ 組織体制の整備 
  社会福祉施設等管理者は、災害の発生に備え、あらかじめ施設内の防

防災条例第 28 条第 6項 
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災体制の整備、動員計画や緊急連絡体制等の確立に努める。 
  また、同管理者は、市町や他の類似施設、地域の自主防災組織等と連
携を図りながら災害時の協力体制づくりに努める。 

 
２ 緊急連絡体制の整備 
  市町の協力を得て、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立する
とともに、災害時における施設相互間の緊急連絡体制の整備・強化に努
める。 

 
３ 防災教育・訓練の充実 
  市町の協力を得て、災害時において施設利用者等が適切な行動がとれ
るよう防災教育を行うとともに、利用者の実態に応じた防災訓練を定期
的に実施するよう努める。 

 
４ 物資等の備蓄 
  災害時に施設利用者等の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品等
の備蓄を行うほか、予想される災害の種類に応じた防災資機材や非常用
自家発電機等の整備に努める。 

 
 
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第１３章 広域応援体制の整備 【消防防災安全課、危機管理課、県警本部】 
 
 県、市町及びその他関係機関は、大規模災害が発生した場合に、円滑な
広域応援活動が行えるよう、あらかじめ相互応援及び広域一時滞在に関す
る協定を締結するとともに、具体的な応援活動を実施できる体制の整備を
進める。 
相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規

模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公
共団体との間の協定締結も考慮する。 
また、県、市町は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるよ
うな仕組みを平常時から構築することに努める。 
 
２－１３－１ 全県的な消防相互応援体制の整備  
 
 県内の全市町長及び消防機関の長が締結している「愛媛県消防広域相互
応援協定」の具体的な運用については、「愛媛県消防広域相互応援計
画」及び「愛媛県水防計画」の定めるところによる。 
 
２－１３－２ 全県的な防災相互応援体制の整備  
 
 県内各市町長は、消防以外の分野について、他の市町に対する応援を求
める場合を想定し、あらかじめ全県的な防災広域相互応援協定を締結する
よう努める。 
 
２－１３－３ 他県との広域応援体制の整備  
 
 県は、四国、中四国及び全都道府県の各知事とあらかじめ大規模災害時
の広域応援に関する協定を締結するとともに具体的な応援・受援計画を整
備する。 
 四国４県間、中四国９県間及び全都道府県の間の各広域応援協定におけ
る応援の種類及び応援要請の手続は、次のとおりである。 
 
 

防災条例第 30 条 
 
 
 
 
 
 
 

 

協    定    名 応援の種類 応援要請の手続 

四国４県広域応援協定 
 (危機事象発生時の四
国４県広域応援に関す
る基本協定)  
＊平成 19 年２月５日
改定 
 
四国４県広域応援協定
実施細目 
 (危機事象発生時の四
国４県広域応援に関す
る基本協定実施細目) 
＊平成 19 年２月５日
締結 
 

 (1) 食料、飲料水及び生活必
需物資並びにその供給に必
要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出及び救護、
防疫等災害応急活動に必要
な物資及び資機材の提供 

 (3) 施設等の応急復旧に必要
な物資及び資機材の提供 

 (4) 災害応急活動等に必要な
医療職、技術職、技能職等
の職員及び情報収集、連絡
事務等に必要な職員の派遣 

 (5) 被災者を一時収容するた
めの施設の提供 

 (6) その他特に要請のあった

電話、ファクシミリ等により次に掲げる事項を
明らかにして応援を要請し、後日、速やかに応
援要請書を送付する。 
 (1) 被害の状況 
 (2) 物的支援を要請する場合は、物資等の品

目、数量、要請場所、輸送手段、輸送経路
等 

 (3) 人的支援を要請する場合は、活動内容、
職種、人員、派遣要請場所、派遣期間、交
通手段及び宿泊所 

 (4) その他の応援を要請する場合は、要請措
置内容、要請場所及びその期間 

 (5) その他必要な事項 
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愛媛県広域応援計画・
受援計画 
＊平成 19 年２月５日
４県各県で策定 
 

事項 

中四国広域応援協定 
（中国･四国地方の災
害等発生時の広域支援
に関する協定） 
＊平成 24 年３月１日
改定 

 (1) 食料、飲料水、生活必需
物資及びその供給に必要な
資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防
疫、施設の応急復旧等に必
要な物資及び資機材の提供 

 (3) 避難、救援、消火、救急
活動等に必要な車両、舟艇
及び航空機の派遣及びあっ
せん並びに資機材の提供 

 (4) 医療、救援、応急復旧等
に必要な医療職、技術職、
技能職等の職員の派遣 

 (5) 避難者を受け入れるため
の施設の提供 

 (6) その他特に要請のあった
事項 

○広域支援本部による支援の場合 
電話、ファクシミリ等により次に掲げる事項を
明らかにして応援を要請し、後日、速やかに文
書を提出する。 
 (1) 災害の状況 
 (2) 物資及び資機材の提供を要請する場合

は、その品名及び数量等 
 (3) 職員の派遣を要請する場合は、職種別人

員 
 (4) 避難者を受け入れるための施設の提供を

要請する場合は、避難者の状況及び人数 
 (5) 応援を必要とする区域並びに受入地点へ

の経路 
 (6) 応援を必要とする期間 
 (7) その他必要な事項 
○カウンターパート制による支援の場合 
電話等で広島県へ連絡員の派遣を要請する。 
 

全都道府県広域応援協
定 
 (全国都道府県におけ
る災害時等の広域応援
に関する協定)  
＊平成 24 年５月 18 日
改定 
 
全都道府県広域応援協
定実施細目 
 (全国都道府県におけ
る災害時等の広域応援
に関する協定実施細目
(災害関係)) 
＊平成 24 年５月 18 日
改定 
 

 被災地等における住民の避
難、被災者等の救援・救護及び
災害応急・復旧対策に係る人
的・物的支援、施設若しくは業
務の提供又はそれらの斡旋 

必要とする応援の内容に関する次の事項を記載
した文書を提出する。ただし、いとまのない場
合は、電話又はファクシミリ等により広域応援
の要請を行い、後日文書を速やかに提出する。 
 (1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの
数量 

 (2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容 
 (3) 職種及び人数 
 (4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 
 (5) 応援期間（見込みを含む。） 
 (6) その他必要な事項 
 
なお、災害の規模に応じ、支援の方法を区分 
○小規模災害：カバー（支援）県による支援 
○中規模災害：ブロック間（九州）の支援 
○大規模災害：全国の対口支援方式による支援 

 
２－１３－４ 緊急消防援助隊の編成  
 
 県外への消防広域応援については、都道府県単位で設置した緊急消防援
助隊を中心に応援隊を派遣するものとし、本県の緊急消防援助隊の部隊編
成は、次のとおりである。 
なお、今後とも、緊急消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な訓

練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 
(1) 指揮隊 
(2) 救助部隊 
(3) 救急部隊 
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(4) 後方支援部隊 
(5) 消火部隊 
(6) 特殊災害部隊 
(7) 特殊装備部隊 
(8) 航空部隊 
 (9) 水上部隊 
 
２－１３－５ 警察災害派遣隊の編成  
 
 県警察は、大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合に、被
災地又は被災が予想される地域において活動する警察災害派遣隊を次のと
おり編成し、広域的応援体制の整備を図る。 
(1) 即応部隊 
(2) 一般部隊 
        

   
  ※資料 １ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定     （資料編１７－ １） 

２ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 （資料編１７－ ２） 
３ 愛媛県広域応援計画・受援計画               （資料編１７－ ３） 
４ 中国・四国広域応援協定                  （資料編１７－ ４） 
５ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定    （資料編１７－ ５） 
６ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（資料編１７－ ６） 
７ 四国地方における災害時の応援に関する申し合わせ      （資料編１７－ ７） 
８ 災害復旧技術専門家派遣制度                （資料編１７－ ８） 
９ 緊急消防援助隊受援計画                  （資料編１７－ ９） 

１０ 緊急消防援助隊愛媛県隊応援等実施計画           （資料編１７－１０） 
     １１ 愛媛県消防広域相互応援協定                （資料編 ４－ ２） 
     １２ 愛媛県消防広域相互応援計画                （資料編 ４－ ３） 
     １３ 愛媛県防災対策基本条例                  （資料編２２－ １） 
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第１４章 資材・機材等の点検整備  
【消防防災安全課、危機管理課、薬務衛生課、技術企画室、河川課、道路 

        維持課、県警本部】 
 
 県、市町及び防災関係機関の災害予防責任者は、自己が保有する災害応急措置に必要な資材、機材並びに
施設を、災害時にその機能を有効使用できるよう常時点検整備を行う。 
 
２－１４－１ 点検整備を要する資材・機材 
 
 (1) 水防用備蓄資材・機材 
 (2) 食料及び飲料水 
 (3) 救助用衣料生活必需品 
 (4) 救助用医薬品及び医療器具 
 (5) 防疫用薬剤及び用具 
 (6) 防雪用機械 
 (7) 警備用装備資機材 
 (8) 通信機材 
 (9) 災害対策用資機材 
(10) 油災害対策用資機材 
(11) 給水用資機材 
(12) 消防用資機材 
(13) その他電気、ガス、水道、交通施設等復旧に必要な資機材 
 
２－１４－２ 点検整備実施機関 
 
 資材・機材を保有する各機関とする。 
 
２－１４－３ 実施時期 
 
 各機関の点検責任者は、それぞれ点検計画表を作成し、点検整備を実施する。 
 
２－１４－４ 点検整備実施内容 
 
 点検整備は、次のことに留意して実施する。 
１ 資材・機材 
(1) 規格ごとの数量の確認、不良品の取替 
(2) 薬剤等については、効果の測定 
(3) その他必要な事項 
２ 機械類 
(1) 故障、不良箇所の有無の点検整備、不良部品の取替 
(2) 機能試験の実施 
(3) その他必要な事項 
 
２－１４－５ 留意事項 
 
(1) 実施結果は、記録しておく。 
(2) 資機材等に故障等の不良箇所が発見された場合は、直ちに修理等の措置を講じる。 
(3) 数量に不足が生じている場合は、補充等の措置を講じる。 
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第１５章 情報システムの整備 【危機管理課、河川課、砂防課、情報政策課】 
 
 県、市町及びその他防災関係機関は、災害時における情報通信の重要性に鑑み、平常時から災害の発生に
備え、災害情報を迅速かつ的確に把握し、的確な防災対策を実施できるよう、情報通信システムの高度化及
び多重化を図る。 
 また、災害時において、通常の通信手段が確保できない場合を考慮し、平素から他機関等の通信手段が利
用できるよう代替ルートについて検討しておくとともに、愛媛県非常通信協議会との連携に努める。 
 
２－１５－１ 情報収集・連絡体制の整備  
 
 県・市町及びその他防災関係機関は、大規模災害時において迅速かつ的確な災害情報等の収集・連絡が行
えるよう、平素から情報伝達ルートの多重化及び情報収集・連絡体制の明確化等による体制の確立に努める。
その際、夜間休日等の勤務時間外においても対応できるように配慮する。 
 
１ 県の役割 
(1) 機動的な情報収集活動を行うため、消防防災ヘリコプター及びヘリコプターテレビ電送システム、ヘ

リコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等の運用管理及び県警ヘリコプターとの連携
に努めるなど、各機関において多様な情報収集手段を活用できる体制の整備、画像情報の収集・連絡シ
ステムの整備を推進する。 
また、四国地方整備局の光ファイバーネットへの接続により情報共有を図る。 

(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) 地上の災害の影響を受けない衛星通信の利用を図るため、県と市町等を結ぶ衛星通信ネットワークの

運用管理に努める。 
(4) 緊急時における総理大臣官邸、内閣府等、国との通信手段を確保するため、中央防災無線網に接続す

る通信回線や、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等を瞬時に伝達するシステ
ムの運用管理に努める。 

(5) 被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く
場合に、どのような内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めた情報収集要領を、あらかじ
め作成するよう努める。 

 
２ 市町の役割 
(1) 防災行政無線をはじめ多様な通信手段の整備を図るとともに、その管理に努める。 
(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) アマチュア無線の活用体制の整備に努める。 
(4) 孤立地区対策として、防災行政無線による連絡体制のほか、衛星携帯電話や臨時ヘリポートの整備 
  に努める。 
 
３ 防災関係機関の役割 
(1) 愛媛県非常通信協議会と連携し、毎年、通信体制の総点検及び非常通信訓練を実施するよう努める。 
(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) 災害時に有効な衛星携帯電話等移動通信系の整備を図る。 
(4) ＮＴＴの災害時優先電話等の配備について確認するとともに、その取扱い、運用方法等の習熟に努め 
  る。 
 
２－１５－２ 通信施設の整備  
 
 通信施設管理者は、防災上重要な通信施設、設備等については、次により点検、整備等を行い、災害応急
対策の円滑な実施を確保する。 
(1) 通信施設（予備電源を含む｡）を点検するとともに、動作状態を確認し必要な措置を講じる。 
(2) 充電式携帯無線については､完全充電を行うとともに､予備電池を確保するなど、適正な維持管理に努

める。 
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(3) 高潮や浸水が予想される地域にある施設は、通信機及び発動発電機の高所への移設設置等必要な措置
を講じる。 

(4) 中継局には定期的に保守要員を派遣し、点検を行い、必要に応じて待機させる体制を整える。 
 
２－１５－３ 防災情報システムの拡充整備  
 
１ 基本方針 
 大規模地震の発生に備え、防災対策上特に重要な役割を担う情報収集・連絡体制及び初動体制を確保す
るため、通信のデジタル化と相互接続により、地上無線回線、衛星回線、有線回線など多様な通信回線を
シームレスで利用できる情報通信ネットワークを構築するととともに、消防防災ヘリコプターテレビ電送
システム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による被災地映像や四国地方整
備局からの映像情報の収集などにより、迅速かつ的確な応急対策活動が実施できるよう、防災情報システ
ムの拡充整備に努める。 

 
２ 県の対応 
  県、市町、防災機関等をブロードバンド回線で接続し、被災現場の映像や大容量の気象情報等を配信す

る通信システムの運用に努め、広域調整を踏まえた災害対応支援機能の整備を図る。 
また、県、市町、消防機関を衛星回線（地域衛星通信ネットワーク）で接続して代替の通信経路の確保

に努めるほか、インターネット等を利用し、防災情報を必要に応じ県民に提供できるよう努める。 
  さらに、衛星インターネットの導入によるインターネットへの接続回線の多ルート化や、県や市町等に
おいて被害情報等の共有化を図るための、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用にも努める。 

３ 市町の対応 
  防災関係機関との防災情報の共有化を推進する。 
 
４ 県民の対応 
  防災関係機関からの防災情報について、情報収集手段の確保に努める。 
 
２－１５－４ ヘリコプターテレビ電送システム等の活用  
 
 被災地等の状況等をよりリアルにかつリアルタイムで把握するため、県消防防災ヘリコプターに搭載され
たテレビカメラにより撮影された映像を県庁及び市町の対策本部に電送するヘリコプターテレビ電送システ
ムやヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）を活用し、迅速、的確な災害予防・応急対策活動の実施
に努める。 
 
１ 災害予防対策活動 
  災害危険箇所の調査 
 
２ 災害応急対策活動 
 (1) 被災状況の把握（建物の倒壊、土砂災害、河川、道路・橋梁・港湾・漁港施設等の被害、交通渋滞及

び交通障害の状況等） 
 (2) 化学プラント、高速道路等における大規模事故の状況把握 
 
３ 救助活動 
 (1) 水難事故・山岳遭難事故・土砂災害事故等における偵察、地上救助隊への情報伝達 
 (2) 高層建築物火災の状況把握、地上救助隊への情報伝達 
 
４ 消火活動 
  林野火災時の偵察、地上消火隊への情報伝達 
 
２－１５－５ 河川等情報システムの活用  
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 県内全域の雨量、水位、ダム諸量等の観測データを自動観測により収集処理し、防災関係機関への情報提
供を行い、また的確な水防警報の発令や住民への避難勧告の迅速化を図り、水災による被害を軽減するため、
システムの活用を図る。 
また、水防体制の迅速化、防災情報の提供拡大など河川等情報システムの機能の拡充整備を図る。 
 

２－１５－６ 土砂災害情報相互通報システムの整備  
 
１ 県は、土砂災害危険箇所図の作成・公表や土砂災害危険箇所等の情報を提供するなど、平素から住民の
防災意識を向上させるシステムの構築に努める。 

２ 県は、早期避難の参考となる土砂災害警戒情報や雨量情報など土砂災害関連情報を提供するシステムを
構築し、市町並びに住民に提供するなど、より高度なシステム整備の促進に努める。 
 

２－１５－７ 各種情報システムデータのバックアップ保管 
 
県及び市町は、各種情報システムについて、風水害等の発生時におけるシステム継続稼働を確保するため、

災害に強いシステムを整備するとともに、データバックアップの実施を徹底するほか、重要データの複製を
遠隔地に保管する措置の導入に努める。 
 
 
 ※資料 １ Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの概要             （資料編 ５－ １） 

２ 愛媛県防災通信システム（地上系・衛星系）回線構成図  （資料編 ６－ １） 
３ 愛媛県非常通信協議会構成員名簿            （資料編 ６－ ２） 
４ 市町の非常通信ルート                 （資料編 ６－ ３）  
５ 消防防災無線連絡系統図                （資料編 ６－ ４） 
６ 水防用多重無線電話系統図               （資料編 ６－ ５） 
７ アマチュア無線局用レピーター局設置場所        （資料編 ６－ ７） 
８ 海上保安部通信系統図                 （資料編 ６－ ８） 
９ 警察有線電話通信系統図                （資料編 ６－ ９） 

１０ 大規模災害時等の被災地との通信確保に関する協定    （資料編 ６－１０） 
１１ 総務省の災害対策用移動通信機器の貸与制度       （資料編 ６－１１） 
１２ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱        （資料編１６－ １） 

     １３ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理諸規程体系図    （資料編１６－ ２） 
     １４ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理フロ－       （資料編１６－ ３） 
     １５ 緊急運航連絡系統図                  （資料編１６－ ４） 
     １６ 愛媛県消防防災航空隊                 （資料編１６－ ５） 
     １７ 愛媛県内飛行場外臨時離着陸場一覧表          （資料編１６－ ６） 
     １８ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表             （資料編１６－ ７） 
     １９ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定     （資料編１６－ ８） 
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第１６章 孤立地区対策 【危機管理課】 
 
 平成１６年の一連の台風災害や新潟県中越地震では、電気、電話、道路
等のライフラインが寸断されたことで孤立地区が発生し、被害状況の把握
や救援物資の輸送等の面で大きな課題を残した。このため、市町が孤立す
る恐れのある地区に衛星携帯電話や臨時ヘリポート等を整備するほか、大
規模災害時の情報伝達や物資輸送の手段を確保するなど、迅速な応急対策
を可能にする体制を整備する。 
 
２－１６－１ 県の活動 
 
 県は、災害時の孤立地区発生に備え、四国総合通信局等関係機関と連携
し効果的な通信手段の研究を行うとともに、市町に対し次の措置を行う。 
(1) 情報収集手段の確保に関して必要な支援や助言  
(2) 物資輸送手段の確保に関して必要な支援や助言 
 
２－１６－２ 市町の活動 
 
 市町は、災害時の孤立地区発生に備え、次の措置を行う。 
(1) 孤立が予想される地域の事前把握 
(2) 孤立の危険性に関する住民への周知 
(3) 外部との通信手段として、衛星携帯電話の配備や通信設備等の非常

用電源の確保 
(4) 臨時ヘリポートの整備等による孤立時における緊急救出手段の確保 
(5) 孤立地域に対する集団避難の勧告・指示の検討 
(6) 孤立を想定した食糧等の備蓄 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 27 条第 2項及び第 
28 条第 5項 
 
 
 
 
防災条例第 27 条第 2項及び第 
28 条第 5項 
 
 

 
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第１７章 ライフライン災害予防対策 
   【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモ、四国電力株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、四国ガス株式
会社】 

 
 
 ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対
策活動などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすこと
から、上下水道、電気、ガス、電話等ライフラインにおける災害を未然に
防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業を実施する。 
 
２－１７－１ 水道施設  
 
１ 県の活動 
  県は、水道施設に係る災害時応急体制を整備するため、次の措置を行 
 うよう努める。 
(1) 市町と協力し、災害時における広域的な情報収集・連絡体制の整備 
  を行う。 
(2) 応急給水及び応急復旧活動に関する広域的な行動指針を作成する。 
(3) 事業者等と協定を締結するなど、相互協力体制を整備する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 応急給水及び応急復旧活動に関する行動指針を作成する。 
(2) 災害時の住民への広報体制及び情報伝達手段を整備する。 
(3) 水道施設の広域化を推進し、水源の多元化、施設の多系統化、施設

間の連絡管等の整備促進を図る。 
(4) 他の市町や事業者 等と災害援助協定を締結するなど、相互協力体

制を整備する。 
(5) 応急給水及び応急復旧に必要な資機材の備蓄を行うとともに、その

調達を迅速かつ円滑に行う体制を整備する。 
 
２－１７－２ 下水道施設  
 
１ 下水道管理者の活動 
  下水道管理者は、安全で安心なまちづくりのため、市街地において、
浸水防除を図り、雨水の排除のほか貯留・浸透などの流水抑制策も含め
た下水道雨水対策施設の整備を図るとともに、浸水する恐れのある地域
については、浸水被害の軽減を図るため関係機関等への情報提供に努め
る。 

 
２ 代替性の確保 
  下水道管理者は、下水道施設が損傷を受け、下水処理が不能となる場
合を想定し、その早急な復旧や代替性の確保が可能となるよう処理系統
を多様化するとともに、計画的な下水道施設の整備に努める。 

 
３ 雨水貯留浸透 
  下水道管理者は、市街地における雨水の流出量を抑制する雨水浸透・
貯留事業の整備を促進し、浸水防除に努める。 

 
２－１７－３ 工業用水道施設  
 

 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 30 条 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 30 条 
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 工業用水道事業者は、災害を未然に防ぐため、日常の保安点検等により
施設の機能維持を図るとともに、施設の新設・改良の際には、設計・施工
に留意する。 
 
２－１７－４ 電力施設  
 
 電気事業者は、災害を未然に防ぐため、日常の保安点検等により施設の
機能維持を図るとともに、施設の新設・改良の際には、設計・施工に留意
する。 
 
１ 電力施設の災害予防措置 
  各設備とも、施設の新設・改良の際には、「建築基準法」及び「電気
設備の技術基準」等により各種災害対策を考慮するとともに、過去に発
生した災害及びこれに伴う被害の実情等を加味するなど、設計・施工に
留意する。 

 
２ 災害復旧用設備 
  電力施設の災害復旧を円滑に行うため、必要に応じて移動用発電設備 
 等を整備する。 
 
３ 電気事故の防止 
(1) 巡視・点検・調査等 
   電気設備を法令に定める技術基準に適合するよう保持し、さらに事

故の未然防止を図るため、電気工作物の巡視点検並びに調査を行い、
保安の確保を図る。 

(2) 電気事故防止ＰＲ 
   災害による断線、電柱の倒壊・折損等による公衆感電事故や電気災

害を未然に防止するため、県民に対し必要な広報活動を行う。 
 
４ 要員の確保 
  夜間、休日に災害発生の恐れのある場合、あらかじめ定められた各対
策要員は、気象・地象情報その他の情報に留意し、防災体制の発令に備
える。 

 
５ 復旧資機材の確保 
(1) 災害に備え、平常時から復旧用資機材、工具、消耗品の確保に努め

る。 
(2) 災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、入

念な整備点検を行い、非常事態に備える。 
 
２－１７－５ ガス施設  
 
 ガス事業者は、災害予防のため、ガス施設について災害に配慮した整備
を行うとともに、日頃から定期点検や防災訓練の実施、応急資機材の整備
など災害予防対策を推進する。 
 
１ ガス施設の災害予防措置 
(1) ガス施設は、ガス事業法に基づく定期点検及び自主保安検査の実施

により、常に技術基準に適合させた状態を維持する。 
(2) ガス施設の安全対策を図るとともに、緊急操作設備を充実強化す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 21 条 
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(3) ガス導管の地区分割を図るため、セクターバルブを設置する。 
 
２ 応急資機材の整備 
(1) 緊急時に必要な資機材の在庫管理を常に行い、調達を必要とする資

機材は速やかに確保できる体制とする。 
(2) 復旧が長期化した場合に備え、代替熱源等の確保の手段について、

あらかじめ調査する。 
 
３ 連絡体制及び動員体制の確保 
  緊急時における従業員の連絡体制を確保するとともに、風水害等によ 
 る大規模なガス設備被害が発生したことを覚知した場合は、全員事業所 
 等に出動する。 
 
４ 保安教育及び防災訓練の実施 
  ガス施設又はガス供給上の事故による二次災害の防止を目的として、
緊急事故対策及び風水害などの緊急措置について保安教育を行うととも
に防災訓練を実施する。 

 
５ ガス利用家庭設備整備 
(1) ガス事故防止のため、ガス漏れ警報器、各種安全装置付き機器の普 
  及を図る。 
(2) 利用者に対し、災害発生時にはガス栓を閉めることとガス器具の使 
  用禁止について周知を図る。 
 
２－１７－６ 電信電話施設  
 
 西日本電信電話株式会社は、災害時においても可能な限り電気通信を維
持し、重要通信を疎通させるよう平素から設備自体を強固にし、信頼性の
高い通信設備を構築するとともに、防災対策の推進と防災体制の確立を図
る。 
 
１ 防災体制の確立 
(1) 防災対策組織の編成 
   災害の発生又は発生の恐れがある場合は、非常事態の情勢に応じた

体制で対処するとともに、非常態勢に対応する災害対策組織をあらか
じめ編成しておき、情勢に応じた体制の運用を行う。 

   また、災害対策本部等に必要な要員については、非常招集伝達の経
路、交通機関の運行状況等を勘案し、短時間に可能な限り必要要員を
確保する。 

(2) 防災に関する社外機関との協調 
   応急対策活動が効果的に講じられるよう、国や県、市町、その他社

外防災関係機関と密接な連携を保ち、相互協力に努める。 
(3) ライフライン事業者との協調 
   電力や燃料、水道等のライフライン事業者と協調し、商用電源の供

給、自家発電用エンジンの燃料及び冷却水等の確保並びに緊急輸送等
の協力体制を整備する。 

 
２ 防災に関する教育及び総合防災訓練への参加 
  災害が発生又は発生の恐れがある場合において、社員が迅速かつ適切
な防災業務を遂行するため、社内において防災に関する教育及び訓練を
実施するとともに、県や市町等が主催する総合的な防災訓練に積極的に

 
 
防災条例第 21 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 19 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 19 条 
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参加、協力を行う。 
 
３ 電気通信設備等に対する防災対策 
(1) 電気通信設備等の高信頼化 
  ア 洪水、高潮等の恐れがある地域の電気通信設備等について、耐水

構造化を行う。 
  イ 暴風又は豪雪の恐れのある地域の電気通信設備等について、耐風 
   又は耐雪構造化を行う。 
  ウ 火災に備えて、主要な電気通信設備等について、耐火構造化を行 
   う。 
(2) 電気通信システムの高信頼化 
  ア 主要な伝送路を多ルート構成あるいはループ構成とする。 
  イ 通信ケーブルの地中化を推進する。 
  ウ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 
 
４ 重要通信の確保 
  災害時に備え重要通信に関するデータベースを整備するとともに、常
時疎通状況を管理し、通信リソースを効率的に運用する。 

  また、災害時には、設備の状況を監視しつつトラフィックコントロー
ル（通信制限）を行い電気通信の疎通を図り、重要通信を確保する。 

 
５ 災害対策用機器及び車両の配備 
(1) 通信の全面途絶地域、避難場所等との通信を確保するため、衛星通

信無線車や災害対策用無線機、移動無線車等を配備する。 
(2) 所内通信設備が被災した場合、重要通信を確保するため、代替交換

装置として非常用交換装置を広域配備する。 
(3) 災害時の長時間停電に対して、通信用電源を確保するため、主要局

に移動電源車を配備する。 
(4) 所外通信設備が被災した場合、応急用措置として、各種応急ケーブ

ル及び特殊車両等を配備する。 
 
 

 
 
 

 
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第１８章 道路災害予防対策 【道路維持課、道路建設課、都市整備課】 
 
 各道路管理者は、道路施設等の防災点検等を実施し、その機能や目的に応じた防災対策や改良整備に努め
るとともに、道路の冠水事故防止対策や通行規制措置等を行うほか、道路施設の長寿命化対策を行い、風水
害等に対する安全性の確保を図る。 
また、道路管理者は、発災後の道路の障害物除去による道路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の

確保について、（社）愛媛県建設業協会等と協定を締結し、体制の整備を図る。また、道路啓開等を迅速に
行うため、道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立案するものとする。 
 
２－１８－１ 防災点検等の実施 
 
 道路管理者は、防災点検を定期的に実施し、防災対策等の必要な箇所の把握に努めるとともに、通常のパ
トロール等においても目視等による点検を実施する。 
 
２－１８－２ 道路施設の防災対策及び改良整備 
 
 道路管理者は、防災点検等で対応が必要とされた箇所（区間）及び未改良区間について、緊急性の高い箇
所（区間）及び路線から順次、防災対策や改良整備を実施する。 
 
２－１８－３ 道路の冠水事故防止対策の実施 
 
道路管理者は、道路の冠水による事故を未然に防止するため、道路情報表示板等必要な施設の整備を図る

とともに、警察及び消防等との連携の下で、適切な道路管理に努める。 
 
２－１８－４ 道路通行規制等の実施 
 
 道路管理者は、異常気象等により道路の通行が危険であると想定される場合の道路通行規制に関する基準
等を定め、必要に応じて通行規制等の措置を行う。 
 
２－１８－５ 道路施設の長寿命化対策 
 
道路管理者は、道路施設の劣化状況の把握や将来予測を行い、長寿命化計画を作成・実施し、その適切な

維持管理に努める。 
 

※資料 緊急輸送道路（資料編１１－１） 
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第１９章 建築物災害予防対策 【砂防課、河川課、都市計画課、建築住宅課】 
 
 風水害や大火災等による建築物の被害を予防するため、老朽住宅密集市街地等防災上危険な市街地の解消
を図るほか、各種法令・諸制度に基づく事業を推進することにより既成市街地を更新し、新規開発に伴う指
導・誘導を行うことにより適正な土地利用を進め、災害に強いまちづくりを行う。 
 
２－１９－１ 風水害に強いまちづくり  
 
 県及び市町は、災害を予防するため、次の措置を構ずる。 
(1) 湿潤な土地、出水の恐れの多い土地に建築物を建築しようとする者に対し、安全上必要な措置を構ず

るよう指導する。 
(2) 災害危険区域等のがけ地に近接して住宅を建築しようとする者に対し、安全上必要な措置を構ずるよ

う指導する。 
   また、がけ地崩壊により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある地域の危険住宅については、「がけ地

近接等危険住宅移転事業」の補助制度を活用し、移転を促進する。 
(3) 土砂災害警戒区域等の指定を行い､住民に対する危険箇所の周知や警戒避難体制の整備、住宅等の新

規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する。 
(4) 土砂災害危険箇所情報の周知を図るとともに避難方法､避難場所などの警戒避難体制の整備について

市町に対し助言を行うほか、土砂災害警戒情報等の土砂災害関連情報を住民に提供する土砂災害情報相
互通報システムの維持・管理・充実に努める。 

(5) 市町は、水防法第１５条の規定に基づき、浸水想定区域内に次に掲げる施設で、その利用者の洪水時
の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合は、その施設の名称及び所在
地を地域防災計画に明記するとともに、洪水予報等の伝達方法を定める。 

  ア 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設） 
  イ 主として災害時要援護者が利用する施設 
 
２－１９－２ 大火災に強いまちづくり  
 
 県並びに建築主事を置く松山市、今治市、新居浜市、西条市及び宇和島市は、都市防災不燃化を促進する
ため、次の措置を構ずる。 
(1) 建築基準法第 12 条による特殊建築物の定期報告の周知徹底を図るとともに、不特定多数の者が使用

する旅館、ホテル、マーケット、映画館等の特殊建築物について防災査察を実施し、必要に応じ改修等
の指導を行う。 

(2) 中高層耐火建築物の融資制度の周知を図る。 
(3) 商業地などの人口集中地区の防火地域・準防火地域の指定を促進する。 
 
 
 ※資料 防火地域及び準防火地域の決定状況       （資料編１２－１２） 
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第２０章 港湾・漁港災害予防対策 【漁港課、港湾海岸課】 
 
 港湾・漁港における災害を未然に防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業を実施する。 
 
２－２０－１ 港湾  
 
 本県は、海岸線が長いこともあり、港湾数は、県管理、市町管理等を合せて 51 港と全国第 5 位となって
いる。港湾は、海陸輸送の接点及び経済流通の拠点として、また、災害発生時における避難や救援物資の運
搬等に利用できる重要な役割をもつ施設である。 
 このため、風水害が発生した場合の被害の拡大防止と、既存施設の安全性を把握するため、計画的に点検
を実施し、その結果に基づき緊急性の高い個所から防災対策を実施する。 
 
２－２０－２ 漁港  
 
 漁港漁村において、暴風、高潮等による被害を防ぎ、また、避難・救援を迅速かつ適切に行えるよう、漁
港施設、避難路、避難広場等の整備を計画的に行い、災害に強い漁港漁村づくりを推進する。 
 また、災害発生時の海からの緊急輸送の確保及び漁船の海上災害予防のため必要な漁港施設の整備を図る
とともに、防災上重要な施設の点検整備、漁船の海難防止、漁家及び一般住民の防災意識の普及等の実施又
は指導を行う。 
 
  ※資料 １ 愛媛県港湾位置図 （資料編１１－１２） 
      ２ 管理者別港湾の状況（資料編１１－１３） 
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第２１章 農地・農業用施設災害予防対策 【農地整備課】 
 
 農地・農業用施設における災害を未然に防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業を実施す
る。 
 
２－２１－１ 農地 
 
 本県の農地は、約７０％が中山間地域にあり、地形が急峻であるとともに、棚田が多く基盤整備が遅れて
おり、梅雨期や台風時の集中豪雨等により、多大の被害を受けている。 
 このため、県及び市町は、集中豪雨等による被害の発生を未然に防止するため、危険予想箇所の把握に努
めるとともに、ほ場整備事業、かんがい排水事業、農村振興総合整備事業、中山間地域総合整備事業等によ
り基盤整備を行う。 
 
２－２１－２ 農業用施設 
 
 本県の農業用施設は、古くから築造されたものもあり、また中山間地域に存する施設が多数ある。このた
め、梅雨期や台風時の集中豪雨により、多大の被害を受けている。 
 このため、県及び市町は、集中豪雨等による被害の発生を未然に防止するため、防災パトロ－ル等を通じ
て危険箇所の把握に努めるとともに、ほ場整備事業、かんがい排水事業、農村振興総合整備事業、中山間地
域総合整備事業等により基盤整備を行う。 
 また、ため池等整備事業、湛水防除事業、中山間地域総合農地防災事業等の防災事業を行う。 
 
２－２１－３ 老朽ため池 
 
 本県は、瀬戸内海の寡雨地帯に位置し慢性的な水不足地域であることから、古来より農業用水源として多
くのため池が築造されてきた。現在県内には、ため池が 3,255 箇所あり、築造後 100 年以上経過しているた
め池が大半を占めていることから老朽化が著しい状況にある。 
 このため、県及び市町は、農業用施設及び公共施設の災害を未然に防止し、国土保全に資するため、老朽
化が著しく緊急に整備を要するため池から、ため池等整備事業、中山間地域総合整備事業、農村振興総合整
備事業、中山間地域総合農地防災事業、県単独土地改良事業等により整備を行う。 
 
２－２１－４ 愛媛県農村災害支援協議会との協働活動 
 
農地・農業用施設等の大規模災害発生時には、迅速かつ的確な技術支援が求められていることに鑑み、愛

媛県農村災害支援協議会との協働活動により、農村災害復旧専門技術者の育成や体制づくり等を推進する。 
 
  ※資料 １ 地すべり防止区域指定箇所一覧表（資料編３－１） 
      ２ 県内ため池一覧表       （資料編４－７） 
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第２２章 水害予防対策 【森林整備課、河川課、砂防課、四国地方整備局】 
 
梅雨期の豪雨や、近年、多発する風水害を防ぐため、治山事業計画、治水事業計画及び砂防事業計画を策

定し、計画的に予防事業を実施する。 
 
２－２２－１ 治山  
 
 本県は地形が急峻なうえ、複雑な破砕帯地すべりを多く抱えているなど災害を受けやすい環境にある。 
 このため、国及び県は、森林整備保全事業計画に基づき、災害の未然防止に努める。 
 
１ 国の活動 
 国有林内の山地災害を防止するため、森林管理局は森林法により、国有林の地域別の森林計画を作成し、
山地治山等の保安施設事業を推進する。 
 民有林内において国土保全上特に重要であると認められる地区については、直轄治山事業を行い、山地
災害の防止を図る。 
 また、近年の山地災害の多発に対処するため、山地災害危険地区を調査し、災害の未然防止に努める。 

 
２ 県の活動 
 民有林内の山地災害を防止するため、県は森林法により、地域森林計画を作成し、緊急かつ計画的に事
業を実施する。 
 また、近年の山地災害の多発に対処するため、山地災害危険地区を調査し、災害の未然防止に努める。 

 
２－２２－２ 治水  
 
本県の河川は、 229 水系、1,269 河川、流路延長約 3,300 ㎞あり、地形上流路が短く急流であり、地質上

からも土砂流出が激しく、天井川が多いため、水害を受けやすい状況にある。 
このため、河川改修等の治水事業を積極的に推進し、河川管理施設の整備促進に努めるほか、県内の柳瀬、

富郷、新宮、鹿森、黒瀬、玉川、台、石手川、鹿野川、野村、須賀川、山財の 12 ダムについては、それぞ
れの管理事務所において洪水調節にあたる。 
出水期前には、水防危険箇所等の重要区間を重点的に、異常がないか点検パトロールを行い、災害の未然

防止に努める。 
また、以下のとおり、浸水想定区域の指定及び公表を行うとともに、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保

に必要な事項等を定める。 
 
１ 国の活動 
  国は、水防法にに基づき指定した洪水予報を実施する河川又は避難判断水位（特別警戒水位）を定め、
その水位に達成した旨の情報を提供する河川において、河川がはん濫し浸水が想定される区域を浸水想定
区域として指定し、指定の区域及び想定される浸水深を公表するとともに、関係市町に通知する。 

 
２ 県の活動 

県は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川又は避難判断水位（特別警戒水位）を定め、そ
の水位に到達した旨の情報を提供する河川において、河川がはん濫し浸水が想定される区域を浸水想定区
域として指定し、指定の区域及び想定される浸水深を公表するとともに、関係市町に通知する。 

 
３ 市町の活動 
  浸水想定区域の指定を受けた市町は、市町地域防災計画に、当該浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝 
 達方法、避難場所、その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めるとともに、
水防法第１５条の規定に基づき、浸水想定区域内に次に掲げる施設で、その利用者の洪水時の円滑かつ迅
速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合は、その施設の名称及び所在地を地域防災計
画に明記し、また洪水予報等の伝達方法を定める。 
  ア 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設） 
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  イ 主として災害時要援護者が利用する施設 
  なお、同一水系に位置する市町は、相互に河川の状況や避難勧告等の情報が共有できるよう連絡体制を
整備する。 

 
２－２２－３ 砂防 
 
 本県は、県土の約８割を山地が占め、山間部は多くの断層が縦断する複雑な地質構造であり、河川は流路
が短く急流のため荒廃が進んでおり、大雨により発生する土石流や急傾斜地のがけ崩れ等、土砂災害の未然
防止に努める。 
 現在荒廃している渓流又は将来荒廃の恐れのある渓流は 3,450 渓流であり、土石流の発生が予想される渓
流を重点的に土砂災害対策を進める。 
１ ハード対策 
  このため、土砂災害危険箇所のうち、次に掲げるものについて重点的に事業(ハード対策)を展開する。 
(1) 保全人家 30 戸以上の土砂災害危険箇所  
(2) 高齢者福祉施設・幼稚園等の災害時要援護者関連施設が存在する土砂災害危険箇所 
(3) 広域的な幹線道路、鉄道等重要交通網集中地域の土砂災害危険箇所 
(4) 土砂災害により甚大な被害を受けた場合、再度災害防止のための緊急防災対策を要する土砂災害危険

箇所 
   以上のほか､その他の渓流であっても風水害等によって荒廃を生じ土砂災害を防止する必要があると

認められるものは、適宜対応する。 
２ ソフト対策 
  総合的な土砂災害対策を推進するためのソフト対策として、次のことを実施する。 
(1) 土砂災害情報相互通報システムの維持・管理・充実に努める。 
(2) 土砂災害警戒情報について、精度向上や市町及び住民への伝達の充実に努める。 
(3) 土砂災害危険箇所図の公表等を通じて土砂災害危険箇所情報の住民への周知徹底を図る。 
(4) 土砂災害警戒区域等について指定を行い、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑

制、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等を推進する。 
 ア 県の活動 

県は、関係市町長の意見を聴いて、土砂災害の恐れのある区域を土砂災害警戒区域等として指定す  
る。 

  また、県は、土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規則、既存住
宅の移転促進等を通じて安全な土地利用の誘導に努める。 

イ 市町の活動 
土砂災害警戒区域の指定を受けた関係市町は、市町地域防災計画において警戒区域毎に情報伝達、

予警報の発令・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 
(ア) 土砂災害警戒区域内に主として災害時要援護者が利用する施設がある場合には、当該施設の利

用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方法を定める。 
(イ) 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画に基づき、土砂災害に関す

る情報の伝達方法や避難場所に関する事項、その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を
確保する上で必要な事項を記載した印刷物の配布等により住民に周知する。 

 
 

 
※資料 １ 地すべり防止区域指定箇所一覧表（資料編３－１） 

 ２ 土砂災害危険箇所総括表    （資料編３－２） 
       ３ 山地災害危険地区総括表    （資料編３－３） 
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第２３章 高潮災害予防対策 【農地整備課、漁港課、港湾海岸課】 
 
 高潮及び波浪による被害から海岸を防護し、もって県土の保全を図るため、次の事業を実施する。 
 
２－２３－１ 海岸保全 
 
本県の、海岸総延長は約 1,700km に及び、全国第５位の長い延長を有しており、佐田岬半島を境に宇和

海と瀬戸内海に分かれ、瀬戸内海沿岸は台風時等の高潮発生の危険性が高く、宇和海沿岸は高潮とうねり波
浪等による被害発生の危険性が高い状況にある。 
 このため、海岸管理者は、高潮・波浪等により多大な被害が生じる恐れがある地域を重点として、愛媛県
海岸保全基本計画に基づき、農林水産省（農村振興局・水産庁）、国土交通省（水管理・国土保全局・港湾
局）所管の海岸保全施設の整備促進に努め、住民の生命と財産を守り、避難の円滑化を図る。 
  
１ 県の活動 
 海岸堤防等の決壊を防ぎ、高潮・波浪等による被害を未然に防止するため、愛媛県海岸保全基本計画に
基づき、計画的に海岸保全施設整備事業、海岸環境整備事業等により海岸保全施設の整備を行う。 

 
２ 市町の活動 
 高潮被害を軽減するため、高潮ハザードマップを整備するとともに、警戒・避難を中心とする防災体制
の強化を図る。 
 また、海岸堤防等の決壊を防ぎ、風浪等による被害を未然に防止するため、市町においては、台風時及
び台風通過後において施設の被災状況を調査し、県に報告する。 

 
  ※資料 １ 土木部所管海岸管理者一覧表  （資料編３－４） 
      ２ 農林水産部所管海岸管理者一覧表（資料編３－５） 
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第２４章 地盤災害予防対策 【農地整備課、森林整備課、砂防課】 
 
 地すべり、山崩れ、崖崩れ等による災害を未然に防止し、また、被害を最小限にとどめるため、次の事業
を実施する。 
 
２－２４－１ 地すべり等防止施設の整備  
 
 本県の地すべり地域は、東西にほぼ平行して縦走する中央構造線、御荷鉾構造線、佛像構造線により４地
区に区分され、地質はいずれも風化剥離性に富む脆弱地質である。 
このため、県は、風水害等により、災害の発生が予想される地すべり危険箇所、土石流危険渓流、急傾斜

地崩壊危険箇所、山地災害危険地区について、ポスター、チラシ、各種広報誌等により防災知識の普及を図
るとともに、人家や緊急輸送道路をはじめとする避難路や避難場所を保全する箇所等について優先的に防災
施設の整備等の土砂災害対策事業を推進するほか、土砂災害警戒区域等を指定し、市町が行う警戒避難体制
の整備を支援する。また、早期避難の参考となる雨量情報など、土砂災害関連情報を提供するシステムの整
備促進に努める。 
土砂災害発生時には、各防止施設に異常がないか点検パトロールを行うなど二次災害を防止する体制を整

備する。 
さらに、県では砂防ボランティア協会と協働し、二次災害を防止する体制を整備する。 
なお、県は、大雨による土砂災害の危険度が高まった場合に、市町長が防災活動や住民等へ避難勧告等の

災害応急対応を適時適切に行えるよう、松山地方気象台と連携して、土砂災害警戒情報の提供に努める。 
 
１ 地すべり対策事業の施行 
 ひとたび地すべりが発生すると、多くの人家、農耕地、公共施設などに被害を与える直接被害にとどま
らず、その後の降雨等により重大な二次災害の発生が予想されるため、地すべり防止区域のうち、滑動が
著しい地区の防止工事を重点的に実施するなど、災害防止に必要な地すべり防止の諸施策を実施する。 
県は大規模な地すべりによる土砂災害が急迫している状況においては、緊急調査を実施し、この調査に

より得られた被害の想定区域等に関する情報を市町に提供するとともに、一般に周知する。 
 

２ 砂防事業の施行 
 砂防設備の整備については、土石流危険渓流を対象に砂防えん堤工、渓流保全工などの防止施設を重点
的に整備し、土石流等による災害の防止対策を実施する。 

 
３ 急傾斜地崩壊対策事業の施行 
 急傾斜地の崩壊により人命被害が発生する恐れのある区域を危険区域に指定し、区域内の行為を制限す
るとともに、危険度の高い箇所から防止工事を実施する。 

 
４ 土砂災害危険箇所等における警戒避難体制の整備 
 県は、土砂災害危険箇所情報の周知徹底を行うとともに、避難場所や避難方法などの警戒避難について
市町に助言を行う。なお、平常時から住民に土砂災害警戒情報等の土砂災害関連情報を提供するシステム
の維持・管理・充実に努める。 
 また、市町は、地域の危険箇所や避難所等を網羅した総合防災マップ等を作成し、住民へ周知する。 
 

５ 土砂災害警戒区域等の指定促進 
土砂災害警戒区域等について指定を行い、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、

建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する。 
 (1) 県 
  県は、関係市町長の意見を聴いて、土砂災害の恐れのある区域を土砂災害警戒区域等として指定する。 
  また、県は、土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規則、既存住宅の
移転促進等を通じて安全な土地利用の誘導に努める。 

 (2) 市町 
  土砂災害警戒区域の指定を受けた関係市町は、市町地域防災計画において警戒区域毎に情報伝達、予警
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報の発令・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 
ア 土砂災害警戒区域内に主として災害時要援護者が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の
円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方法を定める。 

イ 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町長は、市町地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の
伝達方法や避難場所に関する事項その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要
な事項を記載した印刷物の配布等により住民に周知する。 
 

６ 砂防ボランティア協会との協働 
 県は、砂防ボランティア協会と協働し、次のことを行う。 

 (1) 土砂災害に関する知識の普及 
 (2) 土砂災害危険箇所点検 
 (3) その他土砂災害防止活動に役立つ諸活動 

 
２－２４－２ 農地保全  
 
 風水害等の異常な自然現象に際し、崩壊の危険のある農地、農業用施設の保全を図る。 
 
２－２４－３ 治山  
 
１ 治山事業の施行 
  林地の保全に係る治山施設を積極的に設置することによって、流域の保全及び土砂崩壊等による災害の
防止を推進する。 

  また、荒廃地及び荒廃の兆しのある山地災害危険地区のうち地況、林況、地質特性、保全対象等から判
断し、緊急を要するものから治山事業を実施する。 

 
２ 山地防災ヘルパー協会との協働 
  山地防災ヘルパー協会は、次のことを行い、山地災害に関する情報を収集し、県に提供するよう努める。 
 (1) 山地災害の原因となる異常兆候の把握 
 (2) 山地被災箇所における二次災害防止のための監視活動 
 (3) その他山地防災に関する活動 
 
 
  ※資料 １ 地すべり防止区域指定箇所一覧表 （資料編 ３－１） 
      ２ 土砂災害危険箇所総括表     （資料編 ３－２） 
      ３ 山地災害危険地区総括表     （資料編 ３－３） 
      ４ 愛媛県山地防災ヘルパー制度の概要（資料編１８－５） 
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第２５章 海上災害予防対策 
   【危機管理課、港湾海岸課、第六管区海上保安本部】 

 
 海上における災害を予防するため、国の機関並びに県、市町及びその機関等は、災害予防活動について、
次のような予防措置を実施する。 
 
２－２５－１ 県、警察、市町、消防機関、四国地方整備局及び海上保安部の活動 

 
１ 関係機関の協力体制の確立 
 日頃から情報交換を密にするとともに、海上災害を想定した防災訓練の実施・参加等を通じて、機関相
互の緊密な協力体制の確立に努める。 

 
２ 訓練の実施 
 単独又は合同で防災に関する訓練を積極的に実施し、防災能力の維持・向上に努める。 

 
３ 防災思想の普及及び高揚 
 単独又は合同で防災に関する広報、教育等を積極的に実施し、関係者や県民に対する防災思想の普及・
高揚に努める。 

 
４ 資機材等の整備 
 各機関は、海上災害発生時に迅速に対応できるよう、応急対策活動に必要な船舶、車両、通信機器、流
出油防除資機材等の整備に努める。 

 
５ 調査研究 
 防災に関する資料の収集及び調査研究を定常的に行うとともに、調査研究成果について関係機関へ情報
提供を行い、情報の共有化を推進する。 

 
２－２５－２ 各地区排出油等防除協議会の活動  
 
 松山地区排出油等防除協議会、東予地区排出油等防除協議会及び宇和海地区排出油等防除協議会（以下
「排出油等防除協議会」という。）は、各海上保安部の指導のもと、次に掲げる災害予防活動を実施する。 
 
１ 関係機関の協力体制の確立 
 日頃から情報交換を密にするとともに、海上災害を想定した防災訓練の実施及び参加等を通じて、機関
相互に緊密な協力体制の確立に努める。 

 
２ 流出油防除資機材及び通信機器等の整備 
 各機関は、オイルフェンス、吸着材、油処理剤等の流出油防除資機材及び防災無線の整備促進に努める。 

 
３ 訓練の実施 
 大規模な海上流出油災害を想定した訓練を積極的に実施し、防災能力の維持・向上に努める。 

 
  ※資料 １ 海上保安部所属巡視船艇            （資料編１１－ ７） 

２ 灯台見廻り船                 （資料編１１－ ８） 
３ 海上保安部航空機要目             （資料編１１－ ９） 
４ 海上保安部監視取締艇             （資料編１１－１０） 
５ 海上保安部災害時優先電話番号等        （資料編１１－１１） 
６ 東予地区排出油等防除協議会会則        （資料編１５－ ３） 
７ 松山地区排出油等防除協議会会則        （資料編１５－ ４） 
８ 宇和海地区排出油等防除協議会会則       （資料編１５－ ５） 

 ９ 備後灘・伊予灘海域排出油等防除協議会連合会会則（資料編１５－ ６） 
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第２６章 航空災害予防対策 【消防防災安全課、大阪航空局】 
 
 航空機墜落等の大規模な航空機事故による航空災害を防止するために、国の機関並びに県、市町及びその
機関は、被害の軽減を図るため、必要な予防措置を実施する。 
 
２－２６－１ 防災体制の整備 
 
 松山空港事務所は、松山空港緊急計画を定め、松山空港及び隣接区域において、航空機事故が発生した場
合、又は発生する恐れがある場合の関係機関の果たすべき役割分担等を明確にし、円滑な消火救難・救急医
療活動に努める。 
 
２－２６－２ 松山空港消火救難活動協議会の活動 
 
 松山空港事務所は、上記の目的を遂行するため、県、市、消防、警察、医療機関、自衛隊、海上保安庁、
税関、ＮＴＴ、航空運送事業者等で松山空港消火救難活動協議会を組織する。 
 
２－２６－３ 松山空港消火救難協力隊の活動 
 
 松山空港事務所は、空港内事業者で組織する松山空港消火救難協力隊の充実を図り、災害が発生した場合
は、迅速な消火救難活動が実施出来るよう努める。 
 
２－２６－４ 防災訓練の実施 
 
 松山空港消火救難活動協議会は、松山空港緊急計画に基づき航空機災害を想定した訓練を実施する。 
 
  ※資料 松山空港緊急計画（資料編１５－１） 
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第２７章 鉄道施設災害予防対策  
【交通対策課、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道株式会

社】 
 
 鉄道事業者は、鉄道施設災害を防止するため、災害時の防災体制の確立を図るとともに、施設等の災害予
防措置を推進し、異常気象時においては、あらかじめ定める運転基準により列車の運転中止等を行う。 
 
２－２７－１ 防災体制の確立 
 
 災害発生時における社員の動員計画、情報の収集、伝達の方法、関係機関との協力体制、対策本部等の運
営について整備を推進し、防災体制の確立を図る。 
 
２－２７－２ 施設等の整備 
 
 災害等が予想される施設等については、あらかじめ把握しておき、風雨雪時の警戒等を重点的に行うとと
もに、危険箇所等の改良工事等を実施するなど、各施設の安全性確保に努める。 
 
２－２７－３ 異常気象時における運転の停止等 
 
 豪雨、積雪等の異常気象時においては、列車の運転の中止等を行う。 
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第２８章 危険物等災害予防対策 【消防防災安全課、薬務衛生課】 
 
２－２８－１ 火薬類、高圧ガス及び石油類等の災害予防対策 
 
 火薬類、高圧ガスや石油類等の危険物による災害を防止するため、次の対策を実施し、防災機能の強化を
推進する。 
 なお、石油コンビナート等特別防災区域に係る石油類、高圧ガス等の災害防止については、石油コンビナ
ート等防災計画に定めるところによる。 
 
１ 予防査察等の強化 
  県、市町及び消防本部等監督機関は、火薬類、高圧ガス、石油類等の製造所、販売所、貯蔵所等の施設
並びに消費場所に対し、火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律及び消防法等の規定に基づく保安検査、立入検査を実施し、基準適合状況を確認するとともに、
あわせて危険予防の指導を行い、自主保安体制の確立を図る。 

 
２ 予防教育の徹底 
(1) 県及び市町消防本部等は、危険物の製造所、販売所、貯蔵所等及び消費場所の作業主任者、保安係員、

保安監督者及び取扱者に対し、保安講習等による教育を実施する。 
(2) 県及び市町消防本部等は、関係事業者に対し、必要に応じて保安教育計画を作成させ、これに基づく

従事者への教育を徹底させるなどを指導する。 
 
３ 防災訓練の実施 
  災害時の応急対策を迅速かつ的確に実施するため、県、市町、関係保安団体及び事業所等による合同防
災訓練を実施する。 

 
２－２８－２ 毒物劇物の災害予防対策        
 
 県内には、平成２０年３月末現在、毒物劇物製造業が２０施設、毒物劇物輸入業が１施設、毒物劇物販売
業が１，０５２店舗、電気めっき業が１０施設、金属熱処理業が３施設、毒物劇物運送業が９施設存在する。 
 毒物劇物の事故による災害は、保健衛生上の危害が極めて大きいことに鑑み、次の事業を実施する。 
 
１ 県の活動 
  県は、関係施設の自主保安体制の充実を指導する。 
(1) 立入検査の実施 
   毒物劇物の製造や販売施設が、毒物及び劇物取締法に規定されている構造設備の基準に適合するよう

立入検査の際に構造設備に係る指導を強化する。 
(2) 保護具の設置 
   保健所に、毒物劇物用保護衣、防毒マスク等の保護具一式を配置して、緊急事態が発生した場合、即 
  時、消防機関等に協力できる体制を確立するとともに、保健所の毒物劇物監視員の定期的な実地訓練を

行う。 
 
２ 製造業者等の活動 
  製造業者等は、日頃から災害予防のための措置を講じておく。 
(1) 応急対策教育の徹底 
   毒物劇物の製造業者は、それぞれ自主的に作成している「危害防止規定」を順守するよう職員に教育

指導する。 
(2) 毒物劇物の製造量及び同貯蔵量の把握 
   毒物劇物の製造量及び貯蔵量を定期的に調査し、その実態を把握する。 

  ※資料 １ 毒物劇物製造業者名簿              （資料編１４－１） 
      ２ 毒物劇物貯蔵施設等の災害時における緊急通報系統図（資料編１４－２） 
      ３ 毒物劇物の災害時における事故処理要領      （資料編１４－３） 
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第２９章 火災予防対策 【消防防災安全課】 
 
 各種火災に対処するため、消防職員、消防団員の教養訓練と消防諸施設の拡充強化を図るとともに、消防
相互応援を密にして火災予防の実を挙げ、消防思想の普及徹底に努め、もって住民の生命・身体・財産を保
護し、火災による被害を軽減する。 
 
２－２９－１ 消防職員、消防団員の教育・育成 
 
 消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 29 条及び第 51 条 の規定に基づき、愛媛県消防学校において、
県内消防職員及び消防団員の教育を行う。また、消防団は、消防機関の活動を補充し、地域の実情に応じた
火災予防活動が期待されていることから、市町は消防団員の確保に努め、活性化対策を積極的に推進する。 
 
２－２９－２ 消防統計及び消防情報 
 
 毎年県内の消防統計を作成し、火災に対する予防、防御の資料とするほか、機動化、科学化した各種消防
情勢を広報するとともに、特殊火災、大火災に対する防御活動の検討会を実施し、防御の適否を判断して、
教養訓練の充実と将来の火災防御活動及び火災予防対策の万全を期する。 
 
２－２９－３ 消防施設の拡充強化 
 
 消防力の整備指針に基づき、各市町の消防施設の拡充強化を図り、消防の機動化、科学化を行い、有事即
応体制の確立に努める。 
 
２－２９－４ 防火思想の普及 
 
 生活様式の変化により、火気の使用が激増し、これに伴う防火思想の高揚が急務であることから、春秋２
回の火災予防運動を軸として各種団体の協力を求め、警火心の喚起と防火思想の普及に努める。 
 
２－２９－５ 火災予防 
 
 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条に定める、防火管理体制と消防用設備の設置並びに市町火災予
防条例に基づく消火施設、火気施設、大量可燃物の規制、器具等の整備点検を確実に行い火災予防の徹底を
図る。 
 また、気象状況が火災予防上危険である場合、消防法第 22 条に規定する火災気象通報を、知事から速や
かに関係市町長に伝達し、市町長は、必要に応じ火災警報を発令し、火災予防の万全を期する。 
 このため市町長は、地域防災計画に次の事項を定めておく。 
 (1) 警報発令基準 
 (2) 警報発令計画 
 (3) 警報解除計画 
 
２－２９－６ 火災予防査察 
 
 消防長又は市町長は、特に必要があると認められるときは、市町地域防災計画の定めるところに従って、
消防法第４条及び第４条の２の規定に基づいて予防査察を実施する。 
 
２－２９－７ 消火活動 
 
 火災に対処して通報、応急消火の義務、緊急自動車の優先通行の主旨を普及啓発し、消火活動について消
防と一般人の一体化を図る。 
 
２－２９－８ 災害防御の措置 
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 消防組織法第 43 条の規定による非常事態に際し、火災防御の措置について必要な指示を行い、防御の措
置の早期確立を期する。 
 
  ※資料 市町消防の現状      （資料編４－１） 
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第３０章 林野火災予防対策  
【消防防災安全課、危機管理課、森林整備課、四国森林管理局】 

 
 林野火災は、ひとたび発生すると地形、水利、交通等の関係から消火作業は困難を極め、大規模火災とな
る恐れがある。 
 このため、次のとおり林野火災消防計画を策定し、火災の未然防止と被害の軽減を図る。 
 
２－３０－１ 林野火災消防計画の確立 
 
 市町長は、関係機関と密接な連絡をとり、森林の状況、気象条件、地理、水利の状況、森林作業の状況等
を調査検討のうえ、次の事項について林野火災消防計画を策定する。 
(1) 特別警戒実施計画 
   特別警戒の実施区域、時期、実施要領等について定める。 
(2) 消防計画 
   消防分担区域、出動計画、防御・鎮圧要領等について定める。 
(3) 資機材整備計画 
   林野火災用消防水利及び消防施設の整備・拡充について定める。 
(4) 啓蒙運動の推進計画 
   山火事予防のポスター、立看板、横断幕等各種広報等の実施について定める。 
(5) 林野火災防御訓練の実施計画 
   市町単独若しくは県及び関係機関と連携した訓練の実施等について定める。 
 
２－３０－２ 林野所有（管理）者の予防対策  
 
(1) 防火帯としての役割を加味した林道網の整備 
(2) 防火帯防火樹帯の設置及び造林地への防火樹の導入 
(3) 自然水利の活用等による防火用水の確保及び防火用工作物の整備 
(4) 事業地の防火措置の明確化 
(5) 森林法、火入れに関する条例及び市町火災予防条例等の厳守 
(6) 消防機関等との連絡方法の確立 
(7) 火災多発期(12 月～３月)における見巡りの強化 
 
２－３０－３ 林野火災対策用資機材の整備  
 
 県、市町及び林野の所有（管理）者は、林野火災対策用資材（トラック、ジープ、工作車、チェンソー、
鋸、鍬、鎌、トランシーバー等）の整備に努める。 
 
２－３０－４ 空中消火体制の整備  
 
 県は、大規模林野火災に対処するため、消防防災ヘリコプターや自衛隊ヘリコプターによる空中消火体制
を確立するとともに、空中消火用資機材を整備し、愛媛県林野火災空中消火資機材 貸付要領の適切な運用
を図る。 
また、他県や自衛隊のヘリコプターの派遣には時間を要することから、市町は、火災状況を的確に把握し、

早期に派遣要請を行う。 
 
  ※資料 林野火災応急対策用の資機材（資料編４－６） 
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第３１章 災害復旧・復興への備え 【危機管理課】 
 
２－３１－１ 平常時からの備え 
県及び市町は、平常時から国、地方公共団体等関係機関間や、企業等との間で協定を締結するなど、連携

強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 
民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、

あらかじめ民間事業者との間で協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 
県及び市町は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、供給事

業者の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努める。 
県及び市町は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者（自衛隊等の国の機関の退職者も含

む。）の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 
 
２－３１－２ 複合災害への備え 
県及び市町等の防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複

合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画
等を見直し、備えを充実する。 
県及び市町等の防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念され

る場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性がある
ことに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部からの
支援を早期に要請することも定めておく。 
県及び市町等の防災関係機関は，様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの

対応計画の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員の参集、
合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 

 
２－３１－３ 各種データの整備保全 
県及び市町は、復興の円滑化のため、あらかじめ次の事項について整備する。 
・各種データの総合的な整備保全（戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等
情報及び測量図面、情報図面等データの整備保存並びにバックアップ体制の整備） 

県及び市町は、各種情報システムについて、風水害等の発生時におけるシステム継続稼働を確保するため、
災害に強いシステムを整備するとともに、データバックアップの実施を徹底するほか、重要データの複製を
遠隔地に保管する措置の導入に努める。 
公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況

等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 
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第３編 災害応急対策 
 
 台風等による大規模な風水害等の災害が発生した場合、家屋の倒壊、床上・床下浸水、火災、がけ崩れの
発生、道路・橋梁の損壊にとどまらず、人命の損傷など多くの被害を被ることとなり、さらに、生活関連施
設の機能停止等による被害も予想される。このような被害の拡大を防止し、又は軽減するため、県、市町及
び関係機関は、災害が発生し又は発生の恐れがある場合において、災害発生の防御又は応急復旧対策に関す
る計画を樹立し、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと災害応急対策に万全を期する。 
  
第１章 応急措置の概要 【危機管理課】 
 
 県、市町及び関係機関が行うべき応急措置の概要は、次のとおりである。 
 
３－１－１ 県のとるべき措置  
 
 (1) 市町、関係機関に対する防災上必要な措置の指示又は要請 
 (2) 市町、関係機関からの災害発生等の報告受理 
 (3) 被害状況の把握及び情報の収集 
 (4) 関係機関への被害状況の通報 
 (5) 関係機関との応急対策の協議・調整 
 (6) 放送機関への緊急放送要請 
 (7) 自衛隊の災害派遣要請 
 (8) 医師会、日赤への救護班の派遣要請 
 (9) 緊急援護備蓄物資の供給 
(10) 救援物資の調達、輸送 
(11) 応急仮設住宅の建設 
(12) 医療、助産、防疫、清掃等の措置の実施 
(13) 応急文教対策の実施 
(14) 被災地の警備、交通の確保及び規制 
(15) 人心安定のための広報 
(16) 被災地の応急復旧 
(17) その他応急対策の実施 
  
３－１－２ 市町のとるべき措置  
 
 (1) 災害発生又は災害発生の恐れがある場合の県に対する報告 
 (2) 気象に関する予警報の周知徹底 
 (3) 災害調査及び災害情報の県に対する報告 
 (4) 避難の勧告、指示及び被災住民の収容 
 (5) 消防団、水防団に対する出動命令又は警察官、海上保安官に対する出動要請 
 (6) 警戒区域の設定と避難措置 
 (7) 避難所の設置・運営 
 (8) 自衛隊の派遣、緊急援護備蓄物資の供給等の県に対する要請 
  （必要に応じて、その旨及び当該市町の地域に係る災害の状況を自衛隊に通知） 
 (9) 救援物資の配布 
(10) 被災者収容施設の供与 
(11) 応急文教対策の実施 
(12) 被災箇所の応急復旧 
(13) 水難救護法による遭難船舶の救護 
(14) その他応急対策の実施 
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３－１－３ 県民のとるべき措置  
 
 (1) 災害発生又は災害発生の恐れがあることを発見した場合の市町長、警察官又は海上保安官への通報 
 (2) 地域の相互扶助に基づく初期消火、炊き出し等の応急措置 
 (3) 救援隊の救助作業に対する協力 
 (4) 安全地域への避難 
 
３－１－４ 関係機関のとるべき措置  
 
 (1) 災害情報の県、市町等に対する通報 
 (2) 救援隊の派遣、救助、資機材配布等の県に対する要請 
 (3) 県、市町の要請に基づく救援の実施 
 (4) 応急復旧作業の実施 
 
 応急対策組織図 
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第２章 防災組織及び編成 【危機管理課】 
 
 県内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、県、市町及び防災関係機関は、速やかにそれぞれの
災害対策本部等組織の編成、要員の確保を行い、初動体制を確立するとともに、緊密な連携を図りつつ災害
の発生を防御し、又は応急的救助を行うなど災害の拡大を防止するための活動体制を整備する。 
 
３－２－１ 県の防災組織  
 
１ 災害警戒本部 
(1) 設置及び廃止基準 
 ア 設置基準 
  (ｱ) 気象業務法に基づく警報が発表されたとき（波浪、大雪、高潮警報を除く） 
  (ｲ) その他知事が必要と判断するとき 
 イ 廃止基準 
  (ｱ) 風水害等の警戒にあたる必要がなくなったとき 
  (ｲ) 災害対策本部が設置されたとき 

 (2) 組織及び所掌事務 
  ア 組織 
    災害警戒本部に、災害警戒室及び各対策部並びに地方本部・支部を置く。 
    また、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため、本部長が特に必要と認める

ときは、現地災害警戒本部を設置する。 
    その他、災害警戒本部の編成及び運営については、別に知事が定めるところによる。 
  イ 所掌事務 
    災害警戒本部は、風水害等に備えるため、動員の実施、事前対策の検討、気象情報や災害情報の収 
   集・伝達、防災関係機関等との連絡・調整及び応急対応に係る事務を実施する。 
     なお、地方本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、地方本部において対処する。 
 (3) 災害警戒本部会議の開催 
   本部長は、必要に応じて災害警戒本部会議を開催し、災害対処方針等について協議する。 
 (4) 参集及び配備 
   災害警戒室及び各対策部並びに各地方本部においては、災害警戒本部が設置された場合、直ちに初期

の情報収集活動を実施するために必要な人員が参集し、所定の場所において災害応急業務に当たるとと
もに、災害応急業務の必要性にあわせ順次配備人員を拡大配備する。 

災 害 警 戒 本 部 
設 置 基 準 

参集基準 配備基準 

① 気象業務法に基づく警報が発 
 表されたとき（波浪、大雪、高 
 潮警報を除く） 
② その他知事が必要と判断する 
 とき 
 

 
初期の情報収集活動を実施するた
めに必要な人員 

 
同左 
 
※災害応急業務の必要性にあ
わせ順次配備人員拡大 

 (5) 災害警戒本部地方本部・支部の設置 
   災害警戒本部が設置された場合、災害警戒本部設置基準による警報の発表等があった地域を所管する

地方局・支局に地方本部・地方本部支部を設置する。 
 
２ 災害対策本部 
(1) 設置及び廃止基準 
 ア 設置基準 
  (ｱ) 相当規模の災害が発生し、複数の対策部が連携して対応する必要があると知事が判断するとき 
  (ｲ) その他知事が必要と判断するとき 
 イ 廃止基準 
  (ｱ) 予想される災害の発生がないとき 
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  (ｲ) 災害応急対策措置が完了したとき 
(2) 組織及び所掌事務 
 ア 組織 
   災害対策本部に、統括司令部及び各対策部並びに地方本部・支部を置く。 

また、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため、本部長が特に必要と認める
ときは、現地本部を設置する。 

   その他、災害対策本部の編成及び運営については、愛媛県災害対策本部条例（昭和 37 年条例第 50
号）及び愛媛県災害対策本部要綱の定めるところによる。 

 イ 所掌事務 
   災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。 

なお、地方本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、地方本部において対処する。 
    また、現地本部をおいた場合は、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な事務

は現地本部において対処する。 
(ｱ) 災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達 
(ｲ) 災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成 
(ｳ) 災害応急対策の実施及び混乱防止に必要な広報 
(ｴ) 災害予防及び災害応急対策に関する関係機関相互の連絡調整 
(ｵ) 水防その他の応急措置 
(ｶ) 被災者の救助、救護、その他の保護 
(ｷ) 施設及び設備の応急復旧 
(ｸ) 防疫その他の保健衛生 
(ｹ) 避難の勧告、指示 
(ｺ) 犯罪の予防、交通の規制、その他被災地域における社会秩序の維持 
(ｻ) 緊急輸送の確保及び調整 
(ｼ) 国その他の防災関係機関に対する、災害予防や災害応急対策の実施又は支援の要請、資料・情報

の提供等の協力要請 
(ｽ) その他の災害の発生の防御又は拡大の防止 
(ｾ) ボランティア等への支援 

   おって、国の非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）が設置され、国の現地対策本部が置かれた
場合は、愛媛県災害対策本部は、当該現地対策本部との連携を図り、適切な災害応急対策の実施に努め
る。 

 
 (3) 災害対策本部会議の開催 
 ア 本部長（知事）は、災害対策本部を設置した場合、災害対策本部会議を開催し、当面の応急対策活

動等について協議する。 
 イ 災害対策本部の設置場所は、県庁第１別館３階災害対策室とするが、庁舎の被災状況に応じて、第

２別館６階会議室、本館４階正庁、中予地方局庁舎内、その他本部長が指定する施設の順に、代替場所
を選定する。 

 
 (4) 参集及び配備 

ア 統括司令部及び各対策部並びに各地方本部においては、災害対策本部が設置された場合、直ちに大
規模災害への応急対策を実施するために必要な人員が参集し、所定の場所において災害応急業務に当
たる。 

災 害 対 策 本 部 
設 置 基 準 

参集基準 配備基準 

① 相当規模の災害が発生し、複 
 数の対策部が連携して対応する 
 必要があると知事が判断すると 
 とき 
② その他知事が必要と判断する 
 するとき 

 
大規模災害への応急対策を実施す
るために必要な人員 

 
同左 
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 イ 本部長は、災害が発生し、又は発生する恐れがあると認めたときは、災害対策の支援業務に従事す

る職員を指揮監督し、必要に応じて地方本部・支部や市町へ派遣する。 
 
 (5) 災害対策本部地方本部・支部の設置 
  ア 災害対策本部が設置された場合、各地方局に地方本部を、各支局に地方本部支部を設置する。 
    ただし、各地方本部・支部で所管する地域において、災害対策本部設置基準による相当規模の災害

の発生等がない場合は当該地方本部・支部を設置しないことができる。 
 
 (6) 情報連絡体制の確保 
  ア 統括司令部は、必要に応じてプレスルームを災害対策本部に近接する場所に設置し、定期的に記 
   者会見を実施して、報道機関との連携強化に努める。 
  イ 統括司令部は、必要に応じて災害対策業務の円滑な運営を図るため、災害対策室の入口に守衛を配

置する。                         
  ウ 統括司令部は、災害対策本部の通信回線の優先確保に努める。 
 
 (7) 防災会議の開催等 
  ア 災害対策本部が設置された場合、必要に応じ、愛媛県防災会議（以下「防災会議」という｡）を開

催し、災害復旧に関する連絡調整を行う。 
  イ この場合、招集される防災会議の委員は、災害応急対策の内容に応じて防災会議の会長が必要と判

断した範囲のものとする。 
  ウ 防災会議の委員は、災害対策本部との連絡を図るため､必要に応じ､職員を災害対策本部へ派遣する。 
  エ 防災会議の運営に当たっては、災害対策本部会議との継続性の確保について配慮する。 
 
３－２－２ 市町の防災組織 
 
１ 市町災害対策本部の設置 
  市町長は、当該市町管内において災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、市町災害対策本部を
設置し、職員を動員して対処するものとし、次により組織の整備を図る。 

  また、市町の災害対策本部が被災した場合の代替施設を地域防災計画に規定する。 
(1) 市町の災害対策本部の機構及び運営については、それぞれの市町の災害対策本部条例等の定めるとこ

ろによるほか、災害の特性を考慮して市町地域防災計画等の整備を行う。 
(2) 勤務時間外に災害が発生し、交通機関の途絶等によって災害対策本部の正常な運営が直ちにできない

場合は、あらかじめ市町長が指名する緊急防災要員等による初動体制によって、被害状況の把握等を行
うとともに、災害応急対策を実施する。このため、あらかじめ災害規模や勤務時間外等に対応する職員
の参集基準を定める。 

(3) 市町災害対策本部長である市町長の不在時を想定し、事前に代理者を指定する。 
(4) 確実な情報収集・伝達が可能となるよう、市町内地域ごとの担当職員をあらかじめ定める。 
(5) 災害予防及び災害応急対策の実施に当たり、市町災害対策本部は必要に応じ、関係機関相互との連携

の確保に努める。 
 
２ 市町災害対策本部の所掌事務 
(1) 市町災害対策本部が所掌する主な事務は、次のとおりである。 
 ア 災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達 
イ 災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成 
ウ 災害予防及び災害応急対策の実施又は住民の混乱防止に必要な広報 
エ 消防、水防その他の応急措置 
 オ 被災者の救助、救護、その他の保護 
 カ 施設及び設備の応急復旧 
 キ 防疫その他の保健衛生 
 ク 避難準備情報の提供、勧告又は指示 
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 ケ 緊急輸送の実施 
 コ 被災者に対する食料、飲料水及び日用品の確保、供給 
 サ 県災害対策本部（県災害警戒本部）への報告、要請 
 シ 県災害対策本部（県災害警戒本部）との災害応急対策の連携 
ス 防災関係機関に対する、資料・情報の提供等の協力要請 
セ 自主防災組織との連携及び指導 
 ソ ボランティア等への支援 
なお、災害対策本部の置かれる本庁舎等において十分な状況把握が行えない場合は、勧告等を行うため

の判断を風水害の被災地近傍の支所等において行うなど、適時適切な避難誘導に努める。 
(2) 消防、水防機関は、特に次の事項を重点的に実施する。 

ア 消防本部（消防本部を設置していない場合の消防団本部を含む｡）及び消防署 
(ｱ) 被害状況等の情報の収集と伝達 
(ｲ) 消火活動、水防活動及び救助活動 
(ｳ) 地域住民等への避難の勧告又は指示の伝達 
(ｴ) 火災予防の広報 

イ 消防団、水防団 
(ｱ) 被害状況等の情報の収集と伝達 
(ｲ) 消火活動、水防活動及び救助活動 
(ｳ) 一時避難場所の安全確保及び避難路の確保 
(ｴ) 地域住民等の避難場所への誘導 
(ｵ) 危険区域からの避難の確認 
(ｶ) 自主防災組織との連携、指導、支援 

 
３－２－３ 防災関係機関の防災組織 
 
 防災関係機関の長は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、応急対策を迅速かつ的確に実施す
るため、あらかじめ災害対策本部等の組織の編成、要員の確保を行えるよう配備体制を整備する。 
 
 
     ※資料 １ 愛媛県災害対策本部条例 （資料編２０－１） 

   ２ 愛媛県災害対策本部要綱 （資料編２０－５） 
   ３ 愛媛県防災会議条例   （資料編２１－１） 
   ４ 愛媛県防災会議委員名簿 （資料編２１－４） 
   ５ 防災関係機関及び連絡窓口（資料編２１－６） 
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第３章 通信連絡 【危機管理課】 
 
 災害が発生し、又は発生の恐れがある場合、防災関係機関相互及び住民との間における気象等に関する予
警報及び情報、その他災害応急対策に必要な指示、命令等の受理・伝達を迅速かつ確実に行うため、通信施
設を適切に利用して通信連絡体制の万全を期する。 
 
３－３－１ 通信連絡手段 
 
 災害情報の伝達、報告等災害時における通信連絡は、次の手段のほか、衛星携帯電話や衛星インターネッ
ト等、多様な通信手段で行う。また、既存の通信手段が使用できない場合には、協定に基づき民間通信各社
から無償貸与される衛星携帯電話などを活用する。 
 
１ 専用通信設備の使用 
(1) 県 
  ア 防災通信システム（地上系・衛星系）（県庁、各地方局、市町、消防機関、防災関係機関） 
  イ 消防防災無線  （消防庁、県庁） 
  ウ 内閣府緊急連絡用回線（中央防災無線）（内閣府、県庁） 
(2) 市町 
  ア 防災行政無線（同報系）（市町、地域住民） 
  イ 消防無線（市町、地域住民） 
 
２ 公衆通信設備の優先利用 
   防災関係機関は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときに備えて、平素から最寄りの西日本電

信電話株式会社支店・営業所に要請し、災害時優先電話の指定を受けておく。 
 
３ 他の機関の専用通信設備の利用 
  災害対策基本法第５７条、同７９条、災害救助法第２８条、水防法第２７条、消防組織法第４１条の規
定に基づき使用できる他の機関の通信設備は次のとおりである。 
(1) 警察通信設備 
(2) 県防災通信システム（地上系・衛星系） 
(3) 市町防災行政無線設備 
(4) 国土交通省無線設備 
(5) 鉄道通信設備 
(6) 電力通信設備 
(7) 自衛隊通信設備 
(8) アマチュア無線設備 
 
４ 非常通信の利用 
  災害対策基本法に基づく各防災機関は、電波法第５２条、同７４条の規定により無線局を開設している
者に対し非常通信を依頼することができる。 

 
５ 放送の利用 

知事、市町長は、災害に関する予警報及び予想される災害の事態並びにこれに対しとるべき措置につい
ての通知、要請及び警告のため緊急を要する場合で特に必要があると認めたときは、災害対策基本法第５
７条の規定により放送局に緊急放送を要請することができる。 
なお、市町長は、原則として知事を通じて要請する。ただし、県に災害対策本部（災害警戒本部）が設

置されていない場合で特に緊急を要する場合は直接要請する。 
 ア 放送要請事項 
   (ｱ) 県の場合、県内全域又は数市町の地域に及ぶ災害に関するもの 
   (ｲ) 市町の場合、当該市町の地域の大半にわたる災害に関するもの 
   (ｳ) その他、広域にわたり周知を要する災害に関するもの 
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 イ 放送要請内容 
   (ｱ) 放送を求める理由 
   (ｲ) 放送内容 
   (ｳ) 放送範囲 
   (ｴ) 放送希望時間 
   (ｵ) その他必要な事項 
 ウ 要請責任者 
   (ｱ) 県における放送要請責任者は、広報班長とし、放送要請を行う場合は、広報班長を通じて行う。 
   (ｲ) 市町において放送要請を行う場合は、責任者の職氏名を告げて行う。 
 エ 放送局における連絡責任者 
   各放送局においては、要請者に対応するため、あらかじめ連絡責任者を定めておく。 

 
３－３－２ 孤立地区との通信連絡 
 
 災害により通信や交通が途絶し、連絡が困難な孤立地区が発生した場合、県は、衛星携帯電話やアマチュ
ア無線を活用した通信の確保に努めるとともに、市町の要請又は自らの判断により県消防防災ヘリコプター
やバイク等を活用して、孤立地域との連絡に努める。 
 
 
 ※資料 １ 愛媛県防災通信システム（地上系・衛星系）回線構成図   （資料編 ６－１） 

２ 愛媛県非常通信協議会構成員名簿             （資料編 ６－２） 
３ 市町の非常通信ルート                  （資料編 ６－３）  
４ 消防防災無線連絡系統図                 （資料編 ６－４） 
５ 水防用多重無線電話系統図                （資料編 ６－５） 
６ 災害時におけるアマチュア無線局運用系統図        （資料編 ６－６） 
７ アマチュア無線局用レピーター局設置場所         （資料編 ６－７） 

 ８ 災害対策基本法施行令第２２条に基づく協定（緊急放送要請）（資料編 ５－２） 
 ９ 緊急運航連絡系統図                   （資料編１６－４） 
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第４章 災害情報の報告 【危機管理課】 
 
関係各機関は、自己の所掌する事務又は業務に関して、積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関の協

力を得て、災害応急対策活動を実施するために必要な情報及び被害状況を収集するとともに、必要に応じて
連絡調整のための職員を相互に派遣するなど、速やかに関係機関に伝達し、情報を共有する。 
 
３－４－１ 情報活動の強化 
 
１ 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 
(1) 市町は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害状況及び火災、津波、土砂災害

の発生状況、119 番通報の殺到状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、
把握できた情報から直ちに県へ連絡する。 

   ただし、県へ連絡できない場合、国（総務省消防庁経由）へ連絡する。 
特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、市町は、住民

登録の有無にかかわらず、当該市町の区域（海上を含む。）内で行方不明となった者について、警察等
関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 
また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、

当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は外務省）又は県に連絡する。 
(2) 県は、市町等から情報を収集するとともに、自らも消防防災ヘリコプターによる偵察やヘリコプター

テレビ電送システム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報等
により、概括的な情報を速やかに把握し、これらの情報を消防庁へ報告するとともに、必要に応じ関係
省庁及び関係地方公共団体へ連絡する。 

   また、県警察は、直ちに概括的な被害状況を把握及び評価し、警察庁及び四国管区警察局に報告する。 
 
２ 情報活動における連携強化 
(1) 情報の収集及び伝達は、県災害対策本部（県災害警戒本部）と各地方本部又は支部、地方本部又は支

部と市町災害対策本部の各相互間のルートを基本として、警察署及び各防災関係機関と密接な連携のも
とに行う。 

(2) 情報活動における連携強化のため警察署は、必要に応じて地方本部及び市町災害対策本部に警察官を
派遣するものとし、地方本部も必要に応じて市町災害対策本部に職員を派遣する。 

 
３ 報道機関との情報活動の連携 
  日本放送協会、南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレ
ビ及び株式会社エフエム愛媛は、災害対策基本法に基づき、あらかじめ県と締結した災害時における放送
要請に関する協定により正確、迅速な情報の伝達を行う。 

 
４ 国の非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）との連携 
  非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）に対する報告、要請等は、県災害対策本部においてとりま
とめて実施する。 

  また、非常災害現地対策本部（又は緊急災害現地対策本部）が設置された場合には、県災害対策本部は
当該現地対策本部との連携を図る。 

 
３－４－２ 処理すべき情報の種類 
 
１ 県の活動 
(1) 災害情報等の受理・伝達・周知 
  ア 国（気象庁）から伝達される気象情報、警報等は、県災害対策本部又は県災害警戒本部（災害対策

本部又は災害警戒本部設置前においては危機管理課）で受理する。 
  イ 各市町及び各防災関係機関に対する災害情報等の伝達は、県防災通信システム（地上系・衛星系）

をはじめ多様な通信手段により行う。 
  ウ 一般県民に対する情報の伝達は、県のホームページのほか、報道機関の協力を得て周知徹底を図る。 
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(2) 被害状況及び災害応急対策に関し、収集・伝達すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
   なお、被害状況を早期に把握するため、消防防災ヘリコプターテレビ電送システム、ヘリコプター衛

星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ、震度情報ネットワークシステム等の活用に努める。また、
県や市町等における被害情報等の共有化を図るための、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用にも努める。 

  ア 被害状況 
  イ 火災の発生状況と延焼拡大状況 
  ウ 市町及び防災関係機関の災害応急対策実施状況及び災害対策本部設置状況 
  エ 交通規制等道路交通状況 
  オ ガス、水道、電気、電話等ライフライン関連施設の状況 
  カ 住民の避難状況 
  キ 県が実施する応急対策の活動状況 
  ク 自衛隊活動状況 
  ケ 緊急等輸送実施状況 
  コ 後方医療機関の活動状況 
  サ その他 
 
２ 市町の活動 
(1) 災害情報等の受理・伝達・周知 
  ア 県災害対策本部（県災害警戒本部）から通知される災害に関する情報等は、市町災害対策本部（災

害対策本部設置前においては防災担当課）において受理する。 
  イ 受理した情報については、防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、有線放

送、広報車、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、伝達手段の多重化・多様化に努め、
住民に対して周知徹底を図る。 

(2) 被害状況及び災害応急対策に関する情報の収集・伝達 
   収集、伝達すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
   また、119 番通報状況による被害概況の早期把握と、市町職員を地域へ派遣するほか､消防団員､自主

防災組織の構成員等の中から情報の収集・伝達責任者をあらかじめ定めるなど、迅速かつ正確な情報収
集に努める。 

  ア 被害状況 
  イ 避難の勧告、指示又は警戒区域設定状況 
  ウ 緊急援護物資等の在庫並びに供給状況及び応急給水状況 
  エ 物資の価格、役務の対価動向 
  オ 金銭債務処理状況及び金融動向 
  カ 避難所の設置状況及び住民の避難生活状況 
  キ 救護所の設置状況並びに周辺医療機関及び病院の活動状況 
  ク 観光客等の状況 
  ケ 県の実施する応急対策の実施状況 
 
３ 防災関係機関 
(1) 県災害対策本部（県災害警戒本部）から伝達される災害に関する情報等の受理については、あらかじ

め受信方法、受領者等を定めておく。 
(2) 収集すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
  ア 被害状況 
  イ 災害応急対策実施状況 
  ウ 復旧見込等 
 
３－４－３ 情報の収集 
 
１ 県の活動 
(1) 多様な通信手段の使用 
   情報の収集は、県防災通信システム（地上系・衛星系）、衛星携帯電話、衛星インターネット等、多
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様な通信手段で行う。 
(2) 職員派遣等による収集 
 ア 県災害対策本部（県災害警戒本部）及び地方本部は、必要に応じ市町に職員を派遣するほか、関係

機関を通じ市町の応急対策実施状況及び管内被災状況等に関する情報収集を行う。 
 イ 地方本部構成機関についても、管内区域の被災状況及び応急対策実施状況等に関する情報の収集に

努め、所属地方本部又は支部及び関係部局へ連絡する。 
 ウ 公共土木施設等の管理者は、あらかじめ定める計画に基づき現地に職員を派遣し、道路、港湾及び

漁港等の被害状況の情報を収集する。なお、職員の派遣が困難な場合は、建設業協会等に対して別に
定める協定等により、公共土木施設等の被害状況の情報収集を要請する。 

 (3) 防災関係機関からの収集 
   防災関係機関から県防災通信システム（地上系・衛星系）や専用回線等により被害情報の収集を行う。 
 
２ 市町の活動 
  市町災害対策本部は、防災行政無線（同報系）、消防無線、衛星携帯電話等、多様な通信手段により情
報を収集するほか、次の手段、方法を用いる。 

 (1) 自主防災組織等を通じた収集 
   被害情報及び災害応急対策実施状況等の収集は、関係機関や諸団体及び住民組織等に協力を求めて実

施する。特に、初期の情報は、住民組織の長等を通じ直ちに市町長に通報されるよう市町地域防災計画
において体制を整えておく。 

(2) 職員派遣による収集 
   災害が発生したときは、直ちに災害調査班を編成するなど、必要に応じて、職員を地域に派遣し、情

報収集にあたる。 
(3) 県への応援要請 
   被害が甚大な市町において、情報の収集及び状況調査が不可能な場合や調査に専門的な技術を必要と

する場合は、県又は関係機関に応援を要請する。 
(4) 防災関係機関からの収集 

   情報の収集、調査については、警察、県機関及び関係機関と充分連絡をとる。 
 
３ ヘリコプターによる情報収集 
  甚大な被害が予想される場合、県、県警察、自衛隊、第六管区海上保安本部及びヘリコプターを所有す
る各機関は、次の事項に重点を置き、速やかに被害状況の偵察活動を実施し、その結果を県災害対策本部
（県災害警戒本部）に通報する。 
(1) 崖崩れ、洪水、高潮等の状況  
(2) 火災発生場所、延焼の状況 
(3) 道路被害状況（道路交通機能確保状況） 
(4) 建築物の被害状況（概括） 
(5) 公共機関及び施設の被害状況 
(6) 住民の動静、その他 
 
３－４－４ 情報の伝達 
 
 県と市町の間の情報の伝達は、県防災通信システム（地上系・衛星系）をはじめ多様な通信手段で行う。 
 内閣総理大臣官邸及び緊急災害対策本部等と直接通信連絡を行う必要がある場合には、中央防災無線を用
いる。 
 また、県民に広く伝達する場合は、県ホームページに掲載するほか、情報を報道機関に提供し、ラジオ、
テレビ等を用いて周知徹底を図る。 
 市町は、防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無線、有線放送、広報車、
自主防災組織、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、伝達手段の多重化・多様化に努め、住民
への伝達を行う。 
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３－４－５ 報告及び要請事項の処理 
 
１ 報告責任者 
  県及び市町等の防災関係機関は、災害報告のため、あらかじめ報告責任者を定めておく。 
 
２ 県の活動 
 (1) 国（総務省消防庁経由）及び防災関係機関に対する報告・要請 
   ア 国（総務省消防庁経由）に対する被害状況及び講じた措置の報告並びに必要な措置の要請は、県災

害対策本部（災害警戒本部）より消防防災無線電話等により行う。 
     また、防災関係機関に対し県災害対策本部（災害警戒本部）から必要な措置の要請を行う。 
  イ 災害対策基本法  第 53 条第２項の規定に基づき、県が内閣総理大臣に被害状況等を報告すべき

災害は、次のとおりである。 
   (ｱ) 災害対策本部を設置した災害 
   (ｲ) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められる程度の災 
    害 
   (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に定める災害になる恐れのある災害 

  内閣総理大臣への報告は、報告すべき災害を覚知したとき、原則として、覚知後３０分以内に可能
な限り早く、把握できた範囲でその第一報を県から消防庁へ報告し、消防庁が内閣府（内閣総理大
臣）へ報告する。 

  なお、第一報は、迅速な情報の収集・伝達に特に留意し､当該災害等の概要と被害等の状況を把握
できる範囲内で行うとともに、被害等の状況（特に死傷者の数）の判明又は災害等の状況の変化に従
い、逐次、第二報以降の情報収集・伝達を行う。 

 
（消防庁への報告先）       

      区 分 
 回線別 

平日（9:30～18:15） 
総務省消防庁広域応援室 

左記以外 
総務省消防庁宿直室 

電 話  ０３－５２５３－７５２７  ０３－５２５３－７７７７ 
ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ  ０３－５２５３－７５５２  ０３－５２５３－７５５３ 
電 話  ６３－９０－４９０１３  ６３－９０－４９１０２ 

消防防災無線 
ＦＡＸ  ６３－９０－４９０３３  ６３－９０－４９０３６ 
電 話  ６４－０４８－５００－９０－４９０１３  ６４－０４８－５００－９０－４９１０２ 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ  ６４－０４８－５００－９０－４９０３３  ６４－０４８－５００－９０－４９０３６ 
 
  ウ 県災害対策本部統括司令部（災害警戒本部災害警戒室）は、各対策部、各地方本部（支部）及び関

係機関からの情報をとりまとめ、本部長、各対策部及び関係機関に対し、逐次報告又は通報する。 
 (2) 各対策部の活動 
   各対策部は、部内各班で収集した情報を、「中間報告・最終報告様式」にとりまとめ、統括司令部

（災害警戒室）に通知する。また、必要に応じて、収集した情報を各班に関係する指定地方行政機関に
通報する。 

 (3) 各地方本部・支部の活動 
  ア 地方本部長（支部長）は災害の発生を覚知したときは、各班長を通じて積極的に情報収集にあたら

せるものとし、必要に応じ、調査班を編成する等、総合的な被害調査に努める。 
  イ 地方本部長（支部長）は、管内市町から情報収集及び状況調査について応援を求められたときは､

速やかに職員を派遣して応援協力する。 
  ウ 地方本部長（支部長）は、管内市町長からの災害即報を「中間報告・最終報告様式」によりとりま

とめ、直ちに県本部に対し報告する。 
 
３ 市町の活動                 
(1) 市町災害対策本部は、被害状況のほか、要請事項や市町の災害応急対策実施状況、災害対策本部設置

状況等を速やかに県災害対策本部（県災害警戒本部）に対し報告又は要請を行う。ただし、災害対策本
部（災害警戒本部）に報告できない場合は、一時的に消防庁へ報告する。 
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   報告及び要請すべき事項の主なものは次のとおりである。 
ア 緊急要請事項 
イ 被害状況 
ウ 市町の災害応急対策実施状況 
 なお、消防機関への通報が殺到した場合は、直ちにその状況を県災害対策本部（県災害警戒本部）及
び直接消防庁へも、原則として、覚知後３０分以内に可能な限り早く、把握できた範囲で報告する。こ
の場合において、消防庁長官から要請があった場合は、市町は第一報後も引き続き報告を行う。 

(2) 報告の方法 
   報告は次の方法により行う。ただし、これらの通信方法がいずれも不通の場合は、通信可能地域まで

伝令により報告する等あらゆる手段をつくして報告しなければならない。 
  ア 県防災通信システム（地上系・衛星系） 
  イ 電  話 
  ウ インターネット 
(3) 報告の内容と時期 
  ア 発生報告 
    初期的なもので、被害の有無及び程度の概況についての報告とし、市町及び県機関並びに防災関係

機関が災害を覚知したとき直ちに即報する。なお、報告にあたっては、迅速を旨とし、概況を「災害
発生報告様式」に示す事項について報告することとし、特に人的被害、家屋被害を優先して報告する。 

  イ 中間報告 
    被害状況が判明次第、逐次詳細を報告するもので、「中間報告・最終報告様式」に定める事項につ

いて、判明した事項から逐次報告し、即報が２報以上にわたるときは先報との関連を十分保持するた
め一連番号を付して、報告時刻を明らかにする。なお、報告の基準については、「被害認定基準」に
よる。また、報告にあたっては、警察署等と緊密な連絡をとりながら行う。 

  ウ 最終報告 
    被害確定報告であるので、正確な調査結果を、災害応急対策終了後 10 日以内に、「災害発生報告様

式」により行う。 
  エ その他即報事項 
    次に掲げる事項が発生した場合、市町等は直ちに報告する。 
   (ｱ) 市町災害対策本部（水防本部等を含む）を設置又は解散したとき。 
   (ｲ) 市町長が自ら災害に関する警報を発したとき。 
   (ｳ) 避難準備情報、勧告、指示を行ったとき。 
 
４ 防災関係機関の活動 
  防災関係機関は、それぞれの防災業務計画に定めるところにより、被害の状況を県及びその他の関係機
関に対し通報する。 

  特に、運輸、通信、電力、ガス等の事業者は、運行不能、不通、供給停止等の事態が発生したとき又は
応急復旧が完了したときには、直ちに、県災害対策本部（県災害警戒本部）へ通報する。 

５ 発見者の通報義務 
  災害の発生又は災害の発生が予測される異状現象を発見した者は、市町長又は警察官若しくは海上保安
官に通報する。 

 
  ※資料 １ 災害情報報告                      （資料編５－１） 
      ２ 災害対策基本法施行令第２２条に基づく協定（緊急放送要請）（資料編５－２） 
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第５章 広報活動 【広報広聴課、危機管理課】 
 
 県、市町及び防災関係機関は、相互の連携を密にして県民や地域住民等のニーズに応じた適切かつ迅速な
広報を行う。 
 広報活動は、原則として本部長等が承認した内容を広報責任者が行う。 
 
３－５－１ 県の活動  
 
１ 広報事項 
  災害の規模、態様に応じて、報道機関、市町及び防災関係機関との連携を密にして､次の事項を主とし
て広報を実施する。 

 (1) 災害対策本部（災害警戒本部）の設置 
 (2) 災害の概況 
 (3) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）の被害状況 
 (4) 交通機関の運行状況及び交通規制の状況 
 (5) 流言飛語防止等の県民への呼かけ 
 (6) 自主防災組織に対する活動実施要請 
(7) 不足物資やボランティア募集情報等の受援情報の県外発信 
(8) 災害復旧の見込み 
 
２ 広報実施方法 
  広報の実施にあたっては、情報の出所を明確にして次の方法によるものとするが、災害の規模、態様に
応じて最も有効とみられる方法による。 

  なお、その際、災害時要援護者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、
所在を把握できる広域避難者等にも配慮した広報を行う。 

(1) 報道機関による広報 
   ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関に対し、情報及び資料を提供し、広報について協力を要請する。 

なお、甚大な被害が発生し、災害対策本部（災害警戒本部）を設置した場合においては、必要に応じ
て記者発表を行うなど、一元的に実施する。 

(2) 一般広報 
  ア  広報紙（臨時を含む）等による広報 
  イ  県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 
  ウ  広報車（広報設備のある車両）等（航空機、ヘリコプター等を含む）による広報 
  エ  市町等の広報体制を活用した広報 
  オ  相談窓口等の設置 
  カ  県のホームページ等を活用した広報 

(3) その他適当な方法 
   その他活用できるあらゆる媒体を通じて広報活動を行う。 
 
３ 市町からの広報要請の処理 
  市町から広報の要請を受けた場合には、報道機関等の協力を得てこれを実施する。 
 
４ 県民からの問い合わせ等の処理 
  復旧状況等の問い合わせに対応するため、地方局総務県民課に窓口を設置する。 
 
５ 報道機関からの災害記録写真の収集 
  災害対策本部（災害警戒本部）が災害記録を収集しようとする場合は、報道機関が撮影したものについ

て、提供を依頼する。 
 
６ 国会、中央省庁等に対する広報 
  災害対策本部（災害警戒本部）は、災害の規模により、国会、中央省庁等に対して広報する必要がある
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と認めた場合は、東京事務所を通じ、直接災害情報資料を提供して広報に努める。 
 
３－５－２ 市町の活動  
 
１ 広報事項 
  市町は、管内の各防災機関が実施する広報を調整し、関係機関と連携して、住民生活に密接に関係ある
事項を中心に適切かつ迅速な広報を行う。 

  主な広報事項は、次のとおりである。 
(1) 災害対策本部の設置 
(2) 災害の概況 
(3) 避難準備情報、勧告、指示 
(4) 避難場所の指示 
(5) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）の被害状況 
(6) 食料及び生活必需品の供給に関する事項 
(7) 防疫に関する事項 
(8) 医療救護所の開設状況 
(9) 被災者等の安否情報 
(10) 不安解消のための住民に対する呼びかけ 
(11) 自主防災組織に対する活動実施要請 
(12) 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み 
(13) 帰宅困難者に対する災害、避難情報等の提供 
(14) 災害復旧の見込み 
(15) 被災者生活支援に関する情報 
 
２ 広報実施方法 
  被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることに鑑み、あらゆる広報媒体（ラジオ、
テレビ、新聞、広報車、インターネット等）を利用して有効、適切と認められる方法により広報を行う。
特に、災害時要援護者に対する広報は、あらかじめ策定した支援プランに基づき、確実な情報伝達が可能
な手段を確保する。 

(1) 防災行政無線（同報系）、有線放送等による広報 
(2) 広報車による広報 
(3) 報道機関を通じた広報 
(4) 広報紙の掲示、配布 
(5) 広域避難所への広報班の派遣 
(6) 自主防災組織を通じた連絡 
(7) 総合案内所、相談所の開設 
 (8)  インターネット（ホームページ）、携帯電話等を活用した情報提供 
 
３ 県に対する広報の要請 
  県に対して広報の要請を行う場合は、広報文案を添えて行う。 
 
３－５－３ 関係機関の活動 
 
１ 広報事項 
  防災関係機関は、各防災業務計画等の定めるところにより、次の事項について災害の状況に応じ適宜適
切な災害広報を実施する。 

(1) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）の被害状況 
(2) 災害応急対策状況及び復旧見込 
 
２ 広報実施方法 
  広報は、各防災関係機関の責任において、報道機関等の協力を得て行う。 
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  この場合、県及び市町との連携を密にする。 
 
３－５－４ 県民が必要な情報を入手する方法 
 
 県民等は、各人がそれぞれ正しい情報を正確に把握し、適切な行動及び防災活動を行うよう努める。 
 
１ 情報源と主な情報内容 
(1) ラジオ、テレビ、ＣＡＴＶ、インターネット 
   知事、市町長の放送要請事項、災害情報、交通機関運行状況等 
(2) 防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無線、有線放送、広報車、ソー

シャルメディア、ワンセグ放送 
   主として市町内の情報、指示、指導等 
(3) 自主防災組織を通じた連絡 
   主として市町災害対策本部からの指示、指導、救助措置等 
(4) サイレン等 
   ダムの放流、河川の増水、火災発生の通報 
(5) 県や市町のホームページ 
   各種警報、避難勧告等の発令状況、被害情報、道路情報等 
 
３－５－５ 広聴活動 
 
 県、市町及び各防災関係機関は、被災住民、関係者等からの問合せ、相談、要望、苦情等に対応し、適切
な応急対策を推進するため、相談窓口等を開設する。 
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第６章 避難活動 【危機管理課】 
 
 大規模災害発生時においては、土砂災害、家屋倒壊等が予想されるなか、迅速、的確な避難活動を行う必
要があるため、市町等は、住民の避難のために可能な限りの措置をとることにより、生命、身体の安全の確
保に努める。その際、災害時要援護者についても十分配慮する。 
 
３－６－１ 避難の準備情報、勧告及び指示  
 
 市町長は、災害時に土砂崩れによる家屋倒壊など、住民の生命及び身体を災害から保護するため必要と認
められるときは、当該地域住民に対して避難のための勧告等を行う。 
 
１ 避難の準備情報、勧告及び指示の発令基準 
  避難の勧告等の基準は、災害の種類、地域、その他により異なるが、概ね次のとおりとする。 
  なお、市町長は、避難指示や避難勧告の発令、避難準備情報の提供について、河川管理者及び水防管理
者等の協力を得ながら、洪水や土砂災害等の災害事象の特性等を踏まえ、避難の対象となる区域や客観的
な判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルを作成するとともに、避難場所や避難路をあらかじめ指定
し、日頃から住民への周知徹底に努める。 

 (1)  避難準備情報 
災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければ人的被害の発生す

る可能性が高まったとき。 
(2) 避難勧告 
   暴風の来襲、断続的な大雨により災害の発生が予想され、生命、身体の危険が強まってきたとき。 
   土砂災害警戒情報が発表されるなど土砂災害の危険が強まってきたとき。 
   水位周知河川等の水位がはん濫注意水位（警戒水位）を突破し、増水が予想され洪水等の危険が強ま

ってきたとき。 
   高潮による浸水害の危険が強まってきたとき。 
(3) 避難指示 
   暴風、大雨、洪水、高潮、その他災害発生となる事象が避難勧告の段階より悪化し、災害の発生が確

実 に予想されるに至ったとき。 
   また、突然、災害発生の諸現象が現われたときは、避難勧告等の処置を経ず、直ちに避難指示の処置

を行う。 
 
２ 勧告・指示等の実施責任者 
  避難勧告・指示等は、次の者が実施責任者として行う。 

実施責任者 内       容 根拠法令等 
○災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者が避難行
動を開始しなければ人的被害の発生する可能性が高まったとき
避難準備情報を提供する。 

防災基本計画 

○災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、住民の生命及
び身体を保護するため必要があるとき、当該地区の住民等に対
し避難の勧告を行う。 

○危険の切迫度及び避難の状況等により急を要するとき、避難の
指示を行う。 

災害対策基本法 
第 60 条 

市町長 

○災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、住民の生命及
び身体を保護するため必要があるとき、警戒区域を設定し、当
該地域への立入り制限、立入り禁止、又は退去を命じる。 

災害対策基本法 
第 63 条 

○災害が発生した場合で、当該災害により市町長が避難のための
勧告及び指示を発令できなくなったとき、市町長に代わって行
う。 

災害対策基本法 
第 60 条第５項 

知 事 
○災害が発生した場合で、当該災害により市町長が警戒区域の設
定ができなくなったとき、市町長に代わって行う。 

災害対策基本法 
第 73 条 
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○災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、避難の指示が
必要と認められる事態において、市町長が指示できないと認め
られるとき、又は市町長から要請があったとき、当該地域の住
民等に対し避難の指示を行う。 

災害対策基本法 
第 61 条 

警察官又は 
海上保安官 ○災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で、その必要性が

認められるが、市町長若しくはその委任を受けた吏員が現場に
いないとき、警戒区域を設定し、当該地域への立入り制限、立
入り禁止、又は退去を命じる。 

災害対策基本法 
第 63 条第 2項 

警察官 
○災害の発生により危険な状態が生じ、特に急を要する場合にお
いては、その危険を避けるための避難の措置を行う。 

警察官職務執行法
第４条 

知事又はその命
を受けた職員 
及び水防管理者 

○洪水又は高潮により著しい危険が切迫していると認められると
き、当該地域の住民等に対し、避難のための立ち退きを指示す
る。 

○水防管理者が指示をする  場合は、当該区域を管轄する警察
署長にその旨を通知する。 

水防法第 29 条 

知事又はその命
を受けた吏員 

○地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるとき、 
 当該地域の住民等に対し、避難のための立ち退きを指示する。 
○この場合、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知する。 

地すべり等防止法
第 25 条 

災害派遣を命じ
られた部隊等の
自衛官 

○災害により危険な事態が生じた場合で、警察官がその現場にい
ないときは、その場の危険を避けるため、その場にいる者を避
難させることができる。 

自衛隊法 94 条 

 
３ 避難準備情報、勧告又は指示の内容 
  避難準備情報の提供、勧告又は指示の発令は、次の事項を明示して行い、避難行動の迅速化と安全を図 
 る。 
  ただし、指示の内容を明示するいとまがない場合、この限りではない。 
(1) 要避難対象地域 
(2) 避難先 
(3) 避難理由 
(4) 避難経路 
(5) 避難時の服装、携行品 
(6) 避難行動における注意事項 
 
４ 避難準備情報、勧告又は指示の伝達方法 
  避難準備情報の提供、勧告又は指示を行った場合、市町は、対象の地域住民に対して、同報無線等によ
る放送、広報車等による呼びかけを実施するほか、警察官、自衛官、海上保安官、自主防災組織等の協力
を得ながら周知徹底を図る。 

 
５ 警戒区域の設定 
(1) 設定の基準 

ア 市町長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命や身体に対
する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定する。 

イ 警察官又は海上保安官は、市町長（権限の委託を受けた市町の職員を含む。）が現場にいないとき、
又は市町長から要請があったときは警戒区域を設定する。この場合、警察官又は海上保安官は直ちに
その旨を市町長に通知する。 

ウ 知事は、災害の発生により市町長が警戒区域を設定することができなくなったときは、市町長に代
わって警戒区域を設定する。この場合、知事はその旨を公示する。 

エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、市町長（権限の委託を受けた市町の職員を含む。）、警察
官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。この場合、自衛官は直ちにそ
の旨を市町長に通知する。 
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(2) 規制の内容及び実施方法 
ア 市町長、警察官、海上保安官、知事又は自衛官は警戒区域を設定したときは、退去又は立入禁止の
措置を講じる。 

イ 市町長、警察官及び海上保安官は、協力して住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防
犯・防火のためのパトロールを実施する。 

 
３－６－２ 避難の方法 
 
 災害の状況により異なるが、避難が必要になった住民は、可能な限り自主防災組織（自治会、町内会等）
の単位ごとに集団避難方法により、市町職員又は警察官の誘導のもと避難場所に避難を行う。また、外国人、
旅行者等に対し、災害・避難情報の提供に努め、確実な避難誘導を行う。 
(1) 避難勧告等が発令された要避難地区で避難する場合 

ア 住民等は、自宅等の出火防止措置を講じた後、協力してあらかじめ定めた集合場所へ集合する。 
イ 自主防災組織及び事業所等の防災組織（以下「自主防災組織等」という。）は、集合所を中心に組織
をあげて救出・救護・消火・情報収集を行う。 

ウ 住民等は、集合所の周辺地区の災害が拡大し危険が予想されるときは、自主防災組織等の単位ごと
に可能な限り集団避難方法により一時避難場所、広域避難場所、避難所へ避難する。 

エ 一時避難場所へ避難した住民等は、当該場所に危険が迫ったときは、自主防災組織等の単位ごとに
市町職員、警察官、海上保安官又は自衛官の誘導のもとに、幹線避難路を経て広域避難場所へ避難す
る。 
なお、市町長が発令する避難勧告等に従わず要避難地にとどまる者に対し、市町職員、警察官、海

上保安官、自衛官等は、警告等を発するほか、避難の勧告等に従うよう出来る限り説得に努める。 
(2) その他の任意避難地区で避難する場合 
   住民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、自宅等の出火防止措置をとった後、自宅周辺の安

全な場所等へ自主的に避難する。 
(3) 避難誘導 
   避難誘導は、市町職員、消防団、警察官、その他指示権者の命を受けた職員があたり、避難誘導にあ

たっては、災害時要援護者を優先的に行う。 
   避難は、避難者各自が行うのが原則であるが、自力による避難が不可能な場合は、担架又は車両、舟

艇等により行う。 
(4) 広域災害による大規模避難移送 
   被災地が広域で、市町単独では措置できないような場合、市町長は、県災害対策本部（災害警戒本

部）に対し避難者移送（避難のための移送）を要請する。 
   要請を受けた県災害対策本部（災害警戒本部）は、自衛隊等関係機関に協力を要請し、移送を実施す

る。 
(5) 携行品の制限 
   避難誘導者は、住民に対し、携行品を必要最小限に制限し、円滑な避難が行われるよう適宜指導する。 
 
３－６－３ 避難道路の確保  
 
 市町は、避難路の選定にあたっては、危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生の恐れのある場所を
避け、職員の派遣及び警察官・自主防災組織等の協力により避難道路上にある障害物の排除に努め、避難の
円滑化を図る。 
 
３－６－４ 避難所の設置及び避難生活  
 
１ 基本方針 
 市町は収容を必要とする被災者の救助のために避難所を設置するとともに、自主防災組織及び避難所の
学校等施設の管理者の協力を得て、住民が必要最低限の避難生活を確保できるよう必要な措置を講じる。 
また、避難所の運営に当たっては、災害時要援護者や男女のニーズの違いのほか、プライバシーの確保

にも十分配慮する。 
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さらに、避難場所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が
続くと見込まれる場合は、当該地域に避難場所を設置・維持することの適否を検討する。 

 
２ 市町の活動 
(1) 避難所の開設 
   市町は、避難が必要になった場合、直ちに避難所を開設し、設置場所等を速やかに住民に周知すると

ともに、円滑な避難生活が行われるように、自主防災組織及び学校等避難施設の管理者の協力を得て、
被災者が必要最低限の避難生活を確保できるよう必要な措置を講じる。 

   また、住民の自主避難にも配慮し、避難所の早期開設を検討する。 
 なお、災害の規模等に鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の
迅速な提供のほか、公営住宅や民間賃貸住宅の空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等によ
り、避難所の早期解消に努めることを基本とする。 

(2) 避難生活及び設置場所 
  ア 避難生活者 

 避難所で避難生活をする者は、災害によって現に被害を受け、又は受ける恐れのある者で、居住す
る場所を確保できない者とする。 

  イ 設置場所 
 市町は、「市町地域防災計画」に定めた場所に避難所を設置する。 
 また、必要に応じて、あらかじめ指定された施設以外の施設等についても安全性を確認のうえ、管
理者の同意を得て避難場所として活用する。 
 なお、設置場所としては、次の場所が考えられる。 
(ｱ) 高潮や山・崖崩れ、浸水等の危険のない地域に設置する。 
(ｲ) 避難所の設置にあたっては、避難所の被害状況及び安全性を確認のうえ、避難生活者の人数に応

じて次の順位により設置する。 
① 学校、体育館、公民館等の公共建築物 
② あらかじめ協定した民間の建築物 
③ 広域避難場所、一時避難場所等に設置する小屋又はテント等（自主防災組織等が設置するもの

を含む。） 
   (ｳ) 災害時要援護者については、その状況に応じて収容するための社会福祉施設等の確保や、民間賃

貸住宅、旅館・ホテル等の借り上げを行うほか、心身の状態に配慮した応急仮設住宅の設置を検討
するなど、多様な避難場所の確保に努める。 

(ｴ) 状況に応じ、公的宿泊施設、民間宿泊施設やゴルフ場施設等を確保する。 
(ｵ) 状況に応じ、船舶を宿泊施設として活用する。その場合は、県を経由して四国運輸局愛媛運輸支

局又は愛媛県旅客船協会に船舶のあっせんを要請する。 
(3) 設置期間 
   市町長は、災害情報、降雨等による災害発生の危険性、住宅の応急修理の状況及び応急仮設住宅の建

築状況等を勘案し、県と協議して設置期間を決める｡ 
(4) 避難所の運営 

ア 市町は、自主防災組織や学校等避難所施設の管理者の協力を得て避難所を運営する。その際、役割
分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的
な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

イ 避難所には避難所等の運営を行うために必要な市町職員を配置する。また避難所の安全の確保と秩
序の維持のため、必要により警察官の配置を要請する。 

ウ 避難生活の運営に当っては、災害時要援護者等に配慮する。 
エ 自主防災組織は、避難所の運営に関して市町に協力するとともに、相互扶助の精神により役割を分

担するなど、自主的に秩序ある避難生活を送るように努める。 
オ 市町は、災害時要援護者の保健福祉に対する要望を把握し、介護職員等の応援受入も図りながら保

健福祉サービスの提供に努めるとともに、避難生活が困難な場合は災害時要援護者の社会福祉施設等
への移送に努める。 

カ 市町は、避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めるものとする。そ
のため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 
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キ 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯
等の頻度、医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要
性、慢性疾患用医薬品等の服薬状況、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健
康状態や避難場所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 

ク 市町は、避難生活等に関する相談窓口の開設又は巡回相談等を実施する。 
ケ 避難場所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等
に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性によ
る配布、避難場所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営
に努める。 

コ 市町は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅や空き家
等利用可能な既存住宅のあっせん等による、避難場所の早期解消に努める。 

サ 保健師等による巡回健康相談等を実施し、避難住民の健康管理（メンタルヘルスを含む）を行う。
特に、エコノミークラス症候群（深部下肢静脈血栓症）、生活不活発病（廃用症候群）、疲労、ストレ
ス緩和、高齢者虐待の防止等について配慮する。 

 
３ 県の活動 
  県災害対策本部又は県災害警戒本部は、市町の報告により、避難所の開設状況を把握しておくとともに、
男女のニーズの違い等に配慮しながら、必要に応じて野外収容施設の資機材の調達や設置、緊急援護物資
の供給にあたる。 

  また、被害の様相が深刻で、被災市町に避難所を設置することができないとき、又は市町に適当な建物
若しくは場所がない場合、県は関係市町と協議し、隣接市町に被災住民の収容を委託するほか、隣接市町
の建物若しくは土地を借上げて避難所を設置する。 

  避難所に収容された被災者のうち、住家が滅失して他に居住する住家がなく、自己の資力では新たに住
宅を確保することができない者に対しては、県が応急仮設住宅を設置し供与する。 

  さらに、県は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、区域外への広域的な避
難及び避難場所、応急住宅等への収容の必要があると判断した場合には、四国４県、中四国９県及び全国
都道府県との広域応援協定に基づき各県に支援を要請するほか、必要に応じて国に支援を要請し、国が作
成する広域的避難収容実施計画に基づき適切な広域的避難収容活動を実施する。 

 
３－６－５ 避難所への市町職員等の配置 
 
 市町が設定した避難場所(一時避難場所及び広域避難場所)には、避難誘導、情報伝達、応急救護のため市
町職員（消防職員、消防団員を含む。）を配置する。また、必要により警察官の配置を要請する。 
 
３－６－６ 避難場所における市町職員等の役割 
 
１ 市町職員 
  避難所に配置された市町職員は、自主防災組織等の協力を得て次の事項を行う。 
(1) 被災者の収容 
(2) 被災者に対する食料、飲料水の配給 
(3) 被災者に対する生活必需品の供給 
(4) 負傷者に対する医療救護 
(5) 高潮・火災等の危険状況の確認及び避難した者への情報伝達 
(6) 避難した者の掌握 
(7) 状況に応じ、避難した者への帰宅の指示、保護者への引き渡し又は避難所への収容 
 
２ 避難場所の所有者又は管理者 
  市町が設定した避難場所を所有し又は管理する者は、避難場所の開設及び避難した住民に対する応急の
救護に協力する。 

 
３－６－７ 学校における災害応急対策 
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  学校における災害は、いつ、どこで発生するか分からないことから、不測の事態に際しても、万全の対
応策がとれるよう、日頃から教職員全員が危機管理意識をもって、備えをしておくことが重要である。 

  このため、「愛媛県学校安全の手引き」（県教育委員会編）に基づき、安全教育を計画的に実施していく
とともに災害発生時の対応策を、日頃から定めておく。また、避難所を指定する市町や自主防災組織の指
導・協力を得て、事前に学校の役割分担を協議しておく。 
(1) 危機管理マニュアルの作成 
(2) 災害対応に関する教職員の共通理解の促進 
(3) 保護者、地域、関係機関との連携 
(4) 防災上必要な設備等の整備及び点検 
(5) 災害発生時の連絡体制の確立と周知 
(6) 適切な応急手当のための準備 
(7) 緊急避難場所の確認 
(8) 登校・下校対策 
(9) 学校待機の基準と引渡しの方法 
以上の項目の他、特別支援教育諸学校については、その特殊性に配慮する。 

 
３－６－８ 避難状況の報告  
 
 市町災害対策本部は、避難所を開設した場合、速やかに住民に周知するとともに、県災害対策本部又は災
害警戒本部（地方本部又は支部経由）をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡を行う。 
 また、避難所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難場所で生活せず食事のみ
受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め，国等への報告を行うものとする。その際、民生委
員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、災害時要援護者の居場所や安否の確認に努
め、把握した情報について、市町に提供する。 
 さらに、災害の規模等により必要があるときは、緊急援護物資の供給等を県災害対策本部（県災害警戒本
部）に依頼する。 
 
  ※資料 １ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書  （資料編１２－４） 
      ２ 市町避難所総括表                 （資料編１２－５） 

３ 都市公園現況表                  （資料編１２－６） 
４ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定 （資料編１７－１） 
５ 中国・四国広域応援協定              （資料編１７－４） 
６ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（資料編１７－５） 
７ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間     （資料編１３－３） 
８ 緊急援護物資                   （資料編１０－１） 
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第７章 緊急輸送活動  
【交通対策課、危機管理課、産業政策課、経営支援課、漁港課、港湾海岸課、道

路維持課、自衛隊】 
 
 緊急輸送の実施にあたっては、県民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを原則とし、
被災者の避難及び災害応急対策等の実施に必要な要員及び物資の輸送を応急復旧の各段階に応じて迅速、的
確に行う。 
 県内で輸送手段等の調整ができないときは、国又は災害時における応援協定を締結している各県に協力を
要請する。 
 
３－７－１ 実施機関 
 
 被災者や災害応急対策用員の移送及び災害救助応急対策用資機材の輸送は、それぞれの機関において行う。 
 ただし、実施機関において処理できないときは、市町災害対策本部にあっては、県地方本部又は支部を通
じ、車両、その他の確保又は輸送移送について、県災害対策本部（災害警戒本部）に対し応援等の要請を行
う。要請を受けた県災害対策本部（災害警戒本部）は、関係機関に連絡して処置する。 
 
３－７－２ 県の活動  
 
１ 緊急輸送の対象 
  緊急輸送の対象とする人員、物資等は、次のものである。 
(1) 災害応急対策要員として配備される者、又は配置替えされる者 
(2) 医療（助産）救護を必要とする者 
(3) 医療品、医療資機材 
(4) 食料、飲料水等の救護用物資 
(5) 応急復旧資機材 
(6) 公共施設、生活関連施設等の災害防止用及び応急復旧用資機材 
(7) その他知事が必要と認めるもの 
 
２ 緊急輸送の段階別対応 
(1) 第一段階（被災直後） 

 自衛隊のヘリコプターによる輸送支援を中心に次の輸送を行う。 
ア 災害応急対策要員及び災害応急対策に必要な医療従事者又は医療品等 
イ 無線中継基地、無線局の点検・保守のために必要な人員及び資機材 
ウ 災害の拡大を防止するための人員及び資機材 
エ ヘリコプターの燃料 

(2) 第二段階（被災後１日～６日程度の間） 
 ヘリコプター、航空機、船舶及び輸送可能な道路を利用して次の輸送を行う。 
ア 第一段階の輸送の続行 
イ 緊急処置を必要とする患者等 
ウ 食料等生命の維持に必要な緊急物資 
エ 輸送道路確保のための必要な人員及び資機材 
オ 旅行者等 

(3) 第三段階（被災後７日間程度以降） 
 陸上及び海上の輸送を中心に次の輸送を実施する。なお陸上交通が不可能な地域に対しては空中輸送
を継続する。 
ア 災害復旧に必要な人員、資機材 
イ 生活必需品 

 
３ 緊急輸送体制の確立  
  輸送施設や交通施設の被害状況及び復旧状況のほか、人員、機材、燃料の確保状況、必要輸送物資の量
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等を勘案し、状況に応じた緊急輸送体制を確立し、緊急輸送計画を作成する。 
(1) 陸上輸送体制 

ア 陸上輸送道路の確保 
(ｱ) 道路管理者、警察及び自衛隊は、連携して、道路施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に

必要な情報を把握するとともに、災害対策本部に連絡する。 
(ｲ) 災害対策本部長（災害警戒本部長）は、道路施設被害等の情報に基づき緊急輸送ルートを選定す

る。 
(ｳ) 道路管理者、警察及び自衛隊は、連携して選定された緊急輸送ルートの確保に努める。 
 (ｴ) あらかじめ指定している緊急輸送道路の確保を最優先に、応急復旧や代替道路の設定等を実施す

る。 
イ 輸送手段の確保 
  災害発生時に伴い、県が緊急に自動車等の必要が生じた場合は、自衛隊、四国運輸局愛媛運輸支局

及び防災関係機関等の協力を得て、調達、あっせんをする。 
ウ 協力機関 
 (ｱ) 愛媛県バス協会、愛媛県ハイヤー・タクシー協会 
   愛媛県バス協会、愛媛県ハイヤー・タクシー協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把

握するとともに、被災者移送等の必要が生じたときは、県の要請に基づき乗合乗用自動車等の供給
に協力する。 

 (ｲ) 愛媛県トラック協会 
   愛媛県トラック協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把握するとともに、災害発生時

に被災者、物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間に締結した協定に基づき貨物自動車等の
供給に協力する。 

(ｳ) 愛媛県レンタカー協会 
   愛媛県レンタカー協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把握するとともに、災害発生

時に応急対策実施のために自動車等の必要が生じたときは、県との間に締結した協定に基づき自動
車等の供給に協力する。 

 (ｴ) 鉄道会社 
   鉄道会社は、災害発生時に被災者、救援物資並びに復旧用資機材等の必要が生じたときは、県の

要請に基づき、車両等の供給に協力する。 
エ 集積所及び要員の確保 
 (ｱ) 地方本部（支部）、市町ごとの物資集積所は緊急輸送計画により別に定める。 
 (ｲ) 物資拠点施設として民間施設の利用を図り、物資の集積配分業務を円滑に行うため、災害時応援

協定を締結している愛媛県トラック協会や倉庫業者へ物流専門家の派遣を要請するとともに、必要
に応じ物資の集積場所に県職員を派遣する。 

     また、訓練を通じて保管・搬出管理等の実効性を高めるものとする。 
(2) 海上輸送体制 

ア 海上輸送路の確保 
(ｱ) 港湾及び漁港の管理者、市町、自衛隊並びに海上保安部は、連携して利用可能な航路、港湾等の

施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に必要な情報を把握するとともに、災害対策本部に連
絡する。 

(ｲ) 災害対策本部長（災害警戒本部長）は、港湾施設の被害等の情報に基づき海上輸送ルートを定め
る。 

(ｳ) 港湾及び漁港の管理者、自衛隊並びに海上保安部は、連携して定められた海上輸送ルートの確保
に努める。 

イ 輸送手段の確保 
  災害発生時に伴い、県が緊急に船舶等の必要が生じた場合は、自衛隊、海上保安部、四国運輸局愛
媛運輸支局及び防災関係機関等の協力を得て、調達、あっせんをする。 

ウ 協力機関 
 (ｱ) 愛媛県旅客船協会 

 愛媛県旅客船協会は、災害発生時に被災者、救援物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間
に締結した協定に基づき、旅客船等の供給に協力する。 
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 (ｲ) 愛媛内航海運組合連合会 
   愛媛内航海運組合連合会は、災害発生時に救援物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間に

締結した協定に基づき、貨物船等の供給に協力する。 
エ 集積場所及び要員の確保 
 (ｱ) 港湾及び漁港の管理者は、港湾・漁港施設、公共用地等を利用して物資の集積場所を確保する。 
 (ｲ) 物資の集積配分業務を円滑に行うため、必要に応じ物資の集積場所に県職員を派遣する。 

(3) 航空輸送体制 
ア 航空輸送施設の確保 
(ｱ) 災害対策本部（災害警戒本部）は、航空緊急輸送計画を作成するため、自衛隊に要請し松山駐屯

地の利用可能状況を把握する。 
(ｲ) ヘリコプターの離着陸は、あらかじめ定めたヘリポートで行うことを原則とする。 
(ｳ) 地方本部（支部）及び消防防災航空隊は、市町を通じ、あらかじめ定めたヘリポートの使用可能

状況を把握し、災害対策本部（災害警戒本部）に報告する。 
(ｴ) 一時に多量の緊急物資の輸送が必要になった場合は、自衛隊に空中投下による輸送を依頼する。 
 なお、投下場所の選定、安全の確保についてはその都度定める。 

  イ 輸送の手段 
  緊急輸送は、自衛隊等の協力を得て次の航空機により行う。 
 (ｱ) 自衛隊の航空機 
 (ｲ) 県及び県警察のヘリコプター 

  ウ 集積場所及び要員の確保 
   自衛隊との事前の協議に基づき、松山駐屯地内に集積場所を設けるとともに、必要に応じ、連絡

調整に当るため、県職員を派遣する。 
(4) 燃料確保対策 

ア 自動車、船舶の燃料 
(ｱ) 県有車両、県有船舶の燃料、その他県の災害応急対策を実施するため必要な燃料については、あ

らかじめ業者等と締結した協定等に基づき確保に努める。 
(ｲ) 必要に応じ燃料の緊急輸送を行う。 
イ 航空機の燃料 
  県の所有する消防防災ヘリコプター及び他県からの応援ヘリコプターの災害応急対策活動等のため
必要な燃料については、あらかじめ業者等と締結した協定に基づき確保に努める。 

(5) 輸送の調整等 
 市町及び防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要があるときは災害対策本部（災
害警戒本部）において調整を行う。 
 この場合、次により調整することを原則とする。 
 第１順位 県民の生命の安全を確保するために必要な輸送 
 第２順位 災害の拡大防止のために必要な輸送 
 第３順位 災害応急対策のために必要な輸送 

 
３－７－３ 従事命令等による輸送の確保  
 
 知事は、災害応急対策上必要な資機材等を緊急に輸送する必要があると認める場合は、災害対策基本法第
71 条による従事命令を執行して輸送業者を輸送業務に従事させ、輸送の万全を期する。 
県は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は

指定地方公共機関に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場所又は期日を示して、当該災害応急
対策の実施に必要な物資又は資材の運送を要請する。その際、運送事業者である指定公共機関又は指定地方
公共機関が正当な理由が無いのに前述の要請に応じないときは、災害応急対策の実施のために特に必要があ
るときに限り、当該機関に対し、当該災害応急対策の実施に必要な物資又は資材の運送を行うべきことを指
示する。 
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３－７－４ 市町及び関係機関の活動 
 
１ 市町 
  災害応急対策を実施するため必要な緊急輸送は、原則として市町が行う。 
(1) 市町は、運送業者とあらかじめ緊急輸送に関する協定の締結などにより、災害時における輸送車両等

の運用計画または調達計画を定めるとともに、車両や燃料等の調達先を明確にして、人員及び物資等の
輸送手段を確保する。 

(2) 市町は、緊急輸送の応援が特に必要であるときは、次の事項を明示して、県に対し調達、あっせんを
要請する。 

  ア 輸送区間及び借上げ期間 
  イ 輸送人員又は輸送量 
  ウ 車両等の種類及び台数 
  エ 集結場所及び日時 
(3) 緊急輸送の方針、輸送する人員、物資及び輸送体制については県に準ずる。 
(4) 市町は、管内のヘリポートの緊急点検及び保守管理を行い、使用可能状況を県に報告する。 
(5) 市町は孤立が想定される地区を中心に臨時ヘリポートの確保に努める。 
 
２ 防災関係機関 
(1) 防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行うが、

特に必要な場合は、県災害対策本部（県災害警戒本部）に必要な措置を要請する。 
(2) 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、県から災害応急対策の実施に必要な物資又

は資材の運送の要請があった場合は、資機材の故障等により当該運送を行うことができない場合、安全
でない状況にある場合等、要請に応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合を除き、当該物資の
輸送を行う。また、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、運送の要請等に対応でき
るように、防災業務計画等において、物資等の緊急運送に関する計画をあらかじめ定めておく。 

 
３ 四国運輸局の緊急輸送 
  四国運輸局愛媛運輸支局は、緊急輸送の要請を受けた場合、関係協会及び支局の管轄地域事業者と迅速
な連絡をとり、緊急輸送に使用しうる自動車の出動可能台数等の確認を行う。次いで速やかに関係事業者
に出動できるよう体制を整えさせる。 

 
  ※資料 １ 災害対策自動車班編成表             （資料編１１－ ２） 

２ 自動車出勤計画表                （資料編１１－ ３） 
３ 海上物資輸送計画                （資料編１１－ ５） 

      ４ 海上人員輸送計画                （資料編１１－ ６） 
５ 災害時における物資等の輸送に関する協定     （資料編１１－１７） 
６ 災害時の船舶による輸送等に関する協定（物資）  （資料編１１－１８） 
７ 災害時の船舶による輸送等に関する協定（人員等） （資料編１１－１９） 
８ 災害時の人員等の輸送に関する協定        （資料編１１－２０、２１） 
９ 災害時における物資等の輸送に関する協定     （資料編１１－２２） 

１０ 災害時の道路障害物の除去に関する覚書      （資料編１１－２３） 
１１ 災害時の船舶による警備部隊等の輸送に関する協定 （資料編１１－２４） 
１２ 災害時における自動車等の提供に関する協定    （資料編１１－２５、２６） 
１３ 愛媛県内飛行場外臨時離着陸場一覧表       （資料編１６－ ６） 
１４ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表          （資料編１６－ ７） 
１５ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定  （資料編１６－ ８） 
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第８章 交通応急対策 
【危機管理課、漁港課、港湾海岸課、道路維持課、警察本部、海上保安部】 

 
 災害時に交通の混乱を防止し、災害応急対策に従事する人員及び資機材等の緊急輸送を円滑に行うため、
必要に応じ交通規制を実施するなど陸上交通の確保に努める。 
 また、海上においても、応急対策遂行のため、航路障害の除去及び必要に応じて船舶交通の規制を行う。 
 
３－８－１ 陸上交通 
 
１ 交通規制措置 
  災害により道路損壊等が発生し、又は予想される場合、被災地における災害警備活動の円滑な推進を図
るため、公安委員会、警察本部、各警察署及び道路管理者等は、緊密な連携のもと被災地域及びその周辺
地域において、速やかに車両等の通行禁止、制限及び迂回道路の設定、誘導等の交通規制措置をとる。 

 
２ 実施機関 
(1) 道路管理者 
  ア 道路の損壊、決壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合 
  イ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合 
(2) 公安委員会、警察本部、各警察署 
  ア 災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるとき 
  イ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるとき 
  ウ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により、道路において交通の危険が生ずる恐れがある場合 
(3) 港湾及び漁港管理者 
  ア 臨港道路の使用に関し必要な規制 
 
３ 陸上交通確保の基本方針 
 (1) 公安委員会は、緊急輸送道路について優先的にその機能を確保するため、原則として一般車両の通行

を禁止又は制限する。 
 (2) 公安委員会は、被災地域での一般車両の走行及び被災地への流入を原則として禁止する。 
 (3) 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、道路啓開等を行い、道路機能

の確保に努める。 
   また、道路の破損、決壊、その他の事由により二次災害の発生や交通が危険であると認められる場合

は、二次災害の防止に努めるとともに、区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限する。 
   この場合、通行の禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設ける。 
 (4) 公安委員会及び道路管理者は、相互に連絡を保ち、交通規制の適切な運用を図る。 
(5) 道路管理者は、道路の通行規制が行われている場合は、道路利用者に対して道路情報提供装置等を活

用し、リアルタイムでの情報提供に努める。 
 
４ 緊急交通路確保のための交通規制 
(1) 緊急輸送道路の選定 
   知事は、道路被害状況の調査結果に基づいて、県警察及び道路管理者と協議し、緊急輸送にあてる道

路を選定する。 
   この場合、県警察は、主要交差点等を中心とする交通要所に警察官等を配置し、交通整理、指導及び

広報を行う。 
(2) 交通規制の実施 
   公安委員会は、緊急交通路の円滑な運行を図るため、交通要点において緊急通行車両以外の車両の通

行を禁止する。この場合、当該区域内に在る者に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必
要事項を周知させる措置をとる。 

   また、県警察は、交通規制にあたって道路管理者等関係機関と相互に緊密な連携を保つとともに、交
通規制を円滑に行うために、必要に応じて「愛媛県警備業協会」との協定に基づき、交通誘導の実施等
を要請する。 
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(3) 路上放置車両等に対する措置 
  ア 県警察 
   県警察は、緊急交通路を確保するため、必要な場合には、放置車両の撤去や警察車両による緊急通

行車両の先導等を行うとともに、緊急通行車両の円滑な運行を確保するため、必要に応じて、運転者
等に対し、車両移動等の措置命令等を行う。 

  イ 自衛隊 
   災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、定められた通行禁止区域等において、警察官がその場に

いない場合に限り、自衛隊緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命じ、又は、自ら
当該措置をとる。 

  ウ 消防吏員 
   消防吏員は、定められた通行禁止区域等において、警察官がその場にいない場合に限り、消防用緊

急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命じ、又は、自ら当該措置をとる。 
 
５ 交通規制実施後の広報 
  警察本部、各警察署は、交通規制を実施した場合、警察庁、管区警察局、日本道路交通センター、交通
管制センター、報道機関等を通じ交通規制の内容等を住民に広く周知し、秩序ある交通を確保する。 

 
６ 道路交通確保の措置 
(1) 道路交通確保の実施体制 
   道路管理者、公安委員会等は、他の防災機関及び地域住民等の協力を得て道路交通の確保を行う。 
(2) 道路施設の復旧 
   道路管理者は、早急に被害状況を把握し、（社）愛媛県建設業協会等の協力を得て、道路啓開等に必

要な人員、資機材等の確保に努め、被害状況に応じた効果的な復旧を行う。 
   なお、この場合、緊急輸送にあてる道路を優先して行う。 
(3) 交通安全施設の復旧 
   公安委員会は、緊急輸送道路の信号機等、輸送に必要な施設を最優先して交通安全施設の応急復旧を

行う。 
(4) 警察官等の措置命令 

ア 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに
より、災害応急対策の実施に著しい支障が生じる恐れがあると認めるときは、当該車両その他の物件
の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命じること
ができる。 

イ アによる措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が現場
にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとる
ことができる。また、この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、
車両その他の物件を破損することができる。 

ウ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第 83 条第２項の規定により派遣を命
ぜられた当該自衛官は、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを
命じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

エ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員は、消防用緊急通行車両の円滑な通行
を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

 
７ 緊急通行車両の確認等 
(1) 緊急通行車両の標章及び証明書の交付 
  ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し当該車両が緊急通行車両であることの確認を求める。 
  イ 知事又は公安委員会は、当該車両が緊急通行車両であることを確認したときは、当該車両の使用者

に対し災害対策基本法施行規則第６条に規定する標章及び証明書を交付する。 
(2) 緊急通行車両の確認事務 
  ア 災害対策基本法施行令第33条に基づく確認事務について、知事に対しては危機管理課、公安委員会

に対しては警察本部交通規制課及び各警察署交通課において行う。 
  イ 確認の手続きの効率化・簡略化を図り、かつ、緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、緊急通
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行車両については、事前に必要事項の届出をすることができる。事前届出及び確認の手続きについて
は、別に定める。 

 
８ 鉄道確保の措置 
  鉄道事業者は、崩土、線路の流失陥没、路盤の破壊等応急復旧を要する被害が発生した場合は、防災関
係機関等の協力を得て、輸送の緊急度に応じ崩土除去、路盤の復旧並びに仮線路、仮橋の架設等応急工事
を行う。 

 
３－８－２ 海上交通  
 
１ 海上交通の規制 
(1) 海上保安部等は、海難船舶、危険物の流出域、損壊した係留施設・海上構造物及び流出した船舶、木

材等で船舶交通に支障がある場合は、その範囲、日時を定めて船舶の交通を制限し又は禁止する。 
(2) 海上保安部等は、海難船舶、漂流物又は沈没した物件等が船舶交通に障害となる場合には、これらの

所有者に除去を命じ又は勧告を行う。 
(3) 海上保安部等は、船舶交通の安全を図るため、必要に応じ船舶交通の整理・指導を行う。 
 
２ 海上交通確保の措置 
(1) 海上交通の整理 
   県は、海上保安部等防災関係機関と相互に連携し、県内の海上交通確保について必要な輸送道路の選

定等の調整を行う。 
(2) 港湾施設等の応急措置 
   港湾及び漁港の管理者は、管理する港湾や漁港について障害物の除去、応急修理等輸送確保のための

応急処置を講じる。 
(3) 海上保安部は、警報の伝達、海洋汚染の防除、危険物取扱の規制、火災・海難等への適切な措置を講

じる。 
(4) 海上保安部等は、水路の水深に異常が生じたときは、必要に応じ測量を行い、標識を設置する等船舶

交通の安全を確保する。 
(5) 海上保安部等は、航路標識が損壊又は流出したときは速やかに復旧に努める他必要な応急措置を講じ

る。 
(6) 海上自衛隊等に対する支援要請 
   知事は、市町又は港湾及び漁港の管理者から、油の流出による火災の鎮圧、水路確保のための措置の

実施等、海上交通の確保のため必要な措置の実施について、応援要請があったときは、海上自衛隊及び
海上保安部に対し応援を要請する。 

 
 ※資料 １ 災害時における交通誘導及び地域の安全の確保等の業務に関する協定（資料編１１－１６） 
     ２ 緊急通行車両の標章並びに通行証                （資料編１１－ ４） 

３ 大規模災害発生時における相互協力に関する協定         （資料編１１－２７） 
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第９章 孤立地区に対する支援活動 【消防防災安全課、危機管理課】 
 
県及び市町は、孤立地区が発生した場合、まず集落との連絡手段を早期に確保し、負傷者の緊急搬送に備

えるとともに、被災状況等を把握のうえ、住民の集団避難、支援物資の搬送など必要な対策を行う。 
 
３－９－１ 県の活動 
 
 県は、孤立地区に対し、市町ほか関係機関と連携し次の措置を行う。 
(1) 県防災ヘリコプター等による情報収集、救出、物資輸送 
(2) 自衛隊、県警察本部等への航空偵察の要請 
(3) 緊急支援物資の確保・あっせん 
 
３－９－２ 市町の活動 
 
 市町は、孤立地区に対し、次の措置を行う。 
(1) 孤立地域の把握  
(2) 衛星携帯電話等による外部との通信手段の確保 
(3) 緊急救出手段の確保（ヘリコプター・バイク・船舶） 
(4) 集団避難の勧告・指示の検討 
(5) 住民不在地域における防犯パトロールの強化 
(6) 緊急支援物資の確保・搬送 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

第１０章 消防活動 【消防防災安全課】 
 
 火災は一旦大規模化すると、極めて大きな被害となることが予想されるため、住民や自主防災組織、事業
所等も出火防止と初期消火に努めるとともに、県、市町、消防機関は、他の機関等との連携を図りながら、
その全機能をあげて消火活動や人命救助活動等に取り組む。 
 
３－１０－１ 消防活動の基本方針 
 
 火災は、発生時期及び時刻、気象条件、地域の人口密度、消防力の配備状況等により被害の様相が異なる
ため、臨機応変な応急対策をとる必要があるが、火災による被害を最小限にくい止めるため、市町は、消防
本部及び消防団の全機能をあげて、次の基本方針により消防活動を行う。 
 
１ 出火防止活動及び初期消火の徹底 
  住民、自主防災組織及び事業所等は、自らの生命及び財産を守るため、出火防止活動及び初期消火に努
めるとともに、協力して可能な限り消火活動を行い、火災の拡大を防止する。特に危険物等を取り扱う事
業所においては、二次災害の防止に努める。 

 
２ 人命救助の最優先 
  消防署及び消防団は、市町消防計画の定めるところにより、人命救助を最優先にした消防活動を行う。 
 
３－１０－２ 消防機関の活動 
 
１ 消防本部の活動 
  消防本部の長は、消防署（所）及び消防団を指揮し、火災に関する情報を迅速かつ正確に収集し、消防
活動及び救急救助活動の基本方針に基づき、次の活動を行う。 

(1) 火災発生状況等の把握 
   管内の消防活動等に関する次の情報を収集し、市町災害対策本部及び警察署と相互に連絡を行う。 
   ア 延焼火災の状況 
   イ 自主防災組織の活動状況 
   ウ 消防ポンプ自動車等の通行可能道路 
  エ 消防ポンプ自動車その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利などの使用可能状況 
   オ 要救助者の状況 
   カ 医療機関の被災状況 
(2) 消防活動の留意事項 
   次の事項に留意して消防活動を行う。 
   ア 同時多発火災が発生している地域では、住民の避難誘導を直ちに開始し、必要に応じ避難路の確保

等人命の安全を最優先した消防活動を行う。 
   イ 危険物の漏えい等により災害が拡大し、又はその恐れがある地域では、住民の立入りを禁止し、避

難誘導等の安全措置をとる。 
   ウ 同時多発火災が発生し、多数の消防隊を必要とする場合は、人口密集地及びその地域に面する部分

の消火活動を優先し、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防活動にあたる。 
   エ 救護活動の拠点となる病院、避難施設、幹線避難路及び防災活動の拠点となる施設等の消防活動を

優先して行う。 
   オ 延焼火災の少ない地域では、集中的な消防活動を実施し、安全地区を確保する。 
   カ 住民及び自主防災組織等が実施する消火活動との連携、指導に努める。 
 
２ 消防団の活動 
  消防団は、火災が発生した場合、原則として消防本部の長の指揮下にはいり、消防隊と協力して次の消
防活動を行う。ただし、消防隊が出動不能又は困難な地域では、消防団長の指揮のもと消火活動等を行う。 

(1) 消火活動 
   幹線避難路確保のための消火活動等人命の安全確保を最優先に行う。 
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(2) 避難誘導 
   避難の指示・勧告が出された場合に、これを住民に伝達し、関係機関と連絡をとりながら住民を安全

な場所に避難させる。 
(3) 救急救助活動 
   消防本部による活動を補佐し、要救助者の救助救出と負傷者に対する止血その他の応急処置を行い、

安全な場所へ搬送を行う。 
 
３－１０－３ 消防活動の応援要請 
 
１ 県内の消防応援 
  市町長又は消防長は、火災が発生し、被災地の消防機関の消防力のみでは火災の防御が困難な場合、又
は困難が予想される規模の場合は、火災の態様、動向等を的確に判断し、速やかに県内の他の消防機関に
対して、消防応援協定に基づく応援要請（消防組織法第 39 条）を行う。 

  なお、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づく応援要請等については、「愛媛県消防広域相互応援計
画」の定めるところによる。 

  また、火災が発生し、市町長又は消防長が必要と判断した場合は、「愛媛県消防防災ヘリコプターの支
援に関する協定」に基づき、愛媛県防災航空事務所に対してヘリの緊急出動を要請する。 

 
２ 緊急消防援助隊 
  知事は、災害の状況により消防の広域応援の必要があると認めるときは､消防組織法第 44 条の規定に基
づき、次の事項を明らかにして、消防庁長官に対し緊急消防援助隊の応援出動等の措置を要請する。 

  なお、緊急消防援助隊の応援要請等については、「愛媛県緊急消防援助隊受援計画」の定めるところに
よる。 

(1) 災害の状況及び応援要請の理由 
(2) 応援要請を行う部隊と人員、装備、資機材等 
(3) 応援部隊の進入経路及び集結場所 
(4) 指揮体制及び無線運用体制 
(5) その他必要事項 
 

      区 分 
 回線別 

平日（9:30～18:15） 
総務省消防庁応急対策室 

左記以外 
総務省消防庁宿直室 

電 話  ０３－５２５３－７５２７  ０３－５２５３－７７７７ 
ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ  ０３－５２５３－７５３７  ０３－５２５３－７５５３ 
電 話  ６３－９０－４９０１３  ６３－９０－４９１０２ 

消防防災無線 
ＦＡＸ  ６３－９０－４９０３３  ６３－９０－４９０３６ 
電 話  ６４－０４８－５００－９０－４９０１３  ６４－０４８－５００－９０－４９１０２ 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ  ６４－０４８－５００－９０－４９０３３  ６４－０４８－５００－９０－４９０３６ 
 
３－１０－４ 事業所の活動 
 
１ 火災予防措置 
  火気の消火及び危険物、高圧ガス等の供給の遮断確認及び危険物、ガス、毒劇物等の流出等異常発生の
有無の点検を行い、必要な防災措置を講じる。 

 
２ 火災が発生した場合の措置 
(1) 自衛防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 
(2) 必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 
 
３ 火災拡大防止措置 
  危険物等を取り扱う事業所においては、異常事態が発生し火災が拡大する恐れのあるときは、次の措置
を講じる。 
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(1) 周辺地域の居住者等に対し避難など必要な行動をとるうえで必要な情報を提供する。 
(2) 警察、最寄りの消防機関等に電話又はかけつける等可能な手段により直ちに通報する。 
(3) 事業所内への立入り禁止、避難誘導等必要な防災措置を講じる。 
 
３－１０－５ 自主防災組織の活動 
 
１ 初期消火活動 
  火災が発生したときは、消火器、可搬消防ポンプ等を活用して初期消火に努める。 
 
２ 消防隊への協力 
  消防隊（消防本部、消防団）が到着した場合は、消防隊の長の指揮に従う。 
 
３－１０－６ 県民の活動 
 
 火災が発生した場合は、家庭用消火器や風呂のくみおきの水等で可能な限り初期消火活動を行う。 
また、地域における相互扶助活動により、災害時要援護者等の救助・救出を行う。 
 

 
  ※資料 １ 愛媛県消防広域相互応援協定書  （資料編４－２） 

２ 愛媛県消防広域相互応援計画   （資料編４－３） 
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第１１章 水防活動 【河川課】 
 
 洪水や高潮による水災を警戒し、防御するなど万全の水防体制を確立して、被害の軽減を図る。 
 
３－１１－１ 水防組織 
 
 水防活動のための水防組織並びに水防活動の具体的内容については、県及び市町の水防計画の定めるとこ
ろによるが、その概要は次のとおりである。 
 
１ 県の体制 
  水防法（昭和24年法律第 193号）第１０条の規定により、松山地方気象台又は松山地方気象台と国土交
通省の共同による気象状況の通知を受けて洪水又は高潮等に対する危険があると知事が認めたときは、県
において水防本部を設置し、水防活動を迅速かつ積極的に推進する。 

 
２ 水防本部の組織 

水防本部の編成は次のとおりとし、水防業務の統括処理にあたり本部を県庁（土木部内）におく。 
 

水防本部の組織 

  統監不在のときは、副統監、本部長がそれぞれ代行する。 
  本部長、本部副長、各班長が不在のときは、下位の者がそれぞれ代行する。 
 
３ 市町の水防組織 
(1) 市町の水防組織は、市町水防計画で定める。 

(2) 第一線活動の水防団については、出動準備と出動とに分け、あらかじめその体制を整備し、水防活動
に万全を期するよう努める。 
ア 待  機   水防団の足留を行う体制 

イ 出動準備   水防資器材の整備、点検、水門等開閉の準備と幹部が出動する体制 
ウ 出  動   水防団が出動する体制 
エ 解  除   水防活動終了 

（班長：各課長、各室長）

都 市 整 備 班

建 築 住 宅 班

営 繕 班

　災害対策本部が設置されたときは、水防組織はその
まま災害対策本部の一部に吸収され活動する。都 市 計 画 班

統　　　　　監
（知事）

副　　統　　監
（副知事）

本　　部　　長
（土木部長）

本 部 副 長
土木部各局長

土木部管理局技術監

水
　
防
　
管
　
理
　
者

水
　
　
防
　
　
団

災
　
　
害
　
　
現
　
　
場

高 速 道 路 班

土 木 管 理 班

技 術 企 画 班

用 地 班

河 川 班

水資源対策班

土
　
木
　
事
　
務
　
所

地
　
方
　
局
　
建
　
設
　
部

港 湾 海 岸 班

砂 防 班

道 路 建 設 班

道 路 維 持 班
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３－１１－２ 水防危険箇所 
 
 県の水防計画により重要水防区域を定め、特にその区域の体制強化を図る。 
 
３－１１－３ 水防倉庫及び資器材 
 
１ 県 
  水防管理団体の備蓄水防資器材で、緊急の際に不足するような場合、支援を行うため、県においても資
器材を備蓄し、水防管理者の要請により、地方局建設部長及び土木事務所長が払出す。 

 
２ 水防管理団体 
  水防管理団体は、水防活動に便利な箇所に水防倉庫を設置し、倉庫管理者を定め、必要な資器材を備え
つけるよう努める。 

 
３－１１－４ 水防活動 
 
１ 県  
 (1) 本庁 

 本庁は松山地方気象台及び国土交通省四国地方整備局から水防に関する通知を受けたときは、すみや
かに県防災通信システム（地上系・衛星系）等により関係する地方局建設部、土木事務所及びダム管理
事務所に通知する。 

 (2) 地方局建設部及び土木事務所  
地方局建設部及び土木事務所は、本庁から水防に関する通報連絡又は気象注意報等の連絡を受け必要

と認めるときは、関係の水防管理団体に通知するとともに、情報把握に努め、必要に応じ管内関係機関
に関係事項を連絡する。 
 また、水防管理団体から水防活動について通報連絡を受けたときには、河川課に報告する。 

 
２ 水防管理団体 
  水防管理団体は、県から水防に関する通報を受けたときは、市町水防計画の定めるところによりその状
況に応じ万全の体制を敷くとともに、次の場合、直ちに県に通知する。 

 (1) 水防団（消防団）が水防のために出動したとき 
 (2) 堤防等に異状を発見したとき 
 (3) 水防作業を開始したとき 
 (4) 応援を求める場合 
 (5) 立退避難を指示したとき 
 (6) 水防本部を設置したとき 
 
３ 水防団（消防団）の出動 
  水防管理者は、次に示す基準により、水防団（消防団）の準備又は出動の命令を出し、水防活動を適切
に行わなければならない。 

 (1) 出動準備 
 水防管理者は、次の場合、管内水防団（消防団）に出動準備をさせる。 
ア 河川の水位が水防団待機水位（通報水位）に達し、なお、上昇の恐れがあり、かつ、出動の必要が
予想されるとき 

イ 豪雨等により堤防の決壊、漏水、がけくずれ等の恐れがあり、出動の必要が予想されるとき 
ウ 気象予報、洪水予報、水防警報等により、洪水、高潮等の危険が予想されるとき。 

 (2) 出 動 
   水防管理者は、次の場合、管内水防団（消防団）を出動させる。 

ア 河川の水位がはん濫注意水位（警戒水位）に達したとき 
イ 潮位が異状を示し、高潮の恐れがあるとき 



 110 

ウ 台風が本県若しくはその近くを通過する恐れがあるとき 
エ その他気象予報、洪水予報、水防警報等により水防団の出動を要すると認められたとき 

 
４ 監視及び警戒 
 (1) 常時監視 

 水防管理者は、関係河川、海岸堤防等について常時巡視員を設け、随時分担区域内を巡視させるとと
もに、水防上危険であると認められる箇所があるときは、地方局建設部又は土木事務所へ通知する。 

 (2) 非常警戒 
水防管理者は、水防体制が発動されたときから、重要水防区域の監視及び警戒を厳重にし、既往の被

害箇所その他特に重要な箇所を中心に監視し、異状を発見した場合は、その状況及び見通しを直ちに県
に報告するとともに水防作業を開始する。 

 
５ 水防活動の応援要請 
  水防管理者は、水防上必要があるときは、別途締結している消防応援協定に基づき応援を要請する。 
 
３－１１－５ 水門等の操作及び通報 
 
１ 河川区間の水門等の操作及び通報（洪水） 
 (1) 水門等の管理者は水防上必要な気象等の状況の通知を受けたときは、直ちに水門等の操作責任者に連

絡しなければならない。 
 (2) 水門等の操作責任者は、気象等の状況の通知を受けた後は、水位の変動を監視し、必要な操作を行う

とともに、水門等及び付近に異状を認めたとき、又は操作等に人員を要するときは、直ちに管理者に報
告しなければならない。 

 (3) 水門等の管理者は、毎年出水期に先立ち、操作に支障のないように点検整備を行わなければならない。 
 
２ 河口部・海岸部の水門等の操作及び通報（高潮） 
 (1) 水門、閘門等の管理者は水防上必要な気象等の状況の通知を受けたときは、直ちに水門、閘門等の操

作責任者に連絡しなければならない。 
 (2) 水門、閘門等の操作責任者は、気象等の状況の通知を受けた後は、水位の変動を監視し、必要な操作

を行うとともに、水門、閘門等及び付近に異状を認めたとき、又は操作等に人員を要するときは、直ち
に管理者に報告しなければならない。 

 (3) 水門、閘門等の管理者は、毎年出水期に先立ち、操作に支障のないように点検整備を行わなければな
らない。 

 
  ※資料 １ 重要水防区域総括表     （資料編４－４） 
      ２ 県水防倉庫資器材保有状況  （資料編４－５） 
      ３ 愛媛県消防広域相互応援協定書（資料編４－２）
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第１２章 人命救助活動  
      【消防防災安全課、危機管理課、県警本部、海上保安部、自衛隊】 
 
救出を必要とする負傷者等に対する救助活動は、関係機関が連絡を密にし、特に、発災当初の 72 時間は、

救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人
的・物的資源を優先的に配分し、可能な限り速やかに行う。 
救助・救急活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、消防機関は、必

要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 
市町は、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資器材を有する救助隊の整備を推進するよう努

める。 
 
３－１２－１ 人命救助活動の基本方針  
 
(1) 救出を必要とする負傷者等(以下｢負傷者等｣という｡）に対する救出活動は、市町長が行うことを原則

とする。 
(2) 県、県警察及び自衛隊は、市町長が行う救出活動に協力する。 
(3) 県は、救出活動に関する応援について市町間の総合調整を行う。 
(4) 市町は、当該市町の区域内における関係機関による救出活動について総合調整を行う。 
(5) 自主防災組織や事業所等及び県民は、地域における相互扶助による救出活動を行う。 

 
３－１２－２ 県の活動  
 

 知事は、市町から負傷者等の救出活動について応援を求められ、特に必要があると認めたときは、その状
況に応じ次の措置を講じる。 
(1) 県職員を派遣し救出活動を支援する。 
(2) 他の市町長に対し応援を指示する。 
(3) 自衛隊に対し支援を要請する。 
(4) 救出活動の総合調整を行う。 
 

３－１２－３ 県警察の活動  
 
被害状況に応じて可能な限り警察官を派遣し、災害警備用装備資機材を活用して、負傷者等の救出活動に

あたる。 
 
３－１２－４ 市町の活動  

 
(1) 職員を動員し負傷者等を救出する。 
(2) 市町長は、自ら負傷者等の救出活動を実施することが困難な場合、次の事項を示して知事に対し救出

活動の実施を要請する。また必要に応じ民間団体の協力を求める。 
ア 応援を必要とする理由 
イ 応援を必要とする人員、資機材等 
ウ 応援を必要とする場所 
エ 応援を必要とする期間 
オ その他周囲の状況等応援に関する必要事項 

(3) 市町等は、広域的な応援を必要とする場合には、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、応援要
請を行うものとし、要請を受けた市町等は、必要な応援隊を派遣し、迅速かつ円滑に応援を実施する。 

 
３－１２－５ 消防機関の活動  
 
 消防本部及び消防団は、多数の負傷者の発生に対応するため、住民の協力を確保するとともに、郡市医師
会、日本赤十字社愛媛県支部、警察署との協力体制を整え、的確な人命救出活動にあたる。 
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 また、市町等は、広域的な応援を必要とする場合には、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、応援
要請を行うものとし、要請を受けた市町等は、必要な応援隊を派遣し、迅速かつ円滑に応援を実施する。 
 
３－１２－６ 自主防災組織の活動  
 
１ 救出・救護活動の実施 
  崖崩れや建物の倒壊等により下敷きになった者が発生したときは、救出用資機材を使用して速やかに救
出活動を実施する。 

  また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とする者があるときは、救
護所等へ搬送する。 

 
２ 避難の実施 
  市町長や警察官等から避難の勧告等が出された場合には、住民に対して周知徹底を図るとともに、迅速
かつ的確に避難を行う。 

  避難の実施にあたっては、次の点に留意する。 
(1) 避難誘導責任者は、次のような危険がないかを確認しながら実施する。 
  ア 市街地……………………………火災、落下物、危険物 
  イ 山間部、起伏の多いところ……崖崩れ、地すべり 
  ウ 海岸地域…………………………高潮 
(2) 避難にあたっては、必要最低限のもののみ携帯する。 
(3) 災害時要援護者等の自力で避難することが困難な者に対しては、自主防災組織など地域住民が協力し

て避難させる。 
 
３ 給食・救援物資の配布及びその協力 
  被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊き出しや救援物資の支給が必要とな
るが、これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が不可欠であるため、自主防災組織としても食
料等の配布を行うほか、市町が実施する給水、救援物資の配布活動に協力する。 

 
３－１２－７ 事業所の活動  
 
 事業所の防災組織は、次により自主的に救出活動を行う。 
(1) 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 
(2) 救出活動用資機材を活用し組織的救助活動に努める。 
(3) 事業所の防災組織は、自主防災組織等と相互に連携し地域における救出活動を行う。 
(4) 自主救出活動が困難な場合は、消防機関や警察、海上保安部等に連絡し早期救出を図る。 
(5) 救出活動を行うときは、可能な限り市町や消防機関、警察、海上保安部と連絡をとり、その指導を受

ける。 
 
３－１２－８ 自衛隊の活動  
 
 県の要請に基づき救出活動を実施する｡ 
 
 
  ※資料 １ 愛媛県消防広域相互応援協定書（資料編 ４－ ２） 
      ２ 自衛隊派遣要請計画     （資料編１７－１１） 
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第１３章 死体の捜索・処理・埋葬 
【保健福祉課、医療対策課、薬務衛生課、県警本部】  

 
 県、市町及び関係機関は、死体の捜索処理、埋葬を的確かつ迅速に実施する。 
 
３－１３－１ 県の活動  
 
(1) 市町から要請があったときは、死体の捜索及び処理に必要な要員の派遣、死体処理器具・資材、輸送

車両等の調達又はあっせんを行う。 
(2) 市町から要請があったときは、必要に応じて大規模な死体収容所及び死体検案所を設置する。 
(3) 市町から要請があったときは、死体の処理及び火葬に関して近隣市町及び近隣県に協力を依頼する。

受入れが認められれば、火葬場の受入可能数に応じて調整を行い、被災市町に連絡する。 
 
３－１３－２ 市町の活動  
 
(1) 警察官及び海上保安官の協力を得て、死体の捜索を行う。 
(2) 死体の氏名等の識別を行った後、親族などに引き渡す。相当期間引取り人が判明しない場合は、所持

品等を保管のうえ火葬する。 
(3) 被害現場付近の適当な場所（寺院、公共の建物等）に死体安置所を設置する。 
(4) 引取り人が判明しない焼骨は、納骨堂又は寺院に一時保管を依頼し、引取り人が判明次第、当該引取

り人に引き継ぐ。 
(5) 無縁の焼骨は、納骨堂に収蔵するほか、墓地に埋葬する。 
(6) 市町長は、死体の捜索、処理、火葬及び埋葬について、当該市町のみで対応できないときは、次の事

項を示して県に応援を要請する。 
  ア 捜索、処理、火葬及び埋葬別とそれぞれの対象人員 
  イ 捜索地域 
  ウ 埋葬施設の使用可否 
  エ 必要な輸送車両の数 
  オ 死体処理に必要な器材、資材の品目別数量 
(7) 市町は、災害の状況により必要があるときは、遺体の引渡しが行われた後に、遺体の処理及び火葬を

実施する。 
 
３－１３－３ 県警察の活動  
 
県警察は、県及び市町と協力し、必要に応じて他の都道府県警察に応援を要請するなどして、死体見分要

員・場所等を確保するとともに、医師等との連携に配慮し、迅速かつ的確な死体見分、身元の確認、遺族等
への死体の引渡し等に努める。 
 また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行えるよう、県、市町及び指定公共
機関等と密接に連携する。 
 
３－１３－４ 県民及び自主防災組織の活動  
 
 県民及び自主防災組織は、行方不明者についての情報を市町や警察に提供するよう努める。 
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第１４章 食料及び生活必需品等の確保・供給  
     【交通対策課、県民生活課、危機管理課、経営支援課、農産園芸課、畜産課、 
     日本赤十字社】 
 
県、市町及び関係機関は、被災者の食生活を保護するため、食料や被災者のニーズ等に応じた生活必需品

等の応急供給を行うとともに、炊き出し等を実施する。 
また、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に

留意するとともに、災害時要援護者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 
さらに、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮する。 
あわせて、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域

避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。 
 
３－１４－１ 災害時における応急供給  
 
１ 県の活動 
(1) 知事は､市町から緊急物資の調達又はあっせんの要請があったときは､県が備蓄する緊急援護物資の供

給を行う。また、被災市町からの要求を待っていては被災市町における救難・救助等の応急措置に支障
を来すおそれがあると認められる場合などは、市町の被災状況等に応じ適切にプッシュ型の物資等の供
給の要否を判断する。 

(2) 県は、緊急援護物資によっても不足又は供給が困難な緊急物資について、企業や民間団体との応援協
定などにより調達又はあっせんに努める。 

(3) 緊急物資の調達先は、原則として、あらかじめ協定を締結した緊急物資保有者とする。これによって
も不足するときは、県内の他の緊急物資保有者又は県外の緊急物資保有者から調達する。 

(4) 緊急物資の輸送は事情の許す限り当該物資調達先に依頼する。当該物資調達先に依頼できないときは、
輸送計画の定めるところにより輸送する。 

(5) 災害応急対策が完了するまでの間､必要に応じて協定を締結した緊急物資保有者の緊急物資在庫量の
把握を行う。 

(6) 知事は、調達が困難な緊急物資について、国に対し調達又はあっせんを要請する。 
(7) 必要に応じ保管命令、収用等物資の供給を確保する措置を講じる。 
(8) 知事は、他の都道府県知事とあらかじめ締結した災害時の応援に関する協定に基づき、緊急物資等の

提供及びあっせんを要請する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 食料や生活必需品の非常持出しができない被災住民や旅行者等に対して緊急物資を配分する。 
(2) 市町は、自らの備蓄物資を供給するとともに、あらかじめ供給協定を締結した緊急物資保有者から調

達する。これによって調達できないときは、他の緊急物資保有者から調達するほか、必要に応じ次の事
項を示して県に調達、又はあっせんを要請する。 
ア 調達又はあっせんを必要とする理由 
イ 必要な緊急物資の品目及び数量 
ウ 引き渡しを受ける場所及び引受責任者 
エ 連絡課及び連絡責任者 
オ 荷役作業員の派遣の必要の有無 
カ その他参考となる事項 

(3) 緊急物資の配分に当たっては、事前に地域住民に対し広報を行うとともに、自主防災組織の協力を求
め公平の維持に努める。 

(4) 避難所、その他の要所に自主防災組織の協力を得て、炊き出しの施設を設けるほか、食品提供事業者
の協力を求めて食事の提供を行う。 

 
３ 農林水産省生産局の活動  
(1) 県は、市町からの要請等を踏まえ、政府所有米穀の供給が必要と判断される場合は、農林水産省生

産局（以下「生産局」という。）に連絡及び要請書を提出する。 
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(2) 市町が直接、生産局に連絡した場合は、必ず、都道府県に連絡し、県は生産局に連絡する。 
(3) 生産局は、要請を受け、政府所有米穀を管理する受託事業体及び都道府県と連絡調整を行い、供給

する災害救助用米穀及び引渡方法を決定し、売買契約の締結後、速やかに受託事業体を通じて県に政
府所有米穀を引渡す。 

(4) 民間米については、県・市町から応急用米穀の供給について要請された生産局は、販売事業者の
全国団体と調整の上、対応可能な販売事業者を県・市町へ連絡する。県・市町は、当該販売事業者
に対して売渡しを要請する。 

(5) 農林水産省は、知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、必
要な物資の供給について必要な措置を講ずる。 

 
４ 県民及び自主防災組織の活動 
(1) 食料及び生活必需品等の確保は、家庭及び自主防災組織での備蓄並びに県民相互の助け合いによって

可能な限りまかなうものとし、これによってまかなえない場合は、市町に供給を要請する。 
(2) 自主防災組織は、市町が行う緊急援護物資等の供給の配分に協力する。 
(3) 自主防災組織は必要に応じ炊き出しを行う。 
 
５ 日本赤十字社愛媛県支部の活動 
  日本赤十字社愛媛県支部が備蓄している非常災害用救援物資をあらかじめ定められた配分基準により、

速やかに市町を通じ被災者に分配する。 
 
３－１４－２ 物資の輸送  
 
 物資の輸送手段については、「第７章 緊急輸送活動」に基づき、災害の規模及び発生地域の状況に応じ、
陸上輸送、海上輸送、航空輸送等の方法により、市町の要請を受けた県が四国運輸局愛媛運輸支局等防災関
係機関及び協力団体の協力を得て調達、あっせんを行う。 
 
３－１４－３ 調達救援物資集積場所  
 
 県及び市町は、災害の規模及び発生の地域等の状況に応じ、小、中、高校の講堂や、体育館又は公民館等
を借り上げ、物資の集積及び配分を行う。 
 
３－１４－４ 燃料の供給  
 
１ 県及び市町は、地域別、生産数量及び販売業者予想手持量の把握に努めるとともに、関係機関及び販
売業者と連絡を保ち、必要に応じて供給する。 

   なお、ガス器具等の確保については、大手小売業者との間に締結した協定に基づき要請を行う。 
 ２ 県及び市町は、県や市町の行政庁舎、避難所、病院等、防災対策上特に重要な施設、または、災害応

急車両への燃料の安定供給体制の整備に努める。 
 
３－１４－５ 家畜飼料の供給  
 
 県内の飼料取扱業者を通じて供給、あっせんする。 
 
 
  ※資料 １ 緊急援護物資                  （資料編１０－ １） 

２ 緊急援護物資管理及び輸送体制          （資料編１０－ ２） 
３ 市町備蓄物資一覧表               （資料編１０－ ３） 
４ 砂糖卸売業者一覧表               （資料編１０－ ４） 
５ 家畜飼料の取扱業者一覧表            （資料編１０－ ５） 
６ 米穀の調達に関する協定書            （資料編１０－ ６） 
７ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定     （資料編１０－ ７） 
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      ８ 災害時における自動車等の燃料の調達に関する協定 （資料編１０－ ８） 
      ９ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定  （資料編１０－ ９）  
     １０ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定  （資料編１０－１０） 
     １１ 災害時における物資供給に関する協定書      （資料編１０－１１） 
     １２ 災害時における食料（パン）の調達に関する協定  （資料編１０－１２） 
     １３ 災害時における応急生活物資の供給及び帰宅困難者へ 
       の支援に関する協定（㈱ファミリーマート）     （資料編１０－１３） 

１４ 災害時における物資の調達に関する協定      （資料編１０－１５） 
     １５ 生活衛生関係営業に係る災害時支援協定      （資料編１０－１６） 

１６ 災害時における応急生活物資（ＬＰガス等）の供給に関する協定 
（資料編 ８－ ６） 
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第１５章 飲料水の確保・供給 【環境政策課】 
 
 県及び市町は、災害により飲料水等を確保することができない者に対して飲料水等の供給を行い、被災者
の生活を保護する。 
 
３－１５－１ 県の活動  
 
(1) 県は、市町から飲料水の供給・調達について要請があったときは、民間企業との間に締結した協定に

基づき、調達の要請を行うとともに、隣接市町や広域応援協定締結県、自衛隊、国に対し協力を要請す
る。 

(2) 県は、市町から応急給水を実施するため必要な資機材等の調達について要請があったときは、市町間
の調整を行い、必要なときは広域応援協定締結県又は国に対し調達の要請を行う。 

(3) 災害の程度及び救助活動の実施状況の把握に努めるとともに、その適切な実施を図るための指示・指
導を行う。 

 
３－１５－２ 市町の活動 
 
(1) 飲料水の確保が困難な地域に給水拠点を定め、備蓄飲料水、給水車等により応急給水を行う。 
(2) 市町は、管内で飲料水の供給を実施することができないときは、次の事項を示して県に調達あっせん

を要請する。 
  ア 給水を必要とする人員 
  イ 給水を必要とする期間及び給水量 
  ウ 給水する場所 
  エ 必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量 
  オ 給水車両のみ借上げの場合はその必要台数 
(3) 自己努力により飲料水を確保する住民に対し衛生上の注意を広報する。 
(4) 災害発生後約８日を目途に仮設共用栓等を設置し、生活に必要な水を供給するよう努める。 
   その場合の供給水量は１人１日 20 ㍑を目標とし、飲料水の供給期間については、水道施設の応急復

旧ができるまでの期間とする。 
 
３－１５－３ 県民及び自主防災組織の活動 
 
(1) 災害発生後３日間は県民自ら貯えた水等により、それぞれ飲料水を確保する。 
(2) 災害発生後４日目から７日目位までは、自主防災組織による給水及び市町の応急給水により飲料水を

確保する。 
(3) 地域内の井戸、湧水等を活用し、飲料水の確保に努める。この場合は特に衛生上の注意を払う。 
(4) 市町が実施する応急給水に協力し、飲料水の運搬・配分を行う。 
 
  ※資料 １ 緊急援護物資             （資料編１０－１） 
      ２ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定（資料編１０－７） 
      ３ 市町給水タンク保有状況一覧      （資料編 ８－２） 
      ４ 市町別給水能力一覧表         （資料編 ８－３） 
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第１６章 医療救護活動  
【医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、県立病院課、日本赤十字社、社団法

人愛媛県医師会、社団法人愛媛県歯科医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公
益社団法人愛媛県看護協会、社団法人愛媛県栄養士会、社団法人愛媛県接骨
師会】 

 
 県、市町、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県医師会等、公的医療機関及び旧国立医療機関は、緊密に連携
し被害の状況に応じた適切な医療（助産を含む。以下同じ。）救護を行う。 
 
３－１６－１ 医療救護活動の実施方針 
 
 (1) 医療救護活動の実施に当たっては、死亡者を一人でも少なくすることを最優先し、トリアージの実施

等により効率的な活動に努める。 
 (2) 県、市町、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県医師会等、公的医療機関及び旧国立医療機関は、医療救

護活動要領等に基づき、緊密な連携のもと災害の状況に応じ適切な医療救護を行う。 
 (3) 市町は、当該域内の医療救護を行うため、救護所を設置し、また、救護病院等に傷病者を収容する。 
(4) 県及び災害医療コーディネータは、医療施設の被害状況や医薬品等医療資機材の需給状況等の情報を

収集・提供し、市町の医療救護活動について広域的な調整を行う。 
 (5) 保健所は、被災地域における医療救護支援の拠点として、災害医療コーディネータと密接に連携し、

地域の関係機関との調整を行う。 
(6) 県、市町は、災害により在宅医療等の継続が困難になる難病患者等に対する医療の確保に努める。 
(7) 医療救護活動の実施に当たっては、被災者のメンタルヘルスに配慮する。 
 
３－１６－２ 情報の収集・提供  
 
 (1) 県及び災害医療コーディネータは、市町、消防機関、警察、県医師会等との連携のもと以下について

情報収集を行い、市町等は県等への情報提供に努める。 
  ア 医療施設の被害状況、診療機能の確保状況 
  イ 避難所、救護所の設置状況 
  ウ 避難所、救護所における医療ニーズ 
  エ 医薬品等医療資機材の需給状況 
  オ 医療施設、救護所等への交通状況 
  カ その他参考となる事項 
 (2) 被災地の保健所は、必要に応じて医療施設、避難所、救護所等へ職員を派遣して情報収集を行い、県

へ報告する。 
 (3) 県及び災害医療コーディネータは、広域災害・救急医療情報システムを活用して、支援を必要とする

医療機関及び支援が可能な医療機関についての情報収集を行い、医療機関は県等への情報提供に努める。 
 (4) 県及び災害医療コーディネータは、医療救護に関して把握した情報を関係機関に提供するとともに、

必要に応じて国への報告を行う。 
 
３－１６－３ 救護所等における活動  
 
 (1) 救護所 
  ア 市町は、災害の発生により医療救護が必要となったときは救護所を設置し、県医師会等と災害時の

医療救護活動について締結した協定（以下「災害時の医療救護に関する協定」という。）に基づく救
護班の派遣要請を行うなどにより、救護班を確保する。 

  イ 救護所での医療活動は、市町の指揮の下で救護班が実施する。災害発生直後は、大量の傷病者に対
して限られた医療資源により救護にあたる必要があるため、傷病者のトリアージ、応急措置、重症者
の搬送の指示・手配等を重点的に行う。 

  ウ 救護所において救護班は次の業務を行う。 
  (ｱ) 傷病者の傷病の程度判定 
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  (ｲ) 重症者の応急手当及び中等症者に対する処置 
  (ｳ) 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
  (ｴ) 転送困難な傷病者及び避難所等における軽症者に対する医療 
  (ｵ) 助産活動 
  (ｶ) 死体の検案 
  (ｷ) 医療救護活動の記録及び市町災害対策本部への収容状況等の報告 

 (2) 被災地域内の医療機関 
  ア 施設・設備の被災状況、医薬品等の確保状況等を調査し、診療機能の確認を行う。必要に応じ、被

害の応急修復を実施するとともに、ライフライン事業者等に応急復旧の要請を行う。 
  イ 被災により既存入院患者等の治療継続が困難であるときは、患者受入れ医療機関及び移送手段の確

保に努めるとともに、必要に応じて県及び市町に支援を要請する。 
  ウ 市町からの救護班の派遣要請を受けて、又は通信の遮断等の際は自らの判断により、参集可能なス

タッフによる救護班を編成し、市町が設置する救護所へ派遣する。 
  エ 自らの施設で診療を行う場合は、救護所や他の医療機関で対処できない患者を受け入れ、治療に当

たる。 
  オ 被災地域内の医療機関は、広域災害・救急医療情報システムの積極的活用などにより、相互に密接

な情報交換を図るとともに、災害医療コーディネータを通じて、支援・協力を求めるほか、被災状況
に応じて、医療従事者の派遣等を行うなど、相互に支援・協力を行う。 

 (3) 救護病院等 
  ア 救護所へ救護班を派遣する。 
  イ 救護所の医療で対応できない重症者及び中等症者を受け入れ、次の活動を行う。 
  (ｱ) 重症者及び中等症者の収容と処置 
  (ｲ) 助産 
  (ｳ) 死体の検案 
  (ｴ) 医療救護活動の記録及び市町災害対策本部への収容状況等の報告 
  (ｵ) 災害（基幹）拠点病院への患者移送手配 
  (ｶ) その他必要な活動 
ウ 救護病院等のうち災害医療コーディネータの設置病院は、災害医療コーディネータと一体的に地域
内の医療救護の調整を行い、実施する。 

 (4) 災害（基幹）拠点病院 
  ア 救護所へ救護班を派遣する。 
  イ 被災地等にＤＭＡＴを派遣するとともに、他県等から派遣されたＤＭＡＴの活動拠点として、ＤＭ

ＡＴの受入れ・派遣調整等を行う。 
  ウ 被災地域の救護所や救護病院等で対処できない重症者及び中等症者を受け入れ、救護病院等と同様

の活動を行う。 
  エ 広域災害・救急医療情報システムの活用により、被災地域の医療機関に関する情報を把握し、支援

が可能な医療情報を提供する。 
  オ 圏域内の医療救護の調整・実施拠点として、災害医療コーディネータと一体的に活動を行う。 
 (5) 三次救急医療施設 
   災害（基幹）拠点病院等で対処できない重篤救急患者を受け入れ、救命医療の提供を行う。 
 
３－１６－４ 県の活動  
 
 (1) 市町から救護班の派遣要請があったとき、又は自ら必要と判断したときは、県立病院職員で構成する

救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣するとともに、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県医師
会、公的医療機関、旧国立医療機関等に対して、救護班等の派遣に係る協力要請を行う。また、必要に
応じて他県又は国に対し救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣を要請する。 

 (2) 災害（基幹）拠点病院や日本赤十字社愛媛県支部、県医師会、県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師
会等で構成する調整会議を開催し、被災地域内の医療ニーズや医療救護の実施状況等に係る情報共有を
行うとともに、県外からの救護班の受入れ・派遣調整等をはじめとした医療救護の実施に係る各種要請
や調整等を行う。 
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 (3) 被害状況の推移に応じて、被災地の救護所、救護病院等で医療救護ができないときは、他の二次医療
圏の救護病院等、災害（基幹）拠点病院への収容のため必要な調整を行う。また、必要に応じて他県又
は国に対して傷病者の受入れを要請する。 

 (4) 被災地において医療救護活動を行う人材の確保が必要なときは、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師
会、県看護協会その他関係団体に対して災害医療ボランティアのあっせんを依頼する。 

 (5) 救護班その他の医療救護を行う者が、道路の損壊等のため被災地域へ移動手段を自ら確保することが
困難なときは、緊急輸送活動として必要な措置を講じる。 

 (6) 市町から医薬品等の供給・調達について要請があったときは、必要に応じて県が備蓄する緊急援護物
資を供給するほか、愛媛県赤十字血液センター及び協定を締結した愛媛県薬事振興会加盟の薬事関係団
体等から調達を行う。 

(7) 災害の規模、発生地域の状況、避難の期間等を勘案のうえ、必要に応じて、薬剤師会等の関係団体の
協力の下、医薬品等の集積場所を設置し集積及び配分を行う。 

 (8) 難病患者等が継続して医療を受けられるよう、市町及び関係医療機関と連携し、必要な調整を行う。 
 (9) ライフラインの早期復旧が必要な医療機関の状況を把握し、水道、電気、ガス等関係事業者に対し、

ライフラインの確保について協力を要請する。 
(10) 保健所は、被災地域における医療救護支援の拠点として、災害医療コーディネータと一体となり、次

の活動を行う。 
ア 被災地域及びその周辺の医療機関の医療提供機能を確認し、医療機関、医師会、市町、県等に対し
て、患者の受入れ等に関する情報を提供し、協力要請を行う。 

イ 圏域内の医療機関や医師会等関係団体、市町等で構成する地域災害医療対策会議を開催し、地域内
の被災情報の伝達と共有、医療救護の実施に係る各種要請や調整等を行う。 

  ウ 他の地域や都道府県から派遣された救護班や災害医療ボランティアに対して、被災地域の状況等の
情報を提供するとともに、救護班等の活動場所（救護所等）の確保等の調整を行う。 

  エ 必要に応じて自ら救護班を編成し、救護所等において医療救護を実施する。 
オ 市町から要請があったとき、又は自ら必要と判断したときは、被災地に職員を派遣し、市町と連携
して救護所・避難所における救護班の受入れ調整や各種要請、機能評価等を行う。 

  カ 必要に応じて、薬剤師会等の関係団体の協力の下、医薬品等の集積場所を設置し集積及び配分を行
う。 

 
３－１６－５ 災害医療コーディネータの活動 
 

災害医療コーディネータは、災害時に関係機関と連携し、以下の活動を行う。 
１ 統括コーディネータ 
(1) 県内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
(2) 県内の医療救護活動の統括及び調整を行う。 
(3) 災害拠点病院コーディネータ、国及び関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 
 
２ 災害拠点病院コーディネータ 
(1) 圏域内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
(2) 圏域内におけるＤＭＡＴや救護班等の受入れ及び派遣調整等を行う。 
 (3) 圏域内における医療機関の患者受入れ及び搬送調整を行う。 
 (4) 圏域内における医療機関の医療活動支援に係る調整を行う。 
 (5) 圏域内における医薬品等の調達及び供給調整を行う。 
 (6) 統括コーディネータ、他の圏域の災害拠点病院コーディネータ、公立病院コーディネータ及び被災地

内の関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 
 
３ 公立病院コーディネータ 
(1) 立地市町内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
(2) 立地市町内におけるＤＭＡＴや救護班等の受入れ及び派遣調整等を行う。 
(3) 立地市町内における医薬品等の調達及び供給調整を行う。 
(4) 災害拠点病院コーディネータ及び立地市町内の関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 



 121 

 
３－１６－６ 被災地の市町の活動  
 (1) 救護所開設予定施設及び救護病院等の被災状況を調査するとともに、医薬品等の調達の実施などによ

り医療救護体制を確立する。 
 (2) 被災により救護病院等の機能が失われたときは、必要に応じて他の医療施設を救護病院等として選定

する。 
 (3) 災害時の医療救護に関する協定に基づき救護班の派遣を要請する。 
 (4) 傷病者を最寄りの救護所又は必要に応じて救護病院等に搬送する。 
 (5) 救護所・救護病院等が効果的に機能するよう傷病者の収容状況等を把握し、必要な調整を行う。 
 (6) 救護所・救護病院等の収容状況等を把握するため、必要に応じて職員を配置する。 
(7) 救護所・避難所における医療ニーズ等を経時的に把握し、救護班の受入れ調整や各種要請、機能評価

等を行うとともに、自ら十分な活動が行えない場合は、保健所に職員の派遣を要請する。 
 (8) 救護所・救護病院等から、輸血用血液の調達・あっせんの要請を受けたときは、保健所を通じて県に

調達・あっせんを要請する。 
 (9) 輸血用血液を確保する必要があるときは、献血予約登録者等に協力を呼び掛ける。 
(10) 救護所・救護病院等において医療救護活動に従事する医師等が不足したときは、次の事項を示し、保

健所や災害医療コーディネータを通じて県に救護班の派遣を要請する。  
  ア 派遣を必要とする人員（内科、外科、助産等別人員） 
  イ 必要な救護班数 
  ウ 医療救護活動を必要とする期間 
  エ 派遣場所 
  オ その他必要事項 
(11) 市保健所は、被災地における医療救護の拠点として、県保健所と同等の活動を行う。 
(12) 難病患者等の避難動向及び医療の継続状況について調査し、地域の医療機関等とともに必要な対策を

行う。 
 
３－１６－７ 被災地外の市町の活動  
 
  県からの協力要請に基づき、市町立病院・診療所職員で構成する救護班を派遣するとともに、傷病者の
受入れを行う。 

   
３－１６－８ 負傷者の搬送  
 
 (1) 被災現場から救護所への負傷者の搬送は、市町が行う。救護所が設置されていない被災初期の段階に

おいては、現場周辺の医療機関へ搬送する。 
 (2) 救護所等の責任者は、後方医療機関に収容する必要がある者の搬送を市町に要請する。 
 (3) 救護所等から後方医療機関までの搬送は、市町が県及び防災関係機関との連携・支援のもとに実施す

る。 
 (4) 県は、県内の各消防本部その他の防災関係機関と情報交換を図り、円滑な患者の搬送が行われるよう

調整を行う。 
 (5) 県は、他の都道府県へ傷病者を搬送する必要があるとき、又は、道路の損壊等のため救急車による搬

送が困難なときは、他の都道府県や自衛隊等と調整を行い、ヘリコプターや船艇等による広域的な医療
搬送体制を確保する。 

(6) 広域医療搬送を実施する場合、県は、予め定めた計画に基づき、国や関係機関と連携し、広域医療搬
送拠点や航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケアユニット：ＳＣＵ）を設置し、運営する。 

 
３－１６－９ 愛媛県医師会等の活動  
 
１ 愛媛県医師会 
 (1) 県又は市町から援助の要請があったときは、愛媛県医師会において救護班を編成して現地に派遣し、

救護活動に努める。 
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 (2) 救護病院等以外の愛媛県医師会会員の医療機関に収容して救護を行う必要のある場合は、会員の医療
機関に協力を要請する。 

(3) 県、市町又は県警本部からの死体検案について援助要請があったときは、会員に対して協力を要請す
る。 

 
２ 愛媛県歯科医師会 
 (1)  県又は市町から援助の要請があったときは、愛媛県歯科医師会において救護班を編成して現地に派

遣し、救護活動に努める。 
 (2) 愛媛県歯科医師会会員の医療機関に収容して救護を行う必要のある場合は、会員の医療機関に協力を

要請する。 
 (3) 県、市町又は県警本部から援助の要請があったときは、身元不明者の確認のため、歯形の調査を行う。 
 
３ 愛媛県薬剤師会 
(1) 県又は市町から援助の要請があったときは、薬剤師等を現地に派遣し、救護活動に努める。 
(2) 県から援助の要請があったときは、医薬品等の集積場所の設置に協力するとともに、集積場所に薬剤

師等を派遣し、医薬品等の集積及び配分に協力する。 
 
４ 愛媛県看護協会 
  県又は市町から援助の要請があったときは、看護師等を現地に派遣し、救護活動に努める。 
 
５ 愛媛県栄養士会 
   県又は市町から援助の要請があったときは、管理栄養士等を現地に派遣し、支援活動に努める。 
 
６ 愛媛県接骨師会 
  県から援助の要請があったときは、柔道整復師等を現地に派遣し、支援活動に努める。 
 
３－１６－１０ 日本赤十字社愛媛県支部の活動  
 
  日本赤十字社愛媛県支部の医療活動は、救護班による災害現場での応急的災害医療、松山赤十字病院に
よる傷病被災者受入れ及び愛媛県赤十字血液センターによる血液製剤の供給を中心に行う。 

 
１ 救護班 
  救護班の編成単位は、医師１名、看護師長１名、看護師２名、主事２名（事務職員、運転手）とする。

被災の状況により、必要な救護要員を増員する。 
 
２ 救護班の派遣 
 (1) 日本赤十字社愛媛県支部は、県から救護班の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、救

護班を出動させ、医療救護活動を実施する。 
 (2) 日本赤十字社愛媛県支部の救護班は、医療救護を行う地域の市町と連携を保ち、医療救護、助産及び

死体の処理等の応援を行う。 
 
３ 広域応援 
 (1) 日本赤十字社愛媛県支部は、災害の状況に応じ近隣の支部に対し、救護班の派遣を要請する。 
 (2) 日本赤十字社愛媛県支部は、日本赤十字社に対し、必要に応じ血液製剤の確保及び緊急輸送について

援助を要請する。 
 (3) 日本赤十字社愛媛県支部の救護班及び血液の輸送のため必要があるときは、ヘリポート、輸送車両の

確保について県に要請する。 
 
４ 後方医療機関への傷病者収容 
  日本赤十字社愛媛県支部は、負傷者を県外の医療機関に収容する必要のある場合は、日本赤十字社及び
近隣の支部に対し、傷病者の受入れを要請する。 
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３－１６－１１ 公的医療機関・旧国立医療機関の活動  
 
１ 救護班の派遣 
 ア 公的医療機関は、県又は市町の派遣の協力要請に基づき、救護班を編成して現地に派遣し、救護活動

に努める。 
 イ 旧国立医療機関は、県から救護班の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、救護班を出

動させ医療救護活動を実施する。 
 
２ 傷病者の受入れ 
  県又は市町から傷病者の受入れについて協力要請があった場合は、協力に努める。 
 
３－１６－１２ 県民及び自主防災組織の活動  
 
 (1) 軽症者については、家庭又は自主防災組織であらかじめ準備した医療救護資機材を用いて処置する。 
 (2) 傷病者を最寄りの救護所又は救護病院等に搬送する。 
 
 
※資料 １ 救護班の編成と収容施設一覧表           （資料編７－ １） 

２ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県医師会）   （資料編７－ ２） 
３ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県看護協会）  （資料編７－ ３） 
４ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県歯科医師会） （資料編７－ ４） 
５ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県薬剤師会）  （資料編７－ ５） 
６ 災害時に必要な医薬品等の調達に関する協定     （資料編７－ ６） 
７ 災害時の柔道整復師支援活動に関する協定（愛媛県接骨師会） 

                         （資料編７－ ７） 
８ 日本赤十字社愛媛県支部救護班の編成と資器材保有状況（資料編７－ ８） 
９ 災害時における被災者支援に関する協定（愛媛県薬事振興会） 

（資料編７－ ９） 
１０ 災害時における医療ガス等の供給に関する協定    （資料編７－１０） 
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第１７章 防疫・保健活動 【健康増進課、薬務衛生課】 
 
 災害の発生に伴う感染症の発生と流行を未然に防止するため、迅速かつ的確な防疫活動を実施するととも
に、被災者の心身の健康保持に努める。 
 
３－１７－１ 県の活動 
 

(1) 災害の規模に応じた防疫組織を設け、対策の推進を図る。 
(2) 医師、保健師等による調査班を編成し、被災地域において疫学調査を行う。疫学調査の結果、必要が

ある場合には健康診断を実施する。 
(3) 市町からの要請に基づいて、職員を派遣する。なお、県内での対応が困難な場合には、厚生労働省又

は他の都道府県に応援を要請する。 
(4) 感染症が発生したとき又はその恐れがあるときは、発生状況を調査したうえで、市町に対して、汚染

場所・物件の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除、生活用水の供給、臨時の予防接種の実施等必要な防疫活動
についての指導・指示を行うとともに、これを支援する。 

(5) 市町において防疫薬剤・資機材等の確保が困難な場合には、これらのものを市町に供給する。また、
県内での対応が困難な場合には、厚生労働省又は他の都道府県に応援を要請する。 

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）（以下「感染症
法」という。）の規定による一類感染症及び二類感染症患者の発生した場合は、入院の勧告等を行うと
ともに、感染症指定医療機関等と連携して必要病床を確保したうえで、患者を医療機関へ移送する。 

(7) 被害が甚大で、市町が行うべき防疫業務が実施できないとき又は実施しても不十分であると認められ
るときは、感染症法に基づく措置を市町に代わって講じる。 

(8) 市町と協力して、保健師等による巡回健康相談を実施するとともに、感染症予防に係る指導と広報を
行い、被災者の心身の健康保持に努める。 

(9) 被害状況、感染症発生状況、防疫活動状況等の必要な情報を厚生労働省に報告する。 
 
３－１７－２ 市町の活動 
 

(1) 県に準じて防疫組織を設置し、対策を実施する。 
(2) 県の指導・指示により、汚染場所・物件の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除、生活用水の供給、臨時の予

防接種の実施等必要な防疫活動を迅速かつ的確に実施する。 
(3) 飲料水の消毒及び衛生指導を行う。 
(4) 塵芥、汚泥等を仮集積場及び分別所を経て埋立又は焼却するとともに、し尿の処理に万全を期す。 
(5) 防疫薬剤、資機材等が不足したときは、卸売業者等から調達するほか、県に対し調達を要請する。 
(6) 甚大な被害により防疫機能が著しく阻害され、市町が行うべき防疫業務が実施できないとき又は不十

分であるときは、県に応援を要請する。 
(7) 県（保健所）と協力して保健師等による巡回健康相談を実施し、避難所等における住民の健康状態を

把握するとともに、感染症予防に係る指導と広報を行う。また、避難所の管理者等を通じて住民に自治
組織の編成を指導し、その協力を得て健康管理等の徹底を図る。 

(8) 感染症の発生状況及び防疫活動の状況を随時、県（保健所）に報告する。 
(9) 保健所を設置する市は、県の項に定める措置のうち、感染症法により当該市が行うこととされている

措置については、自ら行う。 
 
３－１７－３ 県民の活動 
 
 県（保健所）及び市町の指導を受けながら、避難所等において良好な衛生状態を保つよう注意する。また、
自治組織を構成し、健康管理の徹底に努める。 
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第１８章 食品衛生活動 【薬務衛生課】 
 
 被災地における感染症の発生等環境悪化を防ぐため、県及び市町は、食品の衛生管理等を行う。 
 
３－１８－１ 県の活動 
 
 県は、市町の協力を得て、被災地における臨時給食施設（避難所の炊き出し施設等）及び食品関係営業者
の実態を把握し、被災者に対し、安全で衛生的な食品が供給できるように努める。 
 
１ 臨時給食施設の監視指導 
(1) 関係機関と連携して、施設の実態を把握する。 
(2) 食品衛生監視員による現地指導を行い、食中毒の事故発生を防止する。 
 
２ 食品関係営業者の監視指導 
(1) 現地調査により、被害の実態を把握する。 
(2) 被害の程度に応じて、営業の全部又は一部停止等の措置をとり、不衛生な食品の製造、流通を防止す

る。 
(3) 営業が可能な施設については、食品衛生監視員による現地指導を行い、衛生的な食品の製造、流通等

を指導する。 
(4) すでに製造又は保存されている食品の検査を実施して、不衛生な食品の流通を防止する。 
 
３ 県民に対する広報活動 
  県民の食品衛生に対する啓蒙指導を行う。 
 
３－１８－２ 市町の活動 
 
(1) 臨時給食施設の設置状況等、情報の提供を行う。 
(2) 消毒薬等必要物資を配布する。 
 
３－１８－３ 県民の活動 
 
(1) 手洗い、消毒の励行及び食器、器具の消毒を行う。 
(2) 食品関係営業者は、食品衛生監視員の指示に従うとともに、自主管理を強化する。 
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第１９章 廃棄物等の処理 【循環型社会推進課、都市整備課】 
 
 被災地域の環境衛生の万全を図るため、ごみの収集処理、し尿の汲取処分を適切に行う。 
 
３－１９－１ し尿処理・清掃活動体制の確保 
 
１ 市町の活動 
(1) 近隣の市町及び廃棄物関係団体等と調整し、災害時の相互協力体制を整備する。 
(2) 仮設便所やその管理に必要な消臭剤、脱臭剤等の備蓄を行うとともに、その調達を迅速かつ円滑に行

う体制を整備する。 
(3) 清掃及び防疫のための資機材の備蓄を行うとともに、その調達を迅速かつ円滑に行う体制を整備する。 
(4) 一般廃棄物処理施設の補修等に必要な資機材の備蓄を行うとともに、収集車両や機器等を常時整備し、

緊急出動できる体制を整備する。 
(5) 生活ごみや災害によって生じた災害廃棄物の一時保管場所である仮集積場所及び仮置場の配置計画、

し尿、生活ごみ及び災害廃棄物の広域的な処理・処分計画を作成すること等により、災害時における応
急体制を確保する。 

 
２ 県民及び自主防災組織の活動 
(1) し尿、ごみの自家処理に必要な器具等の準備を行う。 
(2) 自主防災組織の清掃班を中心として、資機材の点検を行い、必要に応じ臨時共同便所の設置を準備す
る。 

 
３－１９－２ 下水処理・し尿処理の実施 
 
１ 県の活動 
(1) 市町の要請に基づき、市町の行うし尿処理について、必要な指導及び市町間の調整を行う。 
(2) 市町の要請に基づき、必要に応じて県が備蓄するポータブルトイレ等緊急援護物資を供給するととも

に、民間事業者等が所有する仮設トイレについて、協定に基づき調達あっせんを行う。 
(3) 市町の下水道施設の被災状況を把握し、市町から支援要請があったときは、速やかに中国・四国ブロ

ック災害時支援連絡会議に連絡し必要な支援要請を行う。  
(4) 下水道施設の復旧支援を必要とする場合には、速やかに他県、国に対して応援を要請する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 下水道施設の総点検を実施し、被災状況を速やかに県に連絡する。 
(2) 下水道施設の普及地域においては、下水道施設の被災状況を把握出来るまでは、住民に水洗便所の使

用をひかえ、仮設便所等で処理するよう広報を行う。 
(3) 下水道の被害状況を把握し、必要に応じて水洗便所の使用制限について広報を行う。 
(4) 速やかに下水道施設、し尿処理施設の応急復旧に努めるものとし、住民に対して素掘り、仮設便所等

で処理するよう指導する。 
(5) 下水道施設の復旧支援を必要とする場合には、速やかに県に連絡する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
(1) 水洗便所は市町からの連絡があるまでは使用しないこととし、下水道施設の被災を発見したときは、

市町に連絡するとともに、市町からの指示に従う。 
(2) 自主防災組織を中心に仮設便所の建設、消毒、管理を行う。 
 
３－１９－３ 生活系ごみ処理の実施 
 
１ 県の活動 
(1) 市町の要請に基づき、市町の行うごみ処理施設について必要な助言及び市町調整を行う。 
(2) 市町の要請に基づき、県外のごみ処理業者等のあっせんを行う。 
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(3) 市町の要請に基づき、県内市町、他県、国に対して、ごみ処理の応援を要請する。ただし、被災状況
に応じ、必要と認めた場合は、市町の要請の有無にかかわらず国等に応援を要請する。 

 
２ 市町の活動 
(1) 被災状況から判断し、可能な収集・処理体制を確保するとともに、速やかに収集方法、仮集積場所及

び収集日時を定めて住民に広報する。 
(2) 消毒、防臭用の薬剤及びごみ袋等を住民に配布するとともに、特に腐敗しやすいごみについては、他

と分離し優先的に処理し、または処理するように指導・広報する。 
(3) 住民によって集められた仮集積場のごみを管理し、できるだけ速やかにあらかじめ選択した処理場に

運び処理する。なお、可能な限りリサイクルに努める。 
(4) 収集・処理に必要な資機材及び人員が不足する場合は、県に応援を要請する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
  県民は、自主防災組織を中心として、市町によるごみの収集及び処分が可能になるまでの間、次の対応
をとることとする。 

(1) 可燃物等自分で処理できるものは努めて処理し、自分で処理できないものは指定された最寄りの仮置
場へ搬出する。 

(2) 地域ごとに住民が搬出するごみの仮置場を設定し、住民に周知する。 
(3) 自主防災組織の清掃班を中心として、仮置場のごみの整理、流出の防止等の管理を行う。 
(4) 仮置場のごみは、市町が定めた日時に仮集積場所へ搬出する。 
 
３－１９－４ 災害廃棄物処理の実施 
 
１ 県の活動 
(1) 市町の要請に基づき、必要な助言及び市町間の調整を行う。 
(2) 市町の要請に基づき、県外の廃棄物処理業者等のあっせんを行う。 
 
２ 市町の活動 
(1) 危険物、通行上支障がある物等を優先的に収集・運搬する。 
   また、選別・保管・焼却のできる仮集積場所の十分な確保を図るとともに、最終処分までの処理ルー

トの確保を図る。 
(2) 損壊した建築物の残骸等持ち運びの困難な物を、仮集積場所及び処理場に運搬する。 
(3) 応急活動後は、処理・処分の進捗状況を踏まえ、災害廃棄物の破砕・分別を徹底し、木材やコンクリ

ート等のリサイクルを図る。 
   また、アスベスト等の有害な廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137

号）等の規定に従い、適正な処理を進める。 
  
 
  ※資料 １ 最終処分場                 （資料編９－１） 

２ 廃棄物再生利用施設             （資料編９－２） 
３ し尿処理施設                （資料編９－３） 
４ ごみ焼却施設                （資料編９－４） 
５ 中国・四国ブロックの災害時支援に関するルール（資料編９－５） 
６ 災害時における廃棄物処理の協力に関する協定 （資料編９－６） 
７ 愛媛県廃棄物応急処理計画作成指針      （資料編９－７） 
８ 愛媛県災害廃棄物処理マニュアル       （資料編９－８） 
９ 災害時における仮設トイレの供給に関する協定 （資料編９－９）
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第２０章 障害物の除去 【漁港課、河川課、港湾海岸課、道路維持課】 
 
 災害により発生した土石、木材等の障害物については、各関係機関において除去し、日常生活の確保に努
める。 
 
３－２０－１ 障害物等の除去 
 
 災害に際して、全半壊家屋、土砂、立木等を除去し、交通路を確保して必要な物資の輸送を円滑にし、も
って被災者の日常生活の確保を図る。 
 なお、道路、河川、港湾等の各種公共土木施設等に生じた障害物は、社団法人愛媛県建設業協会等の協力
を得ながら、道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保に努めるとともに、その管理者が障害物の除去を行
う。 
 
１ 道路上の障害物の除去 
  道路管理者は、管理する道路について、路上障害物の有無も含めて、早急に被災状況等の把握に努める。 

道路上における著しく大きな障害物等の除去について、必要に応じて、道路管理者、警察機関、消防機
関、自衛隊等は協力して所要の措置をとる。 
なお、この場合、緊急輸送にあてる道路を優先して行う。 
除去した障害物は、市町があらかじめ仮集積場として定めた空地、民地の土地所有者に対する協力依頼

等によって確保した空地、及び駐車場に集積する。 
また、適当な集積場がない場合は避難路及び緊急輸送にあてる道路以外の道端等に集積する。 

 
２ 河川の障害物の除去 
  河川管理者は、管理する河川について、障害物の有無も含めて、早急に被災状況等の把握に努め、水防
のための緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、支障となる工作物その他
障害物を処分する措置をとる。 

 
３ 港湾区域、漁港区域における障害物の除去 
  港湾及び漁港管理者は、管理する港湾区域及び漁港区域について、障害物の有無も含めて、早急に被災
状況等の把握に努め、著しく大きな障害物等の除去について、必要に応じて、海上保安庁、警察機関、消
防機関、自衛隊と協力して所要の措置をとる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

第２１章 動物の管理 【循環型社会推進課、薬務衛生課、畜産課】 
 
 災害の発生に伴う動物の適正な飼養及び保管は、その所有者又は占有者が行うべきものであるが、県、市
町及び県民は、協力して動物の保護及び危害防止に努める。  
 
３－２１－１ 県の活動 

 (1) 被災動物の広域的な把握 
 (2) 被災動物の一時収容、応急処置、保管 
 (3) 所有者及び里親探しの情報提供 
 (4) 市町等関係機関との連絡調整 
 (5) 動物救援センターの設置場所のあっせん 
 (6) 被災動物によるこう傷事故、危害防止の啓発 
 (7) 愛媛県獣医師会へ負傷動物治療の協力依頼 
 (8) 災害死した動物の処理 
 (9) 動物用医薬品、動物用品等の確保及び配布 
(10) ボランティアの確保、把握 
(11) その他動物に関する相談等 
 
３－２１－２ 市町の活動 

 (1) 被災動物の把握 
 (2) 飼養されている動物に対する餌の配布 
(3)  危険動物の逸走対策 
 (4) 被災動物の一時収容、応急処置、保管 
 (5) 動物救援センターの設置 
 (6) 被災動物によるこう傷事故、危害防止の啓発 
 (7) 災害死した動物の処理 
 (8) その他動物に関する相談等 
 
３－２１－３ 住民及び民間の活動 

 (1) 被災動物の一時保護、応急処置、通報 
 (2) ボランティア獣医師による負傷動物の治療 
(3)  危険動物の逸走対策 
 (4) ボランティアによる動物救援センターの管理、運営 
 (5) その他行政への協力 
 
３－２１－４ 死亡した獣畜（牛、馬、豚、めん羊、山羊）及び家きんの処理  

 災害の発生に伴って死亡した獣畜及び家きんの処理は、原則として飼養者等が行うものとし、これが困難
な場合には、県及び市町は協力体制を確立し、衛生的処理に努める。 
 
１ 県の活動 
(1) 市町からの要請があったときは、埋却及び焼却処理の処分方法を指導する。 
(2) 市町からの要請があったときは、死亡した獣畜及び家きんの処理について近隣市町及び近隣県へ協力

を依頼する。 
(3) 保健所長は、飼養者等から申請があったときは、処理場所が公衆衛生上適当かどうかを判断し、埋却

及び焼却処理の許可（家きんの処理については、許可は不要）を与え、処理方法及び公衆衛生上必要な
措置について指導する。 

 
２ 市町の活動 
(1) 飼養者等からの要請があったときは、処分方法を指導し、処理場所の確保について近隣住民へ協力を
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依頼する。 
(2) 処理場所の確保について市町のみで対応できないときは、県に協力を要請する。 
 
３ 飼養者等の活動 
(1) 処理場所を確保し、獣畜の処理については、保健所長の許可を受ける。 
(2) 処理場所を確保できないときは、市町へ協力を要請する。 
(3) 処理方法及び公衆衛生上必要な措置について保健所、市町の指導を受け、適正に処理する。 

 
 
※資料 災害時の動物救護活動に関する協定  （資料編１２－１５） 
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第２２章 応急住宅対策 【保健福祉課、建築住宅課】 
 
 県及び市町は、災害により住宅を失い又は破損等のため居住することができなくなり、自己の資力では住
宅を得ることができない者を収容するための応急仮設住宅の設置、及び自己の資力では応急修理することが
できない者に対する住宅対策を実施する。 
 
３－２２－１ 県の活動 
 
１ 被害状況の把握 
  市町の被災状況により、県内全体の被災状況を把握する。 
 
２ 体制の整備 
  応急住宅対策に関する体制を整備する。 
 
３ 応急仮設住宅の建設 
(1) 被災状況等を基に、県内の応急仮設住宅の建設戸数を決定する。 
(2) 既に協定を締結している(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設を行う。この場合において、被災者

に関する世帯人員数や災害時要援護者に配慮した仕様の設定及び設計を行う。 
(3) 状況により、知事が必要と認めた場合は、応急仮設住宅の建設を市町長が行う。 
 
４ 公営住宅等の一時入居 
(1) 応急住宅として活用可能な県内の公営住宅等の空き家状況を把握する。 
(2) 県営住宅等の空き家に被災市街地復興特別措置法が適用された場合等必要に応じ、被災者を一時的に

入居させる。 
(3) 国及び他県等へ必要に応じ、被災者の一時入居について要請する。 
 
５ 民間賃貸住宅の応急住宅としての活用 
  民間賃貸住宅を必要に応じ、応急住宅として確保する。なお、住宅情報等については、(社)愛媛県宅地
建物取引業協会との協定に基づき、応急住宅の円滑な供給、早期確保に努める。 

   
６ 応急住宅の入居者の認定及び管理 
  知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について自ら実施することが適当であると認めた場合は、こ
れを実施する。 

 
７ 住宅の応急修理 
  知事は、住宅の応急修理及びその対象者の認定について自ら実施することが適当であると認めた場合は、
これを実施する。 

 
８ 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん 
 (1) 県が実施する住宅の応急修理に必要な建築資機材は、業者等に協力を求めて調達する。 
   また、住宅の建設及び修理のための資材は、原則として請負業者が確保するものとするが、災害時に

おける混乱等により確保することができないときは、県又は市町が確保についてあっせんする。 
 (2) 市町長からあっせんの要請があったときは、知事は(1)に定める者に対し協力を要請する。 
 (3) 資機材の輸送については、原則として、当該物資発注先に依頼する。 
   なお､当該物資発注先において輸送できないときは､緊急輸送計画の定めるところにより措置する。 
 
９ 住居等に流入した土石等障害物の除去 
  知事は、市町長から要請があったときは、障害物除去要員の派遣及び機械器具の調達・あっせんを行う。 
 
10 建築相談窓口の設置 
  地方局等に建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等について相談に応じ
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る。 
 
３－２２－２ 市町の活動 
 
１ 被害状況の把握 
  ｢災害救助法｣の適用のための調査結果等を活用し、被災状況や全壊戸数、避難所生活世帯等を把握する。 
 
２ 体制の整備 
  応急住宅対策に関する体制を整備する。 
 
３ 応急仮設住宅の建設 
(1) 建設用地は、あらかじめ定めた建設可能敷地の中から災害の状況に応じて選定する。 
 (2) 建設を県から委任された場合は、(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設する。 
 
４ 応急住宅の入居者の認定 
(1) 避難所生活世帯に対する入居意向調査等を実施する。 
(2) 入居者の認定を市町長が行うこととされた場合は、自らの資力で住宅を確保できない者のうち、被災

者の特性や実態を踏まえ、災害時要援護者にも十分に配慮しながら認定し入居させる。 
 
５ 市町営住宅等の一時入居 
  市町営住宅等の空き家へ必要に応じ、被災者を一時的に入居させる。 
 
６ 応急住宅の管理 
(1) 住宅使用契約書と住宅台帳を作成し、応急住宅の入退去手続き・維持管理を行う。また、各応急住宅

ごとに入居者名簿を作成する。 
(2) 入居者調査や巡回相談等を実施し、応急住宅での生活に問題が発生しないよう努める。 
 
７ 応急住宅の運営管理 

各応急住宅の適切な運営管理を行う。この際、応急住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこも
りなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるもとともに、女性
の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急
仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

 
８ 住宅の応急修理 
(1) 建築業関係団体の協力を得て、住宅が半壊又は半焼した者のうち、自らの資力をもっては住宅の応急

修理を実施できない者に対し居室、炊事場及び便所等最小限度の日常生活を維持するために欠くことの
できない部分について応急修理を行う。 

(2) 市町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、応急対策をとれば居住を継続できる住宅の応
急修繕を実施する。 

 
９ 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん要請 
(1) 市町長は、応急仮設住宅及び住宅の応急修理に必要な建築業者が不足し、又は建築資機材を調達でき

ない場合は、次の事項を示して県にあっせん又は調達を要請する。 
  ア 応急仮設住宅の場合 

(ｱ) 被害戸数（全焼、全壊、流出） 
(ｲ) 設置を必要とする住宅の戸数 
(ｳ) 調達を必要とする資機材の品名及び数量 
(ｴ) 派遣を必要とする建築業者数 
(ｵ) 連絡責任者 
(ｶ) その他参考となる事項 

イ 住宅応急修理の場合 
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(ｱ) 被害戸数（半焼、半壊） 
(ｲ) 修理を必要とする住宅の戸数 
(ｳ) 修理を必要とする資機材の品目及び数量 
(ｴ) 派遣を必要とする建築業者数 
(ｵ) 連絡責任者 
(ｶ) その他参考となる事項 

(2) 市町は、住民が自力で実施する住宅の応急復旧を促進するため、市町の地域において建築業者又は建
築資機材の供給が不足する場合についても、県にあっせん又は調達を要請する。 

 
10 住居等に流入した土石等障害物の除去 
  住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしている者に対し、必要な救援活
動を行う。なお、市町長は、当該市町のみでは対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要請す
る。 
(1) 除去を必要とする住家戸数（半壊、床上浸水別） 
(2) 除去に必要な人員 
(3) 除去に必要な期間 
(4) 除去に必要な機械器具の品目別数量 
(5) 除去した障害物の集積場所の有無 
 
11 建築相談窓口の設置 
  建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等について相談に応ずる。 
 
 
  ※資料 １ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書   （資料編１２－ ４） 
      ２ 大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定書 

（資料編１２－ ９） 
３ 災害救助法の適用について              （資料編１３－ １） 
４ 市町別災害救助法適用基準表             （資料編１３－ ２） 

      ５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間      （資料編１３－ ３） 
      ６ 災害救助基金の概要                 （資料編１３－ ４） 
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第２３章 応急教育活動  
【私学文書課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、保健体育課、 

文化財保護課】 
 
 学校施設等が被災し、又は児童生徒等の被災により通常の教育を行うことができない場合、県及び市町教
育委員会等は、学校施設等の応急復旧、児童生徒等の応急教育等必要な措置を行うとともに、文化財の保護
の措置を実施する。 
 
３－２３－１ 応急教育計画  
 
１ 実施責任者 
(1) 市町立学校の応急教育は、市町教育委員会が実施する。 
(2) 県立学校の応急教育は、県教育委員会が実施する。 
(3) 私立学校の応急教育は、設置者が実施する。 
(4) 国立学校の応急教育は、管理者が実施する。 
(5) 知事又は県教育委員会教育長は、応急教育実施のための施設又は教職員の確保等について、市町教育

委員会、又は学校の要請により必要な措置を講じる。 
 
２ 応急計画 
  学校長は、学校の立地条件等も考慮し、あらかじめ災害時の学校施設の応急整備、応急教育の方法等に
ついて計画を定めておく。 

 
３ 応急措置 
(1) 実施責任者は、施設等の被害状況を速やかに把握し、関係機関と密接な連携をとり、被害僅少地域の

学校施設、公民館、その他民有施設の借り上げや応急仮設校舎の建設等速やかに授業ができるよう措置
する｡ 

なお、応急仮設校舎の建設に当たっては、被害の状況により、必要があるときは市町又は地域の住民
の 協力を求めるとともに、関係機関に協力を要請して短期間に完成させる｡ 

(2) 学校長等は、災害が発生したとき又は関係機関から情報を受けたときは、児童生徒等の安全の確保を
図るため、次の措置を講じるとともに、必要に応じて被害状況等を実施責任者へ報告する。 

  ア 在校時の場合は、災害の状況を的確に判断し、速やかに児童生徒等の避難の指示、誘導を行うとと
もに、負傷者の有無、被害状況の把握に努めるものとする。また、これらの状況を把握した後、速や
かに保護者と連絡をとり、引渡し等の適切な措置を講じること。 

  イ 登下校時、夜間、休日等の在校外時の場合は、保護者等と連絡をとり、児童生徒等の安否確認及び
状況把握に努めるほか、臨時休業等適切な措置を講じること。     

  ウ 災害の規模に応じて、児童生徒及び教職員並びに施設・設備の被害状況を速やかに把握するととも
に、関係機関と連携し、災害対策について万全の体制を確立すること｡ 

 
４ 応急教育の実施 
  学校の施設が被災し又は学校が地域の避難場所となった場合は、学校長は次の方法により応急教育を実
施する｡ 
(1) 教職員を動員し、施設及び設備の応急復旧整備を行い授業再開に努める。なお、被害の状況により、

必要があるときは市町又は地域住民等の協力を求める。 
(2) 施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教育の開始時期及び方

法を確実に児童・生徒及び保護者に連絡する。 
(3) 全児童、生徒を学校へ同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設を利用して分散授業

を行う等の措置を講じる。 
(4) 児童、生徒を通学不可能な他地域へ集団移動して応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定め、

地域ごとの実情の把握に努める｡ 
(5) 教育活動の再開に当たっては、児童、生徒の登下校時の安全確保に留意する｡ 
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５ 学校が地域の避難場所になる場合の留意事項 
(1) 学校長は、避難場所に供する施設、設備の安全を確認し、管理者に対し、その利用について必要な指

示を行う。 
(2) 教育委員会は、学校管理に必要な教職員を確保し、施設及び設備の保全に努める。 
(3) 避難生活が長期化する場合においては、学校長は、応急教育活動と避難活動との調整について、市町

等と必要な協議を行う。 
 
３－２３－２ 学用品等の調達  
 
(1) 学用品の給付は、災害救助法を適用した場合、知事が行うものとするが、知事が委任した場合は市町

長が行う。 
  ア 給付する品目の範囲 
   (ｱ) 教科書及び教材 
   (ｲ) 文房具 
   (ｳ) 通学用品 
  イ 給付の額 
    教科書代は、教科書の発行に関する臨時措置法第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教

材で、教育委員会に届け出又は承認を受けて使用している教材を給付するための実費とする。 
  ウ 給付期間 
    災害発生の日から、教科書は１か月以内、その他の学用品は１５日以内とする。 
  エ 私立学校の義務教育児童、生徒に対する学用品の給付は上記イ、ウに準じて行う。 
(2) 災害救助法が適用されない高校生の学用品等の調達については、関係機関が連携し、可能な限り対応

する。 
 
３－２３－３ 給食等の措置  
 
 災害救助法適用の場合の炊き出し基準による。 
 
３－２３－４ 学校施設の一時使用の措置  
 
 災害応急措置として、学校施設の一時使用の要請があった場合、校長は、授業に支障のない範囲内におい
て、これを使用させることができる。 
 
３－２３－５ 高等学校及び中等教育学校生徒の災害応急対策への協力  
 
 学校長は、登校可能な生徒を教職員の指導監督のもとに、学校の施設・設備等の応急復旧整備作業に可能
な範囲で協力を求める。 
 また、状況に応じ、地域における応急復旧又は救援活動等に協力するよう指導する。 
 
３－２３－６ 文化財の保護  
 
 建築物及びその他の文化財並びに文化財が収蔵されている建築物（以下「文化財等」という。）の災害時
の安全性を確保するため､文化財の所有者、管理責任者又は管理団体（以下「所有者等」という。）は、必要
な次の対策を講じるものとし、県教育委員会は､市町教育委員会の協力を得て､所有者等に対して適切な指導
助言を行う。 
(1) 災害発生時における連絡体制、関係機関に対する通報体制の確立 
(2) 安全性の確保された他の施設等への文化財の搬出と復旧のための支援体制の整備 
(3) 文化財等の補強工事の実施                  
(4) 日常の維持管理による部分的・応急的な補修の実施              
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  ※資料 １ 災害救助法の適用について        （資料編１３－１） 
      ２ 市町別災害救助法適用基準表       （資料編１３－２） 
      ３ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料編１３－３） 
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第２４章 災害時要援護者に対する支援活動  
     【保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課】 
 
県及び市町は、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業

者、ボランティア等の多様な主体の協力を得て、災害時要援護者の避難誘導に努めるとともに、災害時要援
護者一人ひとりの状況に応じた福祉サービスの提供等の援助活動を行う。 
 
３－２４－１ 県の活動 
 
 県は、災害時要援護者及び社会福祉施設等の状況を的確に把握し、各種の情報の提供や応援要員の派遣、
国、他の都道府県、他市町への応援要請等、広域的な観点から次の協力・援助・支援活動を行う。 
(1) 災害時要援護者及び社会福祉施設等のり災状況の把握 
(2) 災害時要援護者への情報提供 
(3) 応援要員の派遣 
(4) 他県及び他市町への応援要請 
(5) 一時保護が必要な要保護者への一時入所あっせん・調整 
(6) 被災母子・寡婦世帯に対する母子・寡婦資金の住宅資金貸付 
  ア 実施機関 県 
  イ 貸付対象 災害等により住宅が半壊・全壊した場合等 
  ウ 貸 付 額 母子及び寡婦福祉法施行令第７条の額 
 
３－２４－２ 市町の活動 
 
１ 災害時要援護者の避難誘導 

市町は、あらかじめ作成した要援護者一人ひとりの避難支援プランに基づき、災害発生直後、速やかに
避難誘導を行う。また、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を借り上げる等、多様な避難場所の確保に努める
ほか、プライバシーの確保や男女のニーズの違い等にも配慮する。 

 
２ 避難所等への移送 
  市町は、災害時要援護者を発見した場合は、速やかに負傷者の有無や周囲の状況等を総合的に判断して、
以下の措置を講じる。 

  なお、避難所へ移動した災害時要援護者については、その状況を把握し、適切な福祉サービスの提供に
努める。 

 (1) 避難所への移動 
 (2) 病院への移送 
 (3) 施設等への緊急入所 
 
３ 応急仮設住宅への優先的入居 
  市町は、応急仮設住宅への収容にあたり、災害時要援護者の優先的入居に努める。 
 
４ 在宅者への支援 
  市町は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、次のとおり在宅福祉
サービス等被災障害者に対する援助を適宜提供する。 

 (1) 災害により補装具を亡失又は毀損したものに対する修理又は交付 
(2) り災障害者の更生相談 
 
５ 応援依頼 
  市町は、救助活動の状況や災害時要援護者の状況を把握し、適宜、県、隣接市町等へ応援を要請する。 
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第２５章 ボランティア等への支援 【保健福祉課】 
 
 大規模な災害が発生した場合に、円滑な応急対策を実施するため、ボランティアやＮＰＯの自主性・主体
性を尊重しつつ、ボランティアの能力が効果的に発揮されるよう、災害救援ボランティア活動への支援体制
の整備に努める。 
 
３－２５－１ 県の活動 
 
１ 県災害救援ボランティア支援本部の設置 
  県は、大規模災害が発生し、必要があると認めるときは、愛媛県社会福祉協議会と連携して、県災害救
援ボランティア支援本部（以下「県支援本部」という。）を県ボランティアセンター内に設置する。 

 
２ 県支援本部の構成メンバー 
  県支援本部は、県社会福祉協議会、ＮＰＯ、ボランティア関係団体、ボランティア・コーディネーター
等で構成する。 

 
３ 県支援本部の任務 
 (1) 県内の被災状況、ボランティアによる救援活動状況、ボランティア不足状況等の把握 
   県、市町、市町災害救援ボランティア支援本部（以下「市町支援本部」という。）やボランティア団

体等からの情報を取りまとめ、県内の被災状況、ボランティアによる救援活動状況、ボランティアの不
足状況等を的確に把握する。 

 (2) ボランティアや被災住民等に対する情報提供窓口の開設 
   被災地の状況や救援活動状況やボランティアあっせん窓口等の情報をボランティアや被災住民等に対

して的確に提供する窓口を開設する。 
 (3) ボランティアの募集及びグループ化等活動体制の整備 
   ボランティアが不足すると考えられる場合等において、必要人員、活動内容、活動拠点等の必要な情

報をマスコミに提供すること等により、ボランティア参加者の募集を行うとともに、そのボランティア
申出者と平常時から登録しているボランティアのグループ化を行うなどにより、機能的な活動が行われ
るよう活動体制の整備を行う。 

 (4) ボランティアのあっせん 
   市町支援本部や社会福祉施設等からボランティアのあっせん要請が出された場合、ボランティアグル

ープ等のあっせん・派遣を行う。 
 
４ 県支援本部等に対する情報、活動拠点及び資機材の提供 
  被災地の状況や救援活動の状況等の情報を提供する県の窓口を開設するとともに、地方局庁舎その他県
有施設等をボランティアの活動拠点として提供する。また、ボランティア活動に必要な資機材を、可能な
限り貸出すことにより、災害救援ボランティアが効率的に活動できる環境づくりに努める。 

 
５ ボランティア休暇制度の周知 
  職員のボランティア休暇制度の周知を図り、ボランティア活動参加への支援に努める。 
 
３－２５－２ 市町の活動 
 
１ 市町災害救援ボランティア支援本部の設置 
  市町は、大規模災害が発生し、必要があると認めるときは、市町社会福祉協議会と連携して、市町支援
本部（必要に応じて支部を設置。）を市町ボランティアセンター内等に設置する。 

 
２ 市町支援本部の構成メンバー 
  市町支援本部は、市町社会福祉協議会、市町ボランティアセンター、市町ＮＰＯ支援センター、ＮＰＯ、
ボランティア関係団体、ボランティア・コーディネーター等で構成する。 
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３ 市町支援本部の任務 
 (1) ボランティア活動に関する情報収集 
   県、市町、ボランティア団体や被災住民等からの情報を取りまとめ、市町内の被災状況、ボランティ

アによる救援活動状況、ボランティアの不足状況等を的確に把握する。 
 (2) ボランティア・被災住民等に対する情報提供窓口の開設  
   被災地の状況や救援活動状況等の情報をボランティアや被災住民等に対して的確に提供する窓口を開

設する。 
 (3) ボランティアの募集及びグループ化等活動体制の整備 
   ボランティアが不足すると考えられる場合等において、ボランティア参加者の募集を行うとともに、

そのボランティア申出者と平常時から登録しているボランティアのグループ化を行うなどにより、機能
的な活動が行われるよう活動体制の整備を行う。 

 (4) ボランティアのあっせん 
   被災住民、県支援本部や社会福祉施設等からボランティアのあっせん要請が出された場合、ボランテ

ィアグループ等のあっせん・派遣を行う。 
 
４ 市町支援本部等に対する情報、活動拠点及び資機材の提供 
  被災地の状況、救援活動の状況等の情報を市町支援本部等に提供するとともに、市町庁舎その他所有施
設等をボランティアの活動拠点として提供する。また、ボランティア活動に必要な資機材を、可能な限り
貸出すことにより、ボランティアが効率的に活動できる環境づくりに努める。 

 
 
  ※資料 ボランティア等の応援活動（資料編１８－４） 
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第２６章 応援協力活動  
【消防防災安全課、危機管理課、国際交流課、県警本部、第六管区海上保安本

部】 
 
 大規模災害が発生した場合においては、広範な地域に被害がおよび、社会機能が著しく低下するなかにあ
って、消火活動や救命、救急、救助活動、被災者の生活対策をはじめとする多面的かつ膨大な対策を集中的
に実施しなければならない。 
 このため、各機関は、平素から関係機関と十分に協議し、災害時にあっては相互に協力し、応急対策活動
を円滑に実施する。 
 
３－２６－１ 県の活動  
 
１ 指定行政機関等に対する職員の派遣の要請 
(1) 知事は、県内における災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第 29 条

の規定に基づき、次の事項を明らかにして、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機
関に対し職員の派遣を要請する。 
ア 派遣を要請する理由 
イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 
ウ 派遣を必要とする期間 
エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
オ その他職員の派遣について必要な事項 

(2) 知事は、災害対策基本法第 30 条の規定に基づき、内閣総理大臣に対し、次の事項を明らかにしたう
えで国の職員の派遣についてあっせんを求める。 
ア 派遣のあっせんを求める理由 
イ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 
ウ 派遣を必要とする期間 
エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
オ その他職員の派遣あっせんについて必要な事項 

 
２ 指定行政機関等に対する応急措置の実施の要請 

知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認められ
る場合は、災害対策基本法第 70 条第３項の規定に基づき、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機
関の長又は県の他の執行機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し応急措置の実施を要請す
る。 

 
３ 指定行政機関等に対する物資又は資材の供給の要請 

 知事は、災害応急対策の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を
的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の
長に対し必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請する。 

 
４ 他県及び民間事業者等に対する応援要請 
  知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めたときは、四国、中四国及び全都道府県の各県
知事、並びに民間事業者等との間において、あらかじめ締結した大規模災害時の広域応援等に関する協定
に基づき、応援を要請する。また、地方公共団体間での要請等のみによっては災害応急対策が円滑に実施
されないと判断する場合は、内閣総理大臣に対して、応援することを求めるよう求める。 

 
５ 市町に対する応援 
(1) 知事は、市町長から災害応急対策を実施するために応援を求められた場合は、県の災害応急対策の実

施との調整を図りながら、必要と認められる事項について支援・協力を行う。また、県は、被災市町の
業務レベルが著しく低下したと判断される場合には、市町からの応援要請の有無に関わらず、災害応急
対策等について支援・協力を実施する。 
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(2) 知事は、市町の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、特に必要があると認めると
きは、当該市町の災害応急対策の実施状況を勘案しながら、他の市町長に対し次の事項を示して応援に
ついて必要な指示又は調整を行う。 
ア 応援を必要とする理由 
イ 応援を必要とする人員、装備、資機材等 
ウ 応援を必要とする場所 
エ 応援を必要とする期間 
オ その他応援に関し必要な事項 

(3) 県は、市町から広域一時滞在についての協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとす
る。また、市町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町からの要求を待ついとま
がないときは、市町の要求を待たないで、広域一時滞在のための要求を当該市町に代わって行う。 

 
６ 民間団体等に対する応援協力の要請 
(1) 応援協力要請の対象となる民間団体等 

ア 青年団体、婦人団体、商工団体、農林水産団体、日本赤十字社奉仕団等 
イ 大学、高校、各種講習所、養成所等の学生・生徒 
ウ その他、奉仕活動を申し入れたボランティア団体等 

(2) 応援協力要請の時期及び要請事項 
 知事は、市町長から要請があったとき、又は知事が必要と認めたときは、次の事項を示して応援協力
を要請する。 
ア 応援協力を要請する人員 
イ 作業内容 
ウ 作業場所 
エ 集合場所 
オ その他応援協力要請に関し必要な事項 

 
３－２６－２ 県警察の活動  
 
１ 警察災害派遣隊の運用 
  県警察は、大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合は、警察庁及び四国管区警察局の指示、
調整に基づき、警察災害派遣隊の派遣等広域的な応援のための措置をとる。 

 
２ 都道府県に対する援助要請 
  公安委員会は、県内警備力をもって災害に対処することができない場合、次の事項を明らかにして警察
庁又は他の都道府県警察に対し、警察法（昭和 22 年法律第 162 号）第 60 条に基づく援助要請を行う。 

(1) 援助を必要とする理由 
(2) 援助を必要とする人員、航空機、装備、資機材、服装、携行品及び期間 
(3) 援助を必要とする場所 
(4) 県内経路（特に道路の損壊がある場合） 
(5) その他必要事項 
 
３－２６－３ 消防機関の活動  
 
１ 県内の消防応援 
  大規模災害が発生し、被災地の消防機関の消防力のみでは災害の防御が困難または困難が予想される場
合は、災害の態様や動向等を的確に判断し、県内の他の消防機関に対して、消防応援協定に基づく応援要
請〔消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条〕を速やかに行う。 

  なお、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づく応援要請にあたっては、「愛媛県消防広域相互応援計
画」の定めるところによる。 

 
２ 緊急消防援助隊 
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  知事は、被害の状況により消防庁緊急消防援助隊の応援の必要があると認めるときは､消防組織法第 44
条の規定に基づき、次の事項を明らかにして、消防庁長官に対し応援出動等の措置を要請する。 
(1) 災害の状況及び応援要請の理由 
(2) 応援要請を行う部隊と人員、装備、資機材等 
(3) 応援部隊の進入経路及び集結場所 
(4) 指揮体制及び無線運用体制 
(5) その他必要事項 
 
  緊急消防援助隊の要請先は次のとおり。 

      区 分 
 回線別 

平日（9:30～18:15） 
総務省消防庁広域応援室 

左記以外 
総務省消防庁宿直室 

電 話  ０３－５２５３－７５２７  ０３－５２５３－７７７７ 
ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ  ０３－５２５３－７５５２  ０３－５２５３－７５５３ 
電 話  ６３－９０－４９０１３  ６３－９０－４９１０２ 

消防防災無線 
ＦＡＸ  ６３－９０－４９０３３  ６３－９０－４９０３６ 
電 話  ６４－０４８－５００－９０－４９０１３  ６４－０４８－５００－９０－４９１０２ 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ  ６４－０４８－５００－９０－４９０３３  ６４－０４８－５００－９０－４９０３６ 
 
 
３－２６－４ 市町の活動  
 
１ 知事等に対する応援要請等 
  市町長は、当該市町の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対し次の事項を示
して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

(1) 応援を必要とする理由 
(2) 応援を必要とする人員、物資、資機材等 
(3) 応援を必要とする場所 
(4) 応援を必要とする期間 
(5) その他応援に関し必要な事項 
  また、都道府県外広域一時滞在が必要な場合には、知事に対し、他の都道府県知事と協議することを求
める。 

 
２ 他の市町長等に対する応援要請等 
  市町長は、当該市町の地域にかかる災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、あらか
じめ災害時の広域応援に関する協定を締結した他の市町長に対し応援を要請する。また、被災住民の居住
の場所の確保が困難な場合には、広域一時滞在について、他の市町長と協議する。 

  応援を求められた市町は、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急
性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。災害応急対策の実施については、応
援に従事する者は、被災市町の指揮の下に行動する。 
なお、消防に関する応援要請については、消防組織法第 39 条に基づき締結された｢愛媛県消防広域相互

応援協定｣による。 
 
３ 関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対する応援要請 
  市町長は、必要な場合、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を要請する。 
 
３－２６－５ 海上保安庁の支援  
 
１ 海上保安庁への支援の要請 
 知事は､海上保安庁の支援を必要とするときは､支援を要請する事項等を明らかにして支援を要請する。 

(1) 支援要請事項 
ア 傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送 
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イ 巡視船を活用した医療活動場所及び災害応急対策従事者への宿泊場所の提供 
ウ その他、県及び市町が行う災害応急対策の支援 

(2) 支援要請手続き 
 知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、松山海上保安部を窓口として海上保安庁第六管区海
上保安本部長に要請する。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書を交付す
る。また、松山海上保安部との連絡が困難である場合には、第六管区海上保安本部若しくは他の海上保
安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若しくは航空機を通じて要請する（海上保安
庁の巡視船艇・航空機は、防災相互通信波の無線機を搭載）。 
ア 災害の概要及び支援活動を要請する理由 
イ 支援活動を必要とする期間 
ウ 支援活動を必要とする区域及び活動内容 
エ その他参考となる事項 

(3) 市町長の支援要請の依頼手続き 
 市町長は、災害応急対策を円滑に実施するため必要があるときは、知事に対し、海上保安庁の支援に
ついて(2)のア～エの事項を明示した文書をもって、必要な措置を講じるよう依頼する。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書を交付す
る。 
 また、事態が急迫し、知事に要請を依頼するいとまがない場合、又は知事を通じて要請することが困
難な場合には、直接、最寄りの海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若しく
は航空機を通じて要請するものとし、知事に対してもその旨を速やかに連絡する。 

 
２ 海上保安庁との連絡 
(1) 情報交換 

 知事は、災害応急対策に関する各種の情報を迅速的確に把握し、災害応急対策を効果的に実施するた
め、海上保安部と密接な情報交換を行う。 

 
(2) 連絡員の派遣 

 大規模災害が発生したときは、松山海上保安部に対し連絡員の派遣を要請する。 
 

機   関   名 電話番号 県防災通信システム(地上系） FAX 

松山海上保安部 089-951-1197 6-6216   089-951-7796 

第六管区海上保安本部 082-251-5111 （衛星）64-034-101-159 082-251-5185 

 
３－２６－６ 応援要員の受入れ体制  
 
 防災関係機関が災害応急対策の実施に際して、県外から必要な応援要員・部隊を受け入れた場合、知事及
び派遣先の市町長は、これらの要員・部隊の展開、宿泊施設、ヘリポート、物資搬送設備等の活動拠点につ
いて､各機関の要請に応じて､可能な限り準備する。 
 
３－２６－７ 従事命令又は協力命令  
 
 知事は、災害応急対策を実施するため、人員が不足し、緊急に必要ある場合は、災害対策基本法、災害救
助法等の規定に基づき従事命令等を発し、応急措置の実施を担保する。 
 
３－２６－８ 外国からの応援活動  
 
 外国からの応援活動については、国が受入れを決定し、自ら作成する受入れ計画に基づいて、県が受け入
れる。 
県は、受け入れた外国からの応援活動が円滑に実施できるよう、県国際交流センター等を通じて通訳ボラ
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ンティアを確保するとともに、市町等関係機関と連携を図りながら必要な支援を行う。 
 
 
  ※資料 １ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定     （資料編１７－ １） 

２ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 （資料編１７－ ２） 
３ 愛媛県広域応援計画・受援計画               （資料編１７－ ３） 
４ 中国・四国広域応援協定                  （資料編１７－ ４） 
５ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定    （資料編１７－ ５） 
６ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（資料編１７－ ６） 
７ 愛媛県警察災害警備用装備資機材一覧表           （資料編１８－ ７） 
８ 愛媛県緊急消防援助隊受援計画               （資料編１７－ ９） 
９ 緊急消防援助隊愛媛県隊応援等実施計画           （資料編１７－１０） 

１０ 愛媛県消防広域相互応援協定書               （資料編 ４－ ２） 
１１ 愛媛県消防広域相互応援計画                （資料編 ４－ ３） 
１２ 海上保安部所属巡視船艇                  （資料編１１－ ７） 
１３ 海上保安部航空機要目                   （資料編１１－ ９） 
１４ 大規模災害時における応急対策業務に関する協定       （資料編 ５－ ６） 
１５ 大規模災害時における救援支援活動に関する協定       （資料編 ５－ ７） 
１６ 災害時における水輸送の協力に関する協定          （資料編１０－１４） 
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第２７章 消防防災ヘリコプターによる支援活動 【消防防災安全課】 
 
 各種災害又は事故等に際し、県所有の消防防災ヘリコプターによる迅速な支援活動を行うことで、被害の
最小化に努める。 
 
３－２７－１ 支援活動の種類 
 
 消防防災ヘリコプターは、「愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱」に基づき、災害の状況に応じて
次の活動を行う。 
 (1) 災害応急対策活動 
 (2) 救急活動 
 (3) 救助活動 
 (4) 火災防御活動 
 (5) 広域航空消防防災応援活動 
 
３－２７－２ 緊急運航の要件 
 
 消防防災ヘリコプターは、次の要件を満たす場合に、「愛媛県消防防災ヘリコプター緊急運航要領」の別
表に掲げる基準に基づき、緊急運航する。 
 (1) 公共性 
 (2) 緊急性 
 (3) 非代替性 
 
３－２７－３ 緊急運航要請手続 
 
 消防防災ヘリコプターの緊急運航要請は、災害が発生した市町村の長又は消防一部事務組合の消防長若し
くは関係行政機関の長が、消防防災安全課長に対して行う。 
 この要請は、愛媛県防災航空事務所（消防防災航空隊）に対して電話にて行うこととし、事後に要請書を
提出する。 

（連絡先） 
    緊急連絡用電話 ０８９－９６５－１１１９ 
    一般事務用電話 ０８９－９７２－２１３３ 
    ファクシミリ ０８９－９７２－３６５５ 
 
３－２７－４ 自主出動 
 
 運航管理責任者が災害等の実態を勘案し、特に緊急を要する防災活動の実施について、要請を待ついとま
がないときは、要請を待たず自ら緊急運航を決定することができる。 
 
  ※資料 １ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱     （資料編１６－１） 
      ２ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理諸規程体系図 （資料編１６－２） 
      ３ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理フロー    （資料編１６－３） 
      ４ 緊急運航連絡系統図               （資料編１６－４） 
      ５ 愛媛県消防防災航空隊              （資料編１６－５） 
      ６ 愛媛県内飛行場外臨時着陸場           （資料編１６－６） 
      ７ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表          （資料編１６－７） 
      ８ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定  （資料編１６－８） 
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第２８章 自衛隊の活動 【危機管理課、自衛隊】 
 
 大規模な災害が発生し、又は発生しようとしているとき、県民の生命、財産の保護のため必要な応急対策
の実施が関係機関のみでは困難であり、自衛隊の活動が必要かつ効果的であると認められた場合、自衛隊に
災害派遣を要請し、もって効率的かつ迅速な応急活動の実施を期する。 
 
３－２８－１ 自衛隊への災害派遣の要請 
 
 人命及び財産の救助のためにやむを得ないと認められる事態で、他に実施可能な組織等がない場合におい
て、自衛隊の災害派遣を必要とするときは、知事は、支援を要請する事項等を明らかにして派遣を要請する。
また、事態の推移に応じ、派遣の必要が無くなった場合は、直ちにその旨を連絡する。 
 
１ 派遣要請事項 
(1) 車両、航空機等による被害状況の把握 
(2) 避難者の誘導、輸送等避難のための必要があるときの援助 
(3) 行方不明者、負傷者等が発生した場合の捜索援助 
(4) 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動 
(5) 消防機関に協力して行う消火活動 
(6) 道路又は水路の確保の措置 
(7) 被災者に対する応急医療、救護及び防疫 
(8) 救急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 
(9) 被災者に対する給食及び給水支援 
(10) 防災要員等の輸送 
(11) 連絡幹部の派遣 
(12) その他知事が必要と認める事項 
 
２ 派遣要請手続 
 知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、まず、陸上自衛隊第１４特科隊長に要請する。 
 また、海上自衛隊又は航空自衛隊の派遣を必要とする場合は、海上自衛隊呉地方総監又は航空自衛隊西
部航空方面隊司令官あてに要請を行う。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災通信システム（地上系）等又は口頭をもって行い、事後速やかに
文書をもって措置する。 

(1) 災害の情況及び派遣を要請する理由 
(2) 派遣を希望する期間 
(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 
(4) その他参考となるべき事項 
 
３ 市町長等の災害派遣要請の要求の依頼手続 
 市町長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは、知事に対し、自衛隊の派遣要請に
ついて、２の(1)～(4)の事項を明示した文書をもって、必要な措置を講じるよう要求する。 
 ただし、緊急の場合は、防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速かに文書をもって措置する。 
 また、知事への要求ができない場合は、その旨及び当該地域に関わる災害の状況を陸上自衛隊第１４特
科隊に通知し、知事に対してもその旨を速やかに通知する。 
 

３－２８－２ 要請を待たないで行う災害派遣（自主派遣） 
 
 自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまがないときは、
自主的に部隊等を派遣する。 
 この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、密接な連絡調整のもとに適切かつ効率的な救援活
動を実施するように努める。 
 自衛隊が自主派遣を行う場合の基準は、次のとおりである。 
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(1) 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要が
あると認められること 

(2) 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、直ち
に救援の措置を取る必要があると認められること 

(3) 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が人命救助に関するものであると明確に認められること 
(4) その他、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められること 
 
３－２８－３ 自衛隊の救助活動の内容 
 
 自衛隊が災害派遣時に実施する救助活動の具体的内容は、災害の状況や他救援機関等の活動状況等のほか、
知事等の要請内容や現地における部隊等の人員、装備等によって異なるが、通常、次のとおりである。 
(1) 被害状況の把握 
   車両、艦艇、航空機など状況に適した手段による偵察 
(2) 避難の援助 
   避難者の誘導、輸送等 
(3) 遭難者等の捜索救助 
   行方不明者、傷病者等の捜索救助 
(4) 水防活動 
   堤防、護岸の決壊に対する土のうの作成、積込み及び運搬 
(5) 消火活動 
   消防機関に協力して行う消火活動 
(6) 道路、水路等交通上の障害物の排除 
   施設の損壊又は障害物の除去、道路、鉄道路線上の崩土等の排除 
(7) 応急医療、救護及び防疫の支援 
   被災者に対する応急医療、救護及び防疫支援 
(8) 通信支援 
   緊急を要し、他に適当な手段がない場合、被災地と災害対策本部間のバックアップ通信の支援 
(9) 人員、物資の緊急輸送 
   緊急を要し、他に適当な手段がない場合、救急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資

の緊急輸送 
(10) 給食及び給水の支援 
   被災者に対する炊飯、給食及び入浴支援 
(11) 宿泊支援 
   被災者に対する宿泊支援 
(12) 危険物等の保安、除去 
   能力上可能なものについての火薬類、爆発物等の保安措置及び除去 
 
３－２８－４ 自衛隊の救護班の編成 
 
 陸上自衛隊第１４特科隊長は、応急医療、救護及び防疫のため、必要に応じ救護班（チ－ム）を派遣する。 
 
３－２８－５ 自衛隊との連絡体制 
 
１ 情報交換 
  知事は、災害応急対策に関する各種の情報を迅速的確に把握し災害応急対策を効果的に実施するため、
陸上自衛隊にあっては第１４特科隊を通じて第１４旅団司令部、海上自衛隊にあっては呉地方総監部と、
航空自衛隊にあっては西部航空方面隊司令部と密接な情報交換を行う。 

 

機   関   名 電話番号 県防災通信システム（地上系） FAX 

陸上自衛隊第１４特科隊 089-975-0911 6-6218   089-975-0911 
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海上自衛隊呉地方総監部 0823-22-5511 （衛星）64-034-101-158 0823-22-5692 

航空自衛隊西部航空方面隊司令部 092-581-4031 ― 092-581-4031 

 
２ 連絡班の派遣等 
  知事は、災害発生を予想する段階に至った場合は、陸上自衛隊第１４特科隊長に対し、県災害対策本部
又は災害警戒本部（本部開設前にあっては、危機管理課）に連絡班の派遣を依頼し、派遣要請の接受及び
これにともなう措置の迅速化を図る。 

(1) 陸上自衛隊第１４特科隊を通じて、陸、海、空部隊に対し、連絡班の派遣を要請する。 
(2) 自衛隊派遣業務の円滑化を図るため、災害対策本部（災害警戒本部）又は地方本部に自衛隊連絡室を

設置し連絡調整を行う。 
 
３ 自衛隊支援活動の総合調整 
  知事は、派遣部隊の長と協議し、対策の緊急性や重要性を判断して支援活動の優先順位を定め、自衛隊
の実施する活動が円滑かつ効果的に実施されるよう調整を行う。 

 
３－２８－６ 災害派遣部隊の受入れ体制 
 
１ 他の災害救助復旧機関との競合重複排除 
  県及び市町は、自衛隊の活動が他の機関と競合複合しないよう効率的に作業を分担するよう配慮する。 
 
２ 作業計画及び資機材の準備 
  市町は、自衛隊の作業の円滑な促進を図るため、次により可能な限り総合的な調整のとれた作業計画を
作成し、資機材の準備及び関係者の協力を求め、支援活動に支障のないよう措置を講じる。 

(1) 作業箇所及び作業内容 
(2) 作業箇所別必要人員及び資機材 
(3) 作業箇所別優先順位 
(4) 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 
(5) 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 
 
３ 派遣部隊の受入れ 
  市町長は、派遣された自衛隊の宿泊施設等必要な設備を可能な限り準備する。 
 
３－２８－７ 災害派遣部隊の撤収 
 
 知事は、当該市町長から撤収の要請があり、派遣部隊の長及び自衛隊連絡班と協議し、派遣の必要がなく
なったと認めた場合は、陸上自衛隊第１４特科隊長、海上自衛隊呉地方総監又は航空自衛隊西部航空方面隊
司令に対し、派遣部隊の撤収を要請する。 
 
３－２８－８ 経費の負担区分 
 
 自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業を実施するため要した経費は、原則として派遣を受けた市町が負
担するものとし、複数の市町にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町が協議して定める。 
 経費を負担する主なものは、次のとおりである。 
(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等の購入費、借

上料及び修繕費 
(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 
(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 
(4) 派遣部隊の救援活動実施の際に生じた（自衛隊装備に関するものを除く）損害の補償 
(5) その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と市町が協議する。なお、
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必要に応じて県が協議する。 
 
 
 
  ※資料 １ 自衛隊派遣要請計画   （資料編１７－１１） 
      ２ 陸上自衛隊災害派遣装備品（資料編１７－１２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

第２９章 公安警備活動 【県警本部】 
 
 大規模災害発生時には、多数の住民が生命又は身体に危害を受け、あるいは住居や家財が喪失して地域

社会が極度の混乱状態にあるため、県、県警察及び市町は、関係機関、団体等と協力して人心の安定と社会
秩序の維持を図るための措置を講じる。 
また、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害に乗じたサイバ

ー攻撃に関する情報収集及び住民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 
 なお、災害警備に関しては、この計画によるほか、愛媛県警察災害警備実施基礎計画及び各警察署の災害
警備実施計画に基づき警備活動を行う。 
 
３－２９－１ 公安警備の内容 
 
 県警察本部は、災害に際して、県民の生命身体及び財産を保護し又は被災地の治安を維持するため、関係
機関と協力し、概ね次に掲げる活動を行う。 
(1) 被災情報の収集と伝達 
(2) 被災者の救出救助活動 
(3) 危険区域居住者の避難誘導 
(4) 災害による死体の検案及び行方不明者の捜索 
(5) 緊急交通路の確保 
(6) 災害地における治安の確保 
(7) 広報活動 
 
３－２９－２ 公安警備部隊の編成 
 
 公安警備部隊の編成は、警察本部長の発令する警備体制の区分に応じ、愛媛県警察災害警備実施基礎計画
に基づき編成する。 
 
３－２９－３ 警備体制 
 
１ 警備体制の区分 
  警備体制は、次のとおりとする。 
(1) 準備体制 
   気象情報等により災害の発生する恐れはあるが、発生までに相当の時間的余裕があると考えられる場

合。 
(2) 警戒体制 
   気象警報等が発令され、災害の発生が予想される場合。 
(3) 非常体制 
   大規模災害が発生し、又は発生しつつあるとき。 
 
２ 警備体制の発令及び解除 
  上記各号の警備体制は、警察本部長が災害の規模及び被害状況等に応じ発令又は解除する。 
 
３－２９－４ 警備措置 
 
 県警察本部及び各警察署は、警備体制の各段階において、次により必要な措置及び活動を行う。 
 
１ 準備体制 
(1) 準備室の設置 
(2) 情報の収集及び伝達 
(3) 装備資機材の点検、整備 
(4) 通信施設等の点検、整備 
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２ 警戒体制 
(1) 警備体制の確立 
(2) 警報の伝達及び指示 
(3) 危険地域の警戒及び避難誘導 
(4) 危険物件等の除去 
(5) 交通規制等の措置 
(6) 広報活動 
 
３ 非常体制 
(1) 警備体制の確立 
(2) 被害調査 
(3) 警戒区域の設定と避難誘導 
(4) 被災者の救出、救護 
(5) 交通規制及び緊急交通路の確保 
(6) 広報活動 
(7) 行方不明者の捜索、手配 
(8) 災害による死体の検案及び身元確認 
(9) 犯罪の予防、検挙 
(10) 応急対策の援助 
 
 
 ※資料 １ 防災業務に従事する人員の状況      （資料編１８－ ６） 
     ２ 愛媛県警察災害警備用装備資機材一覧表  （資料編１８－ ７）    
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第３０章 ライフラインの確保 
【消防防災安全課、危機管理課、環境政策課、都市整備課、発電工水課、

西日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、四国電
力株式会社、ＫＤＤＩ株式会社】 

 
 ライフラインの復旧は、他機関の復旧作業や民生安定に大きな影響を及ぼすことから、各ライフライン事
業者等は、災害発生時において被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するととも
に、必要に応じ、広域的な応援体制をとるなど、機動力を発揮して応急復旧に努める。 
なお、防災拠点施設、人命に関わる医療機関や避難所等の重要施設の応急措置及び供給ラインの復旧等を

優先して行う。 
 
３－３０－１ 水道施設 
 
１ 県の活動 
  県は、あらかじめ定めた行動指針に基づき、必要に応じて、県内の市町に対して広域的な支援を要請し、
支援活動の調整を行う。 

 
２ 市町の活動 
(1) あらかじめ定めた行動指針に基づき、応急給水及び応急復旧を実施する。 
(2) 応急給水及び応急復旧の実施に必要な人員・資機材が不足する場合には、相互応援協定等に基づき、

県を通じて、他の市町に支援を要請する。 
 
３－３０－２ 下水道施設  
 
 下水道管理者は、下水道施設が被災したときは、重大な機能障害、二次災害の危険性を取り除くための措
置を講じる。 
 
１ 管渠 
 周辺住民に対して、一次的に下水道の使用を中止するよう広報するとともに、管渠施設の構造物、設備
等の被害程度を判断して、管渠、マンホール内部の土砂のしゅんせつ、可搬式ポンプによる下水の排除、
仮排水路の設置などの応急復旧を実施する。 

 
２ 終末処理場、ポンプ場 
 本復旧までの一次的な処理機能の確保を目的として、水路の仮締切り、配管ルートの切り回し、仮設沈
殿地などの応急復旧を実施する。 
 被害が甚大な場合は、住民に対して下水道の使用を中止するよう広報する。 

 
３－３０－３ 工業用水道施設  
 
(1) 工業用水道事業者は、災害が発生した場合、各事業者ごとに緊急時供給計画等に基づき、速やかに配

水施設等の被害状況の調査を行い、漏水等の被害があれば、直ちに給水停止等必要な措置を講じる。 
(2) 被害の拡大防止と、応急復旧等用水の確保に必要な措置を講じる。 
(3) 必要に応じ、広域的応援体制をとるよう努める。 
(4) 可能な限り復旧予定時期を明らかにする。 
 
３－３０－４ 電力施設  
 
 電気事業者は、災害が発生した場合、その定める防災業務計画に基づき、電力施設の防護及びその迅速な
復旧を図り、もって電力供給の確保に万全を期する。 
 
１ 災害対策組織の編成 
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 災害が発生、又は発生の恐れがある場合に対処するため、災害対策本部及び災害対策隊の組織をあらか
じめ定めておく。 

 
２ 情報の収集 
 災害が発生した場合は、電気施設の被害状況や停電による主な影響をはじめとする被害状況の収集を行
うとともに、国や地方自治体等から収集した情報を集約し総合的な被害状況の把握に努める。 

 
３ 災害時における広報 
(1) 停電による社会不安除去のため、電力施設等の被害状況及び復旧状況の広報活動を行う。 
(2) 電気事故を防止するために必要な広報活動を行う。 
 
４ 対策要員の確保 
 防災体制が発令された場合、対策要員は、速やかに所属する対策組織に出動する。なお、交通途絶等に
より出動できない者は、最寄りの事業所に出動する。 

 
５ 災害復旧用資機材の確保 
  電気事業者は、事業所に保有する応急措置用資材を優先使用するとともに、不足する場合は、本店、支
店及び関係業者等から緊急転用措置をとる。 

 
６ 他電力会社間の電力融通 
  災害時において、電力供給が不足する事態が生じた場合は、負荷の重要度に応じた系統構成にするとと
もに、他電気事業者からの融通等により供給力を確保する。  

 
７ 危険予防措置 
  送電が危険な場合および警察、消防機関等から要請があった場合、送電停止等適切な危険予防措置を講
じる。 

 
８ 設備の応急工事 
  災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を勘案して迅速、適切に

実施する。 
(1) 水力・火力・原子力発電設備 
   共通機器、流用可能部品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 
(2) 送電設備 
   ヘリコプター、車両等の機動力の活用により、仮復旧の標準工法に基づき迅速に行う。 
(3) 変電設備 
   機器損壊事故に対し、系統の一部変更又は移動用変圧器等の活用による応急措置で対処する。 
(4) 配電設備 
   応急復旧工法標準マニュアルによる迅速確実な応急復旧を行うとともに、重要性の高い地区には、移

動用発電機を設置する。 
(5) 通信設備 
   可搬型電源、移動無線機等の活用により通信回線を確保する。 
 
９ 復旧の順位 
  各設備ごとにあらかじめ定めてある復旧順位によることを原則とするが、災害状況、各設備の被害状況、
各設備の復旧難易等を勘案して、供給上復旧効果の最も高いものから復旧を行う。 

 
３－３０－５ ガス施設  
 
１ 災害対策組織の編成 
  ガス事業者は、災害が発生、又は発生の恐れがある場合に対処するため、災害対策本部及び災害対策隊
の組織をあらかじめ定めておく。 
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２ 情報の収集 
  災害が発生した場合は、ガス施設の被害状況、ガス供給停止による主な影響をはじめとする被害状況の
収集を行うとともに、国、地方自治体等から収集した情報を集約し総合的な被害状況の把握に努める。 

 
３ 応急措置及び復旧対策 
(1) ガス事業者は、災害が発生し、設備に危険が想定される時には、設備を緊急停止し、設備の緊急点検

及び被災設備の応急保安処理を行い、二次災害の防止に努める。 
(2) ガス施設、住居、道路等の被害状況及びガス施設の点検結果により、ガス供給を地域的に遮断する。 
(3) 製造所の設備及びガス導管等の災害復旧は、事業者の支店及び関連会社等により速やかに復旧する。 
(4) 被災した製造所等の設備が復旧された後、設備の安全性を確認のうえ、ガスの製造を再開する。 
(5) 供給停止地域については、ガス施設の安全を確保した地区より、速やかにガス供給の再開を行う。 
(6) 避難所等に臨時に必要な燃料の供給を行う。 
 
４ 動員・応援体制 
(1) ガス事業者は、動員計画に基づき要員の確保に努めるとともに、必要に応じて、本店及び他支店等へ

の応援要請を行う。 
(2) 災害の規模に応じて、日本ガス協会への応援要請の措置をとる。 
 
５ 資材の確保 
  ガス事業者は、事業所に保有する応急措置用資材を優先使用するとともに、不足する場合は、本店、支
店及びメーカー等から緊急転用措置をとる。 

 
６ 広報の実施 
(1) ガス事業者は、報道機関、防災関係機関に対して、被災の概況や復旧の現状と見通し等について情報

の提供を行う。 
(2) 利用者に対しては、報道機関による放送や広報車等を活用し、ガス栓の閉止とガスの安全使用の周知

徹底を行う。 
 
３－３０－６ 電信電話施設  
 
１ 西日本電信電話株式会社 
 災害の発生又は発生の恐れがあるときは、必要に応じ社外関係機関と災害対策に関する連絡をとるとと
もに、災害時に重要通信を疎通させるための通信手段を確保するなど、速やかに災害を受けた通信手段の
応急復旧を行う。 

(1) 通信の非常疎通措置 
   災害に関し、次により臨機に措置をとり、通信の輻輳の緩和及び重要通信の確保を図る。 
  ア 応急回線の作成、網措置等疎通確保 
  イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、電気通信事業法及び

電気通信事業法施行規定の定めるところによる利用制限等の実施 
  ウ 非常、緊急通話又は非常、緊急電報の優先取扱 
  エ 警察、消防、その他の諸官庁等が設置する通信網との連携 
  オ 電気通信事業者及び防災行政無線等との連携 
  カ 災害救助法が適用された場合等の避難場所への特設公衆電話の設置 
  キ 災害用伝言ダイヤル「１７１」の開設 
(2) 災害時における広報 
   災害の発生又は発生の恐れがある場合は、通信の疎通及び利用制限の措置状況及び被災した電気通信

設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信の疎通ができないことによる社会不安の解消に努める。 
   また、広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広報車による巡回広

報等により地域の顧客に対する広報も積極的に実施する。 
(3) 対策要員の広域応援 
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   広範囲な地域において災害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、通信の確保に万全を期
するため、必要な組織において、グループ会社、工事会社等の稼働を含めた全国的規模による応援班の
編成、応急復旧用資機材の確保と輸送体制、応援者等の前進基地の設営及び作業体制等を計画に基づき
確立し、運用する。 

(4) 災害時における災害用資機材の確保 
 ア 災害用資機材は、予備品、貯蔵品の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材は現地調達若しくは

資材部門に要求する。 
 イ 災害対策用資機材の輸送は、ヘリコプター、車両等により行う。 
 ウ 必要に応じ、災害対策用資機材置場、臨時ヘリポート及び仮設用用地等を確保する。この確保が困

難と思われる場合は、県及び市町等の災害対策本部等に依頼して迅速な確保を図る。 
(5) 設備の応急復旧 
 ア 被災した電気通信設備等の復旧は、速やかに実施する。 
 イ 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する要員・資材及

び輸送の手当を行う。 
 ウ 復旧にあたっては、行政機関や他のライフライン事業者等と連携し、早期復旧に努める。 

(6) 災害復旧 
 ア 応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、その結果に基づき必要な改良事項を組み

入れて災害復旧工事を計画、設計する。 
 イ 被災地における地域復興計画の作成・実施にあたっては、これに積極的に協力する。 

 
２ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ   
  通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置をとる。 
 (1) 臨時回線を設定するほか、必要に応じ携帯電話の貸出しに努める。 
(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要がある時は一般利用の制限等の措置を

とる。 
(3) ｉモード災害用伝言板の開設 
 
３ ＫＤＤＩ株式会社 
  通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置をとる。 
 (1) 電気通信施設の整備及び保全 
(2) 災害時における電気通信の疎通 
(3) 災害用伝言板サービスの提供 
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第３１章 郵便事業の運営維持 【日本郵便株式会社】 
 
 日本郵便株式会社四国支社は、災害時においても各種の郵便事業の運営維持に努める。 
 
３－３１－１ 郵便物の送達の確保  
 
 被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の態様及び規模に応じて、運送
又は集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時運送便又は臨時集配便の開設等の応急対策を
講じる。 
 
３－３１－２ 郵便局の窓口業務の維持  
 
 被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災により業務継続が不可能となっ
た郵便局についての仮局舎急設による窓口業務の迅速な再開、移動郵便車等による臨時窓口の開設及び窓口
取扱時間又は取扱日の変更等の措置を講じる。 
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第３２章 豪雪災害防止活動  
【私学文書課、医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、農産園芸課、畜産課、林

業政策課、砂防課、道路維持課、義務教育課、高校教育課、県警本部】 
 
 県内に、豪雪があった場合には、なだれ等危険個所の把握に努めるとともに、物資輸送に必
要な輸送手段や除雪等による交通路の確保などの応急対策を実施する。 
 
３－３２－１ 道路の除雪対策  

１ 除雪路線 
  道路管理者は、特に緊急を要する区間について速やかに除雪を行い、交通の確保を図る。 
 
２ 除雪開始時期 
  交通に重大な支障をきたすと認められるときとする。 
 
３ 除雪体制の整備 
  道路管理者は、道路除雪を迅速かつ円滑に行うため、県内全般の除雪用機械の配置状況、資機材の備蓄
状況などを調査把握し、除雪活動における所要の体制の確立を図るものとし、各道路管理者間の連絡調整
を図る。 

  道路管理者は、あらかじめ管内の市町及び民間業者の保有する除雪機械を把握し、その調達、配置及び
輸送方法について検討を加え、協力体制を確立しておく。 

 
４ 雪捨場の指定 
  家屋連たん地域の除雪にあたっては、道路管理者と市町は、雪捨場及び排雪方法について相互に連絡し、
除雪計画に支障をきたさないようにする。 

 
５ 災害発生時における広報活動 
  道路管理者は、安全で円滑な道路交通情報の確保のため、降雪時における道路通行規制箇所あるいは迂
回路などの道路情報を報道機関、道路情報提供装置等を活用して、正確かつ迅速に道路利用者に提供する。 

 
３－３２－２ なだれ対策  

１ 危険箇所の表示 
  なだれの発生が予想される場合は、市町は、管内の巡視を強化して、危険地域の早期発見に努め、危険
箇所を発見したときは、赤旗等により表示を行い、その旨を直ちに関係機関に通報するとともに、必要が
ある場合は、雪止めの編さくを設けるなど緊急措置を講じる。 

 
２ 退避 
  気温上昇によりなだれの危険が増大したときは、市町は、関係機関と緊密に連絡をとり、危険世帯に対
して警告、避難勧告あるいは避難指示を行う。 

 
３ 児童生徒に対する措置 
  市町長、学校長、その他関係機関は、なだれ危険箇所の周知徹底を図り、通常の経路以外の通行を避け、
登下校は集団で行い、保護者、教員等が引率するよう指導する。 

 
３－３２－３ 学校教育対策  

１ 施設の保全管理 
  老朽建物をはじめ、渡り廊下、ひさし等の補強に努め、屋根の雪おろしは早めに行って、雪ずりの危険
を避けるとともに、施設保全に万全を期する。 

 
２ 関係機関との連携 
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  学校長は、児童生徒の自力での登下校が不可能と判断した場合は、その旨を直ちに各家庭に連絡し、交
通機関等の協力を得て、安全な交通手段の確保に努める。 

  なお、次の事態が発生した時は、その状況を下記の系統により速やかに報告する。 
(1) 臨時休業した時 
(2) 児童生徒に事故があった時 
(3) 学校施設に事故が発生した時 
   小中学校  →  市町教育委員会  →  教育事務所  →  県教育委員会 
   県立学校  →  県教育委員会 
   私立学校  →  私学文書課 
 
３－３２－４ 主要食料の確保  

１ 応急用米穀の確保 
  県は、山間へき地等で雪害が発生した場合は、その地帯の住民に対して必要期間分の応急用米穀の供給
が円滑に行われるよう農林水産省生産局及び米穀卸売業者と協議して、所定の手続きをとる。 

 
２ 生活必需物資及び家畜飼料の備蓄 
  県は、市町を通じて、生活必需物資、家畜飼料の備蓄指導を行う。 
(1) 山間へき地や離島など直接積雪の影響を受ける地帯はもとより、市街地の家庭に対しても極力相当量

の応急用野菜、保存食品及び燃料等の生活必需物資を備蓄する。 
(2) 必要予定量の精米を米穀販売業者並びに各家庭に備蓄する。 
(3) 家畜の購入飼料については、農家における貯蔵はもちろん、農業協同組合においても相当量の飼料確

保を行い、農家需要に即応できるようにする。また、粗飼料については、降雪期に入る前にできる限り
貯蔵する。 

 
３ 生活必需物資の緊急輸送 
  豪雪のため、食料品等生活必需物資が枯渇した場合における対策については、状況に応じて関係機関と
協議のうえ、緊急輸送を行うなど適宜適切な措置を講じる。 

 
３－３２－５ 生産物の搬出  

１ 生乳 
(1) 県は、生乳輸送に関し、愛媛県酪農業協同組合連合会と乳業者間の緊密な連携が必要であるので、あ

らかじめ関係者間で打合せを行い、地域の実情に応じた措置の実施について関係機関に指導を行う。 
(2) 集乳所の設備の強化等について指導する。 
 
２ 林産物 
  木炭及び木材については、関係団体と緊密な連携をとり、緊急需要に支障が生じないよう留意する。 
 
３－３２－６ 保健衛生及び医療措置  

１ 急患の措置 
  県は、豪雪に閉ざされた地域で、緊急に医療を施さなければならない患者が発生した場合は、次の措置
を実施する。 

(1) 保健所等で編成した救護班の派遣 
(2) 近隣医療機関との連絡 
(3) 特に緊急の場合は、航空機による緊急輸送 
 
２ 医薬品の確保 
  血清やワクチン等について緊急需要に支障のないよう留意する。 
 
３ その他 
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  豪雪に閉ざされた地域では、県民の栄養障害の防止、食品の衛生的処理等について注意を喚起するとと
もに、雪どけによる飲料水、し尿処理対策に留意し、防疫の万全を図るよう指導する。 

 
３－３２－７ 他の機関に対する協力（鉄道、電力、通信）  

 各機関は、関係機関との密接な連携を保ち、あらかじめ、あるいはその都度対策を確立し、特に要員の確
保について協力する。 
 
３－３２－８ 交通規制  

 なだれの危険区域の道路、その他災害に関連する道路に対しては、必要に応じ通行禁止又は規制を行って、
交通事故防止及び交通の円滑を期する。 
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第３３章 海上災害応急活動  
【危機管理課、漁港課、港湾海岸課、県警本部、四国地方整備局、第六管区

海上保安本部】 
 
 船舶又は海洋施設その他陸上施設の事故により、遭難、火災又は大量流出油等の海上における災害が発生
し、船舶乗組員、沿岸住民、船舶、水産資源等に被害を及ぼす恐れのある大規模な災害が発生した場合、防
災関係機関相互が密接に連携して各種応急対策を実施することにより、人命や船舶の救助、消火活動、油拡
散防止、付近船舶の安全確保及び沿岸住民への被害拡大防止に努め、被害の局限化を図る。 
 
３－３３－１ 実施責任機関  
 
１ 大規模海難が発生した場合 
  海上保安部が中心となり、県、警察、市町、消防機関等のほか、状況に応じて漁業協同組合、その他諸
団体又は住民等に協力を求めて応急対策を実施する。 

  また、必要に応じ災害対策本部を設置し、海上保安部を中核とする総合連絡体制を整備し、関係機関が
連絡を密にして応急対策にあたる。 

 
２ 大量流出油等災害の場合 
  排出原因機関（者）の責任において処理するものとするが、下記機関が連携のもと応急対策にあたるほ 
 か、必要に応じて漁業協同組合、関係企業、住民等に協力を求めて応急対策を実施する。 
  なお、排出油等の防除に関する協議会による流出油等防除活動を必要とする場合は、同協議会会長（各
海上保安部長）が、総合調整本部を設置し、活動の調整を行う。 

  また、流出油等が沿岸に漂着する恐れがあるときは、状況に応じて県及び沿岸市町が災害対策本部等を
設置し、関係機関の連携のもと応急対策にあたる。 

(1) 県（港湾、漁港管理者を含む。） 
(2) 市町（消防機関を含む。） 
(3) 警察機関 
(4) 四国地方整備局 
(5) 松山海上保安部、今治海上保安部、宇和島海上保安部 
(6) 排出の原因者 
 
３－３３－２ 関係機関相互の通報連絡  
 
 県、市町及び海上保安部等の関係機関は、所定の通報連絡系統・内容に基づき迅速かつ的確な通報連絡を
相互に行う。 
 
１ 通報連絡系統 
  事故発生時等の通報連絡系統は、別添のとおりである。 
 
２ 通報連絡内容 
  通報連絡内容は、次のとおりである。 
(1) 事故発生の日時及び場所 
(2) 事故の原因と被害の状況 
(3) 応急措置の状況 
(4) 復旧見込 
 (5) その他必要な事項 
 
３－３３－３ 県の活動  
 
 海上における災害の発生が予想される段階においては、海上保安部等と連携を密にしながら、関係機関へ
の情報伝達や指示を行うなど応急対策活動に対する協力を行う。 
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 流出油が沿岸に漂着する恐れがある場合は、海上保安部、沿岸市町、警察、消防機関、漁業協同組合等と、
また、漂着した場合においては、沿岸市町、警察、消防機関等と連携のもと応急対策活動を実施する。 
 
１ 情報の収集・伝達 
  県は、沿岸部への流出油漂着状況等の災害情報を的確に把握し、関係機関へ必要な情報を通報・伝達す
る。 

  情報の収集にあたっては、沿岸市町及び海岸、港湾、漁港、河川の管理者等を通じて実施するとともに、
県消防防災ヘリコプターを活用する。 

 
２ 災害対策本部等の設置 
  県は、災害の状況に応じ、災害対策本部（災害警戒本部）を設置し、応急対策活動の総合調整を行う。 
  また、国において、現地連絡調整本部又は非常災害現地対策本部が設置された場合には、これと連携を
図るため、直ちに、現地災害対策本部を設置し、現地での統一的な防災活動を実施する。 

 
３ 流出油等防除資機材の調達 
  県は、流出油等の防除に必要な資機材の調達を行う。 
  調達にあたっては、県保有の資機材及び県内事業者保有の資機材を中心に調達するとともに、必要に応
じて、国、他の都道府県等に応援を要請する。 

  調達する主な防除資機材は、次のとおりである。 
(1) 油吸着マット 
(2) 油処理剤 
(3) オイルフェンス 
(4) 油吸収ポンプ 
(5) 消火剤 
(6) 空ドラム缶 
(7) ひしゃく 
(8) むしろ 
(9) 土のう 
(10) 油回収船等 
 
４ 関係防災機関の総合調整 
  県は、次のとおり応急対策活動の実施、関係機関への応急対策活動の要請及び各機関の応急対策活動の
総合調整を行う。 

(1) 流出油等の防除作業及び協力 
(2) 回収油等の処理 
(3) 関係防災機関に対する応急対策活動の推進に関する協力要請 
(4) 救護班の派遣又は派遣要請 
(5) 広域応援協定等に基づく他の都道府県への応援要請 
(6) 自衛隊の派遣要請 
(7) 災害救援ボランティアの受入れ、調整 
(8) 国に対する報告及び応援要請 
(9) 関係隣接県との連絡調整 
(10) その他必要な事項 
 
３－３３－４ 県警察の活動 
 
 県警察は、次に掲げる応急対策活動を実施する。 
(1) 災害情報の収集と付近住民への広報活動 
(2) 付近住民等の避難誘導 
(3) 緊急車両通行路の確保と交通規制 
(4) 警戒区域の設定と警戒警備 
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(5) その他災害現場における必要な措置 
 
３－３３－５ 市町の活動  
 
 市町（消防機関を含む）は、次に掲げる応急対策活動を実施する。 
(1) 的確な災害状況の実態の把握と連絡通報 
(2) 防除作業に必要な資機材の調達 
(3) 流出油等の防除作業及び協力 
(4) 回収油等の処理 
(5) 警戒区域の設定及び立入り制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指示 
(6) 県又は他の市町に対する応援要請 
(7) 災害救援ボランティアの受入れ、調整 
(8) 死傷病者の救出、救護（搬送、収容） 
(9) 事故拡大防止のための消火その他消防活動 
(10) その他必要な事項 
 
３―３３－６ 四国地方整備局の活動  
 
 四国地方整備局は、昭和 50 年３月 31 日付、運輸省港湾局と海上保安庁との確認事項に基づき、次に掲げ
る応急対策活動を実施する。 
(1) 災害情報の収集及び情報連絡 
(2) 流出油等の防除作業及び協力 
(3) その他必要な事項 
 また、四国地方整備局は、開発保全航路等については、早急に被害状況を把握し、沈船、漂流物等により
船舶の航行が危険と認められる場合には、関係機関に通報するとともに、障害物除去、避難住民の運送及び
緊急物資の運送路の確保等の応急復旧等を行うものとする。 
 
３－３３－７ 海上保安部の活動  
 
 海上における災害の発生が予想される段階から、必要に応じ職員を呼集し、警戒配備等の即応体制を整え
るとともに、関係機関との緊密な連携を図る。 
 海上における災害が発生したときは、まず被害規模等の情報の収集を行い、次いでその情報に基づき所要
の体制を整備するとともに、人命の救助・救急活動、消火活動、海上交通の安全確保等を進める。さらに、
避難退避、救援物資の輸送活動等を行い、当面の危機的状況に対処した後は、社会秩序の維持、船舶等への
情報提供、二次災害の防止等を行うものとするが、これらの災害応急対策は、事案ごとに臨機応変、迅速か
つ積極的に実施していく。 
 
１ 情報の収集・伝達 
  海上における事項に関し、関係機関等と密接な連絡をとるとともに、船舶・航空機、航行警報等を活用
し、積極的に情報を収集・伝達する。 

 
２ 海難救助等 
  災害の種類、規模等に応じて合理的な計画を立て、海難救助を行う。 
 
３ 流出油等の防除 
  船舶又は海洋施設その他施設から海上に大量の油等が流出した場合は、次に掲げる措置を講じる。 
(1) 流出油等の拡散、性状等の調査及び評価 
(2) 流出油等に関する情報の関係機関への提供 
(3) 防除措置義務者への指導等 
(4) 流出油等の防除作業 
  ア 拡散防止措置 
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  イ 回収措置 
  ウ 分散処理 
(5) 防災関係機関への協力要請 
(6) 海上災害防止センターへの指示 
 
４ 緊急輸送 
  必要に応じ、又は要請に基づき、迅速かつ積極的に、傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸
送を行う。 

 
５ 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 
  要請に基づき、海上における災害応急対策の実施に支障をきたさない範囲において、陸上における救
助・救急活動等を支援する。 

 
６ 海上交通安全の確保 
  必要に応じ、船舶交通の整理、指導を行い、海上交通の安全を確保する。 
 
７ 治安の維持 
  情報の収集に努め、必要に応じ、船舶・航空機等により、犯罪の予防・取締り、警戒を行う。 
 
８ 危険物の保安措置 
  必要に応じ危険物積載船舶等の移動命令等の指導を行い、危険防止措置を講じる。 
 
９ 広報 
  災害発生後は、海上の安全の確保を図り、かつ、国民の理解と協力を得ることができるようにするため、
海上における事項について関係先との連絡調整を図りつつ、適時適切な広報を実施する。 

 
３－３３－８ 関係団体・企業等の協力措置  
  
 関係団体・企業等は、おおむね次に掲げる活動を実施する。 
(1) 海上保安部その他関係機関への事故情報の通報、連絡 
(2) 応急対策活動用資機材の備蓄及び調達 
(3) 自力による応急対策活動の実施 
(4) 海上保安部の指示に基づく応急措置の実施 
(5) その他必要な事項 

 
通報連絡系統 
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第３４章 航空災害応急活動  
【消防防災安全課、危機管理課、県警本部、大阪航空局、第六管区海上保安本部】 

 
松山空港事務所、県、市町及び防災関係機関は、松山空港及び隣接区域において、航空機の墜落等による災

害が発生した場合には、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 
 また、松山空港及び隣接区域以外の地域において、災害が発生した場合には、県、市町及び防災関係機関は、
松山空港事務所と緊密な連携を図りながら、速やかに応急活動を実施する。 
 なお、県内において、自衛隊及び米軍の航空機にかかる航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合に
は、「米海兵隊岩国航空基地周辺地域航空事故連絡協議会」（以下「協議会」という。）を中心に各種応急対策を
実施する。 
 
３－３４－１ 大阪航空局（松山空港事務所）の活動  
 
 松山空港及び隣接区域において、航空機事故が発生したとき、又は、発生する恐れがある時は、「松山空港緊
急計画」に基づき、関係機関と協力して、次の措置を講じる。 
(1) 航空機事故が発生した時、又は、発生する恐れがある時は、情報収集を行い、必要な情報を関係機関に

提供するとともに、被害の拡大防止又は軽減を図るため、必要な措置を講じる。 
(2) 多数の死傷者が発生した時は、「松山空港緊急計画」に基づき、関係機関と連携し、消火救難・救急医療

活動を実施する。 
(3) 災害の状況に応じて必要と認めるときは、自衛隊に災害派遣を要請する。 
(4) 空港の利用にあたっては、情報収集、緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を優先させる。また、

災害応急活動に従事する航空機以外の航空機に対して必要な情報を提供し、航空機の安全運航の確保を図
るなど災害時に即した航空管制及び情報提供を行う。 

 
３－３４－２ 県の活動  
 
(1) 航空機事故が発生したときは、防災関係機関に通報するとともに、消防防災ヘリコプター等を活用して、

情報収集を行う。 
(2) 地元市町が実施する消防、救急活動等について、必要に応じて指示等を行うとともに、当該市町からの

要請により他の市町に応援を指示する。 
(3) 医療救護活動を実施する必要が生じた時は、医療救護要員の派遣、又は待機する。 
(4) 必要に応じて防災関係機関、他の都道府県等に応援を要請するとともに、関係機関の実施する応急対策

活動の調整を行う。 
 
３－３４－３ 市町の活動  
 
(1) 航空事故の発生を知ったときは、事故の状況、被害の規模等を収集し、把握できた範囲から直ちに県及

び防災関係機関に連絡する。 
(2) 事故に伴い火災が発生したとき又は救助を要するときは、「松山空港及びその周辺における消火救難活動

に関する協定書」に基づき、消火救難活動を実施する。 
(3) 死傷者が発生した場合、地元医療機関、保健所等で医療班を組織し、現地に派遣して応急措置を実施し

た後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じて、救護所、負傷者の収容所及び死体収容所の設置
又は手配を行う。 

(4) 災害の規模が大きく地元市町で対応できない場合は、応援協定に基づき他の市町に応援を要請する。ま
た、必要に応じて県に対して自衛隊の派遣要請を依頼する。 

 
３－３４－４ 県警察の活動 
 
(1) 航空機の墜落現場が不明の場合、又は航空機が行方不明になるなど航空災害発生の恐れがある場合は、

情報収集に当たるとともに、県警ヘリコプター等を活用し、捜索活動を実施する。 
(2) 航空災害が発生した場合においては、直ちに事故発生地を管轄する警察署員を墜落現場に急行させ、情

報収集活動を行う。また、墜落現場が山間僻地等の場合は、現場の地形、周辺の道路状況、現場にいたる
行程、気象状況等の情報を迅速に収集する。 
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(3) 事故発生地及びその周辺において、立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難指示、
誘導等を行う。 

(4) 関係機関と連携し、乗客、乗務員等の救出を行うとともに、死者が発生したときは、死体の収容、捜索、
処理活動等を行う。また、墜落現場の捜索に当たっては、広範囲に実施し、生存者等の迅速な発見に努め
る。 

 
３－３４－５ 海上保安部等の活動 
 
(1) 航空機の墜落現場が不明の場合、又は航空機が行方不明になるなど航空災害発生の恐れがある場合は、

情報収集に当たるとともに、巡視艇、航空機等を活用し、海上における捜索活動を実施する。 
(2) 海上における災害救助活動を実施するとともに、必要に応じ、市町等の活動を支援する。 
(3) 船舶交通の安全を図るため、必要に応じて、船舶の交通を制限し、又は禁止する。 
 
３－３４－６ 協議会の活動 
 
(1) 自衛隊及び米軍の航空機にかかる事故発生時の通報内容については、協議会において定める「米海兵隊

岩国航空基地周辺地域航空事故に関する緊急措置要綱」（以下「要綱」という。）に基づき通報を行う。 
(2) 自衛隊及び米軍の航空機にかかる事故発生時の応急救助活動については、協議会において定める要綱の

役割分担により、迅速かつ円滑な救助活動を実施する。 
 
  ※資料 １ 松山空港緊急計画                  （資料編１５－１） 
      ２ 米海兵隊航空基地周辺地域航空事故連絡協議会規約・要綱（資料編１５－２） 
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第３５章 鉄道施設災害の応急活動  
【交通対策課、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道株式会社】 

 
 鉄道事業者は、鉄道施設の大規模災害を未然に防止し、災害発生時には迅速、的確に応急対策を実施する。 
 
３－３５－１ 災害対策本部等の設置 
 
 鉄道事業者は、鉄道施設に係る災害が発生した場合、又は発生する恐れがある場合、本社等に災害対策本部
を設置し、旅客の安全及び輸送の確保に努める。 
 
３－３５－２ 情報連絡体制の整備 
 
 鉄道事業者は、災害時の情報連絡体制の円滑化を図るため、情報の収集伝達に努める。 
 
３－３５－３ 災害応急措置及び復旧対策 
 
 鉄道事業者は、被害状況に応じて仮復旧を行うとともに、次の措置を可及的速やかに行う。 
(1) 不通区間が生じた場合は迂回線区に対する輸送力の増強及び自動車等による代替輸送の確保に努める。 
(2) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を図る。 
(3) 早期運転再開を期するため、工事業者に出動を求める等必要な措置を講じ応急復旧工事を行う。 
(4) 非常緊急にかかわるものの輸送を速やかに行う。 
 
３－３５－４ 旅客等への広報 
 
(1) 乗務員は、災害の情報等について、必要な事項を旅客に周知するとともに、今後の措置等をできるだけ

速やかに放送するなどして、混乱の防止を図る。 
(2) 駅長は、災害による旅客及び公衆の動揺・混乱を防止するため、被害状況等について案内等を行う。 
 
３－３５－５ 避難誘導 
 
(1) 乗務員は、列車又は線路構造物等の被害による危険が大きいと予測されるときや線路被害地の火災等に

より危険が迫ると判断したときは、旅客を安全な場所に誘導する。 
(2) 駅長は、災害の規模、駅及び駅周辺の被害状況を考慮して、負傷者、老幼婦人等を優先誘導して混乱を

招かないよう努める。 
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第３６章 危険物施設等の安全確保 【消防防災安全課、薬務衛生課】 
 
 災害により危険物施設等が被害を受け、又は危険物の流出その他の事故が発生した場合は、災害の拡大を防
止し、被害の軽減を図るため、適切かつ迅速な防災活動を実施し、事業所の関係者及び周辺住民等に被害を及
ぼさないように努める。 
 
３－３６－１ 火薬類の保安  
 
 災害により火薬庫が危険な状態となった場合は、責任者は応急措置を講じるとともに、警察官、消防機関又
は海上保安官に通報する。 
 通報を受けた者は、直ちに関係機関に連絡するとともに、災害防止のため次の緊急措置を講じる。 
(1) 保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に移動する場合は、必ず見張人を付け、関係者以外の者の立入を

禁止する。 
(2) (1)の措置を講じる余裕がない場合は、火薬類を付近の水槽等の水中に沈める等、爆発防止の措置を行う

とともに、盗難防止の措置を講じること。 
(3) 爆発による被害を受ける恐れのある地域は、立入禁止の措置を行うとともに、危険区域内の住民を避難

させるための措置を行う。 
 
３－３６－２ 高圧ガスの保安  
 
 災害により高圧ガス事業所が危険な状態となった場合は、責任者は応急措置を講じるとともに、知事（消防
防災安全課）、警察官及び消防機関に通報する。 
 通報を受けた者は、直ちに関係機関に連絡するとともに、災害防止のため次の緊急措置を講じる。 
(1) 発災事業所に対し、一切の作業を中止させ、設備内のガスを安全な場所に移動させるとともに、放水に

よる冷却等適切な措置を行う。 
(2) 発災事業所周辺の住民の安全を確保するため、危険区域を定め、必要に応じて区域の住民を避難させる

ための措置を行う。 
(3) 水害による高圧ガス容器の流失が認められた場合は、流出容器による災害防止のため市町、警察官及び

消防機関等相互の連絡を密にし、回収に努める。 
 
３－３６－３ 石油類等の保安  
 
 石油類による災害を防止するため、県、市町及び関係機関は、危険物製造所、貯蔵所、取扱所の火災、水害
時に際し、各機関相互に緊密な連絡を図り、次の緊急措置を講じる。 
(1) 災害が発生し又は発生する恐れがあるとき、施設の管理者及び保安監督者は、危険物の取扱作業を中止

し、安全な場所へ移動させ、流出、出火等の防止措置を行うとともに、消防機関に通報する。 
(2) 通報を受けた者は、直ちに災害防止の緊急措置をとるほか、必要に応じ、付近の住民を避難させるため

の措置を行う。 
 
３－３６－４ 毒物劇物の保安  
 
 製造業者等は、毒物劇物等の施設が災害により被害を受けた場合、又は毒物劇物を運搬移送中において流出、
飛散、漏えい等事故が発生した場合は、関係機関と連携を図り、応急対策を講じる。 
 
１ 製造業者等の活動 
  毒物劇物の製造業者、販売業者、電気めっき業者、金属熱処理業者及び運送業者又は毒物劇物取扱責任者
は、毒物劇物が流出、飛散、漏えい等災害が発生した場合、直ちに保健所、警察及び消防機関に通報すると
ともに、毒物劇物の回収、その他危害防止のために必要な措置を講じる。 

 
２ 関係機関の活動 
  通報を受けた保健所、警察及び消防機関は、相互に連絡をとり、地域住民及び通行人等に対し、周知徹底
を図り、危険又は汚染地域の拡大防止措置、警戒区域の設定、被災者の救出、避難誘導等の措置を講じる。 

  また、飲料水を汚染する恐れがある場合には、関係市町に通報連絡するなど万全を期する。 
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※資料 １ 毒物劇物製造業者名簿              （資料編１４－１） 
２ 毒物劇物貯蔵施設等の災害時における緊急通報系統図（資料編１４－２） 
３ 毒物劇物の災害時における事故処理要領      （資料編１４－３）  
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第３７章 大規模火災応急活動 【消防防災安全課、県警本部】 
 
 大規模な火災が発生し、又は大規模化が予測される場合、延焼拡大防止及び地域住民等の安全を確保するた
め、消火活動等の応急対策を行う。 
 
３－３７－１ 県の活動  
 
(1) 大規模な火災が発生した場合は、市町等から情報収集するとともに、消防防災ヘリコプターにより偵察

を行うなど情報を収集し、関係機関等に連絡する。 
(2) 地元市町が実施する消防、救急活動等について、必要に応じ指示等を行うとともに、当該市町からの要

請により他の市町に応援を要請する。 
(3) 火災の規模、被害状況等から県内の消防力では対応が困難な場合には、消防庁に対し、緊急消防援助隊

の派遣、大規模特殊災害時における広域航空消防応援等を要請するとともに、市町からの要請に応じて自
衛隊の派遣要請を行う。 

(4) 島嶼部又は海岸等で火災が発生した場合には、必要に応じて海上保安部へ消火及び救助・救急活動の応
援を要請する。 

 
３－３７－２ 市町の活動  
  
(1) 大規模な火災が発生した場合は、火災の発生状況、人的被害の状況等を収集し、県及び関係機関に通報

する。なお、消防庁が定める「火災・災害等即報要領」に基づく直接即報基準に該当する火災の場合は、
直接消防庁にも連絡する。 

(2) 直ちに現場に出動し、消火用資機材を活用して消防活動を行う。 
(3) 火災の規模が大きく地元市町で対応できないときは、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、近隣市

町等に応援を要請する。 
(4) 火災の規模、被害状況等から、自衛隊の派遣要請が必要と判断した場合は、速やかに県に対して、要請

を行う。 
(5) 負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で医療救護班を組織し、応急措置を施した後、適切な医療機

関に搬送するとともに、被害状況の把握に努める。 
(6) 必要に応じて、警察、自主防災組織等の協力を得て、火災現場及びその周辺の住民等の避難誘導を行う。 
 
３－３７－３ 県警本部の活動  
 
(1) 大規模な火災が発生した場合は、必要に応じて、県警ヘリコプター等を活用して、火災状況や被害状況

等の情報を収集し、関係機関等に連絡する。 
(2) 必要に応じて、立ち入り禁止区域を設けるとともに、地域住民等の避難誘導等を行う。 
(3) 死傷者が発生した場合は、関係機関と連携し、救出救助活動を行うとともに、死体の収容、捜索、処理

活動等を行う。 
(4) 必要に応じて、火災現場及びその周辺の交通規制を行う。 
 
 
  ※資料 愛媛県消防広域相互応援協定書（資料編４－２） 
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第３８章 林野火災応急活動 【消防防災安全課、県警本部、自衛隊】 
 
 林野火災が発生した場合、広範囲の林野の焼失防止及び地域住民等の安全を確保するため、消火活動等の応
急対策を行う。 
 
３－３８－１ 県の活動  
 
(1) 林野火災が発生した場合は、市町等からの情報提供に加え、速やかに消防防災ヘリコプターにより偵察

を行うなど情報を収集し、関係機関等に連絡する。 
(2) 地元市町からの要請に応じて、消防防災ヘリコプターを出動させ、空中消火等を行うとともに、自衛隊

に対し派遣要請を行う。 
(3) 林野火災の規模、被害状況等から県内の消防力では対応が困難な場合には、消防庁に対し、緊急消防援

助隊の派遣、大規模特殊災害時における広域航空消防応援等を要請する。 
(4) 島嶼部又は海岸等で火災が発生した場合には、必要に応じて海上保安部へ消火及び救助・救急活動の応

援を要請する。 
 
３－３８－２ 市町の活動  
 
(1) 林野火災が発生した場合は、火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害状況等を収集し、県及び関

係機関に通報する。 
(2) 直ちに現場に出動し、消火用資機材を活用して消防活動を行う。 
(3) 火災現場の偵察又は空中消火活動の必要があると認められるときは、県に対して、速やかに消防防災ヘ

リコプターの出動を要請するとともに、消防防災航空隊と連携をとり水利等の確保を行う。 
(4) 火災の規模が大きく地元市町で対応できないときは、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、近隣市

町等に応援を要請する。 
(5) 火災の規模、被害状況等から自衛隊の派遣要請が必要と判断した場合は、速やかに県に対して、災害派

遣要請を行うとともに、自衛隊の集結地、自衛隊ヘリコプターの臨時場外離発着場の確保及び化学消火薬
剤等資機材の準備を行う。 

(6) 負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で医療救護班を組織し、応急措置を施した後、適切な医療機
関に搬送するとともに、被害状況の把握に努める。 

(7) 必要に応じて、警察、自主防災組織等の協力を得て、火災現場及びその周辺の住民等の避難誘導を行う。 
 
３－３８－３ 県警本部の活動  
 
(1) 林野火災が発生した場合は、必要に応じて、県警ヘリコプター等を活用して、火災状況や被害状況等の

情報を収集し、関係機関等に連絡する。 
(2) 必要に応じて、立ち入り禁止区域を設けるとともに、地域住民等の避難誘導等を行う。 
(3) 死傷者が発生した場合は、関係機関と連携し、救出救助活動を行うとともに、死体の収容、捜索、処理

活動等を行う。 
(4) 必要に応じて、火災現場及びその周辺の交通規制を行う。 
 
 
  ※資料 １ 愛媛県消防広域相互応援協定書（資料編４－２） 
      ２ 林野火災応急対策用の資機材 （資料編４－６） 
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第４編 災害復旧・復興対策 
 
 被災した箇所のうち、緊急に復旧を要する箇所については、応急復旧の措置をとる。 
 復旧事業の実施にあたっては、各施設の原形復旧にあわせて、再度災害の発生を防止するため、必要な施
設の設計又は改良を行うなど将来の災害に備える事業計画を樹立し、早期復旧を目標に実施する。その際、
男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するものとする。併せて、災
害時要援護者の参画を促進する。 
 
 
第１章 公共施設災害復旧対策  

【農地整備課、漁港課、河川課、港湾海岸課、砂防課、道路維持課、都市整備
課、建築住宅課、義務教育課、高校教育課、危機管理課、県警本部、    
海上保安部】 

 
 指定行政機関の長及び指定地方機関の長、地方公共団体の長、その他の執行機関、指定公共機関及び指定
地方公共機関、その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者が実施する。 
 
４－１－１ 被災施設の復旧等  
 
１ 被災施設の復旧等 
災害により被災した公共施設の災害復旧は、原形復旧を基本にしつつも、再度災害防止の観点から可能な

限り改良復旧を行うなどの事業計画を速やかに樹立し、社会経済活動の早急な回復を図るため迅速に実施す
る。 
 また、ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧にあたり、復旧予定時期を明らかにするよう努める。 
 公共施設の復旧事業は、概ね以下の法律等に基づき、迅速かつ円滑に行う。 
(1) 農林水産業等施設については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、土

地改良法を活用し実施する。 
(2) 道路、海岸、河川、港湾、漁港、下水道施設、都市公園については、公共土木施設復旧事業費国庫負

担法により実施する。 
(3) 砂防等施設については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、砂防法、地すべり等防止法、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により実施する。 
(4) 都市施設（街路、公園、排水路、墓園等）の復旧及び堆積土砂排除事業については、都市災害復旧事

業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針により実施する。 
(5) 公営住宅等については、公営住宅法により実施する。 
(6) 水道施設については、上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費の国庫補助金交付要綱によ

り実施する。 
(7) 公立学校施設については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法により実施する。 
(8) 県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるととも

に、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業から
の暴力団排除活動の徹底に努める。 

２ 災害廃棄物の処理 
大規模な風水害等の被災地においては、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、

広域的な処分など迅速かつ環境負荷のできるだけ少ない処分方法を検討する。 
(1) 県は、災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保

し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理を行う。 
(2) 災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに努める。 
(3) 災害廃棄物処理に当たっては、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う。また、環境汚染の未

然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずる。 
 
４－１－２ 激甚災害法に基づく激甚災害の指定促進  
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１ 基本方針 
  激甚災害発生後に、迅速かつ的確な被害調査を行い、当該被害が激甚災害に対処するための特別の財政
援助等に関する法律（昭和 37 年法律 150 号）（以下、｢激甚災害法｣という。）に基づく激甚災害の指定基
準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場合は、政令指定を
得るため適切な措置を講じる。 

 
２ 県の活動 
 (1) 県内に大規模な災害が発生した場合、知事は、市町の被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受け

る必要があると思われる事業について、関係各部局に必要な調査を実施させる。 
 (2) 知事は、被災概要を内閣総理大臣に報告し、激甚災害の迅速な指定を要請する。 
 (3) 関係各部局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚災害法に定める必要な事

項を速やかに調査し、国に提出する。 
 (4) 激甚災害の指定を受けたときは、関係部局は、事業の種別ごとに激甚災害法及び算定の基礎となる法

令に基づき負担金、補助金等を受けるための手続き等を実施する。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 市町長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して被害状況等を調査し、県知

事に報告する。 
 (2) 市町長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係各部局に提出しな

ければならない。 
 
４－１－３ 災害査定の促進  
 
 災害が発生した場合には、被災市町並びに県は、速やかに公共施設の災害の実態を調査し、必要な資料を
作成し、災害査定の緊急な実施が容易となるよう所要の措置を講じて、復旧事業が迅速になされるよう努め
る。 
 
４－１－４ 海上災害復旧・復興対策  
 
 県並びに被災市町は、被災地の復旧・復興にあたり、災害により地域の社会経済活動が低下する状況を鑑
み、可能な限り迅速かつ円滑に被災地の生活再建を支援できるように関係機関と連携を図りつつ、次の対策
を講じる。 
 
１ 海洋環境の汚染防止 
  被害物等の処理にあたっては、海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止のため適切な措置を講じるよ
う指導する。 

 
２ 海上交通安全の確保 
  災害復旧・復興に係る工事に関しては、工事作業船等の海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措
置を講じる。 

(1) 船舶交通の輻輳が予想される海域において、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行う。 
(2) 広範囲にかつ同時に多数の工事関係者により工事が施工される場合は、工事関係者に対し、工事施工

区域・工事期間の調整等事故防止に必要な指導を行う。 
 
 
  ※資料 局地激甚災害指定基準（資料編１９－９） 
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第２章 復興計画  
【危機管理課、総務管理課、総合政策課、県民生活課、保健福祉課、産業政策

課、農政課、土木管理課、教育総務課、公営企業管理局総務課】 
 
 多数の機関が関係し、高度かつ複雑な大規模事業となる被災地域の再建を速やかに実施するため、必要に
応じて復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を進める。 
 また、多くの人が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危険に瀕し、地域社会が混乱
に陥る可能性があることから、災害時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的に、関係機関の協力
を得ながら被災者の生活支援の措置を講じる。 
さらに、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被

災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に十分に配慮する。 
 
４－２－１ 復興計画の作成 
 
１ 県の活動 
 (1) 計画の策定 
  知事は､必要があると認めたときは､復興計画を策定する。 

 (2) 計画の構成 
 計画は、基本方針（ビジョン）と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復
興計画により構成する。 

 (3) 計画の基本方針 
 計画策定に当たっては、県の長期計画との調整を図る。 

 (4) 計画の公表 
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等
を配布するなどにより、県民に周知し、被災地の復興を促進する。 

 (5) 国・市町との調整 
 計画策定に当たっては、県内の被災市町が策定する震災復興計画との整合を図るとともに、国や他の
被災県との調整を行う。 

 
２ 市町の活動 
 (1) 計画の策定 

 市町長は､必要があると認めたときは、復興計画を策定する。 
 (2) 計画の構成 

 計画は、基本方針（ビジョン）と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復
興計画により構成する。 

 (3) 計画の基本方針 
 計画策定に当たっては、市町の総合計画との調整を図る。 

 (4) 計画の公表 
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等
を配布するなどにより、住民に周知し、被災地の復興を促進する。 

 (5) 国・県との調整 
 計画策定に当たっては、国や県等との調整を行う。 

 
４－２－２ 防災まちづくりを目指した復興 
 
(1) 県及び市町は、必要に応じ、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等

にも配慮した防災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のた
めのものという理念のもとに、計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづ
くりを目指すこととし、住民の理解を求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反
映されるよう、環境整備に努める。 

(2) 県及び市町は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用
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するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに
住民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により合理的か
つ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

(3) 県及び市町は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・

安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図る。 

(4) 県及び市町は、防災まちづくりに当たっては、河川等の治水安全度の向上、土砂災害に対する安全性
の確保等を目標とする。この際、都市公園、河川等のオープンスペースの確保等は、単に避難場所とし
ての活用、臨時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーショ
ン空間の確保、景観構成に資するものであり、その点を十分住民に対し説明し理解と協力を得るように
努める。また、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等については、各種ラ
イフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りつつ進める。 

(5) 県及び市町は、既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その問題の重要性を住
民に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。 

(6) 県及び市町は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物の処理事業に当たり、あらかじめ定めた物資、資
材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り迅速かつ円滑に実施すると
ともに、復興計画を考慮して、必要な場合には傾斜的、戦略的実施を行う。 

(7) 県及び市町は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの
種々の選択肢、施策情報の提供等を、住民に対し行う。 

(8) 県及び市町は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大
気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

(9) 県及び市町は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持
を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に
十分に配慮する。 
 

４－２－３ 復興財源の確保 
 
１ 基本方針 
 復旧・復興対策を円滑に実施するため、被災後できるだけ早い時期に財政需要見込額を把握し､復興財
源の確保を図る。 
 

２ 予算の編成 
 復旧・復興事業を迅速に実施するため､予算執行の調整及び編成方針の策定などを行う。 
 

３ 県の活動 
 (1) 財政需要見込額、被災状況調査を基に、次の財政需要見込額を算定する。 

ア 復旧・復興事業 
イ その他 

 (2) 発災年度の予算執行の調整 
 緊急度が高い復旧・復興事業を滞りなく実施できるよう予算執行の調整を図る。 

 (3) 予算の編成方針の策定 
 復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するため､当初予算､補正予算を通じた編成方針を策定する。 

 
４ 市町の活動 
 (1) 財政需要見込額の算定 

 被災状況調査を基に、次の財政需要見込額を算定する。 
ア 復旧・復興事業 
イ その他 

 (2) 発災年度の予算執行方針の策定 
 緊急度が高い復旧・復興事業を滞りなく実施するため、優先的に取り組むべき対策と執行を当面凍結
すべき事業を抽出し、予算執行方針を策定する。 

 (3) 予算の編成方針の策定 
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 復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するための予算について､その編成方針を策定する。 
 

５ 復興財源の確保 
 復旧・復興対策を実施するためには、莫大な事業費が必要になるほか、災害の影響による税収の落ち込
み等から、財政状況の悪化が懸念されることから、復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するための財源
確保に努める。 

 (1) 県の活動 
ア 地方債の発行  復旧・復興対策に係る莫大な財政需要と大幅な税収減に対応するため、次の措置を
講じ、財源を確保する。 
(ｱ) 災害復旧事業債 
(ｲ) 歳入欠かん等債 
(ｳ) その他 

イ その他の財源確保策 
  復興を目的とした宝くじの発行等により、復興財源の確保を検討する。 
ウ 国への要望 
  復旧・復興対策実施に係る財政需要に対応するため､財源確保に関する特例措置等を国に要望する。 
  要望に当たっては、市町要望を踏まえたものとする。 

 (2) 市町の活動 
ア 地方債の発行  復旧・復興対策に係る莫大な財政需要と大幅な税収減に対応するため、県と調整を
図りながら次の措置を講じ、財源を確保する。 
(ｱ) 災害復旧事業債 
(ｲ) 歳入欠かん等債 
(ｳ) その他 

イ その他の財源確保策 
  復興を目的とした公営競技の開催等による復興財源の確保を検討する。 
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第３章 災害復旧資金  
【保健福祉課、産業政策課、経営支援課、農政課、農業経済課、林業政策課、漁政課、

建築住宅課、四国財務局、日本銀行】 
 
 災害からの速やかな復旧を図るため、各機関は、災害時における復旧資金計画を作成する。 
 
４－３－１ 四国財務局（松山財務事務所）の活動  
 
１ 現金供給の確保及び決済機能の維持 
(1) 金融当局は、現金の供給安定と決済機能維持のため、必要な措置を講じる。 
(2) 関係行政機関は、現金輸送における警備、通信の確保等において支援する。 
 
２ 金融機関の業務運営の確保 
  被災金融機関は、営業の早期再開のため必要な措置を講じるとともに、金融当局及び関係行政機関は、
これを支援する。 

 
３ 非常金融措置の実施 
  四国財務局松山財務事務所及び県は、日本銀行松山支店と協議のうえ、金融機関に対して次のような非
常措置をとるようあっせん、指導を行うとともに、報道機関等の協力を得て、県民に対して周知徹底を図
る。 
(1) 営業時間の延長、休日臨時営業等 
(2) 預貯金の便宜払戻し、預貯金担保貸出しの実行等についての特別取扱い 
(3) 被災関係手形の支払呈示期間経過後交換持出し、不渡処分猶予等 
(4) 損傷銀行券及び貨幣の引替えに関する必要な措置 
 
４－３－２ 日本銀行松山支店の活動  
 
(1) 被害状況及び復旧関係の資金需要の調査、把握 
(2) 必要と認められる復旧資金の融通に関する金融機関等の迅速適切な措置についての指導 
 
４－３－３ 被災者の経済的再建支援  
 
１ 基本方針 
 被災者が、災害による痛手から速やかに再起し、生活の安定を回復するため、被災者に対して金銭の支
給及び資金の融資等の経済支援を行い、被災地の速やかな復興を図る。 

 
２ 県の活動    
(1) 被災状況の把握 

ア 被災者の経済再建支援に関する調査等について市町を支援・指導する。 
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。 

(2) 被災者生活再建支援金の支給 
 市町からの被害状況を取りまとめ、国・被災者生活再建支援法人に対して被害状況の報告を行うとと
もに、被災者生活再建支援法適用の公示、書類の取りまとめなど必要な措置を行い、被災者生活再建支
援法人に対して支援金の迅速な支給を要請する。 

(3) 租税の減免等 
 地方税法及び条例に基づき、県税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。 

(4) 資金の貸付等 
   県は、被災者のうち要件に該当する者に対して、市町や社会福祉協議会の協力を得て、その趣旨の徹

底を図り、次のうち適切な資金の融通措置を講じる。 
ア 生活福祉資金 
イ 母子福祉資金 
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ウ 寡婦福祉資金 
エ 災害援護資金 

(5) 国への要望 
   国に対し、国税の減免や徴収猶予、社会保険関係の特例措置の実施等を要望する。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 被災状況の把握 

 災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。また、情報が不足
している地域には補足調査を行う。 
ア 死亡者数 
イ 負傷者数 
ウ 全壊・半壊住宅数 等 

 (2) り災証明の発行 
ア り災証明発行窓口を設置し、被災状況調査を基に希望者にり災証明を発行する。 
イ り災証明調査窓口を設置し再調査の希望に対応する。 

 (3) 災害援護資金の貸付 
 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき被災世帯を対象に災害援護資金の貸付を行う。 

 (4) 被災者生活再建支援金の申請受付等 
 被災者に対する制度の説明、必要書類の発行、被災者からの申請書類の確認など必要な業務を行うと
ともに、被災者生活再建支援法人により委託された事務を迅速に実施する。また、迅速かつ的確に処理
するための体制整備等も図る。 

 (5) 租税の減免等 
 地方税法及び条例に基づき、市町税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。 

 
４－３－４ 災害復興住宅の建設  
 
 県は、災害により滅失又は損傷した家屋に対し、低利で貸付条件の有利な住宅金融支援機構の災害復興資
金を利用して住宅の建設及び補修を行う災害復興住宅貸付資金制度の周知に努める。 
 
４－３－５ 中小企業を対象とした支援  
 
１ 基本方針 
 被災した中小企業の自立再建を図るため、中小企業を対象とした事業の場の確保及び資金の調達に関す
る支援等を実施する。 

 
２ 県の活動 
(1) 中小企業の被災状況の把握 
   市町や商工団体・業界団体等へのヒアリング調査、アンケート調査及び電話照会等により中小企業の

被災状況を把握する。 
(2) 支援制度・施策の内容の周知 

ア 中小企業を対象とした支援制度・施策の内容を市町、商工団体・業界団体等を通じ周知する。 
イ 次の施策を必要に応じ実施する。 
(ｱ) 相談所の設置 
(ｲ) 電話相談の実施 
(ｳ) パンフレットの作成・配布 

(3) 資金需要の把握 
  中小企業の被災状況を基に、再建資金等の需要を把握する。 

(4) 事業の場の確保 
  中小企業の事業の場を確保するため、共同仮設工場・店舗等の建設の支援及び民間賃貸工場・店舗
の提供等を行う。 

(5) 金融面での支援 
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ア 中小企業の経営基盤等の復旧・復興を支援するため、災害融資を実施する。 
イ 融資を円滑に実施するため、信用保証協会に対し協力を求める。 

(6) 金融機関等への協力の要請 
 中小企業を対象とする資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和及び貸付金利の低
減等の特例措置を、信用保証協会や金融機関等に要請し協力を求める。 

(7) 新たな支援制度の検討 
  被災中小企業の融資に対する利子補給制度等の新たな支援制度を検討する。 

(8) 国への要望 
  中小企業信用保険法の特例措置及び政府系金融機関による災害特別融資枠の確保等を国に要請する。 

 
３ 市町の活動 
(1) 中小企業の被災状況の把握 
   県が行う中小企業の被災状況調査に協力する。 
(2) 事業の場の確保 
   事業の場の確保に関する支援策を必要に応じ、実施する。 
(3) 支援制度・施策の周知 
   中小企業を対象とした支援制度・施策を県と連携し周知する。 
 
４－３－６ 農林漁業者を対象とした支援  
 
１ 基本方針 
 被災した農林漁業関連施設の迅速な災害復旧を図り、経営・生活の維持・安定を図るため、農林漁業者
を対象とした支援を実施する。 

 
２ 県の活動 
(1) 農林漁業者の被災状況の把握 
  市町や協同組合等を通じ農林漁業関係者の被災状況を把握する。 

(2) 支援制度・施策の内容の周知 
ア 市町や協同組合を通じ、支援制度・施策の内容を周知する。 
イ 次の施策を必要に応じて実施する。 
(ｱ) 相談所の設置 
(ｲ) 電話相談の実施 
(ｳ) パンフレットの作成・配布 

(3) 天災融資法に関する措置の実施 
  天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（天災融資法）の地域指定を受
けるため、必要な措置を講じる。 

(4) 日本政策金融公庫資金に関する事業処理の迅速かつ的確な実施 
  農林漁業セーフティネット資金等の災害対策資金に関する事業処理を、迅速かつ的確に実施する。 

(5) 金融面での措置 
  県独自の災害対策に関する融資制度を、必要に応じて創設する。 

(6) 金融機関への協力の要請 
  資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和、貸付金利の低減等の農林漁業者を対象
とした特例措置を、融資機関等に要請し協力を求める。 

 
３ 市町の活動 
(1) 農林漁業者の被災状況の把握 
  農林漁業者の被災状況調査を、県と連携し実施する。 

(2) 支援制度・施策の周知 
  農林漁業者を対象とした支援制度・施策を、県と連携し周知する。 
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  ※資料 １ 災害援護資金貸付制度の概要   （資料編１９－２） 

２ 災害復旧貸付制度の概要     （資料編１９－３） 
３ 中小企業振興資金        （資料編１９－４） 
４ 災害復旧高度化事業の概要    （資料編１９－５） 
５ 日本政策金融公庫災害資金等の概要（資料編１９－６） 
６ 天災資金の概要         （資料編１９－７） 
７ 被災者生活再建支援法の概要   （資料編１９－８） 
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第４章 被災者等に対する支援  
【保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課、産業政策

課、立地推進課、観光物産課、労政雇用課、雇用対策室、建築住宅課】 
 
 被災した災害からの速やかな復旧を図るため、県、市町及び関係機関は、次のとおり被災者措置を講じる。 
 
４－４－１ 災害時要援護者の支援 
 
１ 基本方針 
  災害時要援護者は、災害による生活環境の変化等に対応することが困難である場合が多いことから、速
やかに安定した生活が回復できるよう支援を行う。 

 
２ 県の活動 
 (1) 被災状況の把握 
  災害時要援護者の被災状況や生活実態、社会福祉施設等の被災状況等調査を市町等と協力しながら実
施する。 

 (2) 一時入所の調整・あっせん 
   社会福祉施設や関係機関と調整を行い一時入所のあっせんを行う。 
 (3) 巡回健康相談 
   市町と協力して、保健師による巡回健康相談を実施し、災害時要援護者の心身の健康保持に努める。 
(4) 被災児童への相談援助 
   児童相談所等に配置されている心理判定士等による相談援助を実施し、被災児童の心のケアに努める。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 被災状況の把握 
   次の事項を把握して県に報告する。 

ア 災害時要援護者の被災状況及び生活実態 
イ 社会福祉施設の被災状況 

 (2) 一時入所の実施 
   県を通じ社会福祉施設や関係機関等と連絡のうえ、社会福祉施設等への一時入所が必要な要援護者に

対して一時入所を実施する。 
 (3) 健康管理の実施・巡回健康相談 
  県（保健所）と協力して保健師による巡回健康相談を実施し、避難所等における災害時要援護者の健
康状態を把握する。また、避難所の管理者等を通じて住民に自治組織の編成を求め、その協力を得て健
康管理等の徹底を図る。 

(4) 成年後見制度の利用 
義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して成年後見制度の利用が必要となる方や、成年後見人

等の被災によって必要な支援が受けられなくなった方がいる場合に、これらの方々が適切に成年後見制
度を利用できるようにする。 

 
４－４－２ 義援物資、義援金の受入れ及び配分  
 
１ 義援物資の募集 
  県及び被災市町は、企業等からの義援物資を受け入れるため問い合わせ窓口を設置し、受入れを希望す
るもの、受入れを希望しないもの等、被災地のニーズを迅速に調査把握するとともに、その内容のリスト
及び送り先をマスコミに公表することにより、義援物資の送付を要請する。また、現地の需給状況を勘案
し、同リストを逐次改定するよう努める。 

  また、なお、義援物資の受入れにあたっては、被災地での仕分け等に非常に労力を要することについて
の理解を求め、被災地の求めるニーズに合致するもので、まとまった単位で送付されるもの等に限り義援
物資として受け付ける。 

  なお、義援物資の提供者や企業等は、品名・品数を明示して梱包するなど被災地における円滑かつ迅速
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な仕分け・配送に十分配慮するよう努める。 
 
２ 義援金の募集 
(1) 県の活動 

ア 県共同募金会及び日本赤十字社愛媛県支部、義援金募集関係機関と共同し、又は協力して募集方法、
期間及び広報の方法等を定めて義援金の募集を行う。 

イ 県への義援金を受け付けるため、必要に応じて、県庁内等に受付窓口を設置するとともに、銀行口
座を開設する。 

(2) 市町の活動 
  市町への義援金を受け付けるために、市役所や町役場等に受付窓口を設置するとともに、銀行口座を
開設することを検討する。 

 
３ 義援金の配分 
  県は、統一的に義援金を配分するために、日本赤十字社、愛媛県共同募金会及び義援金募集機関等の関
係団体から構成される配分委員会を設置し、公平かつ迅速な配分を行う。 

 
４ 配分委員会の活動 

配分委員会は、以下のことについて協議決定する。 
ア 配分金額 
イ 配分対象者 
ウ 配分方法 
エ 配分状況の公表 
オ その他義援金配分に関すること 

 
４－４－３ 災害弔慰金等の支給  
 
１ 基本方針 
 災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を、精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し災害障
害見舞金を、重傷を負った者及び居住している家屋が全壊等した世帯等に対し災害見舞金を支給する。 

 
２ 県 
 市町の災害弔慰金等の対象者及び支給状況の把握 

 
３ 市町 
(1) 支給対象者の把握 
  災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給対象者を把握する。 

(2) 支給方法の決定及び支給 
   災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）及び市町条例に基づき支給する。 
 
４－４－４ 被災者の生活確保  
 
 被災者の住居並びに職業を確保し、生活の安定を図るため、県及び市町は、次の措置を講じる。 
 
１ 恒久住宅対策 
(1) 基本方針 
   被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅については、被災者による自力再建を基本と

した住宅再建支援を行うとともに、公的住宅の供給を行う。 
 また、災害危険区域等における被災者等の住宅再建に当たっては、防災集団移転促進事業等を活用し
つつ、極力安全な地域への移転を推奨する。 

 
(2) 県の活動 
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  ア 住宅復興計画の策定 
  必要に応じて、住宅復興方針等を定めた住宅復興計画を策定する。 

 イ 住宅再建支援 
  被災者の自力再建に関する経済的負担を軽減するため、住宅再建に関する融資の利用者に対し、必
要に応じ支援策を検討する。 

 ウ 民間賃貸住宅の供給促進 
  民間賃貸住宅の供給を促進するため、建替や新規整備を行う事業者に対し、必要に応じ支援策を検
討する。 

 エ 公的住宅に関する協議 
  公営住宅や特定優良賃貸住宅等の供給に関する役割分担について市町と協議する。 

 オ 県営住宅等の供給 
  必要に応じ、災害公営住宅の整備や公営住宅、特定優良賃貸住宅等の県営住宅を供給する。 

 カ 住宅に関する情報提供 
  協定を締結した（社）愛媛県宅地建物取引業協会からの民間賃貸住宅情報や公的住宅の入居等に関
する情報等を提供し、自立再建を支援する。 

 
 (3) 市町の活動 
 ア 住宅復興計画の策定 
  県の住宅復興計画を踏まえながら調整を図り、住宅復興方針等を定めた市町住宅復興計画を策定す
る。 

 イ 県との協議 
  公営住宅や特定優良賃貸住宅等の供給に関する役割分担について県と協議する。 

  ウ 市町営住宅等の供給 
  必要に応じ、災害公営住宅の整備や公営住宅、特定優良賃貸住宅等の市町営住宅を供給する。 

 エ 住宅に関する情報提供 
  相談窓口等において自力再建支援及び公的住宅の入居等に関する情報等を提供する。 

 
２ 雇用対策 
(1) 県の活動 
 ア 雇用状況の把握 
   愛媛労働局・ハローワークと連携し、雇用状況を把握する。 
イ 事業者支援の実施 

   県内の事業主や業界団体等に対し、雇用の維持を要請するとともに、各種雇用支援制度を事業主に迅
速に周知し、制度の積極的な活用を促す。 

 ウ 離職者セーフティネットの拡充 
   雇用保険給付対象者の拡大、給付日数の延長及び手続きの弾力的措置の実施等を国に要請する。 
 エ 再就職の支援 
   離職者の再就職を促進させるため、次の施策を講じる。 
（ｱ） 愛媛労働局と連携したきめ細かな職業相談の実施 

 （ｲ） 公共職業能力開発施設等での職業訓練、能力開発の実施 
 （ｳ） 求人開拓の実施 
 （ｴ） 合同就職説明会等の開催 
(2) 市町の活動 

雇用に関する相談があった場合には、公共職業安定所に伝達する。 
 
３ 生活保護 
  被災者の恒久的生活確保の一環として、県及び市町は、次の措置を講じる。 
(1) 生活保護法に基づく保護の要件を満たす被災者に対しては、その困窮の程度に応じて、最低生活を保

障し生活の確保を図る。 
(2) 被保護世帯が災害のため、家屋の補修等住宅の維持を必要とする場合で、災害救助法が適用された場

合において、県は、規定額の範囲内で特別基準があったものとして、家屋補修費の支給を行う。 
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４－４－５ 生活再建支援策等の広報 
 
１ 基本方針 
 被災直後の応急復旧期から復興期にかけて継続的に生じる生活再建関連施策に関する情報提供のニーズ
に対応し、被災者の一日も早い生活再建を促進するため、生活再建に関する支援施策等の情報提供を積極
的に行う。 
また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体と協力し、必要な情報

や支援・サービスを提供する。 
 
２ 県の活動 
 (1) 生活再建支援施策等の広報・ＰＲの実施 

 ラジオ・テレビ等のマスメディアやホームページ、広報紙等を活用し、次の事項を広報・ＰＲする。 
ア 義援金の募集等 
イ 各種相談窓口の案内 
ウ 災害弔慰金の支給等に関する情報 
エ 公営住宅及び民間住宅への入居や住宅再建支援策等に関する情報 
オ 被災者生活再建支援金に関する情報 
カ ボランティアに関する情報 
キ 雇用に関する情報 
ク 融資・助成情報 
ケ その他生活情報 等 

 (2) 外国人への広報 
 外国人を対象とした外国語の情報紙等を作成し、配布する。 

 (3) 県外疎開者への広報・ＰＲの実施 
 全国紙や全国版のテレビ・ラジオや県外の地方公共団体の広報紙等を活用し、県外疎開者に対し震災
関連情報を提供する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 生活再建支援策の広報・ＰＲ 
   広報紙やホームページ等を活用し、震災関連情報や上記２（１）の内容を広報・ＰＲする。 
 
４－４－６ 地域経済の復興と発展のための支援  
 
 地域経済の復興を迅速に軌道に乗せ、地域をより発展させるための支援策を講じる。 
 
１ 県の活動 
(1) 企業誘致活動の実施 
   企業誘致促進のためのセミナー、イベントを開催する。 
(2) 誘客対策の実施 
   被災観光地のイメージアップ、復興等をＰＲするため、必要に応じ市町や関係団体等と連携し、次の

施策を実施する。 
ア 県内における観光地の復興イベント等の実施 
イ 県外における誘客イベント等の実施 
ウ マスコミを活用したＰＲ 
エ 大規模な会議等の誘致 

２ 市町の活動 
(1) イベント・商談会等の実施 
   必要に応じ、県や関係団体等と連携し、イベント・商談会等を実施する。 
(2) 誘客対策の実施 
   必要に応じ、県や関係団体等と連携し、誘客対策を実施する。 
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   ※資料 １ 被災者生活再建支援法の概要     （資料編１９－８） 

２ 災害援護資金貸付制度の概要     （資料編１９－２） 
３ 災害復旧貸付制度の概要       （資料編１９－３） 
４ 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書 

 （資料編１２－８） 
５ 中小企業振興資金          （資料編１９－４） 
６ 災害復旧高度化事業の概要      （資料編１９－５） 
７ 日本政策金融公庫災害資金等の概要  （資料編１９－６） 

       ８ 天災資金の概要           （資料編１９－７） 
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第１編 総  論 

 
第１章 計画の主旨  
 
１－１－１ 計画の目的 
 
 この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 40 条の規定に基づき、愛媛県の地域に係る地
震防災対策について定め、これを推進することにより、県民の生命、身体及び財産を地震災害から保護する
ことを目的とする。 
                                                  
１－１－２ 計画の性格 
 
 この計画は、県、市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体、その他防
災上重要な施設の管理者並びに県民が、地震防災対策に取り組むための基本方針となるものであり、状況の
変化に対応できるよう必要に応じ見直しを行うものである。 
 
１－１－３ 計画の構成 
 
 この計画は、計画編と資料編で構成する。 
 計画編の構成は、次の４編による。 
(1) 第１編 総論 
   この計画の主旨、防災関係機関の業務、愛媛県地震被害想定及び地震防災緊急事業５箇年計画等の計

画の基本となる事項を示す。 
(2) 第２編 地震災害予防対策 
   平常時の教育、訓練、施設の耐震性確保、県民生活の確保方策などの予防対策を示す。 
(3) 第３編 地震災害応急対策 
   災害が発生した場合の応急対策を示す。 
(4) 第４編 地震災害復旧・復興対策 
   災害発生後の復旧、復興対策を示す。 
 
１－１－４ 基本方針 
 
災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに、

県民一人一人の自覚及び努力を促すことによって、できるだけその被害を最小化する「減災」の考え方を防
災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだ
け少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備えるものとする。 
また、防災対策は、県民が自らの安全は自らで守る「自助」を実践した上で、地域において互いに助け合

う「共助」に努めるとともに、県及び市町がこれらを補完しつつ「公助」を行うことを基本とし、県民、自
主防災組織、事業者、県及び市町がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力して着実
に防災活動を実施していくことが重要である。 
 特にいつでもどこでも起こりうる災害による人的被害、経済的被害を軽減し、安全・安心を確保するため
には、行政による防災対策の充実はもとより、県民自らが災害への備えを実践し、災害に強い地域社会づく
りを実現させることが不可欠であることから、愛媛県防災対策基本条例（平成18年12月19日条例第58号）
（以下「防災条例」という。）及びこの計画に基づき、個人や家庭、地域、企業、団体等が日常的に減災の
ための行動と投資を息長く行う「県民運動」を展開し、その推進に当たっては、時期に応じた重点課題を設
定する実施方針を定めるとともに、関係機関等の連携を図る。 
 さらに、近い将来発生が懸念されている東南海・南海地震への対策については、東南海・南海地震に係る
地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号。）第６条第１項の規定に基づき、本県は
その全域が東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されているため、同地震の災害による人的被害等の軽
減を図るよう減災目標を設定するとともに、津波からの防護や円滑な避難の確保に関する事項及び地震防災
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上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、地震防災対策の一層の推進を図るとともに、災害
応急対策については、東南海・南海地震応急対策活動要領（平成 18 年 4 月 21 日中央防災会議決定）及び
「東南海・南海地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画（平成 19 年 3 月 20 日中央
防災会議幹事会申合せ）に基づき、関係機関と連携し、適切に対応するものとする。 
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第２章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 
 
１－２－１ 県  
 
 (1) 県地域防災計画（地震災害対策編）の作成 
 (2) 地震防災に関する組織の整備 
 (3) 防災思想の普及 
(4) 人的被害等の軽減に向けた減災目標の設定 

 (5) 自主防災組織の育成指導その他県民の地震災害対策の促進 
 (6) 防災訓練の実施 
 (7) 地震防災のための装備・施設等の整備 
 (8) 地震及び津波に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 
 (9) 被災者の救出、救護等の措置 
(10) 高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含む。）、難病患者、妊産婦、幼児、そ

の他の災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合の避難等に援護を要する者（以下「災害
時要援護者」という。）の避難支援対策の促進 

(11) 避難準備情報、勧告又は指示に関する事項 
(12) 水防その他の応急措置 
(13) 被災児童生徒の応急教育の実施 
(14) 清掃、防疫その他の保健衛生の実施 
(15) 犯罪の予防、交通規制その他災害時における社会秩序の維持に必要な対策の実施 
(16) 災害時における県有施設及び設備の整備又は点検 
(17) 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保 
(18) 緊急輸送の確保 
(19) 災害復旧の実施 
(20) 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の地震災害応急対策の連絡調整 
(21) その他地震災害の発生防止又は拡大防止のための措置 

 
１－２－２ 市町  
 
 (1) 市町地域防災計画（地震災害対策編）の作成 
 (2) 東南海・南海地震対策推進計画の策定 
(3) 地震防災に関する組織の整備 

 (4) 防災思想の普及 
(5) 人的被害等の軽減に向けた減災目標の設定 

 (6) 自主防災組織の育成指導その他住民の地震災害対策の促進 
 (7) 防災訓練の実施 
 (8) 地震防災のための施設等の整備 
(9) 地震及び津波に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 

(10) 被災者の救出、救護等の措置 
(11) 災害時要援護者の避難支援対策の促進 
(12) 避難準備情報の提供、勧告、指示及び避難所の開設 
(13) 消防、水防その他の応急措置 
(14) 被災児童生徒の応急教育の実施 
(15) 清掃、防疫その他の保健衛生の実施 
(16) 災害時における社会秩序の維持に必要な対策の実施 
(17) 災害時における市町有施設及び設備の整備又は点検 
(18) 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保 
(19) 緊急輸送の確保 
(20) 災害復旧の実施 
(21) その他地震災害の発生防止又は拡大防止のための措置 
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１－２－３ 関係機関  
 
１ 指定地方行政機関 
(1) 四国管区警察局 
  ア 管区内各警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整に関すること 
  イ 他管区警察局及び警察庁との連携に関すること 
  ウ 管区内防災関係機関との連携に関すること 
  エ 管区内各警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告連絡に関すること 
  オ 警察通信の確保及び統制に関すること 
  カ 津波警報の伝達に関すること 
(2) 四国総合通信局 
  ア 災害に備えた電気通信施設（有線通信施設及び無線通信施設）整備のための調整並びに電波の統制

監理に関すること 
  イ 災害における電気通信及び放送の確保のための応急対策及び非常無線通信の運用監理に関すること 
  ウ 災害地域における電気通信、放送施設等の被害状況の把握に関すること 
  エ 災害時における通信機器の供給の確保に関すること 
  オ 地方公共団体及び関係機関に対する各種非常通信訓練・運用の指導及び協議に関すること 
(3) 四国財務局（松山財務事務所） 
   災害時における財政金融等の適切な措置並びに関係機関との連絡調整に関すること 
(4) 中国四国厚生局（四国厚生支局） 
   独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整に関すること 
(5) 愛媛労働局 
  ア 事業場に対する地震災害対策の周知指導に関すること 
  イ 事業場等の被災状況の把握に関すること 
(6)  農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  ア 災害時における食料の供給の実施準備について関係団体に協力を求める措置に関すること 
  イ 自ら管理又は運営する施設・設備に関すること 
  ウ 農林漁業関係金融機関に対し金融業務の円滑な実施のための指導に関すること 
  エ 地震防災上整備すべき地すべり防止施設、農業用排水施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設等

の整備に関すること 
  オ 地震防災に関する情報の収集及び報告に関すること 
  カ 災害時の食料の供給に関すること 
  キ 災害時の食料の緊急引渡措置に関すること 
(7) 四国森林管理局愛媛森林管理署 
   災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 
(8) 四国経済産業局 
  ア 被災商工業、鉱業等の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 
  イ 災害時における生活必需品、復旧資材等防災関係物資の適正な価格による円滑な供給の確保に関す

ること 
  ウ 災害時における電気、ガス、石油製品事業に関する復旧促進等の対策に関すること 
  エ 原子力災害の応急対応に関すること 
(9) 中国経済産業局 
   電気の供給の確保に必要な指導に関すること 
(10) 中国四国産業保安監督部 
   電気事業に関する災害予防、保安の確保及び復旧促進等の対策に関すること 
   （但し、今治市（平成１７年１月１５日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島

町及び関前村の区域）、越智郡上島町に限る。） 
(11) 中国四国産業保安監督部（四国支部） 
  ア 電気、ガス事業に関する災害予防、保安の確保及び復旧促進等の対策に関すること。  
  イ 高圧ガス、火薬類、液化石油ガスに関する災害予防、保安の確保、災害の応急対応に関すること 
  ウ 鉱山等における災害予防、災害応急対策、災害復旧等の指導に関すること。 
  エ 原子力災害の応急対応に関すること。 



 5 

(12) 四国地方整備局（松山河川国道事務所、大洲河川国道事務所、山鳥坂ダム工事事務所、四国山地砂防
事務所、吉野川ダム統合管理事務所、野村ダム管理所、松山港湾・空港整備事務所） 

   管轄する河川、道路等についての計画、工事及び管理を行うほか、次の事項を行うよう務める。 
  ア 災害予防 
   (ｱ) 所管施設の耐震性の確保 
   (ｲ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 
   (ｳ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 
   (ｴ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 
  イ 応急・復旧 
   (ｱ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 
   (ｲ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 
   (ｳ) 所管施設の緊急点検の実施 
   (ｴ) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 
  ウ 所掌に係る災害復旧事業に関すること 
  エ 緊急輸送を確保するために必要な港湾、海岸保全施設等の整備の計画的実施に関すること 
  オ 緊急輸送用岸壁、港湾、海岸保全施設等の整備の指導に関すること 
  カ 流出油防除等海上災害に対する応急措置に関すること 
(13) 四国運輸局（愛媛運輸支局） 
  ア 陸上輸送に関すること 
   (ｱ) 輸送機関その他関係機関との連絡調整に関すること 
   (ｲ) 自動車運送事業者、鉄軌道事業者に対する輸送のあっせんに関すること 
  イ 海上輸送に関すること 
   (ｱ) 非常時に使用しうる船舶運航事業者の船舶数及び輸送能力の把握並びに緊急海上輸送体制の確立

に関すること 
   (ｲ) 旅客航路事業者の行う地震災害応急対策の実施指導に関すること 
(14) 大阪航空局（松山空港事務所） 
  ア 空港（航空通信、無線施設等を含む）及び航空機の保安に関すること 
  イ 災害時における人員、応急物資の空輸の利便確保に関すること 
(15) 大阪管区気象台（松山地方気象台） 
  ア 津波警報、津波注意報の通知、津波予報、津波情報、地震情報等の伝達に関すること 
  イ 地震、津波に関する啓蒙活動及び防災訓練に対する協力に関すること 
  ウ 異常な自然現象（異常水位、潮位、地すべり、土地の隆起等）に関する情報が発見者又は行政機関

から通報されたとき、適切な措置を講じること 
(16) 第六管区海上保安本部（松山海上保安部、今治海上保安部、宇和島海上保安部） 
  ア 海難救助及び人員・物資等の輸送並びに津波警報等の船舶に対する伝達に関すること 
  イ 航路障害物の除去その他海上における全般的な安全の確保と治安の維持に関すること 
  ウ 危険物の保安、流出油防除等海上災害に対する応急措置に関すること 
(17) 中国四国防衛局 
  ア 災害時における防衛本省及び自衛隊との連絡調整 
  イ 災害時における米軍部隊との連絡調整 
 
２ 自衛隊（陸上自衛隊第１４特科隊、海上自衛隊呉地方総監部、航空自衛隊西部航空方面隊） 
(1) 被害状況の把握に関すること 
(2) 避難の救助及び遭難者等の捜索に関すること 
(3) 水防活動、消防活動、道路等の啓開に関すること 
(4) 応急医療、救護及び防疫に関すること 
(5) 通信支援、人員物資の緊急輸送に関すること 
(6) 炊飯・給水及び宿泊支援等に関すること 
(7) 危険物の保安及び除去に関すること 
   
３ 指定公共機関 
(1) 日本郵便株式会社（四国支社） 
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   郵便業務の運営の確保に関すること 
   郵便局の窓口業務の維持に関すること 
(2) 日本銀行（松山支店） 
  ア 通貨の円滑な供給の確保及び損傷通貨の引換えに関すること 
  イ 被災地における現金供給のための緊急輸送・通信手段の活用に関すること 
  ウ 金融機関の業務運営確保及び非常金融措置実施のためのあっ旋・指導に関すること 
  エ 被害状況の実態把握と復旧融資円滑化のための金融機関の指導に関すること 
  オ 各種金融措置の広報に関すること 
(3) 日本赤十字社（愛媛県支部） 
  ア 応援救護班の派遣又は派遣準備に関すること 
  イ 被災者に対する救援物資の配付に関すること 
  ウ 血液製剤の確保及び供給のための措置に関すること 
  エ 赤十字奉仕団等に対する救急法の講習等の指導に関すること 
(4) 日本放送協会（松山放送局） 
  ア 県民に対する防災知識の普及に関すること 
  イ 地震情報及びその他地震に関する情報の正確迅速な提供による県民に対する災害応急対策等の周知

徹底に関すること 
  ウ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報に関すること 
  エ 社会福祉事業団体義援金品の募集、配分に関すること 
(5) 西日本高速道路株式会社（四国支社） 
   西日本高速道路株式会社が管理する道路等の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関す

ること 
(6) 独立行政法人水資源機構（池田総合管理所） 
   機構ダム（新宮ダム、富郷ダム）の保全及び災害復旧に関すること 
(7) 本州四国連絡高速道路株式会社（しまなみ尾道管理センター、しまなみ今治管理センター） 
   本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路等の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関す

ること 
(8) 電源開発株式会社（西日本支店高松事務所） 
   電力施設の保全及び復旧に関すること 
(9) 四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社（松山営業所） 
  ア 鉄道施設等の保全に関すること 
  イ 災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
  ウ 災害時における旅客の安全確保に関すること 
  エ 地震発生後に備えた資機材、人員等の配備手配に関すること 
(10) 西日本電信電話株式会社（愛媛支店）、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（四国支社） 
  ア 電気通信施設の整備に関すること 
  イ 災害時における通信の確保に関すること 
  ウ 災害時における通信疎通状況等の広報に関すること 
  エ 警報の伝達及び非常緊急電話に関すること 
  オ 復旧用資機材等の確保及び広域応援計画に基づく人員等の手配に関すること 
(11) 日本通運株式会社（松山支店、新居浜支店、今治支店、八幡浜支店） 
   災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
(12) 四国電力株式会社（松山支店、新居浜支店、宇和島支店）、中国電力株式会社（広島支社） 
  ア 電力施設等の保全に関すること 
  イ 電力供給の確保に関すること 
  ウ 被害施設の応急対策及び復旧用資機材の確保に関すること 
  エ 電力施設の災害予防措置及び広報の実施 
(13) ＫＤＤＩ株式会社 
   重要な通信を確保するために必要な措置に関すること 
(14) 独立行政法人国立病院機構（本部中国四国ブロック事務所） 
  ア 災害時における国立病院機構の医療班の派遣又は派遣準備に関すること  
  イ 広域災害における国立病院機構からの医療班の派遣に関すること 
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  ウ 災害時における国立病院機構の被災情報収集、通報に関すること 
 
４ 指定地方公共機関 
(1) 伊予鉄道株式会社 
  ア 災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
  イ 災害時における旅客の安全確保に関すること 
  ウ 列車の運行状況、乗客の避難状況等の広報に関すること 
(2) 社団法人愛媛県医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会 
   救護所、救護病院等における医療救護活動の実施の協力に関すること 
(3) 社団法人愛媛県歯科医師会 
  ア 検死時の協力に関すること 
  イ 救護所、救護病院等における医療救護活動の実施の協力に関すること 
(4) 南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレビ、株式会社

エフエム愛媛 
  ア 地震防災に関するキャンペーン番組、地震防災メモのスポット、ニュース番組等による県民に対す

る防災知識の普及に関すること 
  イ 地震、津波に関する情報の正確、迅速な提供に関すること 
  ウ 県民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 
  エ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報の協力に関すること 
  オ 放送施設、機器類等の整備の事前点検と災害予防のための設備の整備に関すること 
(5) 四国ガス株式会社 
  ア ガス施設等の保全に関すること 
  イ ガス供給の確保に関すること 
  ウ 被害施設の応急対策及び復旧に関すること 
 
５ その他公共的団体及びその他防災上重要な施設等の管理者 
(1) 土地改良区 
   土地改良施設の整備及び保全に関すること 
(2) 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合 
  ア 共同利用施設等の保全に関すること 
  イ 被災組合員の援護に関すること 
  ウ 食糧、生活必需品、復旧資材等の援護物資の供給の協力に関すること 
(3) 商工会議所、商工会 
  ア 被災商工業者の援護に関すること 
  イ 食糧、生活必需品、復旧資材等の援護物資の供給の協力に関すること 
(4) 危険物施設管理者、プロパンガス取扱機関 
  ア 危険物施設等の保全に関すること 
  イ プロパンガス等の供給の確保に関すること 
(5) 社会福祉協議会 
  ア ボランティア活動体制の整備に関すること 
  イ 被災者の自立的生活再建支援のための生活福祉資金の融資に関すること 
(6) 社会福祉施設等管理者 

ア 施設等利用者の安全確保に関すること 
  イ 福祉施設職員等の応援体制に関すること 
(7) 社団法人愛媛県トラック協会 
   防災関係機関の要請に基づく、協会加盟事業所からの緊急輸送車両等の確保に関すること 
(8) 愛媛県警備業協会 
   災害時の道路交差点での交通整理支援に関すること 
 
１－２－４ 県民・事業者 
 
１ 県民 
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(1) 県民 
  ア 自助の実践に関すること 
  イ 地域における自主防災組織等の防災活動への参加に関すること 
（2） 自主防災組織 
  ア 災害及び防災に関する知識の普及啓発に関すること 
  イ 地域における安全点検、防災訓練その他の災害応急対策の実施に関すること 
  ウ 避難、救助、初期消火その他の災害応急対策の実施に関すること 
  エ 県又は市町が実施する防災対策への協力に関すること 
２ 事業者 
（1） 事業者 
  ア 来所者、従業員及び事業者の周辺地域に生活する住民の安全確保に関すること 
  イ 災害時において事業を継続することができる体制の整備に関すること 
  ウ 地域における自主防災組織等の防災活動への協力に関すること 
  エ 災害応急対策の実施に関すること 
  オ 県又は市町が実施する防災対策への協力に関すること 
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第３章 地震発生の条件  
 
１－３－１ 地形・地質 
 
 本県は、四国の北西部に位置し、四国中央部を東西に走る四国山地と、瀬戸内海から豊後水道にまたがる  
約 1,700km の海岸線に囲まれた細長い区域と、瀬戸内海、豊後水道に点在する大小の島々などによって形
成されている。面積は約 5,678 ㎡で全都道府県の 25 位に位置している。 
 また、本県の地質は、阿波池田から四国中央市、西条市、松山市南方の砥部町を経て伊予灘・豊予海峡を
横切って大分に至る「中央構造線」によって二分され、この構造線の北側を内帯、南側を外帯と呼んでいる。 
 内帯には、領家帯と呼ばれる領家変成岩類・領家花崗岩類・広島花崗岩類が北部に、中生代の和泉層群と
呼ばれる堆積岩からなる地層が南部に分布している。 
 外帯には、北から順に三波川帯、秩父帯、四万十帯が帯状構造で分布する。このうち、三波川帯は、結晶
片岩類からなる地層で構成されている。秩父帯は、中・古生代の地層からなり、主に砂岩、頁岩、粘板岩、
チャ－ト、石灰岩、玄武岩質凝灰岩層からなっている。また、四万十帯は、秩父帯の南側に位置し、砂岩、
頁岩の地層からなっている。なお、三波川帯と秩父帯との間には、御荷鉾緑色岩類と呼ばれる火山砕屑岩、
火山岩が分布している。 
 
  ※資料 愛媛県の地質概要（資料編１－５） 
 
１－３－２ 活断層 
 
 愛媛県では活断層調査を実施し、平成８年度から 11 年度までのトレンチ調査結果、大学等研究機関によ
るトレンチ調査結果、歴史資料などから、愛媛県内の中央構造線活断層系の活動履歴を総合的に評価し、各
活断層の分布と長さ、活断層によって想定されるマグニチュード、活断層の最新活動時期と活動間隔、最新
活動時期以降現在までの経過時間から想定した地震危険度（経過時間率）をとりまとめた。 
 中央構造線活断層系のように四国だけでも延長 190km に達する長大な活断層は、いくつかに分割して地
震を発生させる可能性が高いと考えられている。しかし、一度に活動する区間（セグメント）の設定は、現
在活断層研究の第一級の研究課題となっている。愛媛県では、右横ずれ断層に伴う隆起方向や活断層の枝別
れの形態と最新活動時期などからセグメント区分を行い、西から伊予断層、川上断層、小松断層、岡村断層、
石鎚－池田断層の各セグメントに区分した。 
 想定される地震規模は、松田（1975）による活断層の長さ（L，km）と地震のマグニチュード（M）と
の関係式、単位変位量（D，ｍ）と地震のマグニチュード（M）との関係式の 2 つから算定した。 
 伊予断層、川上（重信・北方断層）、小松断層は個別に M7 クラスの地震を発生させる可能性が高いと考
えられる。しかしながら、これらの活断層が連動して活動する可能性も否定できない。特に桜樹屈曲部を挟
んだ川上断層と小松断層の連動については、肯定的見解、否定的見解の両論があるので、これを考慮して 2
つの活断層が連動する場合の地震規模も示した。岡村断層は、単独のセグメントとして活動する可能性が高
く、地震規模は M7.5 クラスと考えられる。石鎚・畑野・寒川・池田・三野断層では、個別のセグメントに
区分しがたいため、１つのセグメントとして評価し、総延長 82km で地震規模はＭ8 クラスと評価した。 
 これらの解析結果にもとづく、愛媛県内の各断層の最新活動時期は、9 世紀から 16 世紀で中世以降に活
動した可能性が高く、活動間隔は 1,000～2,000 年と考えられる。活断層の活動間隔（R）と最終の活動以
降現在までの経過時間（T）から、推定した地震危険度（経過時間率 T／R）は、いずれの活断層も 0.5 前後
と推定される。 
 阪神・淡路大震災の原因にもなった活断層と地震の関係については、まだ十分にわかってないが、「活断
層は将来活動を繰り返す可能性のある断層である」ということは確かな事実である。しかし、むやみに活断
層を恐れるのではなく、行政や企業はもちろんのこと、県民一人ひとりが、活断層を含めた地震という自然
現象に対する正しい知識を持ち、その危険性を十分に理解したうえで、適切な対応を行っていくことが必要
となる。 
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セグメント区分と想定地震規模 

 

セグメント名 伊予断層 川上断層 小松断層 岡村断層 石鎚－池田断層 

構成断層 
上灘沖・ 
米湊・伊予 

重信・北方・
川上 

川上東部・ 
小松 

岡村 
石鎚・畑野・寒川・

池田・三野 
21 22 

長さ(km) 23 
43 

30 82 

マグニチュード 7 クラス 
7 クラス 

7.5 クラス 7 クラス 7.5 クラス 8 クラス 

－ － 
単位変位量(m) ２ 

－ 
５～６ ６～９(推定) 

10 世紀以降 12 世紀以降 最新活動時期
(T) 

13 世紀以降 
10～12 世紀以降 

９～13 世紀 
以降 

16 世紀以降 

3,500～4,000 1,400～1,600 
再来間隔(R) 約 2,000 

約 1,500 年 
約 2,000 年 約 1,000 年 

＜0.3 0.5～0.6 経過時間率
(T/R) 

＜0.4 
0.5～0.7 

0.5 0.4～0.5 

断層面 高角度北領斜(ほぼ鉛直) 
 

 ※資料 愛媛県内の主な活断層（資料編１－７） 
 
１－３－３ 南海トラフ 
 
 四国から駿河湾までの太平洋沿岸を含む南海トラフ沿いの地域では、ここを震源域として大地震が繰り返
し発生していることが知られている。 
 
１ 南海トラフに発生する地震 
 南海トラフに発生する地震は、主に、四国や紀伊半島が乗っている陸のプレートの下へ太平洋側からフ
ィリピン海プレートが沈み込むことに伴って、これら 2 つのプレートの境界面（以下「プレート境界面」
という。）が破壊する（ずれる）ことによって発生する。また、時によってはプレート境界面から枝分か
れした陸のプレート内の高角の断層（以下「分岐断層」という。）も含めて破壊し、海底での上下地殻変
動を大きくすることや局地的に強い揺れを生じさせる可能性もある。 

 
２ 過去の地震について 
 過去の南海地震については､1498 年以降現在までの約 500 年間に 5 回発生した可能性がある。史料に記
述されている地震では、1605 年以降、4 回の地震があり、その発生間隔は 92.0 年から 147.2 年までの範
囲にあり、平均発生（活動）期間は 114.0 年となる。最新の発生が 1946 年 12 月 21 日であることから、
最新発生からの経過時間は 2010 年 1 月 1 日現在で 63.0 年となり、平均発生期間の半分以上経過したこ
ととなる。 
 なお、684 年以降現在までの間に、南海地震は東南海地震との同時発生も含めると、少なくとも８回Ｍ
7.9～8.6 の地震が発生した可能性がある。 

 
３ 次の地震について 
 次の南海地震と東南海地震の発生時期の関係は、過去の事例（発生時期のずれは 2 年程度以内）を踏ま
え、同時又は相互に近接して発生するかのどちらかである可能性が高いと考えられる。後者の場合には、
東南海地震、南海地震の順番で発生する可能性が高いと考えられる。 
 また次の南海地震発生までの 1946 年の地震からの間隔は、1946 年の地震における応力の解放量が過去
の南海地震の平均的なそれに比べ小さいと考えられることから、時間予測モデル（限界応力値に達すると
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地震が発生するモデル）に基づき、過去の平均発生間隔 114.0 年よりは短いと推定される。 
 一方、次の東南海地震発生までの 1944 年の地震からの間隔は、過去の東南海地震が南海地震の発生と
同時又は相互に近接して発生してきていること、次の南海地震発生までの間隔が 114.0 年よりは短いと推
定したこと、及び昭和東南海地震のマグニチュードがそれ以前のものより小さめであったことから、過去
の平均発生間隔 111.6 年よりは短い可能性が高いと推定される。 
 地震調査研究推進本部の時間予測モデルによると、次の南海地震及び東南海地震の発生の可能性は年々
高まっており、今後 30 年以内の発生確率は、南海地震で 60%程度、東南海地震で 60％～70%に達すると
推定される。 
 また、地震の規模は、個別に発生した場合では、南海地震はＭ8.4 前後、東南海地震はＭ8.1 前後とな
ると考えられる。さらに、同時に発生した場合では、Ｍ8.5 前後となる可能性が高いと考えられる。さら
に、津波が発生する可能性もあると考えられる。なお、1946 年の南海地震は過去の事例の中でもマグニ
チュードが小さかったことに注意する必要がある。 

 
  ※資料 愛媛県の地震記録（資料編１－１） 
 
１－３－４ 地震想定 
 
 愛媛県においては、南海トラフを震源域とする南海地震が有史以来 100 年から 150 年間隔で発生してい
るほか、伊予灘・日向灘周辺では過去に大規模な地震が発生している。また、愛媛県を横断する中央構造線
断層帯は、国内最大規模の断層であることから、中央構造線断層帯での地震にも留意する必要がある。 
 このため、県では地震によって県内の各地でどのような現象が発生し、どの程度の被害を受けるのかを定
量的に試算した結果を示し、的確かつ効果的な防災対策の樹立に資するため、地震被害想定調査を実施し、
阪神・淡路大震災以降明らかになった災害事例やその教訓、最新の情報、知見等を十分踏まえ、本県の地震
対策の前提となる基礎資料として裏付けとなるべきデータ及び対策の方向性を明らかにした。 
 なお、この試算値は、今後、適切かつ効果的な地震対策の推進、さらに県民の防災への自助努力を積み重
ねることによって、大幅に減少させることができると考えられる。 
 
１ 前提条件 
(1) 想定ケース 
  予知なく突然発生したケース 

(2) 季節、時刻等の想定ケース 
 季節及び発生時刻について複数ケースを想定した。 
 冬の夕方及び深夜を基本とし、必要に応じ他のケースも検討した。 

(3) 想定地域単位 
  ４次メッシュ(500m メッシュ)単位、市町単位 
 

２ 調査の内容 
(1) 地震動・液状化・山崖崩れの想定 
(2) 津波の想定 
(3) 建物関係の被害の想定 
(4) 地震火災の想定 
(5) 交通施設及び輸送機能支障の想定 
(6) ライフライン施設及びライフライン機能支障の想定 
(7) 危険物施設と輸送及び原子力発電所の想定 
(8) 人的被害及び生活機能支障の想定 
(9) 被害シナリオと対策の方向性 
 
３ 想定する地震 
 本調査では、愛媛県における活断層の分布状況や地震履歴を勘案し、愛媛県に大きな被害
を与えうる可能性のある想定地震を設定した。設定した想定地震は、以下のとおりである。 
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想 定 地 震 

名  称 内  容 マグニチュード 

想定地震１ 川上・小松断層セグメントが活動して発生する地震 7.6 
想定地震２ 石鎚－池田・三野断層セグメントが活動して発生する地震 8.0 
想定地震３ 伊予断層が活動して発生する地震 7.1 
想定地震４ 伊予灘沖海底活断層が活動して発生する地震 7.8 
想定地震５ 安政南海地震（1854）（相田,1981） 8.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定地震３ 

想定地震４ 

想定地震５ 

想定地震２ 

想定地震１ 
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４ 津波の想定結果 
 南海地震津波の紀伊半島から四国、九州にかけての海岸への到達時刻（地震発生後の津波第１波による
±5cm の水位変動を感知する時刻）を次図に示す。 

 津波の到達時刻（分） 
 
 また、県沿岸における津波高と到達時刻を次表にまとめた。但し、最大波は朔望平均満潮位（H.W.L.）
からの水位上昇として潮位補正している。 
 

津波高と到達時刻 

最大波（T.P.+ｍ） 地 点 
（旧市町名） 

第１波の 
到達時刻 

50cm 水位 
上昇の時刻 津波高 到達時刻 

愛南町（西海町） 31 分 33 分 5.7ｍ 304 分 
宇和島市（津島町） 46 分 50 分 3.9ｍ 339 分 

宇和島港 62 分 71 分 4.0ｍ 219 分 
宇和島市（吉田町） 58 分 73 分 5.3ｍ 227 分 

西予市（三瓶町） 62 分 65 分 5.2ｍ 342 分 
八幡浜港 67 分 71 分 4.7ｍ 263 分 

八幡浜市（保内町） 68 分 72 分 3.5ｍ 310 分 
伊方町 68 分 71 分 4.4ｍ 264 分 

伊方町（三崎町） 61 分 64 分 3.9ｍ 277 分 
佐田岬 57 分 102 分 2.3ｍ 322 分 

松山港 132 分 205 分 2.4ｍ 353 分 
今治港 199 分 •E 2.0ｍ 360 分 

新居浜港 235 分 •E 2.0ｍ 360 分 
川之江港 249 分 •E 2.0ｍ 336 分 

（注）朔望平均満潮面（ H . W . L ）：新月及び満月の日から５日以内に観測された各月最高満潮面を１
年以上平均した海面高さ。 

東 京 湾 中 等 水 位 （ T . P . ）：海抜基準面のこと。東京湾の潮の満ち引きを計測して平均を出し、
これを高さの基準とする。東京湾平均海面ともいう。 

 
※資料 日本付近のプレート、トラフ及び日本の活断層（資料１－６） 
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想定地震１ 想定地震２ 想定地震３ 想定地震４ 想定地震５
ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙7.6 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙8.0 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙7.1 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙7.8 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙8.4

川上・小松断層セグメ
ント

石鎚－池田・三野断
層セグメント

伊予断層 伊予灘沖海底活断層安政南海地震（1854）

松山平野、新居浜
平野を中心に、松山
市・西条市など県内
13市町村の地域で
震度６強。全県的に
震度4以上の地域が
分布

県東部を中心に、新
居浜市・西条市など
県内10市町村の地
域で震度６強。全県
的に震度4以上の地
域が分布

松山平野を中心に、
松山市・伊予市など
県内8市町の地域で
震度６強。全県的に
震度4以上の地域が
分布

伊予灘沿岸を中心
に、大洲市・双海町
など県内12市町の
地域で震度６強。全
県的に震度4以上の
地域が分布

全県で震度５弱以
上、県内約６％の地
域で震度６弱の地域
が分布

左記に加え、県内の
広い範囲で危険性
が高い。

県南部を中心に最
大5.9mの津波が発
生し、被害が生じる
可能性がある。

全  壊 58,224棟 39,227棟 26,320棟 20,140棟 74,291棟
半  壊 168,411棟 133,729棟 125,071棟 134,275棟 206,842棟
合  計 226,635棟 172,956棟 151,391棟 154,415棟 281,133棟
全  壊 2,491棟 2,204棟 1,839棟 1,834棟 2,202棟
半  壊 4,609棟 4,047棟 3,418棟 3,379棟 4,116棟
合  計 7,100棟 6,251棟 5,257棟 5,213棟 6,318棟
全  壊 60,715棟 41,431棟 28,159棟 21,974棟 76,493棟
半  壊 173,020棟 137,776棟 128,489棟 137,654棟 210,958棟
合  計 233,735棟 179,207棟 156,648棟 159,628棟 287,451棟

ﾌ゙ﾛｯｸ塀 11,830件 7,840件 5,351件 4,127件 15,096件
石  塀 4,728件 3,132件 2,137件 1,649件 6,035件
合  計 16,558件 10,972件 7,488件 5,776件 21,131件

出火件数 239棟 166棟 124棟 111棟 311棟
焼失棟数 11,362棟 237棟 42棟 34棟 98棟

緊急輸送路
被害箇所数

209箇所 178箇所 149箇所 125箇所 134箇所

被害箇所数 316箇所 277箇所 269箇所 253箇所 236箇所
復旧日数 6ヶ月程度 6ヶ月程度 6ヶ月程度 20日程度 10日程度

断水世帯数 260,616戸 173,355戸 167,139戸 121,889戸 329,409戸
断 水 率 53.5% 46.0% 29.5% 21.5% 58.2%
復旧日数 34日間 29日間 28日間 26日間 38日間

電柱被害本数 978本 849本 484本 528本 442本
停電戸数 94,544戸 86,209戸 55,374戸 65,262戸 59,378戸
停 電 率 12.5% 11.4% 7.3% 8.6% 7.8%
支障人口 8,927人 7,956人 6,311人 6,008人 6,232人
被 害 率 1.8% 1.7% 1.2% 1.2% 1.3%

供給停止戸数 38,658戸 7,273戸 20,016戸 5,991戸 15,556戸
機能支障率 6.8% 1.3% 3.5% 1.1% 2.7%
一般電話
携帯電話
原 子 炉
自動停止

1基停止の可能性 停止しない
1～２基停止
の可能性

３基すべて停止
の可能性

1～２基停止
の可能性

死　亡 2,666人 1,719人 1,247人 876人 2,987人
重　症 584人 449人 420人 402人 642人
中等傷 2,870人 2,222人 2,071人 1,979人 3,153人
軽　症 38,945人 30,146人 27,889人 26,511人 42,752人
合　計 45,065人 34,536人 31,627人 29,768人 49,534人
死　亡 2,453人 1,477人 1,149人 773人 2,556人
重　症 605人 456人 416人 402人 648人
中等傷 2,959人 2,234人 2,051人 1,978人 3,174人
軽　症 39,242人 30,447人 27,850人 26,664人 43,189人
合　計 45,259人 34,614人 31,466人 29,817人 49,567人
入　院 11,224人 7,664人 6,692人 5,928人 11,888人
外　来 42,820人 29,240人 25,549人 22,609人 45,376人
出　生 7人 5人 5人 2人 7人
合　計 54,051人 36,909人 32,246人 28,539人 57,271人
１ 日 後 313,319人 218,728人 189,610人 172,754人 339,493人
１週間後 349,674人 243,423人 210,599人 186,001人 383,950人
１ヶ月後 221,327人 152,581人 132,133人 119,386人 233,567人

69,270人 36,827人 28,204人 18,636人 60,945人

耐震バースは利用可能。他の港湾施設の中には、利用不可能となる施設がある。

交
通
・
輸
送
被
害

地　震　動

液　状　化

山崖崩れ

滑走路に亀裂等が発生し、一時的に航空機の運行が見合わせられる。
災害拠点病院から離れた場所にあるヘリポートは、アクセスに支障が生じる恐れがある。

松山空港
ヘリポート

火災被害
（冬18時）

一般加入電話以上に輻輳する可能性が高い。

　　　　　　　　想定地震

　調査内容

愛媛県地震被害想定調査（概要）

津　　　波
（南海地震のみ想定）

松山市・新居浜市・西条市・東予市など埋立地、沖積平野等比較的地盤の弱い地域
で危険性が高い。

急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所は、ほぼ全県に分布、地震時には崩壊の危険性がある。

都市･LP
ｶ゙ｽ被害

電　　話 地震による電話機自体の故障、輻輳等により電話が使えない状態が発生する。

揺　れ
建
築
物
被
害

塀倒壊

想
定
死
傷
者
数

伊方原子力
発電所

道路施設

鉄道施設

電　　　力
施設被害

上 水 道
施設被害

液状化

合　計

自主再建困難者数

人
的
被
害
及
び
生
活
機
能
支
障

２時
（発生
時刻）

18時
（発生
時刻）

避　　　難
生活者数

下 水 道
施設被害

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害

港湾施設

日常受療
困難者数



 15 

１－３－５ 南海トラフ巨大地震想定 
（平成 24 年 8 月 29 日内閣府公表） 

 
平成23 年に発生した東北地方太平洋沖地震で得られたデータを含め、現時点の最新の科学的知見に基づ

き、発生しうる最大クラスの地震・津波を推計した。 
この「最大クラスの地震・津波」は、現在のデータの集積状況と研究レベルでは、その発生時期を予測す

ることはできないが、その発生頻度は極めて低いものである。 
 
１ 「南海トラフ巨大地震」の想定震源断層域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 「南海トラフの巨大地震」による震度分布 
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３ 「南海トラフ巨大地震」の津波断層モデル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 愛媛県における「南海トラフ巨大地震」による震度分布・津波高 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最大震度・最大津波高・平均津波高・到達時間・浸水面積

1ｃｍ以上 30ｃｍ以上 1ｍ以上 2ｍ以上 5ｍ以上 10ｍ以上

松山市 ６強 4 3 137 140 110 80 30 － －
今治市 ６強 4 3 不明 310 220 120 50 10未満 －
宇和島市 ７ 13 7 29 890 840 710 570 210 －
八幡浜市 ６強 11 8 56 330 320 280 220 120 10未満
新居浜市 ７ 4 4 不明 200 150 50 20 － －
西条市 ７ 4 4 不明 100 90 80 70 － －
大洲市 ７ 5 4 141 30 30 20 10未満 － －
伊予市 ６強 5 4 118 200 140 30 10 － －
四国中央市 ７ 4 4 不明 190 160 90 30 － －
西予市 ７ 11 7 53 240 230 200 150 60 10未満
東温市 ７ － － － － － － － － －
上島町 ６強 4 3 不明 40 30 20 10 － －
久万高原町 ６強 － － － － － － － － －
松前町 ６強 5 5 133 370 300 110 10未満 － －
砥部町 ６強 － － － － － － － － －
内子町 ６強 － － － － － － － － －
伊方町 ６強 21 6 46 300 290 250 210 110 20
松野町 ６強 － － － － － － － － －
鬼北町 ６強 － － － － － － － － －
愛南町 ６強 17 10 19 720 690 620 550 300 30

浸水面積（ha）
最大震度 最大津波高　（ｍ）平均津波高（ｍ）

津波到達時間
（分）

（津波高+1ｍ）
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５ 愛媛県における「南海トラフ巨大地震」による被害想定（本県にとって最大被害となるケースを掲載） 
 
  
【人的被害】 
 死者数（地震動：陸側ケース、津波ケース⑤、冬深夜、風速 8m/s、早期避難率低）  
 

 
  
【建物被害】 
 全壊棟数（地震動：陸側ケース、津波ケース⑤、冬深夜、風速 8m/s） 
  

 

建物倒壊 津波 
急傾斜地 

崩壊 
火災 

ブロック塀・自動
販売機の転倒・屋

外落下物 
合計 

愛媛県 
約 7,400 

人 
約 4,400 

人 
約 50 

人 
約 700 

人 
－ 

約 12,000 
人 

揺れ 液状化 津波 
急傾斜地

崩壊 
火災 合計 

愛媛県 
約 117,000 

棟 
約 7,400 

棟 
約 14,000 

棟 
約 400 

棟 
約 53,000 

棟 
約 192,000 

棟 
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第４章 地震防災緊急事業五箇年計画  
 
南海トラフ及び中央構造線活断層を震源とする地震等による災害から県土並びに県民の生命、身体及び財

産を保護するため、地震防災上緊急に整備するべき施設等について、「地震防災対策特別措置法（平成 7 年
法律第 111 号）」に基づく地震防災緊急事業を実施する。事業実施年度は、平成 23 年度から平成 27 年度ま
での 5年間である。 
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第２編 災害予防対策 
 
 地震による被害を最小限にとどめるためには、日常における教育・訓練の実施、施設の耐震性確保及び県
民の生活確保等に係る対策の実施が重要である。 
 本編においては、これらの災害予防活動及び対策について定める。 
 
第１章 想定される地震の適切な設定と対策の基本的考え方【危機管理課】  
 
地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を想定

し、その想定結果に基づき対策を推進する。 
地震の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、地形・地質の調査などの科学的知見に基づく調査を通

じて、できるだけ過去に遡って地震の発生等をより正確に調査する。 
県は、被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎とするため、具体的な被害を算定する被

害想定を行う。その際、今後の防災対策の推進による被害軽減効果をできるだけ定量的に示すことができる
よう検討するとともに、地域性の考慮、複数の被害シナリオの検討等に留意する。 
また、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定やシナリオには一定の限界があることに留意す

る。 
なお、災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソフト施策

を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせることが必要である。 
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第２章 防災思想・知識の普及  
       【私学文書課、危機管理課、産業政策課、建築住宅課、保健体育課】 
 
 自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、県民はその自覚を
持ち、平常時より、災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自
らの身の安全を守るよう行動することが重要である。また、災害時には、
近隣の負傷者、災害時要援護者を助ける、避難場所で自ら活動する、ある
いは、国、公共機関、地方公共団体等が行っている防災活動に協力するな
ど、防災への寄与に努めることが求められる。このため、県、市町及び関
係機関は、県民等に対し、自主防災思想の普及、徹底を図る。県、市町及
び関係機関は、各所属職員をはじめ、県民等に対し、地震及び防災に関す
る知識の普及・啓発に努める。 
 
２－２－１ 県の活動  
  
地震防災対策の円滑な実施を確保するため、県職員の教育を行うととも

に、学校教育、社会教育等を通じて、県民を対象に啓発活動を行う。 
 
１ 県職員に対する教育 
  県職員として的確かつ円滑な地震防災対策を推進するとともに、地域
における防災活動に率先して参加させるため、次の事項について、研修
会等を通じ教育を行う。 

(1) 地震に関する基礎知識、一般的な知識 
(2) 県地域防災計画（地震災害対策編）と地震防災対策に関する知識 
(3) 緊急地震速報を覚知したときの具体的にとるべき行動に関する知識 
(4) 地震が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 
(5) 職員として果たすべき役割（職員の動員体制と任務分担） 
(6) 家庭及び地域における地震防災対策 
(7) 家庭の地震対策と自主防災組織の育成強化対策の支援 
(8) 地震対策の課題その他必要な事項 
  なお、上記(3)、(4)及び(5)については、毎年度、各部局等におい

て、所属職員に対し、十分に周知しておく。 
  また、各部局等は、所管事項に関する地震防災対策について、それぞ

れが定めるところにより所属職員の教育を行う。 
さらに、専門的知識を有する防災担当職員の育成に努める。 

 
２ 教職員及び児童生徒に対する教育  
 県教育委員会は、市町教育委員会及び県立学校長に対し、県職員に準
じて教職員への教育を行うよう指導するとともに、学校における体系的
な防災教育の実施及び防災教育のための指導時間の確保など、防災に関
する教育の充実に努め、児童生徒が災害に関する基礎的・基本的な事項
を理解し、思考力・判断力を高め、自ら危険を予測し、「主体的に行動
する態度」を育成するよう安全教育等の徹底を指導する。また、学校に
おいて、外部の専門家や保護者等と協力しながら、「愛媛県学校安全の
手引き」（県教育委員会編）をもとに、防災に関するマニュアル及び災
害に関する必要な事項（防災組織・分担等）を定めた学校安全計画を策
定する。 
また、県は、私立学校に対し、これに準じた教育を行うよう指導す

る。 
(1) 関連する教科、特別活動等において、児童生徒の発達の段階を考慮

ながら教育活動全体を通じて、災害に関する基礎的知識を修得させる
とともに、災害発生時の対策（避難場所・避難経路・避難方法の確認

 
防災条例第 23 条及び第 34 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 34 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

等）の周知徹底を図る。 
(2) 住んでいる地域の特徴や過去の地震災害等について継続的な防災教

育に努める。 
(3) 中学校、高等学校、中等教育学校の生徒を対象に、応急手当の実習

を行うとともに、地域の防災活動や災害時のボランティア活動の大切
さについて理解を深めさせる。 

   高等学校段階の生徒には、地域の防災活動や災害発生時のボランテ
ィア活動にも参加できるような態度を育てる。 

(4) 学校教育はもとより様々な場での総合的な教育プログラムを教育の
専門家や現場の実務者等の参画の下で開発するなどして、地震災害と
防災に関する理解向上に努める。 

 
３ 県民に対する防災知識の普及 
  県は、地震発生時に県民が的確な判断に基づき行動できるよう、市町
及び大学等地域学術機関等と連携した防災講座の開催などにより、地震
及び防災に関する知識の普及・啓発を図る。 
  その際には、災害時要援護者への対応や被災時の男女のニーズの違い
等にも留意する。 

(1) 一般啓発 
  ア 啓発の内容 
   (ｱ) 地震に関する基礎知識 
   (ｲ) 緊急地震速報を覚知したときの具体的にとるべき行動に関する 
    知識 
   (ｳ) 地震が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 
   (ｴ) 防災関係機関等が講じる地震防災対策等に関する知識 
   (ｵ) 地域及び事業所等における自主防災活動の基礎知識 
   (ｶ) 山・崖崩れ危険予想地域等に関する知識 
   (ｷ) 避難所、避難路、その他避難対策に関する知識 
   (ｸ) 住宅の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止、火災

予防、非常持出品の準備、家具・ブロック塀等の転倒防止対策
等、家庭における防災対策に関する知識 

   (ｹ) 応急手当等看護に関する知識 
   (ｺ) 避難生活に関する知識 
   (ｻ) 災害時要援護者や男女のニーズの違い等に関する知識 
   (ｼ) コミュニティ活動及び自主防災組織の活動に関する知識 
   (ｽ) 早期自主避難の重要性に関する知識 
   (ｾ) 防災士の活動等に関する知識 
   (ｿ) 東南海・南海地震に伴う地震動に関する知識（地震被害想定調

査等） 
   (ﾀ) 東南海、南海地震が時間差で発生することの危険性 
   (ﾁ) 東南海・南海地震が発生した場合に、具体的にとるべき行動に 
    関する知識 
   (ﾂ) 東南海・南海地震が発生した場合に、防災関係機関が講じる災

害応急対策等に関する知識 
   (ﾃ) 災害時の家庭内の連絡体制の確保 

イ 啓発の方法 
   (ｱ) テレビ、ラジオ及び新聞の活用 
   (ｲ) 広報誌、パンフレット、ポスター等の利用 
   (ｳ) 映画、ビデオテープの利用 
   (ｴ) 講演会、講習会の実施 
   (ｵ) 防災訓練の実施 
   (ｶ) インターネット（ホームページ）の活用  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 9条第 1項、第 23 条 
第 2項及び第 46 条 
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   (ｷ) 各種ハザードマップ等の利用 
 
(2) 社会教育を通じた啓発 
   県及び県教育委員会は、ＰＴＡ、青少年団体等を対象とした各種研

修会、集会等を通じて地震防災に関する知識の普及・啓発を図り、各
団体の構成員がそれぞれの立場から地域の地震防災に寄与する意識を
高める。 

  ア 啓発の内容 
    県民に対する一般啓発に準ずるほか、各団体の性格等に合わせた 
   内容とする。 
  イ 啓発の方法 
    各種講座・学級、集会、大会、学習会、研修会等において実施す 
   る。 
    また、文化財を地震災害から守り、後世に継承するため、文化財

巡視活動、文化財保護強調週間や文化財防火デーの実施等の諸活動
を通じ、防災指導を行い、防災知識の普及を図る。 

(3) 各種団体を通じた啓発 
   県は、各種団体に対し、研修会、講演会、ビデオテープの貸出し等

を通じて地震防災知識の普及に努め、各団体の構成員である民間事業
所等の組織内部における防災知識の普及を促進させる。 

(4) 自動車運転者に対する啓発 
   県公安委員会は、運転免許更新時の講習及び自動車教習所における

教習等の機会を通じ、地震発生時において自動車運転者が措置すべき
事項について徹底を図る。 

(5) 防災上重要な施設管理者に対する教育 
   危険物を取り扱う施設や百貨店、劇場など不特定多数の者が出入り

する施設の管理者等に対し、緊急地震速報の活用や、地震発生時にお
ける施設管理者のとるべき措置について知識の普及に努める。 

(6) えひめ防災の日における啓発 
県は、えひめ防災の日においては、積極的かつ継続的にその趣旨に

ふさわしい事業の実施に努める。 
(7) 相談コーナーの設置 
   県は、それぞれの機関において所管する事項について、県民の地震

防災対策に関する相談に積極的に応じる。 
   なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談コーナーを次のと

おり設置する。 
  ア 総括的な事項 
    県民環境部防災局危機管理課、地方局総務企画部総務県民    
   課及び総務企画部支局総務県民室 
  イ 建築に関する事項 
    土木部道路都市局建築住宅課、地方局建設部建築指導課 
 
２－２－２ 市町の活動  
 
 市町長は、職員が的確かつ円滑な地震防災対策を推進するとともに、地
域における防災活動に率先して参加させるための教育を行う。 
 また、住民に対し、自らの生命、身体及び財産を守り、併せて地域の地
震被害を最小限にとどめるため、地域の災害危険箇所や避難所等を記載し
た総合防災マップを作成し、全住民に配布するなどにより、住民自らが地
域の危険箇所を自覚し、早期に円滑な避難行動がとれるよう必要な防災知
識の普及・啓発を図る。 
 なお、啓発内容及び方法については、概ね県の例に準じ、地域の実情に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条第 1項、第 24 条 
第 1項及び第 2項 
 
 
 
 
 
 



 23 

合わせたものとする。 
 
２－２－３ 関係機関の活動  
 
(1) 指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関は、各所属職員に対

し、所掌する事務又は業務に関する地震防災対策について教育を行う
とともに、利用者等が実施すべき事項等について普及・啓発を行う。 

(2) 日本電信電話株式会社等の電気通信事業者は、災害時に提供する伝
言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。 

 
２－２－４ 普及の際の留意点  
 
(1) 防災マップの活用 

防災マップについては、住民の避難行動等に活用されることが重要
であることから、配布するだけにとどまらず、認知度を高めていく工
夫が必要である。また、防災マップが安心材料となり、住民の避難行
動の妨げにならないような工夫も併せて必要である。 

(2) 災害教訓の伝承 
県及び市町は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後

世に伝えていくため、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各
種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲
覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント
等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 
住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び市町は、

災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す
る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等によ
り、住民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 

 

 
 
 
 
防災条例第 23 条 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第３章 県民の防災対策  【危機管理課】 
 
 地震による被害を軽減するためには、県民一人ひとりが、地震や防災に
関する正しい知識を持ち、家庭、地域、職域等で自ら防災対策を実践する
とともに、地域における自主防災組織等の防災活動に積極的に参加するこ
とが重要である。 
 このため、県及び市町は、防災意識の啓発及び防災情報の提供等に努め
る。 
 
２－３－１ 県民の果たすべき役割 
 
 県民は、地震災害から自らを守る（自助）とともにお互いに助け合う
（共助）という意識と行動のもとに、平常時及び地震発生時において、概
ね次のような防災対策を実践する。 
 
１ 平常時の実施事項 
(1) 地震防災に関する知識の習得に努める。 
(2) 緊急地震速報を覚知したときの具体的にとるべき行動に関する知識

の習得に努める。 
(3) 地域の避難場所、避難経路、避難方法及び地域住民相互の連絡方法

を確認する。 
(4) がけ崩れ等災害が発生するおそれのある地域の危険箇所の把握に努

める。 
(5) 建築物の所有者は、家屋の耐震診断を行うとともに、その診断結果

を踏まえ、耐震改修等適切な措置を講じる。 
(6) 家具、ピアノ、冷蔵庫、窓ガラス等について、転倒、飛散等による

被害の発生を防ぐための対策を講じる。 
(7) 石油ストーブやガス器具等について、対震自動消火等火災予防措置

を実施する。  
(8) 飲料水、食料、携帯トイレ、トイレットペーパー、日用品や医薬品

等生活必需品を備蓄するとともに、避難の際に必要な物資を持ち出す
ことができるように準備をしておく。（食料については最低７日分、
うち３日分は非常用持出し。） 

(9) ラジオ等の情報収集の手段を確保する。 
(10) 地域の防災訓練に進んで参加する。 
(11) 家族で災害時の役割分担及び安否確認方法を決めておく。 
(12) 隣近所と地震発生時の協力について話し合う。 
(13) 消火器その他の必要な資機材を備える。 
(14) ブロック塀、広告板その他の工作物及び自動販売機を設置しようと

する者は、当該工作物の耐震性を確保するために必要な措置を講じる
とともに、当該工作物等を定期的に点検し、必要に応じ、補強、撤去
等を行う。 

(15) 災害時要援護者は、市町、地域住民、自主防災組織、民生委員・児
童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者及びボランティア
等の協力団体や個人に対し、あらかじめ避難の際に必要な自らの情報
を提供するよう努める。 

 
２ 地震発生時の実施事項 
(1) まず我が身の安全を図る。 
(2) 出火防止及び初期消火に努める。 
(3) 適時、適切な早めの避難を実施する。 
(4) 自力による生活手段の確保を行う。 

防災条例第 4条、第 7条及び第 
8 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 9条から第 12 条まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 4条、第 35 条及び第 
36 条 
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(5) 正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされない。 
(6) 秩序を守り、衛生に注意する。 
(7) 自動車、電話の利用を自粛する。 
(8) 避難場所では、相互に協力して自主的に共同生活を営み、避難場所 
  が円滑に運営するよう努める。 

 
２－３－２ 県、市町の活動 
 
１ 防災意識の啓発 
 市町は、県民への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は、
市町に積極的に協力する。 

 
２ 防災情報の提供 
 県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、過去の災害状
況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、県民に提供す
る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条 
 
 
 
防災条例第 24 条第 1項 
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第４章 自主防災組織の防災対策  【危機管理課】 
 
 地震による被害を軽減するためには、県民が相互に協力し、地域や職場
において自発的に防災組織をつくることが、より効果的である。 
 このため、県及び市町は、自主防災組織の育成強化に努める。 
 
２－４－１ 自主防災組織の育成強化 
 
 県民の自主的な防災活動は、組織的に実施することがより効果的であ
り、町内会、自治会等を中心とした自主防災組織の結成及び活動が重要で
ある。 
 このため、県及び市町は、自主防災組織の結成を積極的に促進し、災害
時要援護者への支援や女性の参画の促進にも配慮しながら、その育成強化
を図る。 
 また、市町は、市町地域防災計画に自主防災組織の育成について定め、
その役割及び活動のほか、市町の行う指導方針等を具体的に明らかにする
とともに、各種の助成事業等を活用して、必要な資機材の充実を図る。 
 
１ 組織の編成単位 
  自主防災組織がその機能を十分に発揮するため、組織の編成単位につ
いては、地域の実情に応じ次の点に留意する。 
(1) 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動すること

が必要とされるので、住民が連帯感をもてるよう適正な規模で編成す
るものとし、大規模な組織にあっては、いくつかのブロックに分け
る。 

(2) 他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組
織を編成する。 

(3) 地域内の事業所と協議のうえ、事業所の自衛消防組織等も自主防災
組織に位置づける。 

 
２ 組織づくり 
  既存の町内会、自治会等の自主組織を自主防災組織へ育成することを
基本に、次のような方法により組織づくりを行う。 
(1) 町内会長、自治会長等を対象にリーダー養成のための研修会等を開

催し、組織の核となる人材を育成する。 
(2) 町内会、自治会等の自治組織に、活動の一環として防災活動を組み

入れることにより、自主防災組織として育成する。 
(3) 婦人防火クラブをはじめ防災活動を行っている組織の活動の充実・

強化を図ることにより、自主防災組織として育成する。 
(4) 女性団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用

することにより、自主防災組織として育成する。 
(5) 自主防災組織が、災害時に最も効果的に活動するためには、誰が何

を受け持つかをしっかり決めて、お互いの役割や関係を体系づけてお
く。 
また、自主防災組織の編成については、それぞれの規約で定めると

ころによるが、一般的には、次のような組織編成が考えられる。 

防災条例第 25 条 
 
 
 
 
 
防災条例第 25 条 
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自主防災組織と役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－４－２ 地域における自主防災組織の果たすべき役割 
 
 自主防災組織は、県や市町と連携し、「自分たちの地域は自分たちで守
る」という精神のもとに、災害発生に備えて、平常時において次の活動を
行う。 
 
１ 防災知識の普及 
  災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの
日頃の備えと災害時の的確な行動が重要であるため、防災講座、講習
会、研究会、映写会その他集会等を利用して防災に対する正しい知識の
普及を図る。 
また、災害時要援護者や女性を含む住民の参加による定期的な防災訓

練の実施などにより、防災意識の普及に努める。 
  主な啓発事項：南海地震等の知識 

地震情報の性格や内容 
平常時における防災対策 
災害時の心得 
自主防災組織が活動すべき内容 
自主防災組織の構成員の役割等 

 
２ 「自主防災マップ」の作成 
  自主防災組織は、市町が作成する総合防災マップ等を基に、身近に内
在する危険や避難所等災害時に必要となる施設等を表わす地図を作成
し、掲示、あるいは各戸に配布することにより、住民一人ひとりの防災
意識の高揚と災害時の避難行動等の迅速・的確化を図る。 

 
３ 「自主防災組織の防災計画書」の作成 
  地域を守るために必要な対策や自主防災組織構成員ごとの役割をあら
かじめ防災計画書などに定めておく。 

 
４ 「自主防災組織の台帳」の作成 
  自主防災組織は、的確な防災活動に必要な自主防災組織の人員構成、
活動体制、資機材等装備の現況や災害発生時の避難行動等を明らかにし
ておくため、自主防災組織ごとに次に掲げる台帳を作成しておく。な
お、作成にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意する。 

 
 
防災条例第 5 条、第 18 条及び第
37 条 
 
 
防災条例第 13 条及び第 15 条から 
第 16 条まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
防災条例第 14 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 16 条 
 
 
 
 

平常時の活動 災害時の活動

　　食料・水の備蓄
　　給水拠点の把握
　　炊き出し訓練

　　消火方法の指導
　　初期消火の訓練
　　用水の確保

給食・給水班

会長 副会長 救出・救護班
　　救出用資機材の点検
　　危険箇所の把握
　　救出・救護訓練

　　防災意識の啓発
　　広報活動
　　防災マップの作成

消　火　班

情　報　班

　　避難場所・経路の周知
　　要援護者の把握
　　避難訓練

避難誘導班

　　物資調達と配分
　　炊き出し

　　災害情報の伝達
　　被害情報の把握
　　防災機関との連携

　　出火防止の広報
　　初期消火活動

　　負傷者の把握
　　救出・救護活動
　　医療機関に協力

　　避難場所・経路の安全確認
　　避難誘導
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(1) 世帯台帳（基礎となる個票） 
(2) 災害時要援護者台帳 
(3) 人材台帳 

 
５ 「防災点検の日」の設置 
  家庭と地域の対策を結びつける効果的な防災活動を行い、また、防災
活動用の資機材及び備蓄物資の整備・点検を定期的に行うため「防災点
検の日」を設ける。 

 
６ 防災訓練の実施 
  総合防災訓練、地域防災訓練、その他の訓練において、災害発生時の
対応に関し次の事項を主な内容とする防災訓練を実施する。この場合、
他の地域の自主防災組織、職域の防災組織、防災士、学校や市町等と有
機的な連携を図る。 

(1) 情報の収集及び伝達の訓練 
(2) 出火防止及び初期消火の訓練 
(3) 避難訓練 
(4) 救出及び救護の訓練 
(5) 炊き出し訓練 

 
７ 地域内の他組織との連携 
  地域内事業所の防災訓練や地域におけるコミュニティ組織と連携を密
にし、総合的な自主防災活動の推進に努める。 

 
８ 情報の収集・伝達体制の整備 
  自主防災組織は、災害発生時には地域内に発生した被害の状況を迅速
かつ正確に把握して市町等へ報告するとともに、防災関係機関から提供
される情報を住民に迅速に伝達し、不安の解消や的確な応急活動を実施
するため、あらかじめ次の事項を決めておく。 

 (1) 防災関係機関の連絡先 
(2) 防災関係機関との連絡手段 
(3) 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

 
９ 災害時要援護者の援護体制の整備 
  自主防災組織は、市町及び関係機関等と連携しながら、災害時要援護
者の避難等の援護を円滑に行うため、あらかじめ地域における災害時要
援護者に関する情報を把握するよう努める。 

 
１０ 資機材等の備蓄 
  自主防災組織は、初期消火、負傷者の救出及び救護その他の応急的な
措置に必要な資機材及び物資を備蓄するよう努める。 

 
２－４－３ 県、市町の活動 
 
１ 自主防災組織づくりの推進 
 市町は、自主防災組織づくりを推進する。県は、市町に積極的に協力
する。 

 
２ 自主防災に関する意識の高揚 
 県及び市町は、住民の自主防災に関する認識を深めるため、講座や研
修会等を開催する。 
 また、消防学校及び市町消防機関は、消防の分野に係る知識・技能研

 
 
 
 

 
 
 
 
 
防災条例第 15 条及び第 18 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 18 条 
 
 
 
防災条例第 18 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 16 条 
 
 
 
 
防災条例第 17 条 
 
 
 
 
 
防災条例第 25 条第 1 項、第 2 項 
 
 
 
防災条例第 23 条第 1 項 
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修の実施や企業等が行う研修に対する講師の派遣などの協力を行う。 
 
３ 組織活動の促進 
 市町は、消防団等と有機的な連携を図りながら職員の地区担当制等に
よる適切な指導を行い、自主防災組織が行う訓練、その他の活動の充実
化を促進する。 
 県及び市町は、自主防災組織が行う防災活動が効果的に実施されるよ
う、防災リーダー（自主防災組織が行う防災活動において指導者的役割
を担う者）の育成に努める。 

 
２－４－４ 自主防災組織と消防団等の連携 
 
 消防団は、地域住民により構成される消防機関であることから、自主防
災組識の訓練に参加し、資機材の取扱いの指導を行う。また、消防団、警
察、自衛隊のＯＢや防災士などに自主防災組織活動への積極的な支援を求
めるなど、組織同士の連携や人的な交流等を積極的に図る。 
 
２－４－５ 事業所等における自主防災活動 
 
 県内に立地する事業所等は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、
地域に被害が拡大することのないよう的確な防災活動を行う必要がある。 
 特に、大規模な地震災害が発生した場合には、行政や県民のみならず、
事業所等における組織的な初期対応が被害の拡大を防ぐうえで重要であ
る。 
 このため、事業所等においては、自衛の消防組織等を編成するととも
に、市町や地域の自主防災組織と連携を図りながら、事業所及び地域の安
全の確保に積極的に努める。 
 事業所等における自主防災活動は、概ね次の事項について、それぞれ事
業所等の実情に応じて行う。 
(1) 防災訓練 
(2) 従業員等の防災教育 
(3) 情報の収集・伝達体制の確立 
(4) 火災その他災害予防対策 
(5) 避難対策の確立 
(6) 応急救護 
(7) 飲料水、食料、生活必需品、医薬品など災害時に必要な物資の確保 
(8) 施設及び設備の耐震性の確保 
 

 
 
防災条例第 26 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 19 条及び第 21 条 
 
 
 
 

 
 

 ※資料 １ 自主防災組織の現況        （資料編１８－１） 
      ２ 婦人・少年・幼年消防クラブの状況 （資料編１８－２） 
      ３ 愛媛県防災対策基本条例      （資料編２２－１） 
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第５章 事業者の防災対策 【危機管理課、産業政策課、技術企画室】 
 
 災害による被害を軽減するためには、企業などの事業者が、災害時に果
たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献、地
域との共生）を十分に認識し、来所者、従業員及び事業所の周辺地域に生
活する住民の安全確保をはじめ、災害時において事業を継続することがで
きる体制を整備するとともに、地域の防災活動に協力することが重要であ
る。 
 このため、県及び市町は、事業者が行う防災対策への支援に努める。 
 
２－５－１ 事業者の果たすべき役割 
 
 事業者は、災害から身を守る「自助」とともにお互いを助け合う「共
助」という意識と行動のもとに、平常時及び災害発生時において、概ね次
のような防災措置を行う。 
 
１ 平常時の実施事項 
 (1) 災害時における来所者、従業員等の安全を確保するための計画及び 
  災害時に重要事業を継続するための計画（以下「事業継続計画」とい 
  う。）の作成に努める。 
 (2) 防災訓練及び研修等の実施に努める。 
 (3) 事業継続計画に基づき、災害時において、事業を継続し、又は中断 
  した事業を速やかに再開することができる体制を整備するよう努め 
  る。 
(4) 所有、占有又は管理する建築物及び工作物等の耐震化・耐浪化、耐

火性の確保に努める。 
 (5) 災害時に交通網が途絶した際などに、来所者、従業員等が一定期間

事業所等内に留まることができるようにするため、応急的な措置に必
要な資機材、食料、飲料水、医薬品等を確保するよう努める。 

 (6) 所有、占有又は管理する施設の避難場所としての提供に努める。 
 (7) 地域の防災対策について、地域住民及び自主防災組織等に積極的に 
  協力するよう努めるとともに、これらの者が行う防災活動に参加する 
  よう努める。 
 (8) 予想災害に対する復旧計画の策定に努める。 
 (9) 事業継続計画や復旧計画等の点検、見直しに努める。 
 
２ 災害発生時の実施事項 
 (1) 来所者、従業員等の安全の確保に努める。 
 (2) 地域住民自主防災組織等と連携して情報の収集及び提供、救助、避 
  難誘導等を行い、地域住民の安全を確保するよう努める。 
 (3) 帰宅困難者に対し、連絡手段及び一時避難場所の提供その他の応急 
  措置に必要な支援に努めるとともに、協定に基づき、水道水、トイ 
レ、情報等の提供を行う。 

(4) 災害時要援護者に配慮した情報提供、避難誘導に努める。 
 
２－５－２ 県、市町の活動 
 
１ 防災意識の啓発 
市町は、事業者への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は市

町に協力する。 
また、県及び市町は、事業継続計画策定支援等の高度なニーズ等にも的

確に応えられるよう、環境整備に取り組む。 

防災条例第 6条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 19 条から第 22 条ま 
で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 38 条及び第 39 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条 
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 このほか、県は、消防学校において事業者の自衛消防隊員を対象とした
防災教育を推進する。 

 
２ 防災情報の提供 
 県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、過去の災害状
況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、事業者に提供
する。 
 
 

 
 
 

 
 
 
防災条例第 24 条第 1項 
 

 
  ※資料 １ 愛媛県防災対策基本条例           （資料編２２－ １） 

２ 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定  （資料編１２－１０） 
３ 災害時における被災者への支援活動に関する協定（資料編１２－１１） 
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第６章 ボランティアの防災対策 
【保健福祉課、県警本部、日本赤十字社】 

 
 大規模な災害が発生した場合に、円滑な応急対策を実施するため、ボラ
ンティアの能力が効果的に発揮されるよう、平常時から、ボランティア、
コーディネーター等の養成や地域のボランティア団体、ＮＰＯのネットワ
ーク化など幅広いボランティア等の体制整備に努める。 
 
２－６－１ 県の活動  
 
１ ボランティアセンターへの支援 
  県は、愛媛県社会福祉協議会と連携し、同協議会が行うボランティア
センター運営のため、次の支援等を行う。 
(1) 情報誌の発行等を通じ、県民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。 
(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、ボランティア登録者につい
て、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の有
無、あるいは希望する活動内容等について調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな
るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアのあっせん等
を行うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。 

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活
動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ
ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の
周知を図るなど、加入促進に努める。 

 
 
２－６－２ 市町の活動  
 
１ 災害救援ボランティアの養成・登録等 
  市町は、社会福祉協議会が行うボランティアセンター事業等を通じ、
次のことを行う。 
(1) 情報誌の発行等を通じ、住民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。 
(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、そのボランティア登録者に
ついて、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の
有無、あるいは希望する活動内容等について、調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな
るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアのあっせん等
を行うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。 

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活
動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ
ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の
周知を図るなど、加入促進に努める。 

 
 
２ 災害救援ボランティアの活動拠点の確保 
  市町は、災害に備えた避難所を指定する際に、災害救援ボランティア

防災条例第 26 条及び第 32 条 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 26 条及び第 32 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 26 条及び第 32 条 
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の活動拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策
等についても、配慮する。 

 
２－６－３ 県警察の活動  
 
 県警察は、市町と協力して、被災地における各種犯罪・事故の未然防止
と被災住民等の不安の除去等を行うボランティア関係組織・団体との連携
を図るとともに、必要に応じて、これらの活動の中核となる防犯協会等の
自主防犯組織に対し、訓練の実施や資機材の整備等に関し助成その他の支
援を行う。 
 
２－６－４ 日本赤十字社愛媛県支部の活動  
 
 日本赤十字社愛媛県支部は、日本赤十字社本来の活動分野である医療救
護活動、救援物資の搬入出・配分及び炊き出し等被災者の自立支援活動を
迅速に遂行するため、あるいは赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社
連盟、各国赤十字社・赤新月社の要請による在日外国人の安否調査等の活
動を遂行するため、平素より防災ボランティアを養成、登録する。 
 また、日本赤十字社が通常行う活動分野以外のサービスの提供を希望す
るボランティアについても、被災者の自立支援活動がスムーズに実施でき
るよう災害救助法第 31 条の２第２項に基づき、県、市町、社会福祉協議
会等関係機関と協力し、連絡調整を行う。 
 
２－６－５ ボランティアの果たすべき役割  
 
 ボランティアが行う活動内容は、主として次のとおりとする。 
(1) 被害情報、安否情報、生活情報の収集・伝達 
(2) 災害時要援護者の介護及び看護補助 
(3) 外国人、災害の発生により帰宅することが困難となり、又は移動の 
  途中で目的に到達することが困難となった者（以下「帰宅困難者」と 
  いう。）、旅行者等土地不案内者への支援 
(4) 清掃 
(5) 炊き出し 
(6) 救援物資の仕分け及び配布 
(7) 消火・救助・救護活動 
(8) 保健医療活動 
(9) 通訳等の外国人支援活動 
(10) ボランティアのコーディネート 
 
 
  ※資料 １ ボランティアセンター事業概念図（資料編１８－３） 
      ２ ボランティア等の応援活動   （資料編１８－４） 
      ３ 愛媛県防災対策基本条例    （資料編２２－１） 
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第７章 地震防災訓練の実施  
     【消防防災安全課、危機管理課、県警本部、海上保安部】 
 
地震災害に対して各防災機関が相互に緊密な連携を保ちながら、県又は市町の地域防災計画（地震災害対

策編）に定める地震災害応急対策について、職員の安全確保を図りつつ、迅速かつ的確に実施できるよう、
職員の知識・技能の向上と住民に対する防災意識の高揚を図るため、図上又は実地で総合的かつ効果的な訓
練を実施する。 
 訓練の実施にあたっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、地震及び被害の想定を明らかにし、沿岸
地域や中山間地域における孤立地区の発生など地域の実情も考慮しながら、訓練参加者、使用する器材及び
実施時間等の訓練環境等について具体的な設定を行い、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど
実践的なものとなるよう工夫するとともに、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見する訓
練の実施にも努める。 
 また、訓練後には事後評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 
 
２－７－１ 県の活動 
 
１ 県が行う防災訓練 
  県は、国、市町及び関係機関等と共同し、又は単独で次の訓練を実施する。 
 訓練に当っては、各種の時間帯を想定して実施し、逐次訓練内容の高度化を図り、初動態勢及び情報収
集・伝達体制の強化等のより実効性の上がる訓練を行い、防災対応への習熟度を高める。 
 なお、訓練終了後は、評価を実施し、課題・問題点等を明確にし、必要に応じ体制等の改善を行う。 
 また随時、図上訓練を実施し、防災対策の見直しに資する。 

(1) 総合防災訓練 
   南海地震等を想定し、発生から応急復旧に至る防災対策について、次の事項に重点をおいて行う。 
   また、この訓練は、毎年１回、愛媛県防災会議（会長：知事）が中心となって行う総合防災訓練に参

加して行うことを原則とする。 
  ア 情報収集・伝達訓練 
  イ 職員安否確認・動員訓練 
  ウ 災害対策本部（現地対策本部）運営訓練 
  エ 災害発生時の広報訓練 
  オ 災害発生時の避難誘導、避難勧告・指示及び警戒区域の設定 
  カ 交通規制その他社会秩序の維持 
  キ 救援物資の準備及び輸送 
  ク 孤立地区対策訓練 

ケ 避難所運営・設置訓練 
コ 福祉避難所運営訓練 
サ 消防・水防訓練 

  シ 避難・救助救護訓練 
  ス 医療救護 
  セ 道路等啓開 
  ソ 広域応援訓練 
  タ 応急復旧 
(2) 個別防災訓練 
   総合防災訓練とは別に、各部局、課若しくは事務所又は県災害対策本部が設置された場合の地方本部

単位等において、それぞれが所掌する防災業務に関する個別訓練を単独又は関係機関と共同して実施す
る。 

   その主要な事項は、概ね次のとおりとする。 
  ア 情報収集・伝達訓練 
  イ 職員動員訓練 
  ウ 防災業務の訓練 
 
２ 市町、関係機関の防災訓練に対する協力等 
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(1) 県は、市町及び関係機関に対し、県が実施する訓練に参加を要請する。 
(2) 県は、関係機関と連携して、市町が実施する訓練に可能な限り参加するとともに、必要な協力を行う。  

 
３ 防災訓練の広報 
  訓練の実施にあたっては、広報に努め住民等の積極的参加を求めるほか、訓練に伴う混乱防止に努める。 
 
２－７－２ 市町の活動 
 
 市町は、国、県、他の市町及び関係機関等と共同し、又は単独で、県に準ずる各種の防災訓練を実施する。 
 訓練に当たっては、次の点に重点をおくとともに、災害時要援護者に対する救出・救助、一般避難所での
対応、福祉避難所への入所対応及び移送連携のあり方、自主防災組織と事業所等との連携、非常用電源設備
を用いた通信連絡手段の確保など､地域の特性等による地震災害の態様等を十分に考慮し、実情に合ったも
のとする。 
 特に、避難訓練については、あらかじめ作成した避難計画に基づき実践的な訓練を行う。 
(1) 職員の安否確認・動員 
(2) 地震情報、その他防災上必要な情報の収集及び伝達 
(3) 災害発生時の広報 
(4) 災害発生時の避難誘導、避難の勧告・指示及び警戒区域の設定 
(5) 食料、飲料水、医療その他の救援活動 
(6) 避難所運営 
(7) 消防、水防活動 
(8) 救出・救助 
(9) 道路啓開 
(10)  応急復旧 
 
 
２－７－３ 関係機関の活動 
 
 指定公共機関をはじめとする各防災関係機関は、震災時の対策活動を迅速かつ的確に行うため、それぞれ
の業務に応じた訓練計画に基づき実施する。 
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第８章 業務継続計画の策定  【危機管理課ほか全部局】 
 
 県、市町及び事業者は、災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するため、業務継続計画の策定に努
めるものとする。 
 
２－８－１ 業務継続計画の概要 
 
 業務継続計画とは、災害発生時に短時間で重要な機能を再開し、事業を継続するために事前に準備してお
く対応方針を計画として策定するものであり、災害に即応した要員の確保、迅速な安否確認、バックアップ
システムやオフィスの確保などを規定したものである。 
 
２－８－２ 県の業務継続計画 
 
 県は、平常時から災害に備えて災害医療体制の整備などを行い、災害が発生した場合に、県民の生命・身
体・財産を守ることを目的に、災害応急活動を迅速に実施するため、地域防災計画を策定している。 
 このような活動を行う一方で、それ以外の県の行政サービスについても、継続すべき重要なものは一定の
レベルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、あらかじめ対策を立てておく必要があ
る。 
 このため、県は、災害時においても県の各部局の機能を維持し、被害の影響を最小限にとどめる業務継続
計画を策定し、迅速な復旧体制を構築する。 
 また、業務継続計画は、当該計画に基づいた訓練等を定期的に実施するとともに、訓練等の成果を検証し、
検証した結果に基づき適宜計画の見直しを図ることにより、持続的改善を行うものとする。 
 
２－８－３ 市町の業務継続計画 
 
 市町は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要なものは一定のレベルを確
保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、災害時においても市町の各部局の機能を維持し、
被害の影響を最小限にとどめる業務継続計画を策定するよう努めるとともに、策定した計画の持続的改善に
努めるものとする。 
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第９章 地震災害予防対策 
     【消防防災安全課、危機管理課、道路維持課、都市計画課、建築住宅課、県警

本部、情報政策課】 
 
 地震による火災の発生、建築物等の倒壊等災害の発生を予防し又は軽減
するための対策、被災者の救出のための対策、生活確保のための措置等平
常時の予防対策を定める。 
 
２－９－１ 火災予防  
 
１ 一般家庭に対する指導 
  ア ガスコンロや石油ストーブ等の一般火気器具からの出火、とりわ

け油鍋等を使用している場合の出火防止のため、揺れが収まったら
直ちに火を消すこと、火気器具周辺に可燃物をおかないこと等の指
導を行う。 

  イ 対震自動しゃ断装置付きガス器具や石油ストーブ等の使用並びに
管理の徹底を図る。 

  ウ 家庭用消火器、消防用設備等の設置並びにこれら器具の取扱い方
法について指導する。 

  エ 家庭用小型燃料タンクは、転倒防止装置を施すよう指導する。 
  オ 防火ポスター・パンフレットなどの印刷物の配布、その他火災予

防期間中の広報車による呼びかけ、各家庭への巡回指導等を通じて
火災予防の徹底を図る。 

 
２ 職場に対する指導 
  ア 消防用設備等の維持点検と取扱い方法の徹底を図る。 
  イ 終業時における火気点検の徹底を図る。 
  ウ 避難、誘導体制の総合的な整備を図る。 
  エ 災害発生時における応急措置要領を作成する。 
  オ 自主防災組織の育成指導を行う。 
  カ 劇場、百貨店、旅館、雑居ビル、建築物の地階及び地下街等の不

特定多数の者が出入りする施設においては、特に出火防止対策を積
極的に指導する。 

  キ 化学薬品を保有する学校・研究機関等においては、混合発火が生
じないよう適正に管理し、また、出火源となる火気器具等から離れ
た場所に保管するとともに、化学薬品の容器や保管庫、戸棚の転倒
防止措置を施すよう指導する。 

  ク 危険物施設、高圧ガス（プロパンガスを含む。）施設、電気施設
については、自主点検の徹底を指導するとともに、立入り検査等を
通じて安全対策の促進を図る。 

 
３ 初期消火 
  地震発生時には、同時多発火災が予想され、消防力にも限界があるこ
とから、家庭や職場などで地域住民が行う初期消火が極めて有効であ
る。このため、家庭の初期消火能力を高めるとともに、地域や職場にお
ける自主防災体制を充実させるなど、消防本部と消防団等が一体となっ
た地震火災防止対策を推進するため、県及び市町は、次のとおり活動体
制を確立する。 
(1) 家庭、地域における初期消火体制の整備 
  ア 地域単位で自主防災組織の育成を図り、平素から地震時における

初期消火等について具体的な活動要領を定めておく。 
  イ 家庭防火思想の普及徹底を図るため、組織づくりの推進及び育成
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を図る。 
  ウ 幼年期における防火教育を推進するため、幼稚園児、小学生及び

中学生を対象とした組織の育成・充実を図る。 
(2) 職場における初期消火体制の整備 
  ア 震災時には事業所独自で行動できるよう事業所における自衛消防

組織等の育成強化を図る。 
  イ 職場の従業員及び周辺住民の安全確保のために、平素から地震時

における初期消火等について具体的な対策を作成する。 
(3) 地域ぐるみの防災訓練等の実施 
  ア 住民参加による地域ぐるみの防災訓練を実施し、初期消火に関す

る知識、技術の普及を図る。 
  イ 計画的かつ効果的に防災教育、防災訓練を行い、住民の防災行動

力を一層高めていくとともに、家庭、自主防災組織及び事業所等の
協力・連携を促進し、地域における総合防災体制の充実強化を図
る。 

 
２－９－２ 消防力の充実強化  
 
 同時多発火災、交通障害、消防水利の損壊等困難な特徴をもつ地震災害
が発生した場合に、現有消防力を迅速かつ効果的に活用し、被害を最小限
にするため、市町は、消防計画を整備するとともに、高度な技術・資器材
を有する救助隊の整備を推進するなど、消防力の充実強化に努める。 
 
１ 総合的な消防計画の策定 
  消防組織法に基づき、地域防災計画に基づく消防計画を次のとおり策
定する。 
(1) 震災警防計画 
   震災時において、消防本部及び消防団が適切かつ効果的な警防活動

を行うための活動体制、活動要領の基準を定める。 
(2) 火災警防計画 
   火災が発生し、又は発生する恐れがある場合における消防職員・消

防団員の非常召集、出動基準、警戒体制等について定める。 
(3) 危険区域の火災防御計画 
   木造建築物や老朽構造物等の密集地域、消防水利の未整備等火災が

発生すれば拡大が予想される区域について火災防御計画を定める。 
 
２ 消防資機材等の整備 
(1) 消防本部においては、消防ポンプ自動車、はしご付ポンプ自動車、

化学消防自動車等日常火災に対する資機材を整備しているが、今後震
災対策として有効な小型動力ポンプ付水槽車、電源車等の整備を推進
する。また、救助工作車、高規格救急車、照明車等の車両及び応急措
置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努める。 

(2) 消防団においては、小型動力ポンプ及び小型動力ポンプ付積載車を
中心に整備する。 

(3) 建築物の密集地域には、移動が容易な可搬式動力ポンプを重点的に
整備する。 

 
３ 消防団の育成 
(1) 消防団は、震災時には消防機関の活動を補充し、地域の実情に応じ

た活動が期待されていることから、消防団員の確保に努めるととも
に、活性化対策を積極的に推進する。 

(2) 災害活動能力をさらに向上させるため、実践的な教育訓練を実施す
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る。 
(3) 消防団を活用した地域住民への防災指導により一層努める。 
 
２－９－３ 消防水利の整備  
 
 地震時には、水道施設の被害や水圧の低下等により消火栓の使用が困難
になり、防火水槽の破損も予想されるため、消火栓に偏らない計画的な水
利配置を行うとともに、消防水利の耐震化及び自然水利等の確保を図る。 
 
１ 防火水槽の耐震化及び自然水利等の確保 
  今後は、耐震構造の防火水槽の整備を推進するとともに、人口密集地
では初期消火が重要であることから、湖沼やため池用水の消火用水とし
ての利用を促進するほか、河川水やプールなどの確保もより一層推進す
る。 

 
２ 耐震性貯水槽の整備促進 
  火災の延焼拡大の危険性が高い地域や消防活動の困難な地域等を中心
に、耐震性貯水槽の整備を推進する。 

 
２－９－４ 建築物等の耐震対策  
 
１ 建築主の責務 
 建築主は、自らの生命及び財産を守るため、次の事項を実施し、建物
の耐震性の向上を図る。 
(1) 軟弱地盤対策及び瓦等の落下物対策を講じる。 
(2) 所有する建築物等の耐震性を建築物の耐震改修の促進に関する法律 
    等に基づいて診断し、耐震性に欠けるものについては耐震補強等

必要な措置を講じる。 
 
２ 県及び市町の役割 
 県及び市町は、次の事項を実施し、民間建築物の耐震性の向上を図
る。また、防災拠点となる公共施設等の耐震化についても、計画的かつ
効果的な実施に努める。 
(1) 愛媛県耐震改修促進計画及び市町耐震改修促進計画に基づき、既存

建物の耐震改修を促進するため、対象建物を選定し建物台帳を整備す
るとともに、所有者等に対して指導を行う。 

(2) 県民向けの「住宅相談窓口」を設置し相談に応じる。 
(3) 特殊建築物の所有者・管理者に対して、防災知識の普及・啓発及び

法令の周知を図るため、講習会を実施する。 
(4) 建築設計者・監理者・施工者等に対して、防災知識・法令の周知を

行い、県民からの相談や耐震診断等に対応出来る技術者を育成する。 
(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律  に基づき、既存建築物の

耐震改修等について相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに、
耐震改修を行うものについては認定を行う。 

 
３ 建築設備 
  県並びに松山市、今治市、新居浜市、西条市及び宇和島市（以下「特
定行政庁」という。）は、所有者等及び建築関係団体に対し、電気設備、
空調設備、給排水設備等の耐震化の促進を指導する。 

 
４ ガラスの飛散防止 
  県及び市町は、多数の人が通行する市街地の道路等に面する建物の窓
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ガラス、家庭内のガラス戸棚等の飛散防止による事故の防止及び安全対
策等を指導する。 

 
５ ブロック塀の倒壊防止 
  県及び市町は、安全なブロック塀の築造方法及び既存ブロック塀の補
強方法等について指導する。 

 
６ 家具等の転倒防止 
  県及び市町は、タンス、食器棚、冷蔵庫等の転倒による事故の防止及
び安全対策等を指導する。 

 
７ 落下、倒壊の恐れのある危険構築物 
  地震の発生により、道路上及び道路周辺の構築物等が落下、倒壊する
ことによる被害の予防、特に避難路、緊急輸送道路を確保するため、道
路管理者、公安委員会、警察署長、電力会社及び西日本電信電話株式会
社等は、次により、それぞれ道路周辺等の点検・補修・補強を行い、又
は要請する。 

 

物  件  名 対策実施者 措           置          等 

横 断 歩 道 橋        道路管理者 耐震診断等を行い落橋防止を図り道路の安全確保に努める。 

道 路 標 識 、        
交通信号機等        

公安委員会 
管理者 

 施設の点検を行い、速やかに改善し、危険の防止を図る。 

枯死した街路樹等         樹木除去等適切な管理措置を講じるよう努める。 

電柱・街路灯        
管理者 

 設置状態の点検を行い、倒壊等の防止を図る。 

アーケード、        
バス停上屋等        

 新設については、安全性を厳密に審査する。既存のものは、各施設管
理者による点検、補強等を進める。設置者又は管理者は、これらの対
策・措置に努める。 

看板、広告物        

設置者 
管理者 

 許可及び許可の更新に際し、安全管理の実施を許可条件とする。許可
の更新時期に至っていないものについては、関係者の協力を求め安全性
に向上を図る。設置者又は管理者は、許可条件を遵守するとともに、安
全性の向上に努める。 

ブ ロ ッ ク 塀        所有者 
 既存のブロック塀の危険度を点検し、危険なものについては、改良等
をする。新設するものについては、安全なブロック塀を設置する。 

ガ ラ ス 窓 等         破損、落下により通行人に危害を及ぼさないよう補強する。 
自 動 販 売 機        

所有者 
管理者  転倒により道路の通行及び安全上支障のないよう措置する。 

樹 木 、 煙 突        所有者  倒壊等の恐れがあるもの、不要なものは除去に努める。 

 
８ 情報システムの安全対策 
(1) 県は、愛媛県情報セキュリティポリシーに基づき、保有する情報シ

ステムの地震災害予防対策として、次のような措置を講じる。 
  ア 情報システムの物理的な設置方式については、国の「行政情報シ

ステムの安全対策に関するガイドライン」等の各種安全対策基準に
沿って、耐震性の高い工法の導入を検討する。 

  イ 周辺機器及び端末機等の転倒防止策の検討を行う。 
  ウ 緊急時対応計画の見直しを行うとともに、障害訓練の一層の充実

を図る。 
  エ 保守会社との連携を密にし、障害復旧のための体制を強化する。 
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(2) 県及び市町は、各種情報システムについて、大規模地震の発生時に
おけるシステム継続稼働を確保するため、災害に強いシステムを整備
するとともに、データバックアップの実施を徹底するほか、重要デー
タの複製を遠隔地に保管する措置の導入に努める。 

(3) 県及び市町は、自ら保有する情報システムについて、各種安全対策
基準に基づき、引き続き所要の対策を推進するとともに、情報システ
ムを保有する企業に対し、安全対策の実施について啓発に努める。 

 
２－９－５ 被災建築物等に対する安全対策  
 
(1) 県は、被災建築物応急危険度判定士を育成するための講習会を開催

するとともに、「愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制
度要綱」に基づき、地震被災建築物応急危険度判定士の認定・登録を
行う。 

(2) 県及び市町は、地震発生時に被災建築物応急危険度判定を円滑に実
施するため（社）愛媛県建築士会との連絡体制を整備するとともに、
判定時に必要な機材を備蓄する。また、県は、市町からの判定の支援
要請があった場合は「愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士の招集
に関する協定」に基づき、（社）愛媛県建築士会に判定士の派遣を要
請する。なお、大規模な地震が発生し、県内の判定士のみでは対応で
きない場合は、国及び近県に対して判定士の派遣を要請する。 

(3) 県は、被災宅地危険度判定士を育成するための講習会を開催し、
「愛媛県被災宅地危険度判定実施要綱」に基づき、被災宅地危険度判
定士の認定・登録を行うとともに、市町との連絡体制を整備し、大規
模な地震が発生した場合は、必要に応じて国及び他県に対して判定士
の派遣を要請する。 

 
２－９－６ 都市防災不燃化促進対策  
 
 県は、地震火災から県民の生命を守るため、避難場所、避難路の周辺等
にある建築物の不燃化を促進するため指導を行う。 
(1) 避難場所及び避難路の周辺等に計画する建築物の不燃化を促進する

ため、建築基準法の審査にあたって指導を行うとともに、市町と連携
しながら、防火地域・準防火地域の指定を推進する。 

(2) 学校、病院、地下街、高層建築物等の建築基準法等の審査にあたっ
ては、不特定多数の者に対する危険防止のため、建築物の適切な配
置、不燃堅牢化を指導する。 

 
 
 ※資料 １ 市町消防の現況                   （資料編 ４－ １） 

      ２ 愛媛県耐震改修促進計画               （資料編１２－ １） 
      ３ 愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱（資料編１２－ ２） 
      ４ 全国被災建築物応急危険度判定協議会規約       （資料編１２－ ３） 

５ 愛媛県震災被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定 
          （資料編１２－ ７） 

６ 防火地域及び準防火地域の決定状況          （資料編１２－１２） 
７ 愛媛県被災宅地危険度判定協議会規約         （資料編１２－１３） 

      ８ 愛媛県被災宅地危険度判定実施要綱          （資料編１２－１４） 
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第１０章 水害予防対策  
     【危機管理課、農地整備課、漁港課、河川課、港湾海岸課、県警本部、県公安

委員会、海上保安部、大阪航空局、四国旅客鉄道株式会社】 
 
大規模地震に伴う水害を予防するため、河川管理施設の整備を計画的に

進めるとともに、消防力（水防）の強化等に努め、地震後の二次災害対策
に万全を期す。 
  
２－１０－１ 河川管理施設の整備  
 
 本県の河川は、229 水系、1,269 河川、流路延長約 3,300km あり、地形 
上流路が短く急流であり、地質上からも土砂流出が激しく、天井川が多い 
ため、水害を受けやすい状況にある。 
 河川管理者は、地震後の二次災害防止対策として、河川の水防上重要な 
箇所の状況を周知するとともに、危険箇所の解消を図るため、必要に応じ 
て耐震性に配慮した河川改修等の治水事業を積極的に推進し、河川管理施 
設の整備促進に努める。 
 
２－１０－２ 消防力（水防）の強化  
 
 地震後の二次災害（水害）に対処し、出水時の被害を軽減するため、雨
量や河川水位等の水防情報に関する通信基盤を整備・活用するとともに、
市町や関係団体との連携を密にし、次により消防力（水防）の強化に努め
る。 
(1) 水防の重要性、水防活動への住民参加等水防意識の啓発を図るとと

もに、水防演習等により水防工法の習得に努める。 
(2) 水防活動に必要な人員の確保が困難なことが予想されることから、

関係機関は、関係団体等と調整協議し、人員の確保に努める。 
(3) 水防活動に必要な資器材の確保について、水防倉庫の充実、水防資

器材の備蓄強化に努める。 
(4) 県は市町等に対し、水防に関する講習会や水防工法の実務指導を行

い水防体制の強化に努める。 
 
                                                           

 
 
 
 
 
 
防災条例第 33 条第 3項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※資料 １ 重要水防区域総括表   （資料編 ４－４） 
      ２ 県水防倉庫資器材保有状況（資料編 ４－５） 
      ３ 愛媛県防災対策基本条例 （資料編２２－１） 
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第１１章 地盤災害予防対策  
      【農地整備課、森林整備課、港湾海岸課、砂防課、都市計画課、都市整備課、

建築住宅課】 
 
 本県は、中央構造線が県土を縦断するとともに、山地は急峻で、加え
て、南予は、リアス式海岸で知られるように、地形は複雑で地質は脆弱で
あることから、地すべり崩壊箇所や、落石等の危険性のある箇所が多い。 
 さらに、地盤の液状化の検討を要する沖積地や埋立地が分布しており、
国土保全事業を総合的、計画的に推進するとともに、構造物、施設等の耐
震性に十分配慮する。 
 
２－１１－１ 地すべり等防止施設の整備  
 
 本県の地すべり地域は、東西にほぼ平行して縦走する中央構造線、御荷
鉾構造線、佛像構造線により４地区に区分され、地質はいずれも風化剥離
性に富む脆弱地質である。 
 このため、地震により、災害の発生が予想される地すべり危険箇所、土
石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、山地災害危険地区について、ポス
ター、チラシ、各種広報紙等により防災知識の普及を図るほか、人家や緊 
急輸送道路をはじめとする避難路や避難場所を保全する箇所等について優 
先的に防災施設の整備・修繕を行い土砂災害対策を推進する。 
 また、県は、これら市町が行う土砂災害危険箇所等における警戒避難体
制の整備について助言を行う。 
 地震発生後には、各防止施設に異状がないか点検パトロールを行うなど
余震、豪雨等に伴う二次災害を防止する体制を整備する。 
 さらに、県は砂防ボランティア協会と協働し、余震、豪雨等に伴う二次
災害を防止する体制を整備する。 
 
１ 地すべり対策事業の施行 
(1) ひとたび地すべりが発生すると、多くの人家、農耕地、公共施設な 

どの直接被害にとどまらず、その後の降雨等により重大な二次災害の
発生が予想されるため、地すべり防止区域のうち、滑動が著しい地区
の防止工事を重点的に実施するなど、災害防止に必要な地すべり防止
の諸施策を実施する。 

(2) 県は大規模な地すべりによる土砂災害が急迫している状況において
は、緊急調査を実施し、この調査により得られた被害の想定区域等に
関する情報を市町に提供するとともに、一般に周知する。 

 
２ 農地保全対策の実施 
  地震等の異常な自然現象に際し、崩壊の危険のある農地、農業用施設

の保全を図る。 
 
３ 治山事業の施行 
  安全で快適な県民生活の確保や県土保全を図るため、山地災害危険地
区の実態に応じて、森林生態系や自然環境に配慮した、計画的で効率的
な治山事業を推進するとともに、緊急を要する箇所から積極的に防止工
事を実施する。 

 
４ 山地防災ヘルパー協会の活動 
  山地防災ヘルパー協会は、次のことを行い、山地災害に関する情報を 
 収集し、県に提供するよう努める。 
(1)  山地災害の原因となる異常兆候の把握 

防災条例第 33 条第 3項 
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(2)  山地被災箇所における二次災害防止のための監視活動 
(3)  その他山地防災に関する活動 
 
５ 砂防事業の施行 
  砂防設備の整備については、土石流危険渓流を対象に砂防えん堤工、
渓流保全工などの防止施設を重点的に整備し、土石流等による災害の防
止工事を実施する。 

 
６ 急傾斜地崩壊対策事業の施行 
  急傾斜地の崩壊により人的被害が発生する恐れのある区域を危険区域

に指定し、区域内の行為を制限するとともに、危険度の高い箇所から積
極的に防止工事を実施する。 

 
７ 土砂災害危険箇所等における警戒避難体制の整備 
  県は、関係住民に対し、土砂災害危険箇所等を周知するとともに、避
難方法、避難場所等の警戒避難体制の整備について市町に対し助言を行
う。 

 
８ 土砂災害警戒区域等の指定促進 
  土砂災害警戒区域等について指定を行い、危険の周知、警戒避難体制

の整備、住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規制、既設住宅の移転
促進等のソフト対策を推進する。 

(1) 県 
  県は、関係市町長の意見を聴いて、土砂災害の恐れのある区域を土砂
災害警戒区域等として指定する。また、県は、土砂災害特別警戒区域に
おける住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規則、既存住宅の移転促
進等を通じて安全な土地利用の誘導に努める。 

(2) 市町 
  土砂災害警戒区域の指定を受けた関係市町は、市町地域防災計画にお

いて警戒区域毎に情報伝達、予警報の発令・伝達、避難、救助その他
必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 

ア 土砂災害警戒区域内に主として災害時要援護者が利用する施設があ
る場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂
災害に関する情報等の伝達方法を定める。 

イ 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町長は、市町地域防災計画に
基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法や避難場所に関する事項そ
の他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な
事項を記載した印刷物の配布等により住民に周知する。 

 
９ 砂防ボランティア協会との協働 
  県は、砂防ボランティア協会と協働し、次のことを行う。 
(1) 土砂災害に関する知識の普及 
(2) 土砂災害危険箇所点検 
(3) その他土砂災害防止活動に役立つ諸活動 
 
２－１１－２ 山崩れ・崖崩れ防止対策の推進 
 
 山崩れ・崖崩れの危険性を地域住民に周知するとともに、防止対策にあ
たっては、構造物、施設等の耐震性に十分配慮し、斜面崩壊及び落石等の
危険性のある箇所について、災害防除工事等を計画的に実施する。 
 また、崖崩れや土砂の流出の恐れのある宅地造成工事等について、都市
計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土砂災害警戒区域等における土
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砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき規制を行い、災害防止を図
る。 
 
２－１１－３ 液状化対策の推進 
 
 県は、液状化の可能性があるとされる沖積地や埋立地に関する地域地盤
の概要を把握し、公共土木施設等の耐震点検及び施設の設計、計画時にお
ける活用に努める。 
 また、施設の設置にあたっては、地盤改良等により液状化の発生を防止
する対策を図るとともに、万一液状化が発生した場合においても、施設の
被害を防止するため、必要に応じ耐震補強に努める。 
 なお、特定行政庁は、個人住宅等の小規模建築物について、液状化対策
に有効な基礎構造等についての普及を図る。 
 
 

 
※資料 １ 地すべり防止区域指定箇所一覧表 （資料編 ３－１） 

 ２ 土砂災害危険箇所総括表     （資料編 ３－２） 
       ３ 山地災害危険地区総括表     （資料編 ３－３） 

４ 愛媛県山地防災ヘルパー制度の概要（資料編１８－５） 
５ 愛媛県防災対策基本条例     （資料編２２－１） 
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第１２章 孤立地区対策 【危機管理課】 
 
平成１６年の一連の台風災害や新潟県中越地震では、電気、電話、道路

等のライフラインが寸断されたことで孤立地区が発生し、被害状況の把握
や救援物資の輸送等の面で大きな課題を残した。このため、市町が孤立す
る恐れのある地区に衛星携帯電話や臨時ヘリポート等を整備するほか、大
規模災害時の情報伝達や物資輸送の手段を確保するなど、迅速な応急対策
を可能にする体制を整備する。 
 
２－１２－１ 県の活動 
 
 県は、災害時の孤立地区発生に備え、四国総合通信局等関係機関と連携
し効果的な通信手段の研究を行うとともに、市町に対し次の措置を行う。 
(1) 情報収集手段の確保に関して必要な支援や助言  
(2) 物資輸送手段の確保に関して必要な支援や助言 
 
２－１２－２ 市町の活動 
 
市町は、災害時の孤立地区発生に備え、次の措置を行う。 

(1) 孤立が予想される地域の事前把握 
(2) 孤立の危険性に関する住民への周知 
(3) 外部との通信手段として、衛星携帯電話の配備や通信設備等の非常

用電源の確保 
(4) 臨時ヘリポートの整備等による孤立時における緊急救出手段の確保 
(5) 孤立地域に対する集団避難の勧告・指示の検討 
(6) 孤立を想定した食糧等の備蓄 
 

防災条例第 27 条第 2 項、第 28 条
第 5項 

  
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

第１３章 県民生活の確保対策 
【危機管理課、環境政策課、循環型社会推進課、保健福祉課、医療対策課、健康

増進課、薬務衛生課、経営支援課、県立病院課、日本赤十字社、社団法人愛媛
県医師会、社団法人愛媛県歯科医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法
人愛媛県看護協会、社団法人愛媛県接骨師会、四国経済産業局、中国四国農政
局松山地域センター】 

 
地震が発生した場合の県民の生活や安全を確保するため、あらかじめ市

町等において避難計画を作成するほか、食料や生活物資等の確保、医療救
護・防疫体制等の確立などに努める。 
また、市町は、県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要

請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先
の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくよう努める。 
さらに、県、市町は、道の駅の管理者と防災拠点としての活用方策につ

いて検討・協議するなど、防災拠点の確保に努める。 
 
２－１３－１ 避難計画の作成  
 
 市町及び学校、病院、社会福祉施設、工場等防災上重要な施設の管理者
は、震災時に安全かつ迅速な避難を行うことができるよう、避難所、避難
経路、避難方法及び避難誘導責任者等を定めた避難計画を作成し、住民等
に周知徹底を図るとともに、計画に基づいた訓練を行う。 
 市町は、避難計画の作成にあたり、あらかじめ避難所、避難路を指定す
るとともに、避難所に必要な設備、資機材の配備を図る。 
  
１ 避難所の指定 
 市町は、住民の生命・身体の安全を確保するため、次の基準により、
避難所を一時避難場所及び収容施設に区分して選定・確保し、市町地域
防災計画に定めておく。なお、市町は、避難所施設の管理者や自主防災
組織等と避難所の開設や運営方法、役割分担等について協議等を行うと
ともに、情報を共有する。 

市町が県管理都市公園を避難所として指定する場合には、県との情報
共有及び連携強化を図るとともに、指定した際には、県の地域防災計画
にも併せて掲載するものとする。 

  また、避難所及びその周辺道路に案内標識、誘導標識等を設置し、平
素から関係地域住民に周知を図り、速やかに避難できるようにしてお
く。 

  さらに、災害時要援護者に配慮し、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を
借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるとともに、プライバシーの
確保や男女のニーズの違い等にも配慮する。 

 
(1) 一時避難場所 

   災害から一時的、緊急的に避難する場所で、指定の基準は、概ね次
のとおりである。 

  ア 地震、火災からの避難を中心に考え、公園、緑地、ゴルフ場、グ
ラウンド（校庭を含む。）、公共空地等が適切であること。 

  イ 避難場所の必要面積は、概ね１㎡２名とすること。 
  ウ 要避難地区住民のすべての住民（昼間人口も考慮する。）を収容

できるよう配置すること。 
  エ 敷地内の木造建築物は、総面積の２％未満であり、かつ散在して

いること。 
  オ 大規模な崖崩れや浸水等の危険がないこと。また、付近に多量の

防災条例第 28 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 28 条 
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危険物等が蓄積されていないこと。 
  カ 大火輻射熱を考慮し、純木造密集市街地から 300ｍ以上、建ぺい

率５％程度の疎開地では 200ｍ以上、耐火建築物からは 50ｍ以上離
れていること。 

  キ 地区分けをする場合は、町内会、自治会等の単位を原則とする
が、主要道路、鉄道、河川等を境界とし、住民がこれを横断して避
難することはできるだけ避けること。 

(2) 収容施設 
   一時避難場所からの緊急避難者や救出者を応急的に収容避難するた

めの施設で、指定の基準は、概ね次のとおりである。 
  ア 耐震構造を有するなど、安全な公共建物であること。 
  イ 給水及び給食施設を有するか、あるいは容易に設置できること。 
  ウ なるべく被災地に近く、かつ集団的に収容できること。 
  エ 避難者の必要面積は、概ね２㎡１名とすること。 
 
２ 避難路の指定 
  市町は、避難所の指定に併せ、市街地の状況等に応じて次の基準によ

り避難路を選定・整備する。 
(1) 避難路は、概ね８ｍ以上の幅員を有するものとする。 
(2) 避難路は、相互に交差しないものとする。 
(3) 避難路には、火災、爆発等の危険の大きい工場等がないよう配慮す 
  る。 
(4) 避難路の選択にあたっては、住民の理解と協力を得て選定する。 
(5) 避難路については、複数の道路を選定するなど、周辺地域の状況を

勘案して行う。 
 
３ 避難所の設備及び資機材の配備 
市町は、災害時要援護者及び男女のニーズの違いにも配慮のうえ、必要

な次の設備及び資機材をあらかじめ避難所に配備し、又は必要なとき直ち
に配備できるよう準備しておく。 
(1) 衛星携帯電話等の通信機材 
(2) 放送設備 
(3) 照明設備（非常用発電機を含む。） 
（4）テレビ、ラジオ等の災害情報の入手機器 
(5) 炊き出しに必要な機材及び燃料 
(6) 給水用機材 
(7) 救護施設及び医療資機材 
(8) 物資の集積所 
(9) 仮設の小屋又はテント 
(10) 仮設便所 
(11) 防疫用資機材 
(12) 清掃用資機材 
(13) 工具類 
(14) 非常電源 
(15) 日用品 
(16) 備蓄食料及び飲料水 
(17) その他粉ミルクや紙おむつ、生理用品等 
 
４ 市町等の避難計画 
(1) 市町の避難計画 
   市町の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防

災組織の育成等を通じて平素から避難体制の確立を図る。 
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  ア 避難の勧告又は指示の伝達方法 
  イ 避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 
  ウ 避難所への経路及び誘導方法 
  エ 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 
   (ｱ) 給水措置 
   (ｲ) 給食措置 
   (ｳ) 毛布、寝具等の支給 
   (ｴ) 衣料、日用必需品の支給 
   (ｵ) 負傷者に対する応急救護 
  オ 避難所の管理に関する事項 
   (ｱ) 避難収容中の秩序保持 
   (ｲ) 避難民に対する災害情報の伝達 
   (ｳ) 避難民に対する応急対策実施状況の周知徹底 
   (ｴ) 避難民に対する相談業務 
  カ 災害時における広報 
   (ｱ) 広報車による周知 
   (ｲ) 避難誘導員による現地広報 
   (ｳ) 住民組織を通じた広報 

キ 夜間及び休日、荒天時等あらゆる条件下における避難誘導体制の 
整備 

(2) 防災上重要な施設の管理者の留意事項 
   学校、病院、工場、その他防災上重要な施設の管理者は、次の事項

に留意してあらかじめ避難計画を作成し、関係職員等に周知徹底を図
ると同時に、訓練等を実施することにより避難の万全を図る。 
ア 学校においては、それぞれの地域の特性等を考慮したうえで、避
難の場所、経路、時期及び誘導、並びにその指示伝達の方法等のほ
か、児童生徒の保護者への引渡しに関するルール及び地域住民の避
難場所となる場合の受入方法等をあらかじめ定める。 

  イ 学校及び教育行政機関においては、義務教育及び高等学校等の児
童生徒を集団的に避難させる場合に備えて、避難場所の選定、収容
施設の確保、並びに保健、衛生及び給食等の実施方法について定め
る。 

  ウ 病院等においては、患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的
に避難させる場合における収容施設の確保、移送の方法、保健、衛
生及び入院患者に対する実施方法等について定める。 

  エ 東南海・南海地震推進地域内の津波浸水想定地域内の特定事業者
は、津波からの円滑な避難に関する事項を定めた「東南海・南海地
震防災対策計画」を作成する。 

 
５ 避難所運営マニュアルの策定 
  市町は、避難所における必要な情報の入手や、暑さ寒さ対策、健康・
衛生管理、心のケアなど長期にわたる避難所運営を円滑に行うため、災
害時要援護者や男女のニーズの違いに配慮し、マニュアルを策定するよ
う努める。 

 
２－１３－２ 食料及び生活必需品等の確保  
 

 地震災害が発生した場合の生活を確保するため、平常時から食料及び生
活必需品等の確保について次の措置を行う。 
また、備蓄を行うに当たって、大規模な地震災害が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って、初
期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備蓄
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又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮
するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 
輸送に関し、県、市町は、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環

境整備を推進するとともに、輸送協定を締結した民間事業者等の車両につ
いては、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災
後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなるこ
とから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積
極的にするなど、その普及を図る。 
 
１ 四国経済産業局 
(1) 緊急に必要な生活必需品であって県内で調達できない物資等の調達
先に関する資料の整備 

(2) 生活必需品の緊急輸送に係る防災関係機関との連携協力体制の確立 
 
２ 農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  応急用食料・物資の供給が行えるように各関係機関との連絡体制を構
築する。 

 
３ 県の活動 
(1) 大規模災害発生時、市町が行う被災者援護等を支援するための緊急 
  援護物資の備蓄 
(2) 県内における緊急に必要な食料及び生活必需品（以下「緊急物資」

という。）の調達可能量の定期的な調査 
(3) 県内における緊急物資調達計画の策定 
(4) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結の促進 
(5) 他の都道府県との緊急物資調達に関する相互応援協定の締結 
(6) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 
(7) 市町が行う緊急物資備蓄の推進 
(8) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 
(9) 県民が行う家庭内備蓄等の推進 

(10) 緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠
点における運送事業者等を主体とした業務の実施及び物資の輸送拠点
としての運送事業者等の施設の活用を図るための体制を整備 

(11) 被災市町が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災
者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体
制・輸送体制を整備 

(12) 県は、多種・多様な企業・団体との災害時応援協定の締結の促進に
努める。 

 
４ 市町の活動 
(1) 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対する食料の備蓄 
(2) 孤立が想定される地区における備蓄の推進 
(3) 市町内における緊急物資流通在庫調査の実施 
(4)  市町内における緊急物資調達及び配分計画の策定 
(5) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 
(6) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結促進 
(7) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 
(8) 住民が行う家庭内備蓄等の推進 
(9) 給食計画の策定 
 
５ 県民の活動 
(1) ７日間程度の最低生活を確保できる緊急物資の備蓄 
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(2) (1)のうち、３日分程度の非常食料を含む非常持出品の準備 
(3) 自主防災組織等による助け合い活動の推進 
(4) 緊急物資の共同備蓄の推進 
 
２－１３－３ 飲料水の確保  
 
１ 県の活動 
(1) 民間企業との協定の締結等により、飲料水の確保に努める。 
(2) 県民及び市町が実施する水の確保対策の啓発を行う。 
 
２ 市町の活動 
(1) 飲料水の備蓄を行うほか、給水設備の復旧資材の備蓄を 
  行う。 
(2) 他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水計画を作成する。 
(3) 給水タンク、トラック等応急給水資機材を整備するとともに、貯水

槽を設置する。 
(4) 住民及び自主防災組織等に対し、貯水や応急給水について啓発・指 
  導を行う。 
(5) 水道工事業者等との協力体制を確立する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
(1) 県民（家庭）における貯水 
  ア 貯水量は、１人１日３㍑を基準とし、世帯人数の３日分を目標と

する。 
  イ 貯水には、水道水等衛生的な水を用いる。 
  ウ 貯水に用いる容器は、衛生的で、安全性が高く、地震動により水

もれ、破損しないものとする。 
(2) 自主防災組織を中心とする飲料水の確保 
  ア 応急給水を円滑に実施するために、給水班を編成する。 
  イ 災害発生時に利用が予定される井戸、泉、河川、貯水槽の水は、

水質検査を実施して、市町の指導のもとに利用方法をあらかじめ検
討しておく。 

  ウ 応急給水に必要とされるポンプ、水槽、ポリタンク、次亜塩素酸
カルシウム等の資機材を整備する。 

 
 
２－１３－４ 医療救護体制の確保  
 
 地震災害は複合的、広域的災害であり、医療機関の機能低下や交通の混
乱による搬送能力の低下等の事態が予想されるため、関係機関の協力によ
り早期に広域的医療活動を実施し、傷病者の救護を行う。 
 
１ 実施方針 
(1) 被災者に対する医療救護は、原則として市町が行う。被災地の市町

だけでは対応が困難な場合は、隣接市町、県、国その他の関係機関の
応援を得て行う。 

(2) 県は、市町を応援・補完する立場から、市町から要請があった場
合、又は医療救護の必要があると認めた場合に、救護班や災害派遣医
療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣し医療救護を実施する。 

(3) 災害の発生に伴い、県民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生
し、又は、発生する恐れがあるときは、県は、市町の被害状況及び救
急・救助活動状況等の情報を収集・把握し、健康被害の発生予防、拡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 31 条 
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大防止、治療等の広域的救護活動を迅速に実施するため、健康危機管
理体制を確保し、県内外の関係機関との総合的な調整を行う。 

(4) 県及び市町は、地震被害想定調査における死傷者数等を勘案しなが
ら自然災害や大規模事故の発生に備え策定した医療救護活動要領に基
づき、救護所の設置、救護班の編成、災害派遣医療チーム（ＤＭＡ
Ｔ）の編成、救護病院等の患者受入れ、医薬品・医療資機材等の確保
等に係る諸体制の充実を図る。 

(5) 医療救護活動の実施に当たっては、被災者のメンタルヘルスに配慮
する。 

 
２ 災害医療コーディネータの設置 
(1) 県は、被災地で必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよ

う、行政や関係機関と連携し、避難所における医療ニーズや医療機関
の被災状況、患者受入れ状況等の情報収集、分析及び伝達と、それを
踏まえた各種調整及び要請等を行う災害医療コーディネータを以下の
とおり設置する。 

  ア 愛媛県全体の医療救護活動を統括するコーディネータとして、災
害対策本部内に統括コーディネータを置く。 

  イ 各二次医療圏内の医療救護活動を調整するコーディネータとし
て、災害基幹拠点病院及び災害拠点病院に災害拠点病院コーディネ
ータを置く。 

  ウ 市町内の医療救護活動を調整するコーディネータとして、公立病
院コーディネータを置く。 

(2) 県及び災害医療コーディネータは、関係機関と緊密に連携し、平常
時から、県単位、地域単位でのネットワーク構築に努めるとともに、
災害時の被災地内における医療ニーズの収集・把握方法や救護班の受
入れ・派遣方針等について予め検討を行う。 

 
〔災害医療コーディネータの設置一覧〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 医療救護活動の調整 
(1) 県は、県単位、地域単位で医療救護活動に係る調整等を円滑かつ迅

速に行うため、災害（基幹）拠点病院等に災害医療コーディネータを
設置する。 

(2) 災害医療コーディネータは、災害時に以下の業務を行う。 

区 分 二次医療圏等 病院区分 設 置 病 院 名 

統括コーディネー
タ 

全  県 
災害基幹 
拠点病院 

県立中央病院 

宇  摩 公立学校共済組合四国中央病院 

新居浜・西条 県立新居浜病院 
今  治 県立今治病院 

松  山 
県立中央病院、松山赤十字病院、 
愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

災害拠点病院コー
ディネータ 

宇 和 島 

災害（基
幹）拠点
病院 

市立宇和島病院 

 

新居浜・西条 西条市立周桑病院 

松  山 久万高原町立病院 

八幡浜・大洲 市立大洲病院、西予市立宇和病院 
公立病院コーディ

ネータ 

宇 和 島 

公立病院 

鬼北町立北宇和病院 

県立南宇和病院 
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ア 医療救護班の受入れ・派遣調整 
イ 医療機関間の患者受入れ・搬送調整 
ウ 医療機関の医療活動支援に係る調整 
エ 医薬品等の調達・供給調整 等 

(3) 県及び災害医療コーディネータは、関係機関と緊密に連携し、平常
時から、県単位、地域単位でのネットワーク構築に努めるとともに、
災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や救護班の受入れ・
派遣方針等について予め検討を行う。 

 
４ 初期医療体制 
(1) 市町地域防災計画への記載事項等 

市町は、地震発生後の電話や道路交通等の混雑・不通により、緊急
医療体制が十分に機能しない事態に対処するため、市町地域防災計画
に次の事項を記載するとともに、災害医療コーディネータ、県及び関
係機関と連携し、災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や
救護班の受入れ・派遣方針等について、予め検討を行い、初期医療体
制を確立する。 

  ア 救護所の設置箇所を定め、住民に周知を図る。 
  イ 救護所等に医療救護用の資機材を備蓄する。 
  ウ 管内の医療機関の協力により、救護班を編成する。 
  エ 救護班の派遣要請の方法、重症者の搬出方法等を定める。 
  オ 応急手当等の家庭看護の普及を図り、自主防災組織等による自主 
     救護体制の整備に努める。 
(2) 救護班の種類及び編成 
   県は、災害時に速やかに救護班を派遣する体制を整備するため、あ

らかじめ救護班の種類及び編成を定めるとともに、既に締結している
協定に基づき、県医師会等の協力を得ながら医療救護活動を行う。  
ア 救護班の種類 

  (ｱ) 県立病院の職員による救護班 
  (ｲ) 日本赤十字社愛媛県支部所属職員による救護班 
  (ｳ) 愛媛県医師会会員による救護班 
  (ｴ) 愛媛県歯科医師会会員による救護班 
  (ｵ) 愛媛大学医学部附属病院、四国がんセンター、愛媛病院及び愛

媛労災病院（以下「旧国立医療機関」という。）の職員による救
護班 

  (ｶ) 公的医療機関の職員による救護班 
  イ 救護班の編成 
    救護班の編成単位は、概ね医師１～２名、保健師、看護師４～５

名、事務職員（自動車運転手を含む。）１～２名とする。ただし、
愛媛県歯科医師会会員による救護班にあっては、概ね歯科医師１
名、歯科衛生士又は歯科技工士１名、事務職員１名とする。 

    なお、災害及び救護業務の状況に応じて人員を増減し、また、薬
剤師、助産師等の必要な技術要員を加えることができるほか、救護
班の編成主体が別に定めることができる。 

    また、それぞれの救護班は、あらかじめ救護に必要な医薬品、衛
生材料を整備し、召集連絡方法を定めておく。 

 
５ 後方医療機関 
(1) 救護病院等 
  ア 県は、救護所等に配置された救護班の医療で対処できない重症者

及び中等症者を収容するため、救護病院又は救護診療所（以下「救
護病院等」という。）を選定する。なお、救護病院として全ての病
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院を選定し、救護診療所は、旧町村の区域で病院がなくかつ公立の
診療所がある場合に１箇所程度選定する。 

  イ 県は、救護病院等の収容可能患者数をあらかじめ把握する。 
  ウ 救護病院等は、災害が発生した際に速やかに救護班を派遣できる

体制を整備する。 
  エ 救護病院等は、入院患者の移送及び通院患者への適切な対応を含

めた災害対策マニュアル及び業務継続計画の作成に努めるととも
に、職員に周知徹底を図るほか、防災訓練の実施や参加により実効
性の向上に努める。 

  オ 救護病院等は、建物の耐震性の確保に配慮するとともに、代替エ
ネルギーシステムの活用を含め自家発電設備、貯水槽等の整備を図
り、停電時、断水時でも対応できるように努める。また、災害によ
る交通・通信の遮断を想定し、他地域からの支援が得られるまでの
間の救護活動に必要な医薬品、診療材料、医療機器等の備蓄に努め
る。 

カ 救護病院等のうち災害医療コーディネータの設置病院は、衛星電
話等の通信手段の確保をはじめ、災害医療コーディネータが行う地
域内の医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

 
(2) 災害（基幹）拠点病院 

ア 県は、災害時における広域的な地域医療の拠点として、救護病院
の中から災害拠点病院を二次医療圏ごとに原則１箇所（松山圏域に
あっては２箇所）指定する。災害拠点病院は、災害に耐えられる機
能や構造を有し、救護所等から搬送された入院治療を要する傷病者
を受け入れるとともに、救護班の派遣や地域の医療機関へ応急用資
器材等の貸出しを行う機能を有するものとする。 

イ 県は、災害基幹拠点病院を県内に１箇所指定する。災害基幹拠点
病院は、災害拠点病院としての機能を強化し、災害医療に関して中
心的な役割を担うとともに、訓練・研修機能を有するものとする。
そのため、県及び統括コーディネータと一体となり、災害拠点病院
と連携し、県全体の医療救護の調整を行い、実施するものとする。 

ウ 災害（基幹）拠点病院は、災害医療コーディネータが行う圏域内
の医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

エ 災害（基幹）拠点病院は、災害発生時における多数の患者の発生
に対応するため、入院患者については通常時の２倍、外来患者につ
いては通常時の５倍程度の受入れが可能なスペースの確保と簡易ベ
ッド等の整備に努める。 

オ 災害（基幹）拠点病院は、災害発生直後に必要な救急用医薬品、
衛生材料及び救護班が携行する医療機材、トリアージ（緊急度判定
に基づく治療順位の決定）・タッグ等の整備に努め、災害時におけ
る救護班の編成及び傷病者の受入れが速やかに行えるよう医療要員
の非常参集体制を構築する。 

カ 災害（基幹）拠点病院は、平常時の６割程度の発電容量のある自
家発電機等の保有と、３日分程度の燃料の確保に努める。また、平
常時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備につい
て、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に
使用可能なことを検証する。 

キ 災害（基幹）拠点病院は、適切な容量の受水槽の保有、停電時に
も使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、
災害時の診療に必要な水の確保に努める。 

ク 災害（基幹）拠点病院は、衛星電話の保有等、衛星回線インター
ネットが利用できる環境を整備するとともに、複数の通信手段の保
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有に努める。 
ケ 災害（基幹）拠点病院は、３日分程度の食料、飲料水、医薬品等
の備蓄に努める。 

コ 県は、災害（基幹）拠点病院について、耐震強化を図るととも
に、衛星電話、備蓄倉庫、自家発電装置、受水槽、ヘリポート等の
施設や設備の整備を推進する。 

 
 

 
 

区 分 二次医療圏等 病 院 名 

災害基幹 
拠点病院 

全  県 県立中央病院 

宇  摩 公立学校共済組合四国中央病院 
新居浜・西条 県立新居浜病院 
今  治 県立今治病院 
松  山 松山赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

災害拠点 
病院 

宇 和 島 市立宇和島病院 
 
(3) 三次救急医療施設 
  ア 三次救急医療施設は、重篤救急患者の救命医療を行うための高度

な診療機能を災害時においても確保するため、施設の耐震性及びラ
イフライン維持機能の強化を図り、医薬品等医療資機材の備蓄に努
める。 

  イ 災害時に多発する多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の重篤救 
   急患者に対する診療機能の充実を図る。 

 

 
区 分 病 院 名 

東予救命救急センター（県立新居浜病院） 
県立中央病院救命救急センター 
南予救命救急センター（市立宇和島病院） 

三次救急 
医療施設 

愛媛大学医学部附属病院 
 
６ 広域的救護活動の調整 
(1) 県は災害医療コーディネータとともに、市町の行う医療救護活動の

総合調整と市町だけでは対応が困難な場合の応援・補完を行うため、
広域的な救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣のほか、医
薬品や医療機材の搬送、重症・重篤患者の受入れを調整するなどによ
り、医師等の医療関係者の不足及び医薬品、医療機材の不足に対処す
る。 

(2) 県は、自ら充分な医療活動が実施できない場合は、他県や国に対
し、救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣及び傷病者の
受入れを要請するとともに、他県等からの派遣の受入れ等を調整す
る。 

(3) 保健所は災害医療コーディネータとともに、被災地域において、医
療救護活動に必要な情報を収集・提供するとともに、県、市町、関係
団体等との連携を図りながら、被災者に対する健康管理、防疫活動等
の総合的な調整を行う。 

 
７ 広域医療搬送 
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県は、被災地域内で対応困難な重症患者を被災地域外に搬送し、緊急
の治療を行う広域医療搬送の円滑かつ迅速な実施に向け、国や関係機関
と連携し、広域医療搬送拠点や航空搬送拠点臨時医療施設（ステージン
グケアユニット：ＳＣＵ）の設置場所や運営方針、協力・連携機関等に
係る計画を予め定める。 

 
８ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

県及び市町は、医療機関の被害状況や医療機関における収容負傷者の
状況、医療従事者の活動状況を把握するため、消防、医療機関等をネッ
トワーク化した愛媛県広域災害・救急医療情報システム（えひめ医療情
報ネット）の活用を図るなど情報通信手段の充実・強化に努める。 

 
９ 難病患者等の状況把握 
  県及び市町は、平常時の保健医療活動を通じて、難病患者や精神患者
慢性疾患患者、人工呼吸器や人工透析等の在宅医療を受けている患者の
状況と医療を提供できる機関に関する情報の把握に努める。 

 
１０ 医薬品、医療資機材等の確保体制の整備 
(1) 県は、緊急援護物資備蓄の一環として、医薬品等を保健所に分散備

蓄するほか、救護班及び後方医療機関が行う救護医療活動のために必
要な医薬品等の必要物資の確保に関して、関係機関と連携のうえ、流
通在庫の調達に努める。 

(2) 市町は､避難生活に必要な医薬品の備蓄等に努める。 
 
１１ 災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の実施 
(1)  県及び市町は、一般住民に対する緊急蘇生法などの家庭看護、トリ

アージの意義やメンタルヘルスなどの災害時における医療救護、献血
者登録等に関する普及啓発に努めるとともに、医療及び行政関係者に
対する災害医療に関する研修・訓練の実施・参加を推進する。 

(2)  災害（基幹）拠点病院は、地域の医療機関等と連携し、定期的な訓
練の実施に努める。 

   
１２ 県民及び自主防災組織が実施すべき事項 
  県民及び自主防災組織は、医療救護を受けるまでの応急手当の技術の
習得、軽度の傷病に対応できる医薬品等の備蓄に努める。 

  県民は、献血者登録に協力する。 
 
２－１３－５ 防疫・保健活動の確保  
 
 地震災害の発生に伴う感染症の発生と流行を未然に防止するため防疫体
制を確立するほか、食品の衛生監視に係る総合的な体制を確保する。 
 また、複数の自治体にまたがる食中毒の集団発生時における広域情報緊
急処理体制を構築する。 

 
１ 県が実施すべき事項 
(1) 防疫の実施について、国及び他の都道府県と協議する。 
(2) 詳細な感染症対応マニュアルを作成する。 
(3) 予防教育や広報活動により、食品衛生及び感染症予防に関する普及

啓発を図る。 
(4) 食品衛生・消毒方法等を指導する。 
 
２ 市町が実施すべき事項 
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(1) 防疫実施計画を作成する。 
(2) 防疫用薬剤の調達計画を作成する。 
(3) 災害発生時に直ちに防疫活動が実施できる体制を整備する。 
(4) 住民が行う防疫活動及び保健活動について普及啓発を図る。 

 
２－１３－６ し尿処理体制の確保  
 
１ 県が実施すべき事項 
(1) 緊急援護物資備蓄の一環として、ポータブルトイレ及びトイレ用品

を備蓄する。 
(2) 民間事業者と締結した協定に基づき災害時の仮設トイレの確保を行

う。 
 
２ 市町が実施すべき事項 
(1) 被害想定に基づき発生するし尿の応急処理計画を定める。 
(2) し尿処分地の選定及び仮設トイレの資機材を備蓄する。 
３ 県民が実施すべき事項 
(1) し尿の自家処理に必要な器具等を準備する。 
(2) 自主防災組織の清掃班を中心として、資機材の点検を行い、必要に

応じ仮設トイレの設置場所を選定する。 
 
２－１３－７ ごみ処理体制の確保  
 
１ 県が実施すべき事項 
  「愛媛県廃棄物応急処理計画作成指針」に基づき市町に対し、ごみ処

理体制の確保を要請する。 
 
２ 市町が実施すべき事項 
(1) 被害想定に基づき発生する廃棄物の応急処理計画を定める。 
(2) 住民及び自主防災組織に対し、廃棄物の応急処理方法や廃棄物を処

理する上での役割分担を明示し、協力を求める。 
(3) ごみの臨時収集場所の選定及び清掃のための資材について準備す

る。 
 
３ 県民が実施すべき事項 
(1) ごみの自家処理に必要な器具等を準備する。 
(2) 自主防災組織の清掃班が中心となり、地域ごとに住民が搬出するご

みの仮置場を選定するとともに、ごみ処理資材の準備をする。 
 
２－１３－８ 災害廃棄物処理体制の整備  
 
１ 県が実施すべき事項 
(1) 「愛媛県災害廃棄物処理マニュアル」により、市町に対し、災害廃

棄物の処理方針を周知する。 
(2) 社団法人愛媛県産業廃棄物協会と締結した協定に基づき、適正に災

害廃棄物を処理する。 
(3) 廃棄物関係民間事業者に関する情報のデータベース化を図る。 
 
２ 市町が実施すべき事項 
  市町は、災害時に発生する災害廃棄物の処理体制の整備及び仮置場の
確保に努めるものとし、県はその整備に協力する。 
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資料   １ 緊急援護物資                      （資料編１０－ １） 
      ２ 緊急援護物資管理及び輸送体制              （資料編１０－ ２） 
      ３ 市町備蓄物資一覧表                   （資料編１０－ ３） 
      ４ 砂糖卸売業者一覧表                   （資料編１０－ ４） 

５ 米穀の調達に関する協定書                （資料編１０－ ６） 
      ６ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定         （資料編１０－ ７） 
      ７ 災害時における自動車等の燃料の調達に関する協定     （資料編１０－ ８） 
      ８ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定      （資料編１０－９、１０） 

 ９ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定    （資料編１７－ １） 
     １０ 中国・四国広域応援協定                 （資料編１７－ ４） 
     １１ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定   （資料編１７－ ５） 
     １２ 救護班の編成と収容施設一覧表              （資料編 ７－ １） 
     １３ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県医師会）      （資料編 ７－ ２） 
     １４ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県看護協会）     （資料編 ７－ ３） 
     １５ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県歯科医師会）    （資料編 ７－ ４） 
     １６ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県薬剤師会）     （資料編 ７－ ５） 
     １７ 災害時に必要な医薬品等の調達に関する協定        （資料編 ７－ ６） 
     １８ 災害時の柔道整復師支援活動に関する協定（愛媛県接骨師会）（資料編 ７－ ７） 
    １９ 日本赤十字社愛媛県支部救護班の編成と資器材保有状況   （資料編 ７－ ８） 

２０ 災害時における被災者支援に関する協定（愛媛県薬事振興会）（資料編 ７－ ９） 
２１ 災害時における医療ガス等の供給に関する協定       （資料編 ７－１０） 
２２ 災害時における廃棄物処理の協力に関する協定       （資料編 ９－ ６） 

     ２３ 愛媛県廃棄物応急処理計画作成指針            （資料編 ９－ ７） 
     ２４ 愛媛県災害廃棄物処理マニュアル             （資料編 ９－ ８） 
     ２５ 災害時における仮設トイレの供給に関する協定       （資料編 ９－ ９） 
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第１４章 災害時要援護者の支援対策  
   【危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課、

特別支援教育課】 
 
 県、市町及び社会福祉施設等管理者は、災害時要援護者の安全を確保す
るため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業
者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等の多様な主体の協力を得な
がら、平常時から災害時要援護者に関する情報の把握及び関係者との共有
や情報伝達体制を整備するとともに、防災担当部局と福祉担当部局等が連
携して、避難支援計画の策定など避難誘導体制の整備、避難訓練の実施に
努める。 
 また、市町は、計画等の策定にあたっては、民間賃貸住宅、旅館・ホテ
ル等を借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるほか、プライバシーの
確保や男女のニーズの違い等に配慮する。 
 
２－１４－１ 県の活動  
 
  県は、市町及び社会福祉施設等管理者と連携して、施設利用者の受入
れや介護職員等の派遣体制の整備など、広域的な観点に基づいた災害時
要援護者の支援対策を行う。 

 
２－１４－２ 市町の活動  

 
(1) 災害時要援護者の実態把握 

市町は、平素から防災担当部局と福祉担当部局等が連携のうえ、介
護職員や民生委員・児童委員等の協力を得ながら、個人情報の取扱い
にも配慮のうえ、自主防災組織や町内会等の範囲ごとに災害時要援護
者の実態把握に努める。 

(2) 緊急連絡体制の整備 
  地域住民の協力のもとに災害時要援護者ごとに避難支援者を定める
など、災害時要援護者一人ひとりの避難支援プランを作成する。 

(3) 避難体制の確立 
避難支援者をはじめ、自主防災組織など地域ぐるみの避難誘導等の

方法を災害時要援護者からの意見を踏まえ、事前に具体的に定めてお
く。 
また、避難所や避難路の指定にあたっては、地域の特性を踏まえる

とともに、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害
を含む。）、難病患者、妊産婦及び乳幼児、病弱者等避難生活に特別の
配慮を要する者のための福祉避難所の設置を検討するなど、災害時要
援護者の利便性や安全性にも十分配慮する。 

(4) 防災教育・訓練の充実 
  災害時要援護者が自らの対応能力を高めるため、個々の災害時要援
護者の態様に合わせた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

 
２－１４－３ 社会福祉施設等管理者の活動 

 
(1) 組織体制の整備 
  社会福祉施設等管理者は、災害の発生に備え、あらかじめ施設内の
防災体制の整備、動員計画や緊急連絡体制等の確立に努める。 

  また、同管理者は、市町や他の類似施設、地域の自主防災組織等と
連携を図りながら災害時の協力体制づくりに努める。 

(2) 緊急連絡体制の整備 

防災条例第 28 条第 6項 
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  市町の協力を得て、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立す
るとともに、災害時における施設相互間の緊急連絡体制の整備・強化
に努める。 

(3) 防災教育・訓練の充実 
  市町の協力を得て、災害時において施設利用者等が適切な行動がと
れるよう防災教育を行うとともに、利用者の実態に応じた防災訓練を
定期的に実施するよう努める。 

(4) 物資等の備蓄 
  災害時に施設利用者等の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品

等の備蓄を行うほか、予想される災害の種類に応じた防災資機材や非
常用自家発電機等の整備に努める。 
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第１５章 広域応援体制の整備 【消防防災安全課、危機管理課、県警本部】 
 
 県、市町及びその他関係機関は、大規模災害が発生した場合に、円滑な
広域応援活動が行えるよう、あらかじめ相互応援及び広域一時滞在に関す
る協定を締結するとともに、具体的な応援活動を実施できる体制の整備を
進める。 
相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規

模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公
共団体との間の協定締結も考慮する。 
また、県、市町は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できる

ような仕組みを平常時から構築することに努める。 
 
２－１５－１ 全県的な消防相互応援体制の整備 
  
  県内の全市町長及び消防機関の長が締結している「愛媛県消防広域相
互応援協定」の具体的な運用については、「愛媛県消防広域相互応援計
画」の定めるところによる。 

 
２－１５－２ 全県的な防災相互応援体制の整備  
 
  県内各市町長は、消防以外の分野について、他の市町に対する応援を
求める場合を想定し、あらかじめ全県的な防災広域相互応援協定を締結
するよう努める。 

 
２－１５－３ 他県との広域応援体制の整備  
 
  県は、四国、中四国及び全都道府県の各知事とあらかじめ大規模災害
時の広域応援に関する協定を締結するとともに具体的な応援・受援計画
を整備する。 
 なお、県が締結している広域応援協定等は次のとおりである。 

(1) 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定 
(2) 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 
(3) 愛媛県広域応援計画・受援計画 
(4) 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 
(5) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 
(6) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目 
(7) 原子力災害時の広域応援に関する協定 
 

２－１５－４ 緊急消防援助隊の編成  
 
  県外への消防広域応援については、都道府県単位で設置した緊急消防

援助隊を中心に応援隊を派遣するものとし、本県の緊急消防援助隊の部
隊編成は、次のとおりとする。 

  なお、今後とも、緊急消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な
訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 

(1) 指揮隊     
(2) 救助部隊     
(3) 救急部隊     
(4) 後方支援部隊   
(5) 消火部隊     
(6) 特殊災害部隊   
(7) 特殊装備部隊   

防災条例第 30 条 
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(8) 航空部隊     
(9) 水上部隊     
 

２－１５－５ 警察災害派遣隊の編成 
 
  県警察は、大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合に、
被災地又は被災が予想される地域において活動する警察災害派遣隊を次
のとおり編成し、広域的応援体制の整備を図る。 

(1) 即応部隊   
(2) 一般部隊   
 
 
  ※資料 １ 愛媛県消防広域相互応援協定書               （資料編 ４－ ２） 
      ２ 愛媛県消防広域相互応援計画                （資料編 ４－ ３） 
      ３ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定     （資料編１７－ １） 

４ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 （資料編１７－ ２） 
５ 愛媛県広域応援計画・受援計画               （資料編１７－ ３） 
６ 中国・四国広域応援協定                  （資料編１７－ ４） 
７ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定    （資料編１７－ ５） 
８ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（資料編１７－ ６） 
９ 四国地方における災害時の応援に関する申し合わせ      （資料編１７－ ７） 

１０ 災害復旧技術専門家派遣制度                （資料編１７－ ８） 
１１ 緊急消防援助隊受援計画                  （資料編１７－ ９） 
１２ 緊急消防援助隊愛媛県隊応援等実施計画           （資料編１７－１０） 

     １３ 愛媛県防災対策基本条例                  （資料編２２－ １） 
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第１６章 情報通信システムの整備 【消防防災安全課、危機管理課】 
 
 県、市町及びその他防災関係機関は、災害時における情報通信の重要性に鑑み、平常時から大規模地震災
害の発生に備え、災害情報を迅速かつ的確に把握し、的確な防災対策を実施できるよう、情報通信システム
の高度化及び多重化を図る。 
 また、大規模地震等の災害時において、通常の通信手段が確保できない場合を考慮し、平素から他機関等
の通信手段が利用できるよう代替ルートについて検討しておくとともに、愛媛県非常通信協議会との連携に
努める。 
 
２－１６－１ 情報収集・連絡体制の整備 
 
 県、市町及びその他防災関係機関は、大規模地震等の災害時において迅速かつ的確な災害情報等の収集・
連絡が行えるよう、平素から情報伝達ルートの多重化及び情報収集・連絡体制の明確化等による体制の確立
に努める。その際、夜間休日等の勤務時間外においても対応できるように配慮する。 
 
１ 県の役割 
(1) 機動的な情報収集活動を行うため、消防防災ヘリコプター及びヘリコプターテレビ電送システム、

ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等の運用管理及びに県警ヘリコプターとの
連携に努めるなど、各機関において多様な情報収集手段を活用できる体制の整備、画像情報の収集・
連絡システムの整備を推進する。 

(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) 地上の災害の影響を受けない衛星通信の利用を図るため、県と市町等を結ぶ衛星通信ネットワークの

運用管理に努める。 
(4) 緊急時における総理大臣官邸、内閣府等、国との通信手段を確保するため、中央防災無線網に接続す

る通信回線の運用管理に努める。 
 (5) 地震観測体制を強化するため設置している震度情報ネットワークシステムや、全国瞬時警報システム
（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの運用管理に努める。 
(6) 被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く

場合に、どのような内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めた情報収集要領を、あらかじ
め作成するよう努める。 

 
２ 市町の役割 
(1) 防災行政無線をはじめ多様な通信手段の整備を図るとともに、その運用管理に努める。 
(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) アマチュア無線の活用体制の整備に努める。 
(4) 孤立地区対策として、防災行政無線による連絡体制のほか、衛星携帯電話や臨時ヘリポートの整備

に努める。 
 
３ 防災関係機関の役割 
(1) 愛媛県非常通信協議会と連携し、毎年、通信体制の総点検及び非常通信訓練を実施するよう努める。 
(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) 災害時に有効な衛星携帯電話等移動通信系の整備を図る。 
(4) ＮＴＴの災害時優先電話等の配備について確認するとともに、その取扱い、運用方法等の習熟に努
める。 

 
２－１６－２ 通信施設の整備 

 
 通信施設管理者は、防災上重要な通信施設、設備等については、次により点検、整備等を行い、災害応急
対策の円滑な実施を確保する。 
 また、被災者等への情報伝達手段として、特に市町防災行政無線（戸別受信機も含む）の整備を図るとと
もに、携帯電話を含め、災害時要援護者にも配慮した多様な通信手段の整備に努める。 
 なお、通信施設の設置の際には、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備等の保守点検の実施や的
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確な操作の徹底を図るほか、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所へ設置する。 
(1) 通信施設（予備電源を含む｡）を点検するとともに、動作状態を確認し必要な措置を講じる。 
(2) 充電式携帯無線については､完全充電を行い､その他の携帯無線機及び受信機用の乾電池を確保する。 
(3) 中継局には定期的に保守要員を派遣し、点検を行い、必要に応じて待機させる体制を整える。 
 

２－１６－３ 防災情報システムの拡充整備 
 

１ 基本方針 
  大規模地震の発生に備え、防災対策上特に重要な役割を担う情報収集・連絡体制を確保するため、通信

のデジタル化と相互接続により、地上無線回線、衛星回線、有線回線など多様な通信回線をシームレスで
利用できる情報通信ネットワークを構築するととともに、消防防災ヘリコプターテレビ電送システム、ヘ
リコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による被災地映像や四国地方整備局からの映
像情報の収集などにより、迅速かつ的確な応急対策活動が実施できるよう、防災情報システムの拡充整備
に努める。 

 
２ 県の対応 
  県、市町、防災機関等をブロードバンド回線で接続し、被災現場の映像や大容量の気象情報等を配信す

る通信システムの運用に努め、広域調整を踏まえた災害対応支援機能の整備を図る。 
  また、県、市町、消防機関を衛星回線（地域衛星通信ネットワーク）で接続して代替の通信経路の確保

に努めるほか、インターネット等を利用し、防災情報を必要に応じ県民に提供できるよう努める。 
  また、衛星インターネットの導入によりインターネットへの接続回線の多ルート化に努める。 

さらに、県や市町等において被害情報等の共有化を図るための、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用に
も努める。 
 

３ 市町の対応 
  防災関係機関との防災情報の共有化を推進する。 
 
４ 県民の対応 
  防災関係機関からの防災情報について、情報収集手段の確保に努める。 

 
２－１６－４ 航空消防防災システムの整備 
 
１ 消防防災ヘリコプターの活用 
 消防防災ヘリコプターにより、地震発生時における情報収集や応急対策等を効果的に実施するとともに、
「愛媛県消防防災ヘリコプター応援協定」及び「愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱」に基づき、
救急・救助・消火等の消防活動を迅速かつ的確に行う。 

 
２ ヘリコプター離着陸場の整備拡充 
  市町は、孤立の恐れがある地域を対象にヘリコプター離着陸場の確保及び整備拡充に努め、災害時にお
ける、緊急輸送施設としても活用できるようあらかじめ関係機関と協議を行っておくとともに、必要に応
じて、通信機器等の機材の備蓄に努める。 

 
３ 県警察、自衛隊及び海上保安庁との連携 
  地震災害情報の収集・伝達、被災地への救援物資輸送、消火、救急救助活動等については、県警察、自
衛隊及び海上保安庁のヘリコプターと密接な連絡を行いながら、その連携強化に努める。 

 
２－１６－５ 地震発生時の職員参集システムの整備 
 
 地震津波発生時において、より迅速、確実な初動体制を確立するため、次のシステムの強化を図る。 
 
１ 防災メール等の整備 
  県及び市町は、勤務時間外における地震津波に対する初動体制を確立するため、気象庁が発表する地震
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津波情報等を受信して、防災関係職員の携帯電話等へ情報を発信して非常参集を行う「防災メール」等の
運用に努める。 

 
２ 震度情報ネットワークシステムの整備 
  県は、県内全市町に地震計を設置し、地震発生後、即時に県内各地の震度データを県庁で収集して、地
震による被害状況を推定するとともに、初動体制の確立を目的とした地震津波職員参集装置や震度情報ネ
ットワークシステムの運用に努める。 

  また、このシステムにより収集した震度データについては、震度 4 以上の場合、直ちに、国（消防庁）
へ伝達し、迅速な応援体制の確立に資する。 
 

２－１６－６ 放送施設 
 
 放送施設の被害を最小限にとどめるとともに、被害が発生したときは、迅速適切な応急措置により施設の
機能維持に努めるほか、施設全般について、早期復旧を図るほか、被害原因の調査に基づく施設改良に努め、
平常時から適切に次の措置を講じる。 
 (1) 放送設備・局舎防災設備基準の設定及びこれに基づく措置 
 (2) 電源設備障害時の措置 
 (3) 送受信施設及び空中線設備障害時の措置 
 (4) 建設途上の施設障害時の措置 
 (5) 施設復旧措置 
 (6) その他必要な措置 
 
 ※資料 １ 愛媛県震度情報ネットワークシステム          （資料編 ５－ ４） 
     ２ Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの概要             （資料編 ５－ １） 

３ 愛媛県防災通信システム（地上系・衛星系）回線構成図  （資料編 ６－ １） 
４ 愛媛県非常通信協議会構成員名簿            （資料編 ６－ ２） 
５ 市町の非常通信ルート                 （資料編 ６－ ３）  

      ６ アマチュア無線局用レピーター局設置場所        （資料編 ６－ ７） 
７ 海上保安部通信系統図                 （資料編 ６－ ８） 
８ 警察有線電話通信系統図                （資料編 ６－ ９） 
９ 大規模災害時等の被災地との通信確保に関する協定    （資料編 ６－１０） 

１０ 総務省の災害対策用移動通信機器の貸与制度       （資料編 ６－１１） 
１１ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱        （資料編１６－ １） 

     １２ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理諸規程体系図    （資料編１６－ ２） 
     １３ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理フロ－       （資料編１６－ ３） 
     １４ 緊急運航連絡系統図                  （資料編１６－ ４） 
     １５ 愛媛県消防防災航空隊                 （資料編１６－ ５） 
     １６ 愛媛県内飛行場外臨時離着陸場一覧表          （資料編１６－ ６） 
     １７ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表             （資料編１６－ ７） 
     １８ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定     （資料編１６－ ８） 
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第１７章 ライフラインの耐震対策 
     【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモ、四国電力株式会社、四国ガス株式会社、ＫＤＤ
Ｉ株式会社】 

 
 大規模地震発生時においては、水道、電気、ガス等のライフラインの寸
断による被害の発生が予想されるため、ライフライン事業者は、被害の防
止及び軽減を図るため、施設等の耐震性の向上に努める。 
 また、ライフライン事業者は、あらかじめ被害状況の予測、把握及び緊
急時の供給について計画を作成するとともに、応急復旧に関する事業者間
の広域応援体制の整備に努める。 
 特に、第三次医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインについ
ては、重点的に耐震化を進める。 

 
２－１７－１ 水道施設 
 
 水道事業者は、地震災害によって被災する箇所が生じても、それによっ
てシステム全体の機能が麻痺することのないよう耐震性に配慮した水道施
設の整備を図るとともに、被災した場合であっても、早急な復旧を行うこ
とを基本に次の対策を講じる。 
(1) 災害発生時にも最低限必要な給水を確保できる施設整備を実施す

る。 
(2) 情報電送システム、監視・制御システムについては、災害時にも十

分に機能が発揮できるように整備する。 
(3) 水道施設の広域化を推進し、水源の多元化、施設の多系統化、施設

間の連絡管等の整備促進を図る。 
(4) 既存施設の耐震診断等を行って、耐震化計画を策定し、計画的に耐

震化を推進する。 
 

２－１７－２ 下水道施設  
 

１ 下水道管理者の活動 
  下水道管理者は、下水道施設の機能停止は一時的なものであっても生
活者に多大の影響を与えることから、特に重要な管渠、終末処理場、ポ
ンプ場について、耐震性を考慮して整備を促進する。 

 
２ 代替性の確保 
  下水道管理者は、下水道施設が損傷を受け下水処理が不能となる場合
を想定し、その早急な復旧や代替性の確保が可能となるよう処理系統を
多様化するとともに、計画的な下水道施設の整備に努める。 

 
３ 耐震点検の実施 
 下水道管理者は、幹線管渠、ポンプ場及び終末処理施設について、定
期的に点検を実施し、耐震対策の必要な箇所の把握に努める。 

 
４ 施設の補強・整備 
(1) 管 渠 

 軟弱地盤、液状化の恐れのある地盤においては、機能を確保させる
ために、可とう性管、可とう性継ぎ手、液状化しない埋め戻し材（砕
石等）を採用して、緊急度の高い箇所から順次、補強や整備を実施す
る。 
 特に老朽化している施設については、改築も含めて耐震対策指針に
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基づく施設の整備に努める。 
(2) 終末処理場、ポンプ場 
   終末処理場、ポンプ場の躯体との継ぎ手部分の配管については、可

とう性と伸縮性を有するものを採用し、特に老朽化している施設につ
いては、改築も含めて耐震対策指針に基づく施設の整備に努める。 

 
２－１７－３ 工業用水道施設  
 
(1) 工業用水道事業者は、日常の保安点検等により施設の機能維持を図

るとともに、施設の新設、改良の際には耐震設計、耐震施工に十分な
配慮をする。 

(2) 工業用水道事業者は、地盤の軟弱な場所について、特に処理工法等
を十分に調査研究し、必要な措置を講じる。 

(3) 工業用水道事業者は、老朽化の著しい管について、敷設替え等補強
工事を行う。 

 
２－１７－４ 電力施設  
 
 電気事業者は、地震災害予防のため、日常の保安点検等により施設の機 
能維持を図るとともに、電力設備等についても、十分な耐震性の確保に努 
めるほか、系統の多重化を進めるなど災害予防措置を講じる。 
 また、防災業務計画を策定して、電力施設の防護及び迅速復旧体制を確 
立する。 
 
１ 設備面の対策 
(1) 発・変電設備 
   過去に発生した地震災害及びこれに伴う被害の実態等を考慮した

「発電用水力設備に関する技術基準」、「火力発電所の耐震設計指針」、
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」、「変電所等における
電気設備の耐震対策指針」等に基づいて設計を行う。 

(2) 送・配電設備 
   地震により不等沈下や地すべり等が生ずる恐れのある軟弱地盤にあ

る設備については、基礎の補強等による耐震対策を考慮するととも
に、これらの地帯への設備の設置は極力避ける。 

(3) 災害復旧用設備 
   電力施設の災害復旧を迅速に行うため、移動用の発電機、変圧器、
遮断器、無線等を確保する 

 
２ 体制面の対策 
(1) 保安の確保 
   設備の巡視・点検を行い、保安の確保を図る。 
(2) 要員の確保 
   従業員及び請負業者について、動員体制を確立する。 
(3) 資機材等の確保 
   災害時のための資機材の確保及び輸送体制を確立する。 
  ア 応急復旧用資機材及び車両 
  イ 食糧その他の物資 
(4) 電力融通 
   災害発生時に、一時的に供給力が不足することも考えられるので、 
  他電力との電力融通体制を確立する。 
 
３ 原子力発電施設による電力供給確保対策 
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(1) 基本方針 
 原子力発電所が立地する本県の特殊事情を踏まえ、関係機関の緊密
な連携により、大規模地震に備えた安全・防災対策を推進する。 

(2) 耐震性の確保 
  耐震設計にあたっては、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査
指針」に基づいて設計し、想定されるあらゆる地震に対しても、原子
炉を安全に停止し、冷却し、放射性物質を閉じ込める機能が十分に保
たれるよう、万全の安全対策が講じられている。 

(3) 国の安全確認 
  伊方発電所に常駐している原子力規制委員会原子力規制庁原子力保
安検査官が、保安規定どおりの安全運転が行われているか常時確認し
ている。 

(4) 県の安全確認 
  県は、伊方発電所周辺の安全確保及び環境保全を図るため、「伊方
原子力発電所周辺の安全及び環境保全に関する協定書」に基づき、必
要があると認められる場合には立入り検査を実施し、安全確保の状況
を確認する。 

 
２－１７－５ ガス施設  
 
 ガス事業者は、地震災害予防のため、ガス施設について耐震性に配慮し
た整備を行うとともに、平素から定期点検や防災訓練の実施、応急資機材
の整備など災害予防対策を推進する。 
 
１ 施設の整備 
(1) ガス施設は、ガス事業法に基づく定期点検及び自主保安検査の実施

により、常に技術基準に適合している状態を維持する。 
(2) 主要なガス工作物については、ガス事業法に基づき、設計、施工を

行う。 
(3) ガス導管の敷設は、耐震性に優れた継手及び可とう性のあるものと

する。 
(4) 緊急操作設備を充実強化する。 
(5) 供給緊急停止のため、バルブを設けてガス供給区域のブロック化を

図る。  
 
２ 応急資機材の整備 
(1) 緊急時に必要な資機材の在庫管理を常に行い、調達を必要とする資

機材は速やかに確保できる体制とする。 
(2) 復旧が長期化した場合に備え、代替熱源等の確保の手段について、

あらかじめ調査する。 
 
３ 連絡体制及び動員体制 
  緊急時における従業員の連絡体制を確保するとともに、震度５弱以上
の地震を覚知した場合は、全員事業所等に参集する。 

 
４ 保安教育及び防災訓練 
  ガス施設又はガス供給上の事故による二次災害の防止を目的として、
緊急事故対策及び地震などの緊急措置について保安教育を行うととも
に、防災訓練を実施する。 

 
５ ガス利用家庭設備 
(1) 200 ガル（震度５相当）以上の地震を感知した場合、自動的にガス
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を遮断するマイコンメーターの設置を図る。 
(2) 利用者に対しては、地震発生時にはガス栓を閉めることと、ガス器

具の使用禁止について周知を図る。 
 
６ 地震計の設置 
  事業所に地震計（ＳＩ計）を設置し、地震規模の情報把握を行う。 
 
２－１７－６ 電信電話施設  
 
 西日本電信電話株式会社は、電信電話施設について建物、設備等に耐
震・耐火措置を講じるとともに、災害対策用機器についても配備を充実す
るなど災害予防対策を推進する。 
 
１ 局舎の整備 
  耐震・耐火構造の局舎設計を行い、地震に起因する火災、浸水等の二
次災害防止のため、防火扉、防潮板等を設置する。 

 
２ 局舎内設備の整備 
(1) 局舎内に設置する電気通信設備の振動による倒壊、損傷を防止する

ため、支持金具等による耐震措置を講じる。 
(2) 非常用予備電源として、蓄電池及び発動発電機を設置する。 
(3) バッテリー、予備エンジンの耐震強化を実施するとともに、相互応

援給電網の実現に努める。 
 
３ 局外設備の整備 
  地下にある通信施設については、地震対策を実施する。 
 
４ 災害対策用機器の整備 
(1) 通信の全面途絶地域、避難場所等との通信を確保するために、衛星

通信無線車、災害対策用無線機、移動無線機等を配備する。 
(2) 局内通信設備が被災した場合、重要な通信を確保するため、代替交

換装置として非常用移動電話局装置を主要地域に配備する。 
(3) 震災時の長時間停電に対して、通信用電源を確保するために、主要

局に移動電源車を配備する。 
(4) 局外通信設備が被災した場合、応急措置用として、各種応急用ケー

ブル、災害対策用機器等を配備する。 
 
５ 建物、鉄塔等の耐震診断の徹底と対策実施 
  ビル、鉄塔等の診断及び補強を実施するとともに、建物内の情報シス
テムや端末の耐震対策を実施する。 

 
６ ネットワークの信頼性と柔軟性の確保 
  共通線、クロック回線等ネットワークの神経回線の２ルート化の推進
及び回線増設等が柔軟にできるような対策を実施する。 

 
７ 通信ケーブルの地中化の推進 
  県等と連携を図りながら、電線類地中化計画に積極的に参画する。 
 
８ 運用監視センターや各種データベースの分散 
  県内の設備の監視・制御は、ＮＴＴ西日本で一元的に行い、通信網異
常時の影響度の把握とそれに必要な措置を迅速に行うため、コクピット
化を図る。 
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  また、重要な各種データ等については、分散して保管する。 
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第１８章 公共土木施設等の耐震対策等 
      【危機管理課、労政雇用課、農地整備課、森林整備課、漁港課、河川課、砂

防課、港湾海岸課、道路建設課、道路維持課、都市計画課、都市整備課、
文化財保護課、県警本部、松山空港事務所、㈱JR 四国、㈱JR 貨物、伊予
鉄道㈱】 

 
 道路、海岸、河川、港湾、空港等の各種公共土木施設等は、ライフライ
ンとともに、県民の日常生活及び社会、経済活動上欠くことのできないも
のであり、また、地震発生後の災害復旧の根幹となるべき使命を担ってい
る。 
 このため、それぞれの施設の目的に応じた整備促進に努めるとともに、
（社）愛媛県建設業協会等に応援を要請しておくなど、応急復旧対策用人
員及び資機材の確保と運用に係る体制の整備を図る。 
 また、余震や豪雨等に伴う二次災害を防止するための体制を整備すると
ともに、資機材の備蓄を可能な限り行う。 
 そのほか、災害発生時の緊急輸送活動のために、多重化や代替性を考慮
しつつ確保すべき輸送施設（道路、港湾等）及び輸送拠点について把握
し、緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、応急活動等を円滑に進
めるためのマニュアルの作成に努める。 
 さらに、災害復旧・復興に備え、施設台帳等の各種データの整備・保
存、重要な公共土木施設等の資料整備と複製保存に努めるとともに、老朽
化した公共土木施設等について、長寿命化計画の作成・実施等により、そ
の適切な維持管理に努めるものとする。 
 
２－１８－１ 道路施設  
 
１ 緊急輸送道路の確保 
 道路交通の確保は、地震発生後において、避難や救助をはじめ、物資
の輸送や諸施設の復旧など応急対策活動を実施するうえで必要不可欠で
ある。 
 このため、道路管理者は、緊急輸送道路を選定し、救助活動の円滑な
実施と物資輸送の確保を行うため、防災対策、震災対策及び改良整備を
促進し、県内地域間を結ぶ交通体系の充実を図り、これらを有機的に連
結させて緊急輸送ネットワークを形成し、諸活動の円滑化に寄与すると
ともに、パトロールや点検等管理体制に資する。 
また、道路管理者は、発災後の道路の障害物除去による道路啓開、応

急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、（社）愛媛県建設業
協会等と協定を締結し体制の整備を図る。また、道路啓開等を迅速に行
うため、道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立
案するものとする。 

 
２ 耐震点検の実施 
  道路管理者は、緊急輸送道路における諸施設の耐震点検を定期的に実
施し、震災対策の必要な箇所の把握に努める。 

  また、通常のパトロール等においても目視等による点検を実施する。 
 
３ 施設の補強・整備 
  道路管理者は、耐震点検等で対応が必要とされた箇所及び未改良区間
について、緊急輸送道路及び緊急性の高い路線及び箇所から順次、補強
や整備を実施する。 
(1) 道 路 
   法面の崩壊、路面の損壊、道路施設の変状・破壊等の被害が想定さ
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れる危険箇所について、補強対策を実施するとともに、道路改良にあ
たっては、耐震基準に基づく整備を行う。 

(2) 橋 梁 
   落橋、変状等の被害が予想される道路橋等について、補強対策を実

施する。 
(3) トンネル 
   覆工コンクリートや付帯施設の落下、変状等の被害が予想されるト

ンネルについて、補強対策を実施する。 
(4) 道路の付属物 
   道路敷地内の道路標識、道路情報提供装置、電線共同溝など道路付

属物の耐震性の確保並びに補強・整備に努める。 
 
４ 施設の長寿命化対策 

道路管理者は、道路施設の劣化状況の把握や将来予測を行い、長寿
命化計画を作成・実施し、その適切な維持管理に努める。 

 
５ 交通管制施設及び交通管理体制の整備 
  県警察は、災害発生時における広域交通管理体制の整備を図るととも
に、信号機、交通情報板、交通管制センター等交通管制施設について耐
震性の確保を図るとともに、大規模な交差点において信号機の無停電化
を図る。 

  また、災害時における交通誘導及び地域の安全確保等については「災
害時における交通誘導及び地域の安全確保等の業務に関する協定」に基
づき、（社）愛媛県警備業協会の協力を得ながら実施する。 

 
２－１８－２ 海岸保全施設  
 
１ 海岸保全施設の確保 
  海岸管理者は、老朽化した施設や、堤防、護岸等の嵩上げの必要な箇
所、液状化により施設が崩壊する可能性がある箇所等、地震や津波によ
り被害が発生する危険性の高い地域において、海岸保全施設の整備に努
める。 

 
２ 耐震点検の実施 
  海岸管理者は、耐震点検を背後地の重要度に応じて順次実施し、震災
対策の必要な箇所の把握に努める。 
また、通常のパトロール等においても目視等による点検を実施する。 

 
３ 施設の補強・整備 
  海岸管理者は、耐震点検で対応が必要とされた施設については、緊急
度が高い箇所から順次、愛媛県海岸保全基本計画とも整合を図りながら
補強や整備を実施する。 

 
２－１８－３ 河川管理施設  
 
１ 河川管理施設の整備 
  河川管理者は、耐震性に配慮した河川改修等の治水事業を実施し、河
川管理施設の整備促進に努める。 

 
２ 耐震点検の実施 
  河川管理者は、耐震点検を定期的に実施し、震災対策の必要な箇所の
把握に努める。 
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 また、通常パトロールにおいても目視等による点検を実施する。 
 
３ 施設の補強・整備 
  河川管理者は、耐震点検で対応が必要とされた施設について、緊急度
の高い箇所から順次、補強や整備を実施する。 

 
２－１８－４ 砂防等施設  
 
１ 砂防等施設の確保 
 砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設（以下砂防等施
設）の管理者は、施設の耐震機能を高め、土砂災害危険箇所の解消を図
るべく施設の整備促進に努めるとともに、地震発生後には、各施設に異
状がないか点検パトロールを行うなど余震、豪雨等に伴う二次災害を防
止する体制を整備する。 
 

２ 耐震点検の実施 
  砂防等施設の管理者は、施設の耐震点検を定期的に実施し、震災対策
が必要な箇所の把握に努める。 
 

３ 施設の補強・整備 
  砂防等施設の管理者は、耐震点検で対策が必要とされた施設につい
て、緊急度の高い箇所から順次、補強や整備を実施する。 
 

２－１８－５ 治山等施設  
 

１ 治山等施設の確保 
 林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設（以下「治山等施設」とい
う。）の管理者は、山地災害危険地区の解消を図るため、施設の耐震機
能の向上や整備促進に努めるほか、地震発生時には、各施設に異状がな
いか点検パトロールを行うなど、余震、豪雨等に伴う二次災害を防止す
る体制を整備する。 
 

２ 耐震点検の実施 
  治山等施設の管理者は、施設の耐震点検を定期的に実施し、耐震対策
の必要な箇所の把握に努める。 
 

３ 施設の補強・整備 
  治山等の管理者は、耐震点検で対策等が必要となった施設について、
緊急度の高い施設から順次、補強や整備を実施する。 
 

２－１８－６ 港湾・漁港施設  
  

１ 物資輸送拠点の確保 
  海上交通ルートは、地震被災による避難、救助、緊急物資及び復旧資
材等の輸送を行ううえで極めて重要な役割を果たすものであり、その拠
点の確保を図っておく必要がある。 

  また、大規模地震の発生直後にあっても、地域の経済活動を維持する
観点から、国内産業・経済活動が停滞することのないよう、安定した物
流機能を確保する必要がある。 

  このため、港湾及び漁港管理者は、防災拠点となる港湾及び漁港につ
いて、岸壁、緑地、背後道路、荷役機械等の耐震化を進め、震災時に物
資輸送拠点として施設の利用に支障をきたさないよう管理する。 
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  なお、次の防災拠点となる港湾等については、耐震強化岸壁等の整備
を行っている。 
(1) 防災拠点となる港湾（新居浜港、東予港、今治港、松山港、宇和

島港、中島港、八幡浜港、三崎港） 
(2) 防災拠点漁港〔深浦（愛南町）、宮窪（今治市）、豊田（伊予市）〕 

 
２ 海上輸送と道路輸送の連結 
  防災拠点となる港湾等により形成された海上輸送ネットワークは、道
路輸送ネットワークと相互に連結させ、緊急輸送ネットワークをより確
実なものとする。 

  また、内航海運組合連合会や旅客船協会との協定に基づき、陸上輸送
の代替手段の確保に努める。 
 

３ 耐震点検の実施 
  港湾及び漁港管理者は、防災拠点となる港湾等の岸壁等を、輸送拠点
として施設を利用するため、耐震点検を定期的に実施し、震災対策の必
要箇所の把握に努める。 

  その他の施設と港湾及び漁港については、通常のパトロール等におい
ても目視等による点検を実施する。 
 

４ 施設の補強・整備 
  港湾管理者は、耐震点検・新たな知見等で対応が必要とされた施設に
ついて、緊急度の高い箇所から順次、耐震補強、免震化、液状化対策等
を実施する。 
 

２－１８－７ 空港施設  
 

 空港管理者（国土交通省）は、松山空港について、震災状況の迅速な把
握並びに救援物資及び人員の輸送を図るため、空港基本施設及び航空保安
施設の耐震構造化を図る。 

 
２－１８－８ 鉄道施設  

 
 鉄道事業者は、橋梁、土構造物等の施設を主体に、必要により補強対策 
等を推進し、耐震性の向上を図るとともに、地震等による異常事態が発生 
したときは、運転規制等によって災害の防止を図る。 
また、地震発生後の早期復旧を期するため、次により復旧体制を整備す

る。 
(1) 復旧要員の動員及び関係機関との協力応援体制 
(2) 復旧用資機材・機器の手配 
(3) 防災知識の普及 

 
２－１８－９ 農地・農林業施設  

 
 本県の施設は、古くから築造されたものもあり、順次整備を図っている 
ものの、耐震性に乏しい老朽化した施設が存在する。 
 農地等の防災・保全と農業用施設の維持管理のため、県、市町その他の 
施設管理者は、管理、点検の一層の強化を図る中で、危険度の高いものか 
ら順次設計基準に基づき、必要に応じて耐震構造とした設計で整備促進を 
図る。 
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２－１８－１０ 防災上重要な施設  
 

 県及び市町は、庁舎、病院、学校、社会福祉施設等のうち、特に災害時
に情報伝達、避難誘導、救助及び公共土木施設等の応急復旧等の防災業務
の中心となる公共建築物の耐震性の向上を図り、倒壊防止に努めるととも
に、自家発電設備等の整備により、停電時でも利用可能なものとするよう
努める。 
 また、防災拠点となる公共施設の耐震化については、計画的かつ効率的 
な実施に努める。 

 
１ 医療救護施設の整備 
  在院患者の安全と医療救護機能を維持するために必要な病院施設の耐

震化の促進を図る。 
 
２ 社会福祉施設等の整備 
  社会福祉施設等の収容者等を地震災害から守るため施設の耐震化を図

る。 
 
３ 学校等施設の整備 
  児童、生徒、職業訓練生の生命の安全を確保するとともに、円滑な避
難等の災害応急対策を実施するため、学校、高等技術専門校等の施設の
耐震化を図る。 

 
４ 不特定多数が利用する公的建物の整備 
  教養文化施設、集会施設、スポーツレクリエーション施設等不特定多
数の者が利用する公共施設の耐震化を図る。 

 
５ 庁舎、消防施設、警察施設等の整備 
  庁舎、消防施設、警察施設、緊急物資集積場所となることが予想され
る施設等災害対策の拠点となる施設の耐震化を図る。 

 
６ 地域防災拠点施設 
  地域の防災活動を円滑に実施するため、また平常時には防災に関する
広報・訓練を実施するための拠点となる施設の整備を図る。 

  地震災害時に災害応急対策及び応急復旧工事の拠点として、自動車駐
車場、交通広場等オープンスペースの整備を図る。 
 

２－１８－１１ 都市公園施設  
 

１ 都市公園施設の確保 
  都市公園は、震災時の延焼遮断空間、避難場所、防災活動拠点として
有効に利用されるため、県及び市町は、他の公共施設とも連携を図り、
施設整備を促進する。 

 
２ 耐震点検の実施 
  都市公園施設は、特に安全性に配慮して整備されており、老朽施設を
重点に定期的な点検を実施し、地震災害の防止に努める。 

  特に、動物園については、地震時における動物の挙動等を考慮し、入
園者並びに付近住民に対する安全対策に万全を期する。 
 

３ 施設の補強・整備 
  耐震点検等で対応が必要とされた施設については、緊急度の高い施設
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から順次、補強や整備を実施する。 
  また、市町が避難場所として指定する基幹的な都市公園については、
必要に応じ、食料、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫、耐
震性貯水槽、放送施設、非常用照明施設、非常用発電施設等の整備に努
める。 

  さらに、とべ動物園については、獣舎の補強や動物の逸走防止・捕獲
に対応する施設等の整備に努める。 
 

２－１８－１２ 都市基盤施設  
 

１ 事業の目的 
街路は、地震発生時の避難路、緊急輸送道路のみならず、阪神大震災

の際には、幅員の広い道路がライフラインの確保とともに延焼防止に大
きな効果を発揮しており、都市防災機能の向上を重視した効率的・効果
的な整備に努める。 
さらに、都市計画と連携して工業地域と住宅地域を分離することによ

り、コンビナート災害などから、既存市街地を保全する。また、建築物
の倒壊や延焼火災の危険性が高い老朽住宅密集市街地の解消のため､土
地利用誘導、市街地の面的な整備､建築物の耐震･不燃化等により地震に
強い都市構造の形成を図る｡ 
  

２ 整備の水準 
 上記目的達成のため、県は市町と連携し、街路の整備を進めるととも
に、適切な用途地域の設定のほか、多くの人が集まる交通結節点や中心 
市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業及び地区計画によ
る防災・減災まちづくりを推進する。また、整備については、緊急性が
高く地元の熟度が高い箇所から優先して行う。 
 

２－１８－１３ 文化財施設  
 

１ 文化財の保護 
 建築物及びその他の文化財並びに文化財が収蔵されている建築物（以
下「文化財等」という。）の地震時の安全性を確保するため､文化財の所
有者、管理責任者又は管理団体（以下「所有者等」という。）は、必要
な次の対策を講じるものとし、県教育委員会は､市町教育委員会の協力
を得て､所有者等に対して適切な指導助言を行う。 

 (1) 文化財等の補強工事の実施 
 (2) 日常の維持管理による部分的・応急的な補修の実施 
 (3) 安全な公開方法と避難方法・避難場所の設定 
 (4) 地震発生時における連絡体制、関係機関に対する通報体制の確立 
 (5) 安全性の確保された他の施設等への文化財の搬出と復旧のための支

援体制の整備 
 (6) 地震発生後の火災発生に対する防火施設の設置と防災訓練の実施 
 
２－１８－１４ 通信放送施設  

 
 災害時の情報伝達に重要な役割を担う通信放送施設については、運用に
支障をきたさぬよう非常用電源設備の整備や耐震性のある堅固な場所への
施設整備に努める。 

 
１ 県防災通信システム施設（地上系・衛星系） 

平常時において保守点検業者との連携を密にして、障害復旧の時間短
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縮に努めるなど保守管理体制の確立を図る。 
 
２ 市町防災行政無線施設 

平常時において保守点検業者との連携を密にして、障害復旧の時間短
縮に努めるなど保守管理体制の確立を図る｡ 

 
 
 ※資料 １ 緊急輸送道路                         （資料編１１－ １） 
     ２ 災害時における交通誘導及び地域の安全の確保等の業務に関する協定（資料編１１－１７） 
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第１９章 危険物施設等の耐震対策 【消防防災安全課、薬務衛生課】 
 
 地震発生時に、危険物施設等の火災や危険物の流出などがあった場合、 
周辺地域に多大の被害を及ぼす恐れがある。 
 このため、県及び市町は、これら施設の自主保安体制の充実・強化を指 
導し、地震対策と防災教育の推進を図る。 
 なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設等については、石
油コンビナート等災害防止法に基づく愛媛県石油コンビナート等防災計
画、また、原子力発電所については、原子力災害対策特別措置法に基づく
愛媛県地域防災計画（原子力災害対策編）の定めるところによる。 

 
２－１９－１ 危険物施設 

 
 産業活動の進展に伴う石油類の需要の増加、石油化学製品の開発並びに
利用の拡大により、危険物の取扱量の増加とともに施設及び設備の大規模
化、大型化が進んでいる。 
 大規模な地震が発生した場合は、耐震設計で考慮された以外の要因や、
地盤の液状化による要因で、危険物施設が損傷を受けることがあるため、
県及び市町は、これらの実態把握に努めるとともに、法令に基づく規制や
事業所に対する指導の強化及び普及・啓発を次のとおり行う。 
 
１ 安全指導の強化 
  危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者及び危険物保
安監督者等の健全な育成を図るとともに、安全管理の向上を図るため、
講習会等の保安教育を実施する。 

 
２ 自衛消防組織の充実強化 
  事業所における自衛消防組織等の育成を推進するとともに、隣接する
事業所との相互応援に関する協定の締結を進め、効果的な自主防災体制
の確立を図る。 

 
３ 防災車両、資機材の整備 
  市町は、複雑多様化する危険物への備えとして化学消防自動車等の整
備を図り、化学消防力の強化に努めるとともに、事業所に対しても防災
車両や資機材の整備、備蓄の促進について指導する。 
 

２－１９－２ 高圧ガス施設 
 
 産業活動の進展に伴う利用範囲の拡大により、高圧ガスは様々な分野で
使用されており、また、家庭用燃料として使用される液化石油ガス（LP
ガス）も、その利便性により、県内の多くの世帯で使用されている。 
 高圧ガス取扱事業所における高圧ガス施設は、過去の震災の教訓を生か
し、高圧ガス保安法によって耐震設計基準が定められ、、耐震性を考慮し
た設計・施工がなされて、地震に対する構造上の安全対策が講じられてい
る。 
 しかしながら、大規模な地震が発生した場合は、想定を超える地盤の液
状化等によって、高圧ガス施設が損傷を受けることがあるため、県は、高
圧ガス事業所に対して、地震発生時における高圧ガス施設の保安管理体制
確立に向けて講習会等を実施するほか、高圧ガス取扱事業所及び一般消費
家庭に対し、次のとおり、確認・調査を行い、設備の設置促進等を図る。 
 
１ 高圧ガス事業所 
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(1) 耐震設計構造物について通達や耐震設計基準による評価を行い、自
らの設備の耐震性能を確認し、必要な対策の実施。 

(2) 敷地が液状化の発生しやすい場所かどうかについて調査を行い、必
要な対策の実施。 

(3) 高圧ガス貯槽等に設けられた緊急遮断弁の遠隔化や感震装置の設置
による自動化の促進。 

(4) 容器（ボンベ）によって高圧ガスを貯蔵している場合には、チェー
ン止め等による転倒・転落防止措置の徹底。 

 
２ 一般消費家庭 
(1) ガス放出防止器の設置促進 
(2) 容器（ボンベ）のチェーン止め等による転倒・転落防止措置の徹

底。 
(3) 感震ガス遮断機能付きガスメータの設置の徹底及び使用期限管理の

徹底。 
 

２－１９－３ 毒物・劇物貯蔵施設  
 

 県及び製造業者等は、次により耐震対策の強化を推進する。 
 
１ 県の活動 
(1) 立入検査の実施 
   毒物劇物の製造や販売施設が、毒物及び劇物取締法に規定されてい

る構造設備の基準に適合するよう立入検査の際に構造設備に係る指導
を強化する。 

(2) 保護具の設置 
   保健所に毒物劇物用保護衣、防毒マスク等の保護具一式を設置し

て、地域で緊急事態が発生した場合、即時、消防機関等に協力できる
ようその体制を確立するとともに、保健所の毒物劇物監視員の定期的
な実地訓練を行う。 

 
２ 製造業者等の活動 
(1) 応急対策教育の徹底 
   毒物劇物の製造業者は、それぞれ自主的に作成している「危害防止

規定」を順守するよう職員に教育指導する。 
(2) 毒物劇物の製造量及び同貯蔵量の把握 
   毒物劇物の製造量及び貯蔵量を定期的に調査し、その実態を把握す 
  る。 

 
２－１９－４ 火薬類製造施設・貯蔵施設 

 
 県及び製造事業者、火薬庫設置事業者は、次により耐震対策を強化す
る。 
 
１ 県の活動 
(1) 保安検査及び立入検査の実施 
   火薬類製造施設や火薬庫等が火薬類取締法に定める構造基準や保安

管理基準に適合するよう、保安検査及び立入検査を通じて指導する。 
(2) 保安講習会の実施 
   火薬類の取り扱いに従事する者に対し、一般社団法人愛媛県火薬類

保安協会とともに保安講習会を実施する。 
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２ 事業者の活動 
(1) 定期自主検査の実施 
   事業者は、火薬類取締法の規定を遵守して火薬類の製造施設及び火

薬庫の構造等、基準適合状況について年２回以上定期自主検査を実施
し、県に報告する。 

(2) 保安教育の実施 
   事業者は、地震発生時の災害防止のためにとるべき措置等について

保安教育を実施する。 
(3) 危害予防規程 
   火薬類製造事業者は、災害の発生防止のために定めた危害予防規程 
  を遵守し、地震等災害発生時の保安確保に努める。 
 
 
 ※資料 １ 毒物劇物製造業者名簿              （資料編１４－１） 

      ２ 毒物劇物貯蔵施設等の災害時における緊急通報系統図（資料編１４－２） 
      ３ 毒物劇物の災害時における事故処理要領      （資料編１４－３） 
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第２０章 災害復旧・復興への備え 【危機管理課、循環型社会推進課】 
 
２－２０－１ 平常時からの備え 
県及び市町は、平常時から国、地方公共団体等関係機関間や、企業等と

の間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、災害発生時に
各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 
民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物

資の管理・輸送等）については、あらかじめ民間事業者との間で協定を締
結しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 
県及び市町は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な

資機材、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸
念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努める。 
県及び市町は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者

（自衛隊等の国の機関の退職者も含む。）の活用や、民間の人材の任期付
き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 
 
２－２０－２ 複合災害への備え 
県及び市町等の防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の

災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、
災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画等を見
直し、備えを充実する。 
県及び市町等の防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等につ

いて、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後
発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに
留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定
めるとともに、外部からの支援を早期に要請することも定めておく。 
県及び市町等の防災関係機関は，様々な複合災害を想定した机上訓練を

行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努める。さらに、地
域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員の参集、合同の
災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 

 
２－２０－３ 災害廃棄物の発生への対応 
県及び市町は、地震による災害廃棄物の発生を抑制するため、建築物の

耐震化等に努めるとともに大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制
の確立に努める。 
 

２－２０－４ 各種データの整備保全 
県及び市町は、復興の円滑化のため、あらかじめ次の事項について整備

する。 
・各種データの総合的な整備保全（戸籍、住民基本台帳、地籍、建築
物、権利関係、施設、地下埋設物等情報及び測量図面、情報図面等デ
ータの整備保存並びにバックアップ体制の整備） 

県及び市町は、各種情報システムについて、地震災害の発生時における
システム継続稼働を確保するため、災害に強いシステムを整備するととも
に、データバックアップの実施を徹底するほか、重要データの複製を遠隔
地に保管する措置の導入に努める。 
公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な

所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、資料
の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 
 
２－２０－５ 地震保険の活用 
地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とし
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た、政府が再保険を引き受ける保険制度であり、被災者の生活再建にとっ
て有効な手段の一つであることから、県、市町はその制度の普及促進にも
努める。 
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第３編 災害応急対策 
 
 地震災害は、他の災害と異なり、事前予知が困難であり、大規模地震の発生時には広範囲に甚大な被害が
及ぶことから、その応急対策の基本方針を次のとおり定める。 
 
第１章 防災関係機関の活動 【危機管理課】 
 
 県内に大規模な地震災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、県、市町等防災関係機関は、速やかに
それぞれの災害対策本部等組織の編成、要員の確保を行い、初動体制を確立するとともに、相互に緊密な連
携を図りながら応急対策を行うなど災害の拡大を防止するための活動体制を整備する。 
 
３－１－１ 県の活動 
 
１ 地震発生直前の対策 
  県は、伝達を受けた緊急地震速報等を県防災通信システム等により市町、住民等への伝達に努める。 
 
２ 地震発生時の緊急配備体制 

県は、地震が発生し、又は発生する恐れがあるときは、応急対策を迅速かつ的確に実施するため、状況
に応じた配備体制をとる。                  

  なお、勤務時間外に迅速な対応を図るため、気象庁が発表する地震津波情報等を受信して、「愛媛県防
災メール」により携帯電話等で防災担当職員等に参集を呼びかける。 

 
３ 職員の動員計画 
(1) 本庁各部局及び地方局は、配備要員や参集のための連絡方法等を明記した「危機発生時の職員行動基

準」を全職員に配布し常に携帯させることで、動員体制の周知徹底を図る。 
   特に、夜間や休日等の勤務時間外において、災害発生初期の情報収集や災害対策本部・支部の設置な

どに迅速に対応するため、あらかじめ本庁又は地方局等の庁舎の近隣に居住する職員の中から配備要員
を指名するなど所要の対策を講じておく。 

(2) 配備要員に指名された職員は、勤務時間外においてテレビ、ラジオ等により地震又は津波の発生を覚
知した場合は、直ちに自主的に登庁し、配備体制につく。 

   その他の職員は、地域の被害の情報収集や被災者の救助など応急活動に従事するとともに、登庁する
よう連絡を受けた場合は、直ちに登庁する。 

   ただし、交通機関の不通や道路の決壊等により登庁できない場合は、自己が所属する部局の最寄りの
関係機関に参集し、応急活動に従事する。 

(3) 必要に応じ、報道機関に対し関係職員の非常参集の放送を依頼する。 
 
４ 災害警戒本部 
(1) 設置及び廃止基準 
  ア 設置基準 
   (ｱ) 県内で最大震度５弱・５強の揺れが発生したとき 
   (ｲ) 津波注意報が発表され被害が発生したとき 
   (ｳ) 津波警報が発表されたとき 
   (ｴ) その他知事が必要と判断するとき 
  イ 廃止基準 
   (ｱ) 地震・津波の警戒にあたる必要がなくなったとき 
   (ｲ) 災害対策本部が設置されたとき 

  (2) 組織及び所掌事務 
   ア 組織 
     災害警戒本部に、災害警戒室及び各対策部並びに地方本部・支部を置く。 

また、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため、本部長が特に必要と認める
ときは、現地災害警戒本部を設置する。 
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    その他、災害警戒本部の編成及び運営については、別に知事が定めるところによる。 
  イ 所掌事務 
    災害警戒本部は、地震災害に備えるため、動員の実施、事前対策の検討、気象情報や災害情報の

収集・伝達、防災関係機関等との連絡・調整及び応急対応に係る事務を実施する。 
     なお、地方本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、地方本部において対処する。 
  (3) 災害警戒本部会議の開催 
   本部長は、必要に応じて災害警戒本部会議を開催し、災害対処方針等について協議する。 
 (4) 参集及び配備 
   災害警戒室及び各対策部並びに各地方本部においては、災害警戒本部が設置された場合、直ちに状

況に応じた人員が参集し、所定の場所において災害応急業務に当たり、地震・津波による被害が明らか
となってきた段階で、業務の必要性にあわせ適切な配備をとる。 

 
災 害 警 戒 本 部 

設 置 基 準 
参集基準 配備基準 

① 県内で最大震度５弱の揺れが 
  発生したとき 
② 津波注意報が発表され被害が 
  発生したとき 
③ 津波警報が発表されたとき 
④ その他知事が必要と判断する 
 とき 

 
災害応急対策を実施するために必
要な人員 

 
同左 
 
※災害応急業務の必要性にあ 
 わせ順次配備人員拡大 

① 県内で最大震度５強の揺れが 
  発生したとき 
② その他知事が必要と判断する 
 とき 

 
職員の１/３ 

情報収集活動及び初期の災害
応急対策を実施するために必
要な人員 

 
 (5) 災害警戒本部地方本部・支部の設置 

災害警戒本部が設置された場合、災害警戒本部設置基準による地震の発生等があった地域を所管する
地方局・支局に地方本部・地方本部支部を設置する。 

 
５ 災害対策本部 
(1) 設置及び廃止基準 
 ア 設置基準 
  (ｱ) 県内で最大震度６弱以上の揺れが発生したとき 
  (ｲ) (ｱ)未満の震度であっても、県内の被害程度が甚だしく、若しくは本県を含め複数の県が被災す

る広域災害で、複数の対策部が連携して対応する必要があると知事が判断するとき 
  (ｳ) その他知事が必要と判断するとき 
 イ 廃止基準 
  (ｱ) 予想される災害の発生がないとき 
  (ｲ) 災害応急対策措置が完了したとき 

 (2) 組織及び所掌事務 
  ア 組織 
    災害対策本部に、統括司令部及び各対策部並びに地方本部・支部を置く。 
     また、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため、本部長が特に必要と認める

ときは、現地本部を設置する。 
    その他、災害対策本部の編成及び運営については、愛媛県災害対策本部条例（昭和 37 年条例第 50 
   号）及び愛媛県災害対策本部要綱の定めるところによる。 
  イ 所掌事務 
    災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。 
     なお、地方本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、地方本部において対処する。 
     また、現地本部をおいた場合は、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な事務  
      は、現地本部において対処する。 
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(ｱ) 地震被害情報、その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達 
(ｲ) 災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成 
(ｳ) 災害予防及び災害応急対策の実施及び混乱防止に必要な広報 
(ｴ) 災害予防及び災害応急対策に関する関係機関相互の連絡調整 
(ｵ) 水防その他の応急措置 
(ｶ) 被災者の救助、救護、その他の保護 
(ｷ) 施設及び設備の応急復旧 
(ｸ) 防疫その他の保健衛生 
(ｹ) 避難の勧告、指示 
(ｺ) 犯罪の予防、交通の規制、その他被災地域における社会秩序の維持 
(ｻ) 緊急輸送の確保及び調整 
(ｼ) 国その他の防災関係機関に対する、災害予防や災害応急対策の実施又は支援の要請、資料・情
報の提供等の協力要請 

(ｽ) その他の災害の発生の防御又は拡大の防止 
(ｾ) ボランティア等への支援 

    おって、国の非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）が設置され、国の現地対策本部が置かれ
た場合は、愛媛県災害対策本部は、当該現地対策本部との連携を図りながら、適切な災害応急対策の
実施に努める。 

 (3) 災害対策本部会議の開催 
  ア 本部長（知事）は、災害対策本部を設置した場合、災害対策本部会議を開催し、当面の応急対策活

動等について協議する。 
  イ 災害対策本部の設置場所は、県庁第１別館３階災害対策室とするが、庁舎の被災状況に応じて、第

２別館６階会議室、本館４階正庁、中予地方局庁舎内、その他本部長が指定する施設の順に、代替場
所を選定する。 

 (4) 参集及び配備 
  ア 地震・津波により災害対策本部が設置された場合、直ちに全職員が参集し、所定の場所において災

害応急業務に当たる。 
災 害 対 策 本 部 

設 置 基 準 
参集基準 配備基準 

① 県内で最大震度６弱以上の揺 
 れが発生したとき 
② ①未満の震度であっても、県 
 内の被害程度が甚だしく、若し 
 くは本県を含め複数の県が被災 
  する広域災害で、複数の対策部 
  が連携して対応する必要がある 
  と知事が判断するとき 
③ その他知事が必要と判断する 
 とき 

 
全職員 

 
県の組織をあげて大規模災害
への応急対策を実施するため
に必要な人員 
 
 

 
 イ 本部長は、災害が発生し、又は発生する恐れがあると認めたときは、災害対策の支援業務に従事す

る職員を指揮監督し、必要に応じて地方本部・支部や市町へ派遣する。 
 (5) 災害対策本部地方本部・支部の設置 
  ア 災害対策本部が設置された場合、各地方局に地方本部を、各支局に地方本部支部を設置する。   

  ただし、各地方本部・支部で所管する地域において、災害対策本部設置基準による地震の発生等が 
 ない場合は当該地方本部・支部を設置しないことができる。 

(6) 情報連絡体制の確保 
  ア 統括司令部は、必要に応じてプレスルームを災害対策本部に近接する場所に設置し、定期的に記者

発表を行うなど、報道機関との連携強化に努める。 
  イ 統括司令部は、災害対策業務の円滑な運営を図るため、必要に応じて災害対策室の入口に守衛を配

置する。                              
  ウ 統括司令部は、災害対策本部の通信回線の優先確保に努める。 
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 (7) 防災会議の開催等 
 ア 災害対策本部が設置された場合、必要に応じ、愛媛県防災会議（以下「防災会議」という｡）を開

催し、災害復旧に関する連絡調整を行う。 
 イ この場合、招集される防災会議の委員は、災害応急対策の内容に応じて防災会議の会長が必要と判

断した範囲の者とする。 
 ウ 防災会議の委員は、災害対策本部との連絡を図るため､必要に応じ､職員を災害対策本部へ派遣する。 
 エ 防災会議の運営に当たっては、災害対策本部会議との継続性の確保について配慮する。 

 
３－１－２ 市町の活動 
 
１ 地震発生直前の対策 
  市町は、伝達を受けた緊急地震速報等を市町防災行政無線等により住民等への伝達に努める。 
 
２ 市町災害対策本部の設置 

市町長は、管内に地震による被害が発生し、又は発生する恐れがあるときや津波来襲の恐れがある場合
に、市町災害対策本部を設置し、職員を動員して対処するものとし、次により組織の整備を図る。 
 また、市町の災害対策本部が被災した場合の代替施設を地域防災計画に規定しておく。 

  
(1) 市町の災害対策本部の組織及び運営については、それぞれの市町の災害対策本部条例等の定めるとこ

ろによるほか、地震災害の特性を考慮して市町地域防災計画（地震災害対策編）等の整備を行う。 
(2) 勤務時間外に大規模地震が発生し、交通機関の途絶等により災害対策本部の正常な運営が直ちにでき

ない場合は、あらかじめ市町長が指名する緊急防災要員等による初動体制によって、被害状況の把握等
を行うとともに、災害応急対策を実施する。このため、あらかじめ地震規模や勤務時間外等に対応する
職員の参集基準を明確にしておく。 

 (3) 市町災害対策本部長である市町長の不在時を想定し、事前に代理者を指定しておく。 
(4) 確実な情報収集・伝達が可能となるよう市町内地域ごとの担当職員をあらかじめ定めておく。 
(5) 災害予防及び災害応急対策の実施に当たり、市町災害対策本部は必要に応じ、関係機関相互との連携

の確保に努める。 
 
３ 市町災害対策本部の所掌事務 
(1) 市町災害対策本部が所掌する主な事務は、次のとおりである。 

ア 地震被害や、その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達 
イ 災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成 
ウ 災害予防及び災害応急対策の実施及び住民の混乱防止に必要な広報 
エ 消防、水防その他の応急措置 
オ 被災者の救助、救護、その他の保護 
カ 施設及び設備の応急復旧 
キ 防疫その他の保健衛生 
ク 避難準備情報、勧告又は指示 
ケ 緊急輸送の実施 
コ 被災者に対する食料、飲料水及び日用品の確保、供給 
サ 県災害対策本部（県災害警戒本部）への報告及び必要な要請 
シ 県災害対策本部（県災害警戒本部）との災害応急対策の連携 
ス 防災関係機関に対する、資料・情報の提供等の協力要請 
セ 自主防災組織との連携及び指導 
ソ ボランティア等への支援 

(2) 消防、水防機関は、特に次の事項を重点的に実施する。 
ア 消防本部（消防本部を設置していない場合の消防団本部を含む｡）及び消防署 
(ｱ) 被害状況等の情報の収集と伝達 
(ｲ) 消火活動、水防活動及び救助活動 
(ｳ) 地域住民等への避難の勧告又は指示の伝達 
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(ｴ) 火災予防の広報 
イ 消防団、水防団 
(ｱ) 被害状況等の情報の収集と伝達 
(ｲ) 消火活動、水防活動及び救助活動 
(ｳ) 一時避難場所の安全確保及び避難路の確保 
(ｴ) 地域住民等の避難場所への誘導 
(ｵ) 住民等の危険区域からの避難の確認 
(ｶ) 自主防災組織との連携、指導、支援 

 
３－１－３ 関係機関の活動 
 
１ 指定地方行政機関 
(1) 四国管区警察局 
  ア 管区内各県警察の実施する災害警備活動の連絡調整 
  イ 隣接管区警察局及び管区内防災関係機関との連携 
  ウ 警察通信施設の防護並びに通信統制 
  エ 管区内各県警察の相互援助の調整 
(2) 四国総合通信局 
  ア 電気通信及び放送の確保のための応急対策並びに非常通信の運用・監理 
  イ 災害対策本部等からの要請による災害対策用無線機の無償貸与 
(3) 四国財務局（松山財務事務所） 
  ア 公共土木施設災害復旧事業費査定立会 
  イ 農林水産業施設災害復旧事業費査定立会 
  ウ 有価証券の受渡に関する措置 
  エ 災害時における金融情勢等の調査及び必要と認められる範囲内で次の事項の実施を指導 
   (ｱ) 災害関係の融資 
   (ｲ) 預貯金の払戻及び中途解約 
   (ｳ) 手形交換、休日営業等 
   (ｴ) 保険金の支払及び保険金の払込猶予 
   (ｵ) 営業停止等における対応 
  オ 地方公共団体の災害復旧事業債の貸付 
  カ 地方公共団体に対する短期資金の貸付 
  キ 災害応急措置等の用に供する場合の国有財産の貸付 
(4) 中国四国厚生局（四国厚生支局） 
   独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整 
(5) 愛媛労働局 
  ア 事業所等の被災状況の把握 
  イ 二次災害発生の恐れがある事業所に対する災害防止の指導 
(6)  農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  ア 生鮮食料品等の情報の収集、供給対策の実施の推進及び連絡調整 
  イ 被災害農林漁業者等に対する資金の融通、指導 
  ウ 食料の供給及び緊急引渡しの措置 
(7) 四国森林管理局愛媛森林管理署 
   県、市町からの要請に対する災害復旧用材（国有林材）の供給 
(8) 四国経済産業局 
  ア 被災商工業、鉱業等の事業者の業務の正常な運営の確保 
  イ 防災関係物資の適正な価格による円滑な供給の確保 
  ウ 電気、ガスの復旧促進 
  エ 原子力災害の応急対応 
(9) 中国経済産業局 
   電気の供給の確保に必要な指導 
(10) 中国四国産業保安監督部 
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   電気の復旧促進に関する措置（但し、今治市（平成１７年１月１５日における旧越智郡吉海町、宮窪
町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域）、越智郡上島町に限る）。 

(11) 中国四国産業保安監督部（四国支部） 
  ア 電気、ガスの復旧促進に関する措置 
  イ 高圧ガス、火薬類、液化石油ガスに関する災害の応急対応に関する措置 
  ウ 鉱山等における災害の応急対策に関する措置    
  エ 原子力災害の応急対応に関する措置 
(12) 四国地方整備局（松山河川国道事務所、大洲河川国道事務所、四国山地砂防事務所、山鳥坂ダム工事

事務所、吉野川ダム統合管理事務所、野村ダム管理所、松山港湾・空港整備事務所） 
   管轄する河川、道路、港湾等について管理を行うほか次の事項を行うよう努める。 
  ア 施設対策等 

(ｱ) 河川管理施設等の対策等 
(ｲ) 道路施設対策等 
(ｳ) 営繕施設対策等 
(ｴ) 電気通信施設対策等 

  イ 災害対策用建設機械等の出勤及び管理 
  ウ 他機関との協力 
  エ 広報 
  オ 港湾・海岸保全施設等の被災に対する総合的な応急対策並びに応急復旧に関する計画・指導及び事

業実施 
  カ 海上の流出油災害に対する防除等の措置 
(13) 四国運輸局（愛媛運輸支局） 
  ア 陸上輸送に関すること 

(ｱ) 緊急輸送の必要性があると認める場合は、自動車輸送事業者に対する輸送力の確保に関しての措
置 

(ｲ) 県からの要請に対する車両等の調達のあっせん 
  イ 海上輸送に関すること 

(ｱ) 県内の海上輸送事業者に対する緊急海上輸送の協力要請 
(ｲ) 県内の船舶が使用できない場合の他県に対する支援要請 

(14) 大阪航空局（松山空港事務所） 
  ア 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するための必要な措置 
  イ 遭難航空機の捜索及び救助 
(15) 大阪管区気象台（松山地方気象台） 
  ア 津波警報、津波注意報の通知、津波予報、津波情報、地震情報等の伝達 
  イ 異常な自然現象（異常水位、潮位、地すべり、土地の隆起等）に関する情報が発見者又は行政機関

から通報されたときの適切な措置 
(16) 第六管区海上保安本部（松山海上保安部、今治海上保安部、宇和島海上保安部） 
  ア 在港船舶等に対する津波警報等の伝達周知 
  イ 海難船舶等の人命の安全確保 
  ウ 主要港湾等の被害調査 
  エ 危険物積載船及び在港船等の保安のための避難勧告、入港制限、移動命令、航行制限、荷役の中止

勧告等海上交通の安全確保に必要な措置 
  オ 海洋汚染の防止、船舶交通の障害となる物の除去に関する措置 
  カ 船舶交通安全のための水路の測量及び応急航路標識、信号の設置 
  キ 人命の救護に必要な緊急輸送 
  ク 沿岸周辺海域における治安の維持 
  ケ 沿岸周辺における関係機関との連携 
 
２ 指定公共機関 
(1) 日本郵便株式会社（四国支社） 
  ア 郵便物の送達の確保            
  イ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す郵便物の料金免除、被災地あて救助用郵
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便料金免除 
  ウ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等に付加される寄附金の配分 

エ  郵便局の窓口業務の維持に関すること 
 (2) 日本銀行（松山支店） 
  ア 通貨の円滑な供給の確保及び損傷通貨の引換え 
  イ 被災地における現金供給のための緊急輸送・通信手段の活用 
  ウ 金融機関の業務運営確保及び非常金融措置実施のためのあっせん・指導 
  エ 被害状況の実態把握と復旧融資円滑化のための金融機関の指導 
  オ 各種金融措置に関する広報 
 (3) 日本赤十字社（愛媛県支部） 
  ア 医療、助産及び死体処理に関する応急応援 
  イ 被災者に対する救援物資の配布 
  ウ 義援金品の募集・配分 
  エ 救助に関する協力奉仕者等の連絡調整 
 (4) 日本放送協会（松山放送局） 
  ア 災害時の混乱防止及び災害の復旧に資するための適時適切な関連番組の編成 
  イ 被害状況、応急対策の措置状況、復旧の見込み等に関する迅速かつ的確な放送の実施 
  ウ 地方公共団体及び関係機関からの要請に基づく気象、地象に関する予報、警報等の適時適切な放送 
 (5) 西日本高速道路株式会社（四国支社） 

ア 交通状況に関する関係機関との情報連絡 
  イ 緊急輸送道路確保のための応急復旧作業の実施 
  ウ 県公安委員会が行う緊急輸送道路確保に関する交通規制への協力 
  エ 地震発生時に消防機関が行う消火活動、救助活動への協力 
  オ 高速道路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備等の拠点と

して使用させるなどの救助・救命活動への支援 
(6) 独立行政法人水資源機構（池田総合管理所） 
   機構施設等の被害状況の把握と防災関係機関への緊急事態の通報 
 (7) 本州四国連絡高速道路株式会社（しまなみ尾道管理センター、しまなみ今治管理センター） 
  ア 交通状況に関する関係機関との情報連絡 
  イ 緊急輸送道路確保のための応急復旧作業の実施 
  ウ 県公安委員会が行う緊急輸送道路確保に関する交通規制への協力 
  エ 地震発生時に消防機関が行う消火活動、救助活動への協力 
  オ 高速道路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備等の拠点と

して使用させるなどの救助・救命活動への支援 
(8) 電源開発株式会社（西日本支店高松事務所） 
   施設及び設備の被害、復旧の状況の把握と防災関係機関への通報 
(9) 四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社（松山営業所） 
  ア 災害時における応急救護活動 
  イ 応急復旧用資材等の確保 
  ウ 危険地域の駅の旅客等に対する避難場所への避難誘導 
  エ 鉄道施設の早期復旧 
(10) 西日本電信電話株式会社（愛媛支店）、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ   
  ア 防災関係機関の非常・緊急通信の優先確保 
  イ 被害施設・設備の早期復旧 
  ウ 災害用伝言ダイヤルサービス「１７１」、ｉモード災害用伝言板サービスの提供 
(11) 日本通運株式会社（松山支店、新居浜支店、今治支店、八幡浜支店） 
   緊急輸送車両の確保及び運行による災害応急対策の実施 
(12) 四国電力株式会社（松山支店、新居浜支店、宇和島支店）、中国電力株式会社（広島支社） 
  ア 発電所、変電所施設の被害状況の把握と防災関係機関への緊急事態の通報 
  イ 施設及び設備の被害、復旧の状況、感電及び漏電防止に関しラジオ、テレビ等を利用した広報 
  ウ 被害施設設備の早期復旧 
(13) ＫＤＤＩ株式会社 
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  ア 地震情報の伝達 
  イ 重要な通信を確保するために必要な措置の実施 
  ウ 災害用伝言板サービスの提供 
(14) 独立行政法人国立病院機構（本部中国四国ブロック事務所） 
   被災地における医療救護活動の実施 
  ア 災害時における国立病院機構の医療班の編成、連絡調整並びに派遣の実施  
  イ 広域災害における国立病院機構からの医療班の派遣・輸送手段の確保 
  ウ 災害における国立病院機構の被災情報収集、通報 
   
３ 指定地方公共機関 
 (1) 伊予鉄道株式会社 
   被害発生の防御及び拡大防止のための緊急措置の実施 
 (2) 社団法人愛媛県医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会 
   救護所、救護病院等における医療救護活動の実施 
 (3) 社団法人愛媛県歯科医師会 
  ア 検死時の協力 
  イ 救護所、救護病院等における医療救護活動の実施 
 (4) 南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレビ、株式会社

エフエム愛媛 
  ア あらかじめ県と締結した災害時における放送要請に関する協定に基づく放送の実施 
  イ 地震情報や国、県、市町、防災関係機関等の地震災害応急対策実施状況の放送 
  ウ 県の広報、県内各地の状況、防災措置の状況等の放送 
 (5) 四国ガス株式会社 
  ア 原料貯槽、ガスホルダ－等主要施設における流出防止のための緊急遮断 
  イ 利用者へのガス栓の閉止等の広報及び被害状況の把握と製造、供給制限 
  ウ 必要に応じた代替燃料の供給 
  エ 災害応急復旧の早期実施 

 
 
※資料 １ 愛媛県災害対策本部条例 （資料編２０－１）  

２ 愛媛県災害対策本部要綱 （資料編２０－５） 
３ 愛媛県防災会議条例   （資料編２１－１） 
４ 愛媛県防災会議委員名簿 （資料編２１－４） 
５ 防災関係機関及び連絡窓口（資料編２１－６） 
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第２章 情報活動 【危機管理課】 
 
 関係各機関は、所掌する事務又は業務に関して、積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関の協力を得
て、災害応急対策活動を実施するために必要な情報及び被害状況を収集するとともに、必要に応じて連絡調
整のための職員を相互に派遣するなど、速やかに関係機関に伝達し、情報を共有する。 
 
３－２－１ 情報活動の強化 
 
１ 地震発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 
 (1) 市町は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害状況及び火災、土砂災害の 発生

状況、119番通報の殺到状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握
できた情報から直ちに県へ連絡する。特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必
要な情報であるため、市町は、住民登録の有無にかかわらず、当該市町の区域（海上を含む。）内で行
方不明となった者について、県警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。また、行方
不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地
の市町村（外国人のうち，旅行者など住民登録の対象外の者は外務省）又は県に連絡する。 

(2) 県は、市町等から情報を収集するとともに、自らも消防防災ヘリコプターによる偵察やヘリコプター
テレビ電送システム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報等
により、概括的な情報を速やかに把握し、これらの情報を消防庁へ報告するとともに、必要に応じ関係
省庁及び関係地方公共団体へ連絡する。 

   また、県警察は、直ちに概括的な被害状況を把握及び評価し、警察庁及び四国管区警察局に報告する。 
 
２ 情報活動における連携強化 
 (1) 情報の収集及び伝達は、県災害対策本部（県災害警戒本部）と各地方本部又は支部、地方本部又は支

部と市町災害対策本部の各相互間のルートを基本として、警察署及び各防災関係機関と密接な連携のも
とに行う。 

 (2) 情報活動の連携強化のため、警察署は、必要に応じて地方本部及び市町災害対策本部に警察官を派遣
するものとし、地方本部も必要に応じて市町災害対策本部に職員を派遣する。 

 
３ 報道機関との情報活動の連携 
  日本放送協会、南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレ
ビ及び株式会社エフエム愛媛は、災害対策基本法に基づき、あらかじめ県と締結した災害時における放送
要請に関する協定により正確、迅速な情報の伝達を行う。 

 
４ 国の非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）との連携 
  非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）に対する報告、要請等は、県災害対策本部においてとりま
とめて実施する。 

  また、非常災害現地対策本部（又は緊急災害現地対策本部）が設置された場合には、県災害対策本部は
当該現地対策本部との連携を図る。 
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３－２－２ 災害情報等の収集連絡 
 
１ 国（気象庁）の地震情報等 
 (1) 地震情報等の伝達 

地震が発生し、次の事項に該当する場合に、松山地方気象台は、地震情報（震度、震源、マグニチュ
ード、余震の状況等）や津波警報、津波注意報、津波予報等を県及び関係機関へ伝達する。 

  ア 下の図に示す県内の津波予報区（瀬戸内海沿岸及び宇和海沿岸）に津波警報、津波注意報、津波予
報が発表された場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  イ 県内で震度 1 以上を観測した場合 
  ウ 上記以外の特別な地震（群発地震等）が発生した場合 

エ その他必要と認める場合 
 (2) 情報の種類 

 気象庁（松山地方気象台）が発表する情報は、津波警報、津波注意報、津波予報、津波情報、震度速
報、震源に関する情報、震源・震度に関する情報、各地の震度に関する情報及び地震解説資料で、内容
については資料編「地震・津波に関する情報の解説」による。 

  
 
 

愛媛県瀬戸内海沿岸 

愛媛県宇和海沿岸 
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(3) 情報の流れ 
   津波警報、津波注意報、津波予報、津波及び地震に関する情報の流れは、次のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) 情報の伝達系統 

津波警報、津波注意報、津波予報、津波及び地震に関する情報の伝達系統は資料編「津波警報・津波
注意報等及び地震・津波に関する情報の伝達系統図」のとおりとする。 

 
２ 県の活動 
 (1) 地震情報等の受理・伝達・周知 

震度５弱以上で発表

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

緊急地震速報（警報）   
震度５弱以上が予測されたときに発表 

震度速報 ※１

震度３以上で発表

津波による災害のおそれが

あると予想される場合

津波による災害のおそれが

ないと予想される場合

海面変動あり 津波なし

津波警報・注意報 ※１

  

津波予報 ※２

（若干の海面変動）

推計震度分布図 

津波予報 ※３

（若干の海面変動）

津波到達予想時刻・予想される津波 
の高さに関する情報

各地の満潮時刻・ 津波到達予想時刻

に関する情報

各地の震度に
関する情報

震度１以上で発表 

推計震度分布図 
震度５弱以上で発表

津波観測に関する情報

推計震度分布図 

地震発生   
  

震源に関する情報
震度３以上で発表 

（若干の海面変動）※２ 

  

震源に関する情報 
震度３以上で発表 

（津波の心配なし）

震源・震度に
関する情報

  （津波の心配なし）

各地の震度に
関する情報

  （若干の海面変動）※２ 
  

震源・震度に
関する情報

震度１以上の

観測なしでも発表

  （若干の海面変動）※２ 
各地の震度に

関する情報

震度１以上で発表 

  （津波の心配なし）

  

※１ 津波警報・注意報を震度速報より早く発表する場合あり。   
※２ 地震情報に若干の海面変動があるかもしれないが被害の   

心配はない旨を付加して発表した後、津波予報で海面変動   
が予想される津波予報区等を発表する。   

※３ 津波警報・注意報を発表している津波予報区以外で海面変   
動が予想される津波予報区に発表する。  

震源・震度に
関する情報

震度１以上の
観測なしでも発表

震度１以上で発表

震度５弱以上で発表

震度３ 以上で発表

震度５弱以上で発表
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  ア 国（気象庁）から伝達される地震情報、気象情報、警報等は、県災害対策本部又は県災害警戒本部
（災害対策本部又は災害警戒本部設置前においては危機管理課）で受理する。 

  イ 各市町及び各防災関係機関に対する地震情報等の伝達は、県防災通信システム（地上系・衛星系）
をはじめ多様な通信手段で行う。 

  ウ 一般県民に対する情報の伝達は、県のホームページのほか、報道機関の協力を得て周知徹底を図る。 
(2) 被害状況及び災害応急対策に関し、収集・伝達すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
   なお、被害状況を早期に把握するため、消防防災ヘリコプターテレビ電送システム、ヘリコプター衛

星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ、震度情報ネットワークシステム、潮位観測システム、四
国地方整備局からの映像情報等の活用に努める。また、県や市町等における被害情報等の共有化を図る
ための、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用にも努める。 

  ア 被害状況 
  イ 火災の発生状況と延焼拡大状況 
  ウ 市町及び防災関係機関の災害応急対策実施状況及び災害対策本部設置状況 
  エ 交通規制等道路交通状況 
  オ ガス、水道、電気、電話等ライフライン関連施設の状況 
  カ 住民の避難状況 
  キ 県が実施する応急対策の活動状況 
  ク 自衛隊活動状況 
  ケ 緊急等輸送実施状況 
  コ 後方医療機関の活動状況 
  サ その他 
 
３ 市町の活動 
 (1) 地震情報等の受理・伝達・周知 
  ア 県災害対策本部（県災害警戒本部）から通知される地震に関する情報等は、市町災害対策本部（災

害対策本部設置前においては防災担当課）において受理する。 
  イ 受理した情報については、防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無

線、有線放送、広報車、ソーシャルメディア。ワンセグ放送等を活用して、伝達手段の多重化・多様
化に努め、住民に対して周知徹底を図る。 

 (2) 被害状況及び災害応急対策に関する情報の収集・伝達 
   収集、伝達すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
   また、119 番通報状況により被害概況を早期に把握するとともに、市町職員を地域へ派遣するほか､

消防団員､自主防災組織の構成員等のうちから情報の収集・伝達責任者をあらかじめ定めるなどにより、
迅速かつ正確な情報の収集に努める。 

  ア 被害状況 
  イ 避難の勧告、指示又は警戒区域設定状況 
  ウ 緊急援護物資等の在庫並びに供給状況及び応急給水状況 
  エ 物資の価格、役務の対価動向 
  オ 金銭債務処理状況及び金融動向 
  カ 避難所の設置状況及び住民の避難生活状況 
  キ 救護所の設置状況並びに周辺医療機関及び病院の活動状況 
  ク 観光客等の状況 
  ケ 県の実施する応急対策の実施状況 
 
４ 防災関係機関 
 (1)  県災害対策本部（県災害警戒本部）から伝達される地震に関する情報等の受理については、あらか

じめ受信方法や受領者等を定めておく。 
 (2) 収集すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
  ア 被害状況 
  イ 災害応急対策実施状況 
  ウ 復旧見込等 
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３－２－３ 情報の収集 
 
１ 県の活動 
 (1)  多様な通信手段の使用 
   情報の収集は、県防災通信システム（地上系・衛星系）、衛星携帯電話、衛星インターネット等、多

様な通信手段で行う。また、既存の通信手段が使用できない場合には、協定に基づき民間通信各社から
無償貸与される衛星携帯電話などを活用する。 

(2) 職員派遣等による収集 
  ア 県災害対策本部（県災害警戒本部）及び地方本部は、必要に応じ市町に職員を派遣し、又は関係機

関を通じ市町の応急対策実施状況及び管内被災状況等に関する情報収集を行う。 
  イ 地方本部構成機関についても、管内区域の被災状況及び応急対策実施状況等に関する情報の収集に

努め、所属地方本部又は支部及び関係部局へ連絡する。 
  ウ 公共土木施設等の管理者は、あらかじめ定める計画に基づき、現地に職員を派遣し道路、港湾及び

漁港等の被害状況の情報を収集する。 
    なお、職員の派遣が困難な場合は、建設業協会等に対して別に定める協定等に基づき、公共土木施

設等の被害状況の情報の収集を要請する。 
 (3) 参集途上の職員による収集 
   勤務時間外において大規模地震が発生した場合には、参集職員から居住地及び参集途上の各地域にお

ける被害概況について、情報収集を行う。 
 (4) 防災関係機関からの収集 
   防災関係機関から県防災通信システム（地上系）や専用回線等により被害情報の収集を行う。 
 
２ 市町の活動 
  市町災害対策本部は、防災行政無線（同報系）、消防無線、衛星携帯電話等により情報を収集するほか、
次の手段、方法を用いる。 

 (1) 職員派遣による収集 
   地震発生後､直ちに職員を地域に派遣し､被害状況及び災害応急対策実施状況等の情報を収集する。 
 (2) 自主防災組織等を通じた収集 
   被害情報及び災害応急対策実施状況等の収集は、関係機関や諸団体のほか自主防災組織等に協力を求

めて実施する。特に、初期の情報は、住民組織の長等から直ちに市町長に通報がなされるよう市町地域
防災計画において体制を整えておく。 

 (3) 参集途上の職員による収集 
   勤務時間外において大規模地震が発生した場合には、参集職員から居住地及び参集途上の各地域にお

ける被害概況について、情報収集を行う。 
(4) 県への応援要請 
   被害が甚大な市町において、情報の収集及び状況調査が不可能な場合や調査に専門的な技術を必要と

する場合は、県又は関係機関に応援を要請する。 
(5) 防災関係機関からの収集 

   情報の収集、調査については、警察、県及び関係機関と充分連絡をとる。 
 
３ ヘリコプターによる情報収集 
  甚大な被害が予想される場合、県、県警察、自衛隊、第六管区海上保安本部及びヘリコプターを所有す
る各機関は、次の事項に重点を置き、速やかに被害状況の偵察活動を実施し、その結果を県災害対策本部
（県災害警戒本部）に通報する。 

 (1) 火災発生場所、延焼の状況 
 (2) 崖崩れ等の発生状況 
 (3) 道路被害状況（道路交通機能確保状況） 
 (4) 建築物の被害状況（概括） 
 (5) 公共機関及び施設の被害状況 
 (6) 住民の動静、その他 
 
３－２－４ 情報の伝達 
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 県と市町の間の情報の伝達は、県防災通信システム（地上系・衛星系）をはじめ多様な通信手段で行う。
また、既存の通信手段が使用できない場合には、協定に基づき民間通信各社から無償貸与される衛星携帯電
話などを活用する。 
 内閣総理大臣官邸及び緊急災害対策本部等と直接通信連絡を行う必要がある場合には、中央防災無線を用
いる。 
また、県民に広く伝達する場合は、情報を報道機関に提供し、ラジオ、テレビ等を用いて周知徹底を図る。 

 市町は、防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無線、有線放送、広報車、
自主防災組織、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、伝達手段の多重化・多様化に努め、住民
への伝達を行う。 
 
３－２－５ 報告及び要請事項の処理 
 
１ 報告責任者 
  県及び市町等の防災関係機関は、災害報告のため、あらかじめ報告責任者を定めておく。 
 
２ 県の活動 
 (1) 国（総務省消防庁経由）及び防災関係機関に対する報告・要請 
    ア 国（総務省消防庁）に対する被害状況及び講じた措置の報告並びに必要な措置の要請は、県災害対

策本部（県災害警戒本部）より消防防災無線電話等により行う。 
   また、防災関係機関に対し災害対策本部から必要な措置の要請を行う。 
  イ 災害対策基本法  第 53 条第２項の規定に基づき、県が内閣総理大臣に被害状況等を報告すべき

災害は、次のとおりである。 
(ｱ) 災害対策本部を設置した災害 
(ｲ) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められる程度の災害 
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に定める災害になる恐れのある災害 
(ｴ) 地震が発生し県内で震度４以上を記録したもの 
 なお、内閣総理大臣への報告は、報告すべき災害を覚知したとき、原則として、覚知後３０分以内に
可能な限り早く、把握できた範囲でその第一報を県から消防庁へ報告し、消防庁が内閣府（内閣総理大
臣）へ報告する。 
 なお、第一報は、迅速な情報の収集・伝達に特に留意し､当該災害等の概要と被害等の状況を把握で
きる範囲内で行うとともに、被害等の状況（特に死傷者の数）の判明又は災害等の状況の変化に応じ、
逐次、第二報以降の情報収集・伝達を行う。 
 

      区 分 
 回線別 

平日（9:30～18:15） 
総務省消防庁広域応援室 

左記以外 
総務省消防庁宿直室 

電 話  ０３－５２５３－７５２７  ０３－５２５３－７７７７ 
ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ  ０３－５２５３－７５５２  ０３－５２５３－７５５３ 
電 話  ６３－９０－４９０１３  ６３－９０－４９１０２ 

消防防災無線 
ＦＡＸ  ６３－９０－４９０３３  ６３－９０－４９０３６ 
電 話  ６４－０４８－５００－９０－４９０１３  ６４－０４８－５００－９０－４９１０２ 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ  ６４－０４８－５００－９０－４９０３３  ６４－０４８－５００－９０－４９０３６ 
 
  ウ 県災害対策本部統括司令部（災害警戒本部災害警戒室）は、各対策部、各地方本部（支部）及び関

係機関からの情報をとりまとめ、本部長、各対策部及び関係機関に対し、逐次報告又は通報する。 
 (2) 各対策部の活動 
   各対策部は、部内各班で収集した情報を、「中間報告・最終報告様式」にとりまとめ、統括司令部

（災害警戒室）に通知する。また、必要に応じて、収集した情報を各班に関係する指定地方行政機関に
通報する。 

 (3) 各地方本部・支部の活動 
  ア 地方本部長（支部長）は災害の発生を覚知したときは、各班長を通じて積極的に情報収集にあたら

せるものとし、必要に応じ、調査班を編成する等、総合的な被害調査に努める。 
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  イ 地方本部長（支部長）は、管内市町から情報収集及び状況調査について応援を求められたときは､ 
速やかに職員を派遣して応援協力する。 

  ウ 地方本部長（支部長）は、管内市町長からの災害即報を「中間報告・最終報告様式」によりとりま
とめ、直ちに県本部に対し報告する。 

 
３ 市町の活動                 
 (1) 市町災害対策本部は、被害状況、要請事項や市町の災害応急対策実施状況、災害対策本部設置状況等

を速やかに県災害対策本部（県災害警戒本部）に対し報告又は要請を行う。 
   ただし、県災害対策本部（県災害警戒本部）に報告できない場合は、一時的に消防庁へ報告する。ま

た、当該市町の区域内で震度５強以上を記録した場合（被害の有無を問わない。）には、市町から直接
消防庁へも報告する。なお、連絡がつき次第、県災害対策本部（県災害警戒本部）にも報告する。 

   情報及び要請すべき事項の主なものは次のとおりである。 
ア 緊急要請事項 
イ 被害状況 
ウ 市町の災害応急対策実施状況 
 なお、消防機関への通報が殺到した場合及び当該市町の区域内で震度５強以上を記録した場合は、直
ちにその状況を県災害対策本部（県災害警戒本部）及び直接消防庁へも、原則として、覚知後３０分以
内で可能な限り早く、把握できた範囲で、報告する。この場合において、消防庁長官から要請があった
場合は、市町は第一報後も引き続き報告を行う。 

 (2) 防災関係機関は、被害状況、要請事項、災害応急対策実施状況等を速やかに県災害対策本部（県災害
警戒本部）に対し、報告又は要請を行う。 

 
 
  ※資料 １ 災害情報報告                       （資料編５－ １） 
      ２ 災害対策基本法施行令第２２条に基づく協定（緊急放送要請） （資料編５－ ２） 
      ３ 震度階級表                        （資料編２－ ３） 
      ４ 地震・津波に関する情報の解説               （資料編２－ ４） 
      ５ 地震・津波に関する情報の伝達系統             （資料編２－ ５） 
      ６ 震度観測地点一覧表                    （資料編２－ ７） 
      ７ 総務省の災害対策用無線機無償貸与制度           （資料編６－１２） 
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第３章 広報活動 【広報広聴課、危機管理課】 
 
 地震による災害の同時性、広域性、多発性という特殊性を考慮した広報体制を確立するとともに、報道機
関、市町及び防災関係機関との連携を密にして、県民や地域住民等のニーズに応じた適切かつ迅速な広報を
行う。 
 広報活動は、原則として本部長等が承認した内容を広報責任者が行う。 
 
３－３－１ 県の活動  
 
１ 広報事項 
  震災の規模、態様に応じて、報道機関、市町及び防災関係機関との連携を密にして､次の事項を主とし
て広報を実施する。 

 (1) 災害対策本部（災害警戒本部）の設置 
 (2) 災害の概況 
 (3) 余震等に関する地震情報及び注意の喚起 
 (4) 地震発生時の注意事項（特に出火防止） 
 (5) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）の被害状況 
 (6) 交通機関の運行状況及び交通規制の状況 
 (7) 流言飛語防止等の県民への呼びかけ 
 (8) 自主防災組織に対する活動実施要請 
(9) 不足物資やボランティア募集情報等の受援情報の県外発信 
(10) 災害復旧の見込み 
 
２ 広報実施方法 
  広報の実施にあたっては、情報の出所を明確にして次の方法によるものとするが、災害の規模、態様に
応じて最も有効な方法とみられる方法による。 

  なお、その際、災害時要援護者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、
所在を把握できる広域避難者等にも配慮した広報を行う。 

 (1) 報道機関による広報 
  ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関に対し、情報及び資料を提供し、広報について協力を要請する。 
  なお、甚大な被害が発生し、災害対策本部（災害警戒本部）を設置した場合においては、必要に応じ
て記者発表を行うなど、一元的に実施する。 

 (2) 一般広報 
  ア 広報紙（臨時を含む）等による広報 
  イ 県提供のテレビ及びラジオの広報番組を活用した広報 
  ウ 広報車（広報設備のある車両）等（航空機、ヘリコプター等を含む）による広報 
  エ 市町等の広報体制を活用した広報等 
  オ 相談窓口等の設置 
  カ 県のホームページ等を活用した広報 
 (3) その他適当な方法 
   その他活用できるあらゆる媒体を通じて広報活動を行う。 
 
３ 市町からの広報要請の処理 
  市町から広報の要請を受けた場合には、報道機関等の協力を得てこれを実施する。 
 
４ 県民からの問い合わせ等の処理 
  復旧状況等の問い合わせに対応するため、地方局総務県民課に窓口を設置する。 
 
５ 報道機関からの災害記録写真の収集 
  災害対策本部（災害警戒本部）が災害記録を収集しようとする場合は、報道機関が撮影したものについ

て、提供を依頼する。 
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６ 国会、中央省庁等に対する広報 
  災害対策本部（災害警戒本部）は、災害の規模により、国会、中央省庁等に対して広報する必要がある
と認めた場合は、東京事務所を通じ、直接災害情報資料を提供して広報に努める。 

 
３－３－２ 市町の活動  
 
１ 広報事項 
  市町は、管内の各防災機関が実施する広報を調整し、関係機関と連携して、住民生活に密接に関係ある

事項を中心に適切かつ迅速な広報を行う。 
  主な広報事項は次のとおりである。 
 (1) 災害対策本部設置に関する事項 
 (2) 災害の概況（火災状況等） 
 (3) 余震等に関する地震情報及び注意の喚起 
 (4) 地震発生時の注意事項（特に出火防止） 
 (5) 避難準備情報、勧告、指示及び避難場所 
 (6) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）の被害状況 
 (7) 食料及び生活必需品の供給に関する事項 
 (8) 防疫に関する事項 
 (9) 医療救護所の開設状況 
(10) 被災者等の安否情報 
(11) 不安解消のための住民に対する呼び掛け 
(12) 自主防災組織に対する活動実施要請 
(13) 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み 
(14) 帰宅困難者に対する災害、避難情報等の提供 
(15) 災害復旧の見込み 
(16) 被災者生活支援に関する情報 
 
２ 広報実施方法 
  被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることに鑑み、あらゆる広報媒体（ラジオ、
テレビ、新聞、広報車、インターネット等）を利用して有効、適切と認められる方法により広報を行う。
特に、災害時要援護者に対する広報は、あらかじめ策定した支援プランに基づき、確実な情報伝達が可能
な手段を確保する。 

(1) 防災行政無線（同報系）、有線放送等による広報 
 (2) 広報車による広報 
 (3) 報道機関を通じた広報 
 (4) 広報紙の掲示、配布 
 (5) 広域避難所への広報班の派遣 
 (6) 自主防災組織を通じた連絡 
 (7) 総合案内所、相談所の開設 
 (8)  インターネット（ホームページ）、携帯電話等を活用した情報提供 
 
３ 県に対する広報の要請 
  県に対して広報の要請を行う場合は、広報文案を添えて行う。 
 
３－３－３ 関係機関の活動  
 
１ 広報事項 
  防災関係機関は、各防災業務計画等の定めるところにより、次の事項について災害の状況に応じ適宜適
切な災害広報を実施する。 

 (1) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）及び鉄道、道路等の被害状況 
 (2) 災害応急対策状況及び復旧見込 
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２ 広報実施方法 
  広報は、各防災関係機関の責任において、報道機関等の協力を得て行う。 
  この場合、県及び市町との連携を密にする。 
 
３－３－４ 県民が必要な情報を入手する方法  
 
 県民等は、各人がそれぞれ正しい情報を正確に把握し、適切な行動及び防災活動を行うよう努める。 
 
１ 情報源と主な情報内容 
 (1) ラジオ、テレビ、インターネット、ＣＡＴＶ 
   知事、市町長の放送要請事項、津波警報等の地震情報、交通機関運行状況等 
(2) 防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無線、有線放送、広報車、ソー

シャルメディア。ワンセグ放送 
   主として市町内の情報、指示、指導等 
 (3) 自主防災組織を通じての連絡 
   主として市町災害対策本部からの指示、指導、救助措置等 
 (4) サイレン等 
   火災発生の通報 
(5) 県や市町のホームページ 
   各種警報、避難勧告等の発令状況、被害情報、道路情報等 
 
３－３－５ 広聴活動  
 
 県、市町及び各防災関係機関は、被災住民、関係者等からの問合せ、相談、要望、苦情等に対応し、適切
な応急対策を推進するため、相談窓口等を開設する。 
 
 
※資料 災害対策基本法施行令第 22 条に基づく協定（緊急放送要請）（資料編５－２） 
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第４章 避難活動 【危機管理課】 
 
 大規模地震発生時においては、家屋倒壊や火災、崖崩れ、津波等の発生が予想されるなか、迅速、的確な
避難活動を行う必要があるため、市町等は、避難のために可能な限りの措置をとることにより、生命、身体
の安全の確保に努める。その際、災害時要援護者についても十分配慮する。 
 なお、住民に対し避難を求めるにあたっては、自らの身の安全を確保しつつ、可能な限り出火防止措置を
実施することのほか、地域の防災活動に参加することをあわせて啓発する。 
 
３－４－１ 避難の勧告及び指示  
 
 震災時に同時多発の火災が拡大延焼するなど、その地域住民の生命及び身体を災害から保護するため必要
と認められるときは、当該地域住民に対して避難のための勧告及び指示を行う。 
  
１ 避難準備情報、勧告・指示の基準 
 (1) 市町長 
   災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければ人的被害の発生する

可能性が高まったとき避難準備情報を提供する。 
   また、市町の区域において災害が発生する恐れがあり、住民の生命及び身体を保護するため必要があ

るときは、必要と認める地域の住民等に対し避難の勧告をする。 
   さらに、危険の切迫度及び避難の状況等により急を要するときは避難の指示をする。これらの場合、

市町長は、直ちに地方本部長又は支部長を通じて知事（災害対策本部長）に報告する。 
(2) 警察官又は海上保安官 
   市町長が避難の指示を行うことができないと認めるとき、又は市町長から要請があったときは、住民

に対して避難の指示を行う。この場合、警察官又は海上保安官は、直ちに避難の指示をした旨を市町長
に通知する。 

 (3) 知事又はその命を受けた職員 
   知事又はその命を受けた職員は、災害の発生により市町長がその事務の全部又は大部分の事務を行う

ことができなくなったときは、市町長に代わって避難の勧告又は指示をする。この場合、知事はその旨
を公示する。 

 (4) 自衛官 
   災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察官又は海上

保安官がその現場にいない場合に限り、危険が切迫している住民等に対し、避難の措置を講じる。 
 
２ 避難準備情報、勧告又は指示の内容 
  避難準備情報の提供、勧告又は指示の発令は、次の事項を明示して行い、避難行動の迅速化と安全を図
る。 

  ただし、指示の内容を明示するいとまがない場合、この限りではない。 
 (1) 要避難対象地域 
 (2) 避難先 
 (3) 避難理由 
 (4) 避難経路 
 (5) 避難時の服装、携行品 
 (6) 避難行動における注意事項 
 
３ 避難準備情報、勧告又は指示の伝達方法 
  避難準備情報の提供、勧告又は指示を行った場合、市町は直ちに勧告又は指示が出された地域の住民に
対して、防災行政無線（同報系）等により放送、広報車等による呼びかけを実施するほか、警察官、自衛
官、海上保安官、自主防災組織等の協力を得ながら周知徹底を図る。 

  また、市町は、災害時要援護者について、地域住民、自主防災組織、福祉事業者等の協力を得ながら、
あらかじめ策定した要援護者支援プランに基づき避難誘導を行う。 

 
４ 警戒区域の設定 
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 (1) 設定の基準 
ア 市町長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命や身体に対
する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定する。 

イ 警察官又は海上保安官は、市町長（権限の委託を受けた市町の職員を含む。）が現場にいないとき、
又は市町長から要請があったときは警戒区域を設定する。この場合、警察官又は海上保安官は、直ち
にその旨を市町長に通知する。 

ウ 知事は、災害の発生により市町長が警戒区域を設定することができなくなったときは、市町長に代
わって警戒区域を設定する。この場合、知事はその旨を公示する。 

エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、市町長（権限の委託を受けた市町の職員を含む。）警察
官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。この場合、自衛官は直ちにそ
の旨を市町長に通知する。 

 (2) 規制の内容及び実施方法 
ア 市町長、警察官、海上保安官、知事又は自衛官は警戒区域を設定したときは、退去又は立入禁止の
措置を講じる。 

イ 市町長、警察官及び海上保安官は、協力して住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防
犯・防火のためのパトロールを実施する。 

 
３－４－２ 避難の方法  
 
 災害の状況により異なるが、避難が必要になった住民は、可能な限り自主防災組織（自治会、町内会等）
の単位ごとに集団避難方法により、市町職員又は警察官の誘導のもと原則として次により避難する。また、
外国人、旅行者等に対し、災害・避難情報の提供に努め、確実な避難誘導を行う。 
 
１ 避難勧告等が発令された要避難地区で避難を要する場合 

ア 住民等は、自宅等の出火防止措置を講じた後、協力してあらかじめ定めた集合場所へ集合する。 
イ 自主防災組織及び事業所等の防災組織（以下「自主防災組織等」という。）は、集合所を中心に組織
をあげて救出・救護・消火・情報収集を行う。 

ウ 住民等は、集合所の周辺地区の災害が拡大し危険が予想されるときは、自主防災組織等の単位ごと
に可能な限り集団避難方法により一時避難場所、広域避難場所、避難所へ避難する。 

エ 一時避難場所へ避難した住民等は、当該一時避難場所に危険が迫ったときは、自主防災組織等の単
位ごとに市町職員、警察官、海上保安官又は自衛官の誘導のもとに、幹線避難路を経て広域避難場所
へ避難する。 

 
２ その他の任意避難地区で避難を要する場合 
  住民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、自宅等の出火防止措置をとった後、自宅周辺の安全
な場所等へ自主的に避難する。 
特に、山・崖崩れの危険が予想される地域の住民は、出火防止措置を講じた後、直ちに自主的に安全な

場所へ避難する。 
 
 
３－４－３ 避難道路の確保  
 
 市町は、避難路の選定にあたっては、危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生の恐れのある場所を
避け、職員の派遣及び警察官・自主防災組織等の協力により避難道路上にある障害物の排除に努め、避難の
円滑化を図る。 
 
３－４－４ 避難所への市町職員等の配置 
 
 市町が設定した避難場所（一時避難場所及び広域避難場所）には、避難誘導、情報伝達、応急救護のため
市町職員（消防職員、消防団員を含む。）を配置する。また、必要により警察官の配置を要請する。 
 
３－４－５ 避難所における市町職員等の役割 
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１ 市町職員 
  避難所に配置された市町職員は自主防災組織等の協力を得て次の事項を実施する。 
 (1) 被災者の収容 
 (2) 被災者に対する食料、飲料水の配給 
 (3) 被災者に対する生活必需品の供給 
 (4) 負傷者に対する医療救護 
 (5) 津波・火災等の危険状況の確認及び避難した者への情報伝達 
 (6) 避難した者の掌握 
 (7) 状況に応じ、避難した者への帰宅の指示、保護者への引き渡し又は避難所への収容 
 
２ 避難場所の所有者又は管理者 
  市町が設定した避難場所を所有し又は管理する者は、避難場所の開設及び避難した住民に対する応急の
救護に協力する。 

 
３－４－６ 避難状況の報告  
 
市町災害対策本部は、避難所を開設した場合、速やかに住民に周知するとともに、県災害対策本部又は県

災害警戒本部（地方本部又は支部経由）をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡を行う。 
 また、避難所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難場所で生活せず食事のみ
受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め，国等への報告を行うものとする。その際、民生委
員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、災害時要援護者の居場所や安否の確認に努
め、把握した情報について、市町に提供するものとする。 
 さらに、災害の規模等により必要があるときは、緊急援護物資の供給等を県災害対策本部又は県災害警戒
本部に依頼する。 
 
３－４－７ 避難所の設置及び避難生活  
 
１ 基本方針 
 市町は収容を必要とする被災者の救助のために避難所を設置するとともに、自主防災組織及び避難所の
学校等施設の管理者の協力を得て、住民が必要最低限の避難生活を確保できるよう必要な措置を講じる。 
 避難生活の運営に当っては、災害時要援護者や被災時の男女のニーズの違いのほか、プライバシーの確
保にも十分配慮する。 
避難場所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見

込まれる場合は、当該地域に避難場所を設置・維持することの適否を検討する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 避難所の開設 
   市町は、避難が必要になった場合、直ちに避難所を開設し、設置場所等を速やかに住民に周知すると

ともに、円滑な避難生活が行われるように、自主防災組織及び学校等避難施設の管理者の協力を得て、
被災者が必要最低限の避難生活を確保できるよう必要な措置を講じる。 
また、住民の自主避難にも配慮し、避難所の早期開設を検討する。 
なお、災害の規模等に鑑みて必要に応じ、健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提

供のほか、公営住宅や民間賃貸住宅の空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、避難
所の早期解消に努めることを基本とする。 

 
(2) 避難生活及び設置場所 
  ア 避難生活者 

 避難所で避難生活をする者は、災害によって現に被害を受け、又は受ける恐れのある者で居住する
場所を確保できない者とする。 

  イ 設置場所 
 市町は、「市町地域防災計画」に定めた場所に避難所を設置する。 
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 また、必要に応じて、あらかじめ指定された施設以外の施設等についても安全性を確認のうえ、管
理者の同意を得て避難場所として活用する。 
 なお、設置場所としては、次の場所が考えられる。 
(ｱ) 津波や山・崖崩れの危険のない地域に設置する。 
(ｲ) 避難所の設置にあたっては、避難所の被害状況及び安全性を確認のうえ、避難生活者の人数に応
じて次の順位により設置する。 
① 学校、体育館、公民館等の公共建築物 
② あらかじめ協定した民間の建築物 
③ 広域避難場所、一時避難場所等に設置する小屋又はテント等（自主防災組織等が設置するも

のを含む。） 
(ｳ) 災害時要援護者については、その状況に応じて収容するための社会福祉施設等の確保や、民間賃
貸住宅、旅館・ホテル等の借り上げを行うほか、心身の状態に配慮した応急仮設住宅の設置を検討
するなど、多様な避難場所の確保に努める。 

(ｴ) 状況に応じ、公的宿泊施設、民間宿泊施設、ゴルフ場施設等を確保する。 
(ｵ) 状況に応じ、船舶を宿泊施設として活用する。その場合は、県を経由して四国運輸局愛媛運輸支
局又は愛媛県旅客船協会に船舶のあっせんを要請する。 

 (3) 設置期間 
  市町長は、地震情報、降雨等による災害発生の危険性、住宅の応急修理の状況及び応急仮設住宅の建
築状況等を勘案し、県と協議して設置期間を決める。 

 (4) 避難所の運営 
ア 市町は、自主防災組織や学校等避難施設の管理者の協力を得て避難所を運営する。その際、役割分
担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な
組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

イ 避難所には避難所等の運営を行うために必要な市町職員を配置する。また避難所の安全の確保と秩
序の維持のため、必要により警察官の配置を要請する。 

ウ 避難生活の運営に当っては、災害時要援護者に配慮する。 
エ 自主防災組織は、避難所の運営に関して市町に協力するとともに、相互扶助の精神により役割を分

担するなど自主的に秩序ある避難生活を送るように努める。 
オ 市町は、災害時要援護者の保健福祉に対する要望を把握し、介護職員等の応援受入も図りながら保

健福祉サービスの提供に努めるとともに、避難生活が困難な場合は要援護者の社会福祉施設等への移
送に努める。 

カ 市町は、避難場所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めるものとする。
そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 

キ 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯
等の頻度、医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要
性、慢性疾患用医薬品等の服薬状況、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健
康状態や避難場所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 

ク 市町は、避難生活等に関する相談窓口の開設又は巡回相談等を実施する。 
ケ 避難場所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等
に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性によ
る配布、避難場所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営
に努める。 

コ 市町は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅や空き家
等利用可能な既存住宅のあっせん等による、避難場所の早期解消に努める。 

サ 保健師等による巡回健康相談等を実施し、避難住民の健康管理（メンタルヘルスを含む）を行う。
特に、エコノミークラス症候群（深部下肢静脈血栓症）、生活不活発病（廃用症候群）、疲労、ストレ
ス緩和、高齢者虐待の防止等について配慮する。 

 
３ 県の活動 
  県災害対策本部（県災害警戒本部）は、市町の報告により、避難所の開設状況を把握しておくとともに、
男女のニーズの違いに配慮しながら、必要に応じて野外収容施設の資機材の調達や設置、緊急援護物資の
供給にあたる。 
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  また、被害の様相が深刻で、被災市町に避難所を設置することができないとき、又は市町に適当な建物
若しくは場所がない場合、県は関係市町と協議し、隣接市町に被災住民の収容を委託するほか、隣接市町
の建物若しくは土地を借上げて避難所を設置する。 

  避難所に収容された被災者のうち、住家が滅失して他に居住する住家がなく、自己の資力では新たに住
宅を確保することができない者に対しては、県が応急仮設住宅を設置し供与する。 
さらに、県は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、区域外への広域的な避

難及び避難場所、応急住宅等への収容の必要があると判断した場合には、四国４県、中四国９県及び全国
都道府県との広域応援協定に基づき各県に支援を要請するほか、必要に応じて国に支援を要請し、国が作
成する広域的避難収容実施計画に基づき適切な広域的避難収容活動を実施する。 

 
 
 ※資料  １ 市町避難所総括表                （資料編１２－５） 
      ２ 都市公園現況表                 （資料編１２－６） 
      ３ 四国４県広域応援協定              （資料編１７－１） 
      ４ 中国・四国広域応援協定             （資料編１７－４） 
      ５ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（資料編１７－５） 
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第５章 緊急輸送活動 
    【交通対策課、危機管理課、産業政策課、経営支援課、漁港課、港湾海岸課、道

路維持課】 
 
 緊急輸送は、県民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを原則に、交通関係諸施設など
の被害状況及び復旧状況を把握し、復旧の各段階に応じた的確な対応を行う。 
 県内で輸送手段等の調整ができないときは、国又は災害時における応援協定を締結している各県に協力を
要請する。 
 
３－５－１ 実施機関  
 
 被災者や災害応急対策用員の移送及び災害救助応急対策用資機材の輸送は、それぞれの機関において行う。 
 ただし、実施機関において処理できないときは、市町災害対策本部にあっては、県地方本部又は支部を通
じ、車両、その他の確保又は輸送移送について、県災害対策本部（県災害警戒本部）に対し応援等の要請を
行う。要請を受けた県災害対策本部（県災害警戒本部）は、関係機関に連絡して処置する。 
 
３－５－２ 県の活動 
 
１ 緊急輸送の対象 
  緊急輸送の対象とする人員、物資等は、次のものである。 
(1) 災害応急対策要員として配備される者、又は配置替えされる者 
(2) 医療（助産）救護を必要とする者 
(3) 医療品、医療資機材 
(4) 食料、飲料水等の救護用物資 
(5) 応急復旧資機材 
(6) 公共施設、生活関連施設等の災害防止用及び応急復旧用資機材 
(7) その他知事が必要と認めるもの 
 
２ 緊急輸送の段階別対応 
 (1) 第一段階（被災直後） 

 自衛隊のヘリコプターによる輸送支援を中心に次の輸送を行う。 
ア 災害応急対策要員及び災害応急対策に必要な医療従事者又は医療品等 
イ 無線中継基地、無線局の点検・保守のために必要な人員及び資機材 
ウ 災害の拡大を防止するための人員及び資機材 
エ ヘリコプターの燃料 

 (2) 第二段階（被災後１日～６日程度の間） 
 ヘリコプター、航空機、船舶及び輸送可能な道路を利用して次の輸送を行う。 
ア 第一段階の輸送の続行 
イ 緊急処置を必要とする患者等 
ウ 食料等生命の維持に必要な緊急物資 
エ 輸送路確保のための必要な人員及び資機材 
オ 旅行者等 

 (3) 第三段階（被災後７日間程度以降） 
 陸上及び海上の輸送を中心に次の輸送を実施する。なお陸上交通が不可能な地域に対しては空中輸送
を継続する。 
ア 災害復旧に必要な人員、資機材 
イ 生活必需品 

 
３ 緊急輸送体制の確立  
  輸送施設や交通施設の被害状況及び復旧状況のほか、人員、機材、燃料の確保状況、必要輸送物資の量
等を勘案し、状況に応じた緊急輸送体制を確立し、緊急輸送計画を作成する。 
 (1) 陸上輸送体制 
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ア 陸上輸送路の確保 
(ｱ) 道路管理者、警察及び自衛隊は、連携して、道路施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に

必要な情報を把握するとともに、災害対策本部に連絡する。 
(ｲ) 災害対策本部長（災害警戒本部長）は、道路施設被害等の情報に基づき緊急輸送ルートを選定す

る。 
(ｳ) 道路管理者、警察及び自衛隊は、連携して選定された緊急輸送ルートの確保に努める。 
(ｴ) あらかじめ指定している緊急輸送道路の確保を最優先に、応急復旧や代替道路の設定等を実施す
る。 

イ 輸送手段の確保 
  災害発生時に伴い、県が緊急に自動車等の必要が生じた場合は、自衛隊、四国運輸局愛媛運輸支局

及び防災関係機関等の協力を得て、調達、あっせんをする。 
ウ 協力機関 
 (ｱ) 愛媛県バス協会、愛媛県ハイヤー・タクシー協会 
   愛媛県バス協会、愛媛県ハイヤー・タクシー協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把

握するとともに、被災者移送等の必要が生じたときは、県の要請に基づき乗合乗用自動車等の供給
に協力する。 

 (ｲ) 愛媛県トラック協会 
   愛媛県トラック協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把握するとともに、災害発生時

に被災者、物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間に締結した協定に基づき貨物自動車等の
供給に協力する。 

(ｳ) 愛媛県レンタカー協会 
     愛媛県レンタカー協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把握するとともに、災害発生

時に応急対策実施のために自動車等の必要が生じたときは、県との間に締結した協定に基づき自動
車等の供給に協力する。 

 (ｴ) 鉄道会社 
   鉄道会社は、災害発生時に被災者、救援物資並びに復旧用資機材等の必要が生じたときは、県の

要請に基づき、車両等の供給に協力する。 
エ 集積所及び要員の確保 
(ｱ) 地方本部（支部）、市町ごとの物資集積所は緊急輸送計画により別に定める。 
(ｲ) 物資拠点施設として民間施設の利用を図り、物資の集積配分業務を円滑に行うため、災害時応援

協定を締結している愛媛県トラック協会や倉庫業者へ物流専門家の派遣を要請するとともに、必要
に応じ物資の集積場所に県職員を派遣する。 

また、訓練を通じて保管・搬出管理等の実効性を高めるものとする。 
(2) 海上輸送体制 

ア 海上輸送路の確保 
(ｱ) 港湾及び漁港の管理者、市町、自衛隊並びに海上保安部は、連携して利用可能な航路、港湾等の

施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に必要な情報を把握するとともに、災害対策本部（災
害警戒本部）に連絡する。 

(ｲ) 災害対策本部長（災害警戒本部長）は、港湾施設の被害等の情報に基づき海上輸送ルートを定め
る。 

(ｳ) 港湾及び漁港の管理者、自衛隊並びに海上保安部は、連携して定められた海上輸送ルートの確保
に努める。 

イ 輸送手段の確保 
 災害発生時に伴い、県が緊急に船舶等の必要が生じた場合は、自衛隊、海上保安部、四国運輸局愛
媛運輸支局及び防災関係機関等の協力を得て、調達、あっせんをする。 

ウ 協力機関 
 (ｱ) 愛媛県旅客船協会 

愛媛県旅客船協会は、災害発生時に被災者、救援物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間
に締結した協定に基づき、旅客船等の供給に協力する。 

 (ｲ) 愛媛内航海運組合連合会 
   愛媛内航海運組合連合会は、災害発生時に救援物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間に

締結した協定に基づき、貨物船等の供給に協力する。 
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エ 集積場所及び要員の確保 
(ｱ) 港湾及び漁港の管理者は、港湾・漁港施設、公共用地等を利用して物資の集積場所を確保する。 
(ｲ) 物資の集積配分業務を円滑に行うため、必要に応じ物資の集積場所に県職員を派遣する。 

 
(3) 航空輸送体制 

ア 航空輸送施設の確保 
(ｱ) 災害対策本部（災害警戒本部）は、航空緊急輸送計画を作成するため、自衛隊に要請し松山駐屯

地の利用可能状況を把握する。 
(ｲ) ヘリコプターの離着陸は、あらかじめ定めたヘリポート及び飛行場外離着陸場で行うことを原則

とする。 
(ｳ) 地方本部（支部）又は消防防災航空隊は、市町を通じ、あらかじめ定めたヘリポートの使用可能

状況を把握し、災害対策本部（災害警戒本部）に報告する。 
(ｴ) 一時に多量の緊急物資の輸送が必要になった場合は、自衛隊に空中投下による輸送を依頼する。 
  なお、投下場所の選定、安全の確保についてはその都度定める。 

イ 輸送の手段 
  緊急輸送は、自衛隊等の協力を得て次の航空機により行う。 
(ｱ) 自衛隊の航空機 
(ｲ) 県及び県警察のヘリコプター 
ウ 集積場所及び要員の確保 
  自衛隊との事前の協議に基づき、松山駐屯地内に集積場所を設けるとともに、必要に応じ、連絡調
整に当るため、県職員を派遣する。 

 (4) 燃料確保対策 
ア 自動車、船舶の燃料 
(ｱ) 県有車両、県有船舶の燃料、その他県の災害応急対策を実施するため必要な燃料については、あ

らかじめ民間事業者等と締結した協定等に基づき確保に努める。 
(ｲ) 必要に応じ燃料の緊急輸送を行う。 
イ 航空機の燃料 
  県の所有する防災ヘリコプター及び他県からの応援ヘリコプターの災害応急対策活動等のため必要
な燃料については、あらかじめ業者等と締結した協定に基づき確保に努める。 

 (5) 輸送の調整等 
 市町及び防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施を確保するため必要があるときは、災害対策本部（災
害警戒本部）において調整を行う。 
 この場合、次により調整することを原則とする。 
第１順位 県民の生命の安全を確保するため必要な輸送 
第２順位 災害の拡大防止のために必要な輸送 
第３順位 災害応急対策のために必要な輸送 

 
３－５－３ 従事命令等による輸送の確保  
 
 知事は、災害応急対策上必要な資機材等を緊急に輸送する必要があると認める場合は、災害対策基本法第
71 条による従事命令を執行して輸送業者を輸送業務に従事させ、輸送の万全を期する。 
県は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は

指定地方公共機関に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場所又は期日を示して、当該災害応急
対策の実施に必要な物資又は資材の運送を要請する。その際、運送事業者である指定公共機関又は指定地方
公共機関が正当な理由が無いのに前述の要請に応じないときは、災害応急対策の実施のために特に必要があ
るときに限り、当該機関に対し、当該災害応急対策の実施に必要な物資又は資材の運送を行うべきことを指
示する。 
 
３－５－４ 市町及び関係機関の活動  
 
１ 市町 
  災害応急対策を実施するため必要な緊急輸送は、原則として市町が行う。 
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 (1) 市町は、運送業者とあらかじめ緊急輸送に関する協定の締結などにより、震災時における輸送車両等
の運用計画または調達計画を定めるとともに、車両や燃料等の調達先を明確にして、人員及び物資等の
輸送手段を確保する。 

 (2) 市町は、緊急輸送の応援が特に必要であるときは、次の事項を明示して、県に対し調達、あっせんを
要請する。 

  ア 輸送区間及び借上げ期間 
  イ 輸送人員又は輸送量 
  ウ 車両等の種類及び台数 
  エ 集結場所及び日時 
 (3) 緊急輸送の方針、輸送する人員、物資及び輸送体制については県に準じる。 
 (4) 市町は、管内のヘリポートの緊急点検及び保守管理を行い、使用可能状況を県に報告する。 
 (5) 市町は孤立が想定される地区を中心に臨時ヘリポートの確保に努める。 
 
２ 防災関係機関 
(1) 防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行うもの

とするが、特に必要な場合は、県災害対策本部（県災害警戒本部）に必要な措置を要請する。 
(2) 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、県から災害応急対策の実施に必要な物資又

は資材の運送の要請があった場合は、資機材の故障等により当該運送を行うことができない場合、安全
でない状況にある場合等、要請に応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合を除き、当該物資の
輸送を行う。また、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、運送の要請等に対応でき
るように、防災業務計画等において、物資等の緊急運送に関する計画をあらかじめ定めておく。 

 
３ 四国運輸局の緊急輸送 
  四国運輸局愛媛運輸支局は、緊急輸送の要請を受けた場合、関係協会及び支局の管轄地域事業者と迅速
な連絡をとり、緊急輸送に使用しうる自動車の出動可能台数等の確認を行う。次いで速やかに関係事業者
に出動できるよう体制を整えさせる。 

 
 
  ※資料 １ 災害対策自動車班編成表             （資料編１１－ ２） 
      ２ 自動車出勤計画表                （資料編１１－ ３） 
      ３ 海上物資輸送計画                （資料編１１－ ５） 
      ４ 海上人員輸送計画                （資料編１１－ ６） 

５ 災害時における物資等の輸送に関する協定     （資料編１１－１７） 
６ 災害時の船舶による輸送等に関する協定（物資）  （資料編１１－１８） 
７ 災害時の船舶による輸送等に関する協定（人員等） （資料編１１－１９） 
８ 災害時の人員等の輸送に関する協定        （資料編１１－２０、２１） 
９ 災害時における物資等の輸送に関する協定     （資料編１１－２２） 

１０ 災害時の道路障害物の除去に関する覚書      （資料編１１－２３） 
１１ 災害時の船舶による警備部隊等の輸送に関する協定 （資料編１１－２４） 
１２ 災害時における自動車等の提供に関する協定    （資料編１１－２５、２６） 
１３ 愛媛県内飛行場外臨時離着陸場一覧表       （資料編１６－ ６） 
１４ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表          （資料編１６－ ７） 
１５ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定  （資料編１６－ ８） 
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第６章 交通応急対策活動 
    【交通対策課、危機管理課、漁港課、港湾海岸課、道路維持課、県警本部、第六

管区海上保安本部、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道
株式会社】 

 
 大規模地震発生直後の道路は、自動車、落下物及び倒壊物等が散在していることが予想されることから、
道路管理者等は、緊急輸送等の応急対策を円滑に行うため、これらの障害物を道路啓開により速やかに除去
するとともに、必要に応じ交通規制を実施するなど陸上交通の確保に努めるとともに、代替輸送路として、
海上輸送路を確保する。 
 また、海上においても、応急対策遂行のため、航路障害の除去及び必要に応じて船舶交通の規制を行う。 
 
３－６－１ 陸上交通  
 
１ 緊急地震速報を覚知した時及び地震発生時の自動車運転者のとるべき措置 
(1) 走行中の車両の運転者は、次の要領により行動する。 
 ア できる限り安全な方法により車両を道路の左側端に停止させる。 
 イ 停止後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応じて

行動する。 
 ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておく。やむを得ず道路上に置い

て避難するときは、道路の左側端に寄せて停車し、エンジンを切り、エンジンキ－はつけたままとし、
窓を閉め、ドアロックはしない。その際、駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施
の妨げとなるような場所には駐車しない。 

 (2) 避難のために車両を使用しない。 
 (3) 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、交通規制が行われている区域又は道路の区間

（以下「通行禁止区域等」という。）における一般車両の通行は禁止又は制限されることから、同区域
等内にある運転者は、次の措置をとる。 

 ア 速やかに車両を次の場所に移動させること。 
  (ｱ) 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所 
  (ｲ) 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所 
 イ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左側端に沿って駐車するなど、緊急通行車

両の妨害とならない方法により駐車する。 
 ウ 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車

すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないために措置をとることが
できないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場合、やむを得ない限度において車
両等を破損することがある。 

 
２ 情報の収集 
  県は、国土交通省、市町、自衛隊、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、鉄道事
業者等に協力を求め、道路及び鉄道の被害状況について情報の収集を行う。 
また、四国地方整備局の光ファイバーネットワークへの接続により情報共有を図る。 

  また、県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用
して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。 

  
３ 陸上交通確保の基本方針 
 (1) 公安委員会は、緊急輸送道路について優先的にその機能を確保するため、原則として一般車両の通行

を禁止又は制限する。 
 (2) 公安委員会は、被災地域での一般車両の走行及び被災地への流入を原則として禁止する。 
 (3) 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、道路啓開等を行い、道路機能

の確保に努める。 
   また、道路の破損、決壊、その他の事由により二次災害の発生や交通が危険であると認められる場合

は、二次災害の防止に努めるとともに、区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限する。 
   この場合、通行の禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設ける。 
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 (4) 公安委員会及び道路管理者は、相互に連絡を保ち、交通規制の適切な運用を図る。 
(5) 道路管理者は、道路の通行規制が行われている場合は、道路利用者に対して道路情報提供装置等を活

用し、リアルタイムでの情報提供に努める。 
 
４ 交通規制の実施 
 (1) 交通規制措置 
   地震発生時において道路損壊等が発生した場合、被災地における災害警備活動の円滑な推進を図るた

め、警察本部、各警察署及び道路管理者は、緊密な連携のもと被災地域及びその周辺地域において、速
やかに車両等の通行禁止、制限及び迂回道路の設定、誘導等の交通規制措置をとる。 

 (2) 緊急輸送道路確保のための交通規制 
 ア 県警察は、主要交差点等を中心とする交通要所に警察官等を配置し、交通整理、指導及び広報を行

う。 
 イ 公安委員会は、緊急交通路での円滑な交通運行を図るため、交通要点において緊急通行車両以外の

車両の通行を禁止する。 
 ウ 県警察は、緊急交通路を確保するため、必要な場合には、放置車両の撤去、警察車両による緊急通

行車両の先導等を行う。 
 エ 県警察は、緊急通行車両の円滑な運行を確保するため、必要に応じて、運転者等に対し車両移動等

の措置命令等を行う。 
 オ 県警察は、交通規制にあたって道路管理者等関係機関と相互に緊密な連携を保つとともに、交通規

制を円滑に行うため、必要に応じて「愛媛県警備業協会」との支援協定等に基づき、交通誘導の実施
等を要請する。 

 カ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、定められた通行禁止区域等において、警察官がその場に
いない場合に限り、自衛隊緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命じ、又は、自ら
当該措置をとる。 

 キ 消防吏員は、定められた通行禁止区域等において、警察官がその場にいない場合に限り、消防用緊
急通行車両の円滑な通行を確保するため、必要な措置を命じ、又は、自ら当該措置をとる。 

 (3) 交通規制実施後の広報 
  公安委員会は、交通規制を実施した場合、警察庁、管区警察局、日本道路交通センター、交通管制セ
ンター、報道機関等を通じ交通規制の内容等を広く周知徹底させ、秩序ある交通を確保する。 

 
５ 道路交通確保の措置  
 (1) 道路交通確保の実施体制 
   道路管理者、公安委員会は、他の防災機関及び地域住民等の協力を得て道路交通の確保を行う。 
 (2) 道路施設の復旧 
   道路管理者は、早急に被害状況を把握し、（社）愛媛県建設業協会等の協力を得て、道路啓開等に必

要な人員、資機材等の確保に努め、被害状況に応じた効果的な復旧を行う。 
   なお、この場合、緊急輸送道路を優先して行う。 
 (3) 交通安全施設の復旧 
   公安委員会は、緊急輸送道路の信号機等、輸送に必要な施設を最優先して交通安全施設の応急復旧を

行う。 
 (4) 障害物等の除去及び集積 

ア 路上における著しく大きな障害物等の道路啓開による除去について、必要に応じて、道路管理者、
警察機関、消防機関、自衛隊等は協力して所要の措置をとる。 

イ アにより除去した障害物は、市町があらかじめ仮集積場として定めた空地、民間の土地所有者に対
する協力依頼等によって確保した空地、及び駐車場等に集積する。また、適当な集積場所がない場合
は、避難路及び緊急輸送道路以外の道路の路端等に集積する。 

 (5) 警察官等の措置命令 
ア 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに
より、災害応急対策の実施に著しい支障が生じる恐れがあると認めるときは、当該車両その他の物件
の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命じること
ができる。 

イ アによる措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が現場
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にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとる
ことができる。また、この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、
車両その他の物件を破損することができる。 

ウ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第 83 条第２項の規定により派遣を命
ぜられた当該自衛官は、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを
命じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

エ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員は、消防用緊急通行車両の円滑な通行
を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

 
６ 緊急通行車両の確認等 
 (1) 緊急通行車両の標章及び証明書の交付 
 ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し当該車両が緊急通行車両であることの確認を求めるも

のとする。 
 イ 知事又は公安委員会は、当該車両が緊急通行車両であることを確認したときは、当該車両の使用者

に対し災害対策基本法施行規則第６条に規定する標章及び証明書を交付する。 
 (2) 緊急通行車両の確認事務 
 ア 災害対策基本法施行令第33条に基づく確認事務は、知事に対しては危機管理課、公安委員会に対し

ては、警察本部交通規制課及び各警察署交通課において行う。 
 イ 確認の手続きの効率化・簡略化を図り、かつ、緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、緊急通

行車両については、事前に必要事項の届出をすることができる。事前届出及び確認の手続きについて
は、別に定める。 

 
７ 鉄道確保の措置  
  鉄道事業者は、崩土、線路の流失陥没、路盤の破壊等応急復旧を要する被害が発生した場合は、防災関

係機関等の協力を得て、輸送の緊急度に応じ、崩土除去、路盤の復旧並びに仮線路、仮橋の架設等応急
工事を行う。 

 
３－６－２ 海上交通  
 
１ 情報の収集 
  県は、運輸局、海上保安部、自衛隊、市町、漁業協同組合等の協力を求め、海岸施設、港湾・漁港施設
の被害状況、水路、航路標識の異常の有無、石油コンビナートの被害状況、港内の状況等について情報の
収集を行う。 

 
２ 海上交通の規制 
 (1) 海上保安部等は、海難船舶、危険物の流出域、損壊した係留施設・海上構造物及び流出した船舶、木

材等で船舶交通に支障がある場合は、その範囲、日時を定めて船舶の交通を制限し又は禁止する。 
 (2) 海上保安部等は、海難船舶、漂流物又は沈没した物件等が船舶交通に障害となる場合には、これらの

所有者に除去を命じ又は勧告を行う。 
 (3) 海上保安部等は、船舶交通の安全を図るため、必要に応じ船舶交通の整理・指導を行う。 
 
３ 海上交通確保の措置 
 (1) 海上交通の整理 
   県は、海上保安部等防災関係機関と相互に連携し、県内の海上交通確保について必要な輸送路の選定

等の調整を行う。 
 (2) 港湾施設等の応急措置 
   港湾及び漁港の管理者は、管理する港湾や漁港について障害物の除去、応急修理等輸送確保のための

応急処置を講じる。 
 (3) 海上保安部は、警報の伝達、海洋汚染の防除、危険物取扱の規制、火災・海難等への適切な措置を講

じる。 
 (4) 海上保安部等は、水路の水深に異常が生じたときは、必要に応じ測量を行い、標識を設置する等船舶

交通の安全を確保する。 
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 (5) 海上保安部等は、航路標識が損壊又は流出したときは速やかに復旧に努める他必要な応急措置を講じ
る。 

 (6) 海上自衛隊等に対する支援要請 
   知事は、市町又は港湾及び漁港の管理者から、油の流出による火災の鎮圧、水路確保のための措置の

実施等、海上交通の確保のため必要な措置の実施について、応援要請があったときは、海上自衛隊、海
上保安部に対し応援を要請する。 
 

※資料 １ 緊急通行車両の標章並びに通行証                （資料編１１－ ４） 
     ２ 海上保安部所属巡視船艇                    （資料編１１－ ７） 
     ３ 灯台見廻り船                         （資料編１１－ ８） 
     ４ 災害時における交通誘導及び地域の安全の確保等の業務に関する協定（資料編１１－１６） 

５ 大規模災害発生時における相互協力に関する協定         （資料編１１－２７） 
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第７章 災害拡大防止活動  
【消防防災安全課、危機管理課、河川課、都市計画課、建築住宅課、保健体育課、

県警本部】 
 
 大規模地震発生時には、家屋倒壊、同時多発火災の発生等により甚大な被害が予想されるため、県、市町
はもとより、住民、自主防災組織、事業所等においても人命救助、出火防止及び初期消火を実施するととも
に、消防機関は、他の消防機関等との連携をとりつつ、その全機能をあげて消火活動、水防活動、人命救助
活動等の応急対策に取り組む。 
特に、発災当初の 72 時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救

助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分し、可能な限り速やかに行う。 
 
３－７－１ 消防活動  
１ 消防活動の基本方針 
  地震による火災は、地震の大きさ、震源の位置、発生時期及び時刻、気象条件、地域の人口密度、消防
力の配備状況等により被害の様相が異なるため、臨機応変な応急対策をとる必要があるが、火災による被
害を最小限にくい止めるため、市町は、消防本部及び消防団の全機能をあげて、次の基本方針により消防
活動を行う。 

 (1) 出火防止活動及び初期消火の徹底 
   住民、自主防災組織及び事業所等は、自らの生命及び財産を守るため、出火防止活動及び初期消火に

努めるとともに、協力して可能な限り消火活動を行い、火災の拡大を防止する。特に危険物等を取り扱
う事業所においては、二次災害の防止に努める。 

 (2) 人命救助の最優先 
   同時多発火災が発生した場合は、人命の救助を最優先した消防活動を行うとともに、避難場所及び避

難路確保の消防活動を行う。 
 (3) 危険地域優先 
   同時多発火災が発生した場合は、危険性の高い地域を優先に消防活動を行う。 
 (4) 人口密集地優先 
   同時多発火災が発生した場合は、人口密集地及びその地域に面する部分の消火活動を優先して行う。 
 (5) 重要建築物優先 
   重要建築物の周辺から出火し、延焼火災を覚知した場合は、重要建築物の防護上必要な消防活動を優

先する。 
 (6) 消火可能地域優先 
   同時多発火災が発生した場合は、消防力の配備状況及び消防水利の配置状況等を踏まえ、消火可能地

域を優先して消防活動を行う。 
 (7) 救命処置を要する要救助者優先 
   傷害の程度に応じ、救命処置を必要とする負傷者を優先し、その他の負傷者はできる限り自主的、又

は住民による応急処置を行わせる。 
 (8) 火災現場付近の要救助者優先 
   火災が多発し延焼の危険がある場合は、火災現場付近を優先に救急救助活動を行う。 
 (9) 多数の人命救助優先 
   延焼火災が少なく、同時に多数の救急救助が必要な場合は、多数の人命を救助できる現場を優先に救

急救助活動を行う。 
 
２ 消防機関の活動 
 (1) 消防本部の活動 
   消防長は、消防署（所）及び消防団を指揮し、地震災害に関する情報を迅速かつ正確に収集し、消防

活動の基本方針に基づき、次の活動を行う。 
  ア 火災発生状況等の把握 
    管内の消防活動等に関する次の情報を収集し、市町災害対策本部及び警察署と相互に連絡を行う。 
   (ｱ) 延焼火災の状況 
   (ｲ) 自主防災組織の活動状況 
   (ｳ) 消防ポンプ自動車等の通行可能道路 
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   (ｴ) 消防ポンプ自動車その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利などの使用可能状況 
   (ｵ) 要救助者の状況 
   (ｶ) 医療機関の被災状況 
  イ 消防活動の留意事項 
    地震火災の特殊性を考慮し、次の事項に留意して消防活動を行う。 
   (ｱ) 同時多発火災が発生している地域では、住民の避難誘導を直ちに開始し、必要に応じ避難路の確

保等人命の安全を最優先した消防活動を行う。 
   (ｲ) 危険物の漏えい等により災害が拡大し、またはその恐れがある地域では、住民の立入りを禁止し、

避難誘導等の安全措置をとる。 
   (ｳ) 同時多発火災が発生し、多数の消防隊を必要とする場合は、人口密集地及びその地域に面する部

分の消火活動を優先し、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防活動にあたる。 
   (ｴ) 救護活動の拠点となる病院、避難施設、幹線避難路及び防災活動の拠点となる施設等の消防活動

を優先して行う。 
   (ｵ) 延焼火災の少ない地域では、集中的な消防活動を実施し、安全地区を確保する。 
   (ｶ) 住民及び自主防災組織等が実施する消火活動との連携、指導に努める。 
  ウ 救急救助活動の留意事項 
    要救助者の救助救出と負傷者に対する止血、その他の応急処置を次により行い、安全な場所へ搬送

する。 
   (ｱ) 震災時は、搬送先医療機関そのものが被災し医療行為が実施できない可能性があるため、災害の

状況を十分把握して、医療機関の選定及び搬送経路を決定する等被災状況に即して柔軟な対応を行
う。 

   (ｲ) 震災時には、外傷のほか骨折、失血及び火傷等傷害の種類も多く、また軽傷者から救命処置を必
要とする者まで、緊急度に応じ迅速かつ的確な判断と様々な処置が要求されるため、救急救命士の
有効活用、救急隊と他の消防隊が連携して出動するなど効率的な出動・搬送を行う。 

   (ｳ) 救急救助活動においては、負傷者や死者等の被害状況及び医療機関の被災状況等の情報をいかに
速く正確に掌握できるかが、救命率向上のキーポイントとなるため、保健所、医師会等関係機関と
の情報交換を緊密に行いながら救急救助活動を行う。 

   (ｴ) 震災時は道路交通確保が困難なため、消防署（所）、消防団詰所、警察署（交番、駐在所）、町内
会事務所等において備蓄している救急救助資機材等を活用し、各地域の消防団等を中心として救急
救助活動を行う。 

   (ｵ) 高層建築物等に対する救急救助活動については、消防法に定める防火管理者による自主救護活動
との連携を積極的に推進する。 

 (2) 消防団の活動 
   消防団は、地震災害が発生した場合、原則として消防本部の長の指揮下にはいり、消防隊と協力して

次の消防活動を行う。ただし、消防隊が出動不能又は困難な地域では、消防団長の指揮のもと消火活動
等を行う。 

 ア 出火防止活動 
   地震発生により火災等の災害発生が予測される場合は、居住地内の住民等に対し出火防止を呼びか

けるとともに、出火した場合は、住民と協力して初期消火にあたる。 
 イ 消火活動 
   幹線避難路確保のための消火活動等人命の安全確保を最優先に行う。 
 ウ 避難誘導 
   避難の指示・勧告が出された場合に、これを住民に伝達し、関係機関と連絡をとりながら住民を安

全な場所に避難させる。 
 エ 救急救助活動 
   消防本部による活動を補佐し、要救助者の救助救出と負傷者に対する止血その他の応急処置を行い、

安全な場所へ搬送を行う。 
(3) 職員等の惨事ストレス対策  

消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 
 

３ 事業所の活動 
 (1) 火災予防措置 
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   火気の消火及び危険物、プロパンガス、高圧ガス等の供給の遮断確認、及び危険物、ガス、毒劇物等
の流出等異常発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講じる。 

 (2) 火災が発生した場合の措置 
  ア 自衛防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 
  イ 必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 
 (3) 災害拡大防止措置 
   危険物等を取り扱う事業所においては、異常事態が発生し火災が拡大する恐れのあるときは、次の措

置を講じる。 
  ア 周辺地域の居住者等に対し、避難など必要な行動をとるうえで必要な情報を提供する。 
  イ 警察、最寄りの消防機関等に電話又はかけつける等可能な手段により直ちに通報する。 
  ウ 事業所内への立入り禁止、避難誘導等必要な防災措置を講じる。 
 
４ 自主防災組織の活動 
 (1) 火気遮断の呼びかけ、点検等 
   各家庭及び事業所等のガス栓の閉止、プロパンガス容器のバルブ閉止等の相互呼びかけを行うととも

に、その点検及び確認をする。 
 (2) 初期消火活動 
   火災が発生したときは、消火器、可搬消防ポンプ等を活用して初期消火に努める。 
 (3) 消防隊への協力 
   消防隊（消防本部、消防団）が到着した場合は、消防隊の長の指揮に従う。 
 
５ 県民の活動 
 (1) 火気の遮断 
   使用中のガス、石油ストーブ、電気機器類等の火気の遮断を直ちに行うとともに、プロパンガスはボ

ンベのバルブ、危険物のタンクはタンクの元バルブを締める。 
 (2) 初期消火活動 
   火災が発生した場合は、家庭用消火器や風呂のくみおきの水等で消火活動を行う。 
 
３－７－２ 水防活動  
 
 地震による洪水に対する水防活動は、県及び市町の水防計画の定めによるが、概要は次のとおりである。 
 
１ 水防管理者及び水防管理団体の活動  
 (1) 地震による洪水の襲来が予想され、著しい危険が切迫していると認められるときは、知事、その命を

受けた職員又は水防管理者は、必要とする区域の居住者に対し避難のため立退きを指示することができ
る。 

   なお、立退きの指示を行った旨を当該地域を管轄する警察署長に通知する。 
 (2) 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、情報の収集に努め、水防上危険な箇所を発見したときは、

直ちに関係機関及び当該施設の管理者に連絡し、必要な措置を要請し、緊急を要する場合は、必要な措
置を行い、被害が拡大しないよう努める。 

 (3) 河川、水門、樋門等の管理者は、被害状況を把握し、直ちに関係機関に通報するとともに、必要な応
急措置を講じる。 

 
２ 水防活動の応援要請 
 (1) 地元住民の応援 
   水防活動上必要がある場合は、警戒区域を設定し、無用の者の立入を禁止し、若しくは制限し、ある

いはその区域内の居住者又は水防現場にいる者を水防に従事させる。 
 (2) 警察官の応援 
   水防管理者は、水防のため必要があると認められるときは、所轄警察署長に対して警察官の出動を求

める。 
 (3) 隣接水防管理団体の応援及び相互協定 

ア 水防管理者は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 23 条の規定により、緊急の場合必要に応じ他
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の水防管理者、市町長、消防団長に対して応援を求めることができる。 
イ 隣接する水防管理団体は、協力応援等水防事務に関して、相互協定し、水防計画に定める。 

 (4) 自衛隊の応援 
   大規模の応援を必要とする緊急事態が生じたときは、知事の判断により、又水防管理者は知事を通じ、

陸上自衛隊第１４特科隊長に災害派遣を要請する。 
 
３－７－３ 人命救助活動  
 
１ 人命救助活動の基本方針 
 (1) 救出を必要とする負傷者等(以下｢負傷者等｣という｡）に対する救出活動は、市町長が行うことを原則

とする。 
 (2) 県、県警察及び自衛隊は、市町長が行う救出活動に協力する。 
 (3) 県は救出活動に関する応援について市町間の総合調整を行う。 
 (4) 市町は、当該市町の区域内における関係機関による救出活動について総合調整を行う。 
 (5) 自主防災組織や事業所等及び県民は、地域における相互扶助による救出活動を行う。 
 (6) 救助・救急活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
 
２ 県の活動 
  知事は、市町から負傷者等の救出活動について応援を求められ、特に必要があると認めたときは、その
状況に応じ次の措置を講じる。 

 (1) 県職員を派遣し救出活動を支援する。 
 (2) 他の市町長に対し応援を指示する。 
 (3) 自衛隊に対し支援を要請する。 
 (4) 救出活動の総合調整を行う。 

 
３ 県警察の活動 【県警本部】 
  被害状況に応じて可能な限り警察官を派遣し、災害警備用装備資機材を活用して負傷者等の救出活動に

あたる。 
 
４ 市町の活動  
 (1) 職員を動員し負傷者等を救出する。 
 (2) 市町長は、自ら負傷者等の救出活動を実施することが困難な場合、次の事項を示して知事に対し救出

活動の実施を要請する。また必要に応じ民間団体の協力を求める。 
ア 応援を必要とする理由 
イ 応援を必要とする人員、資機材等 
ウ 応援を必要とする場所 
エ 応援を必要とする期間 
オ その他周囲の状況等応援に関する必要事項 

 (3) 市町等は、広域的な応援を必要とする場合には、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、応援要
請を行うものとし、要請を受けた市町等は、必要な応援隊を派遣し、迅速かつ円滑に応援を実施する。 

(4) 市町は、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資器材を有する救助隊の整備を推進するよ
う努める。 

 
５ 消防機関の活動 【消防防災安全課】 
  震災時には広域的に多数の負傷者の発生が予想されるため、消防本部及び消防団は、住民の協力を確保
するとともに、郡市医師会、日本赤十字社愛媛県支部、警察署との協力体制を整え、的確な人命救出活動
にあたる。 

  また、市町等は、広域的な応援を必要とする場合には、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、応
援要請を行うものとし、要請を受けた市町等は、必要な応援隊を派遣し、迅速かつ円滑に応援を実施する。 

 
６ 自主防災組織の活動 
 (1) 救出・救護活動の実施 
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   崖崩れや建物の倒壊等により下敷きになった者が発生したときは、救出用資機材を使用して速やかに
救出活動を実施する。 

   また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とする者があるときは、
救護所等へ搬送する。 

 (2) 避難の実施 
   市町長や警察官等から避難の勧告等が出された場合には、住民に対して周知徹底を図るとともに、迅

速かつ的確に避難を行う。 
   避難の実施にあたっては、次の点に留意する。 
  ア 避難誘導責任者は、次のような危険がないかを確認しながら実施する。 
   (ｱ) 市街地……………………………火災、落下物、危険物 
   (ｲ) 山間部、起伏の多いところ……崖崩れ、地すべり 
   (ｳ) 海岸地域…………………………津波 
  イ 避難にあたっては、必要最低限のもののみ携帯する。 
  ウ 災害時要援護者等の自力で避難することが困難な者に対しては、自主防災組織等地域住民が協力し

て避難させる。 
 (3) 給食・救援物資の配布及びその協力 
   被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊き出しや救援物資の支給が必要と

なるが、これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が不可欠であることから、自主防災組織と
しても食料等の配布を行うほか、市町が実施する給水、救援物資の配布活動に協力する。 

 
７ 事業所の活動 

事業所の防災組織は、次により自主的に救出活動を行う。 
(1) 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 
(2) 救出活動用資機材を活用し組織的救助活動に努める。 
(3) 事業所の防災組織は、自主防災組織等と相互に連携し地域における救出活動を行う。 
(4) 自主救出活動が困難な場合は、消防機関や警察又は海上保安部等に連絡し早期救出を図る。 
(5) 救出活動を行うときは、可能な限り市町や消防機関、警察、海上保安部と連絡をとり、その指導を受

ける。 
 
８ 自衛隊の活動 
  県の要請に基づき救出活動を実施する｡ 
 
３－７－４ 学校における災害応急対策 
  
 学校における災害は、いつ、どこで発生するか分からないことから、不測の事態に際しても、万全の対応
策がとれるよう、日頃から教職員全員が危機管理意識をもって、備えをしておくことが重要である。 
 このため、「愛媛県学校安全の手引き」（県教育委員会編）に基づき、安全教育を計画的に実施していくと
ともに災害発生時の対応策を、日頃から定めておく。また、避難所を指定する市町や自主防災組織の指導・
協力を得て、事前に学校の役割分担を協議しておく。 
(1) 危機管理マニュアルの作成 
(2) 災害対応に関する教職員の共通理解の促進 
(3) 保護者、地域、関係機関との連携 
(4) 防災上必要な設備等の整備及び点検 
(5) 災害発生時の連絡体制の確立と周知 
(6) 適切な応急手当のための準備 
(7) 緊急避難場所の確認 
(8) 登校・下校対策 
(9) 学校待機の基準と引渡しの方法 
 以上の項目の他、特別支援教育諸学校については、その特殊性に配慮する。 
 
３－７－５ 被災建築物及び被災宅地に対する応急危険度判定の実施 
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 地震により建築物等が被害を受けたときは、その後の余震等による人的被害の発生を防止するため、次の
安全対策を実施する。 
(1) 県及び市町は、(社)愛媛県建築士会等建築関係団体の協力を得て、地震被災建築物応急危険度判定士

等により、被災建築物等の危険度の把握を行うとともに、必要な措置を講じる。 
(2) 県及び市町は､被災宅地危険度判定士等により被災宅地等の危険度の把握を行うとともに、必要な措

置を講じる。 
(3) 県民は、自らの生命及び財産を守るため、被災建築物等の安全性を確認するとともに、必要な措置を

講じる。 
 
  ※資料 １ 重要水防区域総括表                 （資料編 ４－ ４） 
      ２ 県水防倉庫資器材保有状況              （資料編 ４－ ５） 
      ３ 自衛隊派遣要請計画                 （資料編１７－１１） 
      ４ 愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱（資料編１２－ ２） 
      ５ 全国被災建築物応急危険度判定協議会規約       （資料編１２－ ３） 

６ 愛媛県震災被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定 
          （資料編１２－ ７） 

７ 愛媛県被災宅地危険度判定協議会規約         （資料編１２－１３） 
      ８ 愛媛県被災宅地危険度判定実施要綱          （資料編１２－１４） 
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第８章 地域への救援活動 
     【交通対策課、県民生活課、消防防災安全課、危機管理課、環境政策課、循環

型社会推進課、保健福祉課、医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、経営支
援課、農産園芸課、都市整備課、建築住宅課、県立病院課、県警本部、日本
赤十字社、社団法人愛媛県医師会、社団法人愛媛県歯科医師会、社団法人愛
媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会、社団法人愛媛県栄養士会、社
団法人愛媛県接骨師会】 

 
 地震災害においては、家屋の倒壊、焼失、津波等の切迫した状況の中で、多くの住民が極度の混乱状態と
なる恐れがある。 
このような混乱状態を解消し、被災者の生活の安定及び社会経済活動の早期回復のため、県、市町、自主

防災組織、県民等は、食料や生活必需品、応急住宅等の確保、医療活動等を積極的に行う。 
 
３－８－１ 物資の確保・供給 
 
被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調達・確保し、ニーズに

応じて供給・分配を行う。なお，被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、
時宜を得た物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災
地の実情を考慮するとともに、災害時要援護者及び男女のニーズの違いに配慮する。 
被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解消に努める

とともに、食料、飲料水及び生活必需品等の円滑な供給に十分配慮する。 
また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難

者に対しても物資等が提供されるよう努める。 
 
１ 県の活動 
 (1) 知事は､市町から緊急物資の調達又はあっせんの要請があったときは､県が備蓄する緊急援護物資の供

給を行う。また、被災市町からの要求を待っていては被災市町における救難・救助等の応急措置に支障
を来すおそれがあると認められる場合などは、市町の被災状況等に応じ適切にプッシュ型の物資等の供
給の要否を判断する。 

 (2) 緊急援護物資によっても不足又は供給が困難な物資について、企業や民間団体との応援協定などによ
り調達又はあっせんに努める。 

 (3) 緊急物資の調達先は、原則として、あらかじめ協定を締結した緊急物資保有者とする。これによって
も不足するときは、県内の他の緊急物資保有者又は県外の緊急物資保有者から調達する。 

 (4) 緊急物資の輸送は事情の許す限り当該物資調達先に依頼する。当該物資調達先に依頼できないときは、
輸送計画の定めるところにより輸送する。 

 (5) 災害応急対策が完了するまでの間､必要に応じて協定を締結した緊急物資保有者の緊急物資在庫量の
把握を行う。 

 (6) 市町の備蓄量を確認するとともに、必要に応じ市町間のあっせん調整を行う。 
 (7) 知事は、調達が困難な緊急物資について、国に対し調達又はあっせんを要請する。 
 (8) 必要に応じ保管命令、収用等物資の供給を確保する措置を講じる。 
 (9) 知事は、他の都道府県知事とあらかじめ締結した災害時の応援に関する協定に基づき、緊急物資等の

提供及びあっせんを要請する。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 食料や生活必需品の非常持出しができない被災住民や旅行者等に対して緊急物資を配分する。 
 (2) 市町は、自らの備蓄物資を供給するとともに、あらかじめ供給協定を締結した緊急物資保有者から調

達する。これによって調達できないときは、他の緊急物資保有者から調達するほか、必要に応じ次の事
項を示して県に調達、又はあっせんを要請する。 
ア 調達又はあっせんを必要とする理由 
イ 必要な緊急物資の品目及び数量 
ウ 引き渡しを受ける場所及び引受責任者 
エ 連絡課及び連絡責任者 
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オ 荷役作業員の派遣の必要の有無 
カ その他参考となる事項 

 (3) 緊急物資の配分に当たっては、事前に地域住民に対し広報を行うとともに、自主防災組織の協力を求
め公平の維持に努める。 

 (4) 避難所、その他の要所に自主防災組織の協力を得て、炊き出しの施設を設けるほか、食品提供事業者
の協力を求めて食事の提供を行う。 

 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
 (1) 食料及び生活必需品等の確保は、家庭及び自主防災組織での備蓄並びに県民相互の助け合いによって

可能な限りまかなうものとし、これによってまかなえない場合は、市町に供給を要請する。 
 (2) 自主防災組織は、市町が行う緊急援護物資等の供給の配分に協力する。 
 (3) 自主防災組織は必要に応じ炊き出しを行う。 
 
４ 日本赤十字社愛媛県支部の活動 
  日本赤十字社愛媛県支部が備蓄している非常災害用救援物資を、あらかじめ定められた配分基準により、

速やかに市町を通じ被災者に分配する。 
 
５ 農林水産省生産局の活動  
(1) 県は、市町からの要請等を踏まえ、政府所有米穀の供給が必要と判断される場合は、農林水産省生

産局（以下「生産局」という。）に連絡及び要請書を提出する。 
(2) 市町が直接、生産局に連絡した場合は、必ず、都道府県に連絡し、県は生産局に連絡する。 
(3) 生産局は、要請を受け、政府所有米穀を管理する受託事業体及び都道府県と連絡調整を行い、供給

する災害救助用米穀及び引渡方法を決定し、売買契約の締結後、速やかに受託事業体を通じて県に政
府所有米穀を引渡す。 

(4) 民間米については、県・市町から応急用米穀の供給について要請された生産局は、販売事業者の
全国団体と調整の上、対応可能な販売事業者を県・市町へ連絡する。県・市町は、当該販売事業者
に対して売渡しを要請する。 

(5) 農林水産省は、知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、必
要な物資の供給について必要な措置を講ずる。 

 
３－８－２ 飲料水の確保・供給  
 
１ 県の活動 
 (1) 県は、市町から飲料水の供給・調達について要請があったときは、民間企業との間に締結した協定に

基づき調達の要請を行うとともに、隣接市町や広域応援協定締結県、自衛隊、国に対し協力要請する。 
 (2) 県は、市町から応急給水を実施するため必要な資機材等の調達について要請があったときは、市町間

の調整を行い、必要なときは広域応援協定締結県又は国に対し調達の要請を行う。 
 (3) 災害の程度及び救助活動の実施状況の把握に努めるとともに、その適切な実施を図るための指示・指

導を行う。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 飲料水の確保が困難な地域に対し給水拠点を定め、備蓄飲料水、給水車等により応急給水を行う。 
 (2) 市町は、管内で飲料水の供給を実施することができないときは、次の事項を示して県に調達あっせん

を要請する。 
  ア 給水を必要とする人員 
  イ 給水を必要とする期間及び給水量 
  ウ 給水する場所 
  エ 必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量 
  オ 給水車両のみ借上げの場合はその必要台数 
 (3) 自己努力により飲料水を確保する住民に対し衛生上の注意を広報する。 
 (4) 地震発生後約８日を目途に仮設共用栓等を設置し、生活に必要な水を供給するよう努める。その場合

の供給水量は１人１日 20 ㍑を目標とし、飲料水の供給期間については、水道施設の応急復旧ができる
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までの期間とする。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
 (1) 地震発生後３日間は、県民自ら貯えた水等により、それぞれ飲料水を確保する。 
 (2) 地震発生後４日目から７日目位までは、自主防災組織による給水及び市町の応急給水により飲料水を

確保する。 
 (3) 地域内の井戸、湧水等を活用し、飲料水の確保に努める。この場合は特に衛生上の注意を払う。 
 (4) 市町が実施する応急給水に協力し、飲料水の運搬・配分を行う。 
 
３－８－３ 燃料の確保  
 
１ 県の活動 
(1) 県は、市町から炊き出しに必要な器具やガス等の燃料の要請があったときは、市町間の調整を行い、

器具の確保については、大規模小売業者との間に締結した協定に基づき、要請を行う。 
   ただし、特に緊急の場合は、必要に応じ、これらの大規模小売店以外の被災地直近の小売店及び卸売

店等に対し協力を要請する。 
また、ガスについては、（社）愛媛県エルピーガス協会に対し、災害時における生活必需物資等の緊

急放出に関し協力を要請する。 
(2) 県は、県の行政庁舎、病院等、防災対策上特に重要な施設、または、災害応急車両への燃料の安定供

給体制の整備に努める。 
 
２ 市町の活動 
(1) 市町は、炊き出しに必要な器具及び燃料等の支給又はあっせんを行う。 

また、これらの器具及び燃料等を調達できないときは、次の事項を明示して県に調達のあっせんを要
請する。 

ア 必要なプロパンガスの量 
イ 必要な器具の種類及び個数 

(2) 市町は、市町の行政庁舎、避難所、病院等、防災対策上特に重要な施設、または、災害応急車両への
燃料の安定供給体制の整備に努める。 

 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
  地域内の販売業者等の協力を得て、必要な器具及び燃料を確保する。 
 
３－８－４ 医療救護活動  
 
１ 医療救護活動の実施方針 
 (1) 医療救護活動の実施に当たっては、死亡者を一人でも少なくすることを最優先し、トリアージの実施

等により効率的な活動に努める。 
 (2) 県、市町、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県医師会等、公的医療機関及び旧国立医療機関は、医療救

護活動要領等に基づき、緊密な連携のもと災害の状況に応じ適切な医療（助産を含む。以下同じ。）救
護を行う。 

 (3) 市町は、当該域内の医療救護を行うため、救護所を設置し、また、救護病院等に傷病者を収容する。 
(4) 県及び災害医療コーディネータは、医療施設の被害状況や医薬品等医療資機材の需給状況等の情報を

収集・提供し、市町の医療救護活動について広域的な調整を行う。 
 (5) 保健所は、被災地域における医療救護支援の拠点として、災害医療コーディネータと密接に連携し、

地域の関係機関との調整を行う。 
 (6) 県、市町は、災害により在宅医療等の継続が困難になる難病患者等に対する医療の確保に努める。 
(7) 医療救護活動の実施に当たっては、被災者のメンタルヘルスに配慮する。 
 
２ 情報の収集・提供 
(1) 県及び災害医療コーディネータは、市町、消防機関、警察、県医師会等との連携のもと以下について

情報収集を行い、市町等は県等への情報提供に努める。 



 123 

  ア 医療施設の被害状況、診療機能の確保状況 
  イ 避難所、救護所の設置状況 
  ウ 避難所、救護所における医療ニーズ 
  エ 医薬品等医療資機材の需給状況 
  オ 医療施設、救護所等への交通状況 
  カ その他参考となる事項 
(2) 被災地の保健所は、必要に応じて医療施設、避難所、救護所等へ職員を派遣して情報収集を行い、県

へ報告する。 
(3) 県及び災害医療コーディネータは、広域災害・救急医療情報システムを活用して、支援を必要とする

医療機関及び支援が可能な医療機関についての情報収集を行い、医療機関は県等への情報提供に努める。 
 (4) 県及び災害医療コーディネータは、医療救護に関して把握した情報を関係機関に提供するとともに、

必要に応じて国への報告を行う。 
 
３ 救護所等における活動 
 (1) 救護所 
  ア 市町は、災害の発生により医療救護が必要となったときは救護所を設置し、県医師会等と災害時の

医療救護活動について締結した協定（以下「災害時の医療救護に関する協定」という。）に基づく救
護班の派遣要請を行うなどにより、救護班を確保する。 

  イ 救護所での医療活動は、市町の指揮の下で救護班が実施する。災害発生直後は、大量の傷病者に対
して限られた医療資源により救護にあたる必要があるため、傷病者のトリアージ、応急措置、重症者
の搬送の指示・手配等を重点的に行う。 

  ウ 救護所において救護班は次の業務を行う。 
  (ｱ) 傷病者の傷病の程度判定 
  (ｲ) 重症者の応急手当及び中等症者に対する処置 
  (ｳ) 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
  (ｴ) 転送困難な傷病者及び避難所等における軽症者に対する医療 
  (ｵ) 助産活動 
  (ｶ) 死体の検案 
  (ｷ) 医療救護活動の記録及び市町災害対策本部への収容状況等の報告 

 (2) 被災地域内の医療機関 
  ア 病院建築物、医療設備の被災状況、医薬品等の確保状況等を調査し、診療機能の確認を行う。必要

に応じ、被害の応急修復を実施するとともに、ライフライン事業者等に応急復旧の要請を行う 
イ 被災により既存入院患者等の治療継続が困難であるときは、患者受入れ医療機関及び移送手段の確
保に努めるとともに、必要に応じて県及び市町に支援を要請する。 

  ウ 市町からの救護班の派遣要請を受けて、又は通信の遮断等の際は自らの判断により、参集可能なス
タッフによる救護班を編成し、市町が設置する救護所へ派遣する。 

 エ 自らの施設で診療を行う場合は、救護所や他の医療機関で対処できない患者を受け入れ、治療に当
たる。 

オ 被災地域内の医療機関は、広域災害・救急医療情報システムの積極的活用などにより、相互に密接
な情報交換を図るとともに、災害医療コーディネータを通じて、支援・協力を求めるほか、被災状況
に応じて、医療従事者の派遣等を行うなど、相互に支援・協力を行う。 

 (3) 救護病院等 
  ア 救護所へ救護班を派遣する。 
  イ 救護所の医療で対応できない重症者及び中等症者を受け入れ、次の活動を行う。 
  (ｱ) 重症者及び中等症者の収容と処置 
  (ｲ) 助産 
  (ｳ) 死体の検案 
  (ｴ) 医療救護活動の記録及び市町災害対策本部への収容状況等の報告 
  (ｵ) 災害（基幹）拠点病院への患者移送手配 
  (ｶ) その他必要な活動 
ウ 救護病院等のうち災害医療コーディネータの設置病院は、災害医療コーディネータと一体的に地域
内の医療救護の調整を行い、実施する。 
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(4) 災害（基幹）拠点病院 
  ア 救護所へ救護班を派遣する。 

イ 被災地等にＤＭＡＴを派遣するとともに、他県等から派遣されたＤＭＡＴの活動拠点として、ＤＭ
ＡＴの受入れ・派遣調整等を行う。 

  ウ 被災地域の救護所や救護病院等で対処できない重症者及び中等症者を受け入れ、救護病院等と同様
の活動を行う。 

  エ 広域災害・救急医療情報システムの活用により、被災地域の医療機関に関する情報を把握し、支援
が可能な医療情報を提供する。 

  オ 圏域内の医療救護の調整・実施拠点として、災害医療コーディネータと一体的に活動を行う。 
(5) 三次救急医療施設 
   災害（基幹）拠点病院等で対処できない重篤救急患者を受け入れ、救命医療の提供を行う。 
 
４ 県の活動 
 (1) 市町から救護班の派遣要請があったとき、又は自ら必要と判断したときは、県立病院職員で構成する

救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣するとともに、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県医師
会、公的医療機関、旧国立医療機関等に対して、救護班等の派遣に係る協力要請を行う。また、必要に
応じて他県又は国に対し救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣を要請する。 

(2) 災害（基幹）拠点病院や日本赤十字社愛媛県支部、県医師会、県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師
会等で構成する調整会議を開催し、被災地域内の医療ニーズや医療救護の実施状況等に係る情報共有を
行うとともに、県外からの救護班の受入れ・派遣調整等をはじめとした医療救護の実施に係る各種要請
や調整等を行う。 

 (3) 被害状況の推移に応じて、被災地の救護所、救護病院等で医療救護ができないときは、他の二次医療
圏の救護病院等、災害（基幹）拠点病院への収容のため必要な調整を行う。また、必要に応じて他県又
は国に対して傷病者の受入れを要請する。 

 (4) 被災地において医療救護活動を行う人材の確保が必要なときは、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師
会、県看護協会その他関係団体に対して災害医療ボランティアのあっせんを依頼する。 

 (5) 救護班その他の医療救護を行う者が、道路の損壊等のため被災地域へ移動手段を自ら確保することが
困難なときは、緊急輸送活動として必要な措置を講じる。 

 (6) 市町から医薬品等の供給・調達について要請があったときは、必要に応じて県が備蓄する緊急援護物
資を供給するほか、愛媛県赤十字血液センター及び協定を締結した愛媛県薬事振興会加盟の薬事関係団
体等から調達を行う。 

(7) 災害の規模、発生地域の状況、避難の期間等を勘案のうえ、必要に応じて、薬剤師会等の協力の下、
医薬品等の集積場所を設置し集積及び配分を行う。 

 (8) 難病患者等が継続して医療を受けられるよう、市町及び関係医療機関と連携し、必要な調整を行う。 
 (9) ライフラインの早期復旧が必要な医療機関の状況を把握し、水道、電気、ガス等関係事業者に対し、

ライフラインの確保について協力を要請する。 
(10) 保健所は、被災地域における医療救護支援の拠点として、災害医療コーディネータと一体となり、次

の活動を行う。 
ア 被災地域及びその周辺の医療機関の医療提供機能を確認し、医療機関、医師会、市町、県等に対し
て、患者の受入れ等に関する情報を提供し、協力要請を行う。 

イ 圏域内の医療機関や医師会等関係団体、市町等で構成する地域災害医療対策会議を開催し、被災地
域内の被災情報の伝達と共有、医療救護の実施に係る各種要請や調整等を行う。 

  ウ 他の地域や都道府県から派遣された救護班や災害医療ボランティアに対して、被災地域の状況等の
情報を提供するとともに、救護班等の活動場所（救護所等）の確保等の調整を行う。 

  エ 必要に応じて自ら救護班を編成し、救護所等において医療救護を実施する。 
オ 市町から要請があったとき、又は自ら必要と判断したときは、被災地に職員を派遣し、市町と連携
して救護所・避難所における救護班の受入れ調整や各種要請、機能評価等を行う。 

カ 必要に応じて、薬剤師会等の協力の下、医薬品等の集積場所を設置し集積及び配分を行う。 
 
５ 災害医療コーディネータの活動 

災害医療コーディネータは、災害時に関係機関と連携し、以下の活動を行う。 
(1) 統括コーディネータ 
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ア 県内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
イ 県内の医療救護活動の統括及び調整を行う。 
ウ 災害拠点病院コーディネータ、国及び関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 

(2) 災害拠点病院コーディネータ 
ア 圏域内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
イ 圏域内におけるＤＭＡＴや救護班等の受入れ及び派遣調整等を行う。 
ウ 圏域内における医療機関の患者受入れ及び搬送調整を行う。 
エ 圏域内における医療機関の医療活動支援に係る調整を行う。 
オ 圏域内における医薬品等の調達及び供給調整を行う。 
カ 統括コーディネータ、他の圏域の災害拠点病院コーディネータ、公立病院コーディネータ及び被災
地内の関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 

(3) 公立病院コーディネータ 
ア 立地市町内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
イ 立地市町内におけるＤＭＡＴや救護班等の受入れ及び派遣調整等を行う。 
ウ 立地市町内における医薬品等の調達及び供給調整を行う。 
エ 災害拠点病院コーディネータ及び立地市町内の関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 

 
６ 被災地の市町の活動 
 (1) 救護所開設予定施設及び救護病院等の被災状況を調査するとともに、医薬品等の調達の実施などによ

り医療救護体制を確立する。 
 (2) 被災により救護病院等の機能が失われたときは、必要に応じて他の医療施設を救護病院等として選定

する。 
 (3) 災害時の医療救護に関する協定に基づき救護班の派遣を要請する。 
 (4) 傷病者を最寄りの救護所又は必要に応じて救護病院等に搬送する。 
 (5) 救護所・救護病院等が効果的に機能するよう傷病者の収容状況等を把握し、必要な調整を行う。 
 (6) 救護所・救護病院等の収容状況等を把握するため、必要に応じて職員を配置する。 
(7) 救護所・避難所における医療ニーズ等を経時的に把握し、救護班の受入れ調整や各種要請、機能評価

等を行うとともに、自ら十分な活動が行えない場合は、保健所に職員の派遣を要請する。 
 (8) 救護所・救護病院等から、輸血用血液の調達・あっせんの要請を受けたときは、保健所を通じて県に

調達・あっせんを要請する。 
 (9) 輸血用血液を確保する必要があるときは、献血予約登録者等に協力を呼び掛ける。 
(10) 救護所・救護病院等において医療救護活動に従事する医師等が不足したときは、次の事項を示し、保

健所や災害医療コーディネータを通じて県に救護班の派遣を要請する。  
  ア 派遣を必要とする人員（内科、外科、助産等別人員） 
  イ 必要な救護班数 
  ウ 医療救護活動を必要とする期間 
  エ 派遣場所 
  オ その他必要事項 
(11) 市保健所は、被災地における医療救護の拠点として、県保健所と同等の活動を行う。 
(12) 難病患者等の避難動向及び医療の継続状況について調査し、地域の医療機関等とともに必要な対策を

行う。 
 
７ 被災地外の市町の活動 
  県からの協力要請に基づき、市町立病院・診療所職員で構成する救護班を派遣するとともに、傷病者の
受入れを行う。 

 
８ 負傷者の搬送 
 (1) 被災現場から救護所への負傷者の搬送は、市町が行う。救護所が設置されていない被災初期の段階に

おいては、現場周辺の医療機関へ搬送する。 
 (2) 救護所等の責任者は、後方医療機関に収容する必要がある者の搬送を市町に要請する。 
 (3) 救護所等から後方医療機関までの搬送は、市町が県及び防災関係機関との連携・支援のもとに実施す

る。 
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 (4) 県は、県内の各消防本部その他の防災関係機関と情報交換を図り、円滑な患者の搬送が行われるよう
調整を行う。 

 (5) 県は、他の都道府県へ傷病者を搬送する必要があるとき、又は、道路の損壊等のため救急車による搬
送が困難なときは、他の都道府県や自衛隊等と調整を行い、ヘリコプターや船艇等による広域的な医療
搬送体制を確保する。 

(6)  広域医療搬送を実施する場合、県は、予め定めた計画に基づき、国や関係機関と連携し、広域医療
搬送拠点や航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケアユニット：ＳＣＵ）を設置し、運営する。 

 
９ 愛媛県医師会等の活動 
 (1) 愛媛県医師会 
  ア 県又は市町から援助の要請があったときは、愛媛県医師会において救護班を編成して現地に派遣し、

救護活動に努める。 
  イ 救護病院等以外の愛媛県医師会会員の医療機関に収容して救護を行う必要のある場合は、会員の医

療機関に協力を要請する。 
ウ 県又は市町、県警本部から死体検案についての援助要請があったときは、会員に対して協力を要請
する。 

 (2) 愛媛県歯科医師会 
  ア 県又は市町から援助の要請があったときは、愛媛県歯科医師会において救護班を編成して現地に派

遣し、救護活動に努める。 
  イ 愛媛県歯科医師会会員の医療機関に収容して救護を行う必要のある場合は、会員の医療機関に協力

を要請する。 
  ウ 県、市町又は県警本部から援助の要請があったときは、身元不明者の確認のため、歯形の調査を行

う。 
 (3) 愛媛県薬剤師会 
  ア 県又は市町から援助の要請があったときは、薬剤師等を現地に派遣し、救護活動に努める。 

イ 県から援助の要請があったときは、医薬品等の集積場所の設置に協力するとともに、集積場所に薬
剤師等を派遣し、医薬品等の集積及び配分に協力する。 

(4) 愛媛県看護協会 
   県又は市町から援助の要請があったときは、看護師等を現地に派遣し、救護活動に努める。 
 (5) 愛媛県栄養士会 
    県又は市町から援助の要請があったときは、管理栄養士等を現地に派遣し、支援活動に努める。 
 (6) 愛媛県接骨師会 
   県から援助の要請があったときは、柔道整復師等を現地に派遣し、支援活動に努める。 
 
１０ 日本赤十字社愛媛県支部の活動 
  日本赤十字社愛媛県支部の医療活動は、救護班による災害現場での応急的災害医療、松山赤十字病院に
よる傷病被災者受入れ及び愛媛県赤十字血液センターによる血液製剤の供給を中心に行う。 

 (1) 救護班 
   救護班の編成単位は、医師１名、看護師長１名、看護師２名、主事２名（事務職員、運転手）とする。

被災の状況により、必要な救護要員を増員する。 
 (2) 救護班の派遣 
  ア 日本赤十字社愛媛県支部は、県から救護班の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、

救護班を出動させ、医療救護活動を実施する。 
  イ 日本赤十字社愛媛県支部の救護班は、医療救護を行う地域の市町と連携を保ち、医療救護、助産及

び死体の処理等の応援を行う。 
 (3) 広域応援 
  ア 日本赤十字社愛媛県支部は、災害の状況に応じ近隣の支部に対し、救護班の派遣を要請する。 
  イ 日本赤十字社愛媛県支部は、日本赤十字社に対し、必要に応じ血液製剤の確保及び緊急輸送につい

て援助を要請する。 
  ウ 日本赤十字社愛媛県支部の救護班及び血液の輸送のため必要があるときは、ヘリポート、輸送車両

の確保について県に要請する。 
 (4) 後方医療機関への傷病者収容 



 127 

  ア 日本赤十字社愛媛県支部は、負傷者を県外の医療機関に収容する必要のある場合は、日本赤十字社
及び近隣の支部に対し、傷病者の受入れを要請する。 

 
１１ 公的医療機関・旧国立医療機関の活動 
 (1) 救護班の派遣 
  ア 公的医療機関は、県又は市町の派遣の協力要請に基づき、救護班を編成して現地に派遣し、救護活

動に努める。 
  イ 旧国立医療機関は、県から救護班の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、救護班を

出動させ医療救護活動を実施する。 
 (2) 傷病者の受入れ 
   県又は市町から傷病者の受入れについて協力要請があった場合は、協力に努める。 
 
１２ 県民及び自主防災組織の活動 
 (1) 軽症者については、家庭又は自主防災組織であらかじめ準備した医療救護資機材を用いて処置する。 
 (2) 傷病者を最寄りの救護所又は救護病院等に搬送する。 
 
３－８－５ 下水処理・し尿処理の実施 
 
１ 県の活動 
 (1) 市町の要請に基づき、市町が行うし尿処理について、必要な助言と市町間の調整を行う。 
 (2) 市町の要請に基づき、必要に応じて県が備蓄するポータブルトイレ等緊急援護物資を供給するととも

に、民間事業者等の所有する仮設トイレについて、協定に基づき調達あっせんを行う。 
 (3) 市町の下水道施設の被災状況を把握し、市町から支援要請があったときは、速やかに中国・四国ブロ

ック災害時支援連絡会議に連絡し必要な支援要請を行うほか、他県や国に対して、し尿処理の応援を要
請する。また、特に、必要と認めた場合は、被災状況に応じ、市町の要請の有無にかかわらず他県や国
に対し応援を要請する。 

 (4) 下水道施設の復旧支援を必要とする場合には、速やかに他県や国に対して応援を要請する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 下水道施設の総点検を実施し、被災状況を速やかに県に連絡する。 
(2) 下水道施設の普及地域においては、下水道施設の被災状況を把握出来るまでは、住民に水洗便所の使

用をひかえ、仮設便所等で処理するよう広報を行う。 
(3) 下水道の被害状況を把握し、必要に応じて水洗便所の使用制限について広報を行う。 
(4) 速やかに下水道施設、し尿処理施設の応急復旧に努めるものとし、住民に対して素掘り、仮設便所等

で処理するよう指導する。 
(5) 下水道施設の復旧支援を必要とする場合には、速やかに県に連絡する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
(1) 水洗便所は市町からの連絡があるまでは使用しないこととし、下水道施設の被災を発見したときは、

市町に連絡するとともに、市町からの指示に従う。 
 (2) 自主防災組織を中心に仮設便所の建設、消毒、管理を行う。 
 
３－８－６ 生活系ごみ処理の実施  
 
１ 県の活動 
 (1) 市町の要請に基づき、市町の行うごみ処理について必要な助言と市町間の調整を行う。 
 (2) 市町の要請に基づき、県内外のごみ処理業者等のあっせんを行う。 
 (3) 市町の要請に基づき、県内市町、他県、国に対して、ごみ処理の応援を要請する。ただし、被災状況

により応じ、必要と認めた場合は、市町の要請の有無にかかわらず国等に応援を要請する。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 被災状況から判断し、可能な収集・処理体制を確保するとともに、速やかに収集方法、仮集積場所及
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び収集日時を定めて住民に広報する。 
 (2) 消毒用又は防臭用の薬剤及びごみ袋等を住民に配布するとともに、特に腐敗しやすいごみについては、

他と分離し優先的に処理し、または処理するように指導・広報する。 
 (3) 住民によって集められた仮集積場のごみを管理し、できるだけ速やかにあらかじめ選択した処理場に

運び処理する。なお、可能な限りリサイクルに努める。 
 (4) 収集・処理に必要な資機材及び人員が不足する場合は、県に応援を要請する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
  県民は、自主防災組織を中心として、市町によるごみの収集及び処分が可能になるまでの間、次の対応
をとる。 

 (1) 可燃物等自分で処理できるものは努めて処理し、自分で処理できないものは指定された最寄りの仮置
場へ搬出する。 

 (2) 地域ごとに住民が搬出するごみの仮置場を設定し、住民に周知する｡ 
 (3) 自主防災組織の清掃班を中心として、仮置場のごみの整理、流出の防止等の管理を行う。 
 (4) 仮置場のごみは、市町が定めた日時に仮集積場所へ搬出する。 
 
３－８－７ 災害廃棄物処理の実施 
 
１ 基本方針 
  応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、震災による建物の倒壊、焼失及び解体によって発生す
る災害廃棄物をマニュアル（愛媛県災害廃棄物処理マニュアル）に従って迅速・適正に処理する。 

 
２ 県の活動 
 (1) 災害廃棄物処理対策組織の設置 
   災害廃棄物の処理に関する諸事務を実施するため、災害廃棄物処理対策組織を設置する。 
 (2) 情報の収集 

ア 災害廃棄物に関する被災状況の把握について、市町を支援する。 
イ 市町の被災状況を集計し、県全体の被災状況を把握する。 

 (3) 関係団体等への協力要請 
   収集、整理した情報に基づき、災害廃棄物の処理について、以下の機関へ協力を要請する。 

ア 国、近隣県、県内非被災市町 
イ 社団法人愛媛県産業廃棄物協会 

 (4) 処理方法の市町への周知 
   災害廃棄物の処理を円滑に推進するため、「愛媛県災害廃棄物処理マニュアル」等による災害廃棄物

の処理方針を被災市町へ周知し、対応状況の把握を行う。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 災害廃棄物処理対策組織の設置 

  市町内に､災害廃棄物処理対策組織を設置するとともに､県が設置する広域の組織に参加する。 
 (2) 情報の収集 

  市町内の情報を収集・把握し、以下の内容を整理し県に報告する。 
ア 家屋の倒壊に伴う解体件数 
イ 廃棄物処理施設等の被災状況 
ウ 災害廃棄物処理能力の不足量の推計 
エ 仮置場、仮設処理場の確保状況 

 (3) 発生量の推計 
  収集した情報を基に、災害廃棄物の発生量を推計する。 

 (4) 仮置場、仮設処理場の確保 
  推計した発生量を処理するのに必要となる仮置場及び仮設処理場を確保する。 

 (5) 処理施設の確保 
  中間処理施設、最終処分場等の災害廃棄物の処理施設を確保する。 

 (6) 関係団体への協力の要請 
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  収集した情報や仮置場、仮設処理場及び処理施設の確保状況等を基に、関係機関へ協力を要請する。 
 (7) 災害廃棄物の処理の実施 
  被災状況を勘案した上で、県が示す処理指針や事前に策定した市町災害廃棄物処理計画により、災害
廃棄物の処理を実施する。 

 (8) 解体家屋の撤去 
  解体家屋の撤去の優先順位付けを行い、解体家屋の撤去事務手続きを実施する。 

 
４ 事業者の活動 
 自社の災害廃棄物は、自己処理責任の原則に基づき、環境保全に配慮した適正な処理を行う。また、市
町から災害廃棄物の処理について、協力要請があった場合は、積極的に協力を行う。 

 
５ 県民の活動 
 (1) 災害廃棄物の処理は､可燃物・不燃物等の分別を行い、市町の指示する方法により搬出等を行う。 
 (2) 河川、道路、海岸及び谷間等に投棄しない。 
 
３－８－８ 防疫・保健活動  
 
 地震災害における感染症の発生と流行を未然に防止するため、迅速かつ的確な防疫活動を実施するととも
に、被災者の心身の健康保持に努める。 
 
１ 県（保健所）の活動 
 (1) 災害の規模に応じた防疫組織を設け、対策の推進を図る。 
 (2) 医師、保健師等による調査班を編成し、被災地域において疫学調査を行う。疫学調査の結果、必要が

ある場合には健康診断を実施する。 
 (3) 市町からの要請に基づいて、職員を派遣する。なお、県内での対応が困難な場合には、厚生労働省又

は他の都道府県に応援を要請する。 
 (4) 感染症が発生したときやその恐れがあるときは、発生状況を調査したうえで、市町に対して、汚染場

所・物件の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除、生活用水の供給、臨時の予防接種の実施等必要な防疫活動に
ついての指導・指示を行うとともに、これを支援する。 

 (5) 市町において防疫薬剤・資機材等の確保が困難な場合には、必要な薬剤等を市町に供給する。また、
県内での対応が困難な場合には、厚生労働省又は他の都道府県に応援を要請する。 

 (6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）の規定によ
る一類感染症及び二類感染症患者の発生した場合は、入院の勧告等を行うとともに、感染症指定医療機
関等と連携して必要病床を確保したうえで、患者を医療機関へ移送する。 

 (7) 被害が甚大で、市町が行うべき防疫業務が実施できないとき又は実施しても不十分であると認められ
るときは、感染症法に基づく措置を市町に代わって講じる。 

 (8) 市町と協力して、保健師による巡回健康相談を実施するとともに、感染症予防に係る指導と広報を行
い、被災者の心身の健康保持に努める。 

 (9) 被害状況、感染症発生状況、防疫活動状況等の必要な情報を厚生労働省に報告する。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 県に準じて防疫組織を設置し、対策を実施する。 
 (2) 県の指導・指示により、汚染場所・汚染物の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除、生活用水の供給、臨時の

予防接種の実施等必要な防疫活動を迅速かつ的確に実施する。 
 (3) 飲料水の消毒及び衛生指導を行う。 
 (4) 塵芥、汚泥等を仮集積場及び分別所を経て埋立又は焼却するとともに、し尿の処理に万全を期す。 
 (5) 防疫薬剤、資機材等が不足したときは、卸売業者等から調達するほか、県に対し調達を要請する。 
 (6) 被災等により防疫機能が著しく阻害され、市町が行うべき防疫業務が実施できないとき又は不十分で

あるときは、県に応援を要請する。 
 (7) 県（保健所）と協力して保健師による巡回健康相談を実施し、避難所等における住民の健康状態を把

握するとともに、感染症予防に係る指導と広報を行う。また、避難所の管理者等を通じて住民に自治組
織の編成を指導し、その協力を得て健康管理等の徹底を図る。 



 130 

 (8) 感染症の発生状況及び防疫活動の状況を随時、県（保健所）に報告する。 
 (9) 保健所を設置する市は、県の項に定める措置のうち、感染症法により当該市が行うこととされている

措置については、自ら行う。 
 
３ 県民の活動 
 県（保健所）及び市町の指導を受けながら、避難所等において良好な衛生状態を保つよう注意する。ま
た、自治組織を構成し、健康管理の徹底に努める。 

 
３－８－９ 死体の捜索及び処理  
 
１ 県の活動 
(1) 市町から要請があったときは、死体の捜索及び処理に必要な要員の派遣、死体処理器具・資材、輸送

車両等の調達又はあっせんを行う。 
(2) 市町から要請があったときは、必要に応じて大規模な死体収容所及び死体検案所を設置する。 
(3) 市町から要請があったときは、死体の処理及び火葬に関して近隣市町及び近隣県に協力を依頼する。

受入れが認められれば、火葬場の受入可能数に応じて調整を行い、被災市町に連絡する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 警察官及び海上保安官の協力を得て、死体の捜索を行う。 
(2) 死体の氏名等の識別を行った後、親族などに引き渡す。相当期間引取り人が判明しない場合は、所持

品等を保管のうえ火葬する。 
(3) 被害現場付近の適当な場所（寺院、公共の建物等）に死体安置所を設置する。 
(4) 引取り人が判明しない焼骨は、納骨堂又は寺院に一時保管を依頼し、引取り人が判明次第、当該引取

り人に引き継ぐ。 
(5) 無縁の焼骨は、納骨堂に収蔵するほか、墓地に埋葬する。 
(6) 市町長は、死体の捜索、処理、火葬及び埋葬について、当該市町のみで対応できないときは、次の事

項を示して県に応援を要請する。 
  ア 捜索、処理、火葬及び埋葬別とそれぞれの対象人員 
  イ 捜索地域 
  ウ 埋葬施設の使用可否 
  エ 必要な輸送車両の数 
  オ 死体処理に必要な器材、資材の品目別数量 
(7) 災害の状況により必要があるときは、遺体の引渡しが行われた後に、遺体の処理及び火葬を実施する。 

 
３ 県警察の活動（県警本部） 
  県及び市町と協力し、必要に応じ他の都道府県警察に応援を要請するなどにより、死体見分要員・場所
等を確保するとともに、医師等との連携に配慮し、迅速かつ的確な死体見分、身元の確認、遺族等への死
体の引渡し等に努める。 
また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行えるよう、県、市町及び指定公

共機関等と密接に連携するものとする。 
 
４ 県民及び自主防災組織の活動 
  行方不明者の情報等を市町や警察等に提供するよう努める。 
 
３－８－１０ 災害時における動物（犬、猫等）の管理 
  
 災害の発生に伴う動物の保護及び危害防止に対応するため、県、市町、県民等による協力体制を確立する。 
 
１ 県の活動 
 (1) 被災動物の広域的な把握 
 (2) 被災動物の一時収容、応急処置、保管 
 (3) 所有者及び里親探しの情報提供 
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 (4) 市町等関係機関との連絡調整 
 (5) 動物救援センターの設置場所のあっせん 
 (6) 被災動物によるこう傷事故、危害防止の啓発 
 (7) 愛媛県獣医師会へ負傷動物治療の協力依頼 
 (8) 災害死した動物の処理 
 (9) 動物用医薬品、動物用品等の確保及び配布 
(10) ボランティアの確保、把握 
(11) その他動物に関する相談等 
 
２ 市町の活動 
 (1) 被災動物の把握 
(2) 飼養されている動物に対する餌の配布 
(3)  危険動物の逸走対策 
(4) 被災動物の一時収容、応急処置、保管、避難所における家庭動物のためのスペースの確保 
(5) 動物救援センターの設置 
 (6) 被災動物によるこう傷事故、危害防止の啓発 
 (7) 災害死した動物の処理 
 (8) その他動物に関する相談等 
 
３ 県民及び民間の活動 
(1) 被災動物の一時保護、応急処置、通報 
 (2) ボランティア獣医師による負傷動物の治療 
(3)  危険動物の逸走対策 
 (4) ボランティアによる動物救援センターの管理、運営 
 (5) その他行政への協力 
 
３－８－１１ 死亡した獣畜（牛、馬、豚、めん羊、山羊）及び家きんの処理 
 
 災害の発生に伴って死亡した獣畜及び家きんの処理は、原則として飼養者等が行うものとし、これが困難
な場合には、県及び市町は協力体制を確立し、衛生的処理に努める。 
 
１ 県の活動 
(1) 市町からの要請があったときは、埋却及び焼却処理の処分方法を指導する。 
(2) 市町からの要請があったときは、死亡した獣畜及び家きんの処理について近隣市町及び近隣県へ協力

を依頼する。 
(3) 保健所長は、飼養者等から申請があったときは、処理場所が公衆衛生上適当かどうかを判断し、埋却

及び焼却処理の許可（家きんの処理については、許可は不要）を与え、処理方法及び公衆衛生上必要な
措置について指導する。 

 
２ 市町の活動 
(1) 飼養者等からの要請があったときは、処分方法を指導し、処理場所の確保について近隣住民へ協力を

依頼する。 
(2) 処理場所の確保について市町のみで対応できないときは、県に協力を要請する。 
 
３ 飼養者等の活動 
(1) 処理場所を確保し、獣畜の処理については、保健所長の許可を受ける。 
(2) 処理場所を確保できないときは、市町へ協力を要請する。 
(3) 処理方法及び公衆衛生上必要な措置について保健所、市町の指導を受け、適正に処理する。 
 
３－８－１２ 応急仮設住宅の確保等  
 
１ 基本方針 
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  避難所生活を早期に解消するために、被災者の住宅を応急的に確保する。 
 
２ 県の活動 
(1) 被害状況の把握 
   市町の被災状況により、県内全体の被災状況を把握する。 
(2) 体制の整備 
   応急住宅対策に関する体制を整備する。 
(3) 応急仮設住宅の建設 

ア 被災状況等を基に、県内の建設戸数を決定する。 
イ 既に協定を締結している(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設を行う。この場合において、被災
者に関する世帯人員数や災害時要援護者に配慮した仕様の設定及び設計を行う。 

ウ 状況により、知事が必要と認めた場合は、応急仮設住宅の建設を市町長が行う。 
(4) 公営住宅等の一時入居 

ア 応急住宅として活用可能な県内の公営住宅等の空き家状況を把握する。 
イ 県営住宅等の空き家に被災市街地復興特別措置法が適用された場合等必要に応じ、被災者を一時的
に入居させる。 

ウ 必要に応じ国及び他県等へ、被災者の一時入居について要請する。 
(5) 民間賃貸住宅の応急住宅としての活用 
   民間賃貸住宅を必要に応じ、応急住宅として確保する。また、住宅情報等について、協定を締結した

（社）愛媛県宅地建物取引業協会との協定に基づき、応急住宅の円滑な供給、早期確保に努める。 
(6) 応急住宅の入居者の認定及び管理 
   知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について、自ら実施することが適当であると認めた場合は、

これを実施する。 
(7) 住宅の応急修理 
   知事は、住宅の応急修理及びその対象者の認定について、自ら実施することが適当であると認めた場

合は、これを実施する。 
(8) 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん 

ア 県が実施する住宅の応急修理に必要な建築資機材は、業者等に協力を求めて調達する。また、住宅
の建設及び修理のための資材は、原則として請負業者が確保するものとするが、災害時における混乱
等により確保することができないときは、県又は市町が確保についてあっせんする。 

イ 市町長からあっせんの要請があったときは、知事はアに定める者に対し協力を要請する。 
ウ 資機材の輸送については、原則として、当該物資発注先に依頼する。なお､当該物資発注先におい
て輸送できないときは､緊急輸送計画の定めるところにより措置する。 

(9) 住居等に流入した土石等障害物の除去 
   知事は、市町長から要請があったときは、障害物除去要員の派遣及び機械器具の調達・あっせんを行

う。 
(10) 建築相談窓口の設置 
   地方局等に建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等について相談に応

じる。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 被害状況の把握 
   ｢災害救助法｣の適用のための調査結果等を活用し、被災状況や全壊戸数、避難所生活世帯等を把握す

る。 
 (2) 体制の整備 
   応急住宅対策に関する体制を整備する。 
 (3) 応急仮設住宅の建設 
  ア 建設を県から委任された場合は、(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設する。 
  イ 建設用地は、あらかじめ定めた建設可能敷地の中から災害の状況に応じて選定する。 
 (4) 応急住宅の入居者の認定 
  ア 避難所生活世帯に対する入居意向調査等を実施する。 
  イ 入居者の認定を市町長が行うこととされた場合は、自らの資力では住宅を確保できない者のうち、
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被災者の特性や実態を踏まえ、災害時要援護者にも十分に配慮しながら認定し入居させる。 
 (5) 市町営住宅等の一時入居 
   市町営住宅等の空き家へ必要に応じ、被災者を一時的に入居させる。 
 (6) 応急住宅の管理 
  ア 住宅使用契約書と住宅台帳を作成し、応急住宅の入退去手続き・維持管理を行う。各応急住宅ごと

に入居者名簿を作成する。 
  イ 入居者調査、巡回相談等を実施し、応急住宅での生活に問題が発生しないよう努める。 
(7) 応急住宅の運営管理 

各応急住宅の適切な運営管理を行う。この際、応急住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこ
もりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるもとともに、
女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、
応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

(8) 住宅の応急修理 
ア 建築業関係団体の協力を得て、住宅が半壊又は半焼した者のうち、自らの資力では住宅の応急修理
を実施できない者に対し、居室、炊事場及び便所等最小限度の日常生活を維持するために欠くことの
できない部分について応急修理を行う。 

  イ 市町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、応急対策をとれば居住可能な住宅の応急修
繕を推進する。 

 (9) 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん要請  
ア 応急仮設住宅及び住宅の応急修理に必要な建築業者が不足し、又は建築資機材を調達できない場合
は、次の事項を示して県にあっせん又は調達を要請する。 
(ｱ) 応急仮設住宅の場合 
① 被害戸数（全焼、全壊、流出） 
② 設置を必要とする住宅の戸数 
③ 調達を必要とする資機材の品名及び数量 
④ 派遣を必要とする建築業者数 
⑤ 連絡責任者 
⑥ その他参考となる事項 

(ｲ) 住宅応急修理の場合 
① 被害戸数（半焼、半壊） 
② 修理を必要とする住宅の戸数 
③ 修理を必要とする資機材の品目及び数量 
④ 派遣を必要とする建築業者数 
⑤ 連絡責任者 
⑥ その他参考となる事項 

  イ 住民が自力で実施する住宅の応急復旧を促進するため、市町の地域において建築業者又は建築資機
材の供給が不足する場合についても、県にあっせん又は調達を要請する。 

(10) 住居等に流入した土石等障害物の除去 
   住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしている者に対し、必要な救援

活動を行う。なお、市町長は、当該市町のみでは対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要
請する。 
ア 除去を必要とする住家戸数（半壊、床上浸水別） 
イ 除去に必要な人員 
ウ 除去に必要な期間 
エ 除去に必要な機械器具の品目別数量 
オ 除去した障害物の集積場所の有無 

(11) 建築相談窓口の設置 
 建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等について相談に応じる。 
 

※資料 １ 緊急援護物資                   （資料編１０－ １） 
      ２ 緊急援護物資管理及び輸送体制           （資料編１０－ ２） 
      ３ 市町備蓄物資一覧表                （資料編１０－ ３） 
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     ４ 砂糖卸売業者一覧表                （資料編１０－ ４） 
      ５ 家畜飼料の取扱業者一覧表             （資料編１０－ ５） 

６ 米穀の調達に関する協定書             （資料編１０－ ６） 
      ７ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定      （資料編１０－ ７） 
      ８ 災害時における自動車等の燃料の調達に関する協定  （資料編１０－ ８） 
      ９ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定   （資料編１０－ ９）  
     １０ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定   （資料編１０－１０） 
     １１ 災害時における物資供給に関する協定書       （資料編１０－１１） 
     １２ 災害時における食料（パン）の調達に関する協定   （資料編１０－１２） 
     １３ 災害時における応急生活物資の供給及び帰宅困難者へ 
       の支援に関する協定                 （資料編１０－１３） 

１４ 市町給水タンク保有状況一覧            （資料編 ８－ ２） 
      １５ 市町別給水能力一覧表               （資料編 ８－ ３） 
      １６ 災害時における水道施設復旧作業の応急対策への協力に関する協定 
                                  （資料編 ８－ ４）  
      １７ 災害時における飲料水の調達に関する協定      （資料編 ８－ ５） 

 １８ 災害時における応急生活物資（ＬＰガス等）の供給に関する協定 
（資料編 ８－ ６） 

１８ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県医師会）   （資料編 ７－ ２） 
     １９ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県看護協会）  （資料編 ７－ ３） 

      ２０ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県歯科医師会） （資料編 ７－ ４） 
      ２１ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県薬剤師会）  （資料編 ７－ ５） 
 
      ２２ 災害時に必要な医薬品等の調達に関する協定     （資料編 ７－ ６） 
      ２３ 災害時の柔道整復師支援活動に関する協定（愛媛県接骨師会） 
                                  （資料編 ７－ ７） 
      ２４ 災害時における廃棄物処理の協力に関する協定    （資料編 ９－ ６） 
      ２５ 愛媛県廃棄物応急処理計画作成指針         （資料編 ９－ ７） 
      ２６ 愛媛県がれき・残骸物処理マニュアル        （資料編 ９－ ８） 
      ２７ 災害時における仮設トイレの供給に関する協定    （資料編 ９－ ９） 
      ２８ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書  （資料編１２－ ４） 
      ２９ 大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定書 

（資料編１２－ ９） 
３０ 市町別災害救助法適用基準表            （資料編１３－ ２） 

      ３１ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間     （資料編１３－ ３） 
      ３２ 災害救助基金の概要                （資料編１３－ ４） 
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第９章 応急教育活動  
【私学文書課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、文化財保護課、保

健体育課】 
 
 学校施設等が被災し、又は児童生徒等の被災により通常の教育を行うことができない場合、県及び市町教
育委員会等は、学校施設等の応急復旧、児童生徒等の応急教育等必要な措置を行うとともに、文化財の保護
の措置を実施する。 
 
３－９－１ 応急教育計画の作成  
 
１ 実施責任者 
(1) 市町立学校の応急教育は、市町教育委員会が実施する。 
(2) 県立学校の応急教育は、県教育委員会が実施する。 
(3) 私立学校の応急教育は、設置者が実施する。 
(4) 国立学校の応急教育は、管理者が実施する。 
(5) 知事又は県教育委員会教育長は、応急教育実施のための施設又は教職員の確保等について、市町教育

委員会、又は県立学校の要請により必要な措置を講じる。 
 
２ 応急計画 
  学校長は、学校の立地条件も考慮し、あらかじめ災害時の学校施設の応急整備、応急計画の方法等につ
いて計画を定めておく｡ 

(1) 県は、市町立学校に対し、耐震設計法等に基づき、計画的に補強・改築等の必要な処置をとるよう支
援・協力する。 

(2) 県立学校においては、必要に応じて施設・設備等の点検を行い、その状況により改築・改造を行い、
防災機能の強化を図る｡ 

 
３ 応急措置 
(1) 実施責任者は、施設の被害状況を速やかに把握するとともに、関係機関と密接な連携をとり、被害が

少ない地域の学校施設、公民館、その他民有施設の借り上げや応急仮設校舎の建設等速やかに授業がで
きるよう措置する｡ 

   なお、応急仮設校舎の建設に当たっては、被害の状況により、必要があるときは市町又は地域の住民
の協力を求めるとともに、関係機関に協力を要請して短期間に完成させる｡ 

(2) 学校長等は、災害が発生したとき又は関係機関から情報を受けたときは、児童生徒等の安全の確保を
図るため、次の措置を講じるとともに、必要に応じて被害状況等を実施責任者へ報告する。 

  ア 在校時の場合は、災害の状況を的確に判断し、速やかに児童生徒等の避難の指示、誘導を行うとと
もに、負傷者の有無、被害状況の把握に努めるものとする。また、これらの状況を把握した後、速や
かに保護者と連絡をとり、引渡し等の適切な措置を講じること。 

  イ 登下校時、夜間、休日等の在校外時の場合は、保護者等と連絡をとり、児童生徒等の安否確認及び
状況把握に努めるほか、臨時休業等適切な措置を講じること。   

 ウ 災害の規模に応じて、児童生徒及び教職員並びに施設・設備の被害状況を速やかに把握するととも 
  に、関係機関と連携し、災害対策について万全の体制を確立すること｡ 

 
４ 応急教育の実施 
  学校の施設が被災し又は学校が地域の避難場所となった場合は、学校長は次の方法により応急教育を実
施する｡ 
(1) 教職員を動員し、施設及び設備の応急復旧整備を行い授業再開に努める。なお被害の状況により、必

要があるときは市町又は地域住民等の協力を求める。 
(2) 施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教育の開始時期及び方

法を確実に児童・生徒及び保護者に連絡する。 
(3) 全児童、生徒を学校へ同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設を利用して分散授業

を行う等の措置を講じる。 
(4) 児童、生徒を通学不可能な他地域へ集団移動して応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定め、
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地域ごとの実情の把握に努める｡ 
(5) 教育活動の再開に当たっては、児童、生徒の登下校時の安全確保に留意する｡ 
 
５ 学校が地域の避難場所になる場合の留意事項 
(1) 学校長は、避難場所に供する施設、設備の安全を確認し、管理者に対し、その利用について必要な指

示をする。 
(2) 教育委員会は、学校管理に必要な教職員を確保し、施設及び設備の保全に努める。 
(3) 避難生活が長期化する場合においては、学校長は、応急教育活動と避難活動との調整について、市町

等と必要な協議を行う。 
 
６ 教科書等学用品の調達 
  学用品の給付は、災害救助法を適用した場合、知事が行うものとするが、知事が委任した場合、市町長

が行う｡ 
  なお、災害救助法が適用されない高校生の教科書等学用品の調達については、関係機関が連携し、可能

な限り対応する｡ 
 
３－９－２ 高等学校及び中等教育学校生徒の災害応急対策への協力  
 
 学校長は、登校可能な生徒に対し、教職員の指導監督のもとに学校の施設・設備等の応急復旧整備作業に
可能な範囲で協力を求める。 
 また、状況に応じ、地域における応急復旧又は救援活動等に協力するよう指導する。 
 
３－９－３ 文化財の保護 
 
建築物及びその他の文化財並びに文化財が収蔵されている建築物（以下「文化財等」という。）の災害時

の安全性を確保するため､文化財の所有者、管理責任者又は管理団体（以下「所有者等」という。）は、必
要な次の対策を講じるものとし、県教育委員会は､市町教育委員会の協力を得て､所有者等に対して適切な指
導助言を行う。 
 (1) 災害発生時における連絡体制、関係機関に対する通報体制の確立 
 (2) 安全性の確保された他の施設等への文化財の搬出と復旧のための支援体制の整備 
 (3) 文化財等の部分的・応急的な補修の実施 
 (4) 文化財等の補強工事の実施 
 
 
 
  ※資料 １ 災害救助法の適用について         （資料編１３－１） 
      ２ 市町別災害救助法適用基準表        （資料編１３－２） 
      ３ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間 （資料編１３－３） 
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第１０章 災害時要援護者に対する支援活動 
  【危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課】 
 
県及び市町は、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業

者、ボランティア等の多様な主体の協力を得て、災害時要援護者の避難誘導に努めるとともに、災害時要援
護者一人ひとりの状況に応じた福祉サービスの提供等の援助活動を行う。 
特に、災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等への入所、介

護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施する。 
 
３－１０－１ 県の活動  
 
 県は、災害時要援護者及び社会福祉施設等の状況を的確に把握し、各種の情報の提供、応援要員の派遣、
国、他の都道府県、他市町への応援要請等、広域的な観点から次の協力・援助・支援活動を行う。 
(1) 災害時要援護者及び社会福祉施設等のり災状況の把握 
(2) 災害時要援護者への情報提供 
(3) 応援要員の派遣 
(4) 他県及び他市町への応援要請 
(5) 一時保護が必要な要保護者への一時入所あっせん・調整 
(6) 被災母子・寡婦世帯に対する母子・寡婦資金の住宅資金貸付 
 ア 実施機関 県 
 イ 貸付対象 災害等により住宅が半壊・全壊した場合等 
 ウ 貸 付 額 母子及び寡婦福祉法施行令第７条の額 

 
３－１０－２ 市町の活動  
 
 (1) 災害時要援護者の避難 

市町は、あらかじめ作成した要援護者一人ひとりの避難支援プランに基づき、災害発生直後、速やか
に避難誘導を行う。また、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を借り上げる等、多様な避難場所の確保に努
めるほか、プライバシーの確保や男女のニーズの違い等にも配慮する。 

(2) 避難所等への移送 
 市町は、災害時要援護者を発見した場合は、速やかに負傷者の有無や周囲の状況等を総合的に判断し
て、以下の措置を講じる。 
 なお、避難所へ移動した災害時要援護者については、その状況を把握し、適切な福祉サービスの提供
に努める。 

 ア 避難所への移動 
 イ 病院への移送 
 ウ 施設等への緊急入所 

 (3) 応急仮設住宅への優先的入居 
  市町は、応急仮設住宅への収容にあたり、災害時要援護者の優先的入居に努める。 

 (4) 在宅者への支援 
 市町は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、次のとおり在宅福
祉サービス等を適宜提供する。 

 ア 被災障害者に対する援助 
  (ｱ) 災害により補装具を亡失又は毀損したものに対する修理又は交付 
  (ｲ) 被災障害者の更生相談 

 (5) 応援依頼 
 市町は、救助活動の状況や災害時要援護者の状況を把握し、適宜、県、隣接市町等へ応援を要請する。 

 
 
 
 
 



 138 

 
第１１章 孤立地区に対する支援活動 【消防防災安全課、危機管理課】 
 
県及び市町は、孤立地区が発生した場合、まず集落との連絡手段を早期に確保し、負傷者の緊急搬送に備

えるとともに、被災状況等を把握のうえ、住民の集団避難、支援物資の搬送など必要な対策を行う。 
 
 
３－１１－１ 県の活動 
 県は、孤立地区に対し、市町ほか関係機関と連携し次の措置を行う。 
(1) 県消防防災ヘリコプター等による情報収集、救出、物資輸送 
(2) 自衛隊、県警察本部等への航空偵察の要請 
(3) 緊急支援物資の確保・あっせん 
 
 
３－１１－２ 市町の活動 
 市町は、孤立地区に対し、次の措置を行う。 
(1) 孤立地域の把握  
(2) 衛星携帯電話等による外部との通信手段の確保 
(3) 緊急救出手段の確保（ヘリコプター・バイク・船舶） 
(4) 集団避難の勧告・指示の検討 
(5) 住民不在地域における防犯パトロールの強化 
(6) 緊急支援物資の確保・搬送 
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第１２章 応援協力活動  
【消防防災安全課、危機管理課、保健福祉課、国際交流課、県警本部、第六管

区海上保安本部、自衛隊】 
 
 大規模地震による激甚な災害が発生した場合においては、広範な地域に被害がおよび、社会機能が著しく
低下するなかにあって、消火活動や救命、救急、救助活動、被災者の生活対策をはじめとする多面的かつ膨
大な対策を集中的に実施しなければならない。 
 このため、各機関は、平素から関係機関と十分に協議し、災害時にあっては相互に協力し、応急対策活動
を円滑に実施する。 
 
３－１２－１ 行政機関の応援活動  
 
１ 県の活動 
(1) 指定行政機関等に対する職員の派遣の要請 
 ア 知事は、県内における災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第 29

条の規定に基づき、次の事項を明らかにして、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公
共機関に対し職員の派遣を要請する。 
(ｱ) 派遣を要請する理由 

  (ｲ) 派遣を要請する職員の職種別人員数 
  (ｳ) 派遣を必要とする期間 
  (ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
  (ｵ) その他職員の派遣について必要な事項 
 イ 知事は、災害対策基本法第 30 条の規定に基づき､内閣総理大臣に対し、次の事項を明らかにした上

で指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関の職員の派遣についてあっせんを求め
る。 
(ｱ) 派遣のあっせんを求める理由 
(ｲ) 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 
(ｳ) 派遣を必要とする期間 
(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
(ｵ) その他職員の派遣あっせんについて必要な事項 

(2) 指定行政機関等に対する応急措置の実施の要請 
知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認められ

る場合は、災害対策基本法第 70 条第３項の規定に基づき、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機
関の長又は県の他の執行機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し応急措置の実施を要請す
る。 

(3) 指定行政機関等に対する物資又は資材の供給の要請 
 知事は、災害応急対策の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を
的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の
長に対し必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請する。 

 (4) 他県及び民間事業者等に対する応援要請 
   知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めたときは、四国、中四国及び全都道府県の各

県知事並びに民間事業者等とあらかじめ締結した大規模災害時の広域応援等に関する協定に基づき、応
援を要請する。また、地方公共団体間での要請等のみによっては災害応急対策が円滑に実施されないと
判断する場合は、内閣総理大臣に対して、他の都道府県知事に対して応援することを求めるよう求める。 

 (5) 市町に対する応援 
  ア 知事は、市町長から災害応急対策を実施するために応援を求められた場合は、県の災害応急対策の

実施との調整を図りながら、必要と認められる事項について支援・協力を行う。また、県は、被災市
町の業務レベルが著しく低下したと判断される場合には、市町からの応援要請の有無に関わらず、災
害応急対策等について支援・協力を実施する。 

  イ 知事は、市町の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、特に必要があると認める
ときは、当該市町の災害応急対策の実施状況を勘案しながら、他の市町長に対し、次の事項を示して、
市町相互間の応援について必要な指示又は調整を行う。 
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(ｱ) 応援を必要とする理由 
(ｲ) 応援を必要とする人員、装備、資機材等 
(ｳ) 応援を必要とする場所 
(ｴ) 応援を必要とする期間 
(ｵ) その他応援に関し必要な事項 

     ウ 県は、市町から広域一時滞在についての協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものと
する。また、市町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町からの要求を待つい
とまがないときは、市町の要求を待たないで、広域一時滞在のための要求を当該市町に代わって行う。 

 (6) 民間団体等に対する応援協力の要請 
ア 応援協力要請の対象となる民間団体等 
(ｱ) 青年団体、婦人団体、商工団体、農林水産団体、日本赤十字社奉仕団 
(ｲ) 大学、高校、各種講習所、養成所等の学生・生徒 
(ｳ) その他、奉仕活動を申し入れたボランティア団体等 

イ 応援協力要請の時期及び要請事項 
  知事は、市町長から要請があったとき、又は知事が必要と認めたときは、次の事項を示して応援協
力を要請する。 
(ｱ) 応援協力を要請する人員 
(ｲ) 作業内容 
(ｳ) 作業場所 
(ｴ) 集合場所 
(ｵ) その他応援協力要請に関し必要な事項 
 

２ 県警察の活動 
 (1) 警察災害派遣隊の運用 
  県警察は、大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合は、警察庁及び四国管区警察局の指
示、調整に基づき、警察災害派遣隊の派遣等広域的な応援のための措置をとる。 

 (2) 都道府県に対する援助要請 
  公安委員会は、県内警備力をもって災害に対処することができない場合、次の事項を明らかにして警
察庁又は他の都道府県警察に対し、警察法（昭和 22 年法律第 162 号）第 60 条に基づく援助要請を行う。 

  ア 援助を必要とする理由 
  イ 援助を必要とする人員、航空機、装備、資機材、服装、携行品及び期間 
  ウ 援助を必要とする場所 
  エ 県内経路（特に道路の損壊がある場合） 
  オ その他必要事項 
 
３ 消防機関の活動 
 (1) 県内の消防応援 
  地震が発生し、被災地の消防機関の消防力のみでは災害の防御が困難または困難が予想される場合は、
災害の態様や動向等を的確に判断し、県内の他の消防機関に対して、消防応援協定に基づく応援要請
（消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 43 条）を速やかに行う。 

  なお、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づく応援要請にあたっては、「愛媛県消防広域相互応援計
画」の定めるところによる。 

(2) 緊急消防援助隊 
  知事は、被害の状況により消防庁緊急消防援助隊の応援の必要があると認めるときは､消防組織法第
44 条の規定に基づき、次の事項を明らかにして、消防庁長官に対し応援出動等の措置を要請する。 

  ア 災害の状況及び応援要請の理由 
  イ 応援要請を行う部隊と人員、装備、資機材等 
  ウ 応援部隊の進入経路及び集結場所 
  エ 指揮体制及び無線運用体制 
  オ その他必要事項 
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  緊急消防援助隊の要請先は次のとおり。 
 
      区 分 
 回線別 

平日（9:30～18:15） 
総務省消防庁広域応援室 

左記以外 
総務省消防庁宿直室 

電 話  ０３－５２５３－７５２７  ０３－５２５３－７７７７ 
ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ  ０３－５２５３－７５５２  ０３－５２５３－７５５３ 
電 話  ６３－９０－４９０１３  ６３－９０－４９１０２ 

消防防災無線 
ＦＡＸ  ６３－９０－４９０３３  ６３－９０－４９０３６ 
電 話  ６４－０４８－５００－９０－４９０１３  ６４－０４８－５００－９０－４９１０２ 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ  ６４－０４８－５００－９０－４９０３３  ６４－０４８－５００－９０－４９０３６ 
 
４ 市町の活動 
 (1) 知事等に対する応援要請等 
  市町長は、当該市町の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対し次の事項を
示して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

  ア 応援を必要とする理由 
  イ 応援を必要とする人員、物資、資機材等 
  ウ 応援を必要とする場所 
  エ 応援を必要とする期間 
  オ その他応援に関し必要な事項 

また、都道府県外広域一時滞在が必要な場合には、知事に対し、他の都道府県知事と協議することを
求める。 

 (2) 他の市町長等に対する応援要請 
   市町長は、当該市町の地域にかかる災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、あら

かじめ災害時の広域応援に関する協定を締結した他の市町長に対し応援を要請する。また、被災住民の
居住の場所の確保が困難な場合には、広域一時滞在について、他の市町長と協議する。 

   応援を求められた市町は、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊
急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。災害応急対策の実施については、
応援に従事する者は、被災市町の指揮の下に行動する。 

   なお、消防に関する応援要請については、消防組織法第 39 条に基づき締結された｢愛媛県消防広域相
互応援協定｣による。 

 (3) 関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対する応援要請 
  市町長は、当該市町の地域にかかる災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、関係
指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を要請する。 

 
５ 応援要員の受入れ体制 
  防災関係機関が災害応急対策の実施に際して、県外から必要な応援要員・部隊を受け入れた場合、知事
及び派遣先の市町長は、これらの要員・部隊の展開、宿泊施設、ヘリポート、物資搬送設備等の活動拠点
について､各機関の要請に応じて､可能な限り準備する。 

 
３－１２－２ ボランティア等の支援活動  
 
１ 県の活動 
 (1) 県災害救援ボランティア支援本部の設置 
  県は、大規模災害が発生し、必要があると認めるときは、愛媛県社会福祉協議会と連携して、県災害
救援ボランティア支援本部（以下「県支援本部」という。）を県ボランティアセンター内に設置する。 

 (2) 県支援本部の構成メンバー 
  県支援本部は、県社会福祉協議会、ＮＰＯ、ボランティア関係団体、ボランティア・コーディネータ
ー等で構成する。 

(3) 県支援本部の任務 
  ア 県内の被災状況、ボランティアによる救援活動状況、ボランティア不足状況等の把握 
   県、市町、市町災害救援ボランティア支援本部（以下「市町支援本部」という。）やボランティア団



 142 

体等からの情報を取りまとめ、県内の被災状況、ボランティアによる救援活動状況、ボランティアの
不足状況等を的確に把握する。 

  イ ボランティアや被災住民等に対する情報提供窓口の開設 
   被災地の状況や救援活動状況やボランティアあっせん窓口等の情報をボランティアや被災住民等に対

して的確に提供する窓口を開設する。 
  ウ ボランティアの募集及びグループ化等活動体制の整備 
   ボランティアが不足すると考えられる場合等において、必要人員、活動内容、活動拠点等の必要な情

報をマスコミに提供すること等により、ボランティア参加者の募集を行うとともに、そのボランティ
ア申出者と平常時から登録しているボランティアのグループ化を行うなどにより、機能的な活動が行
われるよう活動体制の整備を行う。 

  エ ボランティアのあっせん 
   市町支援本部や社会福祉施設等からボランティアのあっせん要請が出された場合、ボランティアグル

ープ等のあっせん・派遣を行う。 
 (4) 県支援本部等に対する情報、活動拠点及び資機材の提供 

 被災地の状況、救援活動の状況等の情報を提供する県の窓口を開設するとともに、地方局庁舎その他
県有施設等をボランティアの活動拠点として提供する。 
 また、ボランティア活動に必要な資機材を、可能な限り貸出すことにより、災害救援ボランティアが
効率的に活動できる環境づくりに努める。 

 (5) 県は、職員のボランティア休暇制度の周知を図り、ボランティア活動参加への支援に努める。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 市町災害救援ボランティア支援本部の設置 
  市町は、大規模災害が発生し、必要があると認めるときは、市町社会福祉協議会と連携して、市町支
援本部（必要に応じて支部を設置。）を市町ボランティアセンター内等に設置する。 

 (2) 市町支援本部の構成メンバー 
  市町支援本部は、市町社会福祉協議会、市町ボランティアセンター、市町ＮＰＯ支援センター、ＮＰ
Ｏ、ボランティア関係団体、ボランティア・コーディネーター等で構成する。 

 (3) 市町支援本部の任務 
  ア ボランティア活動に関する情報収集 
    県、市町、ボランティア団体や被災住民等からの情報を取りまとめ、市町内の被災状況、ボランテ

ィアによる救援活動状況、ボランティアの不足状況等を的確に把握する。 
  イ ボランティア・被災住民等に対する情報提供窓口の開設 
    被災地の状況や救援活動状況等の情報をボランティアや被災住民等に対して的確に提供する窓口を

開設する。 
  ウ ボランティアの募集及びグループ化等活動体制の整備 
    ボランティアが不足すると考えられる場合等において、ボランティア参加者の募集を行うとともに、

そのボランティア申出者と平常時から登録しているボランティアのグループ化を行うなどにより、機
能的な活動が行われるよう活動体制の整備を行う。 

  エ ボランティアのあっせん 
    被災住民、県災害救援ボランティア支援本部や社会福祉施設等からボランティアのあっせん要請が

出された場合、ボランティアグループ等のあっせん・派遣を行う。 
 (4) 市町支援本部等に対する情報、活動拠点及び資機材の提供 
  被災地の状況、救援活動の状況等の情報を市町支援本部等に提供するとともに、市町庁舎その他所有
施設等をボランティアの活動拠点として提供する。 

  また、ボランティア活動に必要な資機材を、可能な限り貸出すことにより、ボランティアが効率的に
活動できる環境づくりに努める。 

 
３－１２－３ 自衛隊の活動  
 
１ 自衛隊の情報収集・伝達活動（自衛隊） 
  気象庁等から県内において震度５弱以上の地震発生との情報を得た場合、陸上自衛隊第１４特科隊長は、
車輌による地上偵察を実施するとともに、上級部隊が行う航空機や艦艇等の偵察による当該地震発生地域
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及びその周辺の情報を収集する。 
  また、収集した情報は、直ちに県等防災関係機関に伝達する。 
 
２ 自衛隊の災害派遣の要請 
  人命及び財産の救助のためにやむを得ないと認められる事態で、他に実施可能な組織等がない場合にお
いて、自衛隊の災害派遣を必要とするときは、知事は、支援を要請する事項等を明らかにして派遣を要請
する。また、事態の推移に応じ、派遣の必要が無くなった場合は、直ちにその旨を連絡する。 

 (1) 派遣要請事項 
ア 車両、航空機等による被害状況の把握 
イ 避難者の誘導、輸送等避難のための必要があるときの援助 
ウ 行方不明者、負傷者等が発生した場合の捜索援助 
エ 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動 
オ 消防機関に協力して行う消火活動 
カ 道路又は水路の確保の措置 
キ 被災者に対する応急医療、救護及び防疫 
ク 救急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 
ケ 被災者に対する給食及び給水支援 
コ 防災要員等の輸送 
サ 連絡幹部の派遣 
シ その他知事が必要と認める事項 

 (2) 派遣要請手続 
 知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、まず、陸上自衛隊第１４特科隊長に要請する。 
 また、海上自衛隊又は航空自衛隊の派遣を必要とする場合は、海上自衛隊呉地方総監又は航空自衛隊
西部航空方面隊司令官あてに要請を行う。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書をもって
措置する。 
ア 災害の情況及び派遣を要請する理由 
イ 派遣を希望する期間 
ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 
エ その他参考となるべき事項 

 (3) 市町長等の災害派遣要請の要求の依頼手続 
 市町長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは、知事に対し、自衛隊の派遣要請
について(2)のア～エの事項を明示した文書をもって、必要な措置を講じるよう要求する。 
 ただし、緊急の場合は、県防災通信システム（地上系）等又は口頭をもって行い、事後速かに文書を
もって措置する。 
 また、知事への要求ができない場合は、その旨及び当該地域に関わる災害の状況を陸上自衛隊第１４
特科隊に通知し、知事に対してもその旨を速やかに通知する。 

 
３ 要請を待たないで行う災害派遣（自主派遣） 
  自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまがないときは、 
 自主的に部隊等を派遣する。 
  この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、密接な連絡調整のもとに適切かつ効率的な救援
活動を実施するように努める。 

  自衛隊が自主派遣を行う場合の基準は、次のとおりである。 
 (1) 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要が

あると認められること 
 (2) 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、直ち

に救援の措置を取る必要があると認められること 
 (3) 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が人命救助に関するものであると明確に認められること 
 (4) その他、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められること 
 
４ 自衛隊の救援活動の内容 
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  自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の具体的内容は、災害の状況や他の救援機関等の活動状況等の
ほか、知事等の要請内容や現地における部隊等の人員、装備等によって異なるが、通常、次のとおりであ
る。 

 (1) 被害状況の把握 
   車両、艦艇、航空機など状況に適した手段による偵察 
 (2) 避難の援助 
   避難者の誘導、輸送等 
 (3) 遭難者等の捜索救助 
   行方不明者、傷病者等の捜索救助 
 (4) 水防活動 
   堤防、護岸の決壊に対する土のうの作成、積込み及び運搬 
 (5) 消火活動 
   消防機関に協力して行う消火活動 
 (6) 道路、水路等交通上の障害物の排除 
   施設の損壊又は障害物の除去、道路、鉄道路線上の崩土等の排除 
 (7) 応急医療、救護及び防疫の支援 
   被災者に対する応急医療、救護及び防疫支援 
 (8) 通信支援 
   緊急を要し、他に適当な手段がない場合、被災地と災害対策本部間のバックアップ通信の支援 
 (9) 人員、物資の緊急輸送 
   緊急を要し、他に適当な手段がない場合、救急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資

の緊急輸送 
(10) 給食及び給水の支援 
   被災者に対する給食、給水及び入浴支援 
(11) 宿泊支援 
   被災者に対する宿泊支援 
(12) 危険物等の保安、除去 
   能力上可能なものについての火薬類、爆発物等の保安措置及び除去 
 
５ 自衛隊の救護班の編成 
  陸上自衛隊第１４特科隊長は、応急医療、救護及び防疫のため、必要に応じ救護班（チ－ム）を派遣す
る。 

 
６ 自衛隊との連絡体制 
 (1) 情報交換 
  知事は、災害応急対策に関する各種の情報を迅速的確に把握し災害応急対策を効果的に実施するため、
陸上自衛隊にあっては第１４特科隊を通じて第１４旅団司令部、海上自衛隊にあっては呉地方総監部、
航空自衛隊にあっては西部航空方面隊司令部と密接な情報交換を行う。 

 
 

機   関   名 電話番号 県防災通信システム(地上系) FAX 

陸上自衛隊第１４特科隊 089-975-0911 6-6218  089-975-0911 

海上自衛隊呉地方総監部 0823-22-5511 （衛星）64-034-101-158 0823-22-5692 

航空自衛隊西部航空方面隊司令部 092-581-4031 ― 092-581-4031 

 
 (2) 連絡班の派遣等 
  知事は、災害発生を予想する段階に至った場合は、陸上自衛隊第１４特科隊長に対し、県災害対策本
部又は県災害警戒本部（本部開設前にあっては、危機管理課）に連絡班の派遣を依頼し、派遣要請の接
受及びこれにともなう措置の迅速化を図る。 
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 ア 陸上自衛隊第１４特科隊を通じて、陸、海、空部隊に対し、連絡班の派遣を要請する。 
 イ 自衛隊派遣業務の円滑化を図るため、災害対策本部（災害警戒本部）又は地方本部に自衛隊連絡室

を設置し連絡調整を行う。 
 (3) 自衛隊支援活動の総合調整 
  知事は、派遣部隊の長と協議し、対策の緊急性、重要性を判断し支援活動の優先順位を定め、自衛隊
の実施する活動が円滑かつ効果的に実施されるよう調整を行う。 

 
７ 災害派遣部隊の受入れ体制 
 (1) 他の災害救助復旧機関との競合重複排除 
   県及び市町は、自衛隊の活動が他の機関と競合複合しないよう効率的に作業を分担するよう配慮する。 
 (2) 作業計画及び資機材の準備 
   市町は、自衛隊の作業の円滑な促進を図るため、次により可能な限り総合的な調整のとれた作業計画

を作成し、資機材の準備及び関係者の協力を求め、救援活動に支障がないよう措置を講じる。 
ア 作業箇所及び作業内容 
イ 作業箇所別必要人員及び資機材 
ウ 作業箇所別優先順位 
エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 
オ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

 (3) 派遣部隊の受入れ 
市町長は、派遣された自衛隊の宿泊施設等必要な設備を可能な限り準備する。 

 
８ 災害派遣部隊の撤収 
  知事は、当該市町長から撤収の要請があり、派遣部隊の長及び自衛隊連絡班と協議し、派遣の必要がな
くなったと認めた場合は、陸上自衛隊第１４特科隊長、海上自衛隊呉地方総監又は航空自衛隊西部航空方
面隊司令に対し、派遣部隊の撤収を要請する。 

 
９ 経費の負担区分 
  自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業を実施するため要した経費は、原則として派遣を受けた市町が
負担するものとし、複数の市町にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町が協議して定める。 

  経費を負担する主なものは、次のとおりである。 
(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等の購入費、借

上料及び修繕費 
(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 
(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 
(4) 派遣部隊の救援活動実施の際に生じた（自衛隊装備に関するものを除く）損害の補償 
 (5) その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と市町が協議する。なお、 
  必要に応じて県が協議する。 
 
３－１２－４ 海上保安庁の支援  
 
１ 海上保安庁に対する支援要請 

 知事は､海上保安庁の支援を必要とするときは､支援を要請する事項等を明らかにして支援を要請する。 
 (1) 支援要請事項 

ア 傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送 
イ 巡視船を活用した医療活動場所及び災害応急対策従事者への宿泊場所の提供 
ウ その他、県及び市町が行う災害応急対策の支援 

 (2) 支援要請手続き 
 知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、松山海上保安部を窓口として海上保安庁第六管区海
上保安本部長に要請する。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災通信システム（地上系）等又は口頭をもって行い、事後速やか
に文書をもって措置する。また、松山海上保安部との連絡が困難である場合には、第六管区海上保安本
部若しくは他の海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若しくは航空機を通じ
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て要請（海上保安庁の巡視船艇・航空機は、防災相互通信波の受信機を搭載）。 
ア 災害の概要及び支援活動を要請する理由 
イ 支援活動を必要とする期間 
ウ 支援活動を必要とする区域及び活動内容 
エ その他参考となる事項 

 (3) 市町長の支援要請の依頼手続き 
 市町長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは知事に対し海上保安庁の支援につ
いて(2)のア～エの事項を明示した文書をもって、必要な措置を講じるよう依頼する。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災通信システム（地上系）等又は口頭をもって行い、事後速やか
に文書を交付する。 
 また、事態が急迫し、知事に要請を依頼するいとまがない場合、又は知事を通じて要請することが困
難な場合には、直接、最寄りの海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若しく
は航空機を通じて要請するものとし、知事に対してもその旨を速やかに連絡する。 

 
２ 海上保安庁との連絡 
 (1) 情報交換 

 知事は、災害応急対策に関する各種の情報を迅速的確に把握し災害応急対策を効果的に実施するため、 
海上保安部と密接な情報交換を行う。 

 (2) 連絡員の派遣 
 地震が発生したときは、松山海上保安部に対し連絡員の派遣を要請する。 

 

機   関   名 電話番号 県防災通信システム（地上系） FAX 

松山海上保安部 089-951-1197 6-6216 089-951-7796 

第六管区海上保安本部 082-251-5111 （衛星）64-034-101-159 082-251-5185 

 
３－１２－５ 外国からの応援活動  
 
 外国からの応援活動については、国が受入れを決定し、自ら作成する受入れ計画に基づいて、県が受け入
れる。 
 県は、受け入れた外国からの応援活動が円滑に実施できるよう、県国際交流センター等を通じて通訳ボラ
ンティアを確保するとともに、市町等関係機関と連携を図りながら必要な支援を行う。 
 
 ※資料 １ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定     （資料編１７－ １） 

      ２ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 （資料編１７－ ２） 
      ３ 愛媛県広域応援・受援計画                 （資料編１７－ ３） 

４ 中国・四国広域応援協定                  （資料編１７－ ４） 
５ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定    （資料編１７－ ５） 
６ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（資料編１７－ ６） 
７ 愛媛県警察災害警備用装備資機材一覧表           （資料編１８－ ７） 
８ 愛媛県消防広域相互応援協定書               （資料編 ４－ ２） 
９ 愛媛県消防広域相互応援計画                （資料編 ４－ ３） 

１０ 緊急消防援助隊受援計画                  （資料編１７－ ９） 
１１ 緊急消防援助隊愛媛県応援実施計画             （資料編１７－１０） 
１２ ボランティア等の応援活動                 （資料編１８－ ４） 
１３ 自衛隊派遣要請計画                    （資料編１７－１１） 
１４ 陸上自衛隊災害派遣装備品                 （資料編１７－１２） 
１５ 海上保安部所属巡視船艇                  （資料編１１－ ７） 
１６ 海上保安部航空機要目                   （資料編１１－ ９） 
１７ 大規模災害時における応急対策業務に関する協定       （資料編 ５－ ６） 
１８ 大規模災害時における救援支援活動に関する協定       （資料編 ５－ ７） 
１９ 災害時における水輸送の協力に関する協定          （資料編１０－１４） 
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第１３章 通信放送施設の確保 【危機管理課、県警本部】  
 
 大規模地震発生時には、建物の倒壊に伴う通信施設の損壊や地盤の揺れ等による中継所等通信関連施設の
破壊が予想されるため、県、市町及び各防災関係機関等は、代替手段の確保等効果的な応急対策を実施する。 
 災害時の無線局運用にあたっては、通信輻輳により生じる混信等の対策のため、必要に応じて通信統制を
行うなど通信の運用に支障をきたすことがないよう努める。 
 
３－１３－１ 通信施設  
 
１ 県防災通信システム施設 
(1) 県防災通信システム（衛星系・地上系）施設に障害が発生した場合、予備機切替え等により回線を確

保し、保守要員による速やかな復旧措置を講じる。 
(2) 県防災通信システム（衛星系・地上系）施設の障害に対し、部品交換による迅速な対応が行えるよう

保守用部品の確保に努める。 
 
２ 市町防災行政無線施設 
  市町に設置する防災行政無線の設備に障害が発生した場合、部品交換による迅速な対応が行えるよう保
守用部品の確保に努める。 

 
３ 警察無線通信施設  
(1) 固定局の障害については、高出力型携帯無線機又は自動車用無線機を固定局の代行として運用する。 
(2) 中継局施設に障害がある場合は、代行中継局又は臨時中継局を開設して通信の確保を図る。 
 
 
３－１３－２ 放送施設  
 
 (1) 放送機器の障害及び中継回線の途絶等により放送が不可能となった場合は、非常用の予備機材を用い

て仮設し、無線その他の中継回線を利用し放送の継続確保を図る。 
 (2) 応急復旧に必要な資機材を早急に確保し、機器、設備等の機能回復の措置を講じる。 
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第１４章 ライフラインの確保 
      【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、四国電力株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、四
国ガス株式会社】 

 
 ライフラインの復旧は、他機関の復旧作業や民生安定に大きな影響を及ぼすことから、各ライフライン事
業者等は、災害発生時において被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するととも
に、必要に応じ、広域的な応援体制をとるなど、機動力を発揮して応急復旧に努める。 
なお、防災拠点施設、人命に関わる医療機関や避難所等の重要施設の応急措置及び供給ラインの復旧等を

優先的に行う。 
 
３－１４－１ 水道施設  
 
 市町及び水道事業者は、災害の発生状況に応じて送水を停止する等、必要な措置を講じるとともに、応急
復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。 
 また、配管の仮設等による応急給水に努める。 
 
３－１４－２ 下水道施設  
 
 下水道管理者は、下水道施設が被災したとき、重大な機能障害、二次災害の危険性をとり除くための措置
を講じる。 
 
１ 管 渠 
  周辺住民に対して一時的に下水道の使用を中止するよう広報するとともに、管渠施設の構造物、設備等

の被害程度を判断して、管渠、マンホール内部の土砂のしゅんせつ、可搬式ポンプによる下水の排除、仮
排水路の設置などの応急復旧を実施する。 

 
２ 終末処理場、ポンプ場 
  本復旧までの一時的な処理場機能の確保を目的として、水路の仮締切り、配管ルートの切り回し、仮設

沈殿池などの応急復旧を実施する。 
  被害が甚大な場合は、住民に対して下水道の使用を中止するよう広報する。 
 
３－１４－３ 工業用水道施設  
 
(1) 工業用水道事業者は、地震発生後、各事業者ごとに緊急時供給計画等に基づき、速やかに配水施設等

の被害状況の調査を行い、漏水等の被害があれば、直ちに給水停止等必要な措置を講じる。 
(2) 被害の拡大防止と応急復旧等用水の確保に必要な措置を講じる。 
(3) 必要に応じ、広域的応援体制をとるよう努める。 
(4) 可能な限り復旧予定時期を明らかにする。 
 
３－１４－４ 電力施設  
 
  電気事業者は、災害が発生した場合、その定める防災業務計画に基づき、電力施設の防護及びその迅速

な復旧を図り、もって電力供給の確保に万全を期する。 
 
１ 災害対策組織の編成 
  電気事業者は、震災時に、直ちに定められた防災体制を確立する。 
 
２ 電力供給の確保 
  電力事業者は、電力供給施設に災害等が発生し、停電した場合は、迅速に復旧を行うとともに、速やか

に電力供給施設等の被害状況の調査を行い、被害の拡大防止と応急復旧等電力供給に必要な措置を講じる。 
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３ 他電力会社間の電力融通 
  震災時において、電力供給が不足する事態が生じた場合は、負荷の重要度に応じた系統構成にするとと

もに、他地域からの融通等により供給力を確保する。 
 
４ 災害時における広報 
  電気事業者は、被害状況及び措置に関して関係機関に連絡するとともに、当該地域への広報を行う。 
 
５ 対策要員等の確保 
  電気事業者は、防災業務計画による出動体制に基づき対策要員を確保するとともに、交通途絶等により

出動できない者は、最寄りの事業所に出動する。 
 
６ 災害復旧用資機材の確保 
  電気事業者は、事業所に保有する応急措置用資材を優先使用し、不足する場合は、本店、支店及び関係

業者等から緊急転用措置をとる。 
 
７ 広域応援体制の確立 
  電気事業者は、対策要員や復旧資機材の確保、電力の融通などの応急対策に関し、広域応援体制をとる

よう努める。 
 
８ 危険予防措置 
  送電が危険な場合及び警察、消防機関等から要請があった場合には、送電停止等適切な危険予防措置を
講じる。 

 
９ 設備の応急復旧 
  電気事業者は、次のとおり各種設備の応急復旧を行う。 
  ただし、電力の供給再開までに長期間を要する場合は、緊急に電力を供給すべきところから必要な措置
を講じ、応急復旧工事を行う。 

 なお、復旧にあたり、可能な限り地区別の復旧予定時期を明らかにするよう努める。 
 (1) 水力・火力・原子力発電設備 
   共通機器、流用可能部品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 
 (2) 送電設備 
   ヘリコプター、車両等の機動力の活用により、仮復旧の標準工法に基づき迅速に行う。 
 (3) 変電設備 
   機器損壊事故に対し系統の一部変更又は移動用変圧器等の活用により復旧する。 
 (4) 配電設備 
   応急復旧工法標準マニュアルにより迅速確実な応急復旧を行うとともに、重要性の高い地区には、移

動用発電機を設置する。 
 (5) 通信設備 
   可搬型電源、移動無線機等の活用により通信回線を確保する。 
 
１０ 原子力発電施設による電力供給確保対策 
 (1) 基本方針 

 国、県及び四国電力株式会社等の関係機関は、地震発生時における原子力発電所の安全確保対策につ
いて万全を期する。 
 なお、原子力防災対策については、愛媛県地域防災計画（原子力災害対策編）により実施する。 

(2) 四国電力の安全確認 
  伊方発電所においては、地震を検知した場合は、直ちに運転員が中央制御室の計器により運転状況を
確認するとともに、検知された地震の加速度に応じて設備の巡視点検を行う。 

  なお、異常が発見された場合は、伊方発電所原子炉施設保安規定に基づき、原子炉を手動停止する等
の必要な措置を講じるとともに、「伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」に
基づき、速やかに関係機関へ連絡する。 

 (3) 国の安全確認 
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 伊方発電所に常駐している原子力規制委員会原子力規制庁原子力保安検査官は、運転管理状況を確認
するとともに、必要な指導を行う。 

 (4) 通報連絡計画 
 伊方発電所から関係機関への通報連絡については、次の通信設備や経路を確保して的確に行う。 
ア 県や伊方町などとの間に設置している直通専用回線（ＮＴＴ専用回線）及び県防災行政無線 
イ 経路、種類の異なる通信系統（マイクロ波無線２系統、光通信１系統）を多重設置している四国電
力保安用電話回線 

ウ 携帯電話 
 

３－１４－５ ガス施設  
 
１ 応急措置及び復旧対策 
(1) ガス事業者は、製造所において設備の運転に危険を及ぼす震度の地震が発生した時には、設備を緊急

停止し、設備の緊急点検及び被災設備の応急保安処理を行い、二次災害の防止を図る。 
(2) ガス施設、住居、道路等の被害状況及びガス施設の点検結果により、ガス供給を地域的に遮断する。 
(3) 製造所の設備及びガス導管等の災害復旧は、事業者の支店及び関連会社等により速やかに復旧する。 
(4) 製造所等の被災した設備が復旧された後、設備の安全性を確認のうえ、ガスの製造を再開する。 
(5) 供給停止地域については、ガス施設の安全を確保した地区から、速やかにガス供給の再開を行う。 
(6) 避難所等に臨時に必要な燃料供給を行う。 
 
２ 動員・応援体制 
 (1) ガス事業者は、動員計画に基づき要員の確保に努めるとともに、必要に応じて、本店及び他支店等へ

の応援要請を行う。 
 (2) 災害の規模に応じて、日本ガス協会への応援要請の措置をとる。 
 
３ 資材の確保 
  ガス事業者は、事業所に保有する応急措置用資材を優先使用し、不足する場合は、本店、支店及びメー

カー等から緊急転用措置をとる。 
 
４ 広報の実施 
(1) ガス事業者は、防災関係機関や報道機関に対して、被災の概況、復旧の現状と見通し等について情報

の提供を行う。 
(2) 利用者に対しては、報道機関による放送や広報車等を活用し、ガス栓の閉止とガスの安全使用の周知

徹底を行う。 
 
３－１４－６ 電信電話施設  
 
１ 西日本電信電話株式会社 
 震災時には、次により臨時的措置をとり、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図るとともに、被災し
た電気通信設備等の応急復旧工事を速やかに実施する。 
(1) 通信の非常疎通措置 
  ア 臨時回線の作成、中継順路の変更等疎通確保の措置をとるほか、必要に応じ、災害応急復旧用無線

電話機等の運用、臨時公衆電話の設置等を図る。 
イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、電気通信事業法の定
めるところにより、臨時に利用制限等の措置を行うほか、災害用伝言ダイヤルサービスを提供する。 

  ウ 非常緊急通話又は非常緊急電報は、電気通信事業法、電気通信事業法施行規則の定めるところによ 
   り、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。 

エ 警察、消防、鉄道通信、その他の諸官庁が設置する通信網との連携をとる。 
オ 携帯電話や他事業者網と固定網の優先接続の引継ぎの実施による重要通信の確保を行う。 

 (2) 通信の途絶措置 
ア 衛星通信無線車、可搬型無線機及び応急用ケーブル等を使用し、回線の復旧を図る。 
イ 電力設備被災局には、移動電源車を使用し、復旧を図る。 
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ウ 幹線伝送路の被災については、マイクロ波可搬無線装置により復旧を図る。 
 (3) 被災地の情報伝達支援 
 ア 災害救助法が適用された地域については、特設公衆電話を設置するとともに、停電時には公衆電話

の無料化を図る。 
 イ 行政やボランティア等から発信される情報や被災者からの情報を円滑に伝達させるため、日常使用

しているコンピュータネットワークの復旧を図る。 
 (4) 設備等の応急復旧 

ア 被災した電気通信設備等は、被災状況に応じた復旧工事を実施し、優先的に重要通信を確保する。 
イ 災害発生後、速やかに被害状況把握や緊急回線作成を行うため、ＮＴＴ西日本四国事業本部で約
200 名（ＮＴＴ西日本愛媛支店で約 60 名）程度のレスキュー隊が編成できるよう復旧要員を登録し
ている。 

ウ アクセス系の被災状況を半日間で大まかに推定、４日程度で被災設備を完全に把握できるようにし
ている。 

 
２ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ   
  通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため必要な次の措置を講じる。 
 (1) 臨時回線を設定するほか、必要に応じ携帯電話の貸出しに努める。 
(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要がある時は、一般利用の制限等の措置

をとる。 
(3) ｉモード災害用伝言板の開設 
 
３ ＫＤＤＩ株式会社 
  通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため必要な次の措置を講じる 
 (1) 電気通信施設の整備及び保全 
 (2) 災害時における電気通信の疎通 
 (3) 災害用伝言板サービスの提供 
 
３－１４－７ 応急金融対策 
 
１ 基本方針 
 大規模地震発生時には、関係機関が密接な連携をとりながら、金融機関等の円滑な業務の遂行を確保す
るために必要な措置等を適切に講じる。 

 
２ 現金供給の確保及び決済機能の維持 
 (1) 金融当局は、現金の供給安定と決済機能維持のため必要な措置を講じる。 
 (2) 関係行政機関は、現金輸送における警備、通信の確保等において支援する。 
 
３ 金融機関の業務運営の確保 
  被災金融機関は、営業の早期再開のため、必要な措置を講じるとともに、金融当局及び関係行政機関は
これを支援する。 

 
４ 非常金融措置の実施 
  国（四国財務局松山財務事務所）及び県は、日本銀行松山支店と協議のうえ、金融機関に対して次のよ
うな非常措置をとるようあっせん、指導を行うとともに、報道機関等の協力を得て県民に対して周知徹底
を図る。 

 (1) 営業時間の延長、休日臨時営業等 
 (2) 預貯金の便宜払戻し、預貯金担保貸出の実効等について特別取扱い 
 (3) 被災関係手形の支払呈示期間経過後交換持出し、不渡処分猶予等 
 (4) 損傷銀行券及び貨幣の引替えに関する必要な措置 
 
 ※資料 伊方原子力発電所からの通信施設概要図 （資料編８－１） 
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第１５章 公共土木施設等の確保 
     【総務管理課、情報政策課、農地整備課、漁港課、森林整備課、河川課、砂防

課、港湾海岸課、道路維持課、都市整備課、松山空港事務所】 
 

 公共土木施設等における復旧対策のため、発災後、直ちに所管する施設・設備の調査を専門技術者により
実施するとともに、これらの被害状況を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に速やかに応
急復旧を行う。 
 また、余震あるいは降雨等による二次的な水害、土砂災害等の危険箇所の点検を行うものとし、その結果
危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図るとともに、不安定土砂の除去、仮
設防護柵の設置等の応急工事を実施する。 
 さらに、協定を締結した（社）愛媛県建設業協会等の協力を得て、障害物の除去、二次災害の防止工事、
応急復旧、通行規制等に必要な人員、資機材等の確保に努める。 
 なお、必要に応じ、報道機関や地域住民に対して、緊急物資の輸送拠点や緊急輸送道路、公共土木施設等
の状況等の情報を提供する。 
 
３－１５－１ 道路施設  
 
 道路管理者は、管理する道路について、早急に被災状況を把握し、国土交通省等へ報告するほか、道路啓
開等を行い、道路機能の確保に努めるものとする。 
 また、被災の状況に応じ、通行止めや重量制限等の通行規制、迂回路の設定、二次災害の防止、応急工事
など所要の応急措置を講じるものとし、迂回路が確保できない場合は、仮道、仮桟橋の設置など早期に通行
の確保が図れるよう必要な措置を講じる。 
 
３－１５－２ 海岸保全施設  
 
 海岸管理者は、堤防や護岸の崩壊等について、浸水被害及び施設の増破を防ぐ処置を講じるとともに、水
門等の被災については、故障や停電等により、運転が不能となることが予測されるため、土のうや矢板等に
より応急に締切りを行い、排水ポンプ車等を動員して内水の排除に努める。 
 また、海岸保全施設が破壊、損壊等の被害を受けた場合には、特に浸水による被害の拡大防止に重点をお
き、速やかに施設の復旧に努める。 
 
３－１５－３ 河川管理施設  
 
 河川管理者は、堤防や護岸の崩壊等について、浸水被害及び雨水の浸透等による増破を防ぐ処置を講じる
とともに、水門、排水機等の被災については、故障や停電等により、運転が不能となることが予測されるた
め、土のうや矢板等により応急に締切りを行い、排水ポンプ車等を動員して内水の排除に努める。 
 また、河川管理施設が破壊、損壊等の被害を受けた場合には、特に、はん濫水による被害の拡大防止に重
点をおき、速やかに施設の復旧に努める。 
 
３－１５－４ 砂防等施設  
 
 砂防設備や地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設（以下「砂防等施設」という。）の管理者は、砂防
等施設の巡回（パトロール）を行うほか、砂防ボランティアによる現地調査報告や地域住民からの連絡等に
より、指定地等の被害情報を収集し、関係機関に連絡するとともに、施設の点検を行う。 
 また、余震や豪雨に伴う土砂崩壊等の二次災害が発生する恐れがある場合は、危険箇所への立入禁止措置
や、ビニールシートで覆うなど必要な応急措置に努める。 
 砂防等施設が損壊したり、二次災害の恐れのある場合は、危険性を調査し、被害の拡大防止を図るととも
に施設の機能復旧に努める。 
 なお、避難等が必要な場合は、速やかに当該市町へ状況の連絡を行う。 
 
３－１５－５ 治山等施設  
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 林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設（以下「治山等施設」という。）の管理者は、施設の巡回（パト
ロール）や、施設が設置された森林の所有者の情報連絡等により、施設等の被害情報の収集、施設の点検を
行うとともに、関係機関に情報を連絡する。 
 また、余震、豪雨等で山地災害等の二次災害が発生する恐れのある場合には、当該施設内への立入禁止措
置等を行い、必要な応急措置に努める。 
 治山等施設が損壊し、二次被害の恐れがある場合には、調査点検等を行い、被害の拡大防止及び被災施設
の復旧に努める。 
 さらに、避難等が必要な場合には、速やかに該当市町へ連絡を行う。 
 
３－１５－６ 港湾施設  
 
 港湾管理者は、地震後、早急に被害状況を把握し、国土交通省に報告するとともに、二次災害による危険
性の有無、施設の使用可否の決定を行うほか、関係機関の協力を得て、危険箇所への立入り禁止措置や機能
欠損箇所の応急修繕、情報伝達等必要な措置を講じる。 
 また、港湾施設は、震災後の緊急物資輸送拠点としての重要な施設を含むことから、速やかに応急復旧を
行い、海上輸送の確保に努める。 
 
３－１５－７ 漁港施設  
 
 漁港管理者は、地震後直ちに漁港施設の調査を実施し、被災状況の把握や二次災害の危険性の有無、施設
の使用可否の決定を行い、関係機関に報告する。 
 また、漁港区域の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、関係
機関に連絡するとともに障害物除去等に努める。 
 なお、震災後の緊急物資輸送拠点としての重要な施設を含むことから、応急復旧・本復旧工事等を効率的
に行う。 
 
３－１５－８ 空港施設  
 
 空港管理者は、滑走路、エプロンその他の空港施設が被害を受けた場合、空港施設の復旧に努める。 
 施設に被害を受けた場合には、空港業務を部分的にでも再開するため、応急復旧に努め、緊急物資等の輸
送機能の確保に必要な措置をとる。 
 
３－１５－９ 鉄道施設  
 
１ 応急復旧及び復旧対策 
(1) 不通区間が生じた場合は迂回線区に対する輸送力の増強及び自動車等による代替輸送の確保に努める。 
(2) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を図る。 
(3) 早期の運転再開を期するため、復旧工事を行う業者に協力を求める等必要な措置を講じ応急復旧工事
を行う。 

(4) 非常緊急にかかわるものの輸送を速やかに行う。 
 
２ 旅客等への広報 
(1) 乗務員は、災害の情報等について、必要な事項を旅客に周知するとともに、今後の措置等をできるだ

け速やかに放送して混乱の防止を図る。 
(2) 駅長は災害による旅客及び公衆の動揺・混乱を防止するため、被害状況等について放送等を行う。 
  
３ 避難誘導 
 (1) 乗務員は、列車又は線路建造物等の被害による危険が大きいと予測される場合や沿線被害地の火災等

により危険が迫ると判断した場合は、旅客を安全な場所に誘導する。 
 (2) 駅長は、災害の規模、駅及び駅周辺の被害状況を考慮して、負傷者、老幼婦人等を優先誘導して混乱

を招かないように努めるとともに、消防救急機関等への早期通報を行う。 
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３－１５－１０ 農業用ダム、ため池及び用水路  
 
１ 被害状況の把握 
  施設管理者は、農業用ダム、ため池及び用水路の被害状況を調査する。 
 
２ 応急措置の実施及び下流域の市町又は警察署長への必要な措置の要請 
 施設等に破損又は決壊の危険が生じた場合は、速やかに被害の及ぶ恐れがある下流域の市町長又は警察
署長に対し状況を連絡し、避難指示等必要な措置をとるよう要請するとともに迅速に応急措置を講じる。 

 
３－１５－１１ 災害応急対策の拠点となる重要な庁舎等  
 
１ 被害状況の把握 
  庁舎等の施設管理者は、地震後、早急に管理する施設（災害応急対策上重要な庁舎等）及び設備につい
て点検し、被災状況を確認する。 

 
２ 緊急措置の実施 
  施設及び設備が破損した場合は、防災機関としての機能に支障のないよう緊急措置を講じる。 
 
３－１５－１２ 情報システム  
 
 県、市町及びその他関係機関は、地震災害時の情報システムの確保対策として、次の措置を講じる。 
 (1) 速やかに情報システムの障害点検を行い、被害状況を把握する。 
 (2) 情報システムに障害が生じた場合には、保守会社等の協力を得て、速やかに復旧対策を講じ、運用の

再開を図る。 
 
３－１５－１３ 都市公園施設   
 
 都市公園施設の管理者は、地震後、職員を現地に派遣して早急に被害状況を把握するとともに、状況に応
じ使用や立入を禁止する措置を行う。 
 また、都市公園は、避難場所として利用される場合が多いため、被害を受けた施設は、速やかに応急復旧
を行い、諸施設の機能回復を図る。 
 

※資料 都市公園現況表（資料編１２－６） 
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第１６章 危険物施設等の安全確保 【消防防災安全課、薬務衛生課】  
 
大規模地震により危険物施設等が被害を受け、危険物の流出その他の事故が発生した場合は、被害の拡大

防止と、軽減を図るため、適切かつ迅速な防災活動を実施し、事業所の関係者及び周辺住民等に被害を及ぼ
さないように努める。 
 
３－１６－１ 危険物施設  
 
１ 県の活動 
  防災関係機関と密接な連携をとり、複数の市町の区域にわたって設置されている移送取扱所における危
険物の安全管理、施設の使用停止等の緊急措置を講じる。 

 
２ 市町の活動 
(1) 関係事業所の管理責任者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対して、次に掲げる措置を当該危険

物施設の実態に応じて講じるよう指導する。 
  ア 危険物の流出あるいは爆発等の恐れのある作業及び移送の停止措置 
  イ 危険物の流出、出火、爆発等の防止措置 
  ウ 危険物施設の応急点検 
  エ 施設の管理責任者と連携し、災害を防止するための消防活動や救出、広報活動避難の指示等必要な

応急対策の実施 
(2) 火災の防御は、市町の消防機関が保有する消防力を最大限活用して実施するとともに、必要に応じ、

化学消防自動車等の派遣要請等他の機関の応援を受ける。 
 
３－１６－２ 高圧ガス施設 
 
１ 事業者の活動 
  高圧ガス施設が、火災その他の事情により危険な状態となったとき、事業者は、直ちに応急措置を講じ
るとともに、消防、警察等関係機関に連絡する。 

２ 県及び関係機関の活動 
  県は、公共の安全確保のために緊急に必要があると認める時は、高圧ガス製造事業者、高圧ガス貯蔵事
業者、高圧ガス消費事業者等に対し、施設の使用停止等の措置を講じる。 

  消防等関係機関は、高圧ガス施設等に被害が及ばないよう適切な措置を講じる。 
 
 
３－１６－３ 毒物劇物貯蔵施設  
 
１ 製造業者等の活動 
  毒物劇物の製造業者、販売業者、電気めっき業者、金属熱処理業者及び運送業者又は毒物劇物取扱責任
者は、地震により毒物劇物が流出、飛散、漏えい等災害が発生した場合、直ちに保健所、警察及び消防機
関に通報するとともに、毒物劇物の回収、その他危害防止のための必要な措置を講じる。 

２ 関係機関の活動 
  通報を受けた保健所、警察及び消防機関は、相互に連絡をとり、地域住民及び通行人等に対し、周知徹
底を図り、危険又は汚染地域の拡大防止措置、警戒区域の設定、被災者の救出、避難誘導等の措置を講じ
る。 

  また、飲料水を汚染する恐れがある場合には、関係市町に通報連絡するなど万全を期する。 
 
３－１６－４ 火薬類製造施設・貯蔵施設  
 
１ 事業者の活動 
  火薬庫が、火災その他の事情により危険な状態となったとき、事業者は、直ちに応急措置を講じるとと
もに、消防、警察等関係機関に連絡する。 
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２ 県及び関係機関の活動 
  県は、公共の安全確保のために緊急に必要があると認める時は、火薬類製造事業者、火薬庫設置事業者
に対し、施設の使用停止等の措置を講じる。 

  消防等関係機関は、火薬庫等に被害が及ばないよう適切な措置を講じる。 
 
 

※資料 １ 毒物劇物製造業者名簿              （資料編１４－１） 
      ２ 毒物劇物貯蔵施設等の災害時における緊急通報系統図（資料編１４－２） 
      ３ 毒物劇物の災害時における事故処理要領      （資料編１４－３） 
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第１７章 ボランティアの受入れ 【保健福祉課】 
 
県、市町及び関係団体は、相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、

ボランティアの受付、調整等その受入れ体制を確保するよう努める。また、ボランティアの受入れに際して、
老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に
応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努め
る。 
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第１８章 社会秩序維持活動 【県民生活課、県警本部】 
 
大規模地震発生時には、多数の住民が生命又は身体に危害を受け、あるいは住居や家財が喪失して地域社

会が極度の混乱状態にあるため、県、県警察及び市町は、関係機関、団体等と協力して人心の安定と社会秩
序の維持を図るための措置を講じる。 
また、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害に乗じたサイバ

ー攻撃に関する情報収集及び住民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 
 
３－１８－１ 県の活動  
 
１ 県民への広報 
  被災住民をはじめ県民に対して正確な情報を迅速に提供するとともに、県民のとるべき措置等について
呼びかけを行うなど、流言飛語をはじめ各種の混乱の発生を防止し、民生の安定を図り、社会秩序の維持
に努める。 

 
２ 生活関連商品の価格、需給状況、買い占め、売り惜しみ等の調査及び対策 
 (1) 生活関連商品の価格及び需給状況の把握に努める。 
 (2) 必要に応じ、愛媛県消費生活条例に基づき、次により物価の安定を図る。 
  ア 商品を指定し、物価監視を行う。 
  イ 事業者に対し調査、指導を行い、必要に応じ勧告又は公表を行う。 
  ウ 生活関連商品を取り扱う事業所、工場、店舗又は倉庫の立ち入り調査を実施する。 
 (3) 関係機関への協力要請 
   国、他の都道府県、事業者団体等に対し、必要に応じ次の事項について協力要請を行う。 
  ア 情報提供 
  イ 調査 
  ウ 集中出荷 
  エ その他の協力 
 (4) 物資収容等の措置 
   物資の円滑な供給を確保するため、必要があるときは、物資の保管命令や物資の収容等の措置をとる。 
   なお、強制措置の実施は、慎重に扱うとともに関係者に対し常にその趣旨の徹底を図り協力を求める。 
 
３ 国に対する緊急措置の要請 
  県は、生活関連商品の著しい不足や価格の異常な高騰など消費生活に重大な影響を及ぼす事態が予想さ
れる場合、国に対し緊急措置の実施を要請する。 

 
３－１８－２ 県警察の活動  
 
１ 警察独自及び自主防犯組織等との連携による安全の確保 
(1) 被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路及び集積地における混乱、

避難所内でのトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺（海上を含む。）におけるパトロールの
強化、避難所等の定期的な巡回等を行う。 

(2) 被災地において発生することが予想される悪質商法等の生活経済事犯、知能犯、窃盗犯、粗暴犯、暴
力団による民事介入暴力等の取締りを重点に行い、被災地の社会秩序の維持に努める。 

   加えて、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害に乗じ
たサイバー攻撃に関する情報収集及び国民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努め
る。 

(3) 警察署等において、地域の自主防犯組織等との安全確保に関する情報交換、住民等からの相談受付け
などにより、住民等の不安の軽減に努める。 

 
２ 銃砲、刀剣類に対する措置 
(1) 銃砲、刀剣類による犯罪を予防し治安を維持するため、銃砲等の所有者に所在確認と保管の徹底を指

導する。 
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(2) 避難している場合は、銃砲保管業者に一時保管委託をするように指導する。 
(3) 銃砲、刀剣類の運搬又は携帯の禁止等の緊急措置を講じる。 
(4) 銃砲、刀剣類の製造及び販売業者に対しては、特に、盗難等の事故防止のため厳重な保管を指導する。 
 
３ 関係機関に対する協力 
  地域の平穏を害する不法行為を未然に防止するため、物資の配給、その他救援活動等を行う関係機関に
対し、可能な限り協力する。 

 
３－１８－３ 市町の活動 
 
１ 住民への広報 
  市町は、各種情報の不足や誤った情報等のため、当該市町の地域に流言飛語等による混乱が発生し、又
は発生する恐れがあるときは、速やかに地域住民に対して正確な情報を提供するとともに、住民のとるべ
き措置等について呼びかける。 

 
２ 生活物資の価格、需要動向、買い占め、売り惜しみ等の調査及び対策 
 (1) 生活関連商品の価格及び需給状況の把握に努める。 
 (2) 必要に応じ、物価の安定を図るための施策を実施する。 
 
３ 県に対する要請 
  市町は、当該地域の社会秩序を維持するため必要と認めたときは、県に対し応急措置又は広報の実施を
要請する。 

 
 
  ※資料 １ 災害対策基本法施行令第２２条に基づく協定（緊急放送要請） （資料編 ５－２） 
      ２ 災害時等における報道要請に関する協定           （資料編 ５－３） 
      ３ 防災業務に従事する人員の状況               （資料編１８－６） 
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第４編 災害復旧・復興対策 
 
 被災地の復旧・復興は、より安全・安心なまちづくりを目指すとともに、地域振興にも配慮のうえ、可能
な限り迅速かつ円滑に行わなければならない。 
 このため、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧を目指
すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急
に検討し、復旧・復興の基本方向を定めるものとする。必要な場合には、これに基づき復興計画を作成する。 
 また、復旧・復興対策の推進にあたっては、住民の意向を尊重するとともに、必要に応じ、国や関係機関
等の協力を求める。その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進
するものとする。併せて、災害時要援護者の参画を促進するものとする。 
 
第１章 災害復旧対策  

【農地整備課、漁港課、河川課、港湾海岸課、砂防課、道路維持課、都市計画課、 
 都市整備課、建築住宅課、義務教育課、高校教育課、危機管理課、県警本部】

  
 災害復旧対策は、被災した施設の原形復旧にあわせて、再度災害の発生を防止するため、必要な施設の設
計又は改良を行うなど将来の災害に備える事業計画を策定し、早期復旧を目標に実施する。 
 また、県、市町の復旧・復興対策の組織の設置、職員の確保及び活動については、災害対策本部又は災害
警戒本部と調整を図りながら迅速に実施する。 
 
４－１－１ 激甚災害の指定  
 
１ 基本方針 
 激甚災害発生後に、迅速かつ的確な被害調査を行い、当該被害が激甚災害に対処するための特別の財政
援助等に関する法律（昭和 37 年法律 150 号）（以下、｢激甚災害法｣という。）に基づく激甚災害の指定基
準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場合は、政令指定を
得るため適切な措置を講じる。 

 
２ 県の活動 
 (1) 知事は、市町の被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について、

関係各部局に必要な調査を実施させる。 
 (2) 知事は、被災概要を内閣総理大臣に報告し、激甚災害の迅速な指定を要請する。 
 (3) 関係各部局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚災害法に定める必要な事

項を速やかに調査し、国に提出する。 
 (4) 激甚災害の指定を受けたときは、関係部局は、事業の種別ごとに激甚災害法及び算定の基礎となる法

令に基づき負担金、補助金等を受けるための手続き等を実施する。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 市町長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して被害状況等を調査し、県知

事に報告する。 
 (2) 市町長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係各部局に提出する。 
 
４－１－２ 被災施設の復旧等 
 
１ 被災施設の復旧等 
 被災した公共施設の災害復旧は、原形復旧を基本にしつつも、再度災害防止の観点から可能な限り改良復
旧を行うなどの事業計画を速やかに策定し、社会経済活動の早急な回復を図るため迅速に実施する。特に、
地震に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次的な土砂災害防止の観点
から対策を講じる。 
 また、ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧にあたり、復旧予定時期を明らかにするよう努める。 
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 公共施設の復旧事業は、概ね以下の法律等に基づき、迅速かつ円滑に行う。 
 (1) 農林水産業等施設については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、土

地改良法を活用し実施する。 
 (2) 道路、海岸、河川、港湾、漁港、下水道、都市公園施設については、公共土木施設復旧事業費国庫負

担法により実施する。 
 (3) 砂防等施設については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、砂防法、地すべり等防止法、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により実施する。 
 (4) 都市施設（街路、公園、排水路、墓園等）の復旧及び堆積土砂排除事業については、都市災害復旧事

業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針により実施する。 
 (5) 公営住宅等については、公営住宅法により実施する。 
 (6) 水道施設については、上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費の国庫補助金交付要綱によ

り実施する。 
(7) 公立学校施設については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法により実施する。 
(8) 県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるととも

に、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業から
の暴力団排除活動の徹底に努める。 

２ 災害廃棄物の処理 
大規模な地震被害の被災地においては、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、

広域的な処分など迅速かつ環境負荷のできるだけ少ない処分方法を検討する。 
(1) 県は、災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保

し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理を行う。 
(2) 災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに努める。 
(3) 災害廃棄物処理に当たっては、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う。また、環境汚染の未

然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずる。 
 
４－１－３ 都市の復興  
 
１ 基本方針 
 都市計画区域内の市街地が被災し、災害に強い都市機能の向上が必要と判断した区域については、合理
的かつ健全な市街地の形成を図るため、復興の基本方針を定めるとともに、必要に応じて復興計画を策定
し、市街地を復興する。 

 
２ 県の活動 
 (1) 被害状況の把握 

ア 市街地復興に関する被害状況調査について市町を支援する。 
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。 

 (2) 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成の支援 
 市町と連絡調整を図り、緊急に面的整備が必要とされる区域（被災市街地復興推進地域）の都市計画
案作成を支援する。 

 (3) 建築基準法第 84 条による建築制限の実施 
ア 特定行政庁である市については、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 84 条による建築制限の
実施を支援する。 

イ 県が特定行政庁となる区域については市町長と調整を図り、建築基準法第 84 条第１項による建築
制限区域を必要に応じ指定する。 

ウ 必要に応じ、建築制限期間を延長する。 
 (4) 都市復興計画の策定 
  市町と連絡調整を図り、復興の目標、土地利用方針及び市街地復興基本方針等を示した都市復興計画
を策定する。 

 (5) 復興のための都市計画案作成の支援及び基盤施設整備事業の実施 
  市町の復興のための都市計画案作成及び基盤施設整備事業の実施を支援する。 

 
３ 市町の活動 
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 (1) 被害状況の把握 
  市町は各機関と協力し被害状況の調査を行い、県に報告する。 

 (2) 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成 
  緊急に面的整備が必要とされる区域（被災市街地復興推進地域）の都市計画案を作成し、都市計画決
定を行う。 

 (3) 建築基準法第 84 条による建築制限の実施 
ア 特定行政庁となる市は、緊急復興地区を対象に建築基準法第 84 条第１項による建築制限区域を必
要に応じ、指定する。 

イ 必要に応じ、建築制限期間を延長する。 
 (4) 都市復興計画の策定 

 県の都市復興計画を踏まえ、また県と調整を図り、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備方針
及び市街地復興基本方針等を示した都市復興計画を策定する。 

 (5) 復興都市計画案等の作成及び事業実施 
ア 被災地域について、実施する事業制度、活用する補助事業等を検討する。 
イ 都市計画事業を実施する場合には、都市計画案の作成・決定を行い事業を実施する。 

 
 
   ※資料 局地激甚災害指定基準（資料編１９－９） 
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第２章 復興計画  
【危機管理課、総務管理課、総合政策課、県民生活課、保健福祉課、産業政策

課、農政課、土木管理課、教育総務課、公営企業管理局総務課】 
 
 多数の機関が関係し、高度かつ複雑な大規模事業となる被災地域の再建を速やかに実施するため、必要に
応じて復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を進める。 
 また、多くの人が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危険に瀕し、地域社会が混

乱に陥る可能性があることから、震災時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的に、関係機関の協
力を得ながら被災者の生活支援の措置を講じる。 
さらに、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被

災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に十分に配慮する。 
 
４－２－１ 復興計画の作成  
 
１ 県の活動 
 (1) 計画の策定 
  知事は､必要があると認めたときは､震災復興計画を策定する。 

 (2) 計画の構成 
 計画は、基本方針（ビジョン）と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復
興計画により構成する。 

 (3) 計画の基本方針 
 計画策定に当たっては、県の長期計画との調整を図る。 

 (4) 計画の公表 
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等
を配布するなどにより、県民に周知し、被災地の復興を促進する。 

 (5) 国・市町との調整 
 計画策定に当たっては、県内の被災市町が策定する震災復興計画との整合を図るとともに、国や他の
被災県との調整を行う。 

 
２ 市町の活動 
 (1) 計画の策定 

 市町長は､必要があると認めたときは、震災復興計画を策定する。 
 (2) 計画の構成 

 計画は、基本方針（ビジョン）と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復
興計画により構成する。 

 (3) 計画の基本方針 
 計画策定に当たっては、市町の総合計画との調整を図る。 

 (4) 計画の公表 
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等
を配布するなどにより、住民に周知し、被災地の復興を促進する。 

 (5) 国・県との調整 
 計画策定に当たっては、国や県等との調整を行う。 
 

４－２－２ 防災まちづくりを目指した復興 
 
(1) 県及び市町は、必要に応じ、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等

にも配慮した防災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のた
めのものという理念のもとに、計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづ
くりを目指すこととし、住民の理解を求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反
映されるよう、環境整備に努めるものとする。 

(2) 県及び市町は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用
するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに
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住民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により合理的か
つ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

(3) 県及び市町は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・
安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図る。 

(4) 県及び市町は、防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、避難路・避難地、延焼遮断帯、防災活動
拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港など、骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の
整備、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等、ライフラインの耐震化、耐
震性貯水槽の設置等を基本的な目標とする。この際、都市公園、河川等のオープンスペースの確保等は、
単に避難場所としての活用、臨時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、
レクリエーション空間の確保、景観構成に資するものであり、その点を十分住民に対し説明し理解と協
力を得るように努める。また、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等につ
いては、各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りつつ進める。 

(5) 県及び市町は、既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その問題の重要性を住
民に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。 

(6) 県及び市町は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物の処理事業に当たり、あらかじめ定めた物資、資
材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り迅速かつ円滑に実施すると
ともに、復興計画を考慮して、必要な場合には傾斜的、戦略的実施を行う。 

(7) 県及び市町は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの
種々の選択肢、施策情報の提供等を、住民に対し行う。 

(8) 県及び市町は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大
気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

(9) 県及び市町は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持
を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に
十分に配慮する。 

 
４－２－３ 復興財源の確保  
 
１ 基本方針 
 復旧・復興対策を円滑に実施するため、被災後できるだけ早い時期に財政需要見込額を把握し､復興財
源の確保を図る。 
 

２ 予算の編成 
 復旧・復興事業を迅速に実施するため､予算執行の調整及び編成方針の策定などを行う。 
 

３ 県の活動 
 (1) 財政需要見込額、被災状況調査を基に、次の財政需要見込額を算定する。 

ア 復旧・復興事業 
イ その他 

 (2) 発災年度の予算執行の調整 
 緊急度が高い復旧・復興事業を滞りなく実施できるよう予算執行の調整を図る。 

 (3) 予算の編成方針の策定 
 復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するため､当初予算､補正予算を通じた編成方針を策定する。 

 
４ 市町の活動 
 (1) 財政需要見込額の算定 

 被災状況調査を基に、次の財政需要見込額を算定する。 
ア 復旧・復興事業 
イ その他 

 (2) 発災年度の予算執行方針の策定 
 緊急度が高い復旧・復興事業を滞りなく実施するため、優先的に取り組むべき対策と執行を当面凍結
すべき事業を抽出し、予算執行方針を策定する。 

 (3) 予算の編成方針の策定 
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 復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するための予算について､その編成方針を策定する。 
 

５ 復興財源の確保 
 復旧・復興対策を実施するためには、莫大な事業費が必要になるほか、災害の影響による税収の落ち込
み等から、財政状況の悪化が懸念されることから、復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するための財源
確保に努める。 

 (1) 県の活動 
ア 地方債の発行  復旧・復興対策に係る莫大な財政需要と大幅な税収減に対応するため、次の措置を
講じ、財源を確保する。 
(ｱ) 災害復旧事業債 
(ｲ) 歳入欠かん等債 
(ｳ) その他 

イ その他の財源確保策 
  復興を目的とした宝くじの発行等により、復興財源の確保を検討する。 
ウ 国への要望 
  復旧・復興対策実施に係る財政需要に対応するため､財源確保に関する特例措置等を国に要望する。 
  要望に当たっては、市町要望を踏まえたものとする。 

 (2) 市町の活動 
ア 地方債の発行  復旧・復興対策に係る莫大な財政需要と大幅な税収減に対応するため、県と調整を
図りながら次の措置を講じ、財源を確保する。 
(ｱ) 災害復旧事業債 
(ｲ) 歳入欠かん等債 
(ｳ) その他 

イ その他の財源確保策 
  復興を目的とした公営競技の開催等による復興財源の確保を検討する。 
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第３章 被災者の生活再建支援  
    【危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護

課、産業政策課、経営支援課、立地推進課、観光物産課、労政雇用課、雇用対
策室、農政課、農業経済課、林業政策課、漁政課、建築住宅課】 

 
 被災者が新たな生活への意欲を持つことに重点を置きながら、県民生活の安定を図るための施策を講じる
とともに、自力による生活再建を支援し、被災地の速やかな復興を図る。 
 
４－３－１ 災害時要援護者の支援 
 
１ 基本方針 
  災害時要援護者は、震災による生活環境の変化等に対応することが困難である場合が多いことから、速
やかに安定した生活が回復できるよう支援を行う。 

 
２ 県の活動 
 (1) 被災状況の把握 
  災害時要援護者の被災状況や生活実態、社会福祉施設等の被災状況等調査を市町等と協力しながら実
施する。 

 (2) 一時入所の調整・あっせん 
   社会福祉施設や関係機関と調整を行い一時入所のあっせんを行う。 
 (3) 巡回健康相談 
   市町と協力して、保健師による巡回健康相談を実施し、災害時要援護者の心身の健康保持に努める。 
(4) 被災児童への相談援助 
   児童相談所等に配置されている心理判定士等による相談援助を実施し、被災児童の心のケアに努める。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 被災状況の把握 
   次の事項を把握して県に報告する。 

ア 災害時要援護者の被災状況及び生活実態 
イ 社会福祉施設の被災状況 

 (2) 一時入所の実施 
   県を通じ社会福祉施設や関係機関等と連絡のうえ、社会福祉施設等への一時入所が必要な要援護者に

対して一時入所を実施する。 
 (3) 健康管理の実施・巡回健康相談 
  県（保健所）と協力して保健師による巡回健康相談を実施し、避難所等における災害時要援護者の健
康状態を把握する。また、避難所の管理者等を通じて住民に自治組織の編成を求め、その協力を得て健
康管理等の徹底を図る。 

(4) 成年後見制度の利用 
義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して成年後見制度の利用が必要となる方や、成年後見人

等の被災によって必要な支援が受けられなくなった方がいる場合に、これらの方々が適切に成年後見制
度を利用できるようにする。 

 
４－３－２ 義援物資、義援金の受入れ及び配分  
 
１ 義援物資の募集 
  県及び被災市町は、義援物資を受け入れるため問い合わせ窓口を設置し、受入れを希望するもの、受入
れを希望しないもの等、被災地のニーズを迅速に調査把握するとともに、その内容のリスト及び送り先を
マスコミに公表することにより、義援物資の送付を要請する。また、現地の需給状況を勘案し、同リスト
を逐次改定するよう努める。 

  また、義援物資の受入れにあたっては、被災地での仕分け等に非常に労力を要することに理解を求め、
被災地のニーズに合致し、かつ、まとまった単位で送付されるもの等に限り受け付ける。 

  なお、義援物資の提供者や企業等は、品名・品数を明示して梱包するなど被災地における円滑かつ迅速
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な仕分け・配送に十分配慮するよう努める。 
 
２ 義援金の募集 
 (1) 県の活動 

ア 県共同募金会及び日本赤十字社愛媛県支部、義援金募集関係機関と共同し、又は協力して募集方法、
期間及び広報の方法等を定めて義援金の募集を行う。 

イ 県への義援金を受け付けるため、必要に応じて、県庁内等に受付窓口を設置するとともに、銀行口
座を開設する。 

 (2) 市町の活動 
 市町への義援金を受け付けるために、市役所や町役場等に受付窓口を設置するとともに、銀行口座を
開設することを検討する。 

 
３ 義援金の配分 
  県は、統一的に義援金を配分するために、日本赤十字社、愛媛県共同募金会及び義援金募集機関等の関
係団体から構成される配分委員会を設置し、公平かつ迅速な配分を行う。 

 
４ 配分委員会の活動 
 配分委員会は、以下のことについて協議決定する。 

  ア 配分金額 
  イ 配分対象者 
  ウ 配分方法 
  エ 配分状況の公表 
  オ その他義援金配分に関すること 
 
４－３－３ 災害弔慰金等の支給  
 
１ 基本方針 
 災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を、精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し災害障
害見舞金を、重傷を負った者及び居住している家屋が全壊等した世帯等に対し災害見舞金を支給する。 

 
２ 県 
 市町の災害弔慰金等の対象者及び支給状況の把握 

 
３ 市町 
(1) 支給対象者の把握 

 災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給対象者を把握する。 
(2) 支給方法の決定及び支給 
  災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）及び市町条例に基づき支給する。 
 

４－３－４ 被災者の経済的再建支援  
 
１ 基本方針 
 被災者が、震災による痛手から速やかに再起し、生活の安定を回復するため、被災者に対して金銭の支
給及び資金の融資等の経済支援を行う。 

 
２ 県の活動 
 (1) 被災状況の把握 

ア 被災者の経済再建支援に関する調査等について市町を支援する。 
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。 

 (2) 被災者生活再建支援金の支給 
 市町からの被害状況を取りまとめ、国・被災者生活再建支援法人に対して被害状況の報告を行うとと
もに、被災者生活再建支援法適用の公示、書類の取りまとめなど必要な措置を行い、被災者生活再建支
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援法人に対して支援金の迅速な支給を要請する。 
 (3) 租税の減免等 

 地方税法及び条例に基づき、県税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。 
 (4) 資金の貸付等 
   被災者のうち要件に該当する者に対して、市町や社会福祉協議会の協力を得て、その趣旨の徹底を図

り、次のうち適切な資金の融通措置を講じる。 
ア 生活福祉資金 
イ 母子福祉資金 
ウ 寡婦福祉資金 
エ 災害援護資金 

 (5) 国への要望 
 国に対し、国税の減免や徴収猶予、社会保険関係の特例措置の実施等を要望する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 被災状況の把握 

 災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。また、情報が不足
している地域には補足調査を行う。 
ア 死亡者数 
イ 負傷者数 
ウ 全壊・半壊住宅数 等 

 (2) り災証明の発行 
ア り災証明発行窓口を設置し、被災状況調査を基に希望者にり災証明を発行する。 
イ り災証明調査窓口を設置し再調査の希望に対応する。 

 (3) 災害援護資金の貸付 
 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき被災世帯を対象に災害援護資金の貸付を行う。 

(4) 被災者生活再建支援金の申請受付等 
 被災者に対する制度の説明、必要書類の発行、被災者からの申請書類の確認など必要な業務を行うと
ともに、被災者生活再建支援基金により委託された事務を迅速に実施する。また、迅速かつ的確に処理
するための体制整備等も図る。 

 (5) 租税の減免等 
 地方税法及び条例に基づき、市町税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。 

 
４ 社会福祉協議会の活動 
 生活福祉資金の貸付を被災世帯を対象に実施する。 

 
４－３－５ 恒久住宅対策  
 
１ 基本方針 
  被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅については、被災者による自力再建を基本とし
た住宅再建支援を行うとともに、公的住宅の供給を行う。 
また、災害危険区域等における被災者等の住宅再建に当たっては、防災集団移転促進事業等を活用しつ

つ、極力安全な地域への移転を推奨する。 
 
２ 県の活動 
 (1) 住宅復興計画の策定 

 必要に応じて、住宅復興方針等を定めた住宅復興計画を策定する。 
 (2) 住宅再建支援 

 被災者の自力再建に関する経済的負担を軽減するため、住宅再建に関する融資の利用者に対し、必要
に応じ支援策を検討する。 

 (3) 民間賃貸住宅の供給促進 
 民間賃貸住宅の供給を促進するため、建替や新規整備を行う事業者に対し、必要に応じ支援策を検討
する。 
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 (4) 公的住宅に関する協議 
 公営住宅や特定優良賃貸住宅等の供給に関する役割分担について市町と協議する。 

 (5) 県営住宅等の供給 
 必要に応じ、災害公営住宅の整備や公営住宅、特定優良賃貸住宅等の県営住宅を供給する。 

 (6) 住宅に関する情報提供 
 協定を締結した（社）愛媛県宅地建物取引業協会からの民間賃貸住宅情報や公的住宅の入居等に関す
る情報等を提供し、自立再建を支援する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 住宅復興計画の策定 

 県の住宅復興計画を踏まえながら調整を図り、住宅復興方針等を定めた市町住宅復興計画を策定する。 
 (2) 県との協議 

 公営住宅や特定優良賃貸住宅等の供給に関する役割分担について県と協議する。 
(3) 市町営住宅等の供給 

 必要に応じ、災害公営住宅の整備や公営住宅、特定優良賃貸住宅等の市町営住宅を供給する。 
(4) 住宅に関する情報提供 

 相談窓口等において自力再建支援及び公的住宅の入居等に関する情報等を提供する。 
 
４－３－６ 生活再建支援策等の広報  
 
１ 基本方針 
 被災直後の応急復旧期から復興期にかけて継続的に生じる生活再建関連施策に関する情報提供のニーズ
に対応し、被災者の一日も早い生活再建を促進するため、生活再建に関する支援施策等の情報提供を積極
的に行う。 
また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体と協力し、必要な情報

や支援・サービスを提供する。 
 
２ 県の活動 
 (1) 生活再建支援施策等の広報・ＰＲの実施 

 ラジオ・テレビ等のマスメディアやホームページ、広報紙等を活用し、次の事項を広報・ＰＲする。 
ア 義援金の募集等 
イ 各種相談窓口の案内 
ウ 災害弔慰金の支給等に関する情報 
エ 公営住宅及び民間住宅への入居や住宅再建支援策等に関する情報 
オ 被災者生活再建支援金に関する情報 
カ ボランティアに関する情報 
キ 雇用に関する情報 
ク 融資・助成情報 
ケ その他生活情報 等 

 (2) 外国人への広報 
 外国人を対象とした外国語の情報紙等を作成し、配布する。 

 (3) 県外疎開者への広報・ＰＲの実施 
 全国紙や全国版のテレビ・ラジオや県外の地方公共団体の広報紙等を活用し、県外疎開者に対し震災
関連情報を提供する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 生活再建支援策の広報・ＰＲ 
   広報紙やホームページ等を活用し、震災関連情報や上記２（１）の内容を広報・ＰＲする。 
 
４－３－７ 中小企業を対象とした支援  
 
１ 基本方針 
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 被災した中小企業の自立再建を図るため、中小企業を対象とした事業の場の確保及び資金の調達に関す
る支援等を実施する。 

 
２ 県の活動 
(1) 中小企業の被災状況の把握 
   市町や商工団体・業界団体等へのヒアリング調査、アンケート調査及び電話照会等により中小企業の

被災状況を把握する。 
(2) 支援制度・施策の内容の周知 

ア 中小企業を対象とした支援制度・施策の内容を市町、商工団体・業界団体等を通じ周知する。 
イ 次の施策を必要に応じ、実施する。 
 (ｱ) 相談所の設置 
 (ｲ) 電話相談の実施 
 (ｳ) パンフレットの作成・配布 

 (3) 資金需要の把握 
 中小企業の被災状況を基に、再建資金等の需要を把握する。 

 (4) 事業の場の確保 
 中小企業の事業の場を確保するため、共同仮設工場・店舗等の建設の支援及び民間賃貸工場・店舗情
報の提供等を行う。 

 (5) 金融面での支援 
ア 中小企業の経営基盤等の復旧・復興を支援するため、災害融資を実施する。 
イ 融資を円滑に実施するため、信用保証協会に対し協力を求める。 

 (6) 金融機関等への協力の要請 
 中小企業を対象とする資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和及び貸付金利の低
減等の特例措置を、信用保証協会や金融機関等に要請し協力を求める。 

 (7) 新たな支援制度の検討 
 被災中小企業の融資に対する利子補給制度等の新たな支援制度を検討する。 

 (8) 国への要望 
 中小企業信用保険法の特例措置及び政府系金融機関による災害特別融資枠の確保等を国に要請する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 中小企業の被災状況の把握 

 県が行う中小企業の被災状況調査に協力する。 
 (2) 事業の場の確保 

 事業の場の確保に関する支援策を必要に応じ、実施する。 
 (3) 支援制度・施策の周知 

 中小企業を対象とした支援制度・施策を県と連携し周知する。 
 
４－３－８ 雇用対策  
 
１ 基本方針 
 失業者の発生を未然に防ぎ、被災者の経済的な生活基盤を確保し、迅速な生活再建を図るため、雇用維
持対策を実施する。また、震災により離職を余儀なくされた被災者の再就職支援策を実施する。 
 

２ 県の活動 
 (1) 雇用状況の把握 

 愛媛労働局・ハローワークと連携し、雇用状況を把握する。 
 (2) 事業者支援の実施 

 県内の事業主や業界団体等に対し雇用の維持を要請するとともに、各種雇用支援制度を事業主に迅速
に周知し、制度の積極的な活用を促す。 

 (3) 離職者のセーフティネットの拡充 
 雇用保険給付対象者の拡大、給付日数の延長及び手続きの弾力的措置の実施等を国に要請する。 

 (4) 再就職の支援 
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 離職者の再就職を促進させるため、次の施策を実施する。 
ア 愛媛労働局と連携したきめ細かな職業相談の実施 
イ 公共職業能力開発施設等における職業訓練、能力開発の実施 
ウ 求人開拓の実施 
エ 合同就職説明会等の開催 

 
３ 市町の活動 
  雇用に関する相談があった場合には、公共職業安定所に通知する。 
 
４－３－９ 農林漁業者を対象とした支援  
 
１ 基本方針 
 被災した農林漁業関連施設の迅速な災害復旧を図り、経営・生活の維持・安定を図るため、農林漁業者
を対象とした支援を実施する。 

 
２ 県の活動 
 (1) 農林漁業者の被災状況の把握 

 市町や協同組合等を通じ農林漁業関係者の被災状況を把握する。 
 (2) 支援制度・施策の内容の周知 

ア 市町や協同組合を通じ、支援制度・施策の内容を周知する。 
イ 次の施策を必要に応じて実施する。 
 (ｱ) 相談所の設置 
 (ｲ) 電話相談の実施 
 (ｳ) パンフレットの作成・配布 

 (3) 天災融資法に関する措置の実施 
 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（天災融資法）の地域指定を受
けるため、必要な措置を講じる。 

 (4) 日本政策金融公庫資金に関する事業処理の迅速かつ的確な実施 
 農林漁業セーフティネット資金等の災害対策資金に関する事業処理を、迅速かつ的確に実施する。 

 (5) 金融面での措置 
 県独自の災害対策に関する融資制度を、必要に応じて創設する。 

 (6) 金融機関への協力の要請 
 資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和、貸付金利の低減等の農林漁業者を対象
とした特例措置を、融資機関等に要請し協力を求める。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 農林漁業者の被災状況の把握 

 農林漁業者の被災状況調査を、県と連携して実施する。 
 (2) 支援制度・施策の周知 

 農林漁業者を対象とした支援制度・施策を、県と連携して周知する。 
 
４－３－１０ 地域経済の復興と発展のための支援  
 
 地域経済の復興を迅速に軌道に乗せ、地域をより発展させるための支援策を講じる。 
 
１ 県の活動  
 (1) 企業誘致活動の実施 
   企業誘致促進のためのセミナー、イベントを開催する。 
 (2) 誘客対策の実施 

 被災観光地のイメージアップ、復興等をＰＲするため、必要に応じ市町や関係団体等と連携し、次の
施策を実施する。 

 ア 県内における観光地の復興イベント等の実施 
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 イ 県外における誘客イベント等の実施 
 ウ マスコミを活用したＰＲ 
 エ 大規模な会議等の誘致  

 
２ 市町の活動 
 (1) イベント・商談会等の実施  
   必要に応じ、県や関係団体等と連携しイベント・商談会等を実施する。 
 (2) 誘客対策の実施 
   必要に応じ、県や関係団体等と連携し誘客対策を実施する。 
  
 

※資料編 １ 被災者生活再建支援法の概要     （資料編１９－８） 
２ 災害援護資金貸付制度の概要     （資料編１９－２） 
３ 災害復旧貸付制度の概要       （資料編１９－３） 
４ 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書 

 （資料編１２－８） 
５ 中小企業振興資金          （資料編１９－４） 
６ 災害復旧高度化事業の概要      （資料編１９－５） 
７ 日本政策金融公庫災害資金等の概要  （資料編１９－６） 

       ８ 天災資金の概要           （資料編１９－７） 
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第１編 総  論 

 
第１章 計画の主旨  
 
１－１－１ 計画の目的 
 
 この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 40 条の規定に基づき、愛媛県の地域に係る津
波防災対策について定め、これを推進することにより、県民の生命、身体及び財産を津波災害から保護する
ことを目的とする。 
なお、津波は主に地震により引き起こされるものであることから、「地震災害対策編」と合わせて震災対

策に活用すべきものである。 
 
１－１－２ 計画の性格 
 
 この計画は、県、市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体、その他防
災上重要な施設の管理者並びに県民が、津波防災対策に取り組むための基本方針となるものであり、状況の
変化に対応できるよう必要に応じ見直しを行うものである。 
 
１－１－３ 計画の構成 
 
 この計画は、計画編と資料編で構成する。 
 計画編の構成は、次の４編による。 
(1) 第１編 総論 
   この計画の主旨、防災関係機関の業務、津波の想定及び地震防災緊急事業５箇年計画等の計画の基本

となる事項を示す。 
(2) 第２編 災害予防対策 
   平常時の防災思想・知識の普及、訓練、津波に強いまちづくり、津波避難体制の整備などの予防対策

を示す。 
(3) 第３編 災害応急対策 
   災害が発生した場合の応急対策を示す。 
(4) 第４編 災害復旧・復興対策 
   災害発生後の復旧、復興対策を示す。 
 
１－１－４ 基本方針 
 
災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに、

県民一人一人の自覚及び努力を促すことによって、できるだけその被害を最小化する「減災」の考え方を防
災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだ
け少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備えるものとする。 
 また、防災対策は、県民が自らの安全は自らで守る「自助」を実践した上で、地域において互いに助け合
う「共助」に努めるとともに、県及び市町がこれらを補完しつつ「公助」を行うことを基本とし、県民、自
主防災組織、事業者、県及び市町がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力して着実
に防災活動を実施していくことが重要である。 
 特にいつでもどこでも起こりうる災害による人的被害、経済的被害を軽減し、安全・安心を確保するため
には、行政による防災対策の充実はもとより、県民自らが災害への備えを実践し、災害に強い地域社会づく
りを実現させることが不可欠であることから、愛媛県防災対策基本条例（平成18年12月19日条例第58号）
（以下「防災条例」という。）及びこの計画に基づき、個人や家庭、地域、企業、団体等が日常的に減災の
ための行動と投資を息長く行う「県民運動」を展開し、その推進に当たっては、時期に応じた重点課題を設
定する実施方針を定めるとともに、関係機関等の連携を図るものとする。 
 近い将来発生が懸念されている東南海・南海地震への対策については、東南海・南海地震に係る地震防災



 2 

対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号。）第６条第１項の規定に基づき、本県はその全域
が東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されているため、同地震の災害による人的被害等の軽減を図る
よう減災目標を設定するとともに、円滑な避難の確保に関する事項及び地震防災上緊急に整備すべき施設等
の整備に関する事項等を定め、地震防災対策の一層の推進を図るとともに、災害応急対策については、東南
海・南海地震応急対策活動要領（平成 18 年 4 月 21 日中央防災会議決定）及び「東南海・南海地震応急対策
活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画（平成 19 年 3 月 20 日中央防災会議幹事会申合せ）に基づ
き、関係機関と連携し、適切に対応するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

第２章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 
 
１－２－１ 県  
 
 (1) 県地域防災計画（津波災害対策編）の作成 
 (2) 津波防災に関する組織の整備 
 (3) 津波防災思想の普及 
(4) 人的被害等の軽減に向けた減災目標の設定 

 (5) 自主防災組織の育成指導その他県民の津波災害対策の促進 
 (6) 津波防災訓練の実施 
 (7) 津波防災のための装備・施設等の整備 
 (8) 津波に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 
 (9) 被災者の救出、救護等の措置 
(10) 高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含む。）、難病患者、妊産婦、幼児、そ

の他の災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合の避難等に援護を要する者（以下「災害
時要援護者」という。）の避難支援対策の促進 

(11) 避難準備情報、勧告又は指示に関する事項 
(12) 水防その他の応急措置 
(13) 被災児童生徒の応急教育の実施 
(14) 清掃、防疫その他の保健衛生の実施 
(15) 犯罪の予防、交通規制その他災害時における社会秩序の維持に必要な対策の実施 
(16) 災害時における県有施設及び設備の整備又は点検 
(17) 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保 
(18) 緊急輸送の確保 
(19) 災害復旧の実施 
(20) 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の津波災害応急対策の連絡調整 
(21) その他津波災害の発生防止又は拡大防止のための措置 

 
１－２－２ 市町  
 
 (1) 市町地域防災計画（津波災害対策編）の作成 
 (2) 東南海・南海地震対策推進計画の策定 
 (3) 津波浸水想定区域を有する市町においては、津波からの防護、安全な避難路、避難場所の確保及び

円滑な避難等に関する措置 
 (4) 津波防災に関する組織の整備 
 (5) 防災思想の普及 
(6) 人的被害等の軽減に向けた減災目標の設定 

 (7) 自主防災組織の育成指導その他住民の津波災害対策の促進 
 (8) 防災訓練の実施 
 (9) 津波防災のための施設等の整備 
(10) 津波に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 
(11) 被災者の救出、救護等の措置 
(12) 災害時要援護者の避難支援対策の促進 
(13) 避難準備情報の提供、勧告、指示及び避難所の開設 
(14) 消防、水防その他の応急措置 
(15) 被災児童生徒の応急教育の実施 
(16) 清掃、防疫その他の保健衛生の実施 
(17) 災害時における社会秩序の維持に必要な対策の実施 
(18) 災害時における市町有施設及び設備の整備又は点検 
(19) 食料、医薬品その他物資の備蓄及び確保 
(20) 緊急輸送の確保 
(21) 災害復旧の実施 



 4 

(22) その他津波災害の発生防止又は拡大防止のための措置 
 
１－２－３ 関係機関  
 
１ 指定地方行政機関 
(1) 四国管区警察局 
  ア 管区内各警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整に関すること 
  イ 他管区警察局及び警察庁との連携に関すること 
  ウ 管区内防災関係機関との連携に関すること 
  エ 管区内各警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告連絡に関すること 
  オ 警察通信の確保及び統制に関すること 
  カ 津波警報の伝達に関すること 
(2) 四国総合通信局 
  ア 災害に備えた電気通信施設（有線通信施設及び無線通信施設）整備のための調整並びに電波の統制

監理に関すること 
  イ 災害における電気通信及び放送の確保のための応急対策及び非常無線通信の運用監理に関すること 
  ウ 災害地域における電気通信、放送施設等の被害状況の把握に関すること 
  エ 災害時における通信機器の供給の確保に関すること 
  オ 地方公共団体及び関係機関に対する各種非常通信訓練・運用の指導及び協議に関すること 
(3) 四国財務局（松山財務事務所） 
   災害時における財政金融等の適切な措置並びに関係機関との連絡調整に関すること 
(4) 中国四国厚生局（四国厚生支局） 
   独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整に関すること 
(5) 愛媛労働局 
  ア 事業場に対する津波災害対策の周知指導に関すること 
  イ 事業場等の被災状況の把握に関すること 
(6)  農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  ア 災害時における食料の供給の実施準備について関係団体に協力を求める措置に関すること 
  イ 自ら管理又は運営する施設・設備に関すること 
  ウ 農林漁業関係金融機関に対し金融業務の円滑な実施のための指導に関すること 
  エ 津波防災上整備すべき地すべり防止施設、農業用排水施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設等

の整備に関すること 
  オ 津波防災に関する情報の収集及び報告に関すること 
  カ 災害時の食料の供給に関すること 
  キ 災害時の食料の緊急引渡措置に関すること 
(7) 四国森林管理局愛媛森林管理署 
   災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 
(8) 四国経済産業局 
  ア 被災商工業、鉱業等の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 
  イ 災害時における生活必需品、復旧資材等防災関係物資の適正な価格による円滑な供給の確保に関す

ること 
  ウ 災害時における電気、ガス、石油製品事業に関する復旧促進等の対策に関すること 
  エ 原子力災害の応急対応に関すること 
(9) 中国経済産業局 
    電気の供給の確保に必要な指導に関すること 
(10) 中国四国産業保安監督部 
    電気事業に関する災害予防、保安の確保及び復旧促進等の対策に関すること 
   （但し、今治市（平成１７年１月１５日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島

町及び関前村の区域）、越智郡上島町に限る。） 
(11) 中国四国産業保安監督部（四国支部） 
  ア 電気、ガス事業に関する災害予防、保安の確保及び復旧促進等の対策に関すること。  
  イ 高圧ガス、火薬類、液化石油ガスに関する災害予防、保安の確保、災害の応急対応に関すること 
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  ウ 鉱山等における災害予防、災害応急対策、災害復旧等の指導に関すること。 
  エ 原子力災害の応急対応に関すること。 
(12) 四国地方整備局（松山河川国道事務所、大洲河川国道事務所、松山港湾・空港整備事務所） 
   管轄する河川、道路等についての計画、工事及び管理を行うほか、次の事項を行うよう務める。 
  ア 災害予防 
   (ｱ) 所管施設の耐浪性の確保 
   (ｲ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 
   (ｳ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 
   (ｴ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 
  イ 応急・復旧 
   (ｱ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 
   (ｲ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 
   (ｳ) 所管施設の緊急点検の実施 
   (ｴ) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 
  ウ 所掌に係る災害復旧事業に関すること 
  エ 緊急輸送を確保するために必要な港湾、海岸保全施設等の整備の計画的実施に関すること 
  オ 緊急輸送用岸壁、港湾、海岸保全施設等の整備の指導に関すること 
  カ 流出油防除等海上災害に対する応急措置に関すること 
(13) 四国運輸局（愛媛運輸支局） 
  ア 陸上輸送に関すること 
   (ｱ) 輸送機関その他関係機関との連絡調整に関すること 
   (ｲ) 自動車運送事業者、鉄軌道事業者に対する輸送のあっせんに関すること 
  イ 海上輸送に関すること 
   (ｱ) 非常時に使用しうる船舶運航事業者の船舶数及び輸送能力の把握並びに緊急海上輸送体制の確立

に関すること 
   (ｲ) 旅客航路事業者の行う津波災害応急対策の実施指導に関すること 
(14) 大阪航空局（松山空港事務所） 
  ア 空港（航空通信、無線施設等を含む）及び航空機の保安に関すること 
  イ 災害時における人員、応急物資の空輸の利便確保に関すること 
(15) 大阪管区気象台（松山地方気象台） 
  ア 津波警報、津波注意報の通知、津波予報、津波情報等の伝達に関すること 
  イ 津波に関する普及啓発活動及び防災訓練に対する協力に関すること 
  ウ 異常な自然現象（潮位、地すべり、土地の隆起等）に関する情報が発見者又は行政機関から通報さ

れたとき、適切な措置を講じること 
(16) 第六管区海上保安本部（松山海上保安部、今治海上保安部、宇和島海上保安部） 
  ア 海難救助及び人員・物資等の輸送並びに津波警報等の船舶に対する伝達に関すること 
  イ 航路障害物の除去その他海上における全般的な安全の確保と治安の維持に関すること 
  ウ 危険物の保安、流出油防除等海上災害に対する応急措置に関すること 
(17) 中国四国防衛局 
  ア 災害時における防衛本省及び自衛隊との連絡調整 
  イ 災害時における米軍部隊との連絡調整 
 
２ 自衛隊（陸上自衛隊第１４特科隊、海上自衛隊呉地方総監部、航空自衛隊西部航空方面隊） 
(1) 被害状況の把握に関すること 
(2) 避難の救助及び遭難者等の捜索に関すること 
(3) 水防活動、消防活動、道路等の啓開に関すること 
(4) 応急医療、救護及び防疫に関すること 
(5) 通信支援、人員物資の緊急輸送に関すること 
(6) 炊飯・給水及び宿泊支援等に関すること 
(7) 危険物の保安及び除去に関すること 
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３ 指定公共機関 
(1) 日本郵便株式会社（四国支社） 
   郵便業務の運営の確保に関すること 
   郵便局の窓口業務の維持に関すること 
(2) 日本銀行（松山支店） 
  ア 通貨の円滑な供給の確保及び損傷通貨の引換えに関すること 
  イ 被災地における現金供給のための緊急輸送・通信手段の活用に関すること 
  ウ 金融機関の業務運営確保及び非常金融措置実施のためのあっ旋・指導に関すること 
  エ 被害状況の実態把握と復旧融資円滑化のための金融機関の指導に関すること 
  オ 各種金融措置の広報に関すること 
(3) 日本赤十字社（愛媛県支部） 
  ア 応援救護班の派遣又は派遣準備に関すること 
  イ 被災者に対する救援物資の配付に関すること 
  ウ 血液製剤の確保及び供給のための措置に関すること 
  エ 赤十字奉仕団等に対する救急法の講習等の指導に関すること 
(4) 日本放送協会（松山放送局） 
  ア 県民に対する防災知識の普及に関すること 
  イ 津波情報及びその他津波に関する情報の正確迅速な提供による県民に対する災害応急対策等の周知

徹底に関すること 
  ウ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報に関すること 
  エ 社会福祉事業団体義援金品の募集、配分に関すること 
(5) 西日本高速道路株式会社（四国支社） 

西日本高速道路株式会社が管理する道路等の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関す
ること 

(6) 本州四国連絡高速道路株式会社（しまなみ尾道管理センター、しまなみ今治管理センター） 
本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路等の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関す

ること 
(7) 電源開発株式会社（西日本支店高松事務所） 
   電力施設の保全及び復旧に関すること 
(8) 四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社（松山営業所） 
  ア 鉄道施設等の保全に関すること 
  イ 災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
  ウ 災害時における旅客の安全確保に関すること 
  エ 地震発生後に備えた資機材、人員等の配備手配に関すること 
(9) 西日本電信電話株式会社（愛媛支店）、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（四国支社） 
  ア 電気通信施設の整備に関すること 
  イ 災害時における通信の確保に関すること 
  ウ 災害時における通信疎通状況等の広報に関すること 
  エ 警報の伝達及び非常緊急電話に関すること 
  オ 復旧用資機材等の確保及び広域応援計画に基づく人員等の手配に関すること 
(10) 日本通運株式会社（松山支店、新居浜支店、今治支店、八幡浜支店） 
   災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
(11) 四国電力株式会社（松山支店、新居浜支店、宇和島支店）、中国電力株式会社（広島支社） 
  ア 電力施設等の保全に関すること 
  イ 電力供給の確保に関すること 
  ウ 被害施設の応急対策及び復旧用資機材の確保に関すること 
  エ 電力施設の災害予防措置及び広報の実施 
(12) ＫＤＤＩ株式会社 
   重要な通信を確保するために必要な措置に関すること 
(13) 独立行政法人国立病院機構（本部中国四国ブロック事務所） 
  ア 災害時における国立病院機構の医療班の派遣又は派遣準備に関すること  
  イ 広域災害における国立病院機構からの医療班の派遣に関すること 
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  ウ 災害時における国立病院機構の被災情報収集、通報に関すること 
 
４ 指定地方公共機関 
(1) 伊予鉄道株式会社 
  ア 災害対策用物資及び人員の輸送の協力に関すること 
  イ 災害時における旅客の安全確保に関すること 
  ウ 列車の運行状況、乗客の避難状況等の広報に関すること 
(2) 社団法人愛媛県医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会 
   救護所、救護病院等における医療救護活動の実施の協力に関すること 
(3) 社団法人愛媛県歯科医師会 
  ア 検死時の協力に関すること 
  イ 救護所、救護病院等における医療救護活動の実施の協力に関すること 
(4) 南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレビ、株式会社

エフエム愛媛 
  ア 津波防災に関するキャンペーン番組、津波防災メモのスポット、ニュース番組等による県民に対す

る防災知識の普及に関すること 
  イ 津波に関する情報の正確、迅速な提供に関すること 
  ウ 県民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること 
  エ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報の協力に関すること 
  オ 放送施設、機器類等の整備の事前点検と災害予防のための設備の整備に関すること 
(5) 四国ガス株式会社 
  ア ガス施設等の保全に関すること 
  イ ガス供給の確保に関すること 
  ウ 被害施設の応急対策及び復旧に関すること 
 
５ その他公共的団体及びその他防災上重要な施設等の管理者 
(1) 土地改良区 
   土地改良施設の整備及び保全に関すること 
(2) 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合 
  ア 共同利用施設等の保全に関すること 
  イ 被災組合員の援護に関すること 
  ウ 食糧、生活必需品、復旧資材等の援護物資の供給の協力に関すること 
(3) 商工会議所、商工会 
  ア 被災商工業者の援護に関すること 
  イ 食糧、生活必需品、復旧資材等の援護物資の供給の協力に関すること 
(4) 危険物施設管理者、プロパンガス取扱機関 
  ア 危険物施設等の保全に関すること 
  イ プロパンガス等の供給の確保に関すること 
(5) 社会福祉協議会 
  ア ボランティア活動体制の整備に関すること 
  イ 被災者の自立的生活再建支援のための生活福祉資金の融資に関すること 
(6) 社会福祉施設等管理者 
  ア 施設等利用者の安全確保に関すること 
  イ 福祉施設職員等の応援体制に関すること 
(7) 社団法人愛媛県トラック協会 
   防災関係機関の要請に基づく、協会加盟事業所からの緊急輸送車両等の確保に関すること 
(8) 愛媛県警備業協会 
   災害時の道路交差点での交通整理支援に関すること 
 
１－２－４ 県民・事業者 
 
１ 県民 
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(1) 県民 
  ア 自助の実践に関すること 
  イ 地域における自主防災組織等の防災活動への参加に関すること 
（2） 自主防災組織 
  ア 災害及び防災に関する知識の普及啓発に関すること 
  イ 地域における安全点検、防災訓練その他の災害応急対策の実施に関すること 
  ウ 避難、救助、初期消火その他の災害応急対策の実施に関すること 
  エ 県又は市町が実施する防災対策への協力に関すること 
２ 事業者 
（1） 事業者 
  ア 来所者、従業員及び事業者の周辺地域に生活する住民の安全確保に関すること 
  イ 災害時において事業を継続することができる体制の整備に関すること 
  ウ 地域における自主防災組織等の防災活動への協力に関すること 
  エ 災害応急対策の実施に関すること 
  オ 県又は市町が実施する防災対策への協力に関すること 
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第３章 津波発生の条件  
 
１－３－１ 地形・地質 
 
 本県は、四国の北西部に位置し、四国中央部を東西に走る四国山地と、瀬戸内海から豊後水道にまたがる  
約 1,700km の海岸線に囲まれた細長い区域と、瀬戸内海、豊後水道に点在する大小の島々などによって形
成されている。面積は約 5,678 ㎡で全都道府県の 25 位に位置している。 
 また、本県の地質は、阿波池田から四国中央市、西条市、松山市南方の砥部町を経て伊予灘・豊予海峡を
横切って大分に至る「中央構造線」によって二分され、この構造線の北側を内帯、南側を外帯と呼んでいる。 
 内帯には、領家帯と呼ばれる領家変成岩類・領家花崗岩類・広島花崗岩類が北部に、中生代の和泉層群と
呼ばれる堆積岩からなる地層が南部に分布している。 
 外帯には、北から順に三波川帯、秩父帯、四万十帯が帯状構造で分布する。このうち、三波川帯は、結晶
片岩類からなる地層で構成されている。秩父帯は、中・古生代の地層からなり、主に砂岩、頁岩、粘板岩、
チャ－ト、石灰岩、玄武岩質凝灰岩層からなっている。また、四万十帯は、秩父帯の南側に位置し、砂岩、
頁岩の地層からなっている。なお、三波川帯と秩父帯との間には、御荷鉾緑色岩類と呼ばれる火山砕屑岩、
火山岩が分布している。 
 
  ※資料 愛媛県の地質概要（資料編１－５） 
 
１－３－２ 活断層 
 
 愛媛県では活断層調査を実施し、平成８年度から 11 年度までのトレンチ調査結果、大学等研究機関によ
るトレンチ調査結果、歴史資料などから、愛媛県内の中央構造線活断層系の活動履歴を総合的に評価し、各
活断層の分布と長さ、活断層によって想定されるマグニチュード、活断層の最新活動時期と活動間隔、最新
活動時期以降現在までの経過時間から想定した地震危険度（経過時間率）をとりまとめた。 
 中央構造線活断層系のように四国だけでも延長 190km に達する長大な活断層は、いくつかに分割して地
震を発生させる可能性が高いと考えられている。しかし、一度に活動する区間（セグメント）の設定は、現
在活断層研究の第一級の研究課題となっている。愛媛県では、右横ずれ断層に伴う隆起方向や活断層の枝別
れの形態と最新活動時期などからセグメント区分を行い、西から伊予断層、川上断層、小松断層、岡村断層、
石鎚－池田断層の各セグメントに区分した。 
 想定される地震規模は、松田（1975）による活断層の長さ（L，km）と地震のマグニチュード（M）と
の関係式、単位変位量（D，ｍ）と地震のマグニチュード（M）との関係式の 2 つから算定した。 
 伊予断層、川上（重信・北方断層）、小松断層は個別に M7 クラスの地震を発生させる可能性が高いと考
えられる。しかしながら、これらの活断層が連動して活動する可能性も否定できない。特に桜樹屈曲部を挟
んだ川上断層と小松断層の連動については、肯定的見解、否定的見解の両論があるので、これを考慮して 2
つの活断層が連動する場合の地震規模も示した。岡村断層は、単独のセグメントとして活動する可能性が高
く、地震規模は M7.5 クラスと考えられる。石鎚・畑野・寒川・池田・三野断層では、個別のセグメントに
区分しがたいため、１つのセグメントとして評価し、総延長 82km で地震規模はＭ8 クラスと評価した。 
 これらの解析結果にもとづく、愛媛県内の各断層の最新活動時期は、9 世紀から 16 世紀で中世以降に活
動した可能性が高く、活動間隔は 1,000～2,000 年と考えられる。活断層の活動間隔（R）と最終の活動以
降現在までの経過時間（T）から、推定した地震危険度（経過時間率 T／R）は、いずれの活断層も 0.5 前後
と推定される。 
 阪神・淡路大震災の原因にもなった活断層と地震の関係については、まだ十分にわかってないが、「活断
層は将来活動を繰り返す可能性のある断層である」ということは確かな事実である。しかし、むやみに活断
層を恐れるのではなく、行政や企業はもちろんのこと、県民一人ひとりが、活断層を含めた地震という自然
現象に対する正しい知識を持ち、その危険性を十分に理解したうえで、適切な対応を行っていくことが必要
となる。 
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セグメント区分と想定地震規模 

 

セグメント名 伊予断層 川上断層 小松断層 岡村断層 石鎚－池田断層 

構成断層 
上灘沖・ 
米湊・伊予 

重信・北方・
川上 

川上東部・ 
小松 

岡村 
石鎚・畑野・寒川・

池田・三野 
21 22 

長さ(km) 23 
43 

30 82 

マグニチュード 7 クラス 
7 クラス 

7.5 クラス 7 クラス 7.5 クラス 8 クラス 

－ － 
単位変位量(m) ２ 

－ 
５～６ ６～９(推定) 

10 世紀以降 12 世紀以降 最新活動時期
(T) 

13 世紀以降 
10～12 世紀以降 

９～13 世紀 
以降 

16 世紀以降 

3,500～4,000 1,400～1,600 
再来間隔(R) 約 2,000 

約 1,500 年 
約 2,000 年 約 1,000 年 

＜0.3 0.5～0.6 経過時間率
(T/R) 

＜0.4 
0.5～0.7 

0.5 0.4～0.5 

断層面 高角度北領斜(ほぼ鉛直) 
 

 ※資料 愛媛県内の主な活断層（資料編１－７） 
 
１－３－３ 南海トラフ 
 
 四国から駿河湾までの太平洋沿岸を含む南海トラフ沿いの地域では、ここを震源域として大地震が繰り返
し発生していることが知られている。 
 
１ 南海トラフに発生する地震 
 南海トラフに発生する地震は、主に、四国や紀伊半島が乗っている陸のプレートの下へ太平洋側からフ
ィリピン海プレートが沈み込むことに伴って、これら 2 つのプレートの境界面（以下「プレート境界面」
という。）が破壊する（ずれる）ことによって発生する。また、時によってはプレート境界面から枝分か
れした陸のプレート内の高角の断層（以下「分岐断層」という。）も含めて破壊し、海底での上下地殻変
動を大きくすることや局地的に強い揺れを生じさせる可能性もある。 

 
２ 過去の地震について 
 過去の南海地震については､1498 年以降現在までの約 500 年間に 5 回発生した可能性がある。史料に記
述されている地震では、1605 年以降、4 回の地震があり、その発生間隔は 92.0 年から 147.2 年までの範
囲にあり、平均発生（活動）期間は 114.0 年となる。最新の発生が 1946 年 12 月 21 日であることから、
最新発生からの経過時間は 2010 年 1 月 1 日現在で 63.0 年となり、平均発生期間の半分以上経過したこ
ととなる。 
 なお、684 年以降現在までの間に、南海地震は東南海地震との同時発生も含めると、少なくとも８回Ｍ
7.9～8.6 の地震が発生した可能性がある。 

 
３ 次の地震について 
 次の南海地震と東南海地震の発生時期の関係は、過去の事例（発生時期のずれは 2 年程度以内）を踏ま
え、同時又は相互に近接して発生するかのどちらかである可能性が高いと考えられる。後者の場合には、
東南海地震、南海地震の順番で発生する可能性が高いと考えられる。 
 また次の南海地震発生までの 1946 年の地震からの間隔は、1946 年の地震における応力の解放量が過去
の南海地震の平均的なそれに比べ小さいと考えられることから、時間予測モデル（限界応力値に達すると
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地震が発生するモデル）に基づき、過去の平均発生間隔 114.0 年よりは短いと推定される。 
 一方、次の東南海地震発生までの 1944 年の地震からの間隔は、過去の東南海地震が南海地震の発生と
同時又は相互に近接して発生してきていること、次の南海地震発生までの間隔が 114.0 年よりは短いと推
定したこと、及び昭和東南海地震のマグニチュードがそれ以前のものより小さめであったことから、過去
の平均発生間隔 111.6 年よりは短い可能性が高いと推定される。 
 地震調査研究推進本部の時間予測モデルによると、次の南海地震及び東南海地震の発生の可能性は年々
高まっており、今後 30 年以内の発生確率は、南海地震で 60%程度、東南海地震で 60％～70%に達すると
推定される。 
 また、地震の規模は、個別に発生した場合では、南海地震はＭ8.4 前後、東南海地震はＭ8.1 前後とな
ると考えられる。さらに、同時に発生した場合では、Ｍ8.5 前後となる可能性が高いと考えられる。さら
に、津波が発生する可能性もあると考えられる。なお、1946 年の南海地震は過去の事例の中でもマグニ
チュードが小さかったことに注意する必要がある。 

 
  ※資料 愛媛県の地震記録（資料編１－１） 
 
１－３－４ 地震想定 
 
 愛媛県においては、南海トラフを震源域とする南海地震が有史以来 100 年から 150 年間隔で発生してい
るほか、伊予灘・日向灘周辺では過去に大規模な地震が発生している。また、愛媛県を横断する中央構造線
断層帯は、国内最大規模の断層であることから、中央構造線断層帯での地震にも留意する必要がある。 
 このため、県では地震によって県内の各地でどのような現象が発生し、どの程度の被害を受けるのかを定
量的に試算した結果を示し、的確かつ効果的な防災対策の樹立に資するため、地震被害想定調査を実施し、
阪神・淡路大震災以降明らかになった災害事例やその教訓、最新の情報、知見等を十分踏まえ、本県の地震
対策の前提となる基礎資料として裏付けとなるべきデータ及び対策の方向性を明らかにした。 
 なお、この試算値は、今後、適切かつ効果的な地震対策の推進、さらに県民の防災への自助努力を積み重
ねることによって、大幅に減少させることができると考えられる。 
 
１ 前提条件 
(1) 想定ケース 
  予知なく突然発生したケース 

(2) 季節、時刻等の想定ケース 
 季節及び発生時刻について複数ケースを想定した。 
 冬の夕方及び深夜を基本とし、必要に応じ他のケースも検討した。 

(3) 想定地域単位 
  ４次メッシュ(500m メッシュ)単位、市町単位 
 

２ 調査の内容 
(1) 地震動・液状化・山崖崩れの想定 
(2) 津波の想定 
(3) 建物関係の被害の想定 
(4) 地震火災の想定 
(5) 交通施設及び輸送機能支障の想定 
(6) ライフライン施設及びライフライン機能支障の想定 
(7) 危険物施設と輸送及び原子力発電所の想定 
(8) 人的被害及び生活機能支障の想定 
(9) 被害シナリオと対策の方向性 
 
３ 想定する地震 
 本調査では、愛媛県における活断層の分布状況や地震履歴を勘案し、愛媛県に大きな被害
を与えうる可能性のある想定地震を設定した。設定した想定地震は、以下のとおりである。 
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想 定 地 震 

名  称 内  容 マグニチュード 

想定地震１ 川上・小松断層セグメントが活動して発生する地震 7.6 
想定地震２ 石鎚－池田・三野断層セグメントが活動して発生する地震 8.0 
想定地震３ 伊予断層が活動して発生する地震 7.1 
想定地震４ 伊予灘沖海底活断層が活動して発生する地震 7.8 
想定地震５ 安政南海地震（1854）（相田,1981） 8.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定地震３ 

想定地震４ 

想定地震５ 

想定地震２ 

想定地震１ 
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４ 津波の想定結果 
 南海地震津波の紀伊半島から四国、九州にかけての海岸への到達時刻（地震発生後の津波第１波による
±5cm の水位変動を感知する時刻）を次図に示す。 

 津波の到達時刻（分） 
 
 また、県沿岸における津波高と到達時刻を次表にまとめた。但し、最大波は朔望平均満潮位（H.W.L.）
からの水位上昇として潮位補正している。 
 

津波高と到達時刻 

最大波（T.P.+ｍ） 地 点 
（旧市町名） 

第１波の 
到達時刻 

50cm 水位 
上昇の時刻 津波高 到達時刻 

愛南町（西海町） 31 分 33 分 5.7ｍ 304 分 
宇和島市（津島町） 46 分 50 分 3.9ｍ 339 分 

宇和島港 62 分 71 分 4.0ｍ 219 分 
宇和島市（吉田町） 58 分 73 分 5.3ｍ 227 分 

西予市（三瓶町） 62 分 65 分 5.2ｍ 342 分 
八幡浜港 67 分 71 分 4.7ｍ 263 分 

八幡浜市（保内町） 68 分 72 分 3.5ｍ 310 分 
伊方町 68 分 71 分 4.4ｍ 264 分 

伊方町（三崎町） 61 分 64 分 3.9ｍ 277 分 
佐田岬 57 分 102 分 2.3ｍ 322 分 

松山港 132 分 205 分 2.4ｍ 353 分 
今治港 199 分 •E 2.0ｍ 360 分 

新居浜港 235 分 •E 2.0ｍ 360 分 
川之江港 249 分 •E 2.0ｍ 336 分 

（注）朔望平均満潮面（ H . W . L ）：新月及び満月の日から５日以内に観測された各月最高満潮面を１
年以上平均した海面高さ。 

東 京 湾 中 等 水 位 （ T . P . ）：海抜基準面のこと。東京湾の潮の満ち引きを計測して平均を出し、
これを高さの基準とする。東京湾平均海面ともいう。 

 
※資料 日本付近のプレート、トラフ及び日本の活断層（資料１－６） 
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想定地震１ 想定地震２ 想定地震３ 想定地震４ 想定地震５
ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙7.6 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙8.0 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙7.1 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙7.8 ﾏｸ゙ﾆﾁｭー ﾄ゙8.4

川上・小松断層セグメ
ント

石鎚－池田・三野断
層セグメント

伊予断層 伊予灘沖海底活断層安政南海地震（1854）

松山平野、新居浜
平野を中心に、松山
市・西条市など県内
13市町村の地域で
震度６強。全県的に
震度4以上の地域が
分布

県東部を中心に、新
居浜市・西条市など
県内10市町村の地
域で震度６強。全県
的に震度4以上の地
域が分布

松山平野を中心に、
松山市・伊予市など
県内8市町の地域で
震度６強。全県的に
震度4以上の地域が
分布

伊予灘沿岸を中心
に、大洲市・双海町
など県内12市町の
地域で震度６強。全
県的に震度4以上の
地域が分布

全県で震度５弱以
上、県内約６％の地
域で震度６弱の地域
が分布

左記に加え、県内の
広い範囲で危険性
が高い。

県南部を中心に最
大5.9mの津波が発
生し、被害が生じる
可能性がある。

全  壊 58,224棟 39,227棟 26,320棟 20,140棟 74,291棟
半  壊 168,411棟 133,729棟 125,071棟 134,275棟 206,842棟
合  計 226,635棟 172,956棟 151,391棟 154,415棟 281,133棟
全  壊 2,491棟 2,204棟 1,839棟 1,834棟 2,202棟
半  壊 4,609棟 4,047棟 3,418棟 3,379棟 4,116棟
合  計 7,100棟 6,251棟 5,257棟 5,213棟 6,318棟
全  壊 60,715棟 41,431棟 28,159棟 21,974棟 76,493棟
半  壊 173,020棟 137,776棟 128,489棟 137,654棟 210,958棟
合  計 233,735棟 179,207棟 156,648棟 159,628棟 287,451棟

ﾌ゙ﾛｯｸ塀 11,830件 7,840件 5,351件 4,127件 15,096件
石  塀 4,728件 3,132件 2,137件 1,649件 6,035件
合  計 16,558件 10,972件 7,488件 5,776件 21,131件

出火件数 239棟 166棟 124棟 111棟 311棟
焼失棟数 11,362棟 237棟 42棟 34棟 98棟

緊急輸送路
被害箇所数

209箇所 178箇所 149箇所 125箇所 134箇所

被害箇所数 316箇所 277箇所 269箇所 253箇所 236箇所
復旧日数 6ヶ月程度 6ヶ月程度 6ヶ月程度 20日程度 10日程度

断水世帯数 260,616戸 173,355戸 167,139戸 121,889戸 329,409戸
断 水 率 53.5% 46.0% 29.5% 21.5% 58.2%
復旧日数 34日間 29日間 28日間 26日間 38日間

電柱被害本数 978本 849本 484本 528本 442本
停電戸数 94,544戸 86,209戸 55,374戸 65,262戸 59,378戸
停 電 率 12.5% 11.4% 7.3% 8.6% 7.8%
支障人口 8,927人 7,956人 6,311人 6,008人 6,232人
被 害 率 1.8% 1.7% 1.2% 1.2% 1.3%

供給停止戸数 38,658戸 7,273戸 20,016戸 5,991戸 15,556戸
機能支障率 6.8% 1.3% 3.5% 1.1% 2.7%
一般電話
携帯電話
原 子 炉
自動停止

1基停止の可能性 停止しない
1～２基停止
の可能性

３基すべて停止
の可能性

1～２基停止
の可能性

死　亡 2,666人 1,719人 1,247人 876人 2,987人
重　症 584人 449人 420人 402人 642人
中等傷 2,870人 2,222人 2,071人 1,979人 3,153人
軽　症 38,945人 30,146人 27,889人 26,511人 42,752人
合　計 45,065人 34,536人 31,627人 29,768人 49,534人
死　亡 2,453人 1,477人 1,149人 773人 2,556人
重　症 605人 456人 416人 402人 648人
中等傷 2,959人 2,234人 2,051人 1,978人 3,174人
軽　症 39,242人 30,447人 27,850人 26,664人 43,189人
合　計 45,259人 34,614人 31,466人 29,817人 49,567人
入　院 11,224人 7,664人 6,692人 5,928人 11,888人
外　来 42,820人 29,240人 25,549人 22,609人 45,376人
出　生 7人 5人 5人 2人 7人
合　計 54,051人 36,909人 32,246人 28,539人 57,271人
１ 日 後 313,319人 218,728人 189,610人 172,754人 339,493人
１週間後 349,674人 243,423人 210,599人 186,001人 383,950人
１ヶ月後 221,327人 152,581人 132,133人 119,386人 233,567人

69,270人 36,827人 28,204人 18,636人 60,945人

耐震バースは利用可能。他の港湾施設の中には、利用不可能となる施設がある。

交
通
・
輸
送
被
害

地　震　動

液　状　化

山崖崩れ

滑走路に亀裂等が発生し、一時的に航空機の運行が見合わせられる。
災害拠点病院から離れた場所にあるヘリポートは、アクセスに支障が生じる恐れがある。

松山空港
ヘリポート

火災被害
（冬18時）

一般加入電話以上に輻輳する可能性が高い。

　　　　　　　　想定地震

　調査内容

愛媛県地震被害想定調査（概要）

津　　　波
（南海地震のみ想定）

松山市・新居浜市・西条市・東予市など埋立地、沖積平野等比較的地盤の弱い地域
で危険性が高い。

急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所は、ほぼ全県に分布、地震時には崩壊の危険性がある。

都市･LP
ｶ゙ｽ被害

電　　話 地震による電話機自体の故障、輻輳等により電話が使えない状態が発生する。

揺　れ
建
築
物
被
害

塀倒壊

想
定
死
傷
者
数

伊方原子力
発電所

道路施設

鉄道施設

電　　　力
施設被害

上 水 道
施設被害

液状化

合　計

自主再建困難者数

人
的
被
害
及
び
生
活
機
能
支
障

２時
（発生
時刻）

18時
（発生
時刻）

避　　　難
生活者数

下 水 道
施設被害

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害

港湾施設

日常受療
困難者数
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１－３－５ 南海トラフ巨大地震想定 
（平成 24 年 8 月 29 日内閣府公表） 

 
平成23 年に発生した東北地方太平洋沖地震で得られたデータを含め、現時点の最新の科学的知見に基づ

き、発生しうる最大クラスの地震・津波を推計した。 
この「最大クラスの地震・津波」は、現在のデータの集積状況と研究レベルでは、その発生時期を予測す

ることはできないが、その発生頻度は極めて低いものである。 
 
１ 「南海トラフ巨大地震」の想定震源断層域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 「南海トラフの巨大地震」による震度分布 
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３ 「南海トラフ巨大地震」の津波断層モデル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 愛媛県における「南海トラフ巨大地震」による震度分布・津波高 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最大震度・最大津波高・平均津波高・到達時間・浸水面積

1ｃｍ以上 30ｃｍ以上 1ｍ以上 2ｍ以上 5ｍ以上 10ｍ以上

松山市 ６強 4 3 137 140 110 80 30 － －
今治市 ６強 4 3 不明 310 220 120 50 10未満 －
宇和島市 ７ 13 7 29 890 840 710 570 210 －
八幡浜市 ６強 11 8 56 330 320 280 220 120 10未満
新居浜市 ７ 4 4 不明 200 150 50 20 － －
西条市 ７ 4 4 不明 100 90 80 70 － －
大洲市 ７ 5 4 141 30 30 20 10未満 － －
伊予市 ６強 5 4 118 200 140 30 10 － －
四国中央市 ７ 4 4 不明 190 160 90 30 － －
西予市 ７ 11 7 53 240 230 200 150 60 10未満
東温市 ７ － － － － － － － － －
上島町 ６強 4 3 不明 40 30 20 10 － －
久万高原町 ６強 － － － － － － － － －
松前町 ６強 5 5 133 370 300 110 10未満 － －
砥部町 ６強 － － － － － － － － －
内子町 ６強 － － － － － － － － －
伊方町 ６強 21 6 46 300 290 250 210 110 20
松野町 ６強 － － － － － － － － －
鬼北町 ６強 － － － － － － － － －
愛南町 ６強 17 10 19 720 690 620 550 300 30

浸水面積（ha）
最大震度 最大津波高　（ｍ）平均津波高（ｍ）

津波到達時間
（分）

（津波高+1ｍ）
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５ 愛媛県における「南海トラフ巨大地震」による被害想定（本県にとって最大被害となるケースを掲載） 
 
  
【人的被害】 
 死者数（地震動：陸側ケース、津波ケース⑤、冬深夜、風速 8m/s、早期避難率低）  
 

 
  
【建物被害】 
 全壊棟数（地震動：陸側ケース、津波ケース⑤、冬深夜、風速 8m/s） 
  

 

建物倒壊 津波 
急傾斜地 

崩壊 
火災 

ブロック塀・自動
販売機の転倒・屋

外落下物 
合計 

愛媛県 
約 7,400 

人 
約 4,400 

人 
約 50 

人 
約 700 

人 
－ 

約 12,000 
人 

揺れ 液状化 津波 
急傾斜地

崩壊 
火災 合計 

愛媛県 
約 117,000 

棟 
約 7,400 

棟 
約 14,000 

棟 
約 400 

棟 
約 53,000 

棟 
約 192,000 

棟 
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第４章 地震防災緊急事業五箇年計画 
 
南海トラフ及び中央構造線活断層を震源とする地震等による災害から県土並びに県民の生命、身体及び財

産を保護するため、地震防災上緊急に整備するべき施設等について、「地震防災対策特別措置法（平成 7 年
法律第 111 号）」に基づく地震防災緊急事業を実施する。事業実施年度は、平成 23 年度から平成 27 年度ま
での 5年間である。 
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第２編 災害予防対策 
 
津波による被害を最小限にとどめるためには、日常における教育・訓練の実施、施設の耐浪性確保及び県

民の生活確保等に係る対策の実施が重要である。 
 本編においては、これらの災害予防活動及び対策について定める。 
 
第１章 津波災害予防対策の基本的考え方 【危機管理課】 
 
 県は、津波災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波
を想定し、その想定結果に基づき対策を推進する。 
 
１ 総合的な津波災害対策のための基本的な考え方 
津波災害対策の検討に当たっては、以下の二つのレベルの津波を想定することを基本とする。 
(1) 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 
(2) 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波 
最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優先として、住民等の避難を軸に、そのため

の住民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止する機能を有する交通インフラ等の活用、
土地のかさ上げ、避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の整備・確保等の警戒避難体制の整備、津
波浸水想定を踏まえた土地利用・建築制限等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重
防御」による地域づくりを推進するとともに、臨海部の産業・物流機能への被害軽減など、地域の状況に応
じた総合的な対策を講じる。 
比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の

安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進める。 
２ 過去に遡った津波の想定 
県は、津波の想定に当たっては、できるだけ過去に遡って津波の発生等をより正確に調査し、古文書等の

史料の分析、津波堆積物調査、海岸地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を行う。 
 
３ 津波想定に係る留意点 
県は、被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎とするため、具体的な被害を算定する被

害想定を行う。その際、今後の防災対策の推進による被害軽減効果をできるだけ定量的に示すことができる
よう検討するとともに、地域性の考慮、複数の被害シナリオの検討等に留意する。 
また、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定やシナリオには一定の限界があることに留意す

る。 
とりわけ、津波災害は、波源域の場所や地形の条件などによって、発生する津波高、範囲等に大きな相違

が生じうる地域差の大きな災害であることを念頭に置く必要がある。 
また、地震を原因とする津波だけでなく、火山の噴火、大規模な地すべり等によって生じる津波もありう

ることにも留意する。 
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第２章 防災思想・知識の普及 
     【私学文書課、危機管理課、産業政策課、建築住宅課、保健体育課】 
 
自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、県民はその自覚を

持ち、平常時より、災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自
らの身の安全を守るよう行動することが重要である。また、災害時には、
近隣の負傷者、災害時要援護者を助ける、避難場所で自ら活動する、ある
いは、国、公共機関、地方公共団体等が行っている防災活動に協力するな
ど、防災への寄与に努めることが求められる。このため、県、市町及び関
係機関は、県民等に対し、自主防災思想の普及、徹底を図る。 
また、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本

となることを踏まえ、県、市町及び関係機関は、津波警報等や避難指示等
の意味と内容の説明など、津波及び防災に関する知識の普及・啓発活動を
住民等に対して行う。また、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る
地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々な動向や各種データを分
かりやすく発信する。 
 
２－２－１ 県の活動 
  
 津波防災対策の円滑な実施を確保するため、県職員の教育を行うととも
に、学校教育、社会教育等を通じて、県民を対象に啓発活動を行う。 
 
１ 県職員に対する教育 
  県職員として的確かつ円滑な津波防災対策を推進するとともに、地域
における防災活動に率先して参加させるため、次の事項について、研修
会等を通じ教育を行う。 

(1) 津波に関する基礎知識 
(2) 県地域防災計画（津波災害対策編）と津波防災対策に関する知識 
(3) 津波警報等を覚知したときの具体的にとるべき行動に関する知識 
(4) 津波が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 
(5) 職員として果たすべき役割（職員の動員体制と任務分担） 
(6) 家庭及び地域における津波防災対策 
(7) 家庭の津波対策と自主防災組織の育成強化対策の支援 
(8) 津波対策の課題その他必要な事項 
  なお、上記(3)、(4)及び(5)については、毎年度、各部局等におい

て、所属職員に対し、十分に周知しておく。 
  また、各部局等は、所管事項に関する津波防災対策について、それぞ

れが定めるところにより所属職員の教育を行う。 
さらに、専門的知識を有する防災担当職員の育成に努める。 

 
２ 教職員及び児童生徒に対する教育  
 県教育委員会は、市町教育委員会及び県立学校長に対し、県職員に準
じて教職員への教育を行うよう指導するとともに、学校における体系的
な防災教育の実施及び防災教育のための指導時間の確保など、防災に関
する教育の充実に努め、児童生徒が災害に関する基礎的・基本的な事項
を理解し、思考力・判断力を高め、自ら危険を予測し、「主体的に行動
する態度」を育成するよう安全教育等の徹底を指導する。また、学校に
おいて、外部の専門家や保護者等と協力しながら、「愛媛県学校安全の
手引き」（県教育委員会編）をもとに、防災に関するマニュアル及び災
害に関する必要な事項（防災組織・分担等）を定めた学校安全計画を策
定する。 

また、県は、私立学校に対し、これに準じた教育を行うよう指導す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 34 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

る。 
(1) 関連する教科、特別活動等において、児童生徒の発達の段階を考慮

ながら教育活動全体を通じて、災害に関する基礎的知識を修得させる
とともに、災害発生時の対策（避難場所・避難経路・避難方法の確認
等）の周知徹底を図る。 

 (2) 住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について継続的な防災
教育に努める。 

(3) 中学校、高等学校、中等教育学校の生徒を対象に、応急手当の実習
を行うとともに、地域の防災活動や災害時のボランティア活動の大切
さについて理解を深めさせる。 

  高等学校段階の生徒には、地域の防災活動や災害発生時のボランテ
ィア活動にも参加できるような態度を育てる。 

(4) 学校教育はもとより様々な場での総合的な教育プログラムを教育の
専門家や現場の実務者等の参画の下で開発するなどして、津波災害と
防災に関する理解向上に努める。 

 
３ 県民に対する防災知識の普及 
  県は、津波発生時に県民が的確な判断に基づき行動できるよう、市町
及び大学等地域学術機関等と連携した防災講座の開催などにより、津波
及び防災に関する知識の普及・啓発を図る。 
  その際には、災害時要援護者への対応や被災時の男女のニーズの違い
等にも留意する。 

(1) 一般啓発 
  ア 啓発の内容 
   (ｱ) 津波に関する基礎知識 
    ・地震による揺れを感じにくい場合でも，大津波警報を見聞きし

たら速やかに避難すること，標高の低い場所や沿岸部にいる場
合など，自らの置かれた状況によっては，津波警報でも避難す
る必要があること，海岸保全施設等よりも海側にいる人は，津
波注意報でも避難する必要があること 

    ・津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもある
こと 

・第一波よりも、第二波、第三波等の後続波の方が大きくなる可
能性、数時間から場合によっては一日以上にわたり津波が継続
する可能性があること 

・強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわ
ゆる津波地震や遠地津波の発生の可能性 など 

   (ｲ) 津波警報等に関する知識 
   (ｳ) 津波が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 
    ・沿岸部はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い地震（震

度４程度）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっ
くりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的
にできるだけ高い場所に避難すること 

・避難に当たっては徒歩によることを原則とすること 
・自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促す
こと など 

   (ｴ) 防災関係機関等が講じる津波防災対策等に関する知識 
   (ｵ) 地域及び事業所等における自主防災活動の基礎知識 
   (ｶ) 津波浸水予測範囲に関する知識 
   (ｷ) 津波想定の不確実性 

・地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること 
・特に地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 9条第 1項、第 23 条 
第 2項及び第 46 条 
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界があること 
・避難場所の孤立や避難場所自体の被災も有り得ること 
・津波想定の数値等の正確な意味の理解の促進を図る など 

   (ｸ) 避難所、避難路、その他避難対策に関する知識 
   (ｹ) 非常持出品の準備、家具・ブロック塀等の転倒防止対策等家庭

における防災対策に関する知識 
   (ｺ) 応急手当等看護に関する知識 
   (ｻ) 避難生活に関する知識 
   (ｼ) 災害時要援護者や男女のニーズの違い等に関する知識 
   (ｽ) コミュニティ活動及び自主防災組織の活動に関する知識 
   (ｾ) 早期自主避難の重要性に関する知識 

(ｿ) 防災士の活動等に関する知識 
イ 啓発の方法 

   (ｱ) テレビ、ラジオ及び新聞の活用 
   (ｲ) 広報誌、パンフレット、ポスター等の利用 
   (ｳ) 映画、ビデオテープの利用 
   (ｴ) 講演会、講習会の実施 
   (ｵ) 防災訓練の実施 
   (ｶ) インターネット（ホームページ）の活用  
   (ｷ) 各種ハザードマップ等の利用 
   (ｸ) 視覚的周知 
    ・過去の災害時や今後予想される津波による浸水域や浸水高、避

難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の位置などをまち
の至る所に示すことや、蓄光石やライトを活用して夜間でも分
かりやすく誘導できるよう表示するなど、住民が日常の生活の
中で、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるよ
うな取組みを行う。なお、浸水高等の「高さ」をまちの中に示
す場合には、過去の津波災害時の実績水位を示すのか、あるい
は予測値を示すのか、数値が海抜なのか、浸水高なのかなどに
ついて、住民等に分かりやすく示すよう留意する。 

(2) 社会教育を通じた啓発 
   県及び県教育委員会は、ＰＴＡ、青少年団体等を対象とした各種研

修会、集会等を通じて津波防災に関する知識の普及・啓発を図り、各
団体の構成員がそれぞれの立場から地域の津波防災に寄与する意識を
高める。 

  ア 啓発の内容 
    県民に対する一般啓発に準ずるほか、各団体の性格等に合わせた 
   内容とする。 
  イ 啓発の方法 
    各種講座・学級、集会、大会、学習会、研修会等において実施す 
   る。 
(3) 各種団体を通じた啓発 
   県は、各種団体に対し、研修会、講演会、ビデオテープの貸出し等

を通じて津波防災知識の普及に努め、各団体の構成員である民間事業
所等の組織内部における防災知識の普及を促進させる。 

(4) 自動車運転者に対する啓発 
   県公安委員会は、運転免許更新時の講習及び自動車教習所における

教習等の機会を通じ、津波発生時において自動車運転者が措置すべき
事項について徹底を図る。 

(5) 防災上重要な施設管理者に対する教育 
   危険物を取り扱う施設や百貨店、劇場など不特定多数の者が出入り

する施設の管理者等に対し、津波警報等の活用や、津波発生時におけ
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る施設管理者のとるべき措置について知識の普及に努める。 
(6) えひめ防災週間及び津波防災の日等における啓発 
   県は、えひめ防災週間、津波防災の日及び防災関連行事等を通

じ、住民に対し、津波災害時のシミュレーション結果などを示しな
がらその危険性を周知させるとともに、普及・啓発を図る。 

(7) 相談コーナーの設置 
   県は、それぞれの機関において所管する事項について、県民の津波

防災対策に関する相談に積極的に応じる。 
   なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談コーナーを次のと

おり設置する。 
  ア 総括的な事項 
    県民環境部防災局危機管理課、地方局総務企画部総務県民課及び

総務企画部支局総務県民室 
  イ 建築に関する事項 
    土木部道路都市局建築住宅課、地方局建設部建築指導課 
 (8) 津波浸水想定の設定 
   県は、津波によって浸水が予想される地域について事前に把握し、

津波浸水想定を設定する。 
 
２－２－２ 市町の活動  
 
 市町長は、職員が的確かつ円滑な津波防災対策を推進するとともに、地
域における防災活動に率先して参加させるための教育を行う。 
 また、住民に対し、自らの生命、身体及び財産を守り、併せて地域の津
波被害を最小限にとどめるため、地域の津波浸水予測範囲や避難路、避難
所等を記載した津波ハザードマップを作成し、全住民に配布するなどによ
り、住民自らが地域の危険箇所を自覚し、早期に円滑な避難行動がとれる
よう必要な防災知識の普及・啓発を図る。 
 なお、啓発内容及び方法については、概ね県の例に準じ、地域の実情に
合わせたものとする。 
 
２－２－３ 関係機関の活動  
 
(1) 指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関は、各所属職員に対

し、所掌する事務又は業務に関する津波防災対策について教育を行う
とともに、利用者等が実施すべき事項等について普及・啓発を行う。 

(2) 日本電信電話株式会社等の電気通信事業者は、災害時に提供する伝
言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。 

 
２－２－４ 普及の際の留意点  
 
(1) 津波ハザードマップの活用 

ハザードマップについては、住民の避難行動等に活用されることが
重要であることから、配布するだけにとどまらず、認知度を高めてい
く工夫が必要である。また、ハザードマップが安心材料となり、住民
の避難行動の妨げにならないような工夫も併せて必要である。 

(2) 津波防災意識の向上のための防災教育 
どのような状況であっても一目散に高台等へ避難する意識を基本と

した防災教育や避難訓練を実施する必要がある。 
(3) 災害教訓の伝承 

県及び市町は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後
世に伝えていくため、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条第 1項、第 24 条 
第 1項及び第 2項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条 
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種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲
覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント
等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 
住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び市町は、

災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す
る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等によ
り、住民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 

 
 
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第３章 県民の津波防災対策 【危機管理課】 
 
 津波による被害を軽減するためには、県民一人ひとりが、津波や防災に
関する正しい知識を持ち、家庭、地域、職域等で自ら防災対策を実践する
とともに、地域における自主防災組織等の防災活動に積極的に参加するこ
とが重要である。 
 このため、県及び市町は、防災意識の啓発及び防災情報の提供等に努め
る。 
 
２－３－１ 県民の果たすべき役割 
 
 県民は、津波災害から自らを守る（自助）とともにお互いに助け合う
（共助）という意識と行動のもとに、平常時及び津波発生時において、概
ね次のような防災対策を実践する。 
 
(1) 津波防災に関する知識の習得に努める。 
(2) 津波警報等を覚知したときの具体的にとるべき行動に関する知識の

習得に努める。 
(3) 地域の避難場所、避難経路、避難方法及び地域住民相互の連絡方法

を確認する。 
(4) 地域の防災マップの作成や、防災に関する行事にも積極的に参画

し、住民の意見を反映させるとともに、津波浸水予測範囲の把握等に
努める。 

(5) 負傷の防止や避難路の確保の観点から、家具・ブロック塀等の転倒
防止対策等家庭での予防・安全対策に努める。 

(6) 飲料水、食料、携帯トイレ、トイレットペーパー等の日用品や医薬
品など生活必需品を備蓄するとともに、避難の際にすぐに持ち出せる
非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備をしてお
く。（食料については最低７日分、うち３日分は非常用持出し。） 

(7) ラジオ等の情報収集の手段を確保する。 
(8) 市町や地域で行う避難訓練に積極的に参画し、避難時の課題や自分

で何ができるかを考え、それらをさらなる訓練の充実につなげる。 
(9) 家族で災害時の役割分担及び安否確認方法を決めておく。 
(10) 地域行事を活発に行うなど、日頃から地域の交流や支え合いを大切

にし、地域の活性化や地域防災力の向上につなげる。 
(11) 隣近所と津波発生時の協力について話し合う。 
(12) 災害時要援護者は、市町、地域住民、自主防災組織、民生委員・児

童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等
の協力団体や個人に対し、あらかじめ避難の際に必要な自らの情報を
提供するよう努める。 

 
２－３－２ 県、市町の活動 
 
１ 防災意識の啓発 
 市町は、県民への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は、
市町に積極的に協力する。 

 
２ 防災情報の提供 
  県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、過去の災害
状況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、県民に提
供する。 

 

防災条例第 4条、第 7条及び第 
8 条 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 9条から第 12 条まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条 
 
 
 
防災条例第 24 条第 1項 
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２－３－３ 自主防災組織等の活動 
 
自主防災組織等は、「自分たちの命は自分たちで守る」という自覚、連

帯感に基づいて、平常時には防災知識の普及や啓発、地域の安全や設備の
点検、防災訓練等を実施する。災害が発生した際には、被害を防止し軽減
するため、実際に防災活動にあたる「実働部隊」として、情報を収集して
住民に迅速に伝え、初期消火・被災者の救出・避難誘導・避難所の運営な
どの役割を担う。そのうえで、次のような対策を実践する。 
(1) 若いリーダーの育成。 
(2) 組織の編成と役割分担の明確化と住民への周知。 
(3) 定期的な研修や訓練実施による組織力の向上、活性化。 
(4) 行政と住民を繋ぐ役割の強化。 
(5) 発災時の自主防災組織等の活動により、そのメンバーが被害に遭う

ようなことがないようルールづくりをする。 
(6) 災害時要援護者の避難支援に対する取り組みの促進。 
(7) 消防団や近隣の自主防災組織とも交流を促進し、連携を図る。 
(8) 自治会活動やまちづくり活動など、地域の絆の強化を図ることによ

って、持続可能な防災活動を目指す。 
 
 

防災条例第 25 条 

 ※資料 １ 自主防災組織の現況        （資料編１８－１） 
      ２ 愛媛県防災対策基本条例      （資料編２２－１） 
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第４章 事業者の津波防災対策 【危機管理課、産業政策課、技術企画室】 
 
 津波による被害を軽減するためには、企業などの事業者が、津波発生時
に果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢
献、地域との共生）を十分に認識し、来所者、従業員及び事業所の周辺地
域に生活する住民の安全確保をはじめ、津波発生時において事業を継続す
ることができる体制を整備するとともに、地域の防災活動に協力すること
が重要である。 
 このため、県及び市町は、事業者が行う津波防災対策への支援に努め
る。 
 
２－４－１ 事業者の果たすべき役割 
 
 事業者は、津波から身を守る「自助」とともにお互いを助け合う「共
助」という意識と行動のもとに、平常時及び津波発生時において、概ね次
のような防災措置を行う。 
 
１ 平常時の実施事項 
 (1) 津波発生時における来所者、従業員等の安全を確保するための計画

及び津波発生時に重要事業を継続するための計画（以下「事業継続計
画」という。）の作成に努める。 

 (2) 防災訓練及び研修等の実施に努める。 
 (3) 事業継続計画に基づき、津波発生時において、事業を継続し、又は

中断した事業を速やかに再開することができる体制を整備するよう努
める。 

(4) 所有、占有又は管理する建築物及び工作物等の耐震化・耐浪化、耐
火性の確保に努める。 

 (5) 津波発生時に交通網が途絶した際などに、来所者、従業員等が一定
期間事業所等内に留まることができるようにするため、応急的な措置
に必要な資機材、食料、飲料水、医薬品等を確保するよう努める。 

 (6) 所有、占有又は管理する施設の避難場所としての提供に努める。 
 (7) 地域の津波防災対策について、地域住民及び自主防災組織等に積極

的に協力するよう努めるとともに、これらの者が行う防災活動に参加
するよう努める。 

 (8) 予想津波に対する復旧計画の策定に努める。 
 (9) 事業継続計画や復旧計画等の点検、見直しに努める。 
 
２ 災害発生時の実施事項 
 (1) 来所者、従業員等の安全の確保に努める。 
 (2) 地域住民自主防災組織等と連携して情報の収集及び提供、救助、避 
  難誘導等を行い、地域住民の安全を確保するよう努める。 
 (3) 帰宅困難者に対し、連絡手段及び一時避難場所の提供その他の応急 
  措置に必要な支援に努めるとともに、協定に基づき、水道水、トイ

レ、情報等の提供を行う。 
(4) 災害時要援護者に配慮した情報提供、避難誘導に努める。 
 
２－４－２ 県、市町の活動 
 
１ 防災意識の啓発 
 市町は、事業者への災害及び防災に関する知識の普及に努める。県は、
市町に協力する。 

 また、県及び市町は、事業継続計画策定支援等の高度なニーズ等にも的

防災条例第 6条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 19 条から第 22 条ま 
で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 38 条及び第 39 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 23 条 
 
 
 



 28 

確に応えられるよう、環境整備に取り組む。 
 このほか、県は、消防学校において事業者の自衛消防隊員を対象とした
防災教育を推進する。 

 
２ 防災情報の提供 
 県及び市町は、災害発生現象、災害危険箇所、避難場所、過去の災害状
況その他の災害及び防災に関する情報を収集するとともに、事業者に提供
する。 
 
 

 
 
 
 
防災条例第 24 条第 1項 
 

 
  ※資料 １ 愛媛県防災対策基本条例           （資料編２２－ １） 

２ 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定  （資料編１２－１０） 
３ 災害時における被災者への支援活動に関する協定（資料編１２－１１） 
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第５章 ボランティアの防災対策 
【保健福祉課、県警本部、日本赤十字社】 

 
 大規模な津波災害が発生した場合に、円滑な応急対策を実施するため、
ボランティアの能力が効果的に発揮されるよう、平常時から、ボランティ
ア、コーディネーター等の養成や地域のボランティア団体、ＮＰＯのネッ
トワーク化など幅広いボランティア等の体制整備に努める。 
 
２－５－１ 県の活動  
 
１ ボランティアセンターへの支援 
  県は、愛媛県社会福祉協議会と連携し、同協議会が行うボランティア
センター運営のため、次の支援等を行う。 
(1) 情報誌の発行等を通じ、県民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。 
(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、ボランティア登録者につい
て、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の有
無、あるいは希望する活動内容等について調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな
るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアのあっせん等
を行うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。 

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活
動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ
ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の
周知を図るなど、加入促進に努める。 

 
２－５－２ 市町の活動  
 
１ 災害救援ボランティアの養成・登録等 
  市町は、社会福祉協議会が行うボランティアセンター事業等を通じ、
次のことを行う。 
(1) 情報誌の発行等を通じ、住民のボランティアに関する意識啓発や知

識の普及に努める。 
(2) 災害が発生した場合に被災地において救援活動を行う災害救援ボラ

ンティア等の養成・登録を行う。併せて、そのボランティア登録者に
ついて、個人、グループの別、手話通訳、介護福祉士等の専門技能の
有無、あるいは希望する活動内容等について、調査する。 

(3) ボランティア活動を組織的に行うことができるよう、その中核とな
るボランティア・リーダーや災害発生時にボランティアのあっせん等
を行うボランティアコーディネーターの養成・登録を行う。 

(4) ボランティアが被災地において相互に連携し、迅速かつ機能的な活
動が行えるよう、平常時から研修や交流の機会を提供し、ボランティ
ア団体相互間の連絡体制等ネットワーク化を図る。 

(5) ボランティアが安心して活動できるよう、ボランティア保険制度の
周知を図るなど、加入促進に努める。 

 
 
２ 災害救援ボランティアの活動拠点の確保 
  市町は、災害に備えた避難所を指定する際に、災害救援ボランティア
の活動拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策

防災条例第 26 条及び第 32 条 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 26 条及び第 32 条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 26 条及び第 32 条 
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等についても、配慮する。 
 
２－５－３ 県警察の活動  
 
 県警察は、市町と協力して、被災地における各種犯罪・事故の未然防止
と被災住民等の不安の除去等を行うボランティア関係組織・団体との連携
を図るとともに、必要に応じて、これらの活動の中核となる防犯協会等の
自主防犯組織に対し、訓練の実施や資機材の整備等に関し助成その他の支
援を行う。 
 
２－５－４ 日本赤十字社愛媛県支部の活動  
 
 日本赤十字社愛媛県支部は、日本赤十字社本来の活動分野である医療救
護活動、救援物資の搬入出・配分及び炊き出し等被災者の自立支援活動を
迅速に遂行するため、あるいは赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社
連盟、各国赤十字社・赤新月社の要請による在日外国人の安否調査等の活
動を遂行するため、平素より防災ボランティアを養成、登録する。 
 また、日本赤十字社が通常行う活動分野以外のサービスの提供を希望す
るボランティアについても、被災者の自立支援活動がスムーズに実施でき
るよう災害救助法第 31 条の２第２項に基づき、県、市町、社会福祉協議
会等関係機関と協力し、連絡調整を行う。 
 
２－５－５ ボランティアの果たすべき役割  
 
 ボランティアが行う活動内容は、主として次のとおりとする。 
(1) 被害情報、安否情報、生活情報の収集・伝達 
(2) 災害時要援護者の介護及び看護補助 
(3) 外国人、災害の発生により帰宅することが困難となり、又は移動の 
  途中で目的に到達することが困難となった者（以下「帰宅困難者」と 
  いう。）、旅行者等土地不案内者への支援 
(4) 清掃 
(5) 炊き出し 
(6) 救援物資の仕分け及び配布 
(7) 消火・救助・救護活動 
(8) 保健医療活動 
(9) 通訳等の外国人支援活動 
(10) ボランティアのコーディネート 
 
 
  ※資料 １ ボランティアセンター事業概念図（資料編１８－３） 
      ２ ボランティア等の応援活動   （資料編１８－４） 
      ３ 愛媛県防災対策基本条例    （資料編２２－１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

第６章 津波避難訓練の実施 【危機管理課、県警本部、河川課】 
 
２－６－１ 県の活動 
 
 県は、市町が実施する津波避難訓練が効果的に行われるよう、モデル訓
練の実施など、市町を支援するとともに、情報伝達訓練や広域応援要請訓
練などを積極的に実施する。 
 
２－６－２ 市町の活動 
 
市町は、河川、海岸、港湾及び漁港の管理者や防災関係機関と協力・連

携し、災害時要援護者を含めた住民の参加による情報伝達訓練や避難訓
練、避難所運営訓練を積極的に実施する。 
なお、津波災害を想定した訓練の実施に当たっては、津波到達時間の予

測は比較的正確であることを考慮しつつ、最大クラスの津波やその到達時
間を踏まえ、通信手段が被災した場合の代替手段による情報伝達や、声か
けやサイレン等により周囲の行動を促す訓練、より高台を目指す二段階避
難の実施など、具体的かつ実践的な訓練を行うよう努める。 
定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校

等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の津波発生時の避難
行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。 
防災週間等を通じ、積極的かつ継続的に防災訓練を実施する。 

 
２－６－３ 訓練実施の留意点 
 
 県、市町及び公共機関等は、自衛隊、海上保安庁等国の機関とも協力
し、また、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア団体
及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施する。 
県及び市町は、地方公共団体間で密接に連携をとりながら広域訓練を実

施する。 
訓練実施に当たっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、津波及び

被害の想定を明らかにするとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施
時間等の訓練環境等について具体的な設定を行い、参加者自身の判断も求
められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫するとともに、
災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見する訓練の実施に
も努める。 
訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体

制等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 
また、救助・救急関係機関、県及び市町は、職員の安全確保を図りつ

つ、効率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体制の強化を図ると
ともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図るものとす
る。 
 

 
 
防災条例第７条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防災条例第 15 条 
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第７章 業務継続計画の策定  【危機管理課ほか全部局】 
 
 県、市町及び事業者は、津波による浸水が想定される施設等における災害応急対策を中心とした業務の継
続を確保するため、業務継続計画の策定に努めるものとする。 
 
２－７－１ 業務継続計画の概要 
 
 業務継続計画とは、災害発生時に短時間で重要な機能を再開し、事業を継続するために事前に準備してお
く対応方針を計画として策定するものであり、災害に即応した要員の確保、迅速な安否確認、バックアップ
システムやオフィスの確保などを規定したものである。 
 
２－７－２ 県の業務継続計画 
 
 県は、平常時から災害に備えて災害医療体制の整備などを行い、災害が発生した場合に、県民の生命・身
体・財産を守ることを目的に、災害応急活動を迅速に実施するため、地域防災計画を策定している。 
 このような活動を行う一方で、それ以外の県の行政サービスについても、継続すべき重要なものは一定の
レベルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、あらかじめ対策を立てておく必要があ
る。 
 このため、県は、災害時においても県の各部局の機能を維持し、被害の影響を最小限にとどめる業務継続
計画を策定し、迅速な復旧体制を構築する。 
 また、業務継続計画は、当該計画に基づいた訓練等を定期的に実施するとともに、訓練等の成果を検証し、
検証した結果に基づき適宜計画の見直しを図ることにより、持続的改善を行うものとする。 
 
２－７－３ 市町の業務継続計画 
 
 市町は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要なものは一定のレベルを確
保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、災害時においても市町の各部局の機能を維持し、
被害の影響を最小限にとどめる業務継続計画を策定するよう努めるとともに、策定した計画の持続的改善に
努めるものとする。 
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 第８章 津波に強い地域づくり 
【技術企画室、港湾海岸課、河川課、都市計画課、建築住宅課、農地整備課、 

漁港課、危機管理課、消防防災安全課】 
 
２－８－１ 海岸保全施設等の整備の基本的考え方 
 
県及び市町は、海岸堤防・護岸、水門等海岸保全施設、防波堤等港湾施

設及び漁港施設、河川堤防等河川管理施設、海岸防災林の整備を実施する
とともに、各施設については、地震発生後の防御機能の維持のため、耐震
診断や補強による耐震性の確保を図る。 
県、市町及び施設管理者は、海岸保全施設等の整備や内陸での浸水を防

止する機能を有する道路盛土等を活用する。 
県、市町及び施設管理者は、津波により海岸保全施設等が被災した場合

でも、その復旧を迅速に行うことができるようにあらかじめ対策をとると
ともに、海岸保全施設等の効果が十分発揮できるよう適切に維持管理す
る。 
また、県、市町及び施設管理者は、老朽化した海岸保全施設等につい

て、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努めるも
のとする。 
 
２－８－２ 津波に強い地域の形成 
 
県は、津波災害のおそれのある区域について、各沿岸地域の自然特性、

社会経済特性等の現状を把握するための基礎調査を行い、その結果を踏ま
え、津波浸水想定を設定するとともに、市町の津波防災地域づくりを総合
的に推進するための計画策定を促進する。 
市町は、施設整備、警戒避難体制、土地利用等が有機的に連携した津波

防災対策を推進する。 
浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画、できる

だけ短時間で避難が可能となるような避難場所・津波避難ビル・避難路・
避難階段などの避難関連施設の計画的整備や民間施設の活用による確保、
建築物や公共施設の耐浪化等により、津波に強いまちの形成を図るものと
する。なお、事業の実施に当たっては、効率的・効果的に行われるよう配
慮するものとする。 
津波対策の実効性を高めるためには、地域防災計画、都市計画等の計画

相互の有機的な連携を図る必要があることから、関係部局による共同での
計画作成など、最大クラスの津波による浸水リスクを踏まえた、津波防災
の観点からの地域づくりに努める。 
県は、津波による危険の著しい区域については、人的災害を防止するた

め津波災害警戒区域（※１）、津波災害特別警戒区域(※２)や災害危険区
域（※３）の指定について、必要に応じて検討を行い、措置を講ずるもの
とする。 
市町は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計

画）を作成し、海岸保全施設等、海岸防災林や避難施設の配置、土地利用
や警戒避難体制の整備等についての総合ビジョンを示すことに努める。 
市町は、津波災害警戒区域の指定のあったときは、市町地域防災計画に

おいて、当該区域ごとに、警報及び注意報等、津波に関する情報伝達に関
する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、津波避難訓練に関する事
項、地下街等又は主として災害時要援護者が利用する社会福祉施設、学
校、医療施設の名称及び所在地等について定めるものとする。 
市町は、市町地域防災計画において、津波災害警戒区域内の主として災

害時要援護者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設については、当該

 
 
防災条例第 33 条第 3項 
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施設の利用者の津波発生時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう警
報及び注意報等、津波に関する情報の伝達方法を定めるものとする。 
市町は、津波災害警戒区域内の施設に係る避難確保計画の作成又は避難

訓練の実施に関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者に
よる取組みの支援に努める。 
津波災害警戒区域をその区域に含む市町は、市町地域防災計画に基づき

津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路、円滑な警戒避難を
確保する上で必要な事項について住民に周知させるため、これらの事項を
記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じる。 
 
※１ 津波災害警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律第53条） 

津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民等の生命又は身
体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域に
おける津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備す
べき土地の区域で知事が指定する区域 

※２ 津波災害特別警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律第72条） 
警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水

し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認めら
れる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の
変更の制限をすべき土地の区域 

※３ 災害危険区域（建築基準法第39条） 
災害津波等による危険の著しい区域を、住居の用に供する建築物の建

築の禁止等、建築物の建築に関する災害防止上必要な制限を行うために
地方公共団体が定める。 
 

２－８－３ 海岸保全施設等の整備 
 
本県の海岸総延長は約 1,700 ㎞に及び、全国第５位の延長を有してい

る。海岸の特徴は、佐田岬半島を境に宇和海と瀬戸内海に分かれ、瀬戸内
海沿岸は比較的緩慢な曲線となっているが、宇和海沿岸は典型的なリアス
式海岸であり、津波が増幅されやすい地形を呈している。 
 また、海岸保全施設には全般的に老朽化した施設や堤防の嵩上げの必要
な箇所が多い。このため、海岸管理者は、津波等により被害が生じる恐れ
がある地域を重点として、愛媛県海岸保全基本計画に基づき、農林水産省
（農村振興局・水産庁）、国土交通省（水管理・国土保全局・港湾局）所
管の海岸の整備促進に努め、住民の生命と財産を守る。 
なお、海岸保全施設等については、以下を基本として整備の推進を図

る。 
(1) 海岸堤防・護岸、水門等海岸保全施設、防波堤等港湾施設及び漁港

施設、河川堤防等河川管理施設、海岸防災林の整備及び適切な管理を
実施するとともに、各施設については、地震発生後にも防御機能が十
分維持されるよう、耐震診断や補強による耐震性の確保を図るものと
する。 

(2) 津波による被害を軽減するため、海岸保全施設等の整備や内陸での
浸水を防止する機能を有する道路盛土等を活用し、多重防御を図るも
のとする。 

(3) 津波発生時に水門や陸閘の閉鎖を迅速・確実・安全に行うため、水
門や陸閘の自動化や遠隔操作化を図るとともに、陸閘が閉鎖された後
でも逃げ遅れた避難者が安全に逃げられるよう、緊急避難用スロープ
の設置等、構造上の工夫に努めるものとする。 

(4) 海岸保全施設等の整備にあたっては、地震・津波により施設が被災
した場合でも、その応急復旧を迅速に行うことができるようにあらか
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じめ対策をとっておくとともに、海岸保全施設等の効果が十分発揮で
きるよう適切に維持管理するものとする。 

 (5) 老朽化した海岸保全施設等については、長寿命化計画の作成・実施
等により、その適切な維持管理に努めるものとする。 

 
２－８－４ 避難関連施設の整備 
 
(1) 避難場所 

市町は、津波から避難者の生命を保護することを目的とし、次の設置
基準に従って、避難場所の整備を行う。 
１）避難場所は、津波からの緊急避難先として使用できるよう、でき
るだけ浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、津
波の襲来状況によってはさらなる避難が可能となるような場所に整
備するよう努める。 

２）避難場所は、できるだけ海面の状況が確認できる場所を選定す
る。 

３）津波や火災等により、避難場所が孤立するおそれのある場所にお
いては、長時間の避難に備え、必要最低限の水や食糧、雨や寒さ等
への対策に努める。 

４）さらに高いところへの移動が困難な避難場所においては、想定以
上の津波のことを考え、浮き輪や救命胴衣、ロープ等を備え、助か
るための最大限の対策をするよう努める。 

５）１）の避難場所は、専ら避難生活を送る場所として整備された避
難所を津波からの緊急避難場所と間違わないよう、両者の違いにつ
いて住民への周知徹底を図る。 

県は、市町村が行う避難場所の指定に関する助言及び指導を行う。 
(2) 津波避難ビル等の整備・指定 

市町は、津波災害警戒区域内等において、津波浸水想定に定める水深
に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要
と認められる値を加えて定める水位（基準水位）以上の場所に避難場所
が配置され安全な構造である民間等の建築物について、津波避難ビル等
の避難場所として確保する場合には、管理協定の締結や指定をすること
などにより、いざという時に確実に避難できるような体制の構築に努め
るものとする。 
また、市町は、避難場所として利用可能な道路盛土等の活用について

検討し、活用できる場合には、道路管理者等の協力を得つつ、避難路・
避難階段の整備に努める。 
(3) 避難路の確保 

市町は、住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、次に掲げ
る点に留意し、避難路等を整備し、その周知に努めるとともに、その安
全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・改善に努めるものとする。 
１）整備にあたっては、いち早く高台に上るための避難階段や最短経
路で逃げるための避難路となるよう配慮する。 

２）避難路の整備に当たっては、以下のことを十分考慮するものとす
る。 
・避難車両の増加、停電時の信号滅灯などによる交通渋滞や事故の
発生、夜間や荒天時の避難 等 

・避難場所が河川や丘陵沿いにある場合に、大きく迂回がする必要
がありうることや、避難路の途中に危険箇所がある場合は災害時
の通行に支障となりうること 
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２－８－５ 公共施設等の津波対策 
 
(1) 浸水危険性の低い場所への施設の整備 

行政関連施設、災害時要援護者に関わる施設等については、できるだ
け浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを得
ず浸水のおそれのある場所に立地する場合には、以下の対策を図るもの
とする。 
・建築物の耐浪化 
・非常用電源の設置場所の工夫 
・情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄や燃料調達体制の整備など
施設の防災拠点化 

また、行政庁舎、消防署、警察署等災害応急対策上重要な施設につい
ては、特に津波災害対策に万全を期すものとする。 
さらに、津波浸水想定地域における児童生徒等の安全確保のため、高

台等へ通じる避難路等の整備や建物の高層化など、各地域の実情等を踏
まえた学校の津波対策にも努める。 

(2) 浸水危険性の低い場所への誘導 
(1)において、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地した場合に

は、中長期的には浸水の危険性のより低い場所への誘導を図るものとす
る。 

 
２－８－６ ライフラインの耐浪化 
 
ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対

策活動などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすこと
から、ライフライン関連施設の耐浪性の確保を図るとともに、系統多重
化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 
(1) 電話施設 

電話施設については、ケーブル、交換機等の配置や構造に十分配慮す
るものとし、主要施設は津波による被災の危険性の高い地区には配置せ
ず、やむを得ず危険性の高い地域に設置する場合には、地下への埋設や
耐浪化等の対策を図るよう努める。 

(2) 電力施設 
電力施設についても、主要施設は津波による被災の危険性の高い地区

には配置せず、やむを得ず危険性の高い地域に設置する場合には、地下
への埋設や耐浪化等の対策を図るよう努める。 

(3) 水道施設 
水道施設についても、主要施設は津波による被災の危険性の高い場所

には設置せず、やむを得ず危険性の高い場所に設置する場合には、耐浪
化等の対策を図るとともに、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整
備等による代替性の確保を図る。 

(4) 下水道施設 
下水道施設については、生活空間から下水を速やかに排除するため、 

揚水の機能を確保する対策を図るよう努めるとともに、汚水において 
は、公衆衛生の面から消毒の機能を確保する対策を図るよう努める。 
また、放流施設から津波が遡上することも想定し、逆流防止対策を図

るよう努める。 
(5) ガス施設 
  ガス施設についても、耐浪性に配慮した整備を行うとともに、平素か
ら定期点検や防災訓練の実施、応急資機材の整備など災害予防対策を推
進する。 
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２－８－７ 危険物等施設の安全確保 
 
県及び市町は、危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管

理する施設等の津波に対する安全性の確保、防災訓練の積極的実施等を促
進する。 
なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設等については、石

油コンビナート等災害防止法に基づく愛媛県石油コンビナート等防災計画
の定めるところによる。 
 
１ 高圧ガス施設 
(1)「最大クラスの津波」への対応 

事業者は、津波到達前に高圧ガス施設等の安全な停止操作などによ
り設備内の高圧ガスを安全な状態にする他、高圧ガス容器等の流出防
止対策等高圧ガスによる二次災害の発生を抑制するための最大限の措
置を講じるとともに、あらかじめ避難場所を設定し、従業員等の避難
の方法を定めておく。 

(2)「比較的頻度の高い津波」への対応 
事業者は、津波到達前の限られた時間で、高圧ガスを安全な状態に

することや、配管が損傷しても大量漏えいを防止するため、緊急遮断
弁の遠隔化や感震装置の設置による自動化の促進を行うとともに、補
助電源等の動力によるバックアップ機能を保有する等の設備的な対応
を講じる。 
また、高圧ガス容器の平時からの転倒対策を確実に行う。 

(3) 津波による被害を最小化するための手順の策定、訓練の実施 
事業者は、津波到達までの設備の安全な停止のための手順を策定す

るとともに、津波に対する対応・避難の訓練を定期的に実施する。 
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第９章 津波避難体制の整備  
     【危機管理課、農地整備課、漁港課、河川課、港湾海岸課、砂防課、道路建設

課、道路維持課、都市整備課、海上保安部】 
 
２－９－１ 伝達体制の整備  
 
(1) 県及び市町は、さまざまな環境下にある住民等及び職員に対して津

波警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政
無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ
（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能
を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るも
のとする。 
また、津波警報、避難勧告等を住民に周知し、迅速・的確な避難行

動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討する。
その際、災害時要援護者や一時滞在者等に配慮する。 
国及び地方公共団体は、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠

地津波に関して 、住民の避難意識がない状態で突然津波が押し寄せ
ることのないよう、津波警報等や避難指示等の発表・発令・伝達体制
を整える。 
港湾等の管理者は、各々が管理する港湾における潮位情報の伝達体

制を強化するため、潮位計の改修及び潮位情報提供システムの整備に
努め、住民への適切かつ迅速な情報提供及び市町との情報の共有化を
図る。 

(2) 沿岸市町は、住民、防災職員等に対する津波警報等の伝達手段とし
て、防災行政無線の整備及び職員参集システムの導入を推進するとと
もに、沿岸地域への津波警報伝達の範囲拡大を図るため、サイレン等
多様な手段を確保する。また、地震発生後、短時間で来襲する津波に
対しては、津波警報、津波注意報や避難指示等の情報伝達が間に合わ
ないことがあるため、海岸付近で強い地震を感じたとき、又は弱い地
震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、直ちに海面
監視を開始するよう、監視人、監視場所の選定、監視情報の伝達方法
等について計画を整備しておく。監視場所の選定にあたっては、対応
にあたる者の安全確保に留意する。 

(3) 沿岸市町は、地域の特性等を踏まえつつ、津波警報等の内容に応じ
た避難指示等の具体的な発令基準をあらかじめ定める。発令基準の策
定・見直しに当たっては、災害の危険度を表す情報等の活用につい
て、それらの情報を取り扱う県や気象庁等との連携に努める。県は、
市町による発令基準の策定や見直しを支援する。なお、津波警報等に
応じて自動的に避難指示等を発令する場合においても、住民等の円滑
な避難や安全確保の観点から、津波の規模と避難指示等の対象となる
地域を住民等に伝えるための体制を確保する。 

(4) 関係機関は、津波警報伝達等の迅速かつ確実な遂行を図るため、合
同で津波警報伝達等の訓練を実施する。 

 
２－９－２ 津波警戒等の周知徹底 
 

県及び沿岸市町は、一般住民等に対して広報紙等を活用し、津波警戒
に関する次の内容の周知徹底を図るとともに、津波の危険や避難方法等
について広く周知啓発する。 
(1) 県及び市町は、協力して、過去の津波災害事例及び現況調査等も参

考に、津波危険予想図を作成する等、住民への広報に努める。 
(2) 県及び市町は、海浜利用者等がすみやかに津波から避難できるよ

防災条例第 27 条 
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う、防潮堤に避難口、避難階段等の施設及び誘導のための標識等の整
備に努める。 

(3) 津波浸水想定地域の住民に対して、強い地震を感じた場合又は弱い
地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合には、市町
等からの指示を受ける前でも、直ちに海岸から離れ、避難ビル、高台
又は避難場所等へ避難することなど、住民のとるべき行動について周
知徹底を図る。 

 
２－９－３ 避難場所・避難路の指定及び周知等 
 

沿岸市町は、避難に適切な場所、避難路を指定するとともに、標識等
の設置などにより、日頃から住民に対し周知徹底を図る。 

(1) 河川、海岸、港湾及び漁港等の管理者と協議して、避難場所等を記
載した標識等を設置するとともに、関係団体の協力を得て避難対策等
の防災対策を推進する。 

(2) 突発地震にも備えるため、建物所有者の協力を得て津波から逃れる
ための津波避難ビルの確保に努める。 

(3) 津波危険予測図等に基づき避難場所や避難路等を示した津波ハザー
ドマップを作成し、住民に配布・周知を行う。 

(4) 津波からの避難は限られた時間で行う必要があるため、住民が主体
となった津波避難訓練を実施する。 

(5) 避難に時間を要する災害時要援護者向けの支援プランの策定を行
う。 

(6) 市町は、避難所における必要な情報の入手や、暑さ寒さ対策、健
康・衛生管理、心のケアなど長期にわたる避難所運営を円滑に行うた
め、マニュアルを策定するよう努める。 

 
２－９－４ 津波からの防護・避難のための施設の整備等 
 
(1) 河川、海岸、港湾及び漁港等の管理者並びに市町は、地震が発生し

た場合、水門や陸閘等の操作にあたる者の安全が確保されることを前
提としたうえで、予想される津波到達時間も考慮しつつ、的確な操作
を行うものとし、工事中の場合は工事の中断等の措置を講じる。 
また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非 

常用発電装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じておく。 
 (2) 河川、海岸、港湾及び漁港等の管理者並びに市町は、必要に応じ次 
  の事項について別に定める。 
  ア  防潮堤、堤防、水門等の点検方針・計画 
  イ 防潮堤、堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設 
   整備等の方針・計画 
  ウ 水門や陸閘等の閉鎖を行う操作員等の安全管理に配慮しつつ、迅 
   速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 
  エ 津波により孤立が懸念される地域の臨時ヘリポート、港湾、漁港 
   等の整備の方針・計画 
  オ 同報無線の整備等の方針・計画 
(3) 急傾斜地崩壊防止施設等の管理者は、施設の背後地等が緊急時の一

時避難場所として利用可能な場合、住民が安全に避難できるよう階段
工等の整備に努める。 

(4) 県管理都市公園の管理者は、市町が作成する避難計画を補完するた
め、都市公園の避難施設としての活用について検討するとともに、都
市公園利用者を含めた円滑な避難誘導を支援する施設等の整備に努め
る。 
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(5) 道路管理者は、津波発生時における道路利用者の安全確保を図るた
め、津波浸水想定区域内の道路において、道路防災対策及び改良整
備、円滑な避難誘導支援対策、津波被害軽減のための防災意識の向上
対策を実施する。 

  ア 道路防災対策及び改良整備 
 道路管理者は、津波発生時における避難路を確保するため、耐
震点検等で対応が必要とされた橋梁、法面等及び未改良区間につ
いて、緊急輸送道路及び緊急性の高い路線及び箇所から順次、補
強対策や改良整備を実施する。 

イ 円滑な避難誘導支援対策 
道路管理者は、津波警報発令時等における避難活動を支援する

ため、道路情報提供装置等を適切に配置・操作し、リアルタイム
での情報提供に努める。あわせて、落下、倒壊の恐れのある付属
施設等の補強対策を実施し、避難活動の円滑化に努める。 

ウ 津波被害軽減のための防災意識の向上対策 
   道路管理者は、道路利用者及び沿線住民の防災意識を高めると

ともに、津波発生時の避難行動に役立てるため、標識柱等の道路
施設に海抜情報を付加する。 

エ 道路施設の長寿命化対策 
道路管理者は、道路施設の劣化状況の把握や将来予測を行い、長

寿命化計画を作成・実施し、その適切な維持管理に努める。 
 
２－９－５ 住民等の避難誘導体制 
 

津波による危険が予想される市町は、具体的なシミュレーションや訓
練の実施等を通じて、また、住民，自主防災組織、消防機関、警察、学
校等の多様な主体の参画により、避難対象地域、避難場所・避難施設、
避難路、津波情報の収集・伝達の方法、避難勧告・指示の具体的な発令
基準、避難訓練の内容等を記載した、具体的かつ実践的な津波避難計画
の策定等を行うとともに、その内容の住民等への周知徹底を図る。ま
た、ハザードマップの整備、防災教育、防災訓練の充実、避難場所・津
波避難ビル等や避難路・避難階段の整備・確保などのまちづくりと一体
となった地域防災力の向上に努める。 
東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定めた津波浸水想定区域に

おける劇場・百貨店等の特定事業者は、津波からの円滑な避難を内容と
する東南海・南海地震防災対策計画を策定するとともに訓練等の実施に
努める。なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配
慮した計画、訓練とするよう努める。 
地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交

通事故等が発生するおそれがあることから、津波発生時の避難について
は、徒歩によることを原則とする。このため、地方公共団体は、自動車
免許所有者に対する継続的な啓発を行うなど、徒歩避難の原則の周知に
努める。 
ただし、各地域において、津波到達時間、避難場所までの距離、災害

時要援護者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車によ
り避難せざるを得ない場合は、市町は、避難者が自動車で安全かつ確実
に避難できる方策をあらかじめ検討する。検討に当たっては、県警察と
調整しつつ、自動車避難に伴う危険性の軽減方策とともに、自動車によ
る避難には限界量があることを認識し、限界量以下に抑制するよう各地
域で合意形成を図るものとする。 
県及び市町は、消防職団員、水防団員、警察官、市町職員など防災対

応や避難誘導・支援にあたる者の危険を回避するため、津波到達時間内
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での防災対策や避難誘導・支援に係る行動ルールや退避の判断基準を定
め、住民等に周知するものとする。また、高齢者や障害者などの災害時
要援護者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防
災組織等の協力を得ながら、平常時より、災害時要援護者に関する情報
の把握及び関係者との共有に努めるとともに、上記の行動ルールを踏ま
えつつ、これらの者に係る避難誘導体制の整備を図る。 
県及び市町は、災害時要援護者等が津波からの避難後に命の危険にさ

らされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各専門分野が連
携した支援方策の検討に努める。 

 
２－９－６ 津波からの避難場所 
 

市町は、都市公園、公民館、学校等公共的施設等を対象に、できるだ
け津波による浸水の危険性の低い場所に、地域の人口、誘致圏域、地
形、災害に対する安全性等及び想定される津波の諸元に応じ必要な数、
規模の避難場所をその管理者の同意を得た上で、あらかじめ指定し、住
民への周知徹底に努める。なお、市町は避難所の指定にあたり、避難所
運営における施設管理者や自主防災組織等の役割について協議等を行
う。 
避難場所となる都市公園等のオープンスペースについては、津波浸水

深以上の高さを有することが重要であり、また、避難場所として指定さ
れた建築物については、必要に応じ、換気、照明等避難生活の環境を良
好に保つための設備の整備に努める。 
市町は、避難場所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、非常

用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなどに
も配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。さらに、テ
レビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図
る。 
市町は、指定された避難場所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を

確保し、食料、水、常備薬、炊きだし用具、毛布等避難生活に必要な物
資等の備蓄に努める。 
市町は、やむを得ず津波による被害のおそれのある場所を避難場所に

指定する場合は、建築物の耐浪化及び非常用発電機の設置場所の工夫、
情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など防災拠点化を図る。 
市町は、あらかじめ、避難場所の運営管理のために必要な知識等の住

民への普及に努める。 
 
２－９－７ 交通対策 
 
(1)  道路 
   県公安委員会は、道路管理者と協議のうえ、津波来襲の恐れがある 
  箇所の交通規制や避難路に関する交通規制の内容を、広域的な整合性 
  に配慮しつつ、あらかじめ計画のうえ周知する。 

道路管理者は、発災後の道路の障害物除去による道路啓開、応急復
旧等に必要な人員、資機材等の確保について、（社）愛媛県建設業協
会等と協定を締結し体制の整備を図る。また、道路啓開等を迅速に行
うため、道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を
立案するものとする。 

 (2) 海上及び航空 
  ア 第六管区海上保安本部（松山海上保安部、今治海上保安部及び宇 
   和島海上保安部）及び港湾管理者は、海上交通の安全を確保するた 
   め必要な船舶交通の制限及び津波による危険が予想される地域から 
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   安全な海域へ船舶を退避させる等の措置に係る具体的な実施要領を 
   定め、これに基づき必要な措置を講じる。 

また、港湾管理者は、海上漂流物の効果的な回収体制の構築等に
ついて、関係者が協力して検討を進めていくものとする。 

  イ 空港管理者は、津波が来襲する恐れのある場合、速やかに飛行場 
   の閉鎖を行うとともに、利用者に対し、津波の来襲の恐れがある旨 
   を周知する。 
    また、乗客及び空港内に滞在する者等の避難誘導計画等を定め 
   る。 
(3) 鉄道 
   鉄道管理者は、走行路線に津波の発生により危険度が高くなると予 
  想される区間がある場合等における運行の停止やその他運行上の措置 
  を講じる。 
   また、乗客や駅構内に滞在する者の避難誘導計画等を定める。 
 
２－９－８ 県自らが管理又は運営する施設に関する津波対 
 策 
 (1) 不特定かつ多数の者が出入りする施設 
   県が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉 
  施設、博物館、美術館、図書館、病院、学校等の管理上の措置はおお 
  むね次のとおりである。 
   なお、具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 
  ア  各施設に共通する事項 
   (ｱ) 津波警報等の入場者等への伝達 
＜留意事項＞ 
１ 来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動をとり

得るよう適切な伝達方法を検討すること。 
２ 避難場所や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必要な情報

を併せて伝達するよう事前に検討すること。 
   なお、施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたとき、または

弱い地震であっても長いゆっくりとした揺れを感じたときは、津波警報が
発表される前であっても、直ちに来場者等が避難できるよう、伝達方法を
明示すること。 

(ｲ) 入場者等の安全確保のための退避等の措置 
   (ｳ) 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 
   (ｴ) 出火防止措置 
   (ｵ) 水、食料等の備蓄 
   (ｶ) 消防用設備の点検、整備 
   (ｷ) 非常用発電装置の整備、県防災通信システム（地上系・衛星 
    系）、テレビ・ラジオ・コンピュータなど情報を入手するための 
    機器の整備 
  イ  個別事項 
   (ｱ)  病院、療養所、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移 
    動することが不可能又は困難な者の安全確保のための必要な措置 
   (ｲ)  学校、高等技術専門校、研修所等にあっては、 
          ・当該学校等が、所在市町の定める津波避難対象地区にあるとき

は、避難の安全に関する措置 
          ・当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合（たとえば養

護学校、盲学校、ろう学校等）これらの者に対する保護の措置 
  ウ 社会福祉施設等にあっては、重度障害者、高齢者等、移動するこ

とが不可能又は困難な者の安全の確保のために必要な措置 
 (2) 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 
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  ア 災害対策本部又はその支部がおかれる庁舎等の管理者は、(1)のア
に掲げる措置を取るほか、次に掲げる措置を取る。 

    また、災害対策本部等を県が管理する施設以外の施設に設置する
場合はその施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請
する。 

   (ｱ) 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 
   (ｲ) 無線通信機等通信手段の確保 
   (ｳ) 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 
  イ 市町地域防災計画に定める避難場所又は応急救護所の開設に必要

な資機材の搬入、配備に協力する。 
  ウ 県は、市町が行う屋内避難に使用する建物の選定に関し、県有施

設の活用等も含め協力する。 
 (3) 工事中の建築等に対する措置 
   工事中の建築物その他の工作物又は施設については原則として工事

を中断する。 
 

※資料 １ 津波予報、地震津波情報         （資料編２－４） 
      ２ 津波予報及び地震、津波情報の伝達系統図 （資料編２－５） 
      ３ 障害時における津波予報         （資料編２－６） 
      ４ Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの概要      （資料編５－１） 
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第１０章 孤立地区対策 【危機管理課】 
 
津波が発生した場合に、電気、電話、道路等のライフラインが寸断され

ることで孤立する恐れのある地区については、市町は衛星携帯電話や臨時
ヘリポート等を整備するほか、大規模災害時の情報伝達や物資輸送の手段
を確保するなど、迅速な応急対策を可能にする体制を整備する。 
 
２－１０－１ 県の活動 
 
 県は、災害時の孤立地区発生に備え、四国総合通信局等関係機関と連携
し効果的な通信手段の研究を行うとともに、市町に対し次の措置を行う。 
(1) 情報収集手段の確保に関して必要な支援や助言  
(2) 物資輸送手段の確保に関して必要な支援や助言 
 
２－１０－２ 市町の活動 
 
市町は、災害時の孤立地区発生に備え、次の措置を行う。 

(1) 孤立が予想される地域の事前把握 
(2) 孤立の危険性に関する住民への周知 
(3) 外部との通信手段として、衛星携帯電話の配備や通信設備等の非常

用電源の確保 
(4) 臨時ヘリポートの整備等による孤立時における緊急救出手段の確保 
(5) 孤立地域に対する集団避難の勧告・指示の検討 
(6) 孤立を想定した食糧等の備蓄 
 

防災条例第 27 条第 2 項、第 28 条
第 5項 

  
  ※資料 愛媛県防災対策基本条例（資料編２２－１） 
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第１１章 県民生活の確保対策 
【危機管理課、環境政策課、循環型社会推進課、保健福祉課、医療対策課、健康

増進課、薬務衛生課、経営支援課、県立病院課、日本赤十字社、社団法人愛媛
県医師会、社団法人愛媛県歯科医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法
人愛媛県看護協会、社団法人愛媛県接骨師会、四国経済産業局、中国四国農政
局松山地域センター】 

 
 津波が発生した場合の県民の生活や安全を確保するため、食料や生活物
資等の確保、医療救護・防疫体制等の確立などに努める。 
また、市町は、県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要

請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先
の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくよう努める。 
  
２－１１－１  食料及び生活必需品等の確保  
 
大規模な津波災害が発生した場合の生活を確保するため、平常時から食

料及び生活必需品等の確保について次の措置を行う。 
また、備蓄を行うに当たって、大規模な津波災害が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って、初
期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備蓄
又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮
するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 
輸送に関し、県、市町は、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環

境整備を推進するとともに、輸送協定を締結した民間事業者等の車両につ
いては、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災
後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなるこ
とから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積
極的にするなど、その普及を図る。 
 
１ 四国経済産業局 
(1) 緊急に必要な生活必需品であって県内で調達できない物資等の調達

先に関する資料の整備 
(2) 生活必需品の緊急輸送に係る防災関係機関との連携協力体制の確立 
 
２ 農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  応急用食料・物資の供給が行えるように各関係機関との連絡体制を構
築する。 

 
３ 県の活動 
(1) 大規模災害発生時、市町が行う被災者援護等を支援するための緊急 
  援護物資の備蓄 
(2) 県内における緊急に必要な食料及び生活必需品（以下「緊急物資」

という。）の調達可能量の定期的な調査 
(3) 県内における緊急物資調達計画の策定 
(4) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結の促進 
(5) 他の都道府県との緊急物資調達に関する相互応援協定の締結 
(6) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 
(7) 市町が行う緊急物資備蓄の推進 
(8) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 
(9) 県民が行う家庭内備蓄等の推進 

(10) 緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠
点における運送事業者等を主体とした業務の実施及び物資の輸送拠点

防災条例第 29 条 
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としての運送事業者等の施設の活用を図るための体制を整備 
(11) 被災市町が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災

者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体
制・輸送体制を整備 

(12) 県は、多種・多様な企業・団体との災害時応援協定の締結の促進に
努める。 

 
４ 市町の活動 
(1) 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対する食料の備蓄 
(2) 孤立が想定される地区における備蓄の推進 
(3) 市町内における緊急物資流通在庫調査の実施 
(4)  市町内における緊急物資調達及び配分計画の策定 
(5) 流通在庫がなく確保が困難な物資の備蓄の推進 
(6) 大量調達が可能な小売業者等との災害時応援協定の締結促進 
(7) 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 
(8) 住民が行う家庭内備蓄等の推進 
(9) 給食計画の策定 
 
５ 県民の活動 
(1) ７日間程度の最低生活を確保できる緊急物資の備蓄 
(2) (1)のうち、３日分程度の非常食料を含む非常持出品の準備 
(3) 自主防災組織等による助け合い活動の推進 
(4) 緊急物資の共同備蓄の推進 
 
２－１１－２ 飲料水の確保  
 
１ 県の活動 
(1) 民間企業との協定の締結等により、飲料水の確保に努める。 
(2) 県民及び市町が実施する水の確保対策の啓発を行う。 
 
２ 市町の活動 
(1) 飲料水の備蓄を行うほか、給水設備の復旧資材の備蓄を行う。 
(2) 他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水計画を作成する。 
(3) 給水タンク、トラック等応急給水資機材を整備するとともに、貯水

槽を設置する。 
(4) 住民及び自主防災組織等に対し、貯水や応急給水について啓発・指 
  導を行う。 
(5) 水道工事業者等との協力体制を確立する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
(1) 県民（家庭）における貯水 
  ア 貯水量は、１人１日３㍑を基準とし、世帯人数の３日分を目標と

する。 
  イ 貯水には、水道水等衛生的な水を用いる。 
  ウ 貯水に用いる容器は、衛生的で、安全性が高く、地震動により水

もれ、破損しないものとする。 
(2) 自主防災組織を中心とする飲料水の確保 
  ア 応急給水を円滑に実施するために、給水班を編成する。 
  イ 災害発生時に利用が予定される井戸、泉、河川、貯水槽の水は、

水質検査を実施して、市町の指導のもとに利用方法をあらかじめ検
討しておく。 

  ウ 応急給水に必要とされるポンプ、水槽、ポリタンク、次亜塩素酸
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カルシウム等の資機材を整備する。 
 
２－１１－３ 医療救護体制の確保  
 
 大規模な津波災害が発生した際には、医療機関の機能低下や交通の混乱
による搬送能力の低下等の事態が予想されるため、関係機関の協力により
早期に広域的医療活動を実施し、傷病者の救護を行う。 
 
１ 実施方針 
(1) 被災者に対する医療救護は、原則として市町が行う。被災地の市町

だけでは対応が困難な場合は、隣接市町、県、国その他の関係機関の
応援を得て行う。 

(2) 県は、市町を応援・補完する立場から、市町から要請があった場
合、又は医療救護の必要があると認めた場合に、救護班や災害派遣医
療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣し医療救護を実施する。 

(3) 災害の発生に伴い、県民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生
し、又は、発生する恐れがあるときは、県は、市町の被害状況及び救
急・救助活動状況等の情報を収集・把握し、健康被害の発生予防、拡
大防止、治療等の広域的救護活動を迅速に実施するため、健康危機管
理体制を確保し、県内外の関係機関との総合的な調整を行う。 

(4) 県及び市町は、地震被害想定調査における死傷者数等を勘案しなが
ら自然災害や大規模事故の発生に備え策定した医療救護活動要領に基
づき、救護所の設置、救護班の編成、災害派遣医療チーム（ＤＭＡ
Ｔ）の編成、救護病院等の患者受入れ、医薬品・医療資機材等の確保
等に係る諸体制の充実を図る。 

(5) 医療救護活動の実施に当たっては、被災者のメンタルヘルスに配慮
する。 

 
２ 災害医療コーディネータの設置 
(1) 県は、被災地で必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよ

う、行政や関係機関と連携し、避難所における医療ニーズや医療機関
の被災状況、患者受入れ状況等の情報収集、分析及び伝達と、それを
踏まえた各種調整及び要請等を行う災害医療コーディネータを以下の
とおり設置する。 

  ア 愛媛県全体の医療救護活動を統括するコーディネータとして、災
害対策本部内に統括コーディネータを置く。 

  イ 各二次医療圏内の医療救護活動を調整するコーディネータとし
て、災害基幹拠点病院及び災害拠点病院に災害拠点病院コーディネ
ータを置く。 

  ウ 市町内の医療救護活動を調整するコーディネータとして、公立病
院コーディネータを置く。 

 (2) 県及び災害医療コーディネータは、関係機関と緊密に連携し、平常
時から、県単位、地域単位でのネットワーク構築に努めるとともに、
災害時の被災地内における医療ニーズの収集・把握方法や救護班の受
入れ・派遣方針等について予め検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
防災条例第 31 条 
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〔災害医療コーディネータの設置一覧〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 医療救護活動の調整 
(1) 県は、県単位、地域単位で医療救護活動に係る調整等を円滑かつ迅

速に行うため、災害（基幹）拠点病院等に災害医療コーディネータを
設置する。 

(2) 災害医療コーディネータは、災害時に以下の業務を行う。 
ア 医療救護班の受入れ・派遣調整 
イ 医療機関間の患者受入れ・搬送調整 
ウ 医療機関の医療活動支援に係る調整 
エ 医薬品等の調達・供給調整 等 

(3) 県及び災害医療コーディネータは、関係機関と緊密に連携し、平常
時から、県単位、地域単位でのネットワーク構築に努めるとともに、
災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や救護班の受入れ・
派遣方針等について予め検討を行う。 

 
４ 初期医療体制 
(1) 市町地域防災計画への記載事項等 

市町は、災害発生後の電話や道路交通等の混雑・不通により、緊急
医療体制が十分に機能しない事態に対処するため、市町地域防災計画
に次の事項を記載するとともに、災害医療コーディネータ、県及び関
係機関と連携し、災害時の被災地内の医療ニーズの収集・把握方法や
救護班の受入れ・派遣方針等について、予め検討を行い、初期医療体
制を確立する。 

  ア 救護所の設置箇所を定め、住民に周知を図る。 
  イ 救護所等に医療救護用の資機材を備蓄する。 
  ウ 管内の医療機関の協力により、救護班を編成する。 
  エ 救護班の派遣要請の方法、重症者の搬出方法等を定める。 
  オ 応急手当等の家庭看護の普及を図り、自主防災組織等による自主 
     救護体制の整備に努める。 
(2) 救護班の種類及び編成 
   県は、災害時に速やかに救護班を派遣する体制を整備するため、あ

らかじめ救護班の種類及び編成を定めるとともに、既に締結している
協定に基づき、県医師会等の協力を得ながら医療救護活動を行う。  
ア 救護班の種類 

区 分 二次医療圏等 病院区分 設 置 病 院 名 

統括コーディネー
タ 

全  県 
災害基幹 
拠点病院 

県立中央病院 

宇  摩 公立学校共済組合四国中央病院 

新居浜・西条 県立新居浜病院 
今  治 県立今治病院 

松  山 
県立中央病院、松山赤十字病院、 
愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

災害拠点病院コー
ディネータ 

宇 和 島 

災害（基
幹）拠点
病院 

市立宇和島病院 

 

新居浜・西条 西条市立周桑病院 

松  山 久万高原町立病院 

八幡浜・大洲 市立大洲病院、西予市立宇和病院 
公立病院コーディ

ネータ 

宇 和 島 

公立病院 

鬼北町立北宇和病院 

県立南宇和病院 
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  (ｱ) 県立病院の職員による救護班 
  (ｲ) 日本赤十字社愛媛県支部所属職員による救護班 
  (ｳ) 愛媛県医師会会員による救護班 
  (ｴ) 愛媛県歯科医師会会員による救護班 
  (ｵ) 愛媛大学医学部附属病院、四国がんセンター、愛媛病院及び愛

媛労災病院（以下「旧国立医療機関」という。）の職員による救
護班 

  (ｶ) 公的医療機関の職員による救護班 
  イ 救護班の編成 
    救護班の編成単位は、概ね医師１～２名、保健師、看護師４～５

名、事務職員（自動車運転手を含む。）１～２名とする。ただし、
愛媛県歯科医師会会員による救護班にあっては、概ね歯科医師１
名、歯科衛生士又は歯科技工士１名、事務職員１名とする。 

    なお、災害及び救護業務の状況に応じて人員を増減し、また、薬
剤師、助産師等の必要な技術要員を加えることができるほか、救護
班の編成主体が別に定めることができる。 

    また、それぞれの救護班は、あらかじめ救護に必要な医薬品、衛
生材料を整備し、召集連絡方法を定めておく。 

 
５ 後方医療機関 
(1) 救護病院等 
  ア 県は、救護所等に配置された救護班の医療で対処できない重症者

及び中等症者を収容するため、救護病院又は救護診療所（以下「救
護病院等」という。）を選定する。なお、救護病院として全ての病
院を選定し、救護診療所は、旧町村の区域で病院がなくかつ公立の
診療所がある場合に１箇所程度選定する。 

  イ 県は、救護病院等の収容可能患者数をあらかじめ把握する。 
  ウ 救護病院等は、災害が発生した際に速やかに救護班を派遣できる

体制を整備する。 
  エ 救護病院等は、入院患者の移送及び通院患者への適切な対応を含

めた災害対策マニュアル及び業務継続計画の作成に努めるととも
に、職員に周知徹底を図るほか、防災訓練の実施や参加により実効
性の向上に努める。 

  オ 救護病院等は、津波に対する安全性の確保に配慮するとともに、
代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設備、貯水槽等の整
備を図り、停電時、断水時でも対応できるように努める。また、災
害による交通・通信の遮断を想定し、他地域からの支援が得られる
までの間の救護活動に必要な医薬品、診療材料、医療機器等の備蓄
に努める。 

カ 救護病院等のうち災害医療コーディネータの設置病院は、衛星電
話等の通信手段の確保をはじめ、災害医療コーディネータが行う地
域内の医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

 
(2) 災害（基幹）拠点病院 

ア 県は、災害時における広域的な地域医療の拠点として、救護病院
の中から災害拠点病院を二次医療圏ごとに原則１箇所（松山圏域に
あっては２箇所）指定する。災害拠点病院は、災害に耐えられる機
能や構造を有し、救護所等から搬送された入院治療を要する傷病者
を受け入れるとともに、救護班の派遣や地域の医療機関へ応急用資
器材等の貸出しを行う機能を有するものとする。 

イ 県は、災害基幹拠点病院を県内に１箇所指定する。災害基幹拠点
病院は、災害拠点病院としての機能を強化し、災害医療に関して中
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心的な役割を担うとともに、訓練・研修機能を有するものとする。
そのため、県及び統括コーディネータと一体となり、災害拠点病院
と連携し、県全体の医療救護の調整を行い、実施するものとする。 

ウ 災害（基幹）拠点病院は、災害医療コーディネータが行う圏域内
の医療救護の調整・実施に必要な機能や体制の充実に努める。 

エ 災害（基幹）拠点病院は、災害発生時における多数の患者の発生
に対応するため、入院患者については通常時の２倍、外来患者につ
いては通常時の５倍程度の受入れが可能なスペースの確保と簡易ベ
ッド等の整備に努める。 

オ 災害（基幹）拠点病院は、災害発生直後に必要な救急用医薬品、
衛生材料及び救護班が携行する医療機材、トリアージ（緊急度判定
に基づく治療順位の決定）・タッグ等の整備に努め、災害時におけ
る救護班の編成及び傷病者の受入れが速やかに行えるよう医療要員
の非常参集体制を構築する。 

カ 災害（基幹）拠点病院は、平常時の６割程度の発電容量のある自
家発電機等の保有と、３日分程度の燃料の確保に努める。また、平
常時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備につい
て、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に
使用可能なことを検証する。 

キ 災害（基幹）拠点病院は、適切な容量の受水槽の保有、停電時に
も使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、
災害時の診療に必要な水の確保に努める。 

ク 災害（基幹）拠点病院は、衛星電話の保有等、衛星回線インター
ネットが利用できる環境を整備するとともに、複数の通信手段の保
有に努める。 

ケ 災害（基幹）拠点病院は、３日分程度の食料、飲料水、医薬品等
の備蓄に努める。 

コ 県は、災害（基幹）拠点病院について、津波に対する安全性の確
保に配慮するとともに、衛星電話、備蓄倉庫、自家発電装置、受水
槽、ヘリポート等の施設や設備の整備を推進する。 

 
 

 
 

区 分 二次医療圏等 病 院 名 

災害基幹 
拠点病院 

全  県 県立中央病院 

宇  摩 公立学校共済組合四国中央病院 
新居浜・西条 県立新居浜病院 
今  治 県立今治病院 
松  山 松山赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院 

八幡浜・大洲 市立八幡浜総合病院 

災害拠点 
病院 

宇 和 島 市立宇和島病院 
 
(3) 三次救急医療施設 
  ア 三次救急医療施設は、重篤救急患者の救命医療を行うための高度

な診療機能を災害時においても確保するため、施設の耐震性及びラ
イフライン維持機能の強化を図り、医薬品等医療資機材の備蓄に努
める。 

  イ 災害時に多発する多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の重篤救 
   急患者に対する診療機能の充実を図る。 
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区 分 病 院 名 

東予救命救急センター（県立新居浜病院） 
県立中央病院救命救急センター 
南予救命救急センター（市立宇和島病院） 

三次救急 
医療施設 

愛媛大学医学部附属病院 

 
６ 広域的救護活動の調整 
(1) 県は災害医療コーディネータとともに、市町の行う医療救護活動の

総合調整と市町だけでは対応が困難な場合の応援・補完を行うため、
広域的な救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣のほか、医
薬品や医療機材の搬送、重症・重篤患者の受入れを調整するなどによ
り、医師等の医療関係者の不足及び医薬品、医療機材の不足に対処す
る。 

(2) 県は、自ら充分な医療活動が実施できない場合は、他県や国に対
し、救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣及び傷病者の
受入れを要請するとともに、他県等からの派遣の受入れ等を調整す
る。 

(3) 保健所は災害医療コーディネータとともに、被災地域において、医
療救護活動に必要な情報を収集・提供するとともに、県、市町、関係
団体等との連携を図りながら、被災者に対する健康管理、防疫活動等
の総合的な調整を行う。 

 
７ 広域医療搬送 

県は、被災地域内で対応困難な重症患者を被災地域外に搬送し、緊急
の治療を行う広域医療搬送の円滑かつ迅速な実施に向け、国や関係機関
と連携し、広域医療搬送拠点や航空搬送拠点臨時医療施設（ステージン
グケアユニット：ＳＣＵ）の設置場所や運営方針、協力・連携機関等に
係る計画を予め定める。 

 
８ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

県及び市町は、医療機関の被害状況や医療機関における収容負傷者の
状況、医療従事者の活動状況を把握するため、消防、医療機関等をネッ
トワーク化した愛媛県広域災害・救急医療情報システム（えひめ医療情
報ネット）の活用を図るなど情報通信手段の充実・強化に努める。 

 
９ 難病患者等の状況把握 
  県及び市町は、平常時の保健医療活動を通じて、難病患者や精神患者
慢性疾患患者、人工呼吸器や人工透析等の在宅医療を受けている患者の
状況と医療を提供できる機関に関する情報の把握に努める。 

 
１０ 医薬品、医療資機材等の確保体制の整備 
(1) 県は、緊急援護物資備蓄の一環として、医薬品等を保健所に分散備

蓄するほか、救護班及び後方医療機関が行う救護医療活動のために必
要な医薬品等の必要物資の確保に関して、関係機関と連携のうえ、流
通在庫の調達に努める。 

(2) 市町は､避難生活に必要な医薬品の備蓄等に努める。 
 
１１ 災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の実施 
(1)  県及び市町は、一般住民に対する緊急蘇生法などの家庭看護、トリ

アージの意義やメンタルヘルスなどの災害時における医療救護、献血
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者登録等に関する普及啓発に努めるとともに、医療及び行政関係者に
対する災害医療に関する研修・訓練の実施・参加を推進する。 

(2)  災害（基幹）拠点病院は、地域の医療機関等と連携し、定期的な訓
練の実施に努める。 

   
１２ 県民及び自主防災組織が実施すべき事項 
  県民及び自主防災組織は、医療救護を受けるまでの応急手当の技術の
習得、軽度の傷病に対応できる医薬品等の備蓄に努める。 

  県民は、献血者登録に協力する。 
 
２－１１－４ 防疫・保健活動の確保  
 
 津波災害の発生に伴う感染症の発生と流行を未然に防止するため防疫体
制を確立するほか、食品の衛生監視に係る総合的な体制を確保する。 
 また、複数の自治体にまたがる食中毒の集団発生時における広域情報緊
急処理体制を構築する。 

 
１ 県が実施すべき事項 
(1) 防疫の実施について、国及び他の都道府県と協議する。 
(2) 詳細な感染症対応マニュアルを作成する。 
(3) 予防教育や広報活動により、食品衛生及び感染症予防に関する普及

啓発を図る。 
(4) 食品衛生・消毒方法等を指導する。 
 
２ 市町が実施すべき事項 
(1) 防疫実施計画を作成する。 
(2) 防疫用薬剤の調達計画を作成する。 
(3) 災害発生時に直ちに防疫活動が実施できる体制を整備する。 
(4) 住民が行う防疫活動及び保健活動について普及啓発を図る。 

 
２－１１－５ し尿処理体制の確保  
 
１ 県が実施すべき事項 
(1) 緊急援護物資備蓄の一環として、ポータブルトイレ及びトイレ用品

を備蓄する。 
(2) 民間事業者と締結した協定に基づき災害時の仮設トイレの確保を行

う。 
 
２ 市町が実施すべき事項 
(1) 被害想定に基づき発生するし尿の応急処理計画を定める。 
(2) し尿処分地の選定及び仮設トイレの資機材を備蓄する。 
 
３ 県民が実施すべき事項 
(1) し尿の自家処理に必要な器具等を準備する。 
(2) 自主防災組織の清掃班を中心として、資機材の点検を行い、必要に

応じ仮設トイレの設置場所を選定する。 
 
２－１１－６ ごみ処理体制の確保  
 
１ 県が実施すべき事項 
  「愛媛県廃棄物応急処理計画作成指針」に基づき市町に対し、ごみ処

理体制の確保を要請する。 
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２ 市町が実施すべき事項 
(1) 被害想定に基づき発生する廃棄物の応急処理計画を定める。 
(2) 住民及び自主防災組織に対し、廃棄物の応急処理方法や廃棄物を処

理する上での役割分担を明示し、協力を求める。 
(3) ごみの臨時収集場所の選定及び清掃のための資材について準備す

る。 
 
３ 県民が実施すべき事項 
(1) ごみの自家処理に必要な器具等を準備する。 
(2) 自主防災組織の清掃班が中心となり、地域ごとに住民が搬出するご

みの仮置場を選定するとともに、ごみ処理資材の準備をする。 
 
２－１１－７ 災害廃棄物処理体制の整備  
 
１ 県が実施すべき事項 
(1) 「愛媛県災害廃棄物処理マニュアル」により、市町に対し、災害廃

棄物の処理方針を周知する。 
(2) 社団法人愛媛県産業廃棄物協会と締結した協定に基づき、適正に災

害廃棄物を処理する。 
(3) 廃棄物関係民間事業者に関する情報のデータベース化を図る。 
 
２ 市町が実施すべき事項 
  市町は、災害時に発生する災害廃棄物の処理体制の整備及び仮置場の
確保に努めるものとし、県はその整備に協力する。 

 
 
資料   １ 緊急援護物資                      （資料編１０－ １） 

      ２ 緊急援護物資管理及び輸送体制              （資料編１０－ ２） 
      ３ 市町備蓄物資一覧表                   （資料編１０－ ３） 
      ４ 砂糖卸売業者一覧表                   （資料編１０－ ４） 

５ 米穀の調達に関する協定書                （資料編１０－ ６） 
      ６ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定         （資料編１０－ ７） 
      ７ 災害時における自動車等の燃料の調達に関する協定     （資料編１０－ ８） 
      ８ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定      （資料編１０－９、１０） 

 ９ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定    （資料編１７－ １） 
     １０ 中国・四国広域応援協定                 （資料編１７－ ４） 
     １１ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定   （資料編１７－ ５） 
     １２ 救護班の編成と収容施設一覧表              （資料編 ７－ １） 
     １３ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県医師会）      （資料編 ７－ ２） 
     １４ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県看護協会）     （資料編 ７－ ３） 
     １５ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県歯科医師会）    （資料編 ７－ ４） 
     １６ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県薬剤師会）     （資料編 ７－ ５） 
     １７ 災害時に必要な医薬品等の調達に関する協定        （資料編 ７－ ６） 
     １８ 災害時の柔道整復師支援活動に関する協定（愛媛県接骨師会）（資料編 ７－ ７） 
    １９ 日本赤十字社愛媛県支部救護班の編成と資器材保有状況   （資料編 ７－ ８） 

２０ 災害時における被災者支援に関する協定（愛媛県薬事振興会）（資料編 ７－ ９） 
２１ 災害時における医療ガス等の供給に関する協定       （資料編 ７－１０） 
２２ 災害時における廃棄物処理の協力に関する協定       （資料編 ９－ ６） 

     ２３ 愛媛県廃棄物応急処理計画作成指針            （資料編 ９－ ７） 
     ２４ 愛媛県災害廃棄物処理マニュアル             （資料編 ９－ ８） 
     ２５ 災害時における仮設トイレの供給に関する協定       （資料編 ９－ ９） 
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第１２章 災害時要援護者の支援対策  
   【危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課、

特別支援教育課】 
 
 県、市町及び社会福祉施設等管理者は、災害時要援護者の安全を確保す
るため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業
者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等の多様な主体の協力を得な
がら、平常時から災害時要援護者に関する情報の把握及び関係機関との共
有や情報伝達体制を整備するとともに、防災担当部局と福祉担当部局等が
連携して、避難支援計画の策定など避難誘導体制の整備、避難訓練の実施
に努める。 
また、市町は、計画等の策定にあたっては、民間賃貸住宅、旅館・ホテ

ル等を借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるほか、プライバシーの
確保や男女のニーズの違い等に配慮する。 
 
２－１２－１ 県の活動  
 
  県は、市町及び社会福祉施設等管理者と連携して、施設利用者の受入
れや介護職員等の派遣体制の整備など、広域的な観点に基づいた災害時
要援護者の支援対策を行う。 

 
２－１２－２ 市町の活動  

 
(1) 災害時要援護者の実態把握 

市町は、平素から防災担当部局と福祉担当部局等が連携のうえ、介
護職員や民生委員・児童委員等の協力を得ながら、個人情報の取扱い
にも配慮のうえ、自主防災組織や町内会等の範囲ごとに災害時要援護
者の実態把握に努める。 

(2) 緊急連絡体制の整備 
  地域住民の協力のもとに災害時要援護者ごとに避難支援者を定める
など、災害時要援護者一人ひとりの避難支援プランを作成する。 

(3) 避難体制の確立 
避難支援者をはじめ、自主防災組織など地域ぐるみの避難誘導等の

方法を災害時要援護者からの意見を踏まえ、事前に具体的に定めてお
く。 
また、避難所や避難路の指定にあたっては、地域の特性を踏まえる

とともに、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害
を含む。）、難病患者、妊産婦及び乳幼児、病弱者等避難生活に特別の
配慮を要する者のための福祉避難所の設置を検討するなど、災害時要
援護者の利便性や安全性にも十分配慮する。 

(4) 防災教育・訓練の充実 
  災害時要援護者が自らの対応能力を高めるため、個々の災害時要援
護者の態様に合わせた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

 
２－１２－３ 社会福祉施設等管理者の活動 

 
(1) 組織体制の整備 
  社会福祉施設等管理者は、災害の発生に備え、あらかじめ施設内の
防災体制の整備、動員計画や緊急連絡体制等の確立に努める。 

  また、同管理者は、市町や他の類似施設、地域の自主防災組織等と
連携を図りながら災害時の協力体制づくりに努める。 

 (2) 緊急連絡体制の整備 

防災条例第 28 条第 6項 
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  市町の協力を得て、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立す
るとともに、災害時における施設相互間の緊急連絡体制の整備・強化
に努める。 

 (3) 防災教育・訓練の充実 
  市町の協力を得て、災害時において施設利用者等が適切な行動がと
れるよう防災教育を行うとともに、利用者の実態に応じた防災訓練を
定期的に実施するよう努める。 

 (4) 物資等の備蓄 
  災害時に施設利用者等の生活維持に必要な食料、飲料水、介護用品

等の備蓄を行うほか、予想される災害の種類に応じた防災資機材や非
常用自家発電機等の整備に努める。 
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第１３章 広域応援体制の整備 【消防防災安全課、危機管理課、県警本部】 
 
 県、市町及びその他関係機関は、大規模災害が発生した場合に、円滑な
広域応援活動が行えるよう、あらかじめ相互応援及び広域一時滞在に関す
る協定を締結するとともに、具体的な応援活動を実施できる体制の整備を
進める。 
相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規

模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公
共団体との間の協定締結も考慮する。 
また、県、市町は、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できる

ような仕組みを平常時から構築することに努める。 
 
２－１３－１ 全県的な消防相互応援体制の整備 
  
  県内の全市町長及び消防機関の長が締結している「愛媛県消防広域相
互応援協定」の具体的な運用については、「愛媛県消防広域相互応援計
画」の定めるところによる。 

 
２－１３－２ 全県的な防災相互応援体制の整備  
 
  県内各市町長は、消防以外の分野について、他の市町に対する応援を
求める場合を想定し、あらかじめ全県的な防災広域相互応援協定を締結
するよう努める。 

 
２－１３－３ 他県との広域応援体制の整備  
 
  県は、四国、中四国及び全都道府県の各知事とあらかじめ大規模災害
時の広域応援に関する協定を締結するとともに具体的な応援・受援計画
を整備する。 
 なお、県が締結している広域応援協定等は次のとおりである。 

(1) 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定 
(2) 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 
(3) 愛媛県広域応援計画・受援計画 
(4) 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 
(5) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 
(6) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目 
(7) 原子力災害時の広域応援に関する協定 
 

２－１３－４ 緊急消防援助隊の編成  
 
  県外への消防広域応援については、都道府県単位で設置した緊急消防

援助隊を中心に応援隊を派遣するものとし、本県の緊急消防援助隊の部
隊編成は、次のとおりとする。 

  なお、今後とも、緊急消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な
訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 

(1) 指揮隊     
(2) 救助部隊     
(3) 救急部隊     
(4) 後方支援部隊   
(5) 消火部隊     
(6) 特殊災害部隊   
(7) 特殊装備部隊   

防災条例第 30 条 
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(8) 航空部隊     
(9) 水上部隊     
 

２－１３－５ 警察災害派遣隊の編成 
 
  県警察は、大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合に、
被災地又は被災が予想される地域において活動する警察災害派遣隊を次
のとおり編成し、広域的応援体制の整備を図る。 

(1) 即応部隊   
(2) 一般部隊   
 
 
  ※資料 １ 愛媛県消防広域相互応援協定書               （資料編 ４－ ２） 
      ２ 愛媛県消防広域相互応援計画                （資料編 ４－ ３） 
      ３ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定     （資料編１７－ １） 

４ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 （資料編１７－ ２） 
５ 愛媛県広域応援計画・受援計画               （資料編１７－ ３） 
６ 中国・四国広域応援協定                  （資料編１７－ ４） 
７ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定    （資料編１７－ ５） 
８ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（資料編１７－ ６） 
９ 四国地方における災害時の応援に関する申し合わせ      （資料編１７－ ７） 

１０ 災害復旧技術専門家派遣制度                （資料編１７－ ８） 
１１ 緊急消防援助隊受援計画                  （資料編１７－ ９） 
１２ 緊急消防援助隊愛媛県隊応援等実施計画           （資料編１７－１０） 

     １３ 愛媛県防災対策基本条例                  （資料編２２－ １） 
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第１４章 情報通信システムの整備 【消防防災安全課、危機管理課】 
 
 県、市町及びその他防災関係機関は、災害時における情報通信の重要性に鑑み、平常時から大規模津波災
害の発生に備え、災害情報を迅速かつ的確に把握し、的確な防災対策を実施できるよう、情報通信システム
の高度化及び多重化を図る。 
 また、大規模津波等の災害時において、通常の通信手段が確保できない場合を考慮し、平素から他機関等
の通信手段が利用できるよう代替ルートについて検討しておくとともに、愛媛県非常通信協議会との連携に
努める。 
 
２－１４－１ 情報収集・連絡体制の整備 
 
 県、市町及びその他防災関係機関は、大規模津波等の災害時において迅速かつ的確な災害情報等の収集・
連絡が行えるよう、平素から情報伝達ルートの多重化及び情報収集・連絡体制の明確化等による体制の確立
に努める。その際、夜間休日等の勤務時間外においても対応できるように配慮する。 
 
１ 県の役割 
(1) 機動的な情報収集活動を行うため、消防防災ヘリコプター及びヘリコプターテレビ電送システム、

ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等の運用管理及びに県警ヘリコプターとの
連携に努めるなど、各機関において多様な情報収集手段を活用できる体制の整備、画像情報の収集・
連絡システムの整備を推進する。 

(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) 地上の災害の影響を受けない衛星通信の利用を図るため、県と市町等を結ぶ衛星通信ネットワーク

の運用管理に努める。 
(4) 緊急時における総理大臣官邸、内閣府等、国との通信手段を確保するため、中央防災無線網に接続

する通信回線の運用管理に努める。 
 (5) 地震観測体制を強化するため設置している震度情報ネットワークシステムや、全国瞬時警報システ

ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの運用管理に努める。 
(6) 被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災地に赴く

場合に、どのような内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めた情報収集要領を、あらかじ
め作成するよう努める。 

 
２ 市町の役割 
(1) 防災行政無線をはじめ多様な通信手段の整備を図るとともに、その運用管理に努める。 
(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) アマチュア無線の活用体制の整備に努める。 
(4) 孤立地区対策として、防災行政無線による連絡体制のほか、衛星携帯電話や臨時ヘリポートの整備

に努める。 
 
３ 防災関係機関の役割 
(1) 愛媛県非常通信協議会と連携し、毎年、通信体制の総点検及び非常通信訓練を実施するよう努める。 
(2) 被災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員確保体制の整備に努める。 
(3) 災害時に有効な衛星携帯電話等移動通信系の整備を図る。 
(4) ＮＴＴの災害時優先電話等の配備について確認するとともに、その取扱い、運用方法等の習熟に努
める。 

 
２－１４－２ 通信施設の整備 

 
 通信施設管理者は、防災上重要な通信施設、設備等については、次により点検、整備等を行い、災害応急
対策の円滑な実施を確保する。 
 また、被災者等への情報伝達手段として、特に市町防災行政無線（戸別受信機も含む）の整備を図るとと
もに、携帯電話を含め、災害時要援護者にも配慮した多様な通信手段の整備に努める。 
 なお、通信施設の設置の際には、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備等の保守点検の実施や的
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確な操作の徹底を図るほか、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所へ設置する。 
(1) 通信施設（予備電源を含む｡）を点検するとともに、動作状態を確認し必要な措置を講じる。 
(2) 充電式携帯無線については､完全充電を行い､その他の携帯無線機及び受信機用の乾電池を確保する。 
(3) 中継局には定期的に保守要員を派遣し、点検を行い、必要に応じて待機させる体制を整える。 
 

２－１４－３ 防災情報システムの拡充整備 
 

１ 基本方針 
  大規模津波の発生に備え、防災対策上特に重要な役割を担う情報収集・連絡体制を確保するため、痛心

のデジタル化と相互接続により、地上無線回線、衛星回線、有線回線など多様な通信回線をシームレスで
利用できる情報通信ネットワークを構築するととともに、消防防災ヘリコプターテレビ電送システム、ヘ
リコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による被災地映像や四国地方整備局からの映
像情報の収集などにより、迅速かつ的確な応急対策活動が実施できるよう、防災情報システムの拡充整備
に努める。 
 

２ 県の対応 
  県、市町、防災機関等をブロードバンド回線で接続し、被災現場の映像や大容量の気象情報等を配信す

る通信システムの運用に努め、広域調整を踏まえた災害対応支援機能の整備を図る。 
  また、県、市町、消防機関を衛星回線（地域衛星通信ネットワーク）で接続して代替の通信経路の確保

に努めるほか、インターネット等を利用し、防災情報を必要に応じ県民に提供できるよう努める。 
  また、衛星インターネットの導入によりインターネットへの接続回線の多ルート化に努める。 

さらに、県や市町等において被害情報等の共有化を図るための、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用に
も努める。 
 

３ 市町の対応 
  防災関係機関との防災情報の共有化を推進する。 
 
４ 県民の対応 
  防災関係機関からの防災情報について、情報収集手段の確保に努める。 

 
２－１４－４ 航空消防防災システムの整備 
 
１ 消防防災ヘリコプターの活用 
 消防防災ヘリコプターにより、津波発生時における情報収集や応急対策等を効果的に実施するとともに、
「愛媛県消防防災ヘリコプター応援協定」及び「愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱」に基づき、
救急・救助・消火等の消防活動を迅速かつ的確に行う。 

 
２ ヘリコプター離着陸場の整備拡充 
  市町は、孤立の恐れがある地域を対象にヘリコプター離着陸場の確保及び整備拡充に努め、災害時にお
ける、緊急輸送施設としても活用できるようあらかじめ関係機関と協議を行っておくとともに、必要に応
じて、通信機器等の機材の備蓄に努める。 

 
３ 県警察、自衛隊及び海上保安庁との連携 
  津波災害情報の収集・伝達、被災地への救援物資輸送、消火、救急救助活動等については、県警察、自
衛隊及び海上保安庁のヘリコプターと密接な連絡を行いながら、その連携強化に努める。 

 
２－１４－５ 津波発生時の職員参集システムの整備 
 
  県及び市町は、勤務時間外における地震津波に対する初動体制を確立するため、気象庁が発表する地震
津波情報等を受信して、防災関係職員の携帯電話等へ情報を発信して非常参集を行う「防災メール」等の
運用に努める。 
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２－１４－６ 放送施設 
 
  放送施設の被害を最小限にとどめるとともに、被害が発生したときは、迅速適切な応急措置により施設
の機能維持に努めるほか、施設全般について、早期復旧を図るほか、被害原因の調査に基づく施設改良に
努め、平常時から適切に次の措置を講じる。 

 (1) 放送設備・局舎防災設備基準の設定及びこれに基づく措置 
 (2) 電源設備障害時の措置 
 (3) 送受信施設及び空中線設備障害時の措置 
 (4) 建設途上の施設障害時の措置 
 (5) 施設復旧措置 
 (6) その他必要な措置 
 
 ※資料 １ 愛媛県震度情報ネットワークシステム          （資料編 ５－ ４） 
     ２ Ｊ－ＡＬＥＲＴシステムの概要             （資料編 ５－ １） 

３ 愛媛県防災通信システム（地上系・衛星系）回線構成図  （資料編 ６－ １） 
４ 愛媛県非常通信協議会構成員名簿            （資料編 ６－ ２） 
５ 市町の非常通信ルート                 （資料編 ６－ ３）  

      ６ アマチュア無線局用レピーター局設置場所        （資料編 ６－ ７） 
７ 海上保安部通信系統図                 （資料編 ６－ ８） 
８ 警察有線電話通信系統図                （資料編 ６－ ９） 
９ 大規模災害時等の被災地との通信確保に関する協定    （資料編 ６－１０） 

１０ 総務省の災害対策用移動通信機器の貸与制度       （資料編 ６－１１） 
１１ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理要綱        （資料編１６－ １） 

     １２ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理諸規程体系図    （資料編１６－ ２） 
     １３ 愛媛県消防防災ヘリコプター運航管理フロ－       （資料編１６－ ３） 
     １４ 緊急運航連絡系統図                  （資料編１６－ ４） 
     １５ 愛媛県消防防災航空隊                 （資料編１６－ ５） 
     １６ 愛媛県内飛行場外臨時離着陸場一覧表          （資料編１６－ ６） 
     １７ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表             （資料編１６－ ７） 
     １８ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定     （資料編１６－ ８） 
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第１５章 災害復旧・復興への備え  
     【危機管理課、循環型社会推進課、漁港課、情報政策課】 
 
２－１５－１ 平常時からの備え 
県及び市町は、平常時から国、地方公共団体等関係機関間や、企業等と

の間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、災害発生時に
各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。 
民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物

資の管理・輸送等）については、あらかじめ民間事業者との間で協定を締
結しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 
県及び市町は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な

資機材、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸
念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努める。 
県及び市町は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者

（自衛隊等の国の機関の退職者も含む。）の活用や、民間の人材の任期付
き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 
 
２－１５－２ 複合災害への備え 
県及び市町等の防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の

災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、
災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画等を見
直し、備えを充実する。 
県及び市町等の防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等につ

いて、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後
発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに
留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定
めるとともに、外部からの支援を早期に要請することも定めておく。 
県及び市町等の防災関係機関は，様々な複合災害を想定した机上訓練を

行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努める。さらに、地
域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員の参集、合同の
災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 

 
２－１５－３ 災害廃棄物の発生への対応 
建築物の所有者等は、津波による危険の著しい区域については、災害廃

棄物の発生を抑制するため、建築物の耐浪化等に努める。 
県及び市町は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に

努める。 
 

２－１５－４ 各種データの整備保全 
県及び市町は、復興の円滑化のため、あらかじめ次の事項について整備

する。 
・各種データの総合的な整備保全（戸籍、住民基本台帳、地籍、建築
物、権利関係、施設、地下埋設物等情報及び測量図面、情報図面等デ
ータの整備保存並びにバックアップ体制の整備） 

県及び市町は、各種情報システムについて、津波災害の発生時における
システム継続稼働を確保するため、災害に強いシステムを整備するととも
に、データバックアップの実施を徹底するほか、重要データの複製を遠隔
地に保管する措置の導入に努める。 
公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な

所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、資料
の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 
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２－１５－５ 復興対策の研究 
 関係機関は、住民のコンセンサスの形成、経済効果のある復興施策、企
業の自立復興支援方策、復興過程における住民の精神保健衛生、復興資金
の負担のあり方等災害復興対策についての研究を行う。 
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第３編 災害応急対策 
 
 応急対策の実施については、住民に最も身近な行政主体として第１次的には市町があたり、県は広域にわ
たり総合的な処理を必要とするものにあたる。 
津波災害は、「避難」を中心とした対応をすることにより、被害の発生を極力減少させることができるな

ど、他の災害と応急対策が異なるため、その応急対策の基本方針を次のとおり定める。 
 
第１章 災害発生直前の対策 【危機管理課】 
 
３－１－１ 津波警報等の伝達 
 津波警報等の第一報は、住民等の避難行動の根幹をなす情報となり、応急対策を実施するうえで不可欠な
情報であることから、防災関係機関相互の連携のもと、迅速かつ的確に伝達する。 
１ 国（気象庁）の津波警報等 
(1) 津波警報等の伝達 

地震が発生し、次の事項に該当する場合に、松山地方気象台は、地震情報（震度、震源、マグニチュ
ード、余震の状況等）や津波警報、津波注意報、津波予報等を県及び関係機関へ伝達する。 

    ア 下の図に示す県内の津波予報区（瀬戸内海沿岸及び宇和海沿岸）に津波警報、津波注意報、津
波予報が発表された場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  イ その他必要と認める場合 
  (2) 情報の種類 

 気象庁（松山地方気象台）が発表する情報は、津波警報、津波注意報、津波予報、津波情報、震度
速報、震源に関する情報、震源・震度に関する情報、各地の震度に関する情報及び地震解説資料で、
内容については資料編「地震・津波に関する情報の解説」による。 

  (3) 情報の流れ 
    津波警報、津波注意報、津波予報、津波及び地震に関する情報の流れは、次のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛媛県瀬戸内海沿岸 

愛媛県宇和海沿岸 
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(4) 情報伝達の留意事項 

気象台（松山地方気象台）は、地震の規模がマグニチュード８を超えるような過小推計の可能性のあ
る巨大地震に対しては、過小推計とならないよう発表し、その後詳細な状況が明らかになった時点で津
波高さの予測値についてより確度の高い津波警報等に更新する。 
また、津波警報等の発表・伝達に当たって、災害を具体的にイメージできるような表現を用いるなど、

震度５弱以上で発表

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

緊急地震速報（警報）   
震度５弱以上が予測されたときに発表

震度速報 ※１

震度３以上で発表

津波による災害のおそれが

あると予想される場合 
津波による災害のおそれが

ないと予想される場合

海面変動あり 津波なし

津波警報・注意報 ※１

  

津波予報 ※２

（若干の海面変動）

推計震度分布図 

津波予報 ※３

（若干の海面変動）

津波到達予想時刻・予想される津波 
の高さに関する情報 

各地の満潮時刻・ 津波到達予想時刻

に関する情報

各地の震度に
関する情報

震度１以上で発表 

推計震度分布図 
震度５弱以上で発表

津波観測に関する情報 

推計震度分布図 

地震発生   
  

震源に関する情報

震度３以上で発表 

（若干の海面変動）※２ 

  

震源に関する情報 
震度３以上で発表 

（津波の心配なし）

震源・震度に
関する情報

  （津波の心配なし）

各地の震度に
関する情報

  （若干の海面変動）※２   

震源・震度に
関する情報

震度１以上の

観測なしでも発表

  （若干の海面変動）※２ 
各地の震度に
関する情報

震度１以上で発表 

  （津波の心配なし）

  

※１ 津波警報・注意報を震度速報より早く発表する場合あり。   
※２ 地震情報に若干の海面変動があるかもしれないが被害の   

心配はない旨を付加して発表した後、津波予報で海面変動   
が予想される津波予報区等を発表する。   

※３ 津波警報・注意報を発表している津波予報区以外で海面変   
動が予想される津波予報区に発表する。  

震源・震度に
関する情報

震度１以上の
観測なしでも発表

震度１以上で発表

震度５弱以上で発表

震度３ 以上で発表

震度５弱以上で発表
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住民等が即座に避難行動に取り掛かることができるよう工夫する。 
津波は、第一波よりも第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性があることなど津波の特

性や、津波警報等が発表されている間は、津波による災害の危険性が継続していることについても伝達
する。 
 

(5) 情報の伝達系統 
   津波警報、津波注意報、津波予報、津波及び地震に関する情報の伝達系統は資料編「津波警報・津波

注意報等及び地震・津波に関する情報の伝達系統図」のとおりとする。 
 
津波警報・注意報の種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伝達する内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 県の活動 
  県は、次のとおり、津波情報等を受理・伝達・周知する。 
  ア 気象庁（松山地方気象台）から伝達される地震情報、津波警報、津波情報等は、県災害対策本部又

は県災害警戒本部（災害対策本部又は災害警戒本部設置前においては危機管理課）で受理する。 
  イ 各市町及び各防災関係機関に対する地震情報等の伝達は、県防災通信システム（地上系・衛星系）

をはじめ多様な通信手段により行う。 
  ウ 一般県民に対する情報の伝達は、県のホームページのほか、報道機関の協力を得て周知徹底を図る。 
３ 市町の活動 
 (1) 津波に対する措置 

ア 「津波警報」が発表されたとき 
   ただちに住民、漁協、港湾関係者等及び海浜の遊客に対して、あらゆる手段をもって緊急に避難の

勧告・指示を伝達する等必要な措置をとる。 
イ 「津波注意報」が発表されたとき 

 (ｱ) 海面の監視及び情報の収集を行う。その結果､被害を伴う津波の発生が予想される場合は､住民に
対して避難の勧告・指示等必要な処置をとる。 

 (ｲ) 住民、漁協、港湾関係者等に適切な手段により伝達し、テレビ・ラジオ・市町の情報に注意する
よう呼びかける。 

 (ｳ) 海浜の遊客（釣り人・サーファー・遊泳者等）に対し避難の伝達に努める。 
ウ 「津波注意報」又は「津波警報」は未発表だが震度４程度以上の地震を感じたとき、又は弱い地震
であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき 

種   類 解   説 
発表される津波の高

さ 

大津波 
高いところで３ｍ程度以上の津波が予想されます

ので、厳重に警戒してください。 

３ｍ、４ｍ、６ｍ、８

ｍ、１０ｍ以上 
津波警報 

津 波 
高いところで２ｍ程度の津波が予想されますの

で、厳重に警戒してください。 
１ｍ、２ｍ 

津波注意報 
高いところで０.５ｍ程度の津波が予想されますの

で、注意してください。 
０.５ｍ 

発表される場合 内    容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表します。 

0.2ｍ未満の海面変動が予想さ

れたとき 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はな

く、特段の防災対応の必要がない旨を発表します。 

津波注意報解除後も海面変動

が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性

が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十

分な留意が必要である旨を発表します。 
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(ｱ) 海面の監視 
  対応にあたる者の安全が確保されることを前提に、気象台（松山地方気象台）から津波警報、津波
注意報、津波予報が届くまでの間、少なくとも 30 分間は海面の状態を監視する。 

(ｲ) 報道の聴取 
  地震を感じてから少なくとも１時間は、当該地震又は津波に関するラジオ・テレビ報道を聴取する。 
(ｳ) 避難勧告・指示等 

    海面の監視、報道の聴取により、被害を伴う津波の発生が予想される場合は、市町長は住民に対し
て避難の勧告・指示等必要な処置をとる。また、海浜の遊客に対して避難の伝達に努める。 

(2)津波情報等の受理・伝達・周知 
  ア 県災害対策本部（県災害警戒本部）から通知される地震に関する情報等は、市町災害対策本部（災

害対策本部設置前においては防災担当課）において受理する。 
  イ 受理した情報については、防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無

線、有線放送、広報車等を活用して、住民に対して周知徹底を図る。 
 
３－１－２ 避難指示・勧告 
 
  沿岸地域の市町長は、迅速・的確な避難指示等を行う。 
 (1) 津波警報が出された時は、即座に避難勧告を発令する。 

  (2) 強い揺れを感じたとき、又は弱い地震であっても長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要
を認める場合若しくは津波警報等を覚知した場合、直ちに避難指示を行うなど、速やかに的確な避難
勧告・指示を行うものとする。なお、津波警報等に応じて自動的に避難指示等を発令する場合におい
ても、住民等の円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模と避難指示の対象となる地域を住民等
に伝達する必要がある。 

(3)  津波警報、避難勧告等の伝達に当たっては、走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り
人、観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、
テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（エリアメール機能を含む。）、ワン
セグ等のあらゆる手段の活用を図る。 

  (4) 地震発生時に首長と連絡がとれない場合は、あらかじめ指定された代理者が避難勧告を発令する。  
 (5) 「地域ごとの津波避難計画」を策定する。 
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第２章 防災関係機関の活動 【危機管理課】 
 
 県内に大規模な地震災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、県、市町等防災関係機関は、速やかに
それぞれの災害対策本部等組織の編成、要員の確保を行い、初動体制を確立するとともに、相互に緊密な連
携を図りながら応急対策を行うなど災害の拡大を防止するための活動体制を整備する。 
 
３－２－１ 県の活動 
 
１ 地震発生時の緊急配備体制 

県は、津波が発生し、又は発生する恐れがあるときは、応急対策を迅速かつ的確に実施するため、状況
に応じた配備体制をとる。                  

  なお、勤務時間外に迅速な対応を図るため、気象庁が発表する地震津波情報等を受信して、「愛媛県防
災メール」により携帯電話等で防災担当職員等に参集を呼びかける。 

 
２ 職員の動員計画 
(1) 本庁各部局及び地方局は、配備要員や参集のための連絡方法等を明記した「危機発生時の職員行動基

準」を全職員に配布し常に携帯させることで、動員体制の周知徹底を図る。 
   特に、夜間や休日等の勤務時間外において、災害発生初期の情報収集や災害対策本部・支部の設置な

どに迅速に対応するため、あらかじめ本庁又は地方局等の庁舎の近隣に居住する職員の中から配備要員
を指名するなど所要の対策を講じておく。 

(2) 配備要員に指名された職員は、勤務時間外においてテレビ、ラジオ等により地震又は津波の発生を覚
知した場合は、直ちに自主的に登庁し、配備体制につく。 

   その他の職員は、地域の被害の情報収集や被災者の救助など応急活動に従事するとともに、登庁する
よう連絡を受けた場合は、直ちに登庁する。 

   ただし、交通機関の不通や道路の決壊等により登庁できない場合は、自己が所属する部局の最寄りの
関係機関に参集し、応急活動に従事する。 

(3) 必要に応じ、報道機関に対し関係職員の非常参集の放送を依頼する。 
 
３ 災害警戒本部 
(1) 設置及び廃止基準 
  ア 設置基準 
   (ｱ) 県内で最大震度５弱・５強の揺れが発生したとき 
   (ｲ) 津波注意報が発表され被害が発生したとき 
   (ｳ) 津波警報が発表されたとき 
   (ｴ) その他知事が必要と判断するとき 
  イ 廃止基準 
   (ｱ) 地震・津波の警戒にあたる必要がなくなったとき 
   (ｲ) 災害対策本部が設置されたとき 

 (2) 組織及び所掌事務 
   ア 組織 
     災害警戒本部に、災害警戒室及び各対策部並びに地方本部・支部を置く。 

また、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため、本部長が特に必要と認め
るときは、現地災害警戒本部を設置する。 

    その他、災害警戒本部の編成及び運営については、別に知事が定めるところによる。 
  イ 所掌事務 
    災害警戒本部は、地震災害に備えるため、動員の実施、事前対策の検討、気象情報や災害情報の

収集・伝達、防災関係機関等との連絡・調整及び応急対応に係る事務を実施する。 
     なお、地方本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、地方本部において対処する。 
(3) 災害警戒本部会議の開催 

本部長は、必要に応じて災害警戒本部会議を開催し、災害対処方針等について協議する。 
(4) 参集及び配備 
   災害警戒室及び各対策部並びに各地方本部においては、災害警戒本部が設置された場合、直ちに状況
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に応じた人員が参集し、所定の場所において災害応急業務に当たり、地震・津波による被害が明らかと
なってきた段階で、業務の必要性にあわせ適切な配備をとる。 

 
災 害 警 戒 本 部 

設 置 基 準 
参集基準 配備基準 

① 県内で最大震度５弱の揺れが 
  発生したとき 
② 津波注意報が発表され被害が 
  発生したとき 
③ 津波警報が発表されたとき 
④ その他知事が必要と判断する 
 とき 

 
災害応急対策を実施するために必
要な人員 

 
同左 
 
※災害応急業務の必要性にあ 
 わせ順次配備人員拡大 

① 県内で最大震度５強の揺れが 
  発生したとき 
② その他知事が必要と判断する 
 とき 

 
職員の１/３ 

情報収集活動及び初期の災害
応急対策を実施するために必
要な人員 

(5) 災害警戒本部地方本部・支部の設置 
災害警戒本部が設置された場合、災害警戒本部設置基準による地震の発生等があった地域を所管する

地方局・支局に地方本部・地方本部支部を設置する。 
 
４ 災害対策本部 
(1) 設置及び廃止基準 
 ア 設置基準 
  (ｱ) 県内で最大震度６弱以上の揺れが発生したとき 
  (ｲ) (ｱ)未満の震度であっても、県内の被害程度が甚だしく、若しくは本県を含め複数の県が被災す

る広域災害で、複数の対策部が連携して対応する必要があると知事が判断するとき 
  (ｳ) その他知事が必要と判断するとき 
 イ 廃止基準 
  (ｱ) 予想される災害の発生がないとき 
  (ｲ) 災害応急対策措置が完了したとき 

 (2) 組織及び所掌事務 
  ア 組織 
    災害対策本部に、統括司令部及び各対策部並びに地方本部・支部を置く。 
     また、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため、本部長が特に必要と認める

ときは、現地本部を設置する。 
    その他、災害対策本部の編成及び運営については、愛媛県災害対策本部条例（昭和 37 年条例第 50 
   号）及び愛媛県災害対策本部要綱の定めるところによる。 
  イ 所掌事務 
    災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。 
     なお、地方本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、地方本部において対処する。 
     また、現地本部をおいた場合は、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な事務  
      は、現地本部において対処する。 

(ｱ) 地震被害情報、その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達 
(ｲ) 災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成 
(ｳ) 災害予防及び災害応急対策の実施及び混乱防止に必要な広報 
(ｴ) 災害予防及び災害応急対策に関する関係機関相互の連絡調整 
(ｵ) 水防その他の応急措置 
(ｶ) 被災者の救助、救護、その他の保護 
(ｷ) 施設及び設備の応急復旧 
(ｸ) 防疫その他の保健衛生 
(ｹ) 避難の勧告、指示 
(ｺ) 犯罪の予防、交通の規制、その他被災地域における社会秩序の維持 
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(ｻ) 緊急輸送の確保及び調整 
(ｼ) 国その他の防災関係機関に対する、災害予防や災害応急対策の実施又は支援の要請要請、資
料・情報の提供等の協力要請 

(ｽ) その他の災害の発生の防御又は拡大の防止 
(ｾ) ボランティア等への支援 

    おって、国の非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）が設置され、国の現地対策本部が置かれ
た場合は、愛媛県災害対策本部は、当該現地対策本部との連携を図りながら、適切な災害応急対策の
実施に努める。 

 (3) 災害対策本部会議の開催 
  ア 本部長（知事）は、災害対策本部を設置した場合、災害対策本部会議を開催し、当面の応急対策活

動等について協議する。 
  イ 災害対策本部の設置場所は、県庁第１別館３階災害対策室とするが、庁舎の被災状況に応じて、第

２別館６階会議室、本館４階正庁、中予地方局庁舎内、その他本部長が指定する施設の順に、代替場
所を選定する。 

 (4) 参集及び配備 
  ア 地震・津波により災害対策本部が設置された場合、直ちに全職員が参集し、所定の場所において災

害応急業務に当たる。 
災 害 対 策 本 部 

設 置 基 準 
参集基準 配備基準 

① 県内で最大震度６弱以上の揺 
 れが発生したとき 
② ①未満の震度であっても、県 
 内の被害程度が甚だしく、若し 
 くは本県を含め複数の県が被災 
  する広域災害で、複数の対策部 
  が連携して対応する必要がある 
  と知事が判断するとき 
③ その他知事が必要と判断する 
 とき 

 
全職員 

 
県の組織をあげて大規模災害
への応急対策を実施するため
に必要な人員 
 
 

 イ 本部長は、災害が発生し、又は発生する恐れがあると認めたときは、災害対策の支援業務に従事す
る職員を指揮監督し、必要に応じて地方本部・支部や市町へ派遣する。 

 (5) 災害対策本部地方本部・支部の設置 
  ア 災害対策本部が設置された場合、各地方局に地方本部を、各支局に地方本部支部を設置する。   

  ただし、各地方本部・支部で所管する地域において、災害対策本部設置基準による地震の発生等が 
 ない場合は当該地方本部・支部を設置しないことができる。 

(6) 情報連絡体制の確保 
  ア 統括司令部は、必要に応じてプレスルームを災害対策本部に近接する場所に設置し、定期的に記者

発表を行うなど、報道機関との連携強化に努める。 
  イ 統括司令部は、災害対策業務の円滑な運営を図るため、必要に応じて災害対策室の入口に守衛を配

置する。                              
  ウ 統括司令部は、災害対策本部の通信回線の優先確保に努める。 
 (7) 防災会議の開催等 
 ア 災害対策本部が設置された場合、必要に応じ、愛媛県防災会議（以下「防災会議」という｡）を開

催し、災害復旧に関する連絡調整を行う。 
 イ この場合、招集される防災会議の委員は、災害応急対策の内容に応じて防災会議の会長が必要と判

断した範囲の者とする。 
 ウ 防災会議の委員は、災害対策本部との連絡を図るため､必要に応じ､職員を災害対策本部へ派遣する。 
 エ 防災会議の運営に当たっては、災害対策本部会議との継続性の確保について配慮する。 

 
３－２－２ 市町の活動 
 
１ 市町災害対策本部の設置 
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市町長は、管内に津波による被害が発生し、又は発生する恐れがあるときに、市町災害対策本部を設置
し、職員を動員して対処するものとし、次により組織の整備を図る。 
 また、市町の災害対策本部が被災した場合の代替施設を地域防災計画に規定しておく。 

(1) 市町の災害対策本部の組織及び運営については、それぞれの市町の災害対策本部条例等の定めるとこ
ろによるほか、津波災害の特性を考慮して市町地域防災計画（津波災害対策編）等の整備も検討する。 

(2) 勤務時間外に大規模災害が発生し、交通機関の途絶等により災害対策本部の正常な運営が直ちにでき
ない場合は、あらかじめ市町長が指名する緊急防災要員等による初動体制によって、被害状況の把握等
を行うとともに、災害応急対策を実施する。このため、あらかじめ地震規模や勤務時間外等に対応する
職員の参集基準を明確にしておく。 

 (3) 市町災害対策本部長である市町長の不在時を想定し、事前に代理者を指定しておく。 
(4) 確実な情報収集・伝達が可能となるよう市町内地域ごとの担当職員をあらかじめ定めておく。 
(5) 災害予防及び災害応急対策の実施に当たり、市町災害対策本部は必要に応じ、関係機関相互との連携

の確保に努める。 
 
２ 市町災害対策本部の所掌事務 
(1) 市町災害対策本部が所掌する主な事務は、次のとおりである。 

  ア 津波被害や、その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達 
イ 災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成 
ウ 災害予防及び災害応急対策の実施及び住民の混乱防止に必要な広報 

  エ 消防、水防その他の応急措置 
  オ 被災者の救助、救護、その他の保護 
  カ 施設及び設備の応急復旧 
  キ 防疫その他の保健衛生 
  ク 避難準備情報、勧告又は指示 
  ケ 緊急輸送の実施 
  コ 被災者に対する食料、飲料水及び日用品の確保、供給 
  サ 県災害対策本部（県災害警戒本部）への報告及び必要な要請 
  シ 県災害対策本部（県災害警戒本部）との災害応急対策の連携 
ス 防災関係機関に対する、資料・情報の提供等の協力要請 
セ 自主防災組織との連携及び指導 
 ソ ボランティア等への支援 
 

(2) 消防、水防機関は、特に次の事項を重点的に実施する。 
ア 消防本部（消防本部を設置していない場合の消防団本部を含む｡）及び消防署 
(ｱ) 被害状況等の情報の収集と伝達 
(ｲ) 消火活動、水防活動及び救助活動 
(ｳ) 地域住民等への避難の勧告又は指示の伝達 
(ｴ) 火災予防の広報 

イ 消防団、水防団 
(ｱ) 被害状況等の情報の収集と伝達 
(ｲ) 消火活動、水防活動及び救助活動 
(ｳ) 一時避難場所の安全確保及び避難路の確保 
(ｴ) 地域住民等の避難場所への誘導 
(ｵ) 住民等の危険区域からの避難の確認 
(ｶ) 自主防災組織との連携、指導、支援 

 
３－２－３ 関係機関の活動 
 
１ 指定地方行政機関 
(1) 四国管区警察局 
  ア 管区内各県警察の実施する災害警備活動の連絡調整 
  イ 隣接管区警察局及び管区内防災関係機関との連携 
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  ウ 警察通信施設の防護並びに通信統制 
  エ 管区内各県警察の相互援助の調整 
(2) 四国総合通信局 
  ア 電気通信及び放送の確保のための応急対策並びに非常通信の運用・監理 
  イ 災害対策本部等からの要請による災害対策用無線機の無償貸与 
(3) 四国財務局（松山財務事務所） 
  ア 公共土木施設災害復旧事業費査定立会 
  イ 農林水産業施設災害復旧事業費査定立会 
  ウ 有価証券の受渡に関する措置 
  エ 災害時における金融情勢等の調査及び必要と認められる範囲内で次の事項の実施を指導 
   (ｱ) 災害関係の融資 
   (ｲ) 預貯金の払戻及び中途解約 
   (ｳ) 手形交換、休日営業等 
   (ｴ) 保険金の支払及び保険金の払込猶予 
   (ｵ) 営業停止等における対応 
  オ 地方公共団体の災害復旧事業債の貸付 
  カ 地方公共団体に対する短期資金の貸付 
  キ 災害応急措置等の用に供する場合の国有財産の貸付 
(4) 中国四国厚生局（四国厚生支局） 
   独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整 
(5) 愛媛労働局 
  ア 事業所等の被災状況の把握 
  イ 二次災害発生の恐れがある事業所に対する災害防止の指導 
(6)  農林水産省生産局、食料産業局及び中国四国農政局 
  ア 生鮮食料品等の情報の収集、供給対策の実施の推進及び連絡調整 
  イ 被災害農林漁業者等に対する資金の融通、指導 
  ウ 食料の供給及び緊急引渡しの措置 
(7) 四国森林管理局愛媛森林管理署 
   県、市町からの要請に対する災害復旧用材（国有林材）の供給 
(8) 四国経済産業局 
  ア 被災商工業、鉱業等の事業者の業務の正常な運営の確保 
  イ 防災関係物資の適正な価格による円滑な供給の確保 
  ウ 電気、ガスの復旧促進 
  エ 原子力災害の応急対応 
(9) 中国経済産業局 
   電気の供給の確保に必要な指導 
(10) 中国四国産業保安監督部 
   電気の復旧促進に関する措置（但し、今治市（平成１７年１月１５日における旧越智郡吉海町、宮窪

町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域）、越智郡上島町に限る）。 
(11) 中国四国産業保安監督部（四国支部） 
  ア 電気、ガスの復旧促進に関する措置 
  イ 高圧ガス、火薬類、液化石油ガスに関する災害の応急対応に関する措置 
  ウ 原子力災害の応急対応に関する措置 
(12) 四国地方整備局（松山河川国道事務所、大洲河川国道事務所、松山港湾・空港整備事務所） 
   管轄する河川、道路、港湾等について管理を行うほか次の事項を行うよう努める。 
  ア 施設対策等 

(ｱ) 河川管理施設等の対策等 
(ｲ) 道路施設対策等 
(ｳ) 営繕施設対策等 
(ｴ) 電気通信施設対策等 

  イ 災害対策用建設機械等の出勤及び管理 
  ウ 他機関との協力 
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  エ 広報 
  オ 港湾・海岸保全施設等の被災に対する総合的な応急対策並びに応急復旧に関する計画・指導及び事

業実施 
  カ 海上の流出油災害に対する防除等の措置 
(13) 四国運輸局（愛媛運輸支局） 
  ア 陸上輸送に関すること 

(ｱ) 緊急輸送の必要性があると認める場合は、自動車輸送事業者に対する輸送力の確保に関しての措
置 

(ｲ) 県からの要請に対する車両等の調達のあっせん 
  イ 海上輸送に関すること 

(ｱ) 県内の海上輸送事業者に対する緊急海上輸送の協力要請 
(ｲ) 県内の船舶が使用できない場合の他県に対する支援要請 

(14) 大阪航空局（松山空港事務所） 
  ア 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するための必要な措置 
  イ 遭難航空機の捜索及び救助 
(15) 大阪管区気象台（松山地方気象台） 
  ア 津波警報、津波注意報の通知、津波予報、津波情報、地震情報等の伝達 
  イ 異常な自然現象（異常水位、潮位、地すべり、土地の隆起等）に関する情報が発見者又は行政機関

から通報されたときの適切な措置 
(16) 第六管区海上保安本部（松山海上保安部、今治海上保安部、宇和島海上保安部） 
  ア 在港船舶等に対する津波警報等の伝達周知 
  イ 海難船舶等の人命の安全確保 
  ウ 主要港湾等の被害調査 
  エ 危険物積載船及び在港船等の保安のための避難勧告、入港制限、移動命令、航行制限、荷役の中止

勧告等海上交通の安全確保に必要な措置 
  オ 海洋汚染の防止、船舶交通の障害となる物の除去に関する措置 
  カ 船舶交通安全のための水路の測量及び応急航路標識、信号の設置 
  キ 人命の救護に必要な緊急輸送 
  ク 沿岸周辺海域における治安の維持 
  ケ 沿岸周辺における関係機関との連携 
 
２ 指定公共機関 
(1) 日本郵便株式会社（四国支社） 
  ア 郵便物の送達の確保            
  イ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す郵便物の料金免除、被災地あて救助用郵

便料金免除 
  ウ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等に付加される寄附金の配分 
  エ  郵便局の窓口業務の維持に関すること 
 (2) 日本銀行（松山支店） 
  ア 通貨の円滑な供給の確保及び損傷通貨の引換え 
  イ 被災地における現金供給のための緊急輸送・通信手段の活用 
  ウ 金融機関の業務運営確保及び非常金融措置実施のためのあっせん・指導 
  エ 被害状況の実態把握と復旧融資円滑化のための金融機関の指導 
  オ 各種金融措置に関する広報 
 (3) 日本赤十字社（愛媛県支部） 
  ア 医療、助産及び死体処理に関する応急応援 
  イ 被災者に対する救援物資の配布 
  ウ 義援金品の募集・配分 
  エ 救助に関する協力奉仕者等の連絡調整 
 (4) 日本放送協会（松山放送局） 
  ア 災害時の混乱防止及び災害の復旧に資するための適時適切な関連番組の編成 
  イ 被害状況、応急対策の措置状況、復旧の見込み等に関する迅速かつ的確な放送の実施 
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  ウ 地方公共団体及び関係機関からの要請に基づく気象、地象に関する予報、警報等の適時適切な放送 
 (5) 西日本高速道路株式会社（四国支社） 

ア 交通状況に関する関係機関との情報連絡 
  イ 緊急輸送道路確保のための応急復旧作業の実施 
  ウ 県公安委員会が行う緊急輸送道路確保に関する交通規制への協力 
  エ 地震発生時に消防機関が行う消火活動、救助活動への協力 
  オ 高速道路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備等の拠点と

して使用させるなどの救助・救命活動への支援 
(6) 本州四国連絡高速道路株式会社（しまなみ尾道管理センター、しまなみ今治管理センター） 
  ア 交通状況に関する関係機関との情報連絡 
  イ 緊急輸送道路確保のための応急復旧作業の実施 
  ウ 県公安委員会が行う緊急輸送道路確保に関する交通規制への協力 
  エ 地震発生時に消防機関が行う消火活動、救助活動への協力 
  オ 高速道路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備等の拠点と

して使用させるなどの救助・救命活動への支援 
(7) 電源開発株式会社（西日本支店高松事務所） 
   施設及び設備の被害、復旧の状況の把握と防災関係機関への通報 
(8) 四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社（松山営業所） 
  ア 災害時における応急救護活動 
  イ 応急復旧用資材等の確保 
  ウ 危険地域の駅の旅客等に対する避難場所への避難誘導 
  エ 鉄道施設の早期復旧 
(9) 西日本電信電話株式会社（愛媛支店）、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ   
  ア 防災関係機関の非常・緊急通信の優先確保 
  イ 被害施設・設備の早期復旧 
  ウ 災害用伝言ダイヤルサービス「１７１」、ｉモード災害用伝言板サービスの提供 
(10) 日本通運株式会社（松山支店、新居浜支店、今治支店、八幡浜支店） 
   緊急輸送車両の確保及び運行による災害応急対策の実施 
(11) 四国電力株式会社（松山支店、新居浜支店、宇和島支店）、中国電力株式会社（広島支社） 
  ア 発電所、変電所施設の被害状況の把握と防災関係機関への緊急事態の通報 
  イ 施設及び設備の被害、復旧の状況、感電及び漏電防止に関しラジオ、テレビ等を利用した広報 
  ウ 被害施設設備の早期復旧 
(12) ＫＤＤＩ株式会社 
  ア 地震情報の伝達 
  イ 重要な通信を確保するために必要な措置の実施 
  ウ 災害用伝言板サービスの提供 
(13) 独立行政法人国立病院機構（本部中国四国ブロック事務所） 
   被災地における医療救護活動の実施 
  ア 災害時における国立病院機構の医療班の編成、連絡調整並びに派遣の実施  
  イ 広域災害における国立病院機構からの医療班の派遣・輸送手段の確保 
  ウ 災害における国立病院機構の被災情報収集、通報 
   
３ 指定地方公共機関 
 (1) 伊予鉄道株式会社 
   被害発生の防御及び拡大防止のための緊急措置の実施 
 (2) 社団法人愛媛県医師会、社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会 
   救護所、救護病院等における医療救護活動の実施 
 (3) 社団法人愛媛県歯科医師会 
  ア 検死時の協力 
  イ 救護所、救護病院等における医療救護活動の実施 
 (4) 南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレビ、株式会社

エフエム愛媛 
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  ア あらかじめ県と締結した災害時における放送要請に関する協定に基づく放送の実施 
  イ 地震情報や国、県、市町、防災関係機関等の地震災害応急対策実施状況の放送 
  ウ 県の広報、県内各地の状況、防災措置の状況等の放送 
 (5) 四国ガス株式会社 
  ア 原料貯槽、ガスホルダ－等主要施設における流出防止のための緊急遮断 
  イ 利用者へのガス栓の閉止等の広報及び被害状況の把握と製造、供給制限 
  ウ 必要に応じた代替燃料の供給 
  エ 災害応急復旧の早期実施 

 
 
※資料 １ 愛媛県災害対策本部条例 （資料編２０－１）  

２ 愛媛県災害対策本部要綱 （資料編２０－５） 
３ 愛媛県防災会議条例   （資料編２１－１） 
４ 愛媛県防災会議委員名簿 （資料編２１－４） 
５ 防災関係機関及び連絡窓口（資料編２１－６） 
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第３章 情報の収集・連絡及び活動体制の確立 【危機管理課】 
 
津波が発生した場合、地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震の状況等）や津波警報等、被害情報

及び関係機関が実施する応急対策の活動情報は効果的に応急対策を実施する上で不可欠であり、このため、
津波の規模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこととするが、この場合、概括的
な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材、情報システムを用いて伝達・共有し、必要に応じて連
絡調整のための職員を相互に派遣するなどして、被害規模の早期把握や情報の共有を行う。 

 
３－３－１ 情報活動の強化 
 
１ 地震発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 
(1) 県の活動 

県は、市町等から情報を収集するとともに、自らも消防防災ヘリコプターによる偵察やヘリコプター
テレビ電送システム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報等
により、概括的な情報を速やかに把握し、これらの情報を消防庁へ報告するとともに、必要に応じ関係
省庁及び関係地方公共団体に連絡する。また、県警察は被害に関する情報を把握し、これを警察庁に連
絡する。 

 (2) 市町の活動 
市町は、津波による人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害状況及び火災、津波

の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直
ちに県へ連絡する。 
ただし、通信の途絶等により県へ連絡できない場合は、国（総務省消防庁経由）へ連絡する。特に、

行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、市町は、住民登録の有
無にかかわらず、当該市町の区域（海上を含む。）内で行方不明となった者について、警察等関係機関
の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、行方不明者として把握した者が、他の市
町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者な
ど住民登録の対象外の者は外務省）又は都道府県に連絡するものとする。 

 
２ 情報活動における連携強化 
 (1) 情報の収集及び伝達は、県災害対策本部（県災害警戒本部）と各地方本部又は支部、地方本部又は支

部と市町災害対策本部の各相互間のルートを基本として、警察署及び各防災関係機関と密接な連携のも
とに行う。 

 (2) 情報活動の連携強化のため、警察署は、必要に応じて地方本部及び市町災害対策本部に警察官を派遣
するものとし、地方本部も必要に応じて市町災害対策本部に職員を派遣する。 

 
３ 報道機関との情報活動の連携 
  日本放送協会、南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会社愛媛朝日テレ
ビ及び株式会社エフエム愛媛は、災害対策基本法に基づき、あらかじめ県と締結した災害時における放送
要請に関する協定により正確、迅速な情報の伝達を行う。 

 
４ 国の非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）との連携 
  非常災害対策本部（又は緊急災害対策本部）に対する報告、要請等は、県災害対策本部においてとりま
とめて実施する。 

  また、非常災害現地対策本部（又は緊急災害現地対策本部）が設置された場合には、県災害対策本部は
当該現地対策本部との連携を図る。 

 
５ 異常現象発見者の通報義務 

異常な引潮や、海面の急激な盛り上がり等、津波が発生するおそれがある異常現象を発見した者は、直
ちにその旨を市町長または警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 
また、何人もこの通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。この通報を受けた警察官

または海上保安官は、その旨を速やかに市町長に、また市町長は、松山地方気象台、県（危機管理課）、
その他の関係機関に通報しなければならない。 
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３－３－２ 災害情報等の収集連絡 
 
１ 県の活動 

    被害状況及び災害応急対策に関し、収集・伝達すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
    なお、被害状況を早期に把握するため、消防防災ヘリコプターテレビ電送システム、ヘリコプター

衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ、震度情報ネットワークシステム、潮位観測システム、
四国地方整備局からの映像情報等の活用に努める。また、県や市町等における被害情報等の共有化を
図るための、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用にも努める。 

    ア 被害状況 
    イ 火災の発生状況と延焼拡大状況 
    ウ 市町及び防災関係機関の災害応急対策実施状況及び災害対策本部設置状況 
    エ 交通規制等道路交通状況 
    オ ガス、水道、電気、電話等ライフライン関連施設の状況 
    カ 住民の避難状況 
    キ 県が実施する応急対策の活動状況 
    ク 自衛隊活動状況 
    ケ 緊急等輸送実施状況 
    コ 後方医療機関の活動状況 
    サ その他 
 
２ 市町の活動 

  (1) 津波情報等の受理・伝達・周知 
    ア 県災害対策本部（県災害警戒本部）から通知される津波に関する情報等は、市町災害対策本部

（災害対策本部設置前においては防災担当課）において受理する。 
    イ 受理した情報については、防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消

防無線、有線放送、広報車、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、伝達手段の多重
化・多様化に努め、住民に対して周知徹底を図る。 

  (2) 被害状況及び災害応急対策に関する情報の収集・伝達 
    収集、伝達すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
    また、119 番通報状況により被害概況を早期に把握するとともに、市町職員を地域へ派遣するほか､

消防団員､自主防災組織の構成員等のうちから情報の収集・伝達責任者をあらかじめ定めるなどによ
り、迅速かつ正確な情報の収集に努める。 

    ア 被害状況 
    イ 避難の勧告、指示又は警戒区域設定状況 
    ウ 緊急援護物資等の在庫並びに供給状況及び応急給水状況 
    エ 物資の価格、役務の対価動向 
    オ 金銭債務処理状況及び金融動向 
    カ 避難所の設置状況及び住民の避難生活状況 
    キ 救護所の設置状況並びに周辺医療機関及び病院の活動状況 
    ク 観光客等の状況 
    ケ 県の実施する応急対策の実施状況 
 
３ 防災関係機関 

  (1)  県災害対策本部（県災害警戒本部）から伝達される津波に関する情報等の受理については、あら
かじめ受信方法や受領者等を定めておく。 

  (2) 収集すべき情報の主なものは、次のとおりである。 
    ア 被害状況 
    イ 災害応急対策実施状況 
    ウ 復旧見込等 
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３－３－３ 情報の収集 
 
１ 県の活動 
 (1) 多様な通信手段の使用 

    情報の収集は、県防災通信システム（地上系・衛星系）、衛星携帯電話、衛星インターネット等、
多 様な通信手段で行う。また、既存の通信手段が使用できない場合には、協定に基づき民間通信各
社から無償貸与される衛星携帯電話などを活用する。 

  (2) 職員派遣等による収集 
    ア 県災害対策本部（県災害警戒本部）及び地方本部は、必要に応じ市町に職員を派遣し、又は関

係機関を通じ市町の応急対策実施状況及び管内被災状況等に関する情報収集を行う。 
    イ 地方本部構成機関についても、管内区域の被災状況及び応急対策実施状況等に関する情報の収

集に努め、所属地方本部又は支部及び関係部局へ連絡する。 
    ウ 公共土木施設等の管理者は、あらかじめ定める計画に基づき、現地に職員を派遣し道路、港湾

及び漁港等の被害状況の情報を収集する。 
      なお、職員の派遣が困難な場合は、建設業協会等に対して別に定める協定等に基づき、公共土

木施設等の被害状況の情報の収集を要請する。 
 (3) 参集途上の職員による収集 

    勤務時間外において津波が発生した場合には、参集職員から居住地及び参集途上の各地域における
被害概況について、情報収集を行う。 

  (4) 防災関係機関からの収集 
    防災関係機関から県防災通信システム（地上系）や専用回線等により被害情報の収集を行う。 
 

２ 市町の活動 
   市町災害対策本部は、防災行政無線（同報系）、消防無線、衛星携帯電話等により情報を収集するほ

か、次の手段、方法を用いる。 
 (1) 職員派遣による収集 

    地震発生後､直ちに職員を地域に派遣し､被害状況及び災害応急対策実施状況等の情報を収集する。 
  (2) 自主防災組織等を通じた収集 
    被害情報及び災害応急対策実施状況等の収集は、関係機関や諸団体のほか自主防災組織等に協力を

求めて実施する。特に、初期の情報は、住民組織の長等から直ちに市町長に通報がなされるよう市町
地域防災計画において体制を整えておく。 

  (3) 参集途上の職員による収集 
    勤務時間外において津波が発生した場合には、参集職員から居住地及び参集途上の各地域における

被害概況について、情報収集を行う。 
(4) 県への応援要請 

    被害が甚大な市町において、情報の収集及び状況調査が不可能な場合や調査に専門的な技術を必要
とする場合は、県又は関係機関に応援を要請する。 

(5) 防災関係機関からの収集 
    情報の収集、調査については、警察、県及び関係機関と充分連絡をとる。 
 

３ ヘリコプターによる情報収集 
   甚大な被害が予想される場合、県、県警察、自衛隊、第六管区海上保安本部及びヘリコプターを所有

する各機関は、次の事項に重点を置き、速やかに被害状況の偵察活動を実施し、その結果を県災害対策
本部（県災害警戒本部）に通報する。 

   (1) 火災発生場所、延焼の状況 
   (2) 津波等の発生状況 
   (3) 道路被害状況（道路交通機能確保状況） 
   (4) 建築物の被害状況（概括） 
   (5) 公共機関及び施設の被害状況 
   (6) 住民の動静、その他 
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３－３－４ 情報の伝達 
 
 県と市町の間の情報の伝達は、県防災通信システム（地上系・衛星系）をはじめ多様な通信手段で行う。
また、既存の通信手段が使用できない場合には、協定に基づき民間通信各社から無償貸与される衛星携帯電
話などを活用する。 
 内閣総理大臣官邸及び緊急災害対策本部等と直接通信連絡を行う必要がある場合には、中央防災無線を用
いる。 
 また、県民に広く伝達する場合は、情報を報道機関に提供し、ラジオ、テレビ等を用いて周知徹底を図る。 
 市町は、防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無線、有線放送、広報車又
は自主防災組織、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、伝達手段の多重化・多様化に努め、住
民への伝達を行う。 
 
３－３－５ 報告及び要請事項の処理 
 
１ 報告責任者 
  県及び市町等の防災関係機関は、災害報告のため、あらかじめ報告責任者を定めておく。 
 
２ 県の活動 
 (1) 国（総務省消防庁経由）及び防災関係機関に対する報告・要請 
    ア 国（総務省消防庁）に対する被害状況及び講じた措置の報告並びに必要な措置の要請は、県災害対

策本部（県災害警戒本部）より消防防災無線電話等により行う。 
    また、防災関係機関に対し災害対策本部から必要な措置の要請を行う。 
  イ 災害対策基本法  第 53 条第２項の規定に基づき、県が内閣総理大臣に被害状況等を報告すべき

災害は、次のとおりである。 
(ｱ) 災害対策本部を設置した災害 
(ｲ) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められる程度の災害 
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に定める災害になる恐れのある災害 
(ｴ) 地震が発生し県内で震度４以上を記録したもの 
 なお、内閣総理大臣への報告は、報告すべき災害を覚知したとき、原則として、覚知後３０分以内に
可能な限り早く、把握できた範囲でその第一報を県から消防庁へ報告し、消防庁が内閣府（内閣総理大
臣）へ報告する。 
 なお、第一報は、迅速な情報の収集・伝達に特に留意し､当該災害等の概要と被害等の状況を把握で
きる範囲内で行うとともに、被害等の状況（特に死傷者の数）の判明又は災害等の状況の変化に応じ、
逐次、第二報以降の情報収集・伝達を行う。 
 

      区 分 
 回線別 

平日（9:30～18:15） 
総務省消防庁広域応援室 

左記以外 
総務省消防庁宿直室 

電 話  ０３－５２５３－７５２７  ０３－５２５３－７７７７ 
ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ  ０３－５２５３－７５５２  ０３－５２５３－７５５３ 
電 話  ６３－９０－４９０１３  ６３－９０－４９１０２ 

消防防災無線 
ＦＡＸ  ６３－９０－４９０３３  ６３－９０－４９０３６ 
電 話  ６４－０４８－５００－９０－４９０１３  ６４－０４８－５００－９０－４９１０２ 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ  ６４－０４８－５００－９０－４９０３３  ６４－０４８－５００－９０－４９０３６ 
 
  ウ 県災害対策本部統括司令部（災害警戒本部災害警戒室）は、各対策部、各地方本部（支部）及び関

係機関からの情報をとりまとめ、本部長、各対策部及び関係機関に対し、逐次報告又は通報する。 
 (2) 各対策部の活動 
   各対策部は、部内各班で収集した情報を、「中間報告・最終報告様式」にとりまとめ、統括司令部

（災害警戒室）に通知する。また、必要に応じて、収集した情報を各班に関係する指定地方行政機関に
通報す 

  る。 
 (3) 各地方本部・支部の活動 
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  ア 地方本部長（支部長）は災害の発生を覚知したときは、各班長を通じて積極的に情報収集にあたら
せるものとし、必要に応じ、調査班を編成する等、総合的な被害調査に努める。 

  イ 地方本部長（支部長）は、管内市町から情報収集及び状況調査について応援を求められたときは､
速やかに職員を派遣して応援協力する。 

  ウ 地方本部長（支部長）は、管内市町長からの災害即報を「中間報告・最終報告様式」によりとりま
とめ、直ちに県本部に対し報告する。 

 
３ 市町の活動                 
 (1) 市町災害対策本部は、被害状況、要請事項や市町の災害応急対策実施状況、災害対策本部設置状況等

を速やかに県災害対策本部（県災害警戒本部）に対し報告又は要請を行う。 
   ただし、県災害対策本部（県災害警戒本部）に報告できない場合は、一時的に消防庁へ報告する。ま

た、当該市町の区域内で震度５強以上を記録した場合（被害の有無を問わない。）には、市町から直接
消防庁へも報告する。なお、連絡がつき次第、県災害対策本部（県災害警戒本部）にも報告する。 

   情報及び要請すべき事項の主なものは次のとおりである。 
ア 緊急要請事項 
イ 被害状況 
ウ 市町の災害応急対策実施状況 
 なお、消防機関への通報が殺到した場合及び当該市町の区域内で震度５強以上を記録した場合は、直
ちにその状況を県災害対策本部（県災害警戒本部）及び直接消防庁へも、原則として、覚知後３０分以
内で可能な限り早く、把握できた範囲で、報告する。この場合において、消防庁長官から要請があった
場合は、市町は第一報後も引き続き報告を行う。 

 (2) 防災関係機関は、被害状況、要請事項、災害応急対策実施状況等を速やかに県災害対策本部（県災害
警戒本部）に対し、報告又は要請を行う。 

 
 
  ※資料 １ 災害情報報告                       （資料編５－ １） 
      ２ 災害対策基本法施行令第２２条に基づく協定（緊急放送要請） （資料編５－ ２） 
      ３ 地震・津波に関する情報の解説               （資料編２－ ４） 
      ４ 地震・津波に関する情報の伝達系統             （資料編２－ ５） 
      ５ 障害時における津波予報の伝達様式             （資料編２－ ６） 
      ６ 震度観測地点一覧表                    （資料編２－ ７） 
      ７ 総務省の災害対策用無線機無償貸与制度           （資料編６－１２） 
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第４章 広報活動 【広報広聴課、危機管理課】 
 
 津波による災害の同時性、広域性、多発性という特殊性を考慮した広報体制を確立するとともに、報道機
関、市町及び防災関係機関との連携を密にして、県民や地域住民等のニーズに応じた適切かつ迅速な広報を
行う。 
 広報活動は、原則として本部長等が承認した内容を広報責任者が行う。 
 
３－４－１ 県の活動  
 
１ 広報事項 
  津波の規模、態様に応じて、報道機関、市町及び防災関係機関との連携を密にして､次の事項を主とし
て広報を実施する。 

 (1) 災害対策本部（災害警戒本部）の設置 
 (2) 災害の概況 
 (3) 津波等に関する情報及び注意の喚起 
 (4) 津波発生時の注意事項 
 (5) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）の被害状況 
 (6) 交通機関の運行状況及び交通規制の状況 
 (7) 流言飛語防止等の県民への呼びかけ 
 (8) 自主防災組織に対する活動実施要請 
 (9) 不足物資やボランティア募集情報等の受援情報の県外発信 
(10) 災害復旧の見込み 
 
２ 広報実施方法 
  広報の実施にあたっては、情報の出所を明確にして次の方法によるものとするが、災害の規模、態様に
応じて最も有効な方法とみられる方法による。 
 なお、その際、災害時要援護者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、
所在を把握できる広域避難者等にも配慮した広報を行う。 

 (1) 報道機関による広報 
  ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関に対し、情報及び資料を提供し、広報について協力を要請する。 
  なお、甚大な被害が発生し、災害対策本部（災害警戒本部）を設置した場合においては、必要に応じ
て記者発表を行うなど、一元的に実施する。 

 (2) 一般広報 
  ア 広報紙（臨時を含む）等による広報 
  イ 県提供のテレビ及びラジオの広報番組を活用した広報 
  ウ 広報車（広報設備のある車両）等（航空機、ヘリコプター等を含む）による広報 
  エ 市町等の広報体制を活用した広報等 
  オ 相談窓口等の設置 
  カ 県のホームページ等を活用した広報 
 (3) その他適当な方法 
   その他活用できるあらゆる媒体を通じて広報活動を行う。 
 
３ 市町からの広報要請の処理 
  市町から広報の要請を受けた場合には、報道機関等の協力を得てこれを実施する。 
 
４ 県民からの問い合わせ等の処理 
  復旧状況等の問い合わせに対応するため、地方局総務県民課に窓口を設置する。 
 
５ 報道機関からの災害記録写真の収集 
  災害対策本部（災害警戒本部）が災害記録を収集しようとする場合は、報道機関が撮影したものについ

て、提供を依頼する。 
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６ 国会、中央省庁等に対する広報 
  災害対策本部（災害警戒本部）は、災害の規模により、国会、中央省庁等に対して広報する必要がある
と認めた場合は、東京事務所を通じ、直接災害情報資料を提供して広報に努める。 

 
３－４－２ 市町の活動  
 
１ 広報事項 
  市町は、管内の各防災機関が実施する広報を調整し、関係機関と連携して、住民生活に密接に関係ある

事項を中心に適切かつ迅速な広報を行う。 
  主な広報事項は次のとおりである。 
 (1) 災害対策本部設置に関する事項 
 (2) 災害の概況 
 (3) 津波等に関する情報及び注意の喚起 
 (4) 津波発生時の注意事項 
 (5) 避難準備情報、勧告、指示及び避難場所 
 (6) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）の被害状況 
 (7) 食料及び生活必需品の供給に関する事項 
 (8) 防疫に関する事項 
 (9) 医療救護所の開設状況 
(10) 被災者等の安否情報 
(11) 不安解消のための住民に対する呼び掛け 
(12) 自主防災組織に対する活動実施要請 
(13) 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み 
(14) 帰宅困難者に対する災害、避難情報等の提供 
(15) 災害復旧の見込み 
(16) 被災者生活支援に関する情報 
 
２ 広報実施方法 
  被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることに鑑み、あらゆる広報媒体（ラジオ、

テレビ、新聞、広報車、インターネット等）を利用して有効、適切と認められる方法により広報を行う。
特に、災害時要援護者に対する広報は、あらかじめ策定した支援プランに基づき、確実な情報伝達が可能
な手段を確保する。 

 (1)  防災行政無線（同報系）、有線放送等による広報 
 (2) 広報車による広報 
 (3) 報道機関を通じた広報 
 (4) 広報紙の掲示、配布 
 (5) 広域避難所への広報班の派遣 
 (6) 自主防災組織を通じた連絡 
 (7) 総合案内所、相談所の開設 
 (8)  インターネット（ホームページ）、携帯電話等を活用した情報提供 
 
３ 県に対する広報の要請 
  県に対して広報の要請を行う場合は、広報文案を添えて行う。 
 
３－４－３ 関係機関の活動  
 
１ 広報事項 
  防災関係機関は、各防災業務計画等の定めるところにより、次の事項について災害の状況に応じ適宜適
切な災害広報を実施する。 

 (1) 電気、ガス、水道、電話等（ライフライン）及び鉄道、道路等の被害状況 
 (2) 災害応急対策状況及び復旧見込 
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２ 広報実施方法 
  広報は、各防災関係機関の責任において、報道機関等の協力を得て行う。 
  この場合、県及び市町との連携を密にする。 
 
３－４－４ 県民が必要な情報を入手する方法  
 
 県民等は、各人がそれぞれ正しい情報を正確に把握し、適切な行動及び防災活動を行うよう努める。 
 
１ 情報源と主な情報内容 
 (1) ラジオ、テレビ、インターネット、ＣＡＴＶ 
   知事、市町長の放送要請事項、津波警報等の地震情報、交通機関運行状況等 
 (2) 防災行政無線（同報系）、コミュニティＦＭ、緊急速報メール、消防無線、有線放送、広報車、ソー

シャルメディア、ワンセグ放送 
   主として市町内の情報、指示、指導等 
 (3) 自主防災組織を通じての連絡 
   主として市町災害対策本部からの指示、指導、救助措置等 
 (4) サイレン等 
   津波警報、火災発生の通報 
(5) 県や市町のホームページ 
   各種警報、避難勧告等の発令状況、被害情報、道路情報等 
 
３－４－５ 広聴活動  
 
 県、市町及び各防災関係機関は、被災住民、関係者等からの問合せ、相談、要望、苦情等に対応し、適切
な応急対策を推進するため、相談窓口等を開設する。 
 
 

※資料 災害対策基本法施行令第 22 条に基づく協定（緊急放送要請）（資料編５－２） 
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第５章 避難活動 【危機管理課】 
 
 大規模地震発生時においては、津波等の発生が予想されるなか、迅速、的確な避難活動を行う必要がある
ため、市町等は、避難のために可能な限りの措置をとることにより、生命、身体の安全の確保に努める。そ
の際、災害時要援護者についても十分配慮する。 
 なお、住民に対し避難を求めるにあたっては、自らの身の安全を確保しつつ、地域の防災活動に参加する
ことをあわせて啓発する。 
 
３－５－１ 避難の勧告及び指示  
 
 震災時に同時多発の火災が拡大延焼するなど、その地域住民の生命及び身体を災害から保護するため必要
と認められるときは、当該地域住民に対して避難のための勧告及び指示を行う。 
 また、津波警報、津波注意報、津波情報又は津波予報が発表された場合は、迅速かつ正確に住民、釣り人、
海水浴客等の観光客、船舶等に伝達するとともに、津波による被害が発生すると判断した場合は、速やかに
的確な避難勧告、又は指示を行い、安全な避難誘導を行う。 
 
１ 避難準備情報、勧告・指示の基準 
 (1) 市町長 
   災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければ人的被害の発生する

可能性が高まったとき避難準備情報を提供する。 
   また、市町の区域において災害が発生する恐れがあり、住民の生命及び身体を保護するため必要があ

るときは、必要と認める地域の住民等に対し避難の勧告をする。 
   さらに、危険の切迫度及び避難の状況等により急を要するときは避難の指示をする。これらの場合、

市町長は、直ちに地方本部長又は支部長を通じて知事（災害対策本部長）に報告する。 
(2) 警察官又は海上保安官 
   市町長が避難の指示を行うことができないと認めるとき、又は市町長から要請があったときは、住民

に対して避難の指示を行う。この場合、警察官又は海上保安官は、直ちに避難の指示をした旨を市町長
に通知する。 

 (3) 知事又はその命を受けた職員 
   知事又はその命を受けた職員は、災害の発生により市町長がその事務の全部又は大部分の事務を行う

ことができなくなったときは、市町長に代わって避難の勧告又は指示をする。この場合、知事はその旨
を公示する。 

 (4) 自衛官 
   災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察官又は海上

保安官がその現場にいない場合に限り、危険が切迫している住民等に対し、避難の措置を講じる。 
 
２ 避難準備情報、勧告又は指示の内容 
  避難準備情報の提供、勧告又は指示の発令は、次の事項を明示して行い、避難行動の迅速化と安全を図
る。 

  ただし、指示の内容を明示するいとまがない場合、この限りではない。 
 (1) 要避難対象地域 
 (2) 避難先 
 (3) 避難理由 
 (4) 避難経路 
 (5) 避難時の服装、携行品 
 (6) 避難行動における注意事項 
 
３ 避難準備情報、勧告又は指示の伝達方法 
  避難準備情報の提供、勧告又は指示を行った場合、市町は直ちに勧告又は指示が出された地域の住民に
対して、防災行政無線（同報系）等により放送、広報車等による呼びかけを実施するほか、警察官、自衛
官、海上保安官、自主防災組織等の協力を得ながら周知徹底を図る。 

  また、市町は、災害時要援護者について、地域住民、自主防災組織、福祉事業者等の協力を得ながら、
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あらかじめ策定した要援護者支援プランに基づき避難誘導を行う。 
 
４ 警戒区域の設定 
 (1) 設定の基準 

ア 市町長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命や身体に対
する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定する。 

イ 警察官又は海上保安官は市町長（権限の委託を受けた市町の職員を含む。）が現場にいないとき、
又は市町長から要請があったときは警戒区域を設定する。この場合、警察官又は海上保安官は直ちに
その旨を市町長に通知する。 

ウ 知事は、災害の発生により市町長が警戒区域を設定することができなくなったときは、市町長に代
わって警戒区域を設定する。この場合、知事はその旨を公示する。 

エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、市町長（権限の委託を受けた市町の職員を含む。）警察
官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。この場合、自衛官は直ちにそ
の旨を市町長に通知する。 

 (2) 規制の内容及び実施方法 
ア 市町長、警察官、海上保安官、知事又は自衛官は警戒区域を設定したときは、退去又は立入禁止の
措置を講じる。 

イ 市町長、警察官及び海上保安官は、協力して住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防
犯・防火のためのパトロールを実施する。 

 
３－５－２ 避難の方法  
 
 沿岸部で強い揺れを感じたとき、又は弱い地震であっても長時間にわたる揺れを感じたときは、迷うこと
なく自主的に周囲の人に声をかけながら高い場所に避難する。 
 

ア 住民等は、非常用持出品を持って、協力してあらかじめ定めた一時避難場所へ集合する。 
イ 自主防災組織及び事業所等の防災組織（以下「自主防災組織等」という。）は、地域の災害時要援護
者の避難誘導・救出・救護・消火・情報収集を行う。 

ウ 住民等は、津波による危険が迫り、一時避難場所の安全が十分確保できない場合には、さらに高台
を目指して避難する。 

エ 学校においては、それぞれの地域の特性等を考慮したうえで、避難場所、経路、時期及び誘導、並
びに指示の伝達方法等のほか、児童生徒の保護者への引渡しに関するルール及び地域住民の避難場所
となる場合の受入方法等をあらかじめ定める。 

オ 一時避難場所へ避難した住民等は、避難が長期に及ぶ場合、自主防災組織等、市町職員、警察官、
海上保安官又は自衛官の誘導のもとに、収容場所へ避難する。 

 
３－５－３ 避難道路の確保  
 
 市町は、避難路の選定にあたっては、危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生の恐れのある場所を
避け、職員の派遣及び警察官・自主防災組織等の協力により避難道路上にある障害物の排除に努め、避難の
円滑化を図る。 
 
３－５－４ 避難所への市町職員等の配置 
 
 市町が設定した避難場所（一時避難場所及び広域避難場所）には、避難誘導、情報伝達、応急救護のため
市町職員（消防職員、消防団員を含む。）を配置する。また、必要により警察官の配置を要請する。 
 
３－５－５ 避難所における市町職員等の役割 
 
１ 市町職員 
  避難所に配置された市町職員は自主防災組織等の協力を得て次の事項を実施する。 
 (1) 被災者の収容 
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 (2) 被災者に対する食料、飲料水の配給 
 (3) 被災者に対する生活必需品の供給 
 (4) 負傷者に対する医療救護 
 (5) 津波・火災等の危険状況の確認及び避難した者への情報伝達 
 (6) 避難した者の掌握 
 (7) 状況に応じ、避難した者への帰宅の指示、保護者への引き渡し又は避難所への収容 
 
２ 避難場所の所有者又は管理者 
  市町が設定した避難場所を所有し又は管理する者は、避難場所の開設及び避難した住民に対する応急の
救護に協力する。 

 
３－５－６ 避難状況の報告  
 
 市町災害対策本部は、避難所を開設した場合、速やかに住民に周知するとともに、県災害対策本部又は県
災害警戒本部（地方本部又は支部経由）をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡を行う。 
 また、災害の規模等により必要があるときは、緊急援護物資の供給等を県災害対策本部又は県災害警戒本
部に依頼する。 
さらに、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、災害時要援護者の居場所

や安否の確認に努め、把握した情報について市町に提供するものとする。 
 
３－５－７ 避難所の設置及び避難生活  
 
１ 基本方針 
 市町は収容を必要とする被災者の救助のために避難所を設置するとともに、自主防災組織及び避難所の
学校等施設の管理者の協力を得て、住民が必要最低限の避難生活を確保できるよう必要な措置を講じる。 
 避難生活の運営に当っては、災害時要援護者や被災時の男女のニーズの違いのほか、プライバシーの確
保にも十分配慮する。 

 
２ 市町の活動 
(1) 避難所の開設 
   市町は、避難が必要になった場合、直ちに避難所を開設し、設置場所等を速やかに住民に周知すると

ともに、円滑な避難生活が行われるように、自主防災組織及び学校等避難施設の管理者の協力を得て、
被災者が必要最低限の避難生活を確保できるよう必要な措置を講じる。 
また、住民の自主避難にも配慮し、避難所の早期開設を検討する。 
なお、健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供のほか、公営住宅や民間賃貸住宅

の空き家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努めることを基本とする。 
 (2) 避難生活及び設置場所 
  ア 避難生活者 

 避難所で避難生活をする者は、災害によって現に被害を受け、又は受ける恐れのある者で居住する
場所を確保できない者とする。 

  イ 設置場所 
 市町は、「市町地域防災計画」に定めた場所に避難所を設置する。 
 また、必要に応じて、あらかじめ指定された施設以外の施設等についても安全性を確認のうえ、管
理者の同意を得て避難場所として活用する。 
 なお、設置場所としては、次の場所が考えられる。 
(ｱ) 一時避難場所は、さらに高台を目指せる場所を選定する。 
(ｲ) 津波や山・崖崩れの危険のない地域に設置する。 
(ｳ) 避難所の設置にあたっては、避難所の被害状況及び安全性を確認のうえ、避難生活者の人数に応
じて次の順位により設置する。 
① 学校、体育館、公民館等の公共建築物 
② あらかじめ協定した民間の建築物 
③ 広域避難場所、一時避難場所等に設置する小屋又はテント等（自主防災組織等が設置するも
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のを含む。） 
(ｴ) 災害時要援護者については、その状況に応じて収容するための社会福祉施設等の確保や、民間賃
貸住宅、旅館・ホテル等の借り上げを行うほか、心身の状態に配慮した応急仮設住宅の設置を検討
するなど、多様な避難場所の確保に努める。 

(ｵ) 状況に応じ、公的宿泊施設、民間宿泊施設、ゴルフ場施設等を確保する。 
(ｶ) 状況に応じ、船舶を宿泊施設として活用する。その場合は、県を経由して四国運輸局愛媛運輸支
局又は愛媛県旅客船協会に船舶のあっせんを要請する。 

 (3) 設置期間 
  市町長は、地震情報、降雨等による災害発生の危険性、住宅の応急修理の状況及び応急仮設住宅の建
築状況等を勘案し、県と協議して設置期間を決める。 

(4) 避難所の運営  
ア 市町は、自主防災組織や学校等避難施設の管理者の協力を得て避難所を運営する。その際、役割分

担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な
組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

イ 避難所には避難所等の運営を行うために必要な市町職員を配置する。また避難所の安全の確保と秩
序の維持のため、必要により警察官の配置を要請する。 

ウ 避難生活の運営に当っては、災害時要援護者に配慮する。 
エ 自主防災組織は、避難所の運営に関して市町に協力するとともに、相互扶助の精神により役割を分

担するなど自主的に秩序ある避難生活を送るように努める。 
オ 市町は、災害時要援護者の保健福祉に対する要望を把握し、介護職員等の応援受入も図りながら保

健福祉サービスの提供に努めるとともに、避難生活が困難な場合は要援護者の社会福祉施設等への移
送に努める。 

カ 市町は、避難場所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。そのため、
食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 

キ 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯
等の頻度、医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要
性、慢性疾患用医薬品等の服薬状況、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健
康状態や避難場所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 

ク 市町は、避難生活等に関する相談窓口の開設又は巡回相談等を実施する。 
ケ 避難場所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等
に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性によ
る配布、避難場所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営
に努める。 

コ 市町は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅や空き家
等利用可能な既存住宅のあっせん等による、避難場所の早期解消に努める。 

サ 保健師等による巡回健康相談等を実施し、避難住民の健康管理（メンタルヘルスを含む）を行う。
特に、エコノミークラス症候群（深部下肢静脈血栓症）、生活不活発病（廃用症候群）、疲労、ストレ
ス緩和、高齢者虐待の防止等について配慮する。 

 
３ 県の活動 
  県災害対策本部（県災害警戒本部）は、市町の報告により、避難所の開設状況を把握しておくとともに、
男女のニーズの違いに配慮しながら、必要に応じて野外収容施設の資機材の調達や設置、緊急援護物資の
供給にあたる。 

  また、被害の様相が深刻で、被災市町に避難所を設置することができないとき、又は市町に適当な建物
若しくは場所がない場合、県は関係市町と協議し、隣接市町に被災住民の収容を委託するほか、隣接市町
の建物若しくは土地を借上げて避難所を設置する。 

  避難所に収容された被災者のうち、住家が滅失して他に居住する住家がなく、自己の資力では新たに住
宅を確保することができない者に対しては、県が応急仮設住宅を設置し供与する。 

  さらに、県は、被災者の避難や収容状況等に鑑み、区域外への広域的な避難や収容の必要があると判断
した場合には、四国４県、中四国９県及び全国都道府県との広域応援協定に基づき各県に支援を要請する
ほか、必要に応じて国に支援を要請し、国が作成する広域的避難収容実施計画に基づき適切な広域的避難
収容活動を実施する。 
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  ※資料 １ 市町避難所総括表                （資料編１２－５） 
      ２ 都市公園現況表                 （資料編１２－６） 
      ３ 四国４県広域応援協定              （資料編１７－１） 
      ４ 中国・四国広域応援協定             （資料編１７－４） 
      ５ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（資料編１７－５） 
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第６章 緊急輸送活動 
【交通対策課、危機管理課、産業政策課、経営支援課、漁港課、港湾海岸課、 
道路維持課】 

 
 緊急輸送は、県民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを原則に、交通関係諸施設など
の被害状況及び復旧状況を把握し、復旧の各段階に応じた的確な対応を行う。 
 県内で輸送手段等の調整ができないときは、国又は災害時における応援協定を締結している各県に協力を
要請する。 
 
３－６－１ 実施機関  
 
 被災者や災害応急対策用員の移送及び災害救助応急対策用資機材の輸送は、それぞれの機関において行う。 
 ただし、実施機関において処理できないときは、市町災害対策本部にあっては、県地方本部又は支部を通
じ、車両、その他の確保又は輸送移送について、県災害対策本部（県災害警戒本部）に対し応援等の要請を
行う。要請を受けた県災害対策本部（県災害警戒本部）は、関係機関に連絡して処置する。 
 
３－６－２ 県の活動 
 
１ 緊急輸送の対象 
  緊急輸送の対象とする人員、物資等は、次のものである。 
(1) 災害応急対策要員として配備される者、又は配置替えされる者 
(2) 医療（助産）救護を必要とする者 
(3) 医療品、医療資機材 
(4) 食料、飲料水等の救護用物資 
(5) 応急復旧資機材 
(6) 公共施設、生活関連施設等の災害防止用及び応急復旧用資機材 
(7) その他知事が必要と認めるもの 
 
２ 緊急輸送の段階別対応 
 (1) 第一段階（被災直後） 

 自衛隊のヘリコプターによる輸送支援を中心に次の輸送を行う。 
ア 災害応急対策要員及び災害応急対策に必要な医療従事者又は医療品等 
イ 無線中継基地、無線局の点検・保守のために必要な人員及び資機材 
ウ 災害の拡大を防止するための人員及び資機材 
エ ヘリコプターの燃料 

 (2) 第二段階（被災後１日～６日程度の間） 
 ヘリコプター、航空機、船舶及び輸送可能な道路を利用して次の輸送を行う。 
ア 第一段階の輸送の続行 
イ 緊急処置を必要とする患者等 
ウ 食料等生命の維持に必要な緊急物資 
エ 輸送路確保のための必要な人員及び資機材 
オ 旅行者等 

 (3) 第三段階（被災後７日間程度以降） 
 陸上及び海上の輸送を中心に次の輸送を実施する。なお陸上交通が不可能な地域に対しては空中輸送
を継続する。 
ア 災害復旧に必要な人員、資機材 
イ 生活必需品 

 
３ 緊急輸送体制の確立  
  輸送施設や交通施設の被害状況及び復旧状況のほか、人員、機材、燃料の確保状況、必要輸送物資の量
等を勘案し、状況に応じた緊急輸送体制を確立し、緊急輸送計画を作成する。 
 (1) 陸上輸送体制 
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ア 陸上輸送路の確保 
(ｱ) 道路管理者、警察及び自衛隊は、連携して、道路施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に

必要な情報を把握するとともに、災害対策本部に連絡する。 
(ｲ) 災害対策本部長（災害警戒本部長）は、道路施設被害等の情報に基づき緊急輸送ルートを選定す

る。 
(ｳ) 道路管理者、警察及び自衛隊は、連携して選定された緊急輸送ルートの確保に努める。 
(ｴ) あらかじめ指定している緊急輸送道路の確保を最優先に、応急復旧や代替道路の設定等を実施す
る。 

イ 輸送手段の確保 
  災害発生時に伴い、県が緊急に自動車等の必要が生じた場合は、自衛隊、四国運輸局愛媛運輸支局

及び防災関係機関等の協力を得て、調達、あっせんをする。 
ウ 協力機関 
 (ｱ) 愛媛県バス協会、愛媛県ハイヤー・タクシー協会 
   愛媛県バス協会、愛媛県ハイヤー・タクシー協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把

握するとともに、被災者移送等の必要が生じたときは、県の要請に基づき乗合乗用自動車等の供給
に協力する。 

 (ｲ) 愛媛県トラック協会 
   愛媛県トラック協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把握するとともに、災害発生時

に被災者、物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間に締結した協定に基づき貨物自動車等の
供給に協力する。 

(ｳ) 愛媛県レンタカー協会 
   愛媛県レンタカー協会は、平素から各加入会社の車両台数の実態を把握するとともに、災害発生

時に応急対策実施のために自動車等の必要が生じたときは、県との間に締結した協定に基づき自動
車等の供給に協力する。 

 (ｴ) 鉄道会社 
   鉄道会社は、災害発生時に被災者、救援物資並びに復旧用資機材等の必要が生じたときは、県の

要請に基づき、車両等の供給に協力する。 
エ 集積所及び要員の確保 
(ｱ) 地方本部（支部）、市町ごとの物資集積所は緊急輸送計画により別に定める。 
(ｲ) 物資拠点施設として民間施設の利用を図り、物資の集積配分業務を円滑に行うため、災害時応援

協定を締結している愛媛県トラック協会や倉庫業者へ物流専門家の派遣を要請するとともに、必要
に応じ物資の集積場所に県職員を派遣する。 
また、訓練を通じて保管・搬出管理等の実効性を高めるものとする。 

(2) 海上輸送体制 
ア 海上輸送路の確保 
(ｱ) 港湾及び漁港の管理者、市町、自衛隊並びに海上保安部は、連携して利用可能な航路、港湾等の

施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に必要な情報を把握するとともに、災害対策本部（災
害警戒本部）に連絡する。 

(ｲ) 災害対策本部長（災害警戒本部長）は、港湾施設の被害等の情報に基づき海上輸送ルートを定め
る。 

(ｳ) 港湾及び漁港の管理者、自衛隊並びに海上保安部は、連携して定められた海上輸送ルートの確保
に努める。 

イ 輸送手段の確保 
 災害発生時に伴い、県が緊急に船舶等の必要が生じた場合は、自衛隊、海上保安部、四国運輸局愛
媛運輸支局及び防災関係機関等の協力を得て、調達、あっせんをする。 

ウ 協力機関 
 (ｱ) 愛媛県旅客船協会 

愛媛県旅客船協会は、災害発生時に被災者、救援物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間
に締結した協定に基づき、旅客船等の供給に協力する。 

 (ｲ) 愛媛内航海運組合連合会 
   愛媛内航海運組合連合会は、災害発生時に救援物資等の輸送の必要が生じたときは、県との間に

締結した協定に基づき、貨物船等の供給に協力する。 
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エ 集積場所及び要員の確保 
(ｱ) 港湾及び漁港の管理者は、港湾・漁港施設、公共用地等を利用して物資の集積場所を確保する。 
(ｲ) 物資の集積配分業務を円滑に行うため、必要に応じ物資の集積場所に県職員を派遣する。 

 
(3) 航空輸送体制 

ア 航空輸送施設の確保 
(ｱ) 災害対策本部（災害警戒本部）は、航空緊急輸送計画を作成するため、自衛隊に要請し松山駐屯

地の利用可能状況を把握する。 
(ｲ) ヘリコプターの離着陸は、あらかじめ定めたヘリポート及び飛行場外離着陸場で行うことを原則

とする。 
(ｳ) 地方本部（支部）又は消防防災航空隊は、市町を通じ、あらかじめ定めたヘリポートの使用可能

状況を把握し、災害対策本部（災害警戒本部）に報告する。 
(ｴ) 一時に多量の緊急物資の輸送が必要になった場合は、自衛隊に空中投下による輸送を依頼する。 
  なお、投下場所の選定、安全の確保についてはその都度定める。 

イ 輸送の手段 
  緊急輸送は、自衛隊等の協力を得て次の航空機により行う。 
(ｱ) 自衛隊の航空機 
(ｲ) 県及び県警察のヘリコプター 
ウ 集積場所及び要員の確保 
  自衛隊との事前の協議に基づき、松山駐屯地内に集積場所を設けるとともに、必要に応じ、連絡調
整に当るため、県職員を派遣する。 

 (4) 燃料確保対策 
ア 自動車、船舶の燃料 
(ｱ) 県有車両、県有船舶の燃料、その他県の災害応急対策を実施するため必要な燃料については、あ

らかじめ民間事業者等と締結した協定等に基づき確保に努める。 
(ｲ) 必要に応じ燃料の緊急輸送を行う。 
イ 航空機の燃料 
  県の所有する防災ヘリコプター及び他県からの応援ヘリコプターの災害応急対策活動等のため必要
な燃料については、あらかじめ業者等と締結した協定に基づき確保に努める。 

 (5) 輸送の調整等 
 市町及び防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施を確保するため必要があるときは、災害対策本部（災
害警戒本部）において調整を行う。 
 この場合、次により調整することを原則とする。 
第１順位 県民の生命の安全を確保するため必要な輸送 
第２順位 災害の拡大防止のために必要な輸送 
第３順位 災害応急対策のために必要な輸送 

 
３－６－３ 従事命令等による輸送の確保  
 
 知事は、災害応急対策上必要な資機材等を緊急に輸送する必要があると認める場合は、災害対策基本法第
71 条による従事命令を執行して輸送業者を輸送業務に従事させ、輸送の万全を期する。 
県は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は

指定地方公共機関に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送すべき場所又は期日を示して、当該災害応急
対策の実施に必要な物資又は資材の運送を要請する。その際、運送事業者である指定公共機関又は指定地方
公共機関が正当な理由が無いのに前述の要請に応じないときは、災害応急対策の実施のために特に必要があ
るときに限り、当該機関に対し、当該災害応急対策の実施に必要な物資又は資材の運送を行うべきことを指
示する。 
 
３－６－４ 市町及び関係機関の活動  
 
１ 市町 
  災害応急対策を実施するため必要な緊急輸送は、原則として市町が行う。 
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 (1) 市町は、運送業者とあらかじめ緊急輸送に関する協定の締結などにより、震災時における輸送車両等
の運用計画または調達計画を定めるとともに、車両や燃料等の調達先を明確にして、人員及び物資等の
輸送手段を確保する。 

 (2) 市町は、緊急輸送の応援が特に必要であるときは、次の事項を明示して、県に対し調達、あっせんを
要請する。 

  ア 輸送区間及び借上げ期間 
  イ 輸送人員又は輸送量 
  ウ 車両等の種類及び台数 
  エ 集結場所及び日時 
 (3) 緊急輸送の方針、輸送する人員、物資及び輸送体制については県に準じる。 
 (4) 市町は、管内のヘリポートの緊急点検及び保守管理を行い、使用可能状況を県に報告する。 
 (5) 市町は孤立が想定される地区を中心に臨時ヘリポートの確保に努める。 
 
２ 防災関係機関 
(1) 防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行うもの

とするが、特に必要な場合は、県災害対策本部（県災害警戒本部）に必要な措置を要請する。 
(2) 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、県から災害応急対策の実施に必要な物資又

は資材の運送の要請があった場合は、資機材の故障等により当該運送を行うことができない場合、安全
でない状況にある場合等、要請に応ずることが極めて困難な客観的事情がある場合を除き、当該物資の
輸送を行う。また、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、運送の要請等に対応でき
るように、防災業務計画等において、物資等の緊急運送に関する計画をあらかじめ定めておく。 

 
３ 四国運輸局の緊急輸送 
  四国運輸局愛媛運輸支局は、緊急輸送の要請を受けた場合、関係協会及び支局の管轄地域事業者と迅速
な連絡をとり、緊急輸送に使用しうる自動車の出動可能台数等の確認を行う。次いで速やかに関係事業者
に出動できるよう体制を整えさせる。 

 
 

※資料 １ 災害対策自動車班編成表             （資料編１１－ ２） 
      ２ 自動車出勤計画表                （資料編１１－ ３） 
      ３ 海上物資輸送計画                （資料編１１－ ５） 
      ４ 海上人員輸送計画                （資料編１１－ ６） 

５ 災害時における物資等の輸送に関する協定     （資料編１１－１７） 
６ 災害時の船舶による輸送等に関する協定（物資）  （資料編１１－１８） 
７ 災害時の船舶による輸送等に関する協定（人員等） （資料編１１－１９） 
８ 災害時の人員等の輸送に関する協定        （資料編１１－２０、２１） 
９ 災害時における物資等の輸送に関する協定     （資料編１１－２２） 

１０ 災害時の道路障害物の除去に関する覚書      （資料編１１－２３） 
１１ 災害時の船舶による警備部隊等の輸送に関する協定 （資料編１１－２４） 
１２ 災害時における自動車等の提供に関する協定    （資料編１１－２５、２６） 
１３ 愛媛県内飛行場外臨時離着陸場一覧表       （資料編１６－ ６） 
１４ 愛媛県内臨時ヘリポート一覧表          （資料編１６－ ７） 
１５ 愛媛県消防防災ヘリコプターの支援に関する協定  （資料編１６－ ８） 
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第７章 交通応急対策活動 
【交通対策課、危機管理課、漁港課、港湾海岸課、道路維持課、県警本部、第六

管区海上保安本部、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、伊予鉄道
株式会社】 

 
 津波被害発生直後の道路は、自動車、落下物及び倒壊物等が散在していることが予想されることから、道
路管理者等は、緊急輸送等の応急対策を円滑に行うため、これらの障害物を道路啓開により速やかに除去す
るとともに、必要に応じ交通規制を実施するなど陸上交通の確保に努めるとともに、代替輸送路として、海
上輸送路を確保する。 
 また、海上においても、応急対策遂行のため、航路障害の除去及び必要に応じて船舶交通の規制を行う。 
 
３－７－１ 陸上交通  
 
１ 緊急地震速報を覚知した時及び地震発生時の自動車運転者のとるべき措置 
(1) 走行中の車両の運転者は、次の要領により行動する。 
 ア できる限り安全な方法により車両を道路の左側端に停止させる。 
 イ 停止後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応じて

行動する。 
 ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておく。やむを得ず道路上に置い

て避難するときは、道路の左側端に寄せて停車し、エンジンを切り、エンジンキ－はつけたままとし、
窓を閉め、ドアロックはしない。その際、駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施
の妨げとなるような場所には駐車しない。 

 (2) 避難のために車両を使用しない。 
 (3) 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、交通規制が行われている区域又は道路の区間

（以下「通行禁止区域等」という。）における一般車両の通行は禁止又は制限されることから、同区域
等内にある運転者は、次の措置をとる。 

 ア 速やかに車両を次の場所に移動させること。 
  (ｱ) 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所 
  (ｲ) 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所 
 イ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左側端に沿って駐車するなど、緊急通行車

両の妨害とならない方法により駐車する。 
 ウ 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車

すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないために措置をとることが
できないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場合、やむを得ない限度において車
両等を破損することがある。 

 
２ 情報の収集 
  県は、国土交通省、市町、自衛隊、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、鉄道事
業者等に協力を求め、道路及び鉄道の被害状況について情報の収集を行う。 
また、四国地方整備局の光ファイバーネットワークへの接続により情報共有を図る。 

  また、県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用
して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。 

  
３ 陸上交通確保の基本方針 
 (1) 公安委員会は、緊急輸送道路について優先的にその機能を確保するため、原則として一般車両の通行

を禁止又は制限する。 
 (2) 公安委員会は、被災地域での一般車両の走行及び被災地への流入を原則として禁止する。 
 (3) 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、道路啓開等を行い、道路機能

の確保に努める。 
   また、道路の破損、決壊、その他の事由により二次災害の発生や交通が危険であると認められる場合

は、二次災害の防止に努めるとともに、区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限する。 
   この場合、通行の禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設ける。 
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 (4) 公安委員会及び道路管理者は、相互に連絡を保ち、交通規制の適切な運用を図る。 
(5) 道路管理者は、道路の通行規制が行われている場合は、道路利用者に対して道路情報提供装置等を活

用し、リアルタイムでの情報提供に努める。 
 
４ 交通規制の実施 
 (1) 交通規制措置 
   地震発生時において道路損壊等が発生した場合、被災地における災害警備活動の円滑な推進を図るた

め、警察本部、各警察署及び道路管理者は、緊密な連携のもと被災地域及びその周辺地域において、速
やかに車両等の通行禁止、制限及び迂回道路の設定、誘導等の交通規制措置をとる。 

 (2) 緊急輸送道路確保のための交通規制 
 ア 県警察は、主要交差点等を中心とする交通要所に警察官等を配置し、交通整理、指導及び広報を行

う。 
 イ 公安委員会は、緊急交通路での円滑な交通運行を図るため、交通要点において緊急通行車両以外の

車両の通行を禁止する。 
 ウ 県警察は、緊急交通路を確保するため、必要な場合には、放置車両の撤去、警察車両による緊急通

行車両の先導等を行う。 
 エ 県警察は、緊急通行車両の円滑な運行を確保するため、必要に応じて、運転者等に対し車両移動等

の措置命令等を行う。 
 オ 県警察は、交通規制にあたって道路管理者等関係機関と相互に緊密な連携を保つとともに、交通規

制を円滑に行うため、必要に応じて「愛媛県警備業協会」との支援協定等に基づき、交通誘導の実施
等を要請する。 

 カ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、定められた通行禁止区域等において、警察官がその場に
いない場合に限り、自衛隊緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命じ、又は、自ら
当該措置をとる。 

 キ 消防吏員は、定められた通行禁止区域等において、警察官がその場にいない場合に限り、消防用緊
急通行車両の円滑な通行を確保するため、必要な措置を命じ、又は、自ら当該措置をとる。 

 (3) 交通規制実施後の広報 
  公安委員会は、交通規制を実施した場合、警察庁、管区警察局、日本道路交通センター、交通管制セ
ンター、報道機関等を通じ交通規制の内容等を広く周知徹底させ、秩序ある交通を確保する。 

 
５ 道路交通確保の措置  
 (1) 道路交通確保の実施体制 
   道路管理者、公安委員会は、他の防災機関及び地域住民等の協力を得て道路交通の確保を行う。 
(2) 道路施設の復旧 
   道路管理者は、早急に被害状況を把握し、（社）愛媛県建設業協会等の協力を得て、道路啓開等に必

要な人員、資機材等の確保に努め、被害状況に応じた効果的な復旧を行う。 
   なお、この場合、緊急輸送道路を優先して行う。 
 (3) 交通安全施設の復旧 
   公安委員会は、緊急輸送道路の信号機等、輸送に必要な施設を最優先して交通安全施設の応急復旧を

行う。 
 (4) 障害物等の除去及び集積 

ア 路上における著しく大きな障害物等の道路啓開による除去について、必要に応じて、道路管理者、
警察機関、消防機関、自衛隊等は協力して所要の措置をとる。 

イ アにより除去した障害物は、市町があらかじめ仮集積場として定めた空地、民間の土地所有者に対
する協力依頼等によって確保した空地、及び駐車場等に集積する。また、適当な集積場所がない場合
は、避難路及び緊急輸送道路以外の道路の路端等に集積する。 

 (5) 警察官等の措置命令 
ア 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに
より、災害応急対策の実施に著しい支障が生じる恐れがあると認めるときは、当該車両その他の物件
の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命じること
ができる。 

イ アによる措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が現場
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にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとる
ことができる。また、この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、
車両その他の物件を破損することができる。 

ウ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第 83 条第２項の規定により派遣を命
ぜられた当該自衛官は、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを
命じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

エ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員は、消防用緊急通行車両の円滑な通行
を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

 
６ 緊急通行車両の確認等 
 (1) 緊急通行車両の標章及び証明書の交付 
 ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し当該車両が緊急通行車両であることの確認を求めるも

のとする。 
 イ 知事又は公安委員会は、当該車両が緊急通行車両であることを確認したときは、当該車両の使用者

に対し災害対策基本法施行規則第６条に規定する標章及び証明書を交付する。 
 (2) 緊急通行車両の確認事務 
 ア 災害対策基本法施行令第33条に基づく確認事務は、知事に対しては危機管理課、公安委員会に対し

ては、警察本部交通規制課及び各警察署交通課において行う。 
 イ 確認の手続きの効率化・簡略化を図り、かつ、緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、緊急通

行車両については、事前に必要事項の届出をすることができる。事前届出及び確認の手続きについて
は、別に定める。 

 
７ 鉄道確保の措置  
  鉄道事業者は、崩土、線路の流失陥没、路盤の破壊等応急復旧を要する被害が発生した場合は、防災関

係機関等の協力を得て、輸送の緊急度に応じ、崩土除去、路盤の復旧並びに仮線路、仮橋の架設等応急
工事を行う。 

 
３－７－２ 海上交通  
 
１ 情報の収集 
  県は、運輸局、海上保安部、自衛隊、市町、漁業協同組合等の協力を求め、海岸施設、港湾・漁港施設
の被害状況、水路、航路標識の異常の有無、石油コンビナートの被害状況、港内の状況等について情報の
収集を行う。 

 
２ 海上交通の規制 
 (1) 海上保安部等は、海難船舶、危険物の流出域、損壊した係留施設・海上構造物及び流出した船舶、木

材等で船舶交通に支障がある場合は、その範囲、日時を定めて船舶の交通を制限し又は禁止する。 
 (2) 海上保安部等は、海難船舶、漂流物又は沈没した物件等が船舶交通に障害となる場合には、これらの

所有者に除去を命じ又は勧告を行う。 
 (3) 海上保安部等は、船舶交通の安全を図るため、必要に応じ船舶交通の整理・指導を行う。 
 
３ 海上交通確保の措置 
 (1) 海上交通の整理 
   県は、海上保安部等防災関係機関と相互に連携し、県内の海上交通確保について必要な輸送路の選定

等の調整を行う。 
 (2) 港湾施設等の応急措置 
   港湾及び漁港の管理者は、管理する港湾や漁港について障害物の除去、応急修理等輸送確保のための

応急処置を講じる。 
 (3) 海上保安部は、警報の伝達、海洋汚染の防除、危険物取扱の規制、火災・海難等への適切な措置を講

じる。 
 (4) 海上保安部等は、水路の水深に異常が生じたときは、必要に応じ測量を行い、標識を設置する等船舶

交通の安全を確保する。 



 95 

 (5) 海上保安部等は、航路標識が損壊又は流出したときは速やかに復旧に努める他必要な応急措置を講じ
る。 

 (6) 海上自衛隊等に対する支援要請 
   知事は、市町又は港湾及び漁港の管理者から、油の流出による火災の鎮圧、水路確保のための措置の

実施等、海上交通の確保のため必要な措置の実施について、応援要請があったときは、海上自衛隊、海
上保安部に対し応援を要請する。 
 

※資料 １ 緊急通行車両の標章並びに通行証                （資料編１１－ ４） 
     ２ 海上保安部所属巡視船艇                    （資料編１１－ ７） 
     ３ 灯台見廻り船                         （資料編１１－ ８） 
     ４ 災害時における交通誘導及び地域の安全の確保等の業務に関する協定（資料編１１－１６） 

５ 大規模災害発生時における相互協力に関する協定         （資料編１１－２７） 
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第８章 災害拡大防止活動  
【消防防災安全課、危機管理課、河川課、保健体育課、県警本部】 

 
 大規模地震発生時には、津波の発生等により甚大な被害が予想されるため、県、市町はもとより、住民、
自主防災組織、事業所等においても、その全機能をあげて消火活動、水防活動、人命救助活動等の応急対策
に取り組む。 
特に、発災当初の 72 時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救

助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分し、可能限り速やかに行う。 
 
３－８－１ 消防活動 
  
１ 消防活動の基本方針 
  津波に伴う火災は、津波の大きさ、周辺の施設の状況等により極めて大きな被害となることが予想され
る。また、津波が収まるまでの間は浸水区域内における消防活動は極めて困難であることから、臨機応変
な応急対策をとる必要があるが、火災による被害を最小限にくい止めるため、市町は、消防本部及び消防
団の全機能をあげて、次の基本方針により消防活動を行う。 

 (1) 人命救助の最優先 
   同時多発火災が発生した場合は、人命の救助を最優先した消防活動を行うとともに、避難場所及び避

難路確保の消防活動を行う。 
 (2) 危険地域優先 
   同時多発火災が発生した場合は、危険性の高い地域を優先に消防活動を行う。 
 (3) 人口密集地優先 
   同時多発火災が発生した場合は、人口密集地及びその地域に面する部分の消火活動を優先して行う。 
 (4) 重要建築物優先 
   重要建築物の周辺から出火し、延焼火災を覚知した場合は、重要建築物の防護上必要な消防活動を優

先する。 
 (5) 消火可能地域優先 
   同時多発火災が発生した場合は、消防力の配備状況及び消防水利の配置状況等を踏まえ、消火可能地

域を優先して消防活動を行う。 
 (6) 救命処置を要する要救助者優先 
   傷害の程度に応じ、救命処置を必要とする負傷者を優先し、その他の負傷者はできる限り自主的、又

は住民による応急処置を行わせる。 
 (7) 火災現場付近の要救助者優先 
   火災が多発し延焼の危険がある場合は、火災現場付近を優先に救急救助活動を行う。 
 (8) 多数の人命救助優先 
   延焼火災が少なく、同時に多数の救急救助が必要な場合は、多数の人命を救助できる現場を優先に救

急救助活動を行う。 
 
２ 消防機関の活動 
 (1) 消防本部の活動 
   消防長は、消防署（所）及び消防団を指揮し、津波災害に関する情報を迅速かつ正確に収集し、消防

活動の基本方針に基づき、次の活動を行う。 
  ア 火災発生状況等の把握 
    管内の消防活動等に関する次の情報を収集し、市町災害対策本部及び警察署と相互に連絡を行う。 
   (ｱ) 延焼火災の状況 
   (ｲ) 自主防災組織の活動状況 
   (ｳ) 消防ポンプ自動車等の通行可能道路 
   (ｴ) 消防ポンプ自動車その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利などの使用可能状況 
   (ｵ) 要救助者の状況 
   (ｶ) 医療機関の被災状況 
  イ 消防活動の留意事項 
    地震火災の特殊性を考慮し、次の事項に留意して消防活動を行う。 
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   (ｱ) 同時多発火災が発生している地域では、住民の避難誘導を直ちに開始し、必要に応じ避難路の確
保等人命の安全を最優先した消防活動を行う。 

   (ｲ) 危険物の漏えい等により災害が拡大し、またはその恐れがある地域では、住民の立入りを禁止し、
避難誘導等の安全措置をとる。 

   (ｳ) 同時多発火災が発生し、多数の消防隊を必要とする場合は、人口密集地及びその地域に面する部
分の消火活動を優先し、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防活動にあたる。 

   (ｴ) 救護活動の拠点となる病院、避難施設、幹線避難路及び防災活動の拠点となる施設等の消防活動
を優先して行う。 

   (ｵ) 延焼火災の少ない地域では、集中的な消防活動を実施し、安全地区を確保する。 
   (ｶ) 住民及び自主防災組織等が実施する消火活動との連携、指導に努める。 
  ウ 救急救助活動の留意事項 
    要救助者の救助救出と負傷者に対する止血、その他の応急処置を次により行い、安全な場所へ搬送

する。 
   (ｱ) 災害時は、搬送先医療機関そのものが被災し医療行為が実施できない可能性があるため、災害の

状況を十分把握して、医療機関の選定及び搬送経路を決定する等被災状況に即して柔軟な対応を行
う。 

   (ｲ) 災害時には、外傷のほか骨折、失血及び火傷等傷害の種類も多く、また軽傷者から救命処置を必
要とする者まで、緊急度に応じ迅速かつ的確な判断と様々な処置が要求されるため、救急救命士の
有効活用、救急隊と他の消防隊が連携して出動するなど効率的な出動・搬送を行う。 

   (ｳ) 救急救助活動においては、負傷者や死者等の被害状況及び医療機関の被災状況等の情報をいかに
速く正確に掌握できるかが、救命率向上のキーポイントとなるため、保健所、医師会等関係機関と
の情報交換を緊密に行いながら救急救助活動を行う。 

   (ｴ) 災害時は道路交通確保が困難なため、消防署（所）、消防団詰所、警察署（交番、駐在所）、町内
会事務所等において備蓄している救急救助資機材等を活用し、各地域の消防団等を中心として救急
救助活動を行う。 

   (ｵ) 高層建築物等に対する救急救助活動については、消防法に定める防火管理者による自主救護活動
との連携を積極的に推進する。 

 (2) 消防団の活動 
   消防団は、津波災害が発生した場合、原則として消防本部の長の指揮下にはいり、消防隊と協力して

次の消防活動を行う。ただし、消防隊が出動不能又は困難な地域では、消防団長の指揮のもと消火活動
等を行う。 

 ア 出火防止活動 
   津波発生により火災等の災害発生が予測される場合は、居住地内の住民等に対し出火防止を呼びか

けるとともに、出火した場合は、住民と協力して初期消火にあたる。 
 イ 消火活動 
   幹線避難路確保のための消火活動等人命の安全確保を最優先に行う。 
 ウ 避難誘導 
   避難の指示・勧告が出された場合に、これを住民に伝達し、関係機関と連絡をとりながら住民を安

全な場所に避難させる。 
 エ 救急救助活動 
   消防本部による活動を補佐し、要救助者の救助救出と負傷者に対する止血その他の応急処置を行い、

安全な場所へ搬送を行う。 
 オ 消防団員の安全確保 
   消防団員は、自身の安全確保が難しいと判断したときは、自らの命を守るための避難行動を最優先

するものとする。 
(3) 職員等の惨事ストレス対策  

消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 
 
３ 事業所の活動 
 (1) 事業所の近隣で津波による火災が発生した場合の措置 
  ア 自衛防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 
  イ 必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 
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 (2) 災害拡大防止措置 
   危険物等を取り扱う事業所においては、異常事態が発生し火災が拡大する恐れのあるときは、次の措

置を講じる。 
  ア 周辺地域の居住者等に対し、避難など必要な行動をとるうえで必要な情報を提供する。 
  イ 警察、最寄りの消防機関等に電話又はかけつける等可能な手段により直ちに通報する。 
  ウ 事業所内への立入り禁止、避難誘導等必要な防災措置を講じる。 
 
４ 自主防災組織の活動 
 (1) 初期消火活動 
   近隣で津波による火災が発生したときは、消火器、可搬消防ポンプ等を活用して初期消火に努める。 
 (2) 消防隊への協力 
   消防隊（消防本部、消防団）が到着した場合は、消防隊の長の指揮に従う。 
 
５ 県民の活動 
   近隣で津波による火災が発生した場合は、家庭用消火器や風呂のくみおきの水等で消火活動を行う。 
 
３－８－２ 水防活動 
  
 地震による津波に対する水防活動は、次のとおりとする。 
 なお、水防活動のための水防組織については、県及び市町の水防計画の定めによる。 
 
１ 水防管理者及び水防管理団体の活動  
 (1) 地震による津波の襲来が予想され、著しい危険が切迫していると認められるときは、知事、その命を

受けた職員又は水防管理者は、必要とする区域の居住者に対し避難のため立退きを指示することができ
る。 

   なお、立退きの指示を行った旨を当該地域を管轄する警察署長に通知する。 
 (2) 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、情報の収集に努め、水防上危険な箇所を発見したときは、

直ちに関係機関及び当該施設の管理者に連絡し、必要な措置を要請し、緊急を要する場合は、必要な措
置を行い、被害が拡大しないよう努める。 

 
２ 河口部・海岸部の水門等の操作及び通報 
(1) 水門、閘門等の管理者は水防上必要な気象等の状況の通知を受けたときは、直ちに水門、閘門等の操

作責任者に連絡しなければならない。 
 (2) 水門、閘門等の操作責任者は、気象等の状況の通知を受けた後は、水位の変動を監視し、必要な操作

を行うとともに、水門、閘門等及び付近に異状を認めたとき、又は操作等に人員を要するときは、直ち
に管理者に報告しなければならない。 

 (3) 水門、閘門等の操作責任者は、津波警報が発令された場合には、安全確保のため直接操作をしないな
ど、操作員の安全確保を最優先にしたうえで、各施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものと
する。 

(4) 水門、閘門等の管理者は、日ごろから操作に支障のないように点検整備を行わなければならない。 
 
３ 水防作業の安全確保 
  水防作業時には、水防団員は安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する時間、津波到達時

刻等を考慮して、団員が津波の危険性が高いと判断したときには、自身の避難を優先する。 
 
４ 水防活動の応援要請 
 (1) 地元住民の応援 
   水防活動上必要がある場合は、警戒区域を設定し、無用の者の立入を禁止し、若しくは制限し、ある

いはその区域内の居住者又は水防現場にいる者を水防に従事させる。 
 (2) 警察官の応援 
   水防管理者は、水防のため必要があると認められるときは、所轄警察署長に対して警察官の出動を求

める。 
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 (3) 隣接水防管理団体の応援及び相互協定 
ア 水防管理者は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 23 条の規定により、緊急の場合必要に応じ他
の水防管理者、市町長、消防団長に対して応援を求めることができる。 

イ 隣接する水防管理団体は、協力応援等水防事務に関して、相互協定し、水防計画に定める。 
 (4) 自衛隊の応援 
   大規模の応援を必要とする緊急事態が生じたときは、知事の判断により、又水防管理者は知事を通じ、

陸上自衛隊第１４特科隊長に災害派遣を要請する。 
 
３－８－３ 人命救助活動 
  
１ 人命救助活動の基本方針 
 (1) 救出を必要とする負傷者等(以下｢負傷者等｣という｡）に対する救出活動は、市町長が行うことを原則

とする。 
 (2) 県、県警察及び自衛隊は、市町長が行う救出活動に協力する。 
 (3) 県は救出活動に関する応援について市町間の総合調整を行う。 
 (4) 市町は、当該市町の区域内における関係機関による救出活動について総合調整を行う。 
 (5) 自主防災組織や事業所等及び県民は、地域における相互扶助による救出活動を行う。 
 
２ 県の活動 
  知事は、市町から負傷者等の救出活動について応援を求められ、特に必要があると認めたときは、その
状況に応じ次の措置を講じる。 

 (1) 県職員を派遣し救出活動を支援する。 
 (2) 他の市町長に対し応援を指示する。 
 (3) 自衛隊に対し支援を要請する。 
 (4) 救出活動の総合調整を行う。 

 
３ 県警察の活動 【県警本部】 
  被害状況に応じて可能な限り警察官を派遣し、災害警備用装備資機材を活用して負傷者等の救出活動に

あたる。 
 
４ 市町の活動  
 (1) 職員を動員し負傷者等を救出する。 
 (2) 市町長は、自ら負傷者等の救出活動を実施することが困難な場合、次の事項を示して知事に対し救出

活動の実施を要請する。また必要に応じ民間団体の協力を求める。 
ア 応援を必要とする理由 
イ 応援を必要とする人員、資機材等 
ウ 応援を必要とする場所 
エ 応援を必要とする期間 
オ その他周囲の状況等応援に関する必要事項 

 (3) 市町等は、広域的な応援を必要とする場合には、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、応援要
請を行うものとし、要請を受けた市町等は、必要な応援隊を派遣し、迅速かつ円滑に応援を実施する。 

(4) 市町は、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資器材を有する救助隊の整備を推進するよ
う努める。 

 
５ 消防機関の活動 【消防防災安全課】 
  震災時には広域的に多数の負傷者の発生が予想されるため、消防本部及び消防団は、住民の協力を確保
するとともに、郡市医師会、日本赤十字社愛媛県支部、警察署との協力体制を整え、的確な人命救出活動
にあたる。 

  また、市町等は、広域的な応援を必要とする場合には、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づき、応
援要請を行うものとし、要請を受けた市町等は、必要な応援隊を派遣し、迅速かつ円滑に応援を実施する。 

 
６ 自主防災組織の活動 
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 (1) 救出・救護活動の実施 
   崖崩れや建物の倒壊等により下敷きになった者が発生したときは、救出用資機材を使用して速やかに

救出活動を実施する。 
   また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とする者があるときは、

救護所等へ搬送する。 
 (2) 避難の実施 
   市町長や警察官等から避難の勧告等が出された場合には、住民に対して周知徹底を図るとともに、迅

速かつ的確に避難を行う。 
   避難の実施にあたっては、次の点に留意する。 
  ア 避難誘導責任者は、次のような危険がないかを確認しながら実施する。 
   (ｱ) 市街地……………………………火災、落下物、危険物 
   (ｲ) 山間部、起伏の多いところ……崖崩れ、地すべり 
   (ｳ) 海岸地域…………………………津波 
  イ 避難にあたっては、必要最低限のもののみ携帯する。 
  ウ 災害時要援護者等の自力で避難することが困難な者に対しては、自主防災組織等地域住民が協力し

て避難させる。 
 (3) 給食・救援物資の配布及びその協力 
   被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊き出しや救援物資の支給が必要と

なるが、これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が不可欠であることから、自主防災組織と
しても食料等の配布を行うほか、市町が実施する給水、救援物資の配布活動に協力する。 

 
７ 事業所の活動 

事業所の防災組織は、次により自主的に救出活動を行う。 
(1) 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 
(2) 救出活動用資機材を活用し組織的救助活動に努める。 
(3) 事業所の防災組織は、自主防災組織等と相互に連携し地域における救出活動を行う。 
(4) 自主救出活動が困難な場合は、消防機関や警察又は海上保安部等に連絡し早期救出を図る。 
(5) 救出活動を行うときは、可能な限り市町や消防機関、警察、海上保安部と連絡をとり、その指導を受

ける。 
 
８ 自衛隊の活動 
  県の要請に基づき救出活動を実施する｡ 
 
３－８－４ 学校における災害応急対策 
  
 学校における災害は、いつ、どこで発生するか分からないことから、不測の事態に際しても、万全の対応
策がとれるよう、日頃から教職員全員が危機管理意識をもって、備えをしておくことが重要である。 
 このため、「愛媛県学校安全の手引き」（県教育委員会編）に基づき、安全教育を計画的に実施していくと
ともに災害発生時の対応策を、日頃から定めておく。また、避難所を指定する市町や自主防災組織の指導・
協力を得て、事前に学校の役割分担を協議しておく。 
(1) 危機管理マニュアルの作成 
(2) 災害対応に関する教職員の共通理解の促進 
(3) 保護者、地域、関係機関との連携 
(4) 防災上必要な設備等の整備及び点検 
(5) 災害発生時の連絡体制の確立と周知 
(6) 適切な応急手当のための準備 
(7) 緊急避難場所の確認 
(8) 登校・下校対策 
(9) 学校待機の基準と引渡しの方法 
 以上の項目の他、特別支援教育諸学校については、その特殊性に配慮する。 
 
 ３－８－５ 被災建築物及び被災宅地に対する応急危険度判定の実施 
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 津波により建築物等が被害を受けたときは、その後の人的被害の発生を防止するため、次の安全対策を実
施する。 
(1) 県及び市町は、(社)愛媛県建築士会等建築関係団体の協力を得て、地震被災建築物応急危険度判定士

等により、被災建築物等の危険度の把握を行うとともに、必要な措置を講じる。 
(2) 県及び市町は､被災宅地危険度判定士等により被災宅地等の危険度の把握を行うとともに、必要な措

置を講じる。 
(3) 県民は、自らの生命及び財産を守るため、被災建築物等の安全性を確認するとともに、必要な措置を

講じる。 
 
  ※資料 １ 重要水防区域総括表                 （資料編 ４－ ４） 
      ２ 県水防倉庫資器材保有状況              （資料編 ４－ ５） 
      ３ 自衛隊派遣要請計画                 （資料編１７－１１） 
      ４ 愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱（資料編１２－ ２） 
      ５ 全国被災建築物応急危険度判定協議会規約       （資料編１２－ ３） 

６ 愛媛県震災被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定 
          （資料編１２－ ７） 

７ 愛媛県被災宅地危険度判定協議会規約         （資料編１２－１３） 
      ８ 愛媛県被災宅地危険度判定実施要綱          （資料編１２－１４） 
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第９章 地域への救援活動 
     【交通対策課、県民生活課、消防防災安全課、危機管理課、環境政策課、循環

型社会推進課、保健福祉課、医療対策課、健康増進課、薬務衛生課、経営支
援課、農産園芸課、都市整備課、建築住宅課、県立病院課、県警本部、日本
赤十字社、社団法人愛媛県医師会、社団法人愛媛県歯科医師会、社団法人愛
媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県看護協会、社団法人愛媛県栄養士会、社
団法人愛媛県接骨師会】 

 
津波災害においては、津波に家屋が流されるなど、切迫した状況の中で、多くの住民が極度の混乱状態と

なるおそれがある。 
 このような混乱状態を解消し、被災者の生活の安定及び社会経済活動の早期回復のため、県、市町、自主
防災組織、県民等は、食糧や生活必需品、応急住宅等の確保、医療活動等を積極的に行う。 
 
３－９－１ 物資の確保・供給の実施  
 
被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調達・確保し、ニーズに

応じて供給・分配を行う。なお，被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、
時宜を得た物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災
地の実情を考慮するとともに、災害時要援護者及び男女のニーズの違いに配慮する。 
被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解消に努める

とともに、食料、飲料水及び生活必需品等の円滑な供給に十分配慮する。 
また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難

者に対しても物資等が提供されるよう努める。 
 
１ 県の活動 
 (1) 知事は､市町から緊急物資の調達又はあっせんの要請があったときは､県が備蓄する緊急援護物資の供

給を行う。また、被災市町からの要求を待っていては被災市町における救難・救助等の応急措置に支障
を来すおそれがあると認められる場合などは、市町の被災状況等に応じ適切にプッシュ型の物資等の供
給の要否を判断する。 

 (2) 緊急援護物資によっても不足又は供給が困難な物資について、企業や民間団体との応援協定などによ
り調達又はあっせんに努める。 

 (3) 緊急物資の調達先は、原則として、あらかじめ協定を締結した緊急物資保有者とする。これによって
も不足するときは、県内の他の緊急物資保有者又は県外の緊急物資保有者から調達する。 

 (4) 緊急物資の輸送は事情の許す限り当該物資調達先に依頼する。当該物資調達先に依頼できないときは、
輸送計画の定めるところにより輸送する。 

 (5) 災害応急対策が完了するまでの間､必要に応じて協定を締結した緊急物資保有者の緊急物資在庫量の
把握を行う。 

 (6) 市町の備蓄量を確認するとともに、必要に応じ市町間のあっせん調整を行う。 
 (7) 知事は、調達が困難な緊急物資について、国に対し調達又はあっせんを要請する。 
 (8) 必要に応じ保管命令、収用等物資の供給を確保する措置を講じる。 
 (9) 知事は、他の都道府県知事とあらかじめ締結した災害時の応援に関する協定に基づき、緊急物資等の

提供及びあっせんを要請する。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 食料や生活必需品の非常持出しができない被災住民や旅行者等に対して緊急物資を配分する。 
 (2) 市町は、自らの備蓄物資を供給するとともに、あらかじめ供給協定を締結した緊急物資保有者から調

達する。これによって調達できないときは、他の緊急物資保有者から調達するほか、必要に応じ次の事
項を示して県に調達、又はあっせんを要請する。 
ア 調達又はあっせんを必要とする理由 
イ 必要な緊急物資の品目及び数量 
ウ 引き渡しを受ける場所及び引受責任者 
エ 連絡課及び連絡責任者 
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オ 荷役作業員の派遣の必要の有無 
カ その他参考となる事項 

 (3) 緊急物資の配分に当たっては、事前に地域住民に対し広報を行うとともに、自主防災組織の協力を求
め公平の維持に努める。 

 (4) 避難所、その他の要所に自主防災組織の協力を得て、炊き出しの施設を設けるほか、食品提供事業者
の協力を求めて食事の提供を行う。 

 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
 (1) 食料及び生活必需品等の確保は、家庭及び自主防災組織での備蓄並びに県民相互の助け合いによって

可能な限りまかなうものとし、これによってまかなえない場合は、市町に供給を要請する。 
 (2) 自主防災組織は、市町が行う緊急援護物資等の供給の配分に協力する。 
 (3) 自主防災組織は必要に応じ炊き出しを行う。 
 
４ 日本赤十字社愛媛県支部の活動 
  日本赤十字社愛媛県支部が備蓄している非常災害用救援物資を、あらかじめ定められた配分基準により、

速やかに市町を通じ被災者に分配する。 
 
５ 農林水産省生産局の活動  
(1) 県は、市町からの要請等を踏まえ、政府所有米穀の供給が必要と判断される場合は、農林水産省生

産局（以下「生産局」という。）に連絡及び要請書を提出する。 
(2) 市町が直接、生産局に連絡した場合は、必ず、都道府県に連絡し、県は生産局に連絡する。 
(3) 生産局は、要請を受け、政府所有米穀を管理する受託事業体及び都道府県と連絡調整を行い、供給

する災害救助用米穀及び引渡方法を決定し、売買契約の締結後、速やかに受託事業体を通じて県に政
府所有米穀を引渡す。 

(4) 民間米については、県・市町から応急用米穀の供給について要請された生産局は、販売事業者の
全国団体と調整の上、対応可能な販売事業者を県・市町へ連絡する。県・市町は、当該販売事業者
に対して売渡しを要請する。 

(5) 農林水産省は、知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、必
要な物資の供給について必要な措置を講ずる。 

 
３－９－２ 飲料水の確保・供給 
  
１ 県の活動 
 (1) 県は、市町から飲料水の供給・調達について要請があったときは、民間企業との間に締結した協定に

基づき調達の要請を行うとともに、隣接市町や広域応援協定締結県、自衛隊、国に対し協力要請する。 
 (2) 県は、市町から応急給水を実施するため必要な資機材等の調達について要請があったときは、市町間

の調整を行い、必要なときは広域応援協定締結県又は国に対し調達の要請を行う。 
 (3) 災害の程度及び救助活動の実施状況の把握に努めるとともに、その適切な実施を図るための指示・指

導を行う。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 飲料水の確保が困難な地域に対し給水拠点を定め、備蓄飲料水、給水車等により応急給水を行う。 
 (2) 市町は、管内で飲料水の供給を実施することができないときは、次の事項を示して県に調達あっせん

を要請する。 
  ア 給水を必要とする人員 
  イ 給水を必要とする期間及び給水量 
  ウ 給水する場所 
  エ 必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量 
  オ 給水車両のみ借上げの場合はその必要台数 
 (3) 自己努力により飲料水を確保する住民に対し衛生上の注意を広報する。 
 (4) 地震発生後約８日を目途に仮設共用栓等を設置し、生活に必要な水を供給するよう努める。その場合

の供給水量は１人１日 20 ㍑を目標とし、飲料水の供給期間については、水道施設の応急復旧ができる
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までの期間とする。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
 (1) 地震発生後３日間は、県民自ら貯えた水等により、それぞれ飲料水を確保する。 
 (2) 地震発生後４日目から７日目位までは、自主防災組織による給水及び市町の応急給水により飲料水を

確保する。 
 (3) 地域内の井戸、湧水等を活用し、飲料水の確保に努める。この場合は特に衛生上の注意を払う。 
 (4) 市町が実施する応急給水に協力し、飲料水の運搬・配分を行う。 
 
３－９－３ 燃料の確保 
  
１ 県の活動 
(1) 県は、市町から炊き出しに必要な器具やガス等の燃料の要請があったときは、市町間の調整を行い、

器具の確保については、大規模小売業者との間に締結した協定に基づき、要請を行う。 
   ただし、特に緊急の場合は、必要に応じ、これらの大規模小売店以外の被災地直近の小売店及び卸売

店等に対し協力を要請する。 
また、ガスについては、（社）愛媛県エルピーガス協会に対し、災害時における生活必需物資等の緊

急放出に関し協力を要請する。 
(2) 県は、県の行政庁舎、病院等、防災対策上特に重要な施設、または、災害応急車両への燃料の安定供

給体制の整備に努める。 
２ 市町の活動 
(1) 市町は、炊き出しに必要な器具及び燃料等の支給又はあっせんを行う。 
   また、これらの器具及び燃料等を調達できないときは、次の事項を明示して県に調達のあっせんを要

請する。 
ア 必要なプロパンガスの量 
イ 必要な器具の種類及び個数 

(2) 市町は、市町の行政庁舎、避難所、病院等、防災対策上特に重要な施設、または、災害応急車両への
燃料の安定供給体制の整備に努める。 

 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
  地域内の販売業者等の協力を得て、必要な器具及び燃料を確保する。 
 
３－９－４ 医療救護活動 
  
１ 医療救護活動の実施方針 
 (1) 医療救護活動の実施に当たっては、死亡者を一人でも少なくすることを最優先し、トリアージの実施

等により効率的な活動に努める。 
 (2) 県、市町、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県医師会等、公的医療機関及び旧国立医療機関は、医療救

護活動要領等に基づき、緊密な連携のもと災害の状況に応じ適切な医療（助産を含む。以下同じ。）救
護を行う。 

 (3) 市町は、当該域内の医療救護を行うため、救護所を設置し、また、救護病院等に傷病者を収容する。 
(4) 県及び災害医療コーディネータは、医療施設の被害状況や医薬品等医療資機材の需給状況等の情報を

収集・提供し、市町の医療救護活動について広域的な調整を行う。 
 (5) 保健所は、被災地域における医療救護支援の拠点として、災害医療コーディネータと密接に連携し、

地域の関係機関との調整を行う。 
 (6) 県、市町は、災害により在宅医療等の継続が困難になる難病患者等に対する医療の確保に努める。 
(7) 医療救護活動の実施に当たっては、被災者のメンタルヘルスに配慮する。 
 
２ 情報の収集・提供 
(1) 県及び災害医療コーディネータは、市町、消防機関、警察、県医師会等との連携のもと以下について

情報収集を行い、市町等は県等への情報提供に努める。 
  ア 医療施設の被害状況、診療機能の確保状況 
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  イ 避難所、救護所の設置状況 
  ウ 避難所、救護所における医療ニーズ 
  エ 医薬品等医療資機材の需給状況 
  オ 医療施設、救護所等への交通状況 
  カ その他参考となる事項 
 (2) 被災地の保健所は、必要に応じて医療施設、避難所、救護所等へ職員を派遣して情報収集を行い、県

へ報告する。 
(3) 県及び災害医療コーディネータは、広域災害・救急医療情報システムを活用して、支援を必要とする

医療機関及び支援が可能な医療機関についての情報収集を行い、医療機関は県等への情報提供に努める。 
 (4) 県及び災害医療コーディネータは、医療救護に関して把握した情報を関係機関に提供するとともに、

必要に応じて国への報告を行う。 
 
３ 救護所等における活動 
 (1) 救護所 
  ア 市町は、災害の発生により医療救護が必要となったときは救護所を設置し、県医師会等と災害時の

医療救護活動について締結した協定（以下「災害時の医療救護に関する協定」という。）に基づく救
護班の派遣要請を行うなどにより、救護班を確保する。 

  イ 救護所での医療活動は、市町の指揮の下で救護班が実施する。災害発生直後は、大量の傷病者に対
して限られた医療資源により救護にあたる必要があるため、傷病者のトリアージ、応急措置、重症者
の搬送の指示・手配等を重点的に行う。 

  ウ 救護所において救護班は次の業務を行う。 
  (ｱ) 傷病者の傷病の程度判定 
  (ｲ) 重症者の応急手当及び中等症者に対する処置 
  (ｳ) 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
  (ｴ) 転送困難な傷病者及び避難所等における軽症者に対する医療 
  (ｵ) 助産活動 
  (ｶ) 死体の検案 
  (ｷ) 医療救護活動の記録及び市町災害対策本部への収容状況等の報告 

 (2) 被災地域内の医療機関 
  ア 施設・設備の被災状況、医薬品等の確保状況等を調査し、診療機能の確認を行う。必要に応じ、被

害の応急修復を実施するとともに、ライフライン事業者等に応急復旧の要請を行う。 
  イ 被災により既存入院患者等の治療継続が困難であるときは、患者受入れ医療機関及び移送手段の確

保に努めるとともに、必要に応じて県及び市町に支援を要請する。 
  ウ 市町からの救護班の派遣要請を受けて、又は通信の遮断等の際は自らの判断により、参集可能なス

タッフによる救護班を編成し、市町が設置する救護所へ派遣する。 
  エ 自らの施設で診療を行う場合は、救護所や他の医療機関で対処できない患者を受け入れ、治療に当

たる。 
オ 被災地域内の医療機関は、広域災害・救急医療情報システムの積極的活用などにより、相互に密接
な情報交換を図るとともに、災害医療コーディネータを通じて、支援・協力を求めるほか、被災状況
に応じて、医療従事者の派遣等を行うなど、相互に支援・協力を行う。 

 (3) 救護病院等 
  ア 救護所へ救護班を派遣する。 
  イ 救護所の医療で対応できない重症者及び中等症者を受け入れ、次の活動を行う。 
  (ｱ) 重症者及び中等症者の収容と処置 
  (ｲ) 助産 
  (ｳ) 死体の検案 
  (ｴ) 医療救護活動の記録及び市町災害対策本部への収容状況等の報告 
  (ｵ) 災害（基幹）拠点病院への患者移送手配 
  (ｶ) その他必要な活動 
ウ 救護病院等のうち災害医療コーディネータの設置病院は、災害医療コーディネータと一体的に地域
内の医療救護の調整を行い、実施する。 

 (4) 災害（基幹）拠点病院 
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  ア 救護所へ救護班を派遣する。 
  イ 被災地等にＤＭＡＴを派遣するとともに、他県等から派遣されたＤＭＡＴの活動拠点として、ＤＭ

ＡＴの受入れ・派遣調整等を行う。 
  ウ 被災地域の救護所や救護病院等で対処できない重症者及び中等症者を受け入れ、救護病院等と同様

の活動を行う。 
  エ 広域災害・救急医療情報システムの活用により、被災地域の医療機関に関する情報を把握し、支援

が可能な医療情報を提供する。 
  オ 圏域内の医療救護の調整・実施拠点として、災害医療コーディネータと一体的に活動を行う。 
 (5) 三次救急医療施設 
   災害（基幹）拠点病院等で対処できない重篤救急患者を受け入れ、救命医療の提供を行う。 
 
４ 県の活動 
 (1) 市町から救護班の派遣要請があったとき、又は自ら必要と判断したときは、県立病院職員で構成する

救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣するとともに、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県医師
会、公的医療機関、旧国立医療機関等に対して、救護班等の派遣に係る協力要請を行う。また、必要に
応じて他県又は国に対し救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣を要請する。 

(2) 災害（基幹）拠点病院や日本赤十字社愛媛県支部、県医師会、県歯科医師会、県看護協会、県薬剤師
会等で構成する調整会議を開催し、被災地域内の医療ニーズや医療救護の実施状況等に係る情報共有を
行うとともに、県外からの救護班の受入れ・派遣調整等をはじめとした医療救護の実施に係る各種要請
や調整等を行う。 

 (3) 被害状況の推移に応じて、被災地の救護所、救護病院等で医療救護ができないときは、他の二次医療
圏の救護病院等、災害（基幹）拠点病院への収容のため必要な調整を行う。また、必要に応じて他県又
は国に対して傷病者の受入れを要請する。 

 (4) 被災地において医療救護活動を行う人材の確保が必要なときは、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師
会、県看護協会その他関係団体に対して災害医療ボランティアのあっせんを依頼する。 

 (5) 救護班その他の医療救護を行う者が、道路の損壊等のため被災地域へ移動手段を自ら確保することが
困難なときは、緊急輸送活動として必要な措置を講じる。 

 (6) 市町から医薬品等の供給・調達について要請があったときは、必要に応じて県が備蓄する緊急援護物
資を供給するほか、愛媛県赤十字血液センター及び協定を締結した愛媛県薬事振興会加盟の薬事関係団
体等から調達を行う。 

(7) 災害の規模、発生地域の状況、避難の期間等を勘案のうえ、必要に応じて、薬剤師会等の関係団体の
協力の下、医薬品等の集積場所を設置し集積及び配分を行う。 

(8) 難病患者等が継続して医療を受けられるよう、市町及び関係医療機関と連携し、必要な調整を行う。 
 (9) ライフラインの早期復旧が必要な医療機関の状況を把握し、水道、電気、ガス等関係事業者に対し、

ライフラインの確保について協力を要請する。 
(10) 保健所は、被災地域における医療救護支援の拠点として、災害医療コーディネータと一体となり、次

の活動を行う。 
ア 被災地域及びその周辺の医療機関の医療提供機能を確認し、医療機関、医師会、市町、県等に対し
て、患者の受入れ等に関する情報を提供し、協力要請を行う。 

イ 圏域内の医療機関や医師会等関係団体、市町等で構成する地域災害医療対策会議を開催し、地域内
の被災情報の伝達と共有、医療救護の実施に係る各種要請や調整等を行う。 

  ウ 他の地域や都道府県から派遣された救護班や災害医療ボランティアに対して、被災地域の状況等の
情報を提供するとともに、救護班等の活動場所（救護所等）の確保等の調整を行う。 

エ 必要に応じて自ら救護班を編成し、救護所等において医療救護を実施する。 
オ 市町から要請があったとき、又は自ら必要と判断したときは、被災地に職員を派遣し、市町と連携
して救護所・避難所における救護班の受入れ調整や各種要請、機能評価等を行う。 

カ 必要に応じて、薬剤師会等の関係団体の協力の下、医薬品等の集積場所を設置し集積及び配分を行
う。 

 
５ 災害医療コーディネータの活動 

災害医療コーディネータは、災害時に関係機関と連携し、以下の活動を行う。 
(1) 統括コーディネータ 
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ア 県内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
イ 県内の医療救護活動の統括及び調整を行う。 
ウ 災害拠点病院コーディネータ、国及び関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 

(2) 災害拠点病院コーディネータ 
ア 圏域内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
イ 圏域内におけるＤＭＡＴや救護班等の受入れ及び派遣調整等を行う。 
ウ 圏域内における医療機関の患者受入れ及び搬送調整を行う。 
エ 圏域内における医療機関の医療活動支援に係る調整を行う。 
オ 圏域内における医薬品等の調達及び供給調整を行う。 
カ 統括コーディネータ、他の圏域の災害拠点病院コーディネータ、公立病院コーディネータ及び被災
地内の関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 

(3) 公立病院コーディネータ 
ア 立地市町内の被災状況や医療ニーズ等の収集、分析及び伝達を行う。 
イ 立地市町内におけるＤＭＡＴや救護班等の受入れ及び派遣調整等を行う。 
ウ 立地市町内における医薬品等の調達及び供給調整を行う。 
エ 災害拠点病院コーディネータ及び立地市町内の関係機関等との連絡、調整及び要請を行う。 

 
６ 被災地の市町の活動 
 (1) 救護所開設予定施設及び救護病院等の被災状況を調査するとともに、医薬品等の調達の実施などによ

り医療救護体制を確立する。 
 (2) 被災により救護病院等の機能が失われたときは、必要に応じて他の医療施設を救護病院等として選定

する。 
 (3) 災害時の医療救護に関する協定に基づき救護班の派遣を要請する。 
 (4) 傷病者を最寄りの救護所又は必要に応じて救護病院等に搬送する。 
 (5) 救護所・救護病院等が効果的に機能するよう傷病者の収容状況等を把握し、必要な調整を行う。 
 (6) 救護所・救護病院等の収容状況等を把握するため、必要に応じて職員を配置する。 
(7) 救護所・避難所における医療ニーズ等を経時的に把握し、救護班の受入れ調整や各種要請、機能評価

等を行うとともに、自ら十分な活動が行えない場合は、保健所に職員の派遣を要請する。 
 (8) 救護所・救護病院等から、輸血用血液の調達・あっせんの要請を受けたときは、保健所を通じて県に

調達・あっせんを要請する。 
 (9) 輸血用血液を確保する必要があるときは、献血予約登録者等に協力を呼び掛ける。 
(10) 救護所・救護病院等において医療救護活動に従事する医師等が不足したときは、次の事項を示し、保

健所や災害医療コーディネータを通じて県に救護班の派遣を要請する。  
  ア 派遣を必要とする人員（内科、外科、助産等別人員） 
  イ 必要な救護班数 
  ウ 医療救護活動を必要とする期間 
  エ 派遣場所 
  オ その他必要事項 
(11) 市保健所は、被災地における医療救護の拠点として、県保健所と同等の活動を行う。 
(12) 難病患者等の避難動向及び医療の継続状況について調査し、地域の医療機関等とともに必要な対策を

行う。 
 
７ 被災地外の市町の活動 
  県からの協力要請に基づき、市町立病院・診療所職員で構成する救護班を派遣するとともに、傷病者の
受入れを行う。 

 
８ 負傷者の搬送 
 (1) 被災現場から救護所への負傷者の搬送は、市町が行う。救護所が設置されていない被災初期の段階に

おいては、現場周辺の医療機関へ搬送する。 
 (2) 救護所等の責任者は、後方医療機関に収容する必要がある者の搬送を市町に要請する。 
 (3) 救護所等から後方医療機関までの搬送は、市町が県及び防災関係機関との連携・支援のもとに実施す

る。 
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 (4) 県は、県内の各消防本部その他の防災関係機関と情報交換を図り、円滑な患者の搬送が行われるよう
調整を行う。 

 (5) 県は、他の都道府県へ傷病者を搬送する必要があるとき、又は、道路の損壊等のため救急車による搬
送が困難なときは、他の都道府県や自衛隊等と調整を行い、ヘリコプターや船艇等による広域的な医療
搬送体制を確保する。 

(6) 広域医療搬送を行う場合、県は、予め定めた計画に基づき、国や関係機関と連携し、広域医療搬送拠
点や航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケアユニット：ＳＣＵ）を設置し、運営する。 

 
９ 愛媛県医師会等の活動 
 (1) 愛媛県医師会 
  ア 県又は市町から援助の要請があったときは、愛媛県医師会において救護班を編成して現地に派遣し、

救護活動に努める。 
  イ 救護病院等以外の愛媛県医師会会員の医療機関に収容して救護を行う必要のある場合は、会員の医

療機関に協力を要請する。 
ウ 県、市町又は県警本部から死体検案についての援助要請があったときは、会員に対して協力を要請
する。 

 (2) 愛媛県歯科医師会 
  ア 県又は市町から援助の要請があったときは、愛媛県歯科医師会において救護班を編成して現地に派

遣し、救護活動に努める。 
  イ 愛媛県歯科医師会会員の医療機関に収容して救護を行う必要のある場合は、会員の医療機関に協力

を要請する。 
  ウ 県、市町又は県警本部から援助の要請があったときは、身元不明者の確認のため、歯形の調査を行

う。 
 (3) 愛媛県薬剤師会 
  ア 県又は市町から援助の要請があったときは、薬剤師等を現地に派遣し、救護活動に努める。 

イ 県から援助の要請があったときは、医薬品等の集積場所の設置に協力するとともに、集積場所に薬
剤師等を派遣し、医薬品等の集積及び配分に協力する。 

 (4) 愛媛県看護協会 
   県又は市町から援助の要請があったときは、看護師等を現地に派遣し、救護活動に努める。 
(5) 愛媛県栄養士会 
   県又は市町から援助の要請があったときは、管理栄養士等を現地に派遣し、支援活動に努める。 
(6) 愛媛県接骨師会 
   県から援助の要請があったときは、柔道整復師等を現地に派遣し、支援活動に努める。 
 
１０ 日本赤十字社愛媛県支部の活動 
  日本赤十字社愛媛県支部の医療活動は、救護班による災害現場での応急的災害医療、松山赤十字病院に
よる傷病被災者受入れ及び愛媛県赤十字血液センターによる血液製剤の供給を中心に行う。 

 (1) 救護班 
   救護班の編成単位は、医師１名、看護師長１名、看護師２名、主事２名（事務職員、運転手）とする。

被災の状況により、必要な救護要員を増員する。 
 (2) 救護班の派遣 
  ア 日本赤十字社愛媛県支部は、県から救護班の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、

救護班を出動させ、医療救護活動を実施する。 
  イ 日本赤十字社愛媛県支部の救護班は、医療救護を行う地域の市町と連携を保ち、医療救護、助産及

び死体の処理等の応援を行う。 
 (3) 広域応援 
  ア 日本赤十字社愛媛県支部は、災害の状況に応じ近隣の支部に対し、救護班の派遣を要請する。 
  イ 日本赤十字社愛媛県支部は、日本赤十字社に対し、必要に応じ血液製剤の確保及び緊急輸送につい

て援助を要請する。 
  ウ 日本赤十字社愛媛県支部の救護班及び血液の輸送のため必要があるときは、ヘリポート、輸送車両

の確保について県に要請する。 
 (4) 後方医療機関への傷病者収容 
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  ア 日本赤十字社愛媛県支部は、負傷者を県外の医療機関に収容する必要のある場合は、日本赤十字社
及び近隣の支部に対し、傷病者の受入れを要請する。 

 
１１ 公的医療機関・旧国立医療機関の活動 
 (1) 救護班の派遣 
  ア 公的医療機関は、県又は市町の派遣の協力要請に基づき、救護班を編成して現地に派遣し、救護活

動に努める。 
  イ 旧国立医療機関は、県から救護班の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、救護班を

出動させ医療救護活動を実施する。 
 (2) 傷病者の受入れ 
   県又は市町から傷病者の受入れについて協力要請があった場合は、協力に努める。 
 
１２ 県民及び自主防災組織の活動 
 (1) 軽症者については、家庭又は自主防災組織であらかじめ準備した医療救護資機材を用いて処置する。 
 (2) 傷病者を最寄りの救護所又は救護病院等に搬送する。 
 
３－９－５ 下水処理・し尿処理の実施 
  
１ 県の活動 
 (1) 市町の要請に基づき、市町が行うし尿処理について、必要な助言と市町間の調整を行う。 
 (2) 市町の要請に基づき、必要に応じて県が備蓄するポータブルトイレ等緊急援護物資を供給するととも

に、民間事業者等の所有する仮設トイレについて、協定に基づき調達あっせんを行う。 
 (3) 市町の下水道施設の被災状況を把握し、市町から支援要請があったときは、速やかに中国・四国ブロ

ック災害時支援連絡会議に連絡し必要な支援要請を行うほか、他県や国に対して、し尿処理の応援を要
請する。また、特に、必要と認めた場合は、被災状況に応じ、市町の要請の有無にかかわらず他県や国
に対し応援を要請する。 

 (4) 下水道施設の復旧支援を必要とする場合には、速やかに他県や国に対して応援を要請する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 下水道施設の総点検を実施し、被災状況を速やかに県に連絡する。 
(2) 下水道施設の普及地域においては、下水道施設の被災状況を把握出来るまでは、住民に水洗便所の使

用をひかえ、仮設便所等で処理するよう広報を行う。 
(3) 下水道の被害状況を把握し、必要に応じて水洗便所の使用制限について広報を行う。 
(4) 速やかに下水道施設、し尿処理施設の応急復旧に努めるものとし、住民に対して素掘り、仮設便所等

で処理するよう指導する。 
(5) 下水道施設の復旧支援を必要とする場合には、速やかに県に連絡する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
 (1) 水洗便所は市町からの連絡があるまでは使用しないこととし、下水道施設の被災を発見したときは、

市町に連絡するとともに、市町からの指示に従う。 
 (2) 自主防災組織を中心に仮設便所の建設、消毒、管理を行う。 
 
３－９－６ 生活系ごみ処理の実施 
  
１ 県の活動 
 (1) 市町の要請に基づき、市町の行うごみ処理について必要な助言と市町間の調整を行う。 
 (2) 市町の要請に基づき、県内外のごみ処理業者等のあっせんを行う。 
 (3) 市町の要請に基づき、県内市町、他県、国に対して、ごみ処理の応援を要請する。ただし、被災状況

により応じ、必要と認めた場合は、市町の要請の有無にかかわらず国等に応援を要請する。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 被災状況から判断し、可能な収集・処理体制を確保するとともに、速やかに収集方法、仮集積場所及
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び収集日時を定めて住民に広報する。 
 (2) 消毒用又は防臭用の薬剤及びごみ袋等を住民に配布するとともに、特に腐敗しやすいごみについては、

他と分離し優先的に処理し、または処理するように指導・広報する。 
 (3) 住民によって集められた仮集積場のごみを管理し、できるだけ速やかにあらかじめ選択した処理場に

運び処理する。なお、可能な限りリサイクルに努める。 
 (4) 収集・処理に必要な資機材及び人員が不足する場合は、県に応援を要請する。 
 
３ 県民及び自主防災組織の活動 
  県民は、自主防災組織を中心として、市町によるごみの収集及び処分が可能になるまでの間、次の対応
をとる。 

 (1) 可燃物等自分で処理できるものは努めて処理し、自分で処理できないものは指定された最寄りの仮置
場へ搬出する。 

 (2) 地域ごとに住民が搬出するごみの仮置場を設定し、住民に周知する｡ 
 (3) 自主防災組織の清掃班を中心として、仮置場のごみの整理、流出の防止等の管理を行う。 
 (4) 仮置場のごみは、市町が定めた日時に仮集積場所へ搬出する。 
 
３－９－７ 災害廃棄物処理の実施 
 
１ 基本方針 
  応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、震災による建物の倒壊、焼失及び解体によって発生す
る災害廃棄物をマニュアル（愛媛県災害廃棄物処理マニュアル）に従って迅速・適正に処理する。 

 
２ 県の活動 
 (1) 災害廃棄物処理対策組織の設置 
   災害廃棄物の処理に関する諸事務を実施するため、災害廃棄物処理対策組織を設置する。 
 (2) 情報の収集 

ア 災害廃棄物に関する被災状況の把握について、市町を支援する。 
イ 市町の被災状況を集計し、県全体の被災状況を把握する。 

 (3) 関係団体等への協力要請 
   収集、整理した情報に基づき、災害廃棄物の処理について、以下の機関へ協力を要請する。 

ア 国、近隣県、県内非被災市町 
イ 社団法人愛媛県産業廃棄物協会 

 (4) 処理方法の市町への周知 
   災害廃棄物の処理を円滑に推進するため、「愛媛県災害廃棄物処理マニュアル」等による災害廃棄物

の処理方針を被災市町へ周知し、対応状況の把握を行う。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 災害廃棄物処理対策組織の設置 

  市町内に､災害廃棄物処理対策組織を設置するとともに､県が設置する広域の組織に参加する。 
 (2) 情報の収集 

  市町内の情報を収集・把握し、以下の内容を整理し県に報告する。 
ア 家屋の倒壊に伴う解体件数 
イ 廃棄物処理施設等の被災状況 
ウ 災害廃棄物処理能力の不足量の推計 
エ 仮置場、仮設処理場の確保状況 

 (3) 発生量の推計 
  収集した情報を基に、災害廃棄物の発生量を推計する。 

 (4) 仮置場、仮設処理場の確保 
  推計した発生量を処理するのに必要となる仮置場及び仮設処理場を確保する。 

 (5) 処理施設の確保 
  中間処理施設、最終処分場等の災害廃棄物の処理施設を確保する。 

 (6) 関係団体への協力の要請 
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  収集した情報や仮置場、仮設処理場及び処理施設の確保状況等を基に、関係機関へ協力を要請する。 
 (7) 災害廃棄物の処理の実施 
  被災状況を勘案した上で、県が示す処理指針や事前に策定した市町災害廃棄物処理計画により、災害
廃棄物の処理を実施する。 

 (8) 解体家屋の撤去 
  解体家屋の撤去の優先順位付けを行い、解体家屋の撤去事務手続きを実施する。 

 
４ 事業者の活動 
 自社の災害廃棄物は、自己処理責任の原則に基づき、環境保全に配慮した適正な処理を行う。また、市
町から災害廃棄物の処理について、協力要請があった場合は、積極的に協力を行う。 

 
５ 県民の活動 
 (1) 災害廃棄物の処理は､可燃物・不燃物等の分別を行い、市町の指示する方法により搬出等を行う。 
 (2) 河川、道路、海岸及び谷間等に投棄しない。 
 
３－９－８ 防疫・保健活動 
  
 津波災害における感染症の発生と流行を未然に防止するため、迅速かつ的確な防疫活動を実施するととも
に、被災者の心身の健康保持に努める。 
 
１ 県（保健所）の活動 
 (1) 災害の規模に応じた防疫組織を設け、対策の推進を図る。 
 (2) 医師、保健師等による調査班を編成し、被災地域において疫学調査を行う。疫学調査の結果、必要が

ある場合には健康診断を実施する。 
 (3) 市町からの要請に基づいて、職員を派遣する。なお、県内での対応が困難な場合には、厚生労働省又

は他の都道府県に応援を要請する。 
 (4) 感染症が発生したときやその恐れがあるときは、発生状況を調査したうえで、市町に対して、汚染場

所・物件の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除、生活用水の供給、臨時の予防接種の実施等必要な防疫活動に
ついての指導・指示を行うとともに、これを支援する。 

 (5) 市町において防疫薬剤・資機材等の確保が困難な場合には、必要な薬剤等を市町に供給する。また、
県内での対応が困難な場合には、厚生労働省又は他の都道府県に応援を要請する。 

 (6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）の規定によ
る一類感染症及び二類感染症患者の発生した場合は、入院の勧告等を行うとともに、感染症指定医療機
関等と連携して必要病床を確保したうえで、患者を医療機関へ移送する。 

 (7) 被害が甚大で、市町が行うべき防疫業務が実施できないとき又は実施しても不十分であると認められ
るときは、感染症法に基づく措置を市町に代わって講じる。 

 (8) 市町と協力して、保健師による巡回健康相談を実施するとともに、感染症予防に係る指導と広報を行
い、被災者の心身の健康保持に努める。 

 (9) 被害状況、感染症発生状況、防疫活動状況等の必要な情報を厚生労働省に報告する。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 県に準じて防疫組織を設置し、対策を実施する。 
 (2) 県の指導・指示により、汚染場所・汚染物の消毒、ねずみ族昆虫等の駆除、生活用水の供給、臨時の

予防接種の実施等必要な防疫活動を迅速かつ的確に実施する。 
 (3) 飲料水の消毒及び衛生指導を行う。 
 (4) 塵芥、汚泥等を仮集積場及び分別所を経て埋立又は焼却するとともに、し尿の処理に万全を期す。 
 (5) 防疫薬剤、資機材等が不足したときは、卸売業者等から調達するほか、県に対し調達を要請する。 
 (6) 被災等により防疫機能が著しく阻害され、市町が行うべき防疫業務が実施できないとき又は不十分で

あるときは、県に応援を要請する。 
 (7) 県（保健所）と協力して保健師による巡回健康相談を実施し、避難所等における住民の健康状態を把

握するとともに、感染症予防に係る指導と広報を行う。また、避難所の管理者等を通じて住民に自治組
織の編成を指導し、その協力を得て健康管理等の徹底を図る。 
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 (8) 感染症の発生状況及び防疫活動の状況を随時、県（保健所）に報告する。 
 (9) 保健所を設置する市は、県の項に定める措置のうち、感染症法により当該市が行うこととされている

措置については、自ら行う。 
 
３ 県民の活動 
 県（保健所）及び市町の指導を受けながら、避難所等において良好な衛生状態を保つよう注意する。ま
た、自治組織を構成し、健康管理の徹底に努める。 

 
３－９－９ 死体の捜索及び処理 
  
１ 県の活動 
(1) 市町から要請があったときは、死体の捜索及び処理に必要な要員の派遣、死体処理器具・資材、輸送

車両等の調達又はあっせんを行う。 
(2) 市町から要請があったときは、必要に応じて大規模な死体収容所及び死体検案所を設置する。 
(3) 市町から要請があったときは、死体の処理及び火葬に関して近隣市町及び近隣県に協力を依頼する。

受入れが認められれば、火葬場の受入可能数に応じて調整を行い、被災市町に連絡する。 
 
２ 市町の活動 
(1) 警察官及び海上保安官の協力を得て、死体の捜索を行う。 
(2) 死体の氏名等の識別を行った後、親族などに引き渡す。相当期間引取り人が判明しない場合は、所持

品等を保管のうえ火葬する。 
(3) 被害現場付近の適当な場所（寺院、公共の建物等）に死体安置所を設置する。 
(4) 引取り人が判明しない焼骨は、納骨堂又は寺院に一時保管を依頼し、引取り人が判明次第、当該引取

り人に引き継ぐ。 
(5) 無縁の焼骨は、納骨堂に収蔵するほか、墓地に埋葬する。 
(6) 市町長は、死体の捜索、処理、火葬及び埋葬について、当該市町のみで対応できないときは、次の事

項を示して県に応援を要請する。 
  ア 捜索、処理、火葬及び埋葬別とそれぞれの対象人員 
  イ 捜索地域 
  ウ 埋葬施設の使用可否 
  エ 必要な輸送車両の数 
  オ 死体処理に必要な器材、資材の品目別数量 
(7) 災害の状況により必要があるときは、遺体の引渡しが行われた後に、遺体の処理及び火葬を実施する。 

 
３ 県警察の活動（県警本部） 
  県及び市町と協力し、必要に応じ他の都道府県警察に応援を要請するなどにより、死体見分要員・場所
等を確保するとともに、医師等との連携に配慮し、迅速かつ的確な死体見分、身元の確認、遺族等への死
体の引渡し等に努める。 
また、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行えるよう、県、市町及び指定公

共機関等と密接に連携するものとする。 
 
４ 県民及び自主防災組織の活動 
  行方不明者の情報等を市町や警察等に提供するよう努める。 
 
３－９－１０ 災害時における動物（犬、猫等）の管理 
  
 災害の発生に伴う動物の保護及び危害防止に対応するため、県、市町、県民等による協力体制を確立する。 
 
１ 県の活動 
 (1) 被災動物の広域的な把握 
 (2) 被災動物の一時収容、応急処置、保管 
 (3) 所有者及び里親探しの情報提供 
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 (4) 市町等関係機関との連絡調整 
 (5) 動物救援センターの設置場所のあっせん 
 (6) 被災動物によるこう傷事故、危害防止の啓発 
 (7) 愛媛県獣医師会へ負傷動物治療の協力依頼 
 (8) 災害死した動物の処理 
 (9) 動物用医薬品、動物用品等の確保及び配布 
(10) ボランティアの確保、把握 
(11) その他動物に関する相談等 
 
２ 市町の活動 
 (1) 被災動物の把握 
 (2) 飼養されている動物に対する餌の配布 
(3)  危険動物の逸走対策 
 (4) 被災動物の一時収容、応急処置、保管 
 (5) 動物救援センターの設置 
 (6) 被災動物によるこう傷事故、危害防止の啓発 
 (7) 災害死した動物の処理 
 (8) その他動物に関する相談等 
 
３ 県民及び民間の活動 
 (1) 被災動物の一時保護、応急処置、通報 
 (2) ボランティア獣医師による負傷動物の治療 
(3)  危険動物の逸走対策 
 (4) ボランティアによる動物救援センターの管理、運営 
 (5) その他行政への協力 
 
３－９－１１ 死亡した獣畜（牛、馬、豚、めん羊、山羊）及び家きんの処理 
 
 災害の発生に伴って死亡した獣畜及び家きんの処理は、原則として飼養者等が行うものとし、これが困難
な場合には、県及び市町は協力体制を確立し、衛生的処理に努める。 
 
１ 県の活動 
(1) 市町からの要請があったときは、埋却及び焼却処理の処分方法を指導する。 
(2) 市町からの要請があったときは、死亡した獣畜及び家きんの処理について近隣市町及び近隣県へ協力

を依頼する。 
(3) 保健所長は、飼養者等から申請があったときは、処理場所が公衆衛生上適当かどうかを判断し、埋却

及び焼却処理の許可（家きんの処理については、許可は不要）を与え、処理方法及び公衆衛生上必要な
措置について指導する。 

 
２ 市町の活動 
(1) 飼養者等からの要請があったときは、処分方法を指導し、処理場所の確保について近隣住民へ協力を

依頼する。 
(2) 処理場所の確保について市町のみで対応できないときは、県に協力を要請する。 
 
３ 飼養者等の活動 
(1) 処理場所を確保し、獣畜の処理については、保健所長の許可を受ける。 
(2) 処理場所を確保できないときは、市町へ協力を要請する。 
(3) 処理方法及び公衆衛生上必要な措置について保健所、市町の指導を受け、適正に処理する。 
 
３－９－１２ 応急仮設住宅の確保等 
  
１ 基本方針 
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  避難所生活を早期に解消するために、被災者の住宅を応急的に確保する。 
 
２ 県の活動 
(1) 被害状況の把握 
   市町の被災状況により、県内全体の被災状況を把握する。 
(2) 体制の整備 
   応急住宅対策に関する体制を整備する。 
(3) 応急仮設住宅の建設 

ア 被災状況等を基に、県内の建設戸数を決定する。 
イ 既に協定を締結している(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設を行う。この場合において、被災
者に関する世帯人員数や災害時要援護者に配慮した仕様の設定及び設計を行う。 

ウ 状況により、知事が必要と認めた場合は、応急仮設住宅の建設を市町長が行う。 
(4) 公営住宅等の一時入居 

ア 応急住宅として活用可能な県内の公営住宅等の空き家状況を把握する。 
イ 県営住宅等の空き家に被災市街地復興特別措置法が適用された場合等必要に応じ、被災者を一時的
に入居させる。 

ウ 必要に応じ国及び他県等へ、被災者の一時入居について要請する。 
(5) 民間賃貸住宅の応急住宅としての活用 
   民間賃貸住宅を必要に応じ、応急住宅として確保する。また、住宅情報等について、協定を締結した

（社）愛媛県宅地建物取引業協会との協定に基づき、応急住宅の円滑な供給、早期確保に努める。 
(6) 応急住宅の入居者の認定及び管理 
   知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について、自ら実施することが適当であると認めた場合は、

これを実施する。 
(7) 住宅の応急修理 
   知事は、住宅の応急修理及びその対象者の認定について、自ら実施することが適当であると認めた場

合は、これを実施する。 
(8) 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん 

ア 県が実施する住宅の応急修理に必要な建築資機材は、業者等に協力を求めて調達する。また、住宅
の建設及び修理のための資材は、原則として請負業者が確保するものとするが、災害時における混乱
等により確保することができないときは、県又は市町が確保についてあっせんする。 

イ 市町長からあっせんの要請があったときは、知事はアに定める者に対し協力を要請する。 
ウ 資機材の輸送については、原則として、当該物資発注先に依頼する。なお､当該物資発注先におい
て輸送できないときは､緊急輸送計画の定めるところにより措置する。 

(9) 住居等に流入した土石等障害物の除去 
   知事は、市町長から要請があったときは、障害物除去要員の派遣及び機械器具の調達・あっせんを行

う。 
(10) 建築相談窓口の設置 
   地方局等に建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等について相談に応

じる。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 被害状況の把握 
   ｢災害救助法｣の適用のための調査結果等を活用し、被災状況や全壊戸数、避難所生活世帯等を把握す

る。 
 (2) 体制の整備 
   応急住宅対策に関する体制を整備する。 
 (3) 応急仮設住宅の建設 
  ア 建設を県から委任された場合は、(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設する。 
  イ 建設用地は、あらかじめ定めた建設可能敷地の中から災害の状況に応じて選定する。 
 (4) 応急住宅の入居者の認定 
  ア 避難所生活世帯に対する入居意向調査等を実施する。 
  イ 入居者の認定を市町長が行うこととされた場合は、自らの資力では住宅を確保できない者のうち、
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被災者の特性や実態を踏まえ、災害時要援護者にも十分に配慮しながら認定し入居させる。 
 (5) 市町営住宅等の一時入居 
   市町営住宅等の空き家へ必要に応じ、被災者を一時的に入居させる。 
 (6) 応急住宅の管理 
  ア 住宅使用契約書と住宅台帳を作成し、応急住宅の入退去手続き・維持管理を行う。各応急住宅ごと

に入居者名簿を作成する。 
  イ 入居者調査、巡回相談等を実施し、応急住宅での生活に問題が発生しないよう努める。 
 (7) 住宅の応急修理 
  ア 建築業関係団体の協力を得て、住宅が半壊又は半焼した者のうち、自らの資力では住宅の応急修理

を実施できない者に対し、居室、炊事場及び便所等最小限度の日常生活を維持するために欠くことの
できない部分について応急修理を行う。 

  イ 市町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、応急対策をとれば居住可能な住宅の応急修
繕を推進する。 

 (8) 建築資機材及び建築業者等の調達、あっせん要請 
  ア 応急仮設住宅及び住宅の応急修理に必要な建築業者が不足し、又は建築資機材を調達できない場合

は、次の事項を示して県にあっせん又は調達を要請する。 
(ｱ) 応急仮設住宅の場合 
① 被害戸数（全焼、全壊、流出） 
② 設置を必要とする住宅の戸数 
③ 調達を必要とする資機材の品名及び数量 
④ 派遣を必要とする建築業者数 
⑤ 連絡責任者 
⑥ その他参考となる事項 

(ｲ) 住宅応急修理の場合 
① 被害戸数（半焼、半壊） 
② 修理を必要とする住宅の戸数 
③ 修理を必要とする資機材の品目及び数量 
④ 派遣を必要とする建築業者数 
⑤ 連絡責任者 
⑥ その他参考となる事項 

  イ 住民が自力で実施する住宅の応急復旧を促進するため、市町の地域において建築業者又は建築資機
材の供給が不足する場合についても、県にあっせん又は調達を要請する。 

 (9) 住居等に流入した土石等障害物の除去 
   住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしている者に対し、必要な救援

活動を行う。なお、市町長は、当該市町のみでは対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要
請する。 
ア 除去を必要とする住家戸数（半壊、床上浸水別） 
イ 除去に必要な人員 
ウ 除去に必要な期間 
エ 除去に必要な機械器具の品目別数量 
オ 除去した障害物の集積場所の有無 

(10) 建築相談窓口の設置 
   建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等について相談に応じる。 
 
 
 

※資料 １ 緊急援護物資                   （資料編１０－ １） 
      ２ 緊急援護物資管理及び輸送体制           （資料編１０－ ２） 
      ３ 市町備蓄物資一覧表                （資料編１０－ ３） 
     ４ 砂糖卸売業者一覧表                （資料編１０－ ４） 

      ５ 家畜飼料の取扱業者一覧表             （資料編１０－ ５） 
６ 米穀の調達に関する協定書             （資料編１０－ ６） 
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      ７ 災害救助に必要な物資の調達に関する協定      （資料編１０－ ７） 
      ８ 災害時における自動車等の燃料の調達に関する協定  （資料編１０－ ８） 
      ９ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定   （資料編１０－ ９）  
     １０ 災害時における生活必需物資の調達に関する協定   （資料編１０－１０） 
     １１ 災害時における物資供給に関する協定書       （資料編１０－１１） 
     １２ 災害時における食料（パン）の調達に関する協定   （資料編１０－１２） 
     １３ 災害時における応急生活物資の供給及び帰宅困難者へ 
       の支援に関する協定                 （資料編１０－１３） 

１４ 市町給水タンク保有状況一覧            （資料編 ８－ ２） 
      １５ 市町別給水能力一覧表               （資料編 ８－ ３） 
      １６ 災害時における水道施設復旧作業の応急対策への協力に関する協定 
                                  （資料編 ８－ ４）  
      １７ 災害時における飲料水の調達に関する協定      （資料編 ８－ ５） 

 １８ 災害時における応急生活物資（ＬＰガス等）の供給に関する協定 
（資料編 ８－ ６） 

 １９ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県医師会）   （資料編 ７－ ２） 
      ２０ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県看護協会）  （資料編 ７－ ３） 
      ２１ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県歯科医師会） （資料編 ７－ ４） 
      ２２ 災害時の医療救護に関する協定（愛媛県薬剤師会）  （資料編 ７－ ５） 
 
      ２３ 災害時に必要な医薬品等の調達に関する協定     （資料編 ７－ ６） 
      ２４ 災害時の柔道整復師支援活動に関する協定（愛媛県接骨師会） 
                                  （資料編 ７－ ７） 
      ２５ 災害時における廃棄物処理の協力に関する協定    （資料編 ９－ ６） 
      ２６ 愛媛県廃棄物応急処理計画作成指針         （資料編 ９－ ７） 
      ２７ 愛媛県がれき・残骸物処理マニュアル        （資料編 ９－ ８） 
      ２８ 災害時における仮設トイレの供給に関する協定    （資料編 ９－ ９） 
      ２９ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書  （資料編１２－ ４） 
      ３０ 大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定書 

（資料編１２－ ９） 
３１ 市町別災害救助法適用基準表            （資料編１３－ ２） 

      ３２ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間     （資料編１３－ ３） 
      ３３ 災害救助基金の概要                （資料編１３－ ４） 
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第１０章 応急教育活動  
【私学文書課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、文化財保護課、 

保健体育課】 
 
 学校施設等が津波により被災し、又は児童生徒等の被災により通常の教育を行うことができない場合、県
及び市町教育委員会等は、学校施設等の応急復旧、児童生徒等の応急教育等必要な措置を行うとともに、文
化財の保護の措置を実施する。 
 
３－１０－１ 応急教育計画の作成  
 
１ 実施責任者 
(1) 市町立学校の応急教育は、市町教育委員会が実施する。 
(2) 県立学校の応急教育は、県教育委員会が実施する。 
(3) 私立学校の応急教育は、設置者が実施する。 
(4) 国立学校の応急教育は、管理者が実施する。 
(5) 知事又は県教育委員会教育長は、応急教育実施のための施設又は教職員の確保等について、市町教育

委員会、又は県立学校の要請により必要な措置を講じる。 
 
２ 応急計画 
  学校長は、学校の立地条件も考慮し、あらかじめ災害時の学校施設の応急整備、応急計画の方法等につ
いて計画を定めておく｡ 

(1) 県は、市町立学校に対し、耐震設計法等に基づき、計画的に補強・改築等の必要な処置をとるよう支
援・協力する。 

(2) 県立学校においては、必要に応じて施設・設備等の点検を行い、その状況により改築・改造を行い、
防災機能の強化を図る｡ 

 
３ 応急措置 
(1) 実施責任者は、施設の被害状況を速やかに把握するとともに、関係機関と密接な連携をとり、被害が

少ない地域の学校施設、公民館、その他民有施設の借り上げや応急仮設校舎の建設等速やかに授業がで
きるよう措置する｡ 

   なお、応急仮設校舎の建設に当たっては、被害の状況により、必要があるときは市町又は地域の住民
の協力を求めるとともに、関係機関に協力を要請して短期間に完成させる｡ 

(2) 学校長等は、災害が発生したとき又は関係機関から情報を受けたときは、児童生徒等の安全の確保を
図 

  るため、次の措置を講じるとともに、必要に応じて被害状況等を実施責任者へ報告する。 
  ア 在校時の場合は、災害の状況を的確に判断し、速やかに児童生徒等の避難の指示、誘導を行うとと

もに、負傷者の有無、被害状況の把握に努めるものとする。また、これらの状況を把握した後、速や
かに保護者と連絡をとり、引渡し等の適切な措置を講じること。 

  イ 登下校時、夜間、休日等の在校外時の場合は、保護者等と連絡をとり、児童生徒等の安否確認及び
状況把握に努めるほか、臨時休業等適切な措置を講じること。   

 ウ 災害の規模に応じて、児童生徒及び教職員並びに施設・設備の被害状況を速やかに把握するととも 
  に、関係機関と連携し、災害対策について万全の体制を確立すること｡ 

 
４ 応急教育の実施 
  学校の施設が被災し又は学校が地域の避難場所となった場合は、学校長は次の方法により応急教育を実
施する｡ 
(1) 教職員を動員し、施設及び設備の応急復旧整備を行い授業再開に努める。なお被害の状況により、必

要があるときは市町又は地域住民等の協力を求める。 
(2) 施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教育の開始時期及び方

法を確実に児童・生徒及び保護者に連絡する。 
(3) 全児童、生徒を学校へ同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設を利用して分散授業

を行う等の措置を講じる。 



 118 

(4) 児童、生徒を通学不可能な他地域へ集団移動して応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定め、
地域ごとの実情の把握に努める｡ 

(5) 教育活動の再開に当たっては、児童、生徒の登下校時の安全確保に留意する｡ 
 
５ 学校が地域の避難場所になる場合の留意事項 
(1) 学校長は、避難場所に供する施設、設備の安全を確認し、管理者に対し、その利用について必要な指

示をする。 
(2) 教育委員会は、学校管理に必要な教職員を確保し、施設及び設備の保全に努める。 
(3) 避難生活が長期化する場合においては、学校長は、応急教育活動と避難活動との調整について、市町

等と必要な協議を行う。 
 
６ 教科書等学用品の調達 
  学用品の給付は、災害救助法を適用した場合、知事が行うものとするが、知事が委任した場合、市町長

が行う｡ 
  なお、災害救助法が適用されない高校生の教科書等学用品の調達については、関係機関が連携し、可能

な限り対応する｡ 
 
３－１０－２ 高等学校及び中等教育学校（後期課程）生徒の災害応急対策への協力  
 
 学校長は、登校可能な生徒に対し、教職員の指導監督のもとに学校の施設・設備等の応急復旧整備作業に
可能な範囲で協力を求める。 
 また、状況に応じ、地域における応急復旧又は救援活動等に協力するよう指導する。 
 
３－１０－３ 文化財の保護 
 
建築物及びその他の文化財並びに文化財が収蔵されている建築物（以下「文化財等」という。）の災害時

の安全性を確保するため､文化財の所有者、管理責任者又は管理団体（以下「所有者等」という。）は、必
要な次の対策を講じるものとし、県教育委員会は､市町教育委員会の協力を得て､所有者等に対して適切な指
導助言を行う。 
 (1) 災害発生時における連絡体制、関係機関に対する通報体制の確立 
 (2) 安全性の確保された他の施設等への文化財の搬出と復旧のための支援体制の整備 
 (3) 文化財等の部分的・応急的な補修の実施 
 (4) 文化財等の補強工事の実施 
 
 
 
  ※資料 １ 災害救助法の適用について         （資料編１３－１） 
      ２ 市町別災害救助法適用基準表        （資料編１３－２） 
      ３ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間 （資料編１３－３） 
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第１１章 災害時要援護者に対する支援活動 
  【危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護課】  
 
 県及び市町は、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業
者、ボランティア等の多様な主体の協力を得て、災害時要援護者の津波避難誘導に努めるとともに、災害時
要援護者一人ひとりの状況に応じた福祉サービスの提供等の援助活動を行う。 
 
３－１１－１ 県の活動  
 
 県は、災害時要援護者及び社会福祉施設等の状況を的確に把握し、各種の情報の提供、応援要員の派遣、
国、他の都道府県、他市町への応援要請等、広域的な観点から次の協力・援助・支援活動を行う。 
(1) 災害時要援護者及び社会福祉施設等のり災状況の把握 
(2) 災害時要援護者への情報提供 
(3) 応援要員の派遣 
(4) 他県及び他市町への応援要請 
(5) 一時保護が必要な要保護者への一時入所あっせん・調整 
(6) 被災母子・寡婦世帯に対する母子・寡婦資金の住宅資金貸付 
 ア 実施機関 県 
 イ 貸付対象 災害等により住宅が半壊・全壊した場合等 
 ウ 貸 付 額 母子及び寡婦福祉法施行令第７条の額 

 
３－１１－２ 市町の活動  
 
 (1) 災害時要援護者の避難 

市町は、あらかじめ作成した要援護者一人ひとりの避難支援プランに基づき、災害発生直後、速やか
に避難誘導を行う。また、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を借り上げる等、多様な避難場所の確保に努
めるほか、プライバシーの確保や男女のニーズの違い等にも配慮する。 

 (2) 避難所等への移送 
 市町は、災害時要援護者を発見した場合は、速やかに負傷者の有無や周囲の状況等を総合的に判断し
て、以下の措置を講じる。 
 なお、避難所へ移動した災害時要援護者については、その状況を把握し、適切な福祉サービスの提供
に努める。 

 ア 避難所への移動 
 イ 病院への移送 
 ウ 施設等への緊急入所 

 (3) 応急仮設住宅への優先的入居 
  市町は、応急仮設住宅への収容にあたり、災害時要援護者の優先的入居に努める。 

 (4) 在宅者への支援 
 市町は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、次のとおり在宅福
祉サービス等を適宜提供する。 

 ア 被災障害者に対する援助 
  (ｱ) 災害により補装具を亡失又は毀損したものに対する修理又は交付 
  (ｲ) 被災障害者の更生相談 

 (5) 応援依頼 
 市町は、救助活動の状況や災害時要援護者の状況を把握し、適宜、県、隣接市町等へ応援を要請する。 
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第１２章 孤立地区に対する支援活動 【消防防災安全課、危機管理課】 
 
県及び市町は、津波による孤立地区が発生した場合、まず集落との連絡手段を早期に確保し、負傷者の緊

急搬送に備えるとともに、被災状況等を把握のうえ、住民の集団避難、支援物資の搬送など必要な対策を行
う。 
 
３－１２―１ 県の活動 
 県は、孤立地区に対し、市町ほか関係機関と連携し次の措置を行う。 
(1) 県防災ヘリコプター等による情報収集、救出、物資輸送 
(2) 自衛隊、県警察本部等への航空偵察の要請 
(3) 緊急支援物資の確保・あっせん 
 
３－１２―２ 市町の活動 
 市町は、孤立地区に対し、次の措置を行う。 
(1) 孤立地域の把握  
(2) 衛星携帯電話等による外部との通信手段の確保 
(3) 緊急救出手段の確保（ヘリコプター・バイク・船舶） 
(4) 集団避難の勧告・指示の検討 
(5) 住民不在地域における防犯パトロールの強化 
(6) 緊急支援物資の確保・搬送 
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第１３章 応援協力活動  
【消防防災安全課、危機管理課、保健福祉課、国際交流課、警察本部、第六管

区海上保安本部、自衛隊】 
 
 大規模地震による激甚な津波災害が発生した場合においては、広範な地域に被害がおよび、社会機能が著
しく低下するなかにあって、消火活動や救命、救急、救助活動、被災者の生活対策をはじめとする多面的か
つ膨大な対策を集中的に実施しなければならない。 
 このため、各機関は、平素から関係機関と十分に協議し、災害時にあっては相互に協力し、応急対策活動
を円滑に実施する。 
 
３－１３－１ 行政機関の応援活動  
 
１ 県の活動 
(1) 指定行政機関等に対する職員の派遣の要請 
 ア 知事は、県内における災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第 29

条の規定に基づき、次の事項を明らかにして、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公
共機関に対し職員の派遣を要請する。 
(ｱ) 派遣を要請する理由 

  (ｲ) 派遣を要請する職員の職種別人員数 
  (ｳ) 派遣を必要とする期間 
  (ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
  (ｵ) その他職員の派遣について必要な事項 
 イ 知事は、災害対策基本法第 30 条の規定に基づき､内閣総理大臣に対し、次の事項を明らかにした上

で指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関の職員の派遣についてあっせんを求め
る。 
(ｱ) 派遣のあっせんを求める理由 
(ｲ) 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 
(ｳ) 派遣を必要とする期間 
(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
(ｵ) その他職員の派遣あっせんについて必要な事項 

(2) 指定行政機関等に対する応急措置の実施の要請 
知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認められ

る場合は、災害対策基本法第 70 条第３項の規定に基づき、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機
関の長又は県の他の執行機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し応急措置の実施を要請す
る。 

(3) 指定行政機関等に対する物資又は資材の供給の要請 
 知事は、災害応急対策の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を
的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の
長に対し必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請する。 

(4) 他県及び民間事業者等に対する応援要請 
   知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めたときは、四国、中四国及び全都道府県の各

県知事並びに民間事業者等とあらかじめ締結した大規模災害時の広域応援等に関する協定に基づき、応
援を要請する。また、地方公共団体間での要請等のみによっては災害応急対策が円滑に実施されないと
判断する場合は、内閣総理大臣に対して、他の都道府県知事に対して応援することを求めるよう求める。 

 (5) 市町に対する応援 
  ア 知事は、市町長から災害応急対策を実施するために応援を求められた場合は、県の災害応急対策の

実施との調整を図りながら、必要と認められる事項について支援・協力を行う。また、県は、被災市
町の業務レベルが著しく低下したと判断される場合には、市町からの応援要請の有無に関わらず、災
害応急対策等について支援・協力を実施する。 

  イ 知事は、市町の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、特に必要があると認める
ときは、当該市町の災害応急対策の実施状況を勘案しながら、他の市町長に対し、次の事項を示して、
市町相互間の応援について必要な指示又は調整を行う。 
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(ｱ) 応援を必要とする理由 
(ｲ) 応援を必要とする人員、装備、資機材等 
(ｳ) 応援を必要とする場所 
(ｴ) 応援を必要とする期間 
(ｵ) その他応援に関し必要な事項 

ウ 県は、市町から広域一時滞在についての協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものと
する。また、市町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町からの要求を待つい
とまがないときは、市町の要求を待たないで、広域一時滞在のための要求を当該市町に代わって行う。 

 (6) 民間団体等に対する応援協力の要請 
ア 応援協力要請の対象となる民間団体等 
(ｱ) 青年団体、婦人団体、商工団体、農林水産団体、日本赤十字社奉仕団 
(ｲ) 大学、高校、各種講習所、養成所等の学生・生徒 
(ｳ) その他、奉仕活動を申し入れたボランティア団体等 

イ 応援協力要請の時期及び要請事項 
  知事は、市町長から要請があったとき、又は知事が必要と認めたときは、次の事項を示して応援協
力を要請する。 
(ｱ) 応援協力を要請する人員 
(ｲ) 作業内容 
(ｳ) 作業場所 
(ｴ) 集合場所 
(ｵ) その他応援協力要請に関し必要な事項 
 

２ 県警察の活動 
 (1) 警察災害派遣隊の運用 
  県警察は、大規模災害が発生し、又は発生しようとしている場合は、警察庁及び四国管区警察局の指
示、調整に基づき、警察災害派遣隊の派遣等広域的な応援のための措置をとる。 

 (2) 都道府県に対する援助要請 
  公安委員会は、県内警備力をもって災害に対処することができない場合、次の事項を明らかにして警
察庁又は他の都道府県警察に対し、警察法（昭和 22 年法律第 162 号）第 60 条に基づく援助要請を行う。 

  ア 援助を必要とする理由 
  イ 援助を必要とする人員、航空機、装備、資機材、服装、携行品及び期間 
  ウ 援助を必要とする場所 
  エ 県内経路（特に道路の損壊がある場合） 
  オ その他必要事項 
 
３ 消防機関の活動 
 (1) 県内の消防応援 
  地震が発生し、被災地の消防機関の消防力のみでは災害の防御が困難または困難が予想される場合は、
災害の態様や動向等を的確に判断し、県内の他の消防機関に対して、消防応援協定に基づく応援要請
（消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 43 条）を速やかに行う。 

  なお、「愛媛県消防広域相互応援協定」に基づく応援要請にあたっては、「愛媛県消防広域相互応援計
画」の定めるところによる。 

(2) 緊急消防援助隊 
  知事は、被害の状況により消防庁緊急消防援助隊の応援の必要があると認めるときは､消防組織法第
44 条の規定に基づき、次の事項を明らかにして、消防庁長官に対し応援出動等の措置を要請する。 

  ア 災害の状況及び応援要請の理由 
  イ 応援要請を行う部隊と人員、装備、資機材等 
  ウ 応援部隊の進入経路及び集結場所 
  エ 指揮体制及び無線運用体制 
  オ その他必要事項 
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  緊急消防援助隊の要請先は次のとおり。 
      区 分 
 回線別 

平日（9:30～18:15） 
総務省消防庁広域応援室 

左記以外 
総務省消防庁宿直室 

電 話  ０３－５２５３－７５２７  ０３－５２５３－７７７７ 
ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ  ０３－５２５３－７５５２  ０３－５２５３－７５５３ 
電 話  ６３－９０－４９０１３  ６３－９０－４９１０２ 

消防防災無線 
ＦＡＸ  ６３－９０－４９０３３  ６３－９０－４９０３６ 
電 話  ６４－０４８－５００－９０－４９０１３  ６４－０４８－５００－９０－４９１０２ 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ  ６４－０４８－５００－９０－４９０３３  ６４－０４８－５００－９０－４９０３６ 
 
４ 市町の活動 
 (1) 知事等に対する応援要請等 
  市町長は、当該市町の災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対し次の事項を
示して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

  ア 応援を必要とする理由 
  イ 応援を必要とする人員、物資、資機材等 
  ウ 応援を必要とする場所 
  エ 応援を必要とする期間 
  オ その他応援に関し必要な事項 

また、都道府県外広域一時滞在が必要な場合には、知事に対し、他の都道府県知事と協議することを
求める。 

 (2) 他の市町長等に対する応援要請 
   市町長は、当該市町の地域にかかる災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、あら

かじめ災害時の広域応援に関する協定を締結した他の市町長に対し応援を要請する。また、被災住民の
居住の場所の確保が困難な場合には、広域一時滞在について、他の市町長と協議する。 

   応援を求められた市町は、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊
急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。災害応急対策の実施については、
応援に従事する者は、被災市町の指揮の下に行動する。 
なお、消防に関する応援要請については、消防組織法第 39 条に基づき締結された｢愛媛県消防広域相

互応援協定｣による。 
(3) 関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対する応援要請 
  市町長は、当該市町の地域にかかる災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、関係
指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を要請する。 

 
５ 応援要員の受入れ体制 
 防災関係機関が災害応急対策の実施に際して、県外から必要な応援要員・部隊を受け入れた場合、知事
及び派遣先の市町長は、これらの要員・部隊の展開、宿泊施設、ヘリポート、物資搬送設備等の活動拠点
について､各機関の要請に応じて､可能な限り準備する。 

 
３－１３－２ ボランティア等の支援活動  
 
１ 県の活動 
 (1) 県災害救援ボランティア支援本部の設置 
  県は、大規模災害が発生し、必要があると認めるときは、愛媛県社会福祉協議会と連携して、県災害
救援ボランティア支援本部（以下「県支援本部」という。）を県ボランティアセンター内に設置する。 

 (2) 県支援本部の構成メンバー 
  県支援本部は、県社会福祉協議会、ＮＰＯ、ボランティア関係団体、ボランティア・コーディネータ
ー等で構成する。 

(3) 県支援本部の任務 
  ア 県内の被災状況、ボランティアによる救援活動状況、ボランティア不足状況等の把握 
   県、市町、市町災害救援ボランティア支援本部（以下「市町支援本部」という。）やボランティア団

体等からの情報を取りまとめ、県内の被災状況、ボランティアによる救援活動状況、ボランティアの



 124 

不足状況等を的確に把握する。 
  イ ボランティアや被災住民等に対する情報提供窓口の開設 
   被災地の状況や救援活動状況やボランティアあっせん窓口等の情報をボランティアや被災住民等に対

して的確に提供する窓口を開設する。 
  ウ ボランティアの募集及びグループ化等活動体制の整備 
   ボランティアが不足すると考えられる場合等において、必要人員、活動内容、活動拠点等の必要な情

報をマスコミに提供すること等により、ボランティア参加者の募集を行うとともに、そのボランティ
ア申出者と平常時から登録しているボランティアのグループ化を行うなどにより、機能的な活動が行
われるよう活動体制の整備を行う。 

  エ ボランティアのあっせん 
   市町支援本部や社会福祉施設等からボランティアのあっせん要請が出された場合、ボランティアグル

ープ等のあっせん・派遣を行う。 
 (4) 県支援本部等に対する情報、活動拠点及び資機材の提供 

 被災地の状況、救援活動の状況等の情報を提供する県の窓口を開設するとともに、地方局庁舎その他
県有施設等をボランティアの活動拠点として提供する。 
 また、ボランティア活動に必要な資機材を、可能な限り貸出すことにより、災害救援ボランティアが
効率的に活動できる環境づくりに努める。 

 (5) 県は、職員のボランティア休暇制度の周知を図り、ボランティア活動参加への支援に努める。 
 
２ 市町の活動 
 (1) 市町災害救援ボランティア支援本部の設置 
  市町は、大規模災害が発生し、必要があると認めるときは、市町社会福祉協議会と連携して、市町支
援本部（必要に応じて支部を設置。）を市町ボランティアセンター内等に設置する。 

 (2) 市町支援本部の構成メンバー 
  市町支援本部は、市町社会福祉協議会、市町ボランティアセンター、市町ＮＰＯ支援センター、ＮＰ
Ｏ、ボランティア関係団体、ボランティア・コーディネーター等で構成する。 

 (3) 市町支援本部の任務 
  ア ボランティア活動に関する情報収集 
    県、市町、ボランティア団体や被災住民等からの情報を取りまとめ、市町内の被災状況、ボランテ

ィアによる救援活動状況、ボランティアの不足状況等を的確に把握する。 
  イ ボランティア・被災住民等に対する情報提供窓口の開設 
    被災地の状況や救援活動状況等の情報をボランティアや被災住民等に対して的確に提供する窓口を

開設する。 
  ウ ボランティアの募集及びグループ化等活動体制の整備 
    ボランティアが不足すると考えられる場合等において、ボランティア参加者の募集を行うとともに、

そのボランティア申出者と平常時から登録しているボランティアのグループ化を行うなどにより、機
能的な活動が行われるよう活動体制の整備を行う。 

  エ ボランティアのあっせん 
    被災住民、県災害救援ボランティア支援本部や社会福祉施設等からボランティアのあっせん要請が

出された場合、ボランティアグループ等のあっせん・派遣を行う。 
 (4) 市町支援本部等に対する情報、活動拠点及び資機材の提供 
  被災地の状況、救援活動の状況等の情報を市町支援本部等に提供するとともに、市町庁舎その他所有
施設等をボランティアの活動拠点として提供する。 

  また、ボランティア活動に必要な資機材を、可能な限り貸出すことにより、ボランティアが効率的に
活動できる環境づくりに努める。 

 
３－１３－３ 自衛隊の活動  
 
１ 自衛隊の情報収集・伝達活動（自衛隊） 
  気象庁等から県内において震度５弱以上の地震発生との情報を得た場合、陸上自衛隊第１４特科隊長は、
車輌による地上偵察を実施するとともに、上級部隊が行う航空機や艦艇等の偵察による当該地震発生地域
及びその周辺の情報を収集する。 
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  また、収集した情報は、直ちに県等防災関係機関に伝達する。 
 
２ 自衛隊の災害派遣の要請 
  人命及び財産の救助のためにやむを得ないと認められる事態で、他に実施可能な組織等がない場合にお
いて、自衛隊の災害派遣を必要とするときは、知事は、支援を要請する事項等を明らかにして派遣を要請
する。また、事態の推移に応じ、派遣の必要が無くなった場合は、直ちにその旨を連絡する。 

 (1) 派遣要請事項 
ア 車両、航空機等による被害状況の把握 
イ 避難者の誘導、輸送等避難のための必要があるときの援助 
ウ 行方不明者、負傷者等が発生した場合の捜索援助 
エ 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動 
オ 消防機関に協力して行う消火活動 
カ 道路又は水路の確保の措置 
キ 被災者に対する応急医療、救護及び防疫 
ク 救急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 
ケ 被災者に対する給食及び給水支援 
コ 防災要員等の輸送 
サ 連絡幹部の派遣 
シ その他知事が必要と認める事項 

 (2) 派遣要請手続 
 知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、まず、陸上自衛隊第１４特科隊長に要請する。 
 また、海上自衛隊又は航空自衛隊の派遣を必要とする場合は、海上自衛隊呉地方総監又は航空自衛隊
西部航空方面隊司令官あてに要請を行う。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書をもって
措置する。 
ア 災害の情況及び派遣を要請する理由 
イ 派遣を希望する期間 
ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 
エ その他参考となるべき事項 

 (3) 市町長等の災害派遣要請の要求の依頼手続 
 市町長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは、知事に対し、自衛隊の派遣要請
について(2)のア～エの事項を明示した文書をもって、必要な措置を講じるよう要求する。 
 ただし、緊急の場合は、県防災通信システム（地上系）等又は口頭をもって行い、事後速かに文書を
もって措置する。 
 また、知事への要求ができない場合は、その旨及び当該地域に関わる災害の状況を陸上自衛隊第１４
特科隊に通知し、知事に対してもその旨を速やかに通知する。 

 
３ 要請を待たないで行う災害派遣（自主派遣） 
  自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまがないときは、 
 自主的に部隊等を派遣する。 
  この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、密接な連絡調整のもとに適切かつ効率的な救援
活動を実施するように努める。 

  自衛隊が自主派遣を行う場合の基準は、次のとおりである。 
 (1) 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要が

あると認められること 
 (2) 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、直ち

に救援の措置を取る必要があると認められること 
 (3) 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が人命救助に関するものであると明確に認められること 
 (4) その他、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められること 
 
４ 自衛隊の救援活動の内容 
  自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の具体的内容は、災害の状況や他の救援機関等の活動状況等の
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ほか、知事等の要請内容や現地における部隊等の人員、装備等によって異なるが、通常、次のとおりであ
る。 

 (1) 被害状況の把握 
   車両、艦艇、航空機など状況に適した手段による偵察 
 (2) 避難の援助 
   避難者の誘導、輸送等 
 (3) 遭難者等の捜索救助 
   行方不明者、傷病者等の捜索救助 
 (4) 水防活動 
   堤防、護岸の決壊に対する土のうの作成、積込み及び運搬 
 (5) 消火活動 
   消防機関に協力して行う消火活動 
 (6) 道路、水路等交通上の障害物の排除 
   施設の損壊又は障害物の除去、道路、鉄道路線上の崩土等の排除 
 (7) 応急医療、救護及び防疫の支援 
   被災者に対する応急医療、救護及び防疫支援 
 (8) 通信支援 
   緊急を要し、他に適当な手段がない場合、被災地と災害対策本部間のバックアップ通信の支援 
 (9) 人員、物資の緊急輸送 
   緊急を要し、他に適当な手段がない場合、救急患者、医師その他救助活動に必要な人員及び救援物資

の緊急輸送 
(10)  給食及び給水の支援 
   被災者に対する給食、給水及び入浴支援 
(11) 宿泊支援 
   被災者に対する宿泊支援 
(12) 危険物等の保安、除去 
   能力上可能なものについての火薬類、爆発物等の保安措置及び除去 
 
５ 自衛隊の救護班の編成 
  陸上自衛隊第１４特科隊長は、応急医療、救護及び防疫のため、必要に応じ救護班（チ－ム）を派遣す
る。 

 
６ 自衛隊との連絡体制 
 (1) 情報交換 
  知事は、災害応急対策に関する各種の情報を迅速的確に把握し災害応急対策を効果的に実施するため、
陸上自衛隊にあっては第１４特科隊を通じて第１４旅団司令部、海上自衛隊にあっては呉地方総監部、
航空自衛隊にあっては西部航空方面隊司令部と密接な情報交換を行う。 

 
 

機   関   名 電話番号 県防災通信システム(地上系) FAX 

陸上自衛隊第１４特科隊 089-975-0911 6-6218  089-975-0911 

海上自衛隊呉地方総監部 0823-22-5511 （衛星）64-034-101-158 0823-22-5692 

航空自衛隊西部航空方面隊司令部 092-581-4031 ― 092-581-4031 

 
 (2) 連絡班の派遣等 
  知事は、災害発生を予想する段階に至った場合は、陸上自衛隊第１４特科隊長に対し、県災害対策本
部又は県災害警戒本部（本部開設前にあっては、危機管理課）に連絡班の派遣を依頼し、派遣要請の接
受及びこれにともなう措置の迅速化を図る。 

 ア 陸上自衛隊第１４特科隊を通じて、陸、海、空部隊に対し、連絡班の派遣を要請する。 
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 イ 自衛隊派遣業務の円滑化を図るため、災害対策本部（災害警戒本部）又は地方本部に自衛隊連絡室
を設置し連絡調整を行う。 

 (3) 自衛隊支援活動の総合調整 
  知事は、派遣部隊の長と協議し、対策の緊急性、重要性を判断し支援活動の優先順位を定め、自衛隊
の実施する活動が円滑かつ効果的に実施されるよう調整を行う。 

 
７ 災害派遣部隊の受入れ体制 
 (1) 他の災害救助復旧機関との競合重複排除 
   県及び市町は、自衛隊の活動が他の機関と競合複合しないよう効率的に作業を分担するよう配慮する。 
 (2) 作業計画及び資機材の準備 
   市町は、自衛隊の作業の円滑な促進を図るため、次により可能な限り総合的な調整のとれた作業計画

を作成し、資機材の準備及び関係者の協力を求め、救援活動に支障がないよう措置を講じる。 
ア 作業箇所及び作業内容 
イ 作業箇所別必要人員及び資機材 
ウ 作業箇所別優先順位 
エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 
オ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

 (3) 派遣部隊の受入れ 
市町長は、派遣された自衛隊の宿泊施設等必要な設備を可能な限り準備する。 

 
８ 災害派遣部隊の撤収 
  知事は、当該市町長から撤収の要請があり、派遣部隊の長及び自衛隊連絡班と協議し、派遣の必要がな
くなったと認めた場合は、陸上自衛隊第１４特科隊長、海上自衛隊呉地方総監又は航空自衛隊西部航空方
面隊司令に対し、派遣部隊の撤収を要請する。 

 
９ 経費の負担区分 
  自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業を実施するため要した経費は、原則として派遣を受けた市町が
負担するものとし、複数の市町にわたって活動した場合の負担割合は、関係市町が協議して定める。 

  経費を負担する主なものは、次のとおりである。 
(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等の購入費、借

上料及び修繕費 
(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 
(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等 
(4) 派遣部隊の救援活動実施の際に生じた（自衛隊装備に関するものを除く）損害の補償 
 (5) その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と市町が協議する。なお、 
  必要に応じて県が協議する。 
 
３－１３－４ 海上保安庁の支援  
 
１ 海上保安庁に対する支援要請 

 知事は､海上保安庁の支援を必要とするときは､支援を要請する事項等を明らかにして支援を要請する。 
(1) 支援要請事項 

ア 傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送 
イ 巡視船を活用した医療活動場所及び災害応急対策従事者への宿泊場所の提供 
ウ その他、県及び市町が行う災害応急対策の支援 

(2) 支援要請手続き 
 知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、松山海上保安部を窓口として海上保安庁第六管区海
上保安本部長に要請する。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災通信システム（地上系）等又は口頭をもって行い、事後速やか
に文書をもって措置する。また、松山海上保安部との連絡が困難である場合には、第六管区海上保安本
部若しくは他の海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若しくは航空機を通じ
て要請（海上保安庁の巡視船艇・航空機は、防災相互通信波の受信機を搭載）。 
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ア 災害の概要及び支援活動を要請する理由 
イ 支援活動を必要とする期間 
ウ 支援活動を必要とする区域及び活動内容 
エ その他参考となる事項 

(3) 市町長の支援要請の依頼手続き 
 市町長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは知事に対し海上保安庁の支援につ
いて(2)のア～エの事項を明示した文書をもって、必要な措置を講じるよう依頼する。 
 ただし、緊急を要するときは、県防災通信システム（地上系）等又は口頭をもって行い、事後速やか
に文書を交付する。 
 また、事態が急迫し、知事に要請を依頼するいとまがない場合、又は知事を通じて要請することが困
難な場合には、直接、最寄りの海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若しく
は航空機を通じて要請するものとし、知事に対してもその旨を速やかに連絡する。 

 
２ 海上保安庁との連絡 
(1) 情報交換 

 知事は、災害応急対策に関する各種の情報を迅速的確に把握し災害応急対策を効果的に実施するため、
海上保安部と密接な情報交換を行う。 

(2) 連絡員の派遣 
 地震が発生したときは、松山海上保安部に対し連絡員の派遣を要請する。 

 

機   関   名 電話番号 県防災通信システム（地上系） FAX 

松山海上保安部 089-951-1197 6-6216 089-951-7796 

第六管区海上保安本部 082-251-5111 （衛星）64-034-101-159 082-251-5185 

 
３－１３－５ 外国からの応援活動  
 
 外国からの応援活動については、国が受入れを決定し、自ら作成する受入れ計画に基づいて、県が受け入
れる。 
 県は、受け入れた外国からの応援活動が円滑に実施できるよう、県国際交流センター等を通じて通訳ボラ
ンティアを確保するとともに、市町等関係機関と連携を図りながら必要な支援を行う。 
 
 ※資料 １ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定     （資料編１７－ １） 

      ２ 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 （資料編１７－ ２） 
      ３ 愛媛県広域応援・受援計画                 （資料編１７－ ３） 

４ 中国・四国広域応援協定                  （資料編１７－ ４） 
５ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定    （資料編１７－ ５） 
６ 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（資料編１７－ ６） 
７ 愛媛県警察災害警備用装備資機材一覧表           （資料編１８－ ７） 
８ 愛媛県消防広域相互応援協定書               （資料編 ４－ ２） 
９ 愛媛県消防広域相互応援計画                （資料編 ４－ ３） 

１０ 緊急消防援助隊受援計画                  （資料編１７－ ９） 
１１ 緊急消防援助隊愛媛県応援実施計画             （資料編１７－１０） 
１２ ボランティア等の応援活動                 （資料編１８－ ４） 
１３ 自衛隊派遣要請計画                    （資料編１７－１１） 
１４ 陸上自衛隊災害派遣装備品                 （資料編１７－１２） 
１５ 海上保安部所属巡視船艇                  （資料編１１－ ７） 
１６ 海上保安部航空機要目                   （資料編１１－ ９） 
１７ 大規模災害時における応急対策業務に関する協定       （資料編 ５－ ６） 
１８ 大規模災害時における救援支援活動に関する協定       （資料編 ５－ ７） 
１９ 災害時における水輸送の協力に関する協定          （資料編１０－１４） 
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第１４章 通信放送施設の確保 【危機管理課、県警本部】  
 
 大規模地震発生時には、建物の倒壊に伴う通信施設の損壊や地盤の揺れ等による中継所等通信関連施設の
破壊が予想されるため、県、市町及び各防災関係機関等は、代替手段の確保等効果的な応急対策を実施する。 
 災害時の無線局運用にあたっては、通信輻輳により生じる混信等の対策のため、必要に応じて通信統制を
行うなど通信の運用に支障をきたすことがないよう努める。 
 
３－１４－１ 通信施設  
 
１ 県防災通信システム施設 
(1) 県防災通信システム（衛星系・地上系）施設に障害が発生した場合、予備機切替え等により回線を確

保し、保守要員による速やかな復旧措置を講じる。 
(2) 県防災通信システム（衛星系・地上系）施設の障害に対し、部品交換による迅速な対応が行えるよう

保守用部品の確保に努める。 
 
２ 市町防災行政無線施設 
  市町に設置する防災行政無線の設備に障害が発生した場合、部品交換による迅速な対応が行えるよう保
守用部品の確保に努める。 

 
３ 警察無線通信施設  
(1) 固定局の障害については、高出力型携帯無線機又は自動車用無線機を固定局の代行として運用する。 
(2) 中継局施設に障害がある場合は、代行中継局又は臨時中継局を開設して通信の確保を図る。 
 
 
３－１４－２ 放送施設  
 
 (1) 放送機器の障害及び中継回線の途絶等により放送が不可能となった場合は、非常用の予備機材を用い

て仮設し、無線その他の中継回線を利用し放送の継続確保を図る。 
 (2) 応急復旧に必要な資機材を早急に確保し、機器、設備等の機能回復の措置を講じる。 
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第１５章 ライフラインの確保 
      【環境政策課、都市整備課、発電工水課、西日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、四国電力株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、四
国ガス株式会社】 

 
 ライフラインの復旧は、他機関の復旧作業や民生安定に大きな影響を及ぼすことから、各ライフライン事
業者等は、津波災害発生時において被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保すると
ともに、必要に応じ、広域的な応援体制をとるなど、機動力を発揮して応急復旧に努める。 
なお、防災拠点施設、人命に関わる医療機関や避難所等の重要施設の応急措置及び供給ラインの復旧等を

優先的に行う。 
 

３－１５－１ 水道施設  
 
 市町及び水道事業者は、災害の発生状況に応じて送水を停止する等、必要な措置を講じるとともに、応急
復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。 
 また、配管の仮設等による応急給水に努める。 
 
３－１５－２ 下水道施設  
 
 下水道管理者は、下水道施設が被災したとき、重大な機能障害、二次災害の危険性をとり除くための措置
を講じる。 
 
１ 管 渠 
  周辺住民に対して一時的に下水道の使用を中止するよう広報するとともに、管渠施設の構造物、設備等

の被害程度を判断して、管渠、マンホール内部の土砂のしゅんせつ、可搬式ポンプによる下水の排除、仮
排水路の設置などの応急復旧を実施する。 

 
２ 終末処理場、ポンプ場 
  本復旧までの一時的な処理場機能の確保を目的として、水路の仮締切り、配管ルートの切り回し、仮設

沈殿池などの応急復旧を実施する。 
  被害が甚大な場合は、住民に対して下水道の使用を中止するよう広報する。 
 
３－１５－３ 工業用水道施設  
 
(1) 工業用水道事業者は、地震発生後、各事業者ごとに緊急時供給計画等に基づき、速やかに配水施設等

の被害状況の調査を行い、漏水等の被害があれば、直ちに給水停止等必要な措置を講じる。 
(2) 被害の拡大防止と応急復旧等用水の確保に必要な措置を講じる。 
(3) 必要に応じ、広域的応援体制をとるよう努める。 
(4) 可能な限り復旧予定時期を明らかにする。 
 
３－１５－４ 電力施設  
 
  電気事業者は、災害が発生した場合、その定める防災業務計画に基づき、電力施設の防護及びその迅速

な復旧を図り、もって電力供給の確保に万全を期する。 
 
１ 災害対策組織の編成 
  電気事業者は、震災時に、直ちに定められた防災体制を確立する。 
 
２ 電力供給の確保 
  電力事業者は、電力供給施設に災害等が発生し、停電した場合は、迅速に復旧を行うとともに、速やか

に電力供給施設等の被害状況の調査を行い、被害の拡大防止と応急復旧等電力供給に必要な措置を講じる。 
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３ 他電力会社間の電力融通 
  震災時において、電力供給が不足する事態が生じた場合は、負荷の重要度に応じた系統構成にするとと

もに、他地域からの融通等により供給力を確保する。 
 
４ 災害時における広報 
  電気事業者は、被害状況及び措置に関して関係機関に連絡するとともに、当該地域への広報を行う。 
 
５ 対策要員等の確保 
  電気事業者は、防災業務計画による出動体制に基づき対策要員を確保するとともに、交通途絶等により

出動できない者は、最寄りの事業所に出動する。 
 
６ 災害復旧用資機材の確保 
  電気事業者は、事業所に保有する応急措置用資材を優先使用し、不足する場合は、本店、支店及び関係

業者等から緊急転用措置をとる。 
 
７ 広域応援体制の確立 
  電気事業者は、対策要員や復旧資機材の確保、電力の融通などの応急対策に関し、広域応援体制をとる

よう努める。 
 
８ 危険予防措置 
  送電が危険な場合及び警察、消防機関等から要請があった場合には、送電停止等適切な危険予防措置を
講じる。 

 
９ 設備の応急復旧 
  電気事業者は、次のとおり各種設備の応急復旧を行う。 
  ただし、電力の供給再開までに長期間を要する場合は、緊急に電力を供給すべきところから必要な措置
を講じ、応急復旧工事を行う。 

  なお、復旧にあたり、可能な限り地区別の復旧予定時期を明らかにするよう努める。 
 (1) 水力・火力・原子力発電設備 
   共通機器、流用可能部品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 
 (2) 送電設備 
   ヘリコプター、車両等の機動力の活用により、仮復旧の標準工法に基づき迅速に行う。 
 (3) 変電設備 
   機器損壊事故に対し系統の一部変更又は移動用変圧器等の活用により復旧する。 
 (4) 配電設備 
   応急復旧工法標準マニュアルにより迅速確実な応急復旧を行うとともに、重要性の高い地区には、移

動用発電機を設置する。 
 (5) 通信設備 
   可搬型電源、移動無線機等の活用により通信回線を確保する。 
 
１０ 原子力発電施設による電力供給確保対策 
 (1) 基本方針 

 国、県及び四国電力株式会社等の関係機関は、地震発生時における原子力発電所の安全確保対策につ
いて万全を期する。 
 なお、原子力防災対策については、愛媛県地域防災計画（原子力災害対策編）により実施する。 

(2) 四国電力の安全確認 
  伊方発電所においては、地震を検知した場合は、直ちに運転員が中央制御室の計器により運転状況を
確認するとともに、検知された地震の加速度に応じて設備の巡視点検を行う。 

  なお、異常が発見された場合は、伊方発電所原子炉施設保安規定に基づき、原子炉を手動停止する等
の必要な措置を講じるとともに、「伊方原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」に
基づき、速やかに関係機関へ連絡する。 

 (3) 国の安全確認 
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 伊方発電所に常駐している原子力規制委員会原子力規制庁原子力保安検査官は、運転管理状況を確認
するとともに、必要な指導を行う。 

 (4) 通報連絡計画 
 伊方発電所から関係機関への通報連絡については、次の通信設備や経路を確保して的確に行う。 
ア 県や伊方町などとの間に設置している直通専用回線（ＮＴＴ専用回線）及び県防災行政無線 
イ 経路、種類の異なる通信系統（マイクロ波無線２系統、光通信１系統）を多重設置している四国電
力保安用電話回線 

ウ 携帯電話 
 

３－１５－５ ガス施設  
 
１ 応急措置及び復旧対策 
(1) ガス事業者は、製造所において設備の運転に危険を及ぼす震度の地震が発生した時には、設備を緊急

停止し、設備の緊急点検及び被災設備の応急保安処理を行い、二次災害の防止を図る。 
(2) ガス施設、住居、道路等の被害状況及びガス施設の点検結果により、ガス供給を地域的に遮断する。 
(3) 製造所の設備及びガス導管等の災害復旧は、事業者の支店及び関連会社等により速やかに復旧する。 
(4) 製造所等の被災した設備が復旧された後、設備の安全性を確認のうえ、ガスの製造を再開する。 
(5) 供給停止地域については、ガス施設の安全を確保した地区から、速やかにガス供給の再開を行う。 
(6) 避難所等に臨時に必要な燃料供給を行う。 
 
２ 動員・応援体制 
 (1) ガス事業者は、動員計画に基づき要員の確保に努めるとともに、必要に応じて、本店及び他支店等へ

の応援要請を行う。 
 (2) 災害の規模に応じて、日本ガス協会への応援要請の措置をとる。 
 
３ 資材の確保 
  ガス事業者は、事業所に保有する応急措置用資材を優先使用し、不足する場合は、本店、支店及びメー

カー等から緊急転用措置をとる。 
 
４ 広報の実施 
(1) ガス事業者は、防災関係機関や報道機関に対して、被災の概況、復旧の現状と見通し等について情報

の提供を行う。 
(2) 利用者に対しては、報道機関による放送や広報車等を活用し、ガス栓の閉止とガスの安全使用の周知

徹底を行う。 
 
３－１５－６ 電信電話施設  
 
１ 西日本電信電話株式会社 
 震災時には、次により臨時的措置をとり、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図るとともに、被災し
た電気通信設備等の応急復旧工事を速やかに実施する。 

 (1) 通信の非常疎通措置 
  ア 臨時回線の作成、中継順路の変更等疎通確保の措置をとるほか、必要に応じ、災害応急復旧用無線

電話機等の運用、臨時公衆電話の設置等を図る。 
イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、電気通信事業法の定
めるところにより、臨時に利用制限等の措置を行うほか、災害用伝言ダイヤルサービスを提供する。 

  ウ 非常緊急通話又は非常緊急電報は、電気通信事業法、電気通信事業法施行規則の定めるところによ 
   り、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。 

エ 警察、消防、鉄道通信、その他の諸官庁が設置する通信網との連携をとる。 
オ 携帯電話や他事業者網と固定網の優先接続の引継ぎの実施による重要通信の確保を行う。 

 (2) 通信の途絶措置 
ア 衛星通信無線車、可搬型無線機及び応急用ケーブル等を使用し、回線の復旧を図る。 
イ 電力設備被災局には、移動電源車を使用し、復旧を図る。 
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ウ 幹線伝送路の被災については、マイクロ波可搬無線装置により復旧を図る。 
 (3) 被災地の情報伝達支援 
 ア 災害救助法が適用された地域については、特設公衆電話を設置するとともに、停電時には公衆電話

の無料化を図る。 
 イ 行政やボランティア等から発信される情報や被災者からの情報を円滑に伝達させるため、日常使用

しているコンピュータネットワークの復旧を図る。 
 (4) 設備等の応急復旧 

ア 被災した電気通信設備等は、被災状況に応じた復旧工事を実施し、優先的に重要通信を確保する。 
イ 災害発生後、速やかに被害状況把握や緊急回線作成を行うため、ＮＴＴ西日本四国事業本部で約
200 名（ＮＴＴ西日本愛媛支店で約 60 名）程度のレスキュー隊が編成できるよう復旧要員を登録し
ている。 

ウ アクセス系の被災状況を半日間で大まかに推定、４日程度で被災設備を完全に把握できるようにし
ている。 

 
２ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
  通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため必要な次の措置を講じる。 
(1) 臨時回線を設定するほか、必要に応じ携帯電話の貸出しに努める。 
(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要がある時は、一般利用の制限等の措置

をとる。 
(3) ｉモード災害用伝言板の開設 
 
３ ＫＤＤＩ株式会社 
  通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため必要な次の措置を講じる。 
 (1) 電気通信施設の整備及び保全 
 (2) 災害時における電気通信の疎通 
 (3) 災害用伝言板サービスの提供 
 
３－１５－７ 応急金融対策 
 
１ 基本方針 
 大規模地震発生時には、関係機関が密接な連携をとりながら、金融機関等の円滑な業務の遂行を確保す
るために必要な措置等を適切に講じる。 

 
２ 現金供給の確保及び決済機能の維持 
 (1) 金融当局は、現金の供給安定と決済機能維持のため必要な措置を講じる。 
 (2) 関係行政機関は、現金輸送における警備、通信の確保等において支援する。 
 
３ 金融機関の業務運営の確保 
  被災金融機関は、営業の早期再開のため、必要な措置を講じるとともに、金融当局及び関係行政機関は
これを支援する。 

 
４ 非常金融措置の実施 
  国（四国財務局松山財務事務所）及び県は、日本銀行松山支店と協議のうえ、金融機関に対して次のよ
うな非常措置をとるようあっせん、指導を行うとともに、報道機関等の協力を得て県民に対して周知徹底
を図る。 

 (1) 営業時間の延長、休日臨時営業等 
 (2) 預貯金の便宜払戻し、預貯金担保貸出の実効等について特別取扱い 
 (3) 被災関係手形の支払呈示期間経過後交換持出し、不渡処分猶予等 
 (4) 損傷銀行券及び貨幣の引替えに関する必要な措置 
 
  ※資料 伊方原子力発電所からの通信施設概要図 （資料編８－１） 

 



 134 

第１６章 公共土木施設等の確保 
     【総務管理課、情報政策課、農地整備課、漁港課、森林整備課、河川課、砂防

課、港湾海岸課、道路維持課、都市整備課、松山空港事務所】 
 

 公共土木施設等における津波被害からの復旧対策のため、発災後、直ちに所管する施設・設備の調査を専
門技術者により実施するとともに、これらの被害状況を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優
先に速やかに応急復旧を行う。 
 また、余震あるいは降雨等による二次的な水害、土砂災害等の危険箇所の点検を行うものとし、その結果
危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図るとともに、不安定土砂の除去、仮
設防護柵の設置等の応急工事を実施する。 
 さらに、協定を締結した（社）愛媛県建設業協会等の協力を得て、障害物の除去、二次災害の防止工事、
応急復旧、通行規制等に必要な人員、資機材等の確保に努める。 
 なお、必要に応じ、報道機関や地域住民に対して、緊急物資の輸送拠点や緊急輸送道路、公共土木施設等
の状況等の情報を提供する。 
 
３－１６－１ 道路施設  
 
 道路管理者は、管理する道路について、早急に被災状況を把握し、国土交通省等へ報告するほか、道路啓
開等を行い、道路機能の確保に努めるものとする。 
 また、被災の状況に応じ、通行止めや重量制限等の通行規制、迂回路の設定、二次災害の防止、応急工事
など所要の応急措置を講じるものとし、迂回路が確保できない場合は、仮道、仮桟橋の設置など早期に通行
の確保が図れるよう必要な措置を講じる。 
 
３－１６－２ 海岸保全施設  
 
 海岸管理者は、堤防や護岸の崩壊等について、浸水被害及び施設の増破を防ぐ処置を講じるとともに、水
門等の被災については、故障や停電等により、運転が不能となることが予測されるため、土のうや矢板等に
より応急に締切りを行い、排水ポンプ車等を動員して内水の排除に努める。 
 また、海岸保全施設が破壊、損壊等の被害を受けた場合には、特に浸水による被害の拡大防止に重点をお
き、速やかに施設の復旧に努める。 
 
３－１６－３ 河川管理施設  
 
 河川管理者は、堤防や護岸の崩壊等について、浸水被害及び雨水の浸透等による増破を防ぐ処置を講じる
とともに、水門、排水機等の被災については、故障や停電等により、運転が不能となることが予測されるた
め、土のうや矢板等により応急に締切りを行い、排水ポンプ車等を動員して内水の排除に努める。 
 また、河川管理施設が破壊、損壊等の被害を受けた場合には、特に、はん濫水による被害の拡大防止に重
点をおき、速やかに施設の復旧に努める。 
 
３－１６－４ 砂防等施設  
 
 砂防設備や地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設（以下「砂防等施設」という。）の管理者は、砂防
等施設の巡回（パトロール）を行うほか、砂防ボランティアによる現地調査報告や地域住民からの連絡等に
より、指定地等の被害情報を収集し、関係機関に連絡するとともに、施設の点検を行う。 
 また、余震や豪雨に伴う土砂崩壊等の二次災害が発生する恐れがある場合は、危険箇所への立入禁止措置
や、ビニールシートで覆うなど必要な応急措置に努める。 
 砂防等施設が損壊したり、二次災害の恐れのある場合は、危険性を調査し、被害の拡大防止を図るととも
に施設の機能復旧に努める。 
 なお、避難等が必要な場合は、速やかに当該市町へ状況の連絡を行う。 
 
３－１６－５ 港湾施設  
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 港湾管理者は、地震後、早急に被害状況を把握し、国土交通省に報告するとともに、二次災害による危険
性の有無、施設の使用可否の決定を行うほか、関係機関の協力を得て、危険箇所への立入り禁止措置や機能
欠損箇所の応急修繕、情報伝達等必要な措置を講じる。 
 また、港湾区域の航路等について、沈船、漂流物により船舶の航行が危険と認められる場合には、関係機
関に連絡するとともに障害物除去等に努める。 
 なお、港湾施設は、震災後の緊急物資輸送拠点としての重要な施設を含むことから、速やかに応急復旧を
行い、海上輸送の確保に努める。 
 
３－１６－６ 漁港施設  
 
 漁港管理者は、地震後直ちに漁港施設の調査を実施し、被災状況の把握や二次災害の危険性の有無、施設
の使用可否の決定を行い、関係機関に報告する。 
 また、漁港区域の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、関係
機関に連絡するとともに障害物除去等に努める。 
 なお、震災後の緊急物資輸送拠点としての重要な施設を含むことから、応急復旧・本復旧工事等を効率的
に行う。 
 
３－１６－７ 空港施設  
 
 空港管理者は、滑走路、エプロンその他の空港施設が被害を受けた場合、空港施設の復旧に努める。 
 施設に被害を受けた場合には、空港業務を部分的にでも再開するため、応急復旧に努め、緊急物資等の輸
送機能の確保に必要な措置をとる。 
 
３－１６－８ 鉄道施設  
 
１ 応急復旧及び復旧対策 
(1) 不通区間が生じた場合は迂回線区に対する輸送力の増強及び自動車等による代替輸送の確保に努める。 
(2) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を図る。 
(3) 早期の運転再開を期するため、復旧工事を行う業者に協力を求める等必要な措置を講じ応急復旧工事
を行う。 

(4) 非常緊急にかかわるものの輸送を速やかに行う。 
 
２ 旅客等への広報 
(1) 乗務員は、災害の情報等について、必要な事項を旅客に周知するとともに、今後の措置等をできるだ

け速やかに放送して混乱の防止を図る。 
(2) 駅長は災害による旅客及び公衆の動揺・混乱を防止するため、被害状況等について放送等を行う。 
  
３ 避難誘導 
 (1) 乗務員は、列車又は線路建造物等の被害による危険が大きいと予測される場合や沿線被害地の火災等

により危険が迫ると判断した場合は、旅客を安全な場所に誘導する。 
 (2) 駅長は、災害の規模、駅及び駅周辺の被害状況を考慮して、負傷者、老幼婦人等を優先誘導して混乱

を招かないように努めるとともに、消防救急機関等への早期通報を行う。 
 
３－１６－９ 農業用ダム、ため池及び用水路  
 
１ 被害状況の把握 
  施設管理者は、農業用ダム、ため池及び用水路の被害状況を調査する。 
 
２ 応急措置の実施及び下流域の市町又は警察署長への必要な措置の要請 
 施設等に破損又は決壊の危険が生じた場合は、速やかに被害の及ぶ恐れがある下流域の市町長又は警察
署長に対し状況を連絡し、避難指示等必要な措置をとるよう要請するとともに迅速に応急措置を講じる。 
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３－１６－１０ 災害応急対策の拠点となる重要な庁舎等  
 
１ 被害状況の把握 
  庁舎等の施設管理者は、地震後、早急に管理する施設（災害応急対策上重要な庁舎等）及び設備につい
て点検し、被災状況を確認する。 

 
２ 緊急措置の実施 
  施設及び設備が破損した場合は、防災機関としての機能に支障のないよう緊急措置を講じる。 
 
３－１６－１１ 情報システム  
 
 県、市町及びその他関係機関は、地震災害時の情報システムの確保対策として、次の措置を講じる。 
 (1) 速やかに情報システムの障害点検を行い、被害状況を把握する。 
 (2) 情報システムに障害が生じた場合には、保守会社等の協力を得て、速やかに復旧対策を講じ、運用の

再開を図る。 
 
３－１６－１２ 都市公園施設   
 
 都市公園施設の管理者は、地震後、職員を現地に派遣して早急に被害状況を把握するとともに、状況に応
じ使用や立入を禁止する措置を行う。 
 また、都市公園は、避難場所として利用される場合が多いため、被害を受けた施設は、速やかに応急復旧
を行い、諸施設の機能回復を図る。 
 
※資料 都市公園現況表（資料編１２－６） 
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第１７章 危険物施設等の安全確保 【消防防災安全課、薬務衛生課】  
 
 大規模地震に伴う津波により危険物施設等が被害を受け、危険物の流出その他の事故が発生した場合は、
被害の拡大防止と、軽減を図るため、適切かつ迅速な防災活動を実施し、事業所の関係者及び周辺住民等に
被害を及ぼさないように努める。 
 
３－１７－１ 危険物施設  
 
１ 県の活動 
  防災関係機関と密接な連携をとり、複数の市町の区域にわたって設置されている移送取扱所における危
険物の安全管理、施設の使用停止等の緊急措置を講じる。 

 
２ 市町の活動 
(1) 関係事業所の管理責任者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対して、次に掲げる措置を当該危険

物施設の実態に応じて講じるよう指導する。 
  ア 危険物の流出あるいは爆発等の恐れのある作業及び移送の停止措置 
  イ 危険物の流出、出火、爆発等の防止措置 
  ウ 危険物施設の応急点検 
  エ 施設の管理責任者と連携し、災害を防止するための消防活動や救出、広報活動避難の指示等必要な

応急対策の実施 
(2) 火災の防御は、市町の消防機関が保有する消防力を最大限活用して実施するとともに、必要に応じ、

化学消防自動車等の派遣要請等他の機関の応援を受ける。 
 
３－１７－２ 高圧ガス施設 
 
１ 事業者の活動 
  高圧ガス施設が、危険な状態となったとき、事業者は、直ちに応急措置を講じるとともに、消防、警察
等関係機関に連絡する。 

 
２ 県及び関係機関の活動 
  県は、公共の安全確保のために緊急に必要があると認める時は、高圧ガス製造事業者、高圧ガス貯蔵事
業者、高圧ガス消費事業者等に対し、施設の使用停止等の措置を講じる。 

  消防等関係機関は、高圧ガス施設等に被害が及ばないよう適切な措置を講じる。 
 
３ 流出容器の対策 
  流出した容器は、容器所有者が回収し処分することが原則であるが、大規模な災害では所有者不明の容
器が発生する可能性が高いため、関係団体により津波による被害発生時の容器回収の協力体制を構築して
おく 

 
 
３－１７－３ 毒物劇物貯蔵施設  
 
１ 製造業者等の活動 
  毒物劇物の製造業者、販売業者、電気めっき業者、金属熱処理業者及び運送業者又は毒物劇物取扱責任
者は、地震により毒物劇物が流出、飛散、漏えい等災害が発生した場合、直ちに保健所、警察及び消防機
関に通報するとともに、毒物劇物の回収、その他危害防止のための必要な措置を講じる。 

２ 関係機関の活動 
  通報を受けた保健所、警察及び消防機関は、相互に連絡をとり、地域住民及び通行人等に対し、周知徹
底を図り、危険又は汚染地域の拡大防止措置、警戒区域の設定、被災者の救出、避難誘導等の措置を講じ
る。 

  また、飲料水を汚染する恐れがある場合には、関係市町に通報連絡するなど万全を期する。 
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３－１７－４ 火薬類製造施設・貯蔵施設  
 
１ 事業者の活動 
  火薬庫が、危険な状態となったとき、事業者は、直ちに応急措置を講じるとともに、消防、警察等関係
機関に連絡する。 

 
２ 県及び関係機関の活動 
  県は、公共の安全確保のために緊急に必要があると認める時は、火薬類製造事業者、火薬庫設置事業者
に対し、施設の使用停止等の措置を講じる。 

  消防等関係機関は、火薬庫等に被害が及ばないよう適切な措置を講じる。 
 

※資料 １ 毒物劇物製造業者名簿              （資料編１４－１） 
      ２ 毒物劇物貯蔵施設等の災害時における緊急通報系統図（資料編１４－２） 
      ３ 毒物劇物の災害時における事故処理要領      （資料編１４－３） 
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第１８章 ボランティアの受入れ 【保健福祉課】 
 
県、市町及び関係団体は、相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、

ボランティアの受付、調整等その受入れ体制を確保するよう努める。 
また、ボランティアの受入れに際して、老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が効果的に

活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボランティアの活
動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。 
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第１９章 社会秩序維持活動 【県民生活課、県警本部】 
 
大規模地震発生時には、多数の住民が生命又は身体に危害を受け、あるいは住居や家財が喪失して地域社

会が極度の混乱状態にあるため、県、県警察及び市町は、関係機関、団体等と協力して人心の安定と社会秩
序の維持を図るための措置を講じる。 
また、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害に乗じたサイバ

ー攻撃に関する情報収集及び住民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 
 
３－１９－１ 県の活動  
 
１ 県民への広報 
  被災住民をはじめ県民に対して正確な情報を迅速に提供するとともに、県民のとるべき措置等について
呼びかけを行うなど、流言飛語をはじめ各種の混乱の発生を防止し、民生の安定を図り、社会秩序の維持
に努める。 

 
２ 生活関連商品の価格、需給状況、買い占め、売り惜しみ等の調査及び対策 
 (1) 生活関連商品の価格及び需給状況の把握に努める。 
 (2) 必要に応じ、愛媛県消費生活条例に基づき、次により物価の安定を図る。 
  ア 商品を指定し、物価監視を行う。 
  イ 事業者に対し調査、指導を行い、必要に応じ勧告又は公表を行う。 
  ウ 生活関連商品を取り扱う事業所、工場、店舗又は倉庫の立ち入り調査を実施する。 
 (3) 関係機関への協力要請 
   国、他の都道府県、事業者団体等に対し、必要に応じ次の事項について協力要請を行う。 
  ア 情報提供 
  イ 調査 
  ウ 集中出荷 
  エ その他の協力 
 (4) 物資収容等の措置 
   物資の円滑な供給を確保するため、必要があるときは、物資の保管命令や物資の収容等の措置をとる。 
   なお、強制措置の実施は、慎重に扱うとともに関係者に対し常にその趣旨の徹底を図り協力を求める。 
 
３ 国に対する緊急措置の要請 
  県は、生活関連商品の著しい不足や価格の異常な高騰など消費生活に重大な影響を及ぼす事態が予想さ
れる場合、国に対し緊急措置の実施を要請する。 

 
３－１９－２ 県警察の活動  
 
１ 警察独自及び自主防犯組織等との連携による安全の確保 
(1) 被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路及び集積地における混乱、

避難所内でのトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺（海上を含む。）におけるパトロールの
強化、避難所等の定期的な巡回等を行う。 

(2) 被災地において発生することが予想される悪質商法等の生活経済事犯、知能犯、窃盗犯、粗暴犯、暴
力団による民事介入暴力等の取締りを重点に行い、被災地の社会秩序の維持に努める。 

   加えて、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害に乗じ
たサイバー攻撃に関する情報収集及び国民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努め
る。 

(3) 警察署等において、地域の自主防犯組織等との安全確保に関する情報交換、住民等からの相談受付け
などにより、住民等の不安の軽減に努める。 

 
２ 銃砲、刀剣類に対する措置 
(1) 銃砲、刀剣類による犯罪を予防し治安を維持するため、銃砲等の所有者に所在確認と保管の徹底を指
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導する。 
(2) 避難している場合は、銃砲保管業者に一時保管委託をするように指導する。 
(3) 銃砲、刀剣類の運搬又は携帯の禁止等の緊急措置を講じる。 
(4) 銃砲、刀剣類の製造及び販売業者に対しては、特に、盗難等の事故防止のため厳重な保管を指導する。 
 
３ 関係機関に対する協力 
  地域の平穏を害する不法行為を未然に防止するため、物資の配給、その他救援活動等を行う関係機関に
対し、可能な限り協力する。 

 
３－１９－３ 市町の活動 
 
１ 住民への広報 
  市町は、各種情報の不足や誤った情報等のため、当該市町の地域に流言飛語等による混乱が発生し、又
は発生する恐れがあるときは、速やかに地域住民に対して正確な情報を提供するとともに、住民のとるべ
き措置等について呼びかける。 

 
２ 生活物資の価格、需要動向、買い占め、売り惜しみ等の調査及び対策 
 (1) 生活関連商品の価格及び需給状況の把握に努める。 
 (2) 必要に応じ、物価の安定を図るための施策を実施する。 
 
３ 県に対する要請 
  市町は、当該地域の社会秩序を維持するため必要と認めたときは、県に対し応急措置又は広報の実施を
要請する。 

 
 
  ※資料 １ 災害対策基本法施行令第２２条に基づく協定（緊急放送要請） （資料編 ５－２） 
      ２ 災害時等における報道要請に関する協定           （資料編 ５－３） 
      ３ 防災業務に従事する人員の状況               （資料編１８－６） 
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第４編 災害復旧・復興対策 
 
 津波による被災地の復旧・復興は、より安全・安心なまちづくりを目指すとともに、地域振興にも配慮の
うえ、可能な限り迅速かつ円滑に行わなければならない。 
 このため、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧を目指
すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急
に検討し、復旧・復興の基本方向を定めるものとする。必要な場合には、これに基づき復興計画を作成する。 
 また、復旧・復興対策の推進にあたっては、住民の意向を尊重するとともに、必要に応じ、国や関係機関
等の協力を求める。その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進
するものとする。併せて、災害時要援護者の参画を促進するものとする 
 
第１章 災害復旧対策  

【農地整備課、漁港課、河川課、港湾海岸課、砂防課、道路維持課、都市計画課、 
 都市整備課、建築住宅課、義務教育課、高校教育課、危機管理課、県警本部、

海上保安部】 
  

 災害復旧対策は、被災した施設の原形復旧にあわせて、再度災害の発生を防止するため、必要な施設の設
計又は改良を行うなど将来の災害に備える事業計画を策定し、早期復旧を目標に実施する。 
 また、県、市町の復旧・復興対策の組織の設置、職員の確保及び活動については、災害対策本部又は災害
警戒本部と調整を図りながら迅速に実施する。 
 
４－１－１ 激甚災害の指定 
  
１ 基本方針 
 激甚災害発生後に、迅速かつ的確な被害調査を行い、当該被害が激甚災害に対処するための特別の財政
援助等に関する法律（昭和 37 年法律 150 号）（以下、｢激甚災害法｣という。）に基づく激甚災害の指定基
準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場合は、政令指定を
得るため適切な措置を講じる。 

 
２ 県の活動 
 (1) 知事は、市町の被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について、

関係各部局に必要な調査を実施させる。 
 (2) 知事は、被災概要を内閣総理大臣に報告し、激甚災害の迅速な指定を要請する。 
 (3) 関係各部局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚災害法に定める必要な事

項を速やかに調査し、国に提出する。 
 (4) 激甚災害の指定を受けたときは、関係部局は、事業の種別ごとに激甚災害法及び算定の基礎となる法

令に基づき負担金、補助金等を受けるための手続き等を実施する。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 市町長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して被害状況等を調査し、県知

事に報告する。 
 (2) 市町長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係各部局に提出する。 
 
４－１－２ 被災施設の復旧等 
  
１ 被災施設の復旧等 
 被災した公共施設の災害復旧は、原形復旧を基本にしつつも、再度災害防止の観点から可能な限り改良復
旧を行うなどの事業計画を速やかに策定し、社会経済活動の早急な回復を図るため迅速に実施する。特に、
地震に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次的な土砂災害防止の観点
から対策を講じる。 
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 また、ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧にあたり、復旧予定時期を明らかにするよう努める。 
 公共施設の復旧事業は、概ね以下の法律等に基づき、迅速かつ円滑に行う。 
 (1) 農林水産業等施設については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、土

地改良法を活用し実施する。 
 (2) 道路、海岸、河川、港湾、漁港、下水道、都市公園施設については、公共土木施設復旧事業費国庫負

担法により実施する。 
 (3) 砂防等施設については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、砂防法、地すべり等防止法、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により実施する。 
 (4) 都市施設（街路、公園、排水路、墓園等）の復旧及び堆積土砂排除事業については、都市災害復旧事

業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針により実施する。 
 (5) 公営住宅等については、公営住宅法により実施する。 
 (6) 水道施設については、上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費の国庫補助金交付要綱によ

り実施する。 
(7) 公立学校施設については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法により実施する。 
(8) 県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるととも

に、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業から
の暴力団排除活動の徹底に努める。 

 
２ 災害廃棄物の処理 

津波被害の被災地においては、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、広域的な
処分など迅速かつ環境負荷のできるだけ少ない処分方法を検討する。 

(1) 県は、災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保
し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理を行う。 

(2) 災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに努める。 
(3) 災害廃棄物処理に当たっては、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う。また、環境汚染の未

然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずる。 
 
４－１－３ 都市の復興  
 
１ 基本方針 
 都市計画区域内の市街地が被災し、災害に強い都市機能の向上が必要と判断した区域については、合理
的かつ健全な市街地の形成を図るため、復興の基本方針を定めるとともに、必要に応じて復興計画を策定
し、市街地を復興する。 

 
２ 県の活動 
 (1) 被害状況の把握 

ア 市街地復興に関する被害状況調査について市町を支援する。 
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。 

 (2) 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成の支援 
 市町と連絡調整を図り、緊急に面的整備が必要とされる区域（被災市街地復興推進地域）の都市計画
案作成を支援する。 

 (3) 建築基準法第 84 条による建築制限の実施 
ア 特定行政庁である市については、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 84 条による建築制限の
実施を支援する。 

イ 県が特定行政庁となる区域については市町長と調整を図り、建築基準法第 84 条第１項による建築
制限区域を必要に応じ指定する。 

ウ 必要に応じ、建築制限期間を延長する。 
 (4) 都市復興計画の策定 
  市町と連絡調整を図り、復興の目標、土地利用方針及び市街地復興基本方針等を示した都市復興計画
を策定する。 

 (5) 復興のための都市計画案作成の支援及び基盤施設整備事業の実施 
  市町の復興のための都市計画案作成及び基盤施設整備事業の実施を支援する。 
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３ 市町の活動 
 (1) 被害状況の把握 
  市町は各機関と協力し被害状況の調査を行い、県に報告する。 

 (2) 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成 
  緊急に面的整備が必要とされる区域（被災市街地復興推進地域）の都市計画案を作成し、都市計画決
定を行う。 

 (3) 建築基準法第 84 条による建築制限の実施 
ア 特定行政庁となる市は、緊急復興地区を対象に建築基準法第 84 条第１項による建築制限区域を必
要に応じ、指定する。 

イ 必要に応じ、建築制限期間を延長する。 
 (4) 都市復興計画の策定 

 県の都市復興計画を踏まえ、また県と調整を図り、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備方針
及び市街地復興基本方針等を示した都市復興計画を策定する。 

 (5) 復興都市計画案等の作成及び事業実施 
ア 被災地域について、実施する事業制度、活用する補助事業等を検討する。 
イ 都市計画事業を実施する場合には、都市計画案の作成・決定を行い事業を実施する。 

 
 
※資料 局地激甚災害指定基準（資料編１９－９） 
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第２章 復興計画  
【危機管理課、総務管理課、総合政策課、県民生活課、保健福祉課、産業政策

課、農政課、土木管理課、都市計画課、教育総務課、公営企業管理局総務
課】 

 
 大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災地域の再建
は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業とな
り、これを可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興
を進める。 
 また、多くの人が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危険に瀕し、地域社会が混乱
に陥る可能性があることから、震災時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的に、関係機関の協力
を得ながら被災者の生活支援の措置を講じる。 
 
４－２－１ 復興計画の作成  
  
１ 県の活動 
 (1) 計画の策定 
  知事は､必要があると認めたときは､震災復興計画を策定する。 

 (2) 計画の構成 
 計画は、基本方針（ビジョン）と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復
興計画により構成する。 

 (3) 計画の基本方針 
 計画策定に当たっては、県の長期計画との調整を図る。 

 (4) 計画の公表 
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等
を配布するなどにより、県民に周知し、被災地の復興を促進する。 

 (5) 国・市町との調整 
 計画策定に当たっては、県内の被災市町が策定する震災復興計画との整合を図るとともに、国や他の
被災県との調整を行う。 

 
２ 市町の活動 
 (1) 計画の策定 

 市町長は､必要があると認めたときは、震災復興計画を策定する。 
 (2) 計画の構成 

 計画は、基本方針（ビジョン）と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復
興計画により構成する。 

 (3) 計画の基本方針 
 計画策定に当たっては、市町の総合計画との調整を図る。 

 (4) 計画の公表 
 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等
を配布するなどにより、住民に周知し、被災地の復興を促進する。 

 (5) 国・県との調整 
 計画策定に当たっては、国や県等との調整を行う。 
 

４－２－２ 防災まちづくりを目指した復興 
  
(1) 県及び市町は、必要に応じ、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等

にも配慮した防災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のた
めのものという理念のもとに、計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづ
くりを目指すこととし、住民の理解を求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反
映されるよう、環境整備に努める。 

(2) 県及び市町は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用
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するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに
住民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により合理的か
つ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

(3) 県及び市町は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・
安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図る。 

(4) 県及び市町は、津波による被害を受けた被災地について、津波に強いまちづくりを図る観点から、住
民等の参加の下、高台移転も含めた総合的な市街地の再整備を行うものとする。その際、時間の経過と
ともに被災地域への再移転が行われないよう、津波災害特別警戒区域等による土地利用や建築制限等を
行うことについても検討する。 

(5) 県及び市町は、防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、浸水の危険性の低い地域を居住地域とす
るような土地利用計画、できるだけ短時間で避難が可能となるような避難場所・津波避難ビル等、避難
路・避難階段などの避難関連施設の都市計画と連携した計画的整備等を基本的な目標とする。この際、
都市公園、河川等のオープンスペースの確保等は、単に避難場所としての活用、臨時ヘリポートとして
の活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資する
ものであり、その点を十分住民に対し説明し理解と協力を得るように努める。また、ライフラインの共
同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等については、各種ライフラインの特性等を勘案し、各
事業者と調整を図りつつ進める。 

(6) 県及び市町は、既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その問題の重要性を住
民に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。 

(7) 県及び市町は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物の処理事業に当たり、あらかじめ定めた物資、資
材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り迅速かつ円滑に実施すると
ともに、復興計画を考慮して、必要な場合には傾斜的、戦略的実施を行う。 

(8) 県及び市町は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの
種々の選択肢、施策情報の提供等を、住民に対し行う。 

(9) 県及び市町は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大
気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

(10) 県及び市町は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持
を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に
十分に配慮する。 
 

４－２－３ 復興財源の確保  
 
１ 基本方針 
 復旧・復興対策を円滑に実施するため、被災後できるだけ早い時期に財政需要見込額を把握し､復興財
源の確保を図る。 
 

２ 予算の編成 
 復旧・復興事業を迅速に実施するため､予算執行の調整及び編成方針の策定などを行う。 
 

３ 県の活動 
 (1) 財政需要見込額、被災状況調査を基に、次の財政需要見込額を算定する。 

ア 復旧・復興事業 
イ その他 

 (2) 発災年度の予算執行の調整 
 緊急度が高い復旧・復興事業を滞りなく実施できるよう予算執行の調整を図る。 

 (3) 予算の編成方針の策定 
 復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するため､当初予算､補正予算を通じた編成方針を策定する。 

 
４ 市町の活動 
 (1) 財政需要見込額の算定 

 被災状況調査を基に、次の財政需要見込額を算定する。 
ア 復旧・復興事業 
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イ その他 
 (2) 発災年度の予算執行方針の策定 

 緊急度が高い復旧・復興事業を滞りなく実施するため、優先的に取り組むべき対策と執行を当面凍結
すべき事業を抽出し、予算執行方針を策定する。 

 (3) 予算の編成方針の策定 
 復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するための予算について､その編成方針を策定する。 
 

５ 復興財源の確保 
 復旧・復興対策を実施するためには、莫大な事業費が必要になるほか、災害の影響による税収の落ち込
み等から、財政状況の悪化が懸念されることから、復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するための財源
確保に努める。 

 (1) 県の活動 
ア 地方債の発行  復旧・復興対策に係る莫大な財政需要と大幅な税収減に対応するため、次の措置を
講じ、財源を確保する。 
(ｱ) 災害復旧事業債 
(ｲ) 歳入欠かん等債 
(ｳ) その他 

イ その他の財源確保策 
  復興を目的とした宝くじの発行等により、復興財源の確保を検討する。 
ウ 国への要望 
  復旧・復興対策実施に係る財政需要に対応するため､財源確保に関する特例措置等を国に要望する。 
  要望に当たっては、市町要望を踏まえたものとする。 

 (2) 市町の活動 
ア 地方債の発行  復旧・復興対策に係る莫大な財政需要と大幅な税収減に対応するため、県と調整を
図りながら次の措置を講じ、財源を確保する。 
(ｱ) 災害復旧事業債 
(ｲ) 歳入欠かん等債 
(ｳ) その他 

イ その他の財源確保策 
  復興を目的とした公営競技の開催等による復興財源の確保を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

第３章 被災者の生活再建支援  
    【危機管理課、保健福祉課、健康増進課、子育て支援課、障害福祉課、長寿介護

課、産業政策課、経営支援課、立地推進課、観光物産課、労政雇用課、雇用対
策室、農政課、農業経済課、林業政策課、漁政課、建築住宅課】 

 
 被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築
に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般
にわたってきめ細かな支援を講じる。 
 
４－３－１ 災害時要援護者の支援 
 
１ 基本方針 
  災害時要援護者は、震災による生活環境の変化等に対応することが困難である場合が多いことから、速
やかに安定した生活が回復できるよう支援を行う。 

 
２ 県の活動 
 (1) 被災状況の把握 
  災害時要援護者の被災状況や生活実態、社会福祉施設等の被災状況等調査を市町等と協力しながら実
施する。 

 (2) 一時入所の調整・斡旋 
   社会福祉施設や関係機関と調整を行い一時入所の斡旋を行う。 
 (3) 巡回健康相談 
   市町と協力して、保健師による巡回健康相談を実施し、災害時要援護者の心身の健康保持に努める。 
(4) 被災児童への相談援助 

児童相談所等に配置されている心理判定士等による相談援助を実施し、被災児童の心のケアに努める。 
 
３ 市町の活動 
 (1) 被災状況の把握 
   次の事項を把握して県に報告する。 

ア 災害時要援護者の被災状況及び生活実態 
イ 社会福祉施設の被災状況 

 (2) 一時入所の実施 
   県を通じ社会福祉施設や関係機関等と連絡のうえ、社会福祉施設等への一時入所が必要な要援護者に

対して一時入所を実施する。 
 (3) 健康管理の実施・巡回健康相談 
  県（保健所）と協力して保健師による巡回健康相談を実施し、避難所等における災害時要援護者の健
康状態を把握する。また、避難所の管理者等を通じて住民に自治組織の編成を求め、その協力を得て健
康管理等の徹底を図る。 

(4) 成年後見制度の利用 
義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して成年後見制度の利用が必要となる方や、成年後見人

等の被災によって必要な支援が受けられなくなった方がいる場合に、これらの方々が適切に成年後見制
度を利用できるようにする。 

 
４－３－２ 義援物資、義援金の受入れ及び配分  
 
１ 義援物資の募集 
  県及び被災市町は、義援物資を受け入れるため問い合わせ窓口を設置し、受入れを希望するもの、受入
れを希望しないもの等、被災地のニーズを迅速に調査把握するとともに、その内容のリスト及び送り先を
マスコミに公表することにより、義援物資の送付を要請する。また、現地の需給状況を勘案し、同リスト
を逐次改定するよう努める。 

  また、義援物資の受入れにあたっては、被災地での仕分け等に非常に労力を要することに理解を求め、
被災地のニーズに合致し、かつ、まとまった単位で送付されるもの等に限り受け付ける。 
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  なお、義援物資の提供者や企業等は、品名・品数を明示して梱包するなど被災地における円滑かつ迅速
な仕分け・配送に十分配慮するよう努める。 

 
２ 義援金の募集 
 (1) 県の活動 

ア 県共同募金会及び日本赤十字社愛媛県支部、義援金募集関係機関と共同し、又は協力して募集方法、
期間及び広報の方法等を定めて義援金の募集を行う。 

イ 県への義援金を受け付けるため、必要に応じて、県庁内等に受付窓口を設置するとともに、銀行口
座を開設する。 

 (2) 市町の活動 
 市町への義援金を受け付けるために、市役所や町役場等に受付窓口を設置するとともに、銀行口座を
開設することを検討する。 

 
３ 義援金の配分 
  県は、統一的に義援金を配分するために、日本赤十字社、愛媛県共同募金会及び義援金募集機関等の関
係団体から構成される配分委員会を設置し、公平かつ迅速な配分を行う。 

 
４ 配分委員会の活動 
 配分委員会は、以下のことについて協議決定する。 

  ア 配分金額 
  イ 配分対象者 
  ウ 配分方法 
  エ 配分状況の公表 
  オ その他義援金配分に関すること 
 
４－３－３ 災害弔慰金等の支給  
 
１ 基本方針 
 災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を、精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し災害障
害見舞金を、重傷を負った者及び居住している家屋が全壊等した世帯等に対し災害見舞金を支給する。 

 
２ 県 
 市町の災害弔慰金等の対象者及び支給状況の把握 

 
３ 市町 
(1) 支給対象者の把握 

 災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給対象者を把握する。 
(2) 支給方法の決定及び支給 
  災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）及び市町条例に基づき支給する。 
 

４－３－４ 被災者の経済的再建支援  
 
１ 基本方針 
 被災者が、震災による痛手から速やかに再起し、生活の安定を回復するため、被災者に対して金銭の支
給及び資金の融資等の経済支援を行う。 

 
２ 県の活動 
 (1) 被災状況の把握 

ア 被災者の経済再建支援に関する調査等について市町を支援する。 
イ 調査結果を集計し、県全体の被災状況を把握する。 

 (2) 被災者生活再建支援金の支給 
 市町からの被害状況を取りまとめ、国・被災者生活再建支援法人に対して被害状況の報告を行うとと
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もに、被災者生活再建支援法適用の公示、書類の取りまとめなど必要な措置を行い、被災者生活再建支
援法人に対して支援金の迅速な支給を要請する。 

 (3) 租税の減免等 
 地方税法及び条例に基づき、県税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。 

 (4) 資金の貸付等 
   被災者のうち要件に該当する者に対して、市町や社会福祉協議会の協力を得て、その趣旨の徹底を図

り、次のうち適切な資金の融通措置を講じる。 
ア 生活福祉資金 
イ 母子福祉資金 
ウ 寡婦福祉資金 
エ 災害援護資金 

 (5) 国への要望 
 国に対し、国税の減免や徴収猶予、社会保険関係の特例措置の実施等を要望する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 被災状況の把握 

 災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。また、情報が不足
している地域には補足調査を行う。 
ア 死亡者数 
イ 負傷者数 
ウ 全壊・半壊住宅数 等 

 (2) り災証明の発行 
ア り災証明発行窓口を設置し、被災状況調査を基に希望者にり災証明を発行する。 
イ り災証明調査窓口を設置し再調査の希望に対応する。 

 (3) 災害援護資金の貸付 
 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき被災世帯を対象に災害援護資金の貸付を行う。 

 (4) 被災者生活再建支援金の申請受付等 
 被災者に対する制度の説明、必要書類の発行、被災者からの申請書類の確認など必要な業務を行うと
ともに、被災者生活再建支援基金により委託された事務を迅速に実施する。また、迅速かつ的確に処理
するための体制整備等も図る。 

 (5) 租税の減免等 
 地方税法及び条例に基づき、市町税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。 

 
４ 社会福祉協議会の活動 
 生活福祉資金の貸付を被災世帯を対象に実施する。 

 
４－３－５ 恒久住宅対策  
 
１ 基本方針 
  被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅については、被災者による自力再建を基本とし
た住宅再建支援を行うとともに、公的住宅の供給を行う。 

 
２ 県の活動 
 (1) 住宅復興計画の策定 

 必要に応じて、住宅復興方針等を定めた住宅復興計画を策定する。 
 (2) 住宅再建支援 

 被災者の自力再建に関する経済的負担を軽減するため、住宅再建に関する融資の利用者に対し、必要
に応じ支援策を検討する。 

 (3) 民間賃貸住宅の供給促進 
 民間賃貸住宅の供給を促進するため、建替や新規整備を行う事業者に対し、必要に応じ支援策を検討
する。 

 (4) 公的住宅に関する協議 
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 公営住宅や特定優良賃貸住宅等の供給に関する役割分担について市町と協議する。 
 (5) 県営住宅等の供給 

 必要に応じ、公営住宅や特定優良賃貸住宅等の県営住宅を供給する。 
 (6) 住宅に関する情報提供 

 協定を締結した（社）愛媛県宅地建物取引業協会からの民間賃貸住宅情報や公的住宅の入居等に関す
る情報等を提供し、自立再建を支援する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 住宅復興計画の策定 

 県の住宅復興計画を踏まえながら調整を図り、住宅復興方針等を定めた市町住宅復興計画を策定する。 
 (2) 県との協議 

 公営住宅や特定優良賃貸住宅等の供給に関する役割分担について県と協議する。 
(3) 市町営住宅等の供給 

 必要に応じ、公営住宅や特定優良賃貸住宅等の市町営住宅を供給する。 
(4) 住宅に関する情報提供 

 相談窓口等において自力再建支援及び公的住宅の入居等に関する情報等を提供する。 
 
４－３－６ 生活再建支援策等の広報  
 
１ 基本方針 
 被災直後の応急復旧期から復興期にかけて継続的に生じる生活再建関連施策に関する情報提供のニーズ
に対応し、被災者の一日も早い生活再建を促進するため、生活再建に関する支援施策等の情報提供を積極
的に行う。 

 
２ 県の活動 
 (1) 生活再建支援施策等の広報・ＰＲの実施 

 ラジオ・テレビ等のマスメディアやホームページ、広報紙等を活用し、次の事項を広報・ＰＲする。 
ア 義援金の募集等 
イ 各種相談窓口の案内 
ウ 災害弔慰金の支給等に関する情報 
エ 公営住宅及び民間住宅への入居や住宅再建支援策等に関する情報 
オ 被災者生活再建支援金に関する情報 
カ ボランティアに関する情報 
キ 雇用に関する情報 
ク 融資・助成情報 
ケ その他生活情報 等 

 (2) 外国人への広報 
 外国人を対象とした外国語の情報紙等を作成し、配布する。 

 (3) 県外疎開者への広報・ＰＲの実施 
 全国紙や全国版のテレビ・ラジオや県外の地方公共団体の広報紙等を活用し、県外疎開者に対し震災
関連情報を提供する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 生活再建支援策の広報・ＰＲ 
   広報紙やホームページ等を活用し、震災関連情報や上記２（１）の内容を広報・ＰＲする。 
 
４－３－７ 中小企業を対象とした支援  
 
１ 基本方針 
 被災した中小企業の自立再建を図るため、中小企業を対象とした事業の場の確保及び資金の調達に関す
る支援等を実施する。 
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２ 県の活動 
(1) 中小企業の被災状況の把握 
   市町や商工団体・業界団体等へのヒアリング調査、アンケート調査及び電話照会等により中小企業の

被災状況を把握する。 
(2) 支援制度・施策の内容の周知 

ア 中小企業を対象とした支援制度・施策の内容を市町、商工団体・業界団体等を通じ周知する。 
イ 次の施策を必要に応じ、実施する。 
 (ｱ) 相談所の設置 
 (ｲ) 電話相談の実施 
 (ｳ) パンフレットの作成・配布 

 (3) 資金需要の把握 
 中小企業の被災状況を基に、再建資金等の需要を把握する。 

 (4) 事業の場の確保 
 中小企業の事業の場を確保するため、共同仮設工場・店舗等の建設の支援及び民間賃貸工場・店舗情
報の提供等を行う。 

 (5) 金融面での支援 
ア 中小企業の経営基盤等の復旧・復興を支援するため、災害融資を実施する。 
イ 融資を円滑に実施するため、信用保証協会に対し協力を求める。 

 (6) 金融機関等への協力の要請 
 中小企業を対象とする資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和及び貸付金利の低
減等の特例措置を、信用保証協会や金融機関等に要請し協力を求める。 

 (7) 新たな支援制度の検討 
 被災中小企業の融資に対する利子補給制度等の新たな支援制度を検討する。 

 (8) 国への要望 
 中小企業信用保険法の特例措置及び政府系金融機関による災害特別融資枠の確保等を国に要請する。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 中小企業の被災状況の把握 

 県が行う中小企業の被災状況調査に協力する。 
 (2) 事業の場の確保 

 事業の場の確保に関する支援策を必要に応じ、実施する。 
 (3) 支援制度・施策の周知 

 中小企業を対象とした支援制度・施策を県と連携し周知する。 
 
４－３－８ 雇用対策  
 
１ 基本方針 
 失業者の発生を未然に防ぎ、被災者の経済的な生活基盤を確保し、迅速な生活再建を図るため、雇用維
持対策を実施する。また、震災により離職を余儀なくされた被災者の再就職支援策を実施する。 
 

２ 県の活動 
 (1) 雇用状況の把握 

 愛媛労働局・ハローワークと連携し、雇用状況を把握する。 
 (2) 事業者支援の実施 

 県内の事業主や業界団体等に対し雇用の維持を要請するとともに、各種雇用支援制度を事業主に迅速
に周知し、制度の積極的な活用を促す。 

 (3) 離職者のセーフティネットの拡充 
 雇用保険給付対象者の拡大、給付日数の延長及び手続きの弾力的措置の実施等を国に要請する。 

 (4) 再就職の支援 
 離職者の再就職を促進させるため、次の施策を実施する。 
ア 愛媛労働局と連携したきめ細かな職業相談の実施 
イ 公共職業能力開発施設等における職業訓練、能力開発の実施 
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ウ 求人開拓の実施 
エ 合同就職説明会等の開催 

 
３ 市町の活動 
  雇用に関する相談があった場合には、公共職業安定所に通知する。 
 
４－３－９ 農林漁業者を対象とした支援  
 
１ 基本方針 
 被災した農林漁業関連施設の迅速な災害復旧を図り、経営・生活の維持・安定を図るため、農林漁業者
を対象とした支援を実施する。 
 なお、津波災害は沿岸部の農林漁業者に対して、壊滅的な被害をもたらす場合があることから、農地の
塩害対策、漁場及び水産業の一体的復旧等に十分留意する。 

 
２ 県の活動 
 (1) 農林漁業者の被災状況の把握 

 市町や協同組合等を通じ農林漁業関係者の被災状況を把握する。 
 (2) 支援制度・施策の内容の周知 

ア 市町や協同組合を通じ、支援制度・施策の内容を周知する。 
イ 次の施策を必要に応じて実施する。 
 (ｱ) 相談所の設置 
 (ｲ) 電話相談の実施 
 (ｳ) パンフレットの作成・配布 

 (3) 天災融資法に関する措置の実施 
 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（天災融資法）の地域指定を受
けるため、必要な措置を講じる。 

 (4) 日本政策金融公庫資金に関する事業処理の迅速かつ的確な実施 
 農林漁業セーフティネット資金等の災害対策資金に関する事業処理を、迅速かつ的確に実施する。 

 (5) 金融面での措置 
 県独自の災害対策に関する融資制度を、必要に応じて創設する。 

 (6) 金融機関への協力の要請 
 資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和、貸付金利の低減等の農林漁業者を対象
とした特例措置を、融資機関等に要請し協力を求める。 

 
３ 市町の活動 
 (1) 農林漁業者の被災状況の把握 

 農林漁業者の被災状況調査を、県と連携して実施する。 
 (2) 支援制度・施策の周知 

 農林漁業者を対象とした支援制度・施策を、県と連携して周知する。 
 
４－３－１０ 地域経済の復興と発展のための支援  
 
 地域経済の復興を迅速に軌道に乗せ、地域をより発展させるための支援策を講じる。 
 
１ 県の活動  
 (1) 企業誘致活動の実施 
   企業誘致促進のためのセミナー、イベントを開催する。 
 (2) 誘客対策の実施 

 被災観光地のイメージアップ、復興等をＰＲするため、必要に応じ市町や関係団体等と連携し、次の
施策を実施する。 

 ア 県内における観光地の復興イベント等の実施 
 イ 県外における誘客イベント等の実施 
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 ウ マスコミを活用したＰＲ 
 エ 大規模な会議等の誘致  

 
２ 市町の活動 
 (1) イベント・商談会等の実施  
   必要に応じ、県や関係団体等と連携しイベント・商談会等を実施する。 
 (2) 誘客対策の実施 
   必要に応じ、県や関係団体等と連携し誘客対策を実施する。 
  
 
  ※資料編 １ 被災者生活再建支援法の概要     （資料編１９－８） 

２ 災害援護資金貸付制度の概要     （資料編１９－２） 
３ 災害復旧貸付制度の概要       （資料編１９－３） 
４ 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書 

 （資料編１２－８） 
５ 中小企業振興資金          （資料編１９－４） 
６ 災害復旧高度化事業の概要      （資料編１９－５） 
７ 日本政策金融公庫災害資金等の概要  （資料編１９－６） 

       ８ 天災資金の概要           （資料編１９－７） 
        

 
 

 
 


